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第１部 脳・心臓疾患の認定基準の解説 
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はじめに 

令和３年９月 14 日付け基発 0914 第１号「血管病変等を著しく増悪させる

業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」（以下「認

定基準」という。）に定める事項に関し、「脳・心臓疾患の労災認定の基準

に関する専門検討会」（以下「検討会」という。）の議論の内容等を踏まえ、

認定実務において参考となる事項を以下のとおりまとめたので、認定基準や

令和３年９月 14 日付け基補発 0914 第１号「血管病変等を著しく増悪させる

業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準に係る運用上の留意

点について」（以下「課長内かん」という。）と併せて理解すること。 

 

第１ 基本的な考え方 

 
第１ 基本的な考え方 

脳血管疾患及び虚血性心疾患等（負傷に起因するものを除く。以下「脳・心臓疾患」という。）は、

その発症の基礎となる動脈硬化等による血管病変又は動脈瘤、心筋変性等の基礎的病態（以下「血管病

変等」という。）が、長い年月の生活の営みの中で徐々に形成、進行及び増悪するといった自然経過を

たどり発症するものである。 

しかしながら、業務による明らかな過重負荷が加わることによって、血管病変等がその自然経過を超

えて著しく増悪し、脳・心臓疾患が発症する場合があり、そのような経過をたどり発症した脳・心臓疾

患は、その発症に当たって業務が相対的に有力な原因であると判断し、業務に起因する疾病として取り

扱う。 

このような脳・心臓疾患の発症に影響を及ぼす業務による明らかな過重負荷として、発症に近接した時

期における負荷及び長期間にわたる疲労の蓄積を考慮する。 

これらの業務による過重負荷の判断に当たっては、労働時間の長さ等で表される業務量や、業務内容、

作業環境等を具体的かつ客観的に把握し、総合的に判断する必要がある。 

 

   認定基準の第１には、脳・心臓疾患の労災認定に係る基本的な考え方が示

されている。この基本的な考え方は、平成 13 年に改正された認定基準（以下

「旧認定基準」という。）から変更はない。 

脳・心臓疾患は、その発症の基礎となる動脈硬化等による血管病変又は動

脈瘤、心筋変性等の基礎的病態（以下「血管病変等」という。）が長い年月

の生活の営みの中で形成され、それが徐々に進行し、増悪するといった自然

経過をたどり発症に至るものである。医学的にみれば、血管病変等の形成に

業務が直接の要因とはならないとされていることから、一般的に、脳・心臓

疾患は、いわゆる私病（血管病変等）が増悪した結果として発症する疾病で

-3-



あるとみることができる。すなわち、脳・心臓疾患は、「私病増悪型」の疾

病であり、労災補償において一般的に取り扱われる職業性疾病とは異なる疾

病である。 

したがって、脳・心臓疾患を自然経過により発症した場合には、労災補償

の対象とはならないが、業務による明らかな過重負荷が加わったことによっ

て血管病変等がその自然経過を超えて著しく増悪し、その結果、脳・心臓疾

患が発症した場合には、その発症に当たって、業務が相対的に有力な原因で

あると判断し、業務に起因することの明らかな疾病として取り扱われること

となる。 

ここで、脳・心臓疾患の発症に影響を及ぼす「業務による明らかな過重負

荷」としては、「長期間にわたる疲労の蓄積」及び「発症に近接した時期に

おける負荷」、すなわち「異常な出来事」や「短期間の過重業務」を考慮す

るものである。あわせて、業務による明らかな過重負荷の判断に当たっては、

労働時間だけではなく、業務内容、作業環境など、その他の負荷要因も含め

総合的に判断する必要がある。 

 

第２ 対象疾病 

 
第２ 対象疾病 

本認定基準は、次に掲げる脳・心臓疾患を対象疾病として取り扱う。 

１ 脳血管疾患 

(1)  脳内出血（脳出血） 

(2)  くも膜下出血 

(3)  脳梗塞 

(4)  高血圧性脳症 

 

２ 虚血性心疾患等 

(1)  心筋梗塞 

(2)  狭心症 

(3)  心停止（心臓性突然死を含む。） 

(4)  重篤な心不全 

(5)  大動脈解離 

 

１ 旧認定基準からの変更点 

(1) 「重篤な心不全」の追加 
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課長内かん第２の３（1）のとおり、旧認定基準においては不整脈が一義

的な原因となった心不全症状等について、「心停止（心臓性突然死を含む。）」

に含めて取り扱うこととされていた。 

しかし、心停止とは異なる病態である心不全を「心停止（心臓性突然死

を含む。）」に含めて取り扱うことは適切でなく、また、不整脈によらず、

心筋症等の基礎疾患を有する場合にも、業務による明らかな過重負荷によ

って当該基礎疾患が自然経過を超えて著しく増悪し、重篤な心不全が生じ

ることが考えられるため、不整脈によるものも含め「重篤な心不全」が対

象疾病に追加された。 

不整脈によるものも、不整脈によらないものも、「重篤な心不全」であ

れば、対象疾病となるものである。なお、当該疾病は当面の間、労働基準

法施行規則別表第１の２（以下「別表第１の２」という。）第 11 号に規定

する疾病として取り扱うこと。 

(2) 「大動脈解離」への表記の修正 

 「解離性大動脈瘤」とは、大動脈壁が解離し（２層に剥離し）解離部分

の径が拡大し瘤となった疾患をいう。「大動脈解離」とは、血管壁が解離

した疾患をいい、大動脈瘤を伴う場合も、伴わない場合もある。旧認定基

準にいう「解離性大動脈瘤」は、すべて「大動脈解離」に含まれる。 

本修正は、課長内かん第２の３（2）のとおり、瘤を形成しない大動脈解

離も対象疾病であることを明確にする必要があること、臨床的にも現在は

解離性大動脈瘤の場合を含めて大動脈解離の診断名が付されることが多い

こと、ICD-10 の表記が「大動脈の解離」となっていることによるものであ

る。 

なお、「大動脈解離」は別表第１の２第８号に規定する「解離性大動脈

瘤」と同旨であるので、引き続き同号の疾病として取り扱うこと。 

 

２ 対象疾病の考え方 

認定基準の第２には、認定基準で対象とする疾病、すなわち、過重負荷を

受けたことにより発症することが医学的に考えられる疾病として、脳血管疾

患４疾患、虚血性心疾患等５疾患の計９疾患が掲げられている。各対象疾病

の概要については、検討会報告書資料１の「Ⅰ 脳・心臓疾患の疾患別概要」

を参照すること。 
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「虚血性心疾患」とは、冠動脈が何らかの原因で狭窄・閉塞し、心筋が虚

血に陥った病態であり、心筋梗塞、狭心症及び心停止（心臓性突然死を含む。）

が該当する。認定基準では、重篤な心不全及び大動脈解離を含めて「虚血性

心疾患等」としている。 

認定基準では対象とする疾病を限定しているが、これは、対象疾病以外の

疾病が過重負荷に関連して発症し得ないという趣旨ではない。認定基準第１

の基本的考え方が妥当し、かつ、発症数が相当程度認められ、疾病の業務起

因性を肯定し得る要素（認定要件）を集約できると判断された疾病が対象疾

病として列挙されているものである。 

したがって、過重労働が原因であるとして労災請求された事案について、

発症した疾病が対象疾病に該当する場合には、認定基準に基づき判断するこ

ととなり、認定要件を満たせば原則として業務上になる。 

一方、対象疾病以外の疾病であっても、認定基準第５の２（1）に示されて

いるとおり、体循環系の各動脈の閉塞又は解離については、認定基準第１の

基本的考え方により業務起因性の判断ができる場合がある。すなわち、過重

負荷により発症する場合があるものであるが、それらの疾病は、発症数が対

象疾病に比べ極めて少なく、また、発生原因が様々であって、基礎疾患の状

況や業務の過重性等を個別に検討する必要があり、常に認定基準第１の基本

的考え方により判断できるものではないことから、対象疾病に追加されなか

ったところである。これら疾病を含め、対象疾病以外の疾病に関し労災請求

された事案の取扱いについては、下記第５の２によること。 

 

３ 心不全の取扱い 

（1） 疾患名の特定 

課長内かんの第３の１（3）のとおり、心不全とは、何らかの心臓機能障

害が生じて心ポンプ機能の代償機転（心臓から十分な血液を送り出す機能）

が破綻した結果、呼吸困難・倦怠感や浮腫が出現し、運動耐容能が低下し

た状態を指す。心不全は疾患名ではないが、心停止と同様に ICD-10 にも位

置付けられた状態名であって、上記のような「急性・慢性心不全診療ガイ

ドライン」の定義を満たす状態であるものについては、後記（2）のとおり

「重篤な」心不全であるか否かの判断は必要であるが、それ自体を対象疾

病と認めて差し支えない。 
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一方で、医師が死亡後に初めて状態を確認し、死亡直前の状態が不明で

ある等の理由から、上記のようなガイドライン上の定義を満たしていない

が「急性心不全」の死亡診断がなされた事例も存在するところである。こ

のような場合には、可能な限り疾患名の確認を行う必要があり、その結果、

「心停止（心臓性突然死を含む。）」や「心筋梗塞」の疾患名と特定する

ことが妥当と判断される場合もある。なお、このような場合には、後記５

の脳卒中の取扱いに準じ、対象疾病以外の疾病であることが確認された場

合を除いて、認定基準によって判断して差し支えない。 

（2） 「重篤な」心不全の判断 

労災補償の対象疾病としては、基礎疾患の自然経過によるものではなく、

業務による明らかな過重負荷によって基礎疾患がその自然経過を超えて著

しく増悪したものと判断できる必要があることから、入院による治療（積

極的な治療）を必要とする急性心不全を念頭に、対象疾病が「重篤な心不

全」と限定されたものである。これは、心不全の程度が軽ければ軽いほど、

基礎疾患の自然経過によって生じたものと区別することが困難であると考

えられたことによる。 

このため、疾患名が心不全である場合には、その基礎となる疾患及び心

不全の程度についても併せて確認し、治療内容や予後等も含め病状の全体

像をみて、業務による負荷及び基礎疾患の状況と心不全の発症との関係を

判断する必要があり、基礎疾患がその自然経過を超えて著しく増悪したも

のと認められる場合に労災保険給付の対象となるものである。 

 

４ 不整脈による突然死等の取扱い 

「不整脈による突然死等」は、旧認定基準においてはすべて「心停止（心

臓性突然死を含む。）」に含めて取り扱うこととされていたものであるが、

課長内かん第３の１（4）のとおり、その症状に応じて、心停止、重篤な心不

全、脳梗塞など対象疾病のいずれに当たるかを確認し、該当する疾病として

取り扱うこと。これは、旧認定基準の取扱いを変更するものであるが、対象

疾病の範囲を狭める趣旨ではない。 

 

５ 脳卒中の取扱い 

「脳卒中」は、脳内出血、くも膜下出血、脳梗塞及び一過性脳虚血発作（脳
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梗塞の症状が短時間で消失するもの）の総称であり、現在でも広く使用され

ている用語である。 

課長内かんの第３の１（5）のとおり、脳卒中として請求された事案につい

ては、疾患名を確認し、対象疾病以外の疾病であることが確認された場合を

除き、認定基準によって判断して差し支えない。 

 

第３ 認定要件 

 
第３ 認定要件 

次の(1)、(2)又は(3)の業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、

業務に起因する疾病として取り扱う。 

(1) 発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務（以下「長期間の過重業

務」という。）に就労したこと。 

(2)  発症に近接した時期において、特に過重な業務（以下「短期間の過重業務」という。）に就労した

こと。 

(3) 発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事

（以下「異常な出来事」という。）に遭遇したこと。 

 
認定要件とは、脳・心臓疾患の発症について、業務との間の因果関係を認

め得る要件である。認定基準の第３の認定要件は、その記載順が変更されて

いるほか、内容は旧認定基準と同じであり、具体的には、対象疾病の発症前

に「長期間の過重業務」、「短期間の過重業務」又は「異常な出来事」のい

ずれかの、業務による明らかな過重負荷を受けたこととされている。 

ここでいう「業務による明らかな過重負荷」とは、医学経験則に照らして、

脳・心臓疾患の発症の基礎となる血管病変等をその自然経過を超えて著しく

増悪させたと客観的に認められる業務による負荷をいう。 

すなわち、明らかに業務が過重であったために脳・心臓疾患を発症した場

合には業務上として労災補償の対象となり、業務以外の日常生活の負荷が過

重であったことや、血管病変等の自然経過により脳・心臓疾患を発症した場

合には業務外となる。 

なお、認定基準第３において、「業務に起因する疾病として取り扱う」と

は、別表第１の２第８号又は第 11 号に該当する疾病として取り扱うという

趣旨である。 
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第４ 認定要件の具体的判断 

上記の認定要件から、認定要件の具体的判断に当たっては、 

① 労働者に発症した疾病が、認定基準第２の対象疾病に該当すること 

② 当該労働者が、対象疾病の発症前に「長期間の過重業務」、「短期間の

過重業務」又は「異常な出来事」のいずれかの業務による明らかな過重負

荷を受けたこと 

の２点について判断する必要がある。 

認定基準の第４「認定要件の具体的判断」では、上記①について「１疾患

名及び発病時期の特定」として、また、上記②について「２長期間の過重業

務」、「３短期間の過重業務」、「４異常な出来事」として、脳・心臓疾患

の労災認定をどのように行うのかを具体的に示している。 

 

 １ 疾患名と発症時期の特定 

 
第４ 認定要件の具体的判断 

１ 疾患名及び発症時期の特定 

認定要件の判断に当たっては、まず疾患名を特定し、対象疾病に該当することを確認すること。 

また、脳・心臓疾患の発症時期は、業務と発症との関連性を検討する際の起点となるものである。

通常、脳・心臓疾患は、発症の直後に症状が出現（自覚症状又は他覚所見が明らかに認められること

をいう。）するとされているので、臨床所見、症状の経過等から症状が出現した日を特定し、その日

をもって発症日とすること。 

なお、前駆症状（脳・心臓疾患発症の警告の症状をいう。）が認められる場合であって、当該前駆

症状と発症した脳・心臓疾患との関連性が医学的に明らかとされたときは、当該前駆症状が確認され

た日をもって発症日とすること。 

 

(1) 疾患名の特定 

  認定要件の判断に当たっては、まず疾患名を特定し、対象疾病に該当す

ることを確認する必要がある。 

通常、脳・心臓疾患に対して治療が行われていれば、疾患名の特定は容

易であるが、治療が行われず、死体検案のみで死亡原因が推定されたよう

な場合等には、疾患名の特定は特に重要となってくる。一般には主治医意

見書、請求書の診療担当者証明事項、死亡診断書（死体検案書）の記載事

項等により特定されるが、事案によっては臨床所見、解剖所見、発症前後

の身体の状況等を収集し、専門医の意見を求めること等により疾患名を確
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認することが必要である。 

(2) 発症時期の特定 

業務による明らかな過重負荷に関しては、それぞれ発症との時間的関連

性の観点から評価期間が設けられているが、発症前に従事した業務の過重

性を評価するためには、その評価期間の起点となる発症日を特定すること

が重要である。発症とは、脳出血や脳梗塞、心筋梗塞等に関しては血管病

変等が破綻（出血）若しくは閉塞したこと、高血圧性脳症や心不全に関し

ては、循環異常を急性に来したことをいう。 

通常、脳・心臓疾患は、発症すれば症状がすぐに現れ、意識を失う、激

しい痛みを訴えるなど重篤な状態に陥り、即時に医療機関の受診に至るこ

とが多いことから、そのような明確な症状が出現した日（多くは医療機関

を受診した日）をもって発症日とすることとなるが、前駆症状が認められ

る場合には取扱いが異なる。 

例えば、くも膜下出血では、本格的な大出血に至る数日前から、頭痛や

吐き気などの前駆症状と呼ばれる症状が出現している場合があるが、その

ような症状が認められる場合には、その症状と発症した脳・心臓疾患との

関連性について検討し、その結果、医学的な関連性があるとされた場合、

つまり、前駆症状であると認められた場合には、その前駆症状が確認され

た日をもって発症日とすることとなる。 

なお、「重篤な心不全」については、入院による治療を必要とする急性

心不全を念頭に対象疾病が定められたものであり、原則としてそのような

状態に至った時期が発症時期となると考えられるが、心不全は幅広い状態

名であることから、発症時期の特定が困難な事案については、課長内かん

第３の１（3）のとおり、職業病認定対策室に相談すること。 

 

２ 過重負荷（共通事項） 

（1）過重負荷とは 

認定基準第１の基本的な考え方に基づき、過重負荷とは、医学経験則に

照らして、脳・心臓疾患の発症の基礎となる血管病変等をその自然経過を

超えて著しく増悪させ得ることが客観的に認められる負荷をいう（前記第

３参照）。 

ここでいう自然経過とは、加齢、生活習慣、生活環境等の日常生活の諸
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々の要因（一般生活において生体が受ける通常の要因）により血管病変等

が徐々に形成、進行及び増悪する経過をいう。なお、日常業務に従事する

上で生体が受ける負荷は、一般に日常生活などにおける通常の負荷の範囲

内にとどまるものと考えられる。 

（2）脳・心臓疾患が発症に至るまでの概念図 

業務による明らかな過重負荷による脳・心臓疾患の発症のパターンは、

次のように整理されている（図１）。 

図１ 発症に至るまでの概念図 

 

この「発症に至るまでの概念図」は、時間の経過による血管病変等の進

行状態を示したものである。 

横軸が時間的経過で、縦軸が血管病変等の進行状態を示している。また、

縦軸の最も高いところが脳・心臓疾患を発症する状態で、点線は、自然経

過による血管病変等の増悪の状態を示している。 

概念図のアの矢印は、長時間労働等業務による負荷が長期間にわたって

生体に加わることによって疲労の蓄積が生じ、それが血管病変等をその自

然経過を超えて著しく増悪させることを示している。一方、ウの矢印は、

急激で著しい血管病変等の増悪、つまり、「短期間の過重業務」や「異常

な出来事」という急性の過重負荷によって脳・心臓疾患を発症することを

ア 業務に関連する疲労の蓄積による血管病変等の著しい増悪を示す。 
イ 業務に関連する急性の負荷による発症の誘発を示す。 
ウ 業務に関連する急性の負荷による発症を示す。 

ア 

イ ウ 
自 然 経 過 

時 間 的 経 過 

発症 

疲労の蓄積による 
血管病変等の進行 

血
管
病
変
等
の
進
行
状
態 
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示している。 

アの矢印（長期間にわたる疲労の蓄積による血管病変の増悪）は、その

ような増悪の進行でそのまま発症に至ることもあるが、さらに、そのよう

な増悪が進行していく中で、業務による急性の負荷（「短期間の過重業務」

や「異常な出来事」）により血管病変等が急激に増悪し、発症に至ること

もある。そのことを示したのがイの矢印である。イの矢印とウの矢印は、

いずれも業務による急性の負荷を示しており、概念図上も同じ傾きとなっ

ている。 

なお、疲労の蓄積の解消や適切な治療などによる危険因子の是正によっ

て、血管病変等の進行がとどまり、脳・心臓疾患の発症リスクが低減する

可能性がある。したがって、脳・心臓疾患の発症予防の観点から、疲労の

蓄積の解消や適切な治療などによる危険因子の是正は重要である。 

 (3) ３つの過重負荷の関係性 

認定基準第３の認定要件においては、業務による明らかな過重負荷につ

いて、（1）長期間の過重業務、（2）短期間の過重業務、（3）異常な出来

事の順に示しており、認定基準第４の認定要件の具体的判断においてもそ

の順に判断内容が示されている。これは、別表第１の２第８号の規定が、

「長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務

による脳出血（以下略）」と、長期間の過重業務を第一に記載しているこ

とによるものである。 

しかしながら、認定基準の改正の経緯としては、まず、昭和 36 年に異常

な出来事を評価する認定基準が策定され、昭和 62 年に異常な出来事に加

えて短期間の過重業務を評価する認定基準の改正が行われた。その後、平

成７年の改正を経て、平成 13 年に長期間の過重業務を評価する改正が行

われたところである。 

過重負荷の記載順に関わらず、過重業務と発症との関連性を時間的にみ

た場合、医学的には、業務による過重な負荷は発症に近ければ近いほど発

症への影響が強いと考えられるものであり、この考え方は従前から変更は

ない。 

なお、認定実務においては、３つの過重負荷のいずれかが認められる場

合には、他の２つについて評価する必要はない。ただし、長期間の過重業

務の判断に当たり、発症に近接した時期の急性の負荷を含め総合的に長期
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間の過重業務の評価を行うべき場合があること、また、業務外の判断につ

いては、３つの過重負荷のすべてについて検討し、いずれも否定される場

合にしか行えないことに留意すること。 

 

３ 長期間の過重業務 

 

（第４ 認定要件の具体的判断） 

２ 長期間の過重業務 

(1) 疲労の蓄積の考え方 

恒常的な長時間労働等の負荷が長期間にわたって作用した場合には、「疲労の蓄積」が生じ、こ

れが血管病変等をその自然経過を超えて著しく増悪させ、その結果、脳・心臓疾患を発症させるこ

とがある。 

このことから、発症との関連性において、業務の過重性を評価するに当たっては、発症前の一定

期間の就労実態等を考察し、発症時における疲労の蓄積がどの程度であったかという観点から判断

することとする。 

(2) 特に過重な業務 

特に過重な業務とは、日常業務に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的

に認められる業務をいうものであり、日常業務に就労する上で受ける負荷の影響は、血管病変等の

自然経過の範囲にとどまるものである。 

ここでいう日常業務とは、通常の所定労働時間内の所定業務内容をいう｡ 

(3) 評価期間 

発症前の長期間とは、発症前おおむね６か月間をいう。 

なお、発症前おおむね６か月より前の業務については、疲労の蓄積に係る業務の過重性を評価す

るに当たり、付加的要因として考慮すること。 

 

認定基準の第４の２は、認定要件に掲げられた３つの過重負荷のうち、「長

期間の過重業務」についてまとめたもので、疲労の蓄積の考え方、特に過重

な業務、評価期間、過重負荷の有無の判断に分けて示されている。 

疲労の蓄積の考え方、特に過重な業務、評価期間については、旧認定基準

から変更はない。 
 

 (1) 疲労の蓄積の考え方 

疲労の蓄積については、旧認定基準以降考慮されるようになったもので

ある。業務を遂行することによって生体機能に引き起こされる多様なスト

レス反応について、恒常的な長時間労働等の負荷が長期間にわたって作用

した場合には、ストレス反応は持続し、かつ、過大となり、ついには回復
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し難いものとなり、この疲労の蓄積によって生体機能が低下し、血管病変

等が増悪することがあると考えられることから、これを、過重負荷として

掲げている。 

ただし、この生体機能の変化は個人差が大きいといわれている。また、

血管病変等の増悪は、基本的には加齢や日常の生活習慣と大きく関連する。

疲労の蓄積による血管病変等の増悪の程度を実際に把握することは不可能

であり、また、疲労は、蓄積した状態のまま継続するものではなく、長時

間労働等の負荷要因が消退した場合には回復するとされている。 

これらのことから、疲労の蓄積状態にあって対象疾病が発症したと認め

られるもの、つまり、発症時点において疲労の蓄積が認められるものにつ

いて、血管病変等がその自然経過を超えて著しく増悪して発症したと考え

ることとし、労災認定に当たっては、発症時における疲労の蓄積がどの程

度であったかという観点から判断することとしている。 

（2）特に過重な業務 

 特に過重な業務とは、日常業務に比較して特に過重な身体的、精神的負

荷を生じさせたと客観的に認められる業務のことであり、日常業務とは、

通常の所定労働時間内の所定業務内容を指す。 

つまり、日常業務に就労する上で受ける負荷による影響は、血管病変等

の自然経過の範囲内にとどまるものとされていることから、労災補償の対

象となるような血管病変等を明らかに増悪させ得る業務としては、日常業

務を超えたものである必要がある。そのため、日常業務に比較して特に過

重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務、すなわ

ち、「特に過重な業務」が認定要件とされたものである。  

また、長期間の過重業務の判断における特に過重な業務は、「著しい疲

労の蓄積をもたらす」ものであることに留意する必要がある。 

なお、所定業務内容であっても所定労働時間を超えて労働している場合

や、所定労働時間内であっても所定業務内容と質的に異なる業務内容であ

る場合は、いずれも、業務量（労働時間）及び業務内容の全体を総合的に

考慮して、日常業務に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせ

たと客観的に認められるか否かを判断すること。 

（3）評価期間 

長期間の過重業務に係る評価期間は、発症前おおむね６か月間である。 
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これは、平成 12 年から同 13 年にかけて開催された「脳・心臓疾患の認

定基準に関する専門検討会」（以下「平成 13 年検討会」という。）におい

て、脳・心臓疾患の発症との関連性を研究した文献について検討が行われ

た結果、発症前１～６か月間の就労状況を調査することで疲労の蓄積が判

断でき得るとされ、このことから、疲労の蓄積に係る業務の過重性の評価

期間を発症前６か月間とすることは医学的にみても妥当であるとされたも

のである。なおこれは、６か月間で疲労の蓄積が生ずるという趣旨ではな

く、発症時の疲労の蓄積度合は、発症前６か月間の就労状況を評価するこ

とで判断できるという趣旨である。 

検討会においても、①疫学調査では、４週間～10 年以上の負荷を調査し

ているものがあるが、概括的な状況の把握にとどまるものが多いこと、②

症例報告では、発症１か月～７か月前の状況が報告されているものがみら

れること、③裁判例の状況をみると、発症前６か月間の負荷を検討してい

るものが大半である中で、発症前６か月よりも前の時間外労働等も評価し

ている事例が数件みられるといった状況にあることといった医学的知見等

の状況から、原則として発症前１～６か月の就労状況を調査すれば発症と

関連する疲労の蓄積が判断され得るとした平成 13 年検討会の整理は妥当

であり、これを変更するに足りる十分な根拠は現時点でもないものとされ

たところである。 

なお、発症前おおむね６か月より前の業務については、就労実態を示す

明確で客観的に評価できる資料があり特に身体的、精神的負荷が認められ

る場合に、疲労の蓄積に係る業務の過重性を評価するに当たり、これを付

加的に考慮する。 

（4）過重負荷の有無の判断 

 
（第４ 認定要件の具体的判断  ２ 長期間の過重業務） 

(4) 過重負荷の有無の判断 

ア 著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したと認められるか否かについては、業

務量、業務内容、作業環境等を考慮し、同種労働者にとっても、特に過重な身体的、精神的負

荷と認められる業務であるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断すること。 

ここでいう同種労働者とは、当該労働者と職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が

類似する者をいい、基礎疾患を有していたとしても日常業務を支障なく遂行できるものを含

む。 

イ 長期間の過重業務と発症との関係について、疲労の蓄積に加え、発症に近接した時期の業務
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による急性の負荷とあいまって発症する場合があることから、発症に近接した時期に一定の負

荷要因（心理的負荷となる出来事等）が認められる場合には、それらの負荷要因についても十

分に検討する必要があること。 

すなわち、長期間の過重業務の判断に当たって、短期間の過重業務（発症に近接した時期の

負荷）についても総合的に評価すべき事案があることに留意すること。 

 

ア 同種労働者を基準とする客観的な評価 

業務の過重性の評価は、当該労働者が行っていた業務が当該労働者本

人にとって過重であったか否かということをもって判断するのではな

く、同種労働者にとっても、過重であるか否かという観点から判断する

必要がある。 

これは、労災保険制度が、業務に内在する危険が現実化したものに対

する補償を行う制度であることから、業務に内在する危険を判断するに

当たり、本人ではなく本人と同種の労働者を抽象的に想定して業務に着

目し、当該業務が過重であったか否かを客観的に判断するという枠組み

が不可欠であることによる。このような判断枠組みにより、業務が当該

労働者に及ぼした影響を客観的かつ合理的に評価するものである。 

このことは、当該労働者の業務負荷と現に存在する同僚等の業務負荷

を比較して当該労働者の業務負荷がより重いことや、当該労働者と同程

度の業務を行っている同僚等にも脳・心臓疾患が発症していることを要

件とする趣旨ではない。あくまでも、当該労働者と同様の業務に従事す

る同種労働者にとっても、当該労働者の発症前の業務が過重であったか

否か、すなわち「厳しいもの」「きついもの」であったか否かという観

点から判断する趣旨である。 

また、この同種労働者については、心理的負荷・身体的負荷の評価の

必要性等を踏まえ、年齢及び経験のほか、職種、職場における立場や職

責などについても類似する者を想定することとされた。この点は、旧認

定基準から一部変更されている。また、課長内かん第３の３（1）のとお

り、基礎疾患の状況などの健康状態についても、年齢等と同様に考慮対

象となることに留意すること。決して被災労働者本人を基準にするもの

ではないが、被災労働者と同様の健康状態にあり、同様の職種、職場に

おける立場や職責、年齢、経験が類似する者を抽象的に想定し、そのよ

うな労働者にとっても業務が過重であるかどうかを検討していくこと
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になる。 

イ 疲労の蓄積と発症に近接した時期の急性の負荷の総合評価 

長期間の過重業務と発症との関係について、前記２（2）図１の概念図

のイの矢印のとおり、疲労の蓄積に加え、発症に近接した時期の業務に

よる急性の負荷とあいまって発症する場合がある。 

このため、課長内かん第３の３（2）のとおり、発症に近接した時期に

一定の負荷要因（心理的負荷となる出来事等）が認められる場合には、

それらの負荷も含め総合的に長期間の過重業務の評価を行うこと。 

これは、取扱いを変更したものではないが、認定基準にあらためて明

示されたものである。 

ウ 業務の過重性の具体的な評価 

(ｱ) 労働時間 

 

（第４ 認定要件の具体的判断  ２ 長期間の過重業務    (4) 過重負荷の有無の判断） 

ウ 業務の過重性の具体的な評価に当たっては、疲労の蓄積の観点から、以下に掲げる負荷要因

について十分検討すること。 

(ｱ) 労働時間 

ａ 労働時間の評価 

疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられる労働時間に着目すると、その時間が長

いほど、業務の過重性が増すところであり、具体的には、発症日を起点とした１か月単位の

連続した期間をみて、 

① 発症前１か月間ないし６か月間にわたって、１か月当たりおおむね45時間を超える時間

外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いが、おおむね45時間を超えて

時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること 

② 発症前１か月間におおむね100時間又は発症前２か月間ないし６か月間にわたって、１

か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連

性が強いと評価できること 

を踏まえて判断すること。 

ここでいう時間外労働時間数は、１週間当たり40時間を超えて労働した時間数である。 

ｂ 労働時間と労働時間以外の負荷要因の総合的な評価 

労働時間以外の負荷要因（後記(ｲ)から(ｶ)までに示した負荷要因をいう。以下同じ。）に

おいて一定の負荷が認められる場合には、労働時間の状況をも総合的に考慮し、業務と発症

との関連性が強いといえるかどうかを適切に判断すること。 

その際、前記ａ②の水準には至らないがこれに近い時間外労働が認められる場合には、特

に他の負荷要因の状況を十分に考慮し、そのような時間外労働に加えて一定の労働時間以外

の負荷が認められるときには、業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて判
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断すること。 

ここで、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合的に考慮するに当たっては、労働時間

がより長ければ労働時間以外の負荷要因による負荷がより小さくとも業務と発症との関連

性が強い場合があり、また、労働時間以外の負荷要因による負荷がより大きければ又は多け

れば労働時間がより短くとも業務と発症との関連性が強い場合があることに留意すること。 

 

ａ 労働時間の評価の考え方 

長期間の過重業務の判断に当たっては、検討会における検討結果

に基づき、労働時間に着目した、過重性の評価の目安が示されてい

る。 

検討会は、労働時間と脳・心臓疾患の発症等及び睡眠時間と脳・

心臓疾患の発症等に関する多数の疫学調査の状況等について検討し

た上で、次のとおり考察している。 
 

脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書（抜粋） 

業務において、労働時間の長さは疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられる。本検

討会は、長時間労働が脳・心臓疾患に影響を及ぼす理由として、①長時間労働のため睡眠時間が

不足すること、②長時間労働のため睡眠以外の休憩・休息や余暇活動の時間が不足し制限され、

かつ、生活習慣に悪影響があること、③長時間にわたり業務を遂行しなければならないこと自

体が直接的な負荷要因となること、④就労態様による負荷要因（心理的負荷、身体的負荷等を含

む。）へのばく露時間が長くなることなどがあると判断する。この整理は、平成 13 年検討会に

おける整理と基本的に同一のものである。 

これらの理由は、労働者の１日の生活時間のうち、①・②の労働時間以外の時間の在り方に関

するものと、③・④の労働時間そのものの在り方に関するものとに区分されるが、生活時間は

24 時間であってこれらは表裏一体の関係にあり、また、相互に関わりながら生体に影響を与え

るものであるので、④に関連する労働時間以外の負荷要因の内容（就労態様）も含め、全体を総

合的に考慮する必要がある。 

そのなかでも、疲労の蓄積をもたらす要因として睡眠不足は深く関わっているといえ、本検

討会は、現時点の疫学調査の結果を踏まえても、引き続き、１日５～６時間程度の睡眠が確保で

きない状態が継続していた場合には、そのような短時間睡眠となる長時間労働（業務）と発症と

の関連性が強いと評価できるものと判断する。これは、前記(ｲ)の睡眠時間と脳・心臓疾患の発

症等との関係についての疫学調査の結果だけでなく、前記(ｳ)の労働時間と脳・心臓疾患の発症

等との関係についての疫学調査の結果も一部重なる部分となる。 

 
すなわち、検討会では、労働時間の長さを疲労の蓄積をもたらす

最も重要な要因と位置付け、①長時間労働による睡眠時間の不足、

②長時間労働による睡眠時間以外の休息時間の不足、③長時間労働
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それ自体、④長時間労働による労働時間以外の負荷要因へのばく露

量の増大などの理由が、相互に関連して、疲労の蓄積を生じさせ、

脳・心臓疾患の発症等に影響を及ぼすと整理された。 

そして、検討会では、その中でも特に睡眠不足に着目し、１日５

～６時間程度の睡眠が確保できない状態が継続していた場合には、

そのような短時間睡眠となる長時間労働（業務）と発症との関連性

が強いと評価できるものと判断したものである。これは、睡眠時間

と脳・心臓疾患の発症等との関係に関する疫学調査の結果から導か

れるもののみならず、労働時間と脳・心臓疾患の発症との関係に関

する疫学調査の結果とも矛盾しないものである。 

さらに、検討会では、図２の平成 28 年社会生活基本調査における

労働者の１日の生活時間を基に、上記のような短時間睡眠となる労

働時間について検討が行われた。 

図２の生活時間のうち「食事等」の時間は、食事、身の回りの用

事、通勤等に要する時間で、生活を行っていく上で必要な時間とな

るものであるので、労働者が時間外労働を行う場合には、一般的に

「余暇」の時間を費やし、さらに長時間の時間外労働になると、睡

眠時間が削られていくものと考えられる。 

この考え方に基づき、睡眠時間と時間外労働時間との関係を検討

すると、表１のとおりとなる。なお、週休２日制の下で１か月の出

勤日数を 21.7 日と想定している。 

図２ 労働者の１日の生活時間 

-19-



表１ 睡眠時間から算出される時間外労働時間数 

① １日５時間程度の睡眠時間が確保できない状態 

睡眠時間 … 5 時間 

食事等  … 5.3 時間 

仕事による拘束時間 … 13.7 時間 

うち、時間外労働時間 … 4.7 時間 

13.7 時間 －（法定労働時間 8 時間 ＋ 法定休憩時間 1 時間） 

これが１か月継続した状態 

4.7 時間／日 × 21.7 日／月 ≒ 102.0 時間／月 おおむね 100 時間 

② １日６時間程度の睡眠時間が確保できない状態 

睡眠時間 … 6 時間 

食事等  … 5.3 時間 

仕事による拘束時間 … 12.7 時間 

  24 時間 － （睡眠時間 6 時間 ＋ 食事等 5.3 時間） 

うち、時間外労働時間 … 3.7 時間 

12.7 時間 － （法定労働時間 8 時間 ＋ 法定休憩時間 1 時間） 

これが１か月継続した状態 

3.7 時間／日 × 21.7 日／月 ≒ 80.3 時間／月 おおむね 80 時間 

③ １日 7.5 時間の睡眠時間が確保できる状態 

睡眠時間 … 7.5 時間 

食事等  … 5.3 時間 

仕事による拘束時間 … 11.2 時間 

  24 時間 － （睡眠時間 7.5 時間 ＋ 食事等 5.3 時間） 

うち、時間外労働時間 … 2.2 時間 

11.2 時間 － （法定労働時間 8 時間 ＋ 法定休憩時間 1 時間） 

これが１か月継続した状態 

2.2 時間／日 × 21.7 日／月 ≒ 47.7 時間／月 おおむね 45 時間 

 

検討会においては、表１の①（１か月おおむね 100 時間を超える

時間外労働）や②（１か月おおむね 80 時間を超える時間外労働）の

ような長時間労働が長く継続することで疲労の蓄積が生ずるとされ

たものである。 
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一方で、疲労の回復等について検討すると、疫学調査の結果にお

いては、１日の睡眠時間７時間ないし７～８時間の群を対照群とし

て、それよりも睡眠が短い群も長い群も脳・心臓疾患のリスクが高

くなる傾向があるといえることから、その日の疲労がその日の睡眠

等で回復できる状態であったかどうかは、１日７～８時間程度の睡

眠ないしそれに相当する休息が確保できていたかどうかという視点

で検討することが妥当と判断されたところである。 

１日 7.5 時間程度の睡眠が確保できる状態は、表１の③のような

時間外労働が想定されるところ、検討会においては、１か月おおむ

ね 45 時間を超える時間外労働に従事していない場合には、疲労の

蓄積は生じないものと考えられ、また、それ以前の長時間労働によ

って生じた疲労の蓄積は、徐々に解消していくものと考えられると

された。 

以上の３つの時間外労働時間数（100 時間・80 時間・45 時間）が

労働時間の評価の目安として引き続き認定基準に取り入れられたも

のであり、この内容は、考え方についても、時間数についても、旧

認定基準から変更はない。 

なお、検討会には、疫学調査の内容から上記水準を引き下げるべ

きである等の団体からの意見要望も提出されたところであるが、検

討会においては、脳・心臓疾患の関係について有意性を認めるもの

がある疫学調査の結果（長時間労働と脳・心臓疾患の関係について

有意性を認めるものがあるが、調査や疾病によっては有意性を否定

するものもあり、日本人を対象とする大規模な調査も現時点では１

件に限られること）やその研究の限界も踏まえると、当該知見のみ

では労働時間の長さ（量的な評価）のみで業務と発症との関連性が

強いと評価するには十分ではないと判断されたところである。 

ｂ 労働時間の評価 

認定基準では、前記ａの労働時間の評価の目安となる時間数と併

せて、発症前おおむね６か月間という評価期間の中で、労働時間と

いう負荷要因をどのように評価していくのかが示されている。 

すなわち、発症日を起点とした１か月単位の連続した期間をみ

て、 
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① 発症前１か月間ないし６か月間にわたって、１か月当たりおお

むね 45 時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と

発症との関連性が弱いが、おおむね 45 時間を超えて時間外労働

時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評

価できる 

② 発症前１か月間におおむね 100 時間又は発症前２か月間ないし

６か月間にわたって、１か月当たりおおむね 80 時間を超える時

間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評

価できる 

というものである。 

認定基準の考え方は、発症時の疲労の蓄積を判断するに当たって

は、発症前６か月間全体を評価するだけではなく、発症日を起点と

した１か月単位の連続した期間、つまり、発症前１か月間から発症

前６か月間までの６通りの期間における時間外労働時間数を評価す

ることにより行うということである。 

そして、その１か月平均の時間数が、いずれもおおむね 45 時間を

超えない場合は、業務と発症との関連性が弱いと評価できる。 

同様に、発症前１か月間から発症前６か月間までの６通りの期間

において、その１か月平均の時間外労働時間数が、発症前１か月間

におおむね 100 時間を超えるか、あるいは、発症前２か月間以上の

期間のうち、いずれかの期間でおおむね 80 時間を超える場合は、業

務と発症との関連性が強いと評価できる。 

なお、これらの中間の水準の時間外労働時間数である場合は、決

して業務と発症との関連性が弱いとか、発症のリスクが低いとされ

ているものではなく、認定基準に示されているとおり、おおむね 45

時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連

性が徐々に強まると評価できるとされているものであり、このこと

は、労働時間と脳・心臓疾患の発症との関係に関する疫学調査の結

果とも合致するものである。 

実際の労災認定においては、発症前１か月間から発症前６か月間

までの６通りの期間について時間外労働時間数を算出し、その１か

月当たりの時間数が最大となった期間を総合評価の対象とすること
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としている。つまり、発症前６か月間において最も多くの時間労働

した期間を評価するということである。 

そして、その最大となった時間数を、労働時間の評価の目安に照

らし、労働時間という負荷要因について過重性を評価し、その上で、

総合評価の対象期間における労働時間以外の負荷要因の評価と併せ

て業務の過重性を評価することとなる。 

これを図示すると、図３のようになる。 

図３ 労働時間と脳・心臓疾患の発症との関連 
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この労働時間の評価の目安となる時間数と業務の過重性の評価

との関係は、次のとおり整理されている。 

すなわち、発症前１か月間ないし６か月間にわたって、１か月当

たりおおむね 45 時間を超える時間外労働が認められない場合は、

疲労の蓄積が生じないとされているために、業務と発症との関連性

が弱いと評価できるとされたものであるので、一般的にこの時間外

労働のみから、特に過重な業務に就労したとみることは困難である。 

したがって、このような労働時間の実態にあって、業務起因性が

認められるためには、労働時間以外の負荷要因による身体的、精神

的負荷が特に過重と認められることが必要である。 

また、発症前１か月間におおむね 100 時間又は発症前２か月間な

いし６か月間にわたって、１か月当たりおおむね 80 時間を超える

時間外労働が認められる場合は、原則として業務と発症との関連性

が強いと評価できる。ただし、労働基準法第 41 条第 3 号の監視又は

断続的労働に相当する業務等、労働密度が特に低いと認められるも

のについては、このことをもって、直ちに、特に過重な業務に就労

したと判断することが適切ではない場合もあるので、このような場

合には、労働時間に加えて、それ以外の負荷要因が認められる場合

に、特に過重な業務に就労したとするものである。 

 ｃ 労働時間と労働時間以外の負荷要因の総合的な評価 

前記ｂ②により業務と発症との関連性が強いと認められる場合

には、労働時間以外の負荷要因に係る検討を省略して差し支えない。 

それ以外の場合には、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合

的に考慮し、業務と発症との関連性が強いといえるかどうかを適切

に判断する必要がある。このことについては、従前から変更はない

が、認定基準においては、あらためて総合的な考慮の必要性が明示

されるとともに、前記ｂ②の水準には至らないがこれに近い時間外

労働に加えて一定の労働時間以外の負荷が認められる場合には、業

務と発症との関連性が強いと評価できることが明示されている。 

長時間労働が脳・心臓疾患に影響を及ぼす理由について前記ａ①

の睡眠不足だけでなく、②の睡眠以外の休息等の制限、③の労働時

間の長さそれ自体、④の労働時間以外の負荷要因へのばく露の程度
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が考えられることを踏まえ、１か月おおむね 45 時間を超える時間

外労働時間が長くなるほど業務と発症との関連性が徐々に強まるも

のであるから、特にそのような場合については、労働時間と労働時

間以外の負荷要因の総合的な評価が重要である。 

課長内かん第３の３(3)ウのとおり、「前記ｂ②の水準には至らな

いがこれに近い時間外労働」の具体的な時間数については、労働時

間以外の負荷要因の状況によって異なるものであり、一律に示すこ

とは困難であるが、 

① 長時間労働と脳・心臓疾患の発症等との間に有意性を認めた疫

学調査では、長時間労働を「週 55 時間以上の労働時間」又は「１

日 11 時間以上の労働時間」として調査・解析しており、これが１

か月継続した状態としてはおおむね 65 時間を超える時間外労働

の水準が想定されたこと 

② 支給決定事例において、労働時間に加えて一定の労働時間以外

の負荷要因を考慮して認定した事例についてみると、１か月当た

りの時間外労働は、おおむね 65 時間から 70 時間以上のものが多

かったこと 

③ このような時間外労働に加えて、労働時間以外の負荷要因で一

定の強さのものが認められるときには、全体として、労働時間の

みで業務と発症との関連性が強いと認められる水準と同等の過

重負荷と評価し得る場合があること 

を踏まえ、課長内かん別紙１にも留意して、適切な評価を行う必要

がある。 

なお、これは、上記で示した時間数を下回っていた場合には業務

と発症との関連性が強いと評価できないという趣旨ではなく、また、

上記で示した時間数を上回っており労働時間以外の負荷要因が１つ

あれば必ず業務と発症との関連性が強いと評価されるという趣旨で

もない。あくまで、事案に即して労働時間と労働時間以外の負荷要

因を総合的に評価し、当該労働者の就労実態が全体として、労働時

間のみで業務と発症との関連性が強いと認められる水準と同等の過

重負荷と評価し得るか否かを判断するものである。 

課長内かん別紙２の事例や、本実務要領の記載例は、実際の支給
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決定事案を踏まえて作成されているものであるから、判断に当たっ

て参考とされたい。 

また、就労実態の全体を総合的に評価するのであるから、課長内

かん別紙１の柱書にあるとおり、ある就労実態について評価を行う

際には、各負荷要因において示された検討の視点についてそれぞれ

検討し、評価することが必要であるが、これは同一の実態について

二重に評価する趣旨ではないことはこれまでと同様である。拘束時

間が長い勤務について、１日の休憩時間がおおむね１時間以内の場

合には、労働時間の項目における評価との重複を避けるため、当該

項目では評価しないとされているのはその趣旨である。他の負荷要

因相互の関係においても、各負荷要因において示された検討の視点

はそれぞれ異なるものであることから、該当する負荷要因について

はそれぞれ検討する必要がある。一方、それぞれ検討した結果が同

一の実態について二重に評価することとなる場合には、全体を総合

的に評価するに当たり、その点を斟酌した上で業務の過重性を判断

すること。 

検討の対象となる期間が重複していても、負荷要因ごとに検討

し、評価する必要がある。例えば、休憩時間が業務の途中に合計３

時間あるような勤務で、時間外労働時間数に基づく負荷の検討と、

拘束時間数に基づく負荷の検討は、決して二重評価ではなく、それ

ぞれ検討し、十分に評価することが必要である。 

   ｄ 労働時間の認定 

労災認定のための労働時間は、労働基準法第 32 条で定める労働

時間と同義であり、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていたも

のと評価することができるか否かにより客観的に定まるものである

ことに留意の上、令和３年３月 30 日付け基補発 0330 第１号「労働

時間の認定に係る質疑応答・参考事例集の活用について」等を踏ま

え、当該労働者の労働時間を的確に把握すること。 

なお、業務の過重性を評価する労働時間は、みなし労働時間制度

が適法に採用されている場合であっても、実労働時間が対象になる

ものであること。手待時間であっても当該労働時間に含まれるが、

一方、現に睡眠を取ることができるような仮眠時間は業務の過重性
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を評価する労働時間から除かれる。また、自宅で行ういわゆる持ち

帰り残業についても、労働時間に該当するか否かを適切に判断し、

労働者が使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価できる場合

には、当該時間は業務の過重性を評価する労働時間に含まれるもの

であること。 

(ｲ) 勤務時間の不規則性 

 
（第４ 認定要件の具体的判断  ２ 長期間の過重業務    (4) 過重負荷の有無の判断 ウ） 

(ｲ) 勤務時間の不規則性 

ａ  拘束時間の長い勤務 

拘束時間とは、労働時間、休憩時間その他の使用者に拘束されている時間（始業から終業ま

での時間）をいう。 

拘束時間の長い勤務については、拘束時間数、実労働時間数、労働密度（実作業時間と手待

時間との割合等）、休憩・仮眠時間数及び回数、休憩・仮眠施設の状況（広さ、空調、騒音等）、

業務内容等の観点から検討し、評価すること。 

なお、１日の休憩時間がおおむね１時間以内の場合には、労働時間の項目における評価との

重複を避けるため、この項目では評価しない。 

ｂ 休日のない連続勤務 

休日のない（少ない）連続勤務については、連続労働日数、連続労働日と発症との近接性、

休日の数、実労働時間数、労働密度（実作業時間と手待時間との割合等）、業務内容等の観点

から検討し、評価すること。 

その際、休日のない連続勤務が長く続くほど業務と発症との関連性をより強めるものであり、

逆に、休日が十分確保されている場合は、疲労は回復ないし回復傾向を示すものであることを

踏まえて適切に評価すること。 

ｃ 勤務間インターバルが短い勤務 

勤務間インターバルとは、終業から始業までの時間をいう。 

勤務間インターバルが短い勤務については、その程度（時間数、頻度、連続性等）や業務内

容等の観点から検討し、評価すること。 

なお、長期間の過重業務の判断に当たっては、睡眠時間の確保の観点から、勤務間インター

バルがおおむね11時間未満の勤務の有無、時間数、頻度、連続性等について検討し、評価する

こと。 

ｄ 不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務  

「不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務」とは、予定された始業・終業時刻が変更される勤

務、予定された始業・終業時刻が日や週等によって異なる交替制勤務（月ごとに各日の始業時

刻が設定される勤務や、週ごとに規則的な日勤・夜勤の交替がある勤務等）、予定された始業

又は終業時刻が相当程度深夜時間帯に及び夜間に十分な睡眠を取ることが困難な深夜勤務を

いう。 

不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務については、予定された業務スケジュールの変更の頻
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度・程度・事前の通知状況、予定された業務スケジュールの変更の予測の度合、交替制勤務に

おける予定された始業・終業時刻のばらつきの程度、勤務のため夜間に十分な睡眠が取れない

程度（勤務の時間帯や深夜時間帯の勤務の頻度・連続性）、一勤務の長さ（引き続いて実施さ

れる連続勤務の長さ）、一勤務中の休憩の時間数及び回数、休憩や仮眠施設の状況（広さ、空

調、騒音等）、業務内容及びその変更の程度等の観点から検討し、評価すること。 

 
 ａ 拘束時間の長い勤務 

拘束時間の長い勤務については、旧認定基準から大きな変更はなく、

検討の視点について一部改正が行われるとともに、定義が明らかにさ

れ、また、労働時間の項目における評価との重複を避けるための記載

が追加されたもの。 

実労働時間以外の休憩時間や仮眠時間を加えた拘束時間が長い勤務

について評価する項目である。拘束時間とは、始業から終業までの間

の時間をいう。 

一般的には、１日の勤務時間の中には１時間前後の休憩時間が含ま

れているので、この休憩時間を加えたものが拘束時間ということにな

る。１日の休憩時間がおおむね１時間以内の場合には、労働時間の項

目における評価との重複を避けるため、本項目では評価しない。 

したがって、ここでいう拘束時間の長い勤務としては、通常の休憩

時間以外に仮眠のための時間が設けられている勤務、業務と業務の間

に数時間の休憩時間があって、かつ、その間拘束されている勤務など

が該当することとなる。なお、例えば新聞販売業や宿泊業などにおい

て、１暦日中の勤務時間が２以上に分割されており、勤務と勤務との

間に一定の時間数が確保され、当該時間中の行動に制約がなく帰宅・

外出等が可能な状況であれば、当該時間は拘束時間に含めない。 

その過重性の評価については、拘束時間数、実労働時間数、労働密

度（実作業時間と手待時間との割合等）、休憩・仮眠時間数及び回数、

休憩・仮眠施設の状況（広さ、空調、騒音等）、業務内容等の観点か

ら検討する。特に、長期間の過重業務の判断に当たり、拘束時間の状

況からみて１日５～６時間程度の睡眠が確保できない状態が継続して

いたような場合には、労働時間の状況等と合わせて、本項目を十分に

考慮する。 

ｂ 休日のない連続勤務 
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新規に追加された項目であり、旧認定基準においては、労働時間の

項目の中で評価されていた内容について、独立した負荷要因として明

らかにされたもの。 

労働日が連続し、休日がない勤務や休日が少ない勤務について評価

する項目である。ここでいう「連続勤務」は労働日が連続することを

指し、24 時間連続勤務のような引き続いて実施される一勤務が長い状

況とは区別するために「休日のない連続勤務」との表記がなされてい

る。 

旧認定基準においても示されていたとおり、休日のない連続勤務が

長く続くほど業務と発症との関連性をより強めるものであり、逆に、

休日が十分確保されている場合は、疲労は回復ないし回復傾向を示す

ものである。 

休日とは、原則として暦日で確保される必要があり、いわゆる「夜

勤明け」の日は休日に該当しない。なおこれは、前日の時間外労働が

深夜０時を過ぎ本来休日である日に及んだ場合に当該日を一律に労働

日として取り扱う趣旨ではないが、そのような本来休日である日にお

ける時間外労働が長時間に及び、実質的に休日としての十分な睡眠・

休養を取ることができない状況であったと認められる場合には、「夜

勤明け」の日に準じて取り扱う。 

その過重性の評価については、連続労働日数、連続労働日と発症と

の近接性、休日の数、実労働時間数、労働密度（実作業時間と手待時

間との割合等）、業務内容等の観点から検討する。 

ｃ 勤務間インターバルが短い勤務 

新規に追加された項目であり、旧認定基準においては、「交替制勤

務・深夜勤務」の項目で「勤務と次の勤務までの時間」として評価を

行っていた内容であるが、交替制勤務等に限らず、時間外労働により

終業時刻が遅くなり、次の始業時刻までの時間が短くなった場合も含

めて本項目で評価する。 

勤務間インターバルとは、終業から次の勤務の始業までの時間をい

う。そのような勤務間インターバルが短く、当該時間帯に十分な睡眠

や休養を取ることができない勤務について評価する項目である。 

勤務間インターバルは、拘束時間と対になる概念であるので、拘束
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時間の評価と重複する部分もあるが、拘束時間が長い勤務においては、

拘束時間の総量に主として着目するのに対し、勤務間インターバルが

短い勤務においては、特に疲労の蓄積・回復に影響を及ぼすまとまっ

た睡眠時間の確保の観点から、その細切れの程度に主として着目する

こととなる。そのような趣旨で、これらの負荷要因はそれぞれを検討

する必要がある。 

その過重性の評価については、勤務間インターバルが短い勤務の程

度（時間数、頻度、連続性等）や業務内容等の観点から検討する。 

ここで、前記（ｱ）ａ図２のとおり、労働者の１日の生活時間のうち

「食事等」に 5.3 時間を要することを踏まえると、勤務間インターバ

ルがおおむね 11 時間を下回ると、１日当たりの睡眠時間６時間を確

保することが困難となる。このため、長期間の過重業務の判断に当た

っては、睡眠時間の確保の観点から、おおむね 11 時間未満の勤務の有

無、時間数、頻度、連続性等について検討することとされている。こ

の場合でも、勤務間インターバルは短ければ短いほど負荷が大きくな

ることを踏まえ、11 時間未満の勤務の有無と頻度（回数）のみにとら

われず、時間数や連続性など、勤務間インターバルが短い勤務の程度

を全体として評価する必要があることに留意すること。 

また、短期間の過重業務の判断に当たっては、「おおむね 11 時間未

満」といった検討の目安となる時間数は示されていないが、長期間の

過重業務の判断に比して、より短期間のより大きな負荷を評価するも

のであることから、勤務間インターバルがより短い状況を評価するこ

とになるものであること。 

ｄ 不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務 

旧認定基準における「不規則な勤務」と「交替制勤務・深夜勤務」

について、負荷となる理由の共通性や、実際の事例における区分の困

難性等の観点から統合されたものである。 

勤務時間帯が不規則に又は規則的に頻繁に変化する勤務、勤務時間

帯が深夜に及ぶため夜間に十分な睡眠が取得できない勤務について評

価する項目である。生体には昼夜の変動に応じたリズム（生体リズム、

概日リズム）が存在するところ、勤務時間帯の設定やその変更によっ

て定まる労働者の生活リズムが、生体リズムとの位相のずれを生じる
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場合に、これが疲労の蓄積に影響を及ぼすことが考えられることから、

当該影響を評価するものである。 

どのような勤務を評価するかは、認定基準において示されている。 

① 「予定された始業・終業時刻が変更される勤務」とは、本来の始

業・終業時刻が、人員不足、業務量の状況等の様々な業務上の必要

性により、しばしば変更される勤務等をいう。始業・終業時刻があ

らかじめ定められておらず、業務量の状況等により例えば勤務前日

に始業時刻がはじめて指定されるような勤務であって、当該始業時

刻が日ごとに異なるといった場合も、これに含まれる。 

② 「予定された始業・終業時刻が日や週等によって異なる交替制勤

務」とは、認定基準の括弧書きに示されているとおり、月ごとに各

日の始業時刻が設定される勤務や、週ごとに規則的な日勤・夜勤の

交替がある勤務等をいう。 

 「交替制勤務」の語は、典型的には作業が継続的に昼夜を通じ（又

は長時間にわたって）行われる場合に、労働者を規則的に日勤・夜

勤として交替させ昼夜を通じた作業を実施する勤務形態を指す。た

だし、本項目ではそのような勤務だけでなく、各労働者の希望や業

務量の状況等を踏まえて一定期間ごとに勤務表（労働日や始業時刻

等）が設定されるいわゆるシフト制の勤務であって、当該始業時刻

が日ごとに異なる（日勤、夜勤、準夜勤、早朝勤務等が勤務表で設

定される）といった場合を含む。ここでは、日によって勤務時間帯

が異なり、生活リズムの変更を余儀なくされることが疲労の蓄積に

影響するという考え方に基づき負荷要因が定められていることか

ら、上記の典型的な交替制勤務やシフト制の勤務がスケジュールど

おり実施されている場合であっても、予定された始業・終業時刻に

ばらつきがあるときには、交替制勤務として評価する必要がある。 

③ 「予定された始業又は終業時刻が相当程度深夜時間帯に及び夜間

に十分な睡眠を取ることが困難な深夜勤務」については、深夜時間

帯（午後 10 時～午前５時）をすべて勤務する場合のほか、終業時刻

が遅く相当程度深夜時間帯に及ぶもの、始業時刻が早く相当程度深

夜時間帯に及ぶものを含むものである。ここでは、「夜間に」十分

な睡眠が取れないことが疲労の蓄積に影響するという考え方に基づ
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き負荷要因が定められていることから、当該労働者が日常的に深夜

勤務を行っている場合（勤務形態が常時夜勤である場合）であって

も深夜勤務として評価する必要がある。 

上記①、②及び③の記載は、それぞれ「不規則な勤務」、「交替制

勤務」及び「深夜勤務」の語におおむね対応するものであるが、支給

決定事例等をみても、交替制勤務について勤務シフトが不規則に変更

されるような事例や、不規則な勤務によって深夜勤務が生じる事例な

どがみられ、区分が難しい場合が多いことから、これらを峻別する必

要はない。いずれにしても、勤務時間帯が不規則に又は規則的に変化

し、生活リズムが一定しない勤務や、勤務シフトの変更の有無にかか

わらず深夜時間帯に就労し夜間に十分な睡眠が取得できない勤務につ

いて、本項目で評価対象とするものである。規則的な変化であっても、

変化する以上は評価対象となる。 

また、24 時間連続勤務のような、引き続いて実施される一勤務が長

い状況についても、日ごとの勤務状況にばらつきが生じて生活リズム

が乱れ、かつ、深夜時間帯の勤務を含むこととなり深夜に十分な睡眠

を取ることができない等の事情にあることから、本項目で評価対象と

する。 

なお、始業時刻が一定であり、時間外労働によって、結果的に勤務

の終了が遅延した場合については、勤務時間帯の変更については基本

的に労働時間の長さにより評価することが可能であるので、ここでい

う不規則な勤務としては評価しないが、その結果終業時刻が相当程度

深夜時間帯に及ぶ場合には、深夜勤務として評価対象とする。 

その過重性の評価については、予定された業務スケジュールの変更

の頻度・程度・事前の通知状況、予定された業務スケジュールの変更

の予測の度合、交替制勤務における予定された始業・終業時刻のばら

つきの程度、勤務のため夜間に十分な睡眠が取れない程度（勤務の時

間帯や深夜時間帯の勤務の頻度・連続性）、一勤務の長さ（引き続い

て実施される連続勤務の長さ）、一勤務中の休憩の時間数及び回数、

休憩や仮眠施設の状況（広さ、空調、騒音等）、業務内容及びその変

更の程度等の観点から検討する。 

不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務について、これらが時間外労
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働を伴わず、日常業務としてスケジュールどおりまたは深夜時間帯に

実施されている場合に受ける負荷は、日常生活で受ける負荷の範囲内

と評価され、当該負荷要因の評価それ自体は必要ではあるが、一般的

に、この場合の当該負荷要因のみから特に過重な業務とみることは困

難なものである。 

(ｳ) 事業場外における移動を伴う業務 

 

（第４ 認定要件の具体的判断  ２ 長期間の過重業務    (4) 過重負荷の有無の判断 ウ） 

 (ｳ) 事業場外における移動を伴う業務 

ａ 出張の多い業務 

出張とは、一般的に事業主の指揮命令により、特定の用務を果たすために通常の勤務地を離

れて用務地へ赴き、用務を果たして戻るまでの一連の過程をいう。 

出張の多い業務については、出張（特に時差のある海外出張）の頻度、出張が連続する程度、

出張期間、交通手段、移動時間及び移動時間中の状況、移動距離、出張先の多様性、宿泊の有

無、宿泊施設の状況、出張中における睡眠を含む休憩・休息の状況、出張中の業務内容等の観

点から検討し、併せて出張による疲労の回復状況等も踏まえて評価すること。 

ここで、飛行による時差については、時差の程度（特に４時間以上の時差の程度）、時差を

伴う移動の頻度、移動の方向等の観点から検討し、評価すること。 

また、出張に伴う勤務時間の不規則性についても、前記(ｲ)により適切に評価すること。 

ｂ その他事業場外における移動を伴う業務 

その他事業場外における移動を伴う業務については、移動（特に時差のある海外への移動）

の頻度、交通手段、移動時間及び移動時間中の状況、移動距離、移動先の多様性、宿泊の有無、

宿泊施設の状況、宿泊を伴う場合の睡眠を含む休憩・休息の状況、業務内容等の観点から検討

し、併せて移動による疲労の回復状況等も踏まえて評価すること。 

なお、時差及び移動に伴う勤務時間の不規則性の評価については前記ａと同様であること。 

 

旧認定基準における「出張の多い業務」に関して、出張を定義した上

で、通常の勤務として事業場外における移動を伴う業務の負荷について

も検討する必要があるとされたことから項目名が修正され、その細目と

して「出張の多い業務」と「その他事業場外における移動を伴う業務」

が明示されたものである。 

ａ 出張の多い業務 

出張の多い業務について評価する項目である。 

出張とは、一般的に事業主の指揮命令により、特定の用務を果たす

ために通常の勤務地を離れて用務地へ赴き、用務を果たして戻るまで
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の一連の過程をいう。これは、用務地での宿泊を伴うものと伴わない

ものの双方を含む。 

なお、例えば、長距離輸送等の業務に従事する運転手等については、

たとえ宿泊を伴うものであっても、移動すること自体が本来の業務で

あることから、これを出張として取り扱うことは妥当とはいえないが、

このような場合の移動を伴う業務の負荷については、後記ｂにより評

価する。 

さらに、海外出張に伴う時差についても、本項目で評価する。 

その過重性の評価については、出張（特に時差のある海外出張）の

頻度、出張が連続する程度、出張期間、交通手段、移動時間及び移動

時間中の状況、移動距離、出張先の多様性、宿泊の有無、宿泊施設の

状況、出張中における睡眠を含む休憩・休息の状況、出張中の業務内

容等の観点から検討し、併せて出張による疲労の回復状況等も踏まえ

て評価する。 

ここで、飛行による時差については、時差の程度（特に４時間以上

の時差の程度）、時差を伴う移動の頻度、移動の方向等の観点から検

討し、さらに、出張に伴う労働時間の不規則性についても、前項によ

り適切に評価する。 

また、旧認定基準において作業環境の細目とされていた時差につい

ても、出張に伴う負荷であることから本項目で評価することとされた

ものである。時差については、４時間の時差に生体が直ちに適応でき

ないことが研究上明らかにされており、これに加えて、近年はより短

い時差の影響も注目されていることから、時差の程度については時間

数にかかわらず評価の対象とし、特に４時間以上の時差について重視

することとされたものである。また、東への移動（１日の時間が短く

なる方向の移動）は、西への移動よりも負荷が大きいとされていると

ころであり、検討の視点における「移動の方向」とはその趣旨である。 

ｂ その他事業場外における移動を伴う業務 

出張を上記ａのとおり整理したことに伴い、通常の勤務として事業

場外における移動を伴う業務について評価する項目である。当該業務

としては、長距離輸送の業務に従事する運転手、航空機の客室乗務員、

訪問介護員等の業務が想定される。 
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その過重性の評価については、基本的には出張が多い業務の「出張」

を「移動」に読み替えた上でおおむね同様の観点から検討することと

なる。ただし、当該移動は通常の勤務としてなされるものであること

に鑑み、「出張が連続する程度」と「出張期間」に相当する観点につ

いては掲記されていないものである。  

 (ｴ) 心理的負荷を伴う業務 

 

（第４ 認定要件の具体的判断  ２ 長期間の過重業務    (4) 過重負荷の有無の判断 ウ） 

 (ｴ) 心理的負荷を伴う業務 

心理的負荷を伴う業務については、別表１及び別表２に掲げられている日常的に心理的負荷

を伴う業務又は心理的負荷を伴う具体的出来事等について、負荷の程度を評価する視点により

検討し、評価すること。 

 

心理的負荷（いわゆるストレス）を伴う業務について評価する項目で

ある。 

多くの研究において、仕事の要求度が高く、コントロール（裁量性等）

が低く、周囲からの支援が少ない場合など、心理的負荷の高い群は脳・

心臓疾患のリスクが有意に高いことが認められている。また、裁判例に

おいても、自分の生命が脅かされるような危険作業、極めて達成困難な

ノルマ、取引先からの重大なクレーム、上司からの執拗な精神的攻撃な

ど、心理的負荷を伴う業務の過重性が評価されている。 

検討会においては、そのような業務によるストレスに関連する負荷に

ついて、業務による心理的負荷を広く評価対象とする趣旨で、旧認定基

準における「精神的緊張を伴う業務」について「心理的負荷を伴う業務」

として整理し、心理的負荷を伴う業務又は出来事を認定基準別表１及び

別表２のとおり取りまとめた。 

認定基準別表２の「心理的負荷を伴う具体的出来事」は、心理的負荷

による精神障害の認定基準（平成 23 年 12 月 26 日付け基発 1226 第１

号）における「業務による心理的負荷評価表」（以下「評価表」という。）

を参考に作成されたものである。具体的には、評価表に記載された具体

的出来事のうち、労働時間（仕事の量）に関するものを除き、平均的な

心理的負荷の強度がⅢ及びⅡ（強～中程度）のものが掲記されている。

したがって、別表２に記載された用語の解釈は評価表と同一である。 

認定基準別表１及び別表２に掲げられていない具体的出来事等に関
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して強い心理的負荷が認められる場合には、検討の視点でいう具体的出

来事「等」として評価することとなる。 

業務の過重性の評価については、認定基準別表１及び別表２に掲げら

れた具体的業務又は具体的出来事ごとに示されている負荷の程度を評

価する視点により検討する。 

なお、就労実態によっては、認定基準別表１及び別表２に掲げられた

具体的業務又は具体的出来事のいずれに該当するかが峻別できない場

合もあり、また、この心理的負荷の評価は、それだけで完結するもので

はなく、労働時間をはじめとする他の負荷要因の状況を総合的に考慮し

て、業務と発症との関連性が強いといえるかどうかを判断する必要があ

る。このため、具体的出来事ごとの心理的負荷の状況について個々に検

討を行う必要はなく、就労実態全体を通しての心理的負荷の状況につい

て検討を行うことで差し支えない。心理的負荷の強度についても、明示

して取りまとめることは必須ではない。 

また、旧認定基準においては、精神的緊張の程度が「特に著しい」と

認められるものについて評価することとされており、また、業務に関連

する出来事について、発症に近接した時期におけるものが評価の対象と

されていたが、認定基準においてはそれらの限定はなされていないこと

に留意すること。 

(ｵ) 身体的負荷を伴う業務 

 

（第４ 認定要件の具体的判断  ２ 長期間の過重業務    (4) 過重負荷の有無の判断 ウ） 

(ｵ) 身体的負荷を伴う業務 

身体的負荷を伴う業務については、業務内容のうち重量物の運搬作業、人力での掘削作業な

どの身体的負荷が大きい作業の種類、作業強度、作業量、作業時間、歩行や立位を伴う状況等

のほか、当該業務が日常業務と質的に著しく異なる場合にはその程度（事務職の労働者が激し

い肉体労働を行うなど）の観点から検討し、評価すること。 

 

新規に追加された項目であり、身体的負荷を伴う業務について評価す

るものである。 

認定基準においては、過重負荷の有無の判断において、「著しい疲労

の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したと認められるか否かにつ

いては、業務量、業務内容、作業環境等を考慮し、同僚等にとっても、

特に過重な身体的、精神的負荷と認められるか否かという観点から、客
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観的かつ総合的に判断すること」が示されており、各負荷要因を総合的

に判断するに当たって、「身体的負荷」という観点でも検討することと

されている。 

上記にいう「身体的負荷」は、長時間労働による身体的負荷や、暑熱

・寒冷な作業環境による身体的負荷等も含めた幅広い概念であるが、本

項目では、重量物の運搬作業、人力での掘削作業などの作業強度の高い

作業（いわゆる肉体労働）を行う業務における身体的負荷を評価するも

のである。 

その過重性の評価については、業務内容のうち重量物の運搬作業、人

力での掘削作業などの身体的負荷が大きい作業の種類、作業強度、作業

量、作業時間、歩行や立位を伴う状況等のほか、当該業務が日常業務と

質的に著しく異なる場合にはその程度（事務職の労働者が激しい肉体労

働を行うなど）の観点から検討する。 

なお、ここでは、当該労働者が就労する作業の全体が「業務」（例え

ば運送業務、鉄筋の組立業務等）として表現され、その個々の要素（例

えば、荷の持ち上げ、歩行による運搬、階段の昇降等）を「作業」とし

ている。 

発症前に、日常業務と質的に著しく異なる業務に就労した場合、例え

ば、事務職の労働者が激しい肉体労働を行うことにより、日々の業務を

超える身体的負荷を受けたと認められる場合の負荷についても、本項目

で評価する。 

また、日常的に強度の肉体労働を行っている場合にも負荷要因として

検討し、労働時間の状況等と合わせて評価する。なお、日常行っている

肉体労働が、時間外労働を伴わず、日常業務としていつもと同じように

実施されている場合に受ける負荷は、日常生活で受ける負荷の範囲内と

評価され、当該負荷要因の評価それ自体は必要ではあるが、一般的に、

この場合の当該負荷要因のみから特に過重な業務とみることは困難な

ものである。 

ただし、このような労働における実際の作業内容は日々異なり得るこ

と、また、特に作業環境ともあわせて総合的に評価すべきことにも留意

が必要である。あわせて、発症の当日又は前日に身体的負荷となる業務

を行っている場合には、異常な出来事に該当するか否かを検討すべきこ
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とにも留意が必要である。 

 (ｶ) 作業環境（温度環境・騒音） 

 

（第４ 認定要件の具体的判断  ２ 長期間の過重業務    (4) 過重負荷の有無の判断 ウ） 

(ｶ) 作業環境 

長期間の過重業務の判断に当たっては、付加的に評価すること。 

ａ 温度環境 

温度環境については、寒冷・暑熱の程度、防寒・防暑衣類の着用の状況、一連続作業時間中

の採暖・冷却の状況、寒冷と暑熱との交互のばく露の状況、激しい温度差がある場所への出入

りの頻度、水分補給の状況等の観点から検討し、評価すること。 

ｂ 騒音 

騒音については、おおむね 80dB を超える騒音の程度、そのばく露時間・期間、防音保護具の

着用の状況等の観点から検討し、評価すること。 

 

脳・心臓疾患の発症への影響が考えられる作業環境として２種類の負

荷要因が示されている。作業環境については（特に温度環境を念頭に）、

短期間の過重業務の判断において重視し（他の負荷要因と同様に考慮

し）、長期間の過重業務においては付加的に考慮することとなる。なお、

時差については、「事業場外における移動を伴う業務」の内容として評

価する。 

      ａ 温度環境 

温度環境には、暑熱と寒冷があるが、寒冷刺激や極端な温度差は特

に出血性の脳卒中を起こしやすくすることには確立した知見があり、

また、高温のばく露は、脱水による循環器病の発症リスクとして考え

ていくべきであって、寒冷と高温は並列して検討することが適切と考

えられる。 

この観点から、検討の視点として、暑熱に関する視点が、寒冷と同

様の評価ができるよう追加されている。 

その過重性の評価については、寒冷・暑熱の程度、防寒・防暑衣類

の着用の状況、一連続作業時間中の採暖・冷却の状況、寒冷と暑熱と

の交互のばく露の状況、激しい温度差がある場所への出入りの頻度、

水分補給の状況等の観点から検討する。 

       ｂ 騒音 

      旧認定基準から変更はない。騒音が及ぼす健康影響の代表的なもの
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としては、騒音性難聴があり、それを生じさせる騒音レベルは 85dB 以

上とされている（騒音性難聴の認定基準（昭和 61 年３月 18 日付け基

発第 149 号））。 

   しかし、ここでは、難聴を生じさせるレベルには至らないまでも、

脳・心臓疾患の発症との関連性が考えられる騒音としておおむね 80dB

を超えるものを評価することとしている。 

    その過重性の評価については、おおむね 80dB を超える騒音の程度、

そのばく露時間・期間、防音保護具の着用の状況等の観点から検討す

る。 

          

      以上の負荷要因について業務の過重性の評価を行うこととなるが、就労実

態は多種多様であることから、これらの負荷要因以外の要因であって、医学

的にみてそれによる身体的、精神的負荷が特に過重と認められるものがある

場合には、これを含めて、客観的かつ総合的に判断する必要があり、また、

複数の負荷要因が認められる場合には、すべての要因を合わせて業務の過重

性を総合的に判断する必要がある。 

また、発症前に、日常業務と質的に著しく異なる業務（当該労働者が本来

行うべき業務であっても、通常行うことがまれな異質の業務）に就労した場

合、当該異質な業務が身体的負荷を伴うものであれば身体的負荷を伴う業務

として、また、当該異質な業務が心理的負荷を伴うものであれば心理的負荷

を伴う業務として評価する。 

 

４ 短期間の過重業務 

 

（第４ 認定要件の具体的判断） 

３ 短期間の過重業務 

(1) 特に過重な業務 

特に過重な業務の考え方は、前記２(2)と同様である。 

(2) 評価期間 

発症に近接した時期とは、発症前おおむね１週間をいう。 

ここで、発症前おおむね１週間より前の業務については、原則として長期間の負荷として評価す

るが、発症前１か月間より短い期間のみに過重な業務が集中し、それより前の業務の過重性が低い

ために、長期間の過重業務とは認められないような場合には、発症前１週間を含めた当該期間に就
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労した業務の過重性を評価し、それが特に過重な業務と認められるときは、短期間の過重業務に就

労したものと判断する。 

 

  認定基準の第４の３は、認定要件に掲げられた３つの過重負荷のうち、「短

期間の過重業務」についてまとめたもので、特に過重な業務、評価期間、過

重負荷の有無の判断に分けて示されている。 

特に過重な業務及び評価期間については、旧認定基準から変更はない。 

（1）特に過重な業務 

「特に過重な業務」の考え方は、原則として前述の「長期間の過重業務」

の場合と同じである。すなわち、日常業務に比較して特に過重な身体的、

精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務をいう。 

なお、短期間の過重業務の判断における特に過重な業務は、「著しい疲

労の蓄積をもたらす」ものである必要はない。 

（2）評価期間 

短期間の過重業務の評価期間は、発症前おおむね１週間であるが、これ

は、発症に近接した時期の業務の過重性を評価する期間として、医学的に

妥当であるとされたことによるものである。 

なお、発症前１週間より前の業務の取扱いについては、これまで課長内

かんに記載されていたものが、認定基準に明示されたものである。 

発症前１週間より前の業務は、原則として長期間の負荷として評価する

こととなるため、短期間の過重業務の評価からは除かれる。 

しかしながら、例えば、発症前２週間以内といった発症前１か月間より

短い期間のみに過重な業務が集中した場合、それより前の業務の過重性が

低いために、長期間の過重業務としては（発症前１か月間で見た場合には）

過重性が認められないことがある。 

このような場合には、発症前１週間を含めた当該期間に就労した業務の

過重性を評価し、それが特に過重な業務と認められる場合には、「短期間

の過重業務」に該当するとして取り扱う。 

（3）過重負荷の有無の判断 

 
（第４ 認定要件の具体的判断  ３ 短期間の過重業務） 

 (3) 過重負荷の有無の判断 

ア 特に過重な業務に就労したと認められるか否かについては、業務量、業務内容、作業環境等を

考慮し、同種労働者にとっても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められる業務であるか否か
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という観点から、客観的かつ総合的に判断すること。 

イ 短期間の過重業務と発症との関連性を時間的にみた場合、業務による過重な負荷は、発症に近

ければ近いほど影響が強いと考えられることから、次に示す業務と発症との時間的関連を考慮し

て、特に過重な業務と認められるか否かを判断すること。 

① 発症に最も密接な関連性を有する業務は、発症直前から前日までの間の業務であるので、まず、

この間の業務が特に過重であるか否かを判断すること。 

② 発症直前から前日までの間の業務が特に過重であると認められない場合であっても、発症前お

おむね１週間以内に過重な業務が継続している場合には、業務と発症との関連性があると考えら

れるので、この間の業務が特に過重であるか否かを判断すること。 

なお、発症前おおむね１週間以内に過重な業務が継続している場合の継続とは、この期間中に過

重な業務に就労した日が連続しているという趣旨であり、必ずしもこの期間を通じて過重な業務に

就労した日が間断なく続いている場合のみをいうものではない。したがって、発症前おおむね１週

間以内に就労しなかった日があったとしても、このことをもって、直ちに業務起因性を否定するも

のではない。 

ウ 業務の過重性の具体的な評価に当たっては、以下に掲げる負荷要因について十分検討すること。 

(ｱ) 労働時間 

労働時間の長さは、業務量の大きさを示す指標であり、また、過重性の評価の最も重要な要因で

あるので、評価期間における労働時間については十分に考慮し、発症直前から前日までの間の労働

時間数、発症前１週間の労働時間数、休日の確保の状況等の観点から検討し、評価すること。 

その際、①発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合、②発症前おお

むね１週間継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合

等（手待時間が長いなど特に労働密度が低い場合を除く。）には、業務と発症との関係性が強いと

評価できることを踏まえて判断すること。 

なお、労働時間の長さのみで過重負荷の有無を判断できない場合には、労働時間と労働時間以外

の負荷要因を総合的に考慮して判断する必要がある。 

(ｲ) 労働時間以外の負荷要因 

労働時間以外の負荷要因についても、前記２(4)ウ(ｲ)ないし(ｶ)において各負荷要因ごとに示し

た観点から検討し、評価すること。ただし、長期間の過重業務における検討に当たっての観点とし

て明示されている部分を除く。 

なお、短期間の過重業務の判断においては、前記２(4)ウ(ｶ)の作業環境について、付加的に考慮

するのではなく、他の負荷要因と同様に十分検討すること。 

 

ア 同種労働者を基準とする客観的な評価 

業務の過重性の評価において、労働時間をはじめとする負荷要因につ

いて検討の上、同種労働者にとっても特に過重であったか否かという観

点から総合的に判断するという点については、前述の「長期間の過重業

務」の場合と同じである。 

イ 時間的関連性に基づく過重性の評価 
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過重負荷の有無の判断に当たっては、短期間の過重業務と発症との時

間的な関連性が示されている。 

すなわち、短期間の過重業務と発症との関連性を時間的にみた場合、

医学的には、発症に近いほど影響が強く、発症から遡るほど関連性は希

薄となるというものである。 

このことを踏まえて、認定基準では、①発症直前から前日までの間の

業務が特に過重であるか否かを判断する、②上記①の間の業務が特に過

重であると認められない場合、発症前おおむね１週間以内の業務が特に

過重であるか否か（当該期間に過重な業務が継続しているか）を判断す

るという手順により業務の過重性を判断することとしている。 

なお、上記②の「継続」とは、この期間中に過重な業務に就労した日

が連続しているという趣旨であり、必ずしもこの期間を通じて過重な業

務に就労した日が間断なく続いている場合のみをいうものではなく、発

症前おおむね１週間以内に就労しなかった日があったとしても、このこ

とをもって直ちに業務起因性が否定されるものではない。  

ウ 業務の過重性の具体的な評価 

 (ｱ) 労働時間 

  労働時間については、検討の視点及び業務と発症との関連性が強い

と評価できる場合の例示が認定基準に示されたところであるが、考え

方には変更はない。労働時間の長さは、業務量の大きさを示す指標で

あり、また、過重性の評価に当たって最も重視されるべきものである。

このため、評価期間における労働時間については十分に考慮し、発症

直前から前日までの間の労働時間数、発症前１週間の労働時間数、休

日の確保の状況等の観点からすることとなる。 

また、認定基準においては、業務と発症との関連性が強いと評価で

きる場合の例示として、 

① 発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる

場合 

② 発症前おおむね１週間に継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を

行うなど過度の長時間労働が認められる場合 

が示されている。例示の①②ともに、手待時間が長いなど特に労働密

度が低い場合は除かれる。 
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認定基準記載の例示①としては、発症前日から発症直前にかけて睡

眠がほとんど取れない、あるいはごくわずかしか取れないような長時

間労働の状況が想定される。また、②としては、日勤の労働者が時間

外労働により深夜時間帯まで引き続いて労働するような状況が継続し

ている状態が想定される。 

これらは例示であるので、当該労働者の就労実態が全体として、こ

れら例示と同等の過重負荷と評価し得るものであれば、業務と発症と

の関連性が強いと判断される。なお、労働時間の長さのみで過重負荷

の有無を判断できない場合には、労働時間と労働時間以外の負荷要因

を客観的かつ総合的に考慮して判断する。 

     (ｲ) 労働時間以外の負荷要因 

労働時間以外の負荷要因及びその検討の視点については、長期間の

過重業務における労働時間以外の負荷要因と同様である。 

ただし、認定基準において、長期間の過重業務における検討に当た

っての観点として明示されている、勤務間インターバルが短い勤務の

検討の視点のなお書きの事項と、作業環境を付加的に評価するという

事項については、短期間の過重業務の判断に当たっては適用されない。

短期間の過重業務の判断において、作業環境は他の負荷要因と同様に

十分検討、評価することとなる。 

 

５ 異常な出来事 

 

（第４ 認定要件の具体的判断） 

４ 異常な出来事 

(1) 異常な出来事 

異常な出来事とは、当該出来事によって急激な血圧変動や血管収縮等を引き起こすことが医学的

にみて妥当と認められる出来事であり、具体的には次に掲げる出来事である。 

ア  極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす事態 

イ  急激で著しい身体的負荷を強いられる事態 

ウ  急激で著しい作業環境の変化 

(2) 評価期間 

異常な出来事と発症との関連性については、通常、負荷を受けてから24時間以内に症状が出現する

とされているので、発症直前から前日までの間を評価期間とする。 

(3) 過重負荷の有無の判断 

異常な出来事と認められるか否かについては、出来事の異常性・突発性の程度、予測の困難性、事
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故や災害の場合にはその大きさ、被害・加害の程度、緊張、興奮、恐怖、驚がく等の精神的負荷の程

度、作業強度等の身体的負荷の程度、気温の上昇又は低下等の作業環境の変化の程度等について検討

し、これらの出来事による身体的、精神的負荷が著しいと認められるか否かという観点から、客観的

かつ総合的に判断すること。 

その際、①業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与した場合、②事故の発生に伴って

著しい身体的、精神的負荷のかかる救助活動や事故処理に携わった場合、③生命の危険を感じさせる

ような事故や対人トラブルを体験した場合、④著しい身体的負荷を伴う消火作業、人力での除雪作業、

身体訓練、走行等を行った場合、⑤著しく暑熱な作業環境下で水分補給が阻害される状態や著しく寒

冷な作業環境下での作業、温度差のある場所への頻回な出入りを行った場合等には、業務と発症との

関連性が強いと評価できることを踏まえて判断すること。 

 

  認定基準の第４の４は、認定要件に掲げられた３つの過重負荷のうち、「異

常な出来事」についてまとめたもので、異常な出来事、評価期間、過重負荷

の有無の判断に分けて示されている。 

（1）異常な出来事 

「異常な出来事」とは、「当該出来事によって急激な血圧変動や血管収

縮等を引き起こすことが医学的にみて妥当と認められる出来事」をいう。

「血管収縮等」の「等」としては、血栓形成などが想定されている。 

ここでいう「異常」とは、上記定義のような生体の反応を引き起こすこ

とが医学的にみて妥当と認められる程度のものであることを指しており、

出来事の異常性・突発性や予測の困難性は、出来事による身体的、精神的

負荷が著しいと認められるか否かの検討の視点として重要なものである

が、異常な出来事に不可欠のものではない。認定基準においては、その趣

旨で具体的な出来事から「突発的又は予測困難な異常な」の表記が削除さ

れているものである。 

異常な出来事の類型としては、「精神的負荷」、「身体的負荷」及び「作

業環境」の３種類がある。 

    ア 精神的負荷 

著しい精神的負荷を生じさせる異常な出来事として、「極度の緊張、

興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす事態」が掲げら

れている。 

例えば、後記(3)の例示①、②及び③が該当する。 

    イ 身体的負荷 

著しい身体的負荷を生じさせる異常な出来事として、「急激で著しい
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身体的負荷を強いられる事態」が掲げられている。 

例えば、後記(3)の例示①、②及び④が該当する。 

    ウ 作業環境 

身体機能に著しい影響を及ぼす作業環境として、「急激で著しい作業

環境の変化」が掲げられている。 

例えば、後記(3)の例示⑤が該当する。 

（2）評価期間 

異常な出来事と脳・心臓疾患の発症との関連性については、通常、この

ような負荷を受けてから 24 時間以内に症状が出現するとされていること

から、発症直前から前日までの間を評価期間としている。 

（3）過重負荷の有無の判断 

異常な出来事の判断に当たっては、「当該出来事によって急激な血圧変

動や血管収縮等を引き起こすことが医学的にみて妥当と認められる出来

事」であるといえるか否かという観点から、出来事の異常性・突発性の程

度、予測の困難性、事故や災害の場合にはその大きさ、被害・加害の程度、

緊張、興奮、恐怖、驚がく等の精神的負荷の程度、作業強度等の身体的負

荷の程度、気温の上昇又は低下等の作業環境の変化の程度等について検討

し、これらの出来事による身体的、精神的負荷が著しいと認められるか否

かという観点から、客観的かつ総合的に判断することとなる。一つの出来

事が、精神的負荷、身体的負荷、作業環境のうち複数の観点に照らして負

荷となる場合もあるが、そのような場合にも、その全体を総合的に評価す

ること。 

また、認定基準においては、業務と発症との関連性が強いと評価できる

場合の例示として、 

① 業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与した場合 

② 事故の発生に伴って著しい身体的、精神的負荷のかかる救助活動や事

故処理に携わった場合 

③ 生命の危険を感じさせるような事故や対人トラブルを体験した場合 

④ 著しい身体的負荷を伴う消火作業、人力での除雪作業、身体訓練、走

行等を行った場合 

⑤ 著しく暑熱な作業環境下で水分補給が阻害される状態や著しく寒冷な

作業環境下での作業、温度差のある場所への頻回な出入りを行った場合 
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が示されている。例示①及び②は、精神的負荷、身体的負荷の双方に関係

するものである。 

当該労働者の遭遇した出来事が、全体として、これら例示と同等の過重

負荷と評価し得るものであれば、業務と発症との関連性が強いと判断され

る。 

 

第５ その他 

 

第５ その他 

１ 基礎疾患を有する者についての考え方 

器質的心疾患（先天性心疾患、弁膜症、高血圧性心疾患、心筋症、心筋炎等）を有する場合について

も、その病態が安定しており、直ちに重篤な状態に至るとは考えられない場合であって、業務による明

らかな過重負荷によって自然経過を超えて著しく重篤な状態に至ったと認められる場合には、業務と発

症との関連が認められるものであること。 

ここで、「著しく重篤な状態に至った」とは、対象疾病を発症したことをいう。 

 

２ 対象疾病以外の疾病の取扱い 

(1) 動脈の閉塞又は解離 

対象疾病以外の体循環系の各動脈の閉塞又は解離については、発生原因が様々であるが、前記第１

の基本的考え方により業務起因性の判断ができる場合もあることから、これらの疾病については、基

礎疾患の状況や業務の過重性等を個別に検討し、対象疾病と同様の経過で発症し、業務が相対的に有

力な原因であると判断できる場合には、労働基準法施行規則別表第１の２第11号の「その他業務に起

因することの明らかな疾病」として取り扱うこと。 

(2) 肺塞栓症 

肺塞栓症やその原因となる深部静脈血栓症については、動脈硬化等を基礎とする対象疾病とは発症

機序が異なることから、本認定基準の対象疾病としていない。 

肺塞栓症等については、業務による座位等の状態及びその継続の程度等が、深部静脈における血栓

形成の有力な要因であったといえる場合に、労働基準法施行規則別表第１の２第３号５の「その他身

体に過度の負担のかかる作業態様の業務に起因することの明らかな疾病」として取り扱うこと。 

 
認定基準の第５は、その他として基礎疾患を有する者についての考え方と、

対象疾病以外の疾病の取扱いが示されている。 

 

１ 基礎疾患を有する者についての考え方 

器質的心疾患を有する場合についても、その病態が安定しており、直ちに

重篤な状態に至るとは考えられない場合であって、業務による明らかな過重
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負荷によって自然経過を超えて著しく重篤な状態に至った（対象疾病を発症

した）と認められる場合には、業務と発症との関連が認められる。なお、脳

血管関係の基礎疾患（もやもや病、脳動静脈奇形等）を有する場合の考え方

も同様である。 

なおこの考え方は、平成７年に改正された認定基準から変更はない。 

 

２ 対象疾病以外の疾病の取扱い 

（1）動脈の閉塞又は解離及びその他の疾病 

前記第２の１のとおり、対象疾病以外の疾病であっても、認定基準第５

の２（1）に示されているとおり、体循環系の各動脈の閉塞又は解離につい

ては、認定基準第１の基本的考え方により業務起因性の判断ができる場合

がある、すなわち、過重負荷により発症する場合がある。 

これまでに、対象疾病以外の疾病で、裁判例又は支給決定事例において、

個別事例ごとの事情を踏まえて業務による明らかな過重負荷によって発症

したと認定された疾病には、次のものがある。 

・  下肢動脈急性閉塞、Ｓ状結腸壊死 

・  上腸間膜動脈塞栓症 

・  網膜中心動脈閉塞症 

・  椎骨動脈解離 

なお、これらは、実際に上記認定がなされた疾病名であって、体循環系

の各動脈の閉塞又は解離に該当する疾病はこれらに限られないものである。

また、これら疾病であっても、その発生原因は様々であるので、常に認定

基準第１の基本的考え方により判断ができるということではなく、個別事

例ごとの事情を十分踏まえて判断する必要がある。 

なお、検討会においては、体循環系の各動脈の閉塞又は解離以外の疾病

が過重負荷により発症することを具体的に想定しているものではなく、こ

のような場合には、一般的な業務上疾病の判断枠組みに従って個別に検討

することとなる。 

いずれにしても、体循環系の各動脈の閉塞又は解離であるか否かにかか

わらず、課長内かん第３の１（6）のとおり、対象疾病以外の疾病が過重負

荷により発症したとして請求された事案については、職業病認定対策室に

相談すること。 
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（2）肺塞栓症 

肺塞栓症（肺血栓塞栓症）とは、深部静脈血栓症で生じた血栓が、静脈

血流により肺動脈を閉塞し、肺循環障害を来す疾患である。深部静脈血栓

症は、深部静脈系に血栓を生じ、静脈閉塞を起こすものをいい、血栓は下

肢に発生することが多い。 

肺塞栓症及びその原因となる深部静脈血栓症は、上記のとおり静脈系の

疾患であり、動脈硬化等を基礎とする対象疾病とは発症機序が異なること

から、認定基準の対象疾病とされなかったものである。 

肺塞栓症等については、業務による座位等の状態及びその継続の程度等

が、深部静脈における血栓形成の有力な要因であったといえる場合に、別

表第１の２第３号５の「その他身体に過度の負担のかかる作業態様の業務

に起因することの明らかな疾病」として取り扱う。 

 

３ 危険因子の評価 

  課長内かん第３の６のとおり、脳・心臓疾患の発症には、多くの危険因子

（リスクファクター）の関与が指摘されていることから、実際の労災認定に

おいては、疾患名の特定のほか、当該労働者の危険因子及び基礎疾患の状況

を把握し、検討する必要があるが、認定要件に該当する事案については、明

らかに業務以外の原因により発症したと認められる場合等を除き、業務起因

性が認められるものである。 

   危険因子については、検討会報告書資料１の「Ⅱ 脳・心臓疾患の危険因子

（リスクファクター）」を参照すること。 

 

第６ 複数業務要因災害 

 

第６ 複数業務要因災害 

労働者災害補償保険法第７条第１項第２号に定める複数業務要因災害による脳・心臓疾患に関しては、

本認定基準における過重性の評価に係る「業務」を「二以上の事業の業務」と、また、「業務起因性」

を「二以上の事業の業務起因性」と解した上で、本認定基準に基づき、認定要件を満たすか否かを判断

する。 

その上で、前記第４の２ないし４に関し以下に規定した部分については、これにより判断すること。 

 

１ 二以上の事業の業務による「長期間の過重業務」及び「短期間の過重業務」の判断 
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前記第４の２の「長期間の過重業務」及び同３の「短期間の過重業務」に関し、業務の過重性の検討

に当たっては、異なる事業における労働時間を通算して評価する。また、労働時間以外の負荷要因につ

いては、異なる事業における負荷を合わせて評価する。 

 

２ 二以上の事業の業務による「異常な出来事」の判断 

前記第４の４の「異常な出来事」に関し、これが認められる場合には、一の事業における業務災害に

該当すると考えられることから、一般的には、異なる事業における負荷を合わせて評価することはない

ものと考えられる。 

 

複数業務要因災害としての脳・心臓疾患の労災認定実務に関しては、令和

２年８月 27 日付け基補発 0827 第１号「複数業務要因災害（脳・心臓疾患及

び精神障害等）の労災認定実務要領について」によること。 
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第２部 調査要領 
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第１ 請求書の受付と進行管理 

 １ 窓口相談等 

労災請求に関して、事業場関係者や請求人（発症した労働者本人（当該労

働者）あるいはその遺族）から事前に相談がなされたり、請求書が持参され

たりした場合には、請求人等と直接面談することができ、関係する情報の入

手や伝達をするよい機会となるため、以下の点に留意しつつ、懇切・丁寧な

対応を行うこと。 

また、相談等に際しては、可能な限り個室の確保等によりプライバシーの

保護に十分配慮すること。 

(1) 事前相談 

ア 相談者の話を十分聴くとともに、その内容に応じ、各種のパンフレッ

ト等を活用して、労災補償制度や労災認定の考え方、認定基準の内容、

請求手続等について、わかりやすく丁寧な説明に努めること。 

イ 相談者に説明する際には、請求を諦めさせるものと受け取られるよう

な発言は絶対に行わないこと。 

ウ 相談があった事案については、将来、労災請求がなされることを想定

して、相談者の氏名、事案の概要、相談者の主張等を確実に記録に残す

こと。 

エ 労災請求に際しては、請求書とともに、効率的な調査を図ることを目

的とした申立書（様式２参照）、各関係機関に資料提出を依頼する際の

円滑な実施を目的とした同意書を提出してもらうよう協力を依頼する

こと。その際、申立書の提出は強制できるものではないが、申立書が提

出されることにより、請求人からの聴取が省略できる場合があること

や、聴取が必要な場合でも聴取時間の短縮が図られる等の利点があるこ

とを説明すること。 

また、当該労働者の勤務状況等に関する記録（手帳、メモ等）が存在

する場合には、申立書と併せて提出するよう相談者に対して協力を依頼

しておくこと。 

(2)  請求書受付 

ア 請求人が請求書を持参した場合には、必要箇所の記載漏れがないかな

どの形式審査を行った上で、請求の趣旨を確認するとともに、聴取のた

めにあらためて来署を求める場合があることを説明すること。 
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また、申立書や同意書が同時に提出されなかった場合には、早期に提

出してもらうよう依頼すること。 

イ 事前相談があった事案でも、あらためて請求の主張を確認して、請求

人が主張する業務上の理由の把握に努めること。 

ウ 請求人が当該労働者の勤務状況等に関する記録（手帳、メモ等）を持

参した場合には、その場でコピーをとって、原本は請求人に返し、当日

返還することが困難な場合には、翌日以降、速やかに返還すること。 

エ 請求書が郵送された場合には、形式審査を行った上で、請求人に対し、

請求書を受付したことと聴取のために来署を求める場合があることの

説明や、申立書や同意書が同時に郵送されなかった場合には、早期に提

出してもらうよう依頼を電話で行うこと。 

オ 請求書を受理した際は、その概要を速やかに署管理者及び局あて報告

すること。また、監督担当部署（以下「監督部署」という。）及び安全

衛生担当部署に請求があったことを情報提供すること。あわせて、請求

書の写しのほか請求人より提出された資料の写しを提供すること。 

カ 監督部署に情報提供を行った事案が当該労災請求を端緒とする監督指

導の対象となる事案（以下「対象事案」という。）に該当するか否かを

監督部署に確認し、対象事案に該当する場合には、平成 30 年３月 30 日

付け基監発 0330 第６号、基補発 0330 第５号「過労死等事案に係る監督

担当部署と労災担当部署間の連携について」に基づき監督部署と緊密に

連携して調査を実施すること。 

 

 ２ 調査計画の策定 

   令和３年９月１日付け基発 0901 第１号「労災保険給付事務取扱手引きの

一部改正について」のとおり、請求書受付後１週間以内を目途に事案検討会

を開催し、請求人の申立に基づき、当該事案の業務上外を判断する上で確認

が必要な事実関係を把握し、具体的な調査事項、調査時期、調査方法等につ

いて検討すること。さらに、収集すべき資料とその依頼先、関係者からの確

認事項について検討を加え、調査計画を策定し、速やかに調査に着手するこ

と。調査着手後は、処理経過簿（署）に調査の事跡のほか請求人等への説明

内容も記載し、定期的に署長が確認し決裁すること。 

   なお、申立書や同意書の提出がされない場合であっても、請求書の記載内
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容や相談時の記録等を基に、主治医意見書依頼（様式４参照）や事業場への

調査協力依頼などの初動調査については、速やかに着手すること。 

   また、調査を進めて行く過程で、追加の確認事項や資料収集に遅れが生じ

た場合には、必要に応じて計画の修正を行うこと。 

   調査計画は、策定又は修正の都度、速やかに局へ報告すること。 

 

第２ 調査の実施 

１ 基本的な調査事項 

  認定基準に基づき脳・心臓疾患事案の業務上外を判断するに際しては、 

  ① 疾患名及び発症時期 

  ② 発症前おおむね６か月間（長期間）の過重業務の有無 

  ③ 発症前おおむね１週間（短期間）の過重業務の有無 

  ④ 発症直前から前日までの間の異常な出来事の有無 

  ⑤ 基礎疾患及び危険因子（リスクファクター） 

 の確認を行うこと。 

なお、上記②～④の調査においては、いずれかの過重業務又は異常な出来

事で業務上と認定し得る場合は、それ以外の過重業務等に係る調査を行う必

要はない。 

(1)  疾患名及び発症時期の特定 

疾患名については、それを特定することで、認定基準で判断できる対象

疾病かどうかが定まるものであり、ともに重要なポイントであり、また、

発症時期については、過重業務を評価する上で、その評価期間の起点とな

るものであるため、早期に確定する必要がある。 

このため、初動調査の段階で、受診した医療機関の主治医や、死亡診断

書又は死体検案書を作成した医師などから意見を求めるとともに、発症時

期や疾患名の診断根拠となる資料（診療録、画像所見、解剖所見等）の収

集を行う必要がある。その他、発症前にかかっていた主治医や産業医の意

見が参考になる場合もあることから、これらについても収集を行うこと。 

また、通常は、症状が出現して医療機関を受診することとなるが、中に

は、前駆症状が認められる場合がある。そのような場合には、本人が訴え

ていた症状を把握することが重要となることから、その内容について関係

者から確認する必要があること。 
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なお、発症時期及び疾患名のいずれについても、これが明らかでない場

合には、早い段階で、循環器系の地方労災医員又は労災協力医（以下「専

門医」という。）に確認すること。 

(2)  長期間の過重業務 

    当該労働者の発症前おおむね６か月の労働時間及び労働時間以外の負荷

要因（①勤務時間の不規則性、②事業場外における移動を伴う業務、③心

理的負荷を伴う業務、④身体的負荷を伴う業務、⑤作業環境）による過重

業務の有無、その程度について確認する。 

    このため、労働時間については、タイムカード、事業場への入退場記録、

パソコンの使用時間の記録等の客観的な資料を可能な限り収集するととも

に、上司、同僚等事業場の関係者からの確認を踏まえて事実関係を整理・

確認し、始業・終業時刻及び休憩時間を詳細に特定した上で、当該労働者

が実際に労働していると合理的に認められる日々の労働時間を的確に把握

すること。個々の事案の労働時間の特定に当たっては、令和３年３月 30 日

付け基補発 0330 第１号「労働時間の認定に係る質疑応答集・参考事例集」

を参考にすること。 

    労働時間以外の負荷要因については、請求人の主張のほかに事業主、同

僚等事業場の関係者から確認するとともに、裏付けとなる証拠資料の収集

を行い、その負荷要因が起きた時期、回数、強度等の詳細を把握すること。 

なお、業務の過重性の評価は、日常業務と比較して特に過重か否かを判

断することとなることから、所定労働時間、当該労働者や同種労働者の日

常業務の内容等についても把握する必要がある。 

(3)  短期間の過重業務 

当該労働者の発症前おおむね１週間の労働時間や労働時間以外の負荷

要因（長期間の過重業務と同じ）による過重業務の有無、その程度につい

て確認する。 

このため、労働時間及び労働時間以外の負荷要因の調査内容について

は、前記の長期間の過重業務と同様である。 

(4)  異常な出来事 

当該労働者が発症直前から前日までの間に、異常な出来事（①極度の緊

張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす事態、②急激

で著しい身体的負荷を強いられる事態、③急激で著しい作業環境の変化）
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に遭遇した事実の有無、その出来事の程度について確認する。 

このため、当該労働者の発症直前から前日までの間の業務における行動

を把握するとともに、上記①～③のような出来事に遭遇したことが確認さ

れる場合は、事業主、同僚等又はその場に居合わせた関係者から確認をす

るとともに、裏付けとなる証拠資料の収集を行い、その出来事の詳細を把

握すること。 

(5)  基礎疾患及び危険因子（リスクファクター）の把握 

脳・心臓疾患の発症には、主に高血圧、糖尿病、脂質異常症、喫煙、飲

酒、睡眠時無呼吸症候群、メタボリックシンドローム等の危険因子の関与

が指摘されており、特に顕著な症状を持つ基礎疾患や多数の危険因子を有

する者は、発症のリスクが極めて高いとされていることから、当該労働者

の発症前の健康状態を把握することが重要である。 

このため、所属事業場から定期健康診断結果の提出を求めるほか、全国

健康保険協会等に協力を求めることにより、当該労働者の過去の入院・通

院歴の状況等の既往歴の確認に努め、さらに、発症前の主治医（既往症の

治療担当医）に対する意見照会等により、基礎疾患や危険因子の状態・程

度を把握すること。 

 

 ２ 調査の基本的な留意事項 

(1)  プライバシーの保護 

   労災認定のために入手した情報は多くが個人情報であり、その収集した

情報の管理には十分な注意が必要となる。 

   ただし、それらの情報についても、第三者による確認が必要な場合があ

り、そのような場合はプライバシーの保護に十分配慮した上で、必要な事

実確認を行うこととなる。 

(2)  調査事項や調査対象者等の適切な選定 

   調査の具体的な内容は、主に資料の収集と関係者からの確認（聴取等）

となるが、収集する資料、関係者からの確認事項やその対象者の選定は、

調査の進展とともに変化していくものである。 

   このため、随時事案検討会を開催して、適切かつ効率的な調査がなされ

るよう、以下の内容に留意して調査事項、調査方法、調査対象者等を検討

すること。 
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ア 資料収集先や調査対象者は広範囲に及ぶが、どのような事実確認をし

たいのかを十分整理した上で、その情報を有していると思われる者を対

象者として選定すること。 

     認定事実の客観性を向上させるため複数の者から確認を行うことが望

ましいが、請求人の主張に対して資料を基におおむねの事実認定が可能

であれば、調査対象者を限定して効率的な調査を行うことで差し支えな

い。 

    イ 調査対象者から、どのような事実を入手したいのか、そのためには何

を確認すべきかを検討し、確認項目を整理した上で確認（聴取等）を行

うこと。 

   ウ 請求人と関係者の申述内容に食い違いが生じた場合には、原則として、

その申述内容に誤りがなかったかの再確認を行うこと。 

(3)  事実認定の重要性 

   請求人と関係者の申述内容が食い違う場合には、両者の食い違いのない

部分のみを事実認定することや、一方の申述のみで事実認定をすることは

適切ではない。 

   このため、以下の内容に留意して、署において可能な限り客観的な事実

認定を行うことが必要である。 

   ア 申述は申述人それぞれの主観に基づくものであることから、多くの主

観的申述の中から、より客観的な事実を認定・評価する必要がある。 

    具体的には、複数人の申述が一致すること、申述内容が資料と整合す

ること、実体験に基づいた具体的かつ詳細な一貫した申述がなされてい

ること、申述内容が一般的な社会通念との乖離がないこと等により、申

述内容に信憑性が得られることとなる。 

このため、申述人が直接実体験したことについての申述であるか、そ

れとも伝聞や想像での申述であるかを確認する必要があるとともに、申

述が誇張されていないか、また、真に任意の意思に基づくものであるか

等についても十分検証することが必要である。 

また、労働時間に関する関係者の申述が食い違う場合には、例えば、

始業時刻、終業時刻、休憩時間、休日など、着眼項目ごとに調査対象者

の申述を一覧表などで整理して、それぞれの申述内容を十分検証し合理

性をもって事実認定をすることが必要である。 
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なお、事実認定に困難を要する場合は、その認定の方法について労災

法務専門員等の法律専門家から意見を求め対応すること。 

   イ 請求人や関係者、各関係機関に対する調査は、労災保険法上の調査権

限を背景に行うものであることを十分認識し、必要に応じて調査対象者

等に説明することも重要となるが、第一に協力を求めるものであること

を念頭に置き、円滑な調査に努めること。 

 

 ３ 調査対象者別の調査事項 

(1)  請求人（当該労働者又は遺族） 

  ア 考えられる収集資料 

   ① 申立書（様式２参照） 

② 勤務状況を記載した手帳やメモ等 

③ 業務で使用していた携帯電話のメール・通話記録やパソコンのログ

記録・通信データ等 

④ 健康診断結果・人間ドックの記録 

⑤ 死亡診断書又は死体検案書 

イ 確認（聴取等）内容 

 ① 発症時の身体の状況 

② 前駆症状の有無と内容 

③ 通常時の業務内容（所定労働時間等） 

④ 発症前おおむね６か月間の勤務状況（労働時間、労働時間の把握方

法、把握された労働時間の妥当性とその理由、休日・休憩の取得状況

等）と業務内容の詳細（遺族の場合は、出勤及び帰宅時刻） 

⑤ 労働時間以外の負荷要因の有無と内容 

⑥ 異常な出来事の有無と内容 

⑦ 既往歴及びその治療を受けた医療機関名 

⑧ 常用薬の有無及び服用状況 

⑨ 生活習慣、嗜好等（喫煙、飲酒、運動等） 

⑩ 家族歴（家族の高血圧や心臓疾患への罹患歴） 

⑪ 請求理由 

  (2)  事業主、同僚等 

ア 考えられる収集資料（様式３参照） 

-59-



    ① 会社概要、組織図（人員配置図） 

② 就業規則、時間外及び休日労働に関する協定書、その他労使協定書 

③ 労働者名簿、労働条件通知書、採用時の履歴書 

④ 人事記録・社内経歴書等の入社後の業務内容を確認できる資料 

⑤ タイムカード、ＩＣカード等の勤務状況や労働時間を明らかにする

資料 

⑥ パソコンのログ記録、作業日報、運転日報（タコグラフ含む）等の

作業時間や作業量、作業内容を確認できる資料 

⑦ 交替勤務の場合は勤務予定表、シフト管理表等 

⑧ 出張計画書、旅費精算書等の社外業務状況が確認できる資料 

⑨ 作業環境が確認できる資料（温度、騒音等の測定記録） 

⑩ 健康診断個人票、長時間労働者・高ストレス者に対する医師による

面接指導の記録等 

⑪ 社内調査した関係資料 

（※）①の組織図、⑤～⑨は発症前おおむね６か月間、⑩は発症前３年      

程度 

イ 確認（聴取等）内容 

① 発症時の発見時刻と身体の状況 

② 前駆症状の有無と内容 

③ 当該労働者の通常時の業務内容（所定労働時間等） 

④ 当該労働者の発症前おおむね６か月間の勤務状況（労働時間、労働

時間の把握方法、把握された労働時間の妥当性とその理由、休日・休

憩の取得状況等）と業務内容の詳細 

⑤ 労働時間以外の負荷要因の有無と内容 

⑥ 異常な出来事の有無と内容 

  (3)  主治医 

   ア 考えられる意見書依頼内容（様式４参照） 

    ① 受診の端緒 

② 自覚症状 

③ 他覚所見 

④ 各種検査成績 

⑤ 疾患名及び診断根拠 
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⑥ 発症原因 

⑦ 治療内容及び症状経過 

⑧ 基礎疾患の有無（有の場合は当該疾患との関連性） 

⑨ その他参考となる事項 

⑩ 事案に応じて解剖所見、死亡原因 

 なお、脳・心臓疾患と関連の深い疾患の既往歴があることが確認され

た場合には、その当時の主治医にも疾患名、治療内容及び症状経過等

について意見書を求める。 

   イ 考えられる収集資料 

    ① 診療録（血液検査記録、心電図記録、看護記録等を含む） 

② 検査画像記録（ＸＰ、ＣＴ、ＭＲＩ、血管造影、心エコー等） 

(4)  必要に応じてその他関係機関からの収集資料 

  ア 産業医 

   ① 当該労働者の健康状況 

② 面談記録 

  イ 全国健康保険協会又は健康保険組合 

   ① 過去の受診歴 

② 診療報酬明細書（薬剤も含む） 

ウ 消防署 

   ① 出動の経緯 

② 収容した時刻及び場所 

③ 収容時の身体の状況（血圧、脈拍、意識レベル） 

④ 収容先の医療機関 

  エ 警察署 

   ① 出動の経緯 

② 発見時の時刻及び場所 

③ 発見時の身体の状況 

④ 死体検案状況 

⑤ 遺留品 

  オ 気象台 

   ① 天候 

② 気温及び湿度 
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第３ 調査結果の分析と評価 

１ 長期間の過重業務 

  長期の過重負荷においては、発症前の長期間にわたって、業務による疲労

の蓄積が血管病変等をその自然経過を超えて著しく増悪させたか否かとい

う観点から、労働時間や労働時間以外の負荷について、業務と発症との関連

性の評価を行う。 

(1)  労働時間 

発症前１か月間におおむね 100 時間を超える時間外労働が認められる場

合又は発症前２か月間ないし６か月間にわたって、１か月当たりおおむね

80 時間を超える時間外労働が認められる場合には、業務と発症との関連性

が強いと評価できることを念頭に置き、調査において把握した発症前６か

月間における日々の労働時間を基に、以下の手順により分析、評価をする

こと。 

ア １か月間ごとの時間外労働時間数の算出 

発症前６か月間における１か月間ごとの時間外労働時間数を下記の手

順により算出する。 

① 発症前１か月間、つまり、発症日を起点とする 30 日間について、調

査により把握した労働時間（始業・終業時刻、拘束時間数、労働時間

数、勤務間のインターバル）を労働時間集計表（以下「集計表」とい

う。）に記入する（様式１参照）。 

なお、時間外労働時間数の算出については、原則として、発症日を

起点とすることとしているが、発症日の労働時間が短時間であるよう

な場合には、発症日の前日を起点として差し支えないものである。 

② 発症日から数えて１週間（７日間）ごとに実労働時間数を集計し、

１週間単位の総労働時間数とする（集計表①～④欄）。 

③ １週間単位の総労働時間数から 40 時間を引いて、その週の時間外

労働時間数とする（集計表⑥～⑨欄）。 

ただし、総労働時間数が 40 時間に満たない場合は、その週の時間外

労働時間数は「ゼロ」とする。 

④ 発症日から数えて 29 日目と 30 日目の２日間については、この２日

間を含む１週間（発症前 29 日目～35 日目）の就労状況をみて、次の

とおり算出する。 
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ａ 31 日目からの５日間のうちに休日が２日以上ある場合は、２日間

の総労働時間数（集計表⑤欄）から 16 時間を引いた時間数を時間外

労働時間数とする（集計表⑩欄のＸを「16」とする。）。 

ｂ 31 日目からの５日間のうちに休日が１日ある場合は、この２日間

の労働のうちの１日を休日労働とみなして、２日間の総労働時間数

（集計表⑤欄）から８時間を引いた時間数を時間外労働時間数とす

る（集計表⑩欄のＸを「８」とする。）。 

ｃ 31 日目からの５日間のうちに休日がない場合は、この２日間の労

働を休日労働とみなして、２日間の総労働時間数（集計表⑤欄）を

そのまま時間外労働時間数とする（集計表⑩欄のＸを「０」とする。）。 

⑤ 以上により算出した４週間と２日間の総労働時間数（集計表①～⑤

欄）と時間外労働時間数（集計表⑥～⑩欄）を合計し、それぞれ発症

前１か月間の総労働時間数と時間外労働時間数とする。 

⑥ 次に、発症前２か月目（発症日から数えて 31 日目から 60 日目まで

の 30 日間）について、発症前１か月間と同様に、４週間と２日間で時

間外労働時間数を算出する。 

⑦ 以下、30 日単位で４週間と２日間ずつ計算し、１か月間ごとの時間

外労働時間数を６か月分算出する。 

イ 過重性評価の対象とする時間外労働時間の確定 

上記アにより算出した１か月間ごとの時間外労働時間数から、下記の

手順により、過重性の評価対象とする期間及び時間外労働時間数を確定

させる。 

① 発症日を起点とした１か月単位の連続した期間、つまり、発症前１

か月間、発症前２か月間、発症前３か月間、発症前４か月間、発症前

５か月間及び発症前６か月間について、上記アにより算出した１か月

間ごとの時間外労働時間数を基に、それぞれの１か月平均の時間数を

算出する。 

② 上記①で算出した６通りの１か月平均の時間外労働時間数のう 

ち、最大の時間数となる期間を総合評価の対象期間とし、併せて、当

該期間の１か月平均の時間数を過重性の評価の対象とする時間外労

働時間数とする。 

ウ 労働時間の過重性の評価 
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上記イで確定した時間外労働時間数について、①発症前１か月間にお

いて当該時間数が 100 時間を超えているか、又は、発症前２か月間以上

の期間において当該時間数が 80 時間を超えているか、②労働時間数が

①の水準に至らないかについて過重性の評価を行う。 

①に該当する場合は、原則として労働時間のみで業務と発症との関連

性が強いと認められることに留意すること。 

②に該当する場合は、必ず労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合

的に判断し、業務の過重性を評価すること。 

(2)  労働時間以外の負荷要因 

   労働時間のみで業務と発症との関連性が強いと評価できる水準には至ら

ない場合は、労働時間以外の負荷要因が起きた時期を含め以下について分

析、評価をすること。 

ア 勤務時間の不規則性があったか否か  

（ｱ）拘束時間の長い勤務の観点 

① 拘束時間の長さ 

② 労働密度を考慮した実作業時間と手待時間との割合 

③ 休憩や仮眠時間中の業務対応の有無及び状況 

④ 休憩や仮眠時間の時間数及び回数 

⑤ 休憩・仮眠施設の状況（広さ、空調、騒音等） 

（ｲ）休日のない連続勤務の観点 

① 休日の数、連続労働日数 

② 連続労働日と発症との近接の程度 

③ 実労働時間数、労働密度（実作業時間と手待ち時間との割合等）、

業務内容 

（ｳ）勤務間インターバルが短い勤務の観点 

① 勤務間インターバルの時間数、頻度、連続性 

② 勤務間インターバルがおおむね 11 時間未満の有無及びその程度

（時間数、頻度、連続性等） 

（ｴ）不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務の観点 

① 予定された業務スケジュールの変更の頻度・程度・予測困難の度合 

② 予定された始業・終業時刻のばらつきの程度 

③ 深夜勤務の頻度・程度・連続性 
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④ 休憩や仮眠施設の状況（広さ、空調、騒音等） 

イ 事業場外における移動を伴う業務があったか否か 

 ① 出張の有無・出張の頻度・連続の程度・期間 

② 移動・交通手段、移動時間及び移動時間中の状況 

③ 移動距離、出張先の多様性（業務内容、トラブルの有無等） 

④ 宿泊の有無及び宿泊施設の状況 

⑤ 出張中の休憩・休息（睡眠を含む）状況 

⑥ 飛行機移動の場合は時差の程度及び時差を伴う移動の頻度 

ウ 心理的負荷を伴う業務があったか否か 

具体的には、別表１「日常的に心理的負荷を伴う業務」及び別表２「心

理的負荷を伴う具体的な出来事」による。 

なお、複数の出来事がある場合であっても、個々の分析・評価は必要

とせず、負荷の程度を評価する視点を参考に全体としての分析・評価で

足りる。 

エ 身体的負荷を伴う業務があったか否か 

 ① 身体的負荷が大きい作業（重量物の運搬、人力での掘削等）の種類 

② 作業の強度・量・時間、作業姿勢などの状況 

③ 日常業務と異なる程度 

オ 作業環境（付加的に評価） 

 ① 寒冷・暑熱の程度、防寒・防暑衣類の着用状況 

② 寒冷・暑熱の環境下での作業時間 

③ 寒冷と暑熱との交互のばく露状況 

④ 激しい温度差がある場所の出入りの頻度 

⑤ 水分補給の状況 

⑥ 騒音（80 ㏈以上）の程度（ばく露時間・期間、防音装具の着用状況） 

 

２ 短期間の過重業務 

   短期の過重負荷においては、発症に近接した時期の一定期間における労働

時間や労働時間以外の負荷要因による過重負荷が、急激な血圧変動や血管収

縮等を引き起こし、血管病変等を急激に著しく増悪させたか否かという観点

から、労働時間や労働時間以外の負荷について、業務と発症との関連性の評

価を行う。 

-65-



(1)  労働時間 

   発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合、

発症前おおむね１週間に継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど

過度の長時間労働が認められる場合等（手待時間が長いなど労働密度が低

い場合を除く）には、業務と発症との関連性が強いと評価できることを念

頭に置き、以下について分析、評価をすること。 

ア 発症直前から前日までの間の拘束時間数及び総労働時間数 

イ 発症前おおむね１週間の拘束時間数及び総労働時間数等 

(2)  労働時間以外の負荷要因 

     労働時間の長さのみで過重負荷の有無を判断できない場合は、労働時間

と労働時間以外の負荷要因を総合的に考慮して判断することを念頭に置

き、前記１(2)により、労働時間以外の負荷要因を的確に分析、評価をする

こと。 

   なお、前記１(2)ア（ｳ）勤務間インターバルが短い勤務の観点の②は、

長期間の過重業務の判断に当たっての観点であり、短期間の過重業務の判

断に当たっての観点ではないこと。また、前記１(2)オの作業環境について

は、付加的に評価ではなく、他の負荷要因と同様の評価とすること。 

 

３ 異常な出来事 

異常な出来事においては、発症直前から前日までの間に遭遇した出来事に

よる過重負荷が、急激な血圧変動や血管収縮等を引き起こし、血管病変等を

急激に著しく増悪させたか否かという観点から、精神的負荷、身体的負荷、

作業環境について、業務と発症との関連性の評価を行う。 

(1)  精神的負荷 

   重大な人身事故や重大事故に直接関与した場合、事故発生に伴って著し

い精神的負荷のかかる救護活動や事故処理をした場合、生命の危険を感じ

させるような事故、対人トラブル、災害の経験をした場合等には、業務と

発症との関連性が強いと評価できることを念頭に置き、以下について分析、

評価をすること。 

ア 出来事の異常性、突発性が認められるか否か 

イ 予測困難な出来事であったか否か 

ウ 事故・災害の状況等の大きさ（甚大であったか否か） 
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エ 被害・加害の程度（甚大であったか否か） 

オ 精神状態（緊張、興奮、恐怖、驚がく等）が極度であったか否か 

(2)  身体的負荷 

   事故発生に伴って著しい身体的負荷のかかる救護活動や事故処理をし

た場合、著しい身体的負荷を伴う消火作業、人力での除雪作業、身体訓練、

走行等を行った場合等には、業務と発症との関連性が強いと評価できるこ

とを念頭に置き、以下について分析、評価をすること。 

ア 出来事の異常性、突発性が認められるか否か 

  イ 予測困難な出来事であったか否か 

ウ 事故・災害の状況等の大きさ（甚大であったか否か） 

エ 作業強度等の身体的負荷の程度 

（作業強度の大きさから身体に与える負荷が甚大であったか否か） 

(3)  作業環境 

   著しく暑熱な作業環境下で水分補給が阻害される状態や著しく寒冷な

作業環境下での作業、温度差のある場所への頻回な出入りを行った場合等

には、業務と発症との関連性が強いと評価できることを念頭に置き、以下

について分析、評価をすること。 

  ア 当日の気象状況 

  イ 作業場所の環境（作業場所、温度、湿度等） 

  ウ 作業態様（作業時間、温度差、温度差のある場所の出入りの回数、防

寒防暑対策の状況等） 

  エ 作業中の水分補給状況や休息状況 

 

第４ 医学意見の収集 

 １ 求めるべき医学意見 

   業務による過重性を判断するに当たっての求めるべき医学意見は以下のと

おりである。 

   なお、専門医に意見を求めるに当たっては、事案の内容を整理し、分析、

評価した業務による過重負荷等を認定要件に照らし合わせ、署の見解を添え

て意見を求めること。 

(1)  主治医意見による判断 

   医学的に、①疾患名が対象疾病であることが主治医意見書等から明らか
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であること、②前駆症状に疑義がなく発症時期が明らかであること、この

両者を満たし、労働時間その他業務による明らかな過重負荷を受けたこと

が明確な場合は、主治医意見により判断して差し支えない。 

   具体的には、以下のア～ウの場合が該当する。 

   ア 長期過重において、発症前１か月間におおむね 100 時間を超える時

間外労働が認められ場合、又は、発症前２か月間ないし６か月間にわ

たって１か月当たりおおむね 80 時間を超える時間外労働が認められ

る場合 

   イ 短期過重において、発症直前から前日までの間に特に過度の長時間

労働が認められる場合、又は、発症前おおむね１週間継続して深夜時

間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場

合 

   ウ 異常な出来事において、認定基準第４の４(3)の例示①～⑤に該当

することが明らかな場合   

(2)  専門医意見による判断 

   上記(1)以外のものについては、専門医意見により判断することとなる

が、具体的には以下の場合となる。 

  ア 疾患名が不明な場合（死亡原因が明確でない場合も含む）のほか、重

篤な心不全に該当するか否か、基礎疾患の病態が安定しているか否かの

判断に高度な医学意見を必要とする場合 

  イ 前駆症状を有し発症時期の判断に高度な医学意見を必要とする場合 

  ウ 上記(1)ア～ウ以外の事案 

 

２ 医学意見を求めるに当たっての留意事項 

  (1)  専門医の効果的な活用について 

    署長が脳・心臓疾患の業務上外の判断を行うに当たっては、医学専門的

な意見が不可欠であり、医学意見を求める際には、十分な調査に基づく事

実関係と分析した評価結果、その資料を提示する必要がある。 

    このため、必要に応じて、調査の初期段階から専門医に対し医学専門的

事項等に関する助言・指導を受けて調査を進めること。 

(2)  専門医意見書を依頼するに当たっての留意事項 

 調査終了し、調査の取りまとめ後に専門医に意見書を依頼するに当たっ
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ては、専門医に面接して、事案の内容、認定した事実の分析評価結果、問

題点等を十分説明した上で、収集した全資料を提示して、当該疾病と業務

との関連性について意見を依頼すること。 

 なお、意見書の依頼内容は以下の事項を盛り込むこと。 

ア 発症時期及び疾患名の特定（対象疾病であるか否か） 

イ 業務（長期間の出来事・短期間の出来事・異常な出来事）における過

重性の評価 

ウ 当該疾病の発症に係る基礎疾患及び危険因子の評価 

エ 上記ア～ウを総合的に判断した上での業務起因性に関する評価 

 

第５ 調査結果の取りまとめ方法 

   「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患

等の業務起因性の判断のための調査復命書」（様式１参照）により、調査終

了後速やかに取りまとめること。 

 

第６ 複数業務要因災害 

   複数事業労働者の請求に当たっては、二以上の事業の業務の労働時間及び

労働時間以外の負荷要因を各々調査し、労働時間については異なる事業の労

働時間を通算して分析と評価をし、労働時間以外の負荷要因については異な

る事業ごとに分析し、負荷を合わせて評価すること。また、令和２年８月 27

日付け基補発 0827 第１号「複数業務要因災害（脳・心臓疾患及び精神障害

等）の労災認定事務要領について」に基づき適切に事務処理を行うこと。 
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第３部 様式集 

  

-71-



 

-72-



別添の「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚

血性心疾患等の業務起因性の判断のための調査復命書」（様式１）は、

調査結果及び専門医から徴した意見書の概要を取りまとめて、認定基準

を満たしているか否かを判断するために作成するものであり、認定基準

への的確な当てはめ、調査漏れの防止、調査結果の斉一的かつ迅速な取

りまとめを行うという観点から、以下の点に留意の上、取りまとめに当

たって本様式を十分に活用すること。

なお、効率的な事務処理の観点から、本様式には、必要事項を簡潔に

記載することとし、「長期間の過重業務」、「短期間の過重業務」、「異

常な出来事」のいずれかの認定要件により業務上と判断される事案につ

いては、当該認定要件以外の要件に係る部分の記載を省略して差し支え

ない。

１ 復命書表紙

「事業場」については、当該労働者が直接所属している事業場の情

報を記載すること。

「業種」については、日本標準産業分類による小分類及び分類コー

ドを記載すること。

「事業場の労働者数」については、当該労働者が直接所属している

事業場の労働者数を記載すること。

「職種」については、日本標準職業分類による小分類及び分類コー

ドを記載すること。

「職位」については、例えば、課長、一般社員、パート労働者など当

該労働者の事業場内での職位を記載すること。

「請求人の申述」には、請求人が主張する業務による過重負荷と請

求理由を簡潔に記載すること。

２ 総合判断

「総合判断」には、業務上外に関する判断及びそのように判断した

理由を認定基準等の各要件に沿って簡潔に記載すること。

３ 過重負荷に関する事項及び過重性の評価
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(1) 長期間の過重業務に関する事項及び過重性の評価

「労働時間」については、様式１及び複災脳心様式１に示してい

る「労働時間集計表」により算出した発症前６か月間における１か

月間ごとの拘束時間数及び時間外労働時間数を記載した上で、１か

月当たりの平均時間外労働時間数を記載すること。

「総合評価期間における労働時間以外の負荷要因」については、

発症前６か月において認められる労働時間以外の負荷要因をすべて

チェックすること。

「発症前６か月より以前から継続する業務の過重性」については、

発症前６か月より前から継続して業務の過重性が認められる場合の

み記載すること。

「負荷要因の評価」については、労働時間及びチェックした労働

時間以外の負荷要因について、負荷要因ごとに、負荷要因の状況、

負荷要因が生じた期間を簡潔に記載すること。なお、労働時間につ

いては、発症前１か月あるいは、発症前２か月ないし６か月におけ

る１か月当たりの平均時間外労働時間数が最大となる期間及び当該

期間の時間外労働時間数を記載すること。また、発症に近接した時

期における負荷要因については、その負荷を適切に評価し、記載す

ること。

「総合評価」については、「負荷要因の評価」に基づき労働時間

及び労働時間以外の負荷要因を総合的に考慮した業務による過重性

の評価を記載すること。

(2) 短期間の過重業務に関する事項及び過重性の評価

「評価期間」については、原則発症前１週間以内を選択し、起点

とした日を記載すること。なお、例えば、発症日の勤務開始後短時

間で発症した場合などであって、発症日の業務に過重性が認められ

ない場合には、発症前日を起点の日として評価して差し支えない。

また、１週間より前から過重業務が認められ、発症前１か月を満

たない間に特に過重な業務と認められる場合は、発症前１か月未満

を選択し、その評価した期間を記載すること。

「上記の評価期間における労働時間以外の負荷要因」について

は、当該評価期間に認められる負荷要因をすべてチェックするこ
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と。

「負荷要因の評価」については、当該評価期間に応じた労働時間

集計表による労働時間及びチェックした労働時間以外の負荷要因

の状況について、負荷要因ごとにその状況を簡潔に記載すること。

「総合評価」については、「負荷要因の評価」に基づき労働時間

及び労働時間以外の負荷要因を総合的に考慮した業務による過重

性の評価を記載すること。

(3) 異常な出来事に関する事項及び過重性の評価

「異常な出来事の内容」については、遭遇したとする出来事の発

生に至るまでの状況を含めて、出来事の内容、出来事の発生後の当

該労働者の対応状況等を時系列に沿って記載するとともに、出来事

の異常性・突発性の程度、予測の困難性、事故や災害の大きさ、被

害・加害の程度、緊張、興奮、恐怖、驚がく等の精神的負荷の程度、

作業強度等身体的負荷の程度、気温の上昇又は低下等の作業環境の

変化の程度等を記載すること。また、「業務の過重性の評価」につ

いては、「異常な出来事の内容」に関しての過重負荷の有無、業務

と発症との関連性の評価を記載すること。

なお、発症当日から前日までの間に異常な出来事との遭遇につい

て請求人からの主張がない場合は、「無」を選択し、以降の記載は

不要である。

４ 就業条件等一般事項

「職歴」については、発症前６か月の時期にかかるものや主要なも

のを簡潔に記載することで足りること。

「所定始業時刻、所定終業時刻、所定休憩時刻」について、例えば

日によって所定始業時刻や所定終業時刻が異なるような勤務の場合

には、標準的な勤務における始業時刻、終業時刻について記載し、当

該事情について特記事項に記載すること。

「労働時間制度」については、当該労働者に対し適法に適用される

労働時間制度を記載すること。例えば、事業主は事業場外労働に関す

るみなし労働時間制を採用している認識であっても、法定要件を欠い

ているような場合には、適用される労働時間制度としては通常の労働
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時間制度を選択し、当該経緯を特記事項に記載すること。ただし、過

労死等の労災補償状況の統計公表の関係から、専門業務型裁量労働制

及び企画業務型裁量労働時間制については、事業主が当該労働者につ

いて裁量労働制を採用している認識であれば、裁量労働制を選択し、

法定要件を欠いているような場合には、さらに「不適法」にチェック

すること（適法な場合は「適法」にチェックすること）。

「通常の労働時間制度」は、労働基準法第 32 条の所定労働時間が週

40 時間以内（労働基準法第 40 条の特例の適用を受ける場合は週 44 時

間以内）の労働時間制度をいうこと。

また、発症前６か月の間に適用される労働時間制度が変更された場

合には、発症時に適用されていた労働時間制度を選択し、変更される

前の労働時間制度については、特記事項に記載すること。

「勤務形態」について、特別加入者の場合は、④その他を選択し、

特別加入（１種）等と記載すること。

「被災労働者の日常業務」については、単に職種や役職にとどまら

ず、具体的な業務内容、作業環境等のほか、１日の業務の流れ等につ

いて記載し、さらに、発症前おおむね６か月間に業務内容の変更等が

ある場合は、変更前の業務内容等についても記載すること。

５ 出現した症状に関する事項

「疾患名」については、調査の結果認定した傷病名（又は死因）を記

載すること。

「症状の出現時の状況」については、症状が出現した当時の業務従

事状況等を含め、症状の出現から医療機関への受診までの当該労働者

の症状経過等を時系列に沿って記載すること。

「前駆症状」については、発症した脳・心臓疾患との関連性が疑わ

れる具体的な症状を記載すること。

６ 被災労働者の身体の状況等に関する事項

「健康診断結果」については、事業場が実施する定期健康診断のほ

か、人間ドック等の成人病検診も含め、直近のものを記載すること。

「既往歴」については、脳・心臓疾患と関連の深い疾患（基礎疾患
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等）のほか、先天性心疾患等に対する治療経過等を記載すること。

「その他」については、危険因子（常用薬の有無・服用状況、生活習

慣等）、家族歴（家族の高血圧や心臓疾患への罹患歴）など調査の過程

で把握した情報がある場合に記載すること。

７ 主治医・産業医・専門医の意見

「主治医の意見書」については、主治医のほか、死体検案医又は剖

検担当医がいる場合に、当該医師から意見書を徴し、その意見書の概

要を記載すること。

「産業医の意見書」については、当該事業場に選任されている産業

医において、当該労働者の健康状態等を把握し、指導等が行われてい

る場合に、必要に応じて当該産業医から意見書を徴し、その意見書の

概要を記載すること。

「専門医（局医等）の意見書」については、地方労災医員や労災協力

医等労災専門医から徴した意見書の概要を記載すること。

８ 労働時間を認定した根拠

「労働時間の認定資料」については、当該労働者の労働時間の把握、

認定において採用した労働時間関係資料をチェックすること。

「労働時間の認定方法」については、当該労働者の労働時間の認定

方法について具体的に記載すること。

９ 労働時間集計表

「労働時間集計表」の作成に当たっては、第２部の第３の１(1)を参

照すること。

「勤務間のインターバル」については、勤務終業時刻から翌勤務の

始業時刻までのインターバル時間数を記載すること。なお、翌日が休

日等の場合は、インターバル時間数の記載は必要ないこと。

「備考」については、必要に応じてその日の勤務状況や特徴的な出

来事等を記載すること。
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11月18日 ～ 12月17日 ）

12 / 17 ( 木 ) 16:00 ～ 24:42 8:42 7:42 15:18 ①

12 / 16 ( 水 ) 16:00 ～ 24:55 8:55 7:55 15:05

12 / 15 ( 火 ) 16:00 ～ 25:22 9:22 8:22 14:38

12 / 14 ( 月 ) 0:00 休日 0:00

12 / 13 ( 日 ) 16:00 ～ 25:01 9:01 8:01

12 / 12 ( 土 ) 16:00 ～ 29:18 13:18 12:18 10:42

12 / 11 ( 金 ) 16:00 ～ 29:34 13:34 12:34 10:26

12 / 10 ( 木 ) 0:00 休日 0:00 ②

12 / 9 ( 水 ) 16:00 ～ 25:11 9:11 8:11

12 / 8 ( 火 ) 0:00 休日 0:00

12 / 7 ( 月 ) 16:00 ～ 24:36 8:36 7:36

12 / 6 ( 日 ) 16:00 ～ 25:42 9:42 8:42 14:18

12 / 5 ( 土 ) 16:00 ～ 29:02 13:02 12:02 10:58

12 / 4 ( 金 ) 16:00 ～ 29:25 13:25 12:25 10:35

12 / 3 ( 木 ) 0:00 休日 0:00 ③

12 / 2 ( 水 ) 16:00 ～ 25:11 9:11 8:11

12 / 1 ( 火 ) 16:00 ～ 25:24 9:24 8:24 14:36 暴行を受ける

11 / 30 ( 月 ) 0:00 休日 0:00

11 / 29 ( 日 ) 16:00 ～ 25:31 9:31 8:31

11 / 28 ( 土 ) 16:00 ～ 29:25 13:25 12:25 10:35

11 / 27 ( 金 ) 16:00 ～ 29:47 13:47 12:47 10:13

11 / 26 ( 木 ) 16:00 ～ 24:51 8:51 7:51 15:09 ④

11 / 25 ( 水 ) 0:00 休日 0:00

11 / 24 ( 火 ) 16:00 ～ 25:20 9:20 8:20

11 / 23 ( 月 ) 0:00 休日 0:00

11 / 22 ( 日 ) 16:00 ～ 29:20 13:20 12:20

11 / 21 ( 土 ) 16:00 ～ 29:35 13:35 12:35 10:25

11 / 20 ( 金 ) 16:00 ～ 29:19 13:19 12:19 10:41

11 / 19 ( 木 ) 0:00 休日 0:00 ⑤ ⑩=⑤-X（ 8 ）

11 / 18 ( 水 ) 16:00 ～ 24:57 8:57 7:57 7:57

①～⑤

239:28 217:28

備 考
１ 日 の

拘束時間数
１ 日 の
労働時間数

総労働
時間数

時間外
労働時間数

53:25 13:25

10:18

⑨ = ④ - 40

⑥ = ① - 40

56:52 16:52

⑦ = ② - 40

労働時間集計表（

（記載例）

勤務間の
インターバル

合 計

(発症前（１）か月目）

労 働 時 間
（始業～終業）

48:56 8:56

0:00

⑥～⑩

49:31

⑧ = ③ - 40

50:18

備考は、必要に応じてそ

の日の勤務状況や特徴的

な出来事等を記載する。

翌日が休日の場

合は空欄とする。

勤務終了から次の勤務の開始までの時間

数を記載すること。

この場合、

12月６日の勤務終了時刻（25:42）から、

12月７日の勤務開始時刻（16:00）まで

の間の時間数となる。

１勤務が２暦日にわたる

場合、始業時刻の属する

日の労働とする。

11月18日、19日の算定方法

11月13日～17日までの５日間の就労状況を

見て、

○休日が２日以上ある場合はX＝16とする。

○休日が１日以上ある場合はX＝８とする。

○休日がない場合はX＝０とする。
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様式１ 

血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び 
虚血性心疾患等の業務起因性の判断のための調査復命書 
 

整理番号  

   局     署 

署 
 
長 

 
副
署 
長 

 
課 
 
長 

 
 

給
調
官 

 
 

係 
 
長 

 
 

 
係 
 

 
復命年月日 

 年 月 日 

署長判決・指示事項 調 査 官  

１．調査官意見のとおり決定する。（   年 月 日） 

２．下記事由により再調査を要する。 
調査期間 

自     年  月  日 

至     年  月  日 

 受付年月日  年  月  日 

請 求 種 別 
療養 休業 遺族 葬祭

障害 その他（       ）  

事

業

場 

名 称  代表者名  

所在地 
〒   －                    ℡   （  ） 

 

労働保険番号  

業    種 

（日本標準産業分類） 

 
事業場の労働者数 名 

被

災

労

働

者 

ふりがな 

氏 名 

 

      （男・女） 生年月日 
年  月  日 

（   歳） 

住 所 
〒  －                    ℡   （  ） 

 

職   種 

（日本標準職業分類） 
 職 位  

雇入年月日   

ふ り が な 
請 求 人 

 

        （続柄    ） 

病

状 

請 求 時 の
疾 患 名  

発 症 時 期 年  月  日 午前・午後 時 分（頃） （発症時年齢 歳） 

現在の状況 生存・死亡（死亡年月日     年  月  日 死亡時年齢  歳） 

 

請求人 

の申述 
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１ 総合判断 

総合判断 〔調査官の意見〕 

本件は、〔 業務上 ・ 業務外 〕と考える。 

（ 理 由 ） 
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２ 過重負荷に関する事項及び過重性の評価 

（長期間の過重業務） 

 資料No. 

労

働

時

間 

 拘束時間 時間外労働時間数 発症前２か月ないし６か月におけ
る１か月当たりの平均時間外労働
時間 

 

発症前１か月 時間  分 時間  分 

発症前２か月 時間  分 時間  分 ２か月平均 時間  分 

発症前３か月 時間  分 時間  分 ３か月平均 時間  分 

発症前４か月 時間  分 時間  分 ４か月平均 時間  分 

発症前５か月 時間  分 時間  分 ５か月平均 時間  分 

発症前６か月 時間  分 時間  分 ６か月平均 時間  分 

総合評価期間に
おける労働時間
以外の負荷要因 

 

（労働時間以外の負荷要因をすべてチェックすること） 

勤務時間の不規則性 

（ 拘束時間の長い勤務 休日のない連続勤務 勤務間インターバル

が短い勤務 不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務） 

事業場外における移動を伴う業務 

（ 出張の多い業務 その他事業場外における移動を伴う業務） 

心理的負荷を伴う業務 

身体的負荷を伴う業務 

作業環境 

（ 温度環境 騒音） 

 

発症前６か月より

以前から継続する

業務の過重性 

  

 

業

務

の

過

重

性

の

評

価 

 

負荷要因の

評価 

 

 

総合評価  

特 に 発 症
に 近 接 し

た 時 期 に
お け る 負
荷 要 因 は

適 切 に 評
価 す る こ
と。 

 
有の場合は、業務の

過重性の内容につ
いて記載し、付加的
要因として評価す

ること。 
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２ 過重負荷に関する事項及び過重性の評価 

（短期間の過重業務） 

資料No. 

労働時間 別添労働時間集計表のとおり  

評価期間 
発症前1週間以内 

 （起点とした日：  年  月  日） 

 

発症前１か月未満 

（  年  月  日 ～   年  月  日） 

上記の評価期間に
おける労働時間以
外の負荷要因 

 

（労働時間以外の負荷要因をすべてチェックすること。） 

勤務時間の不規則性 

（ 拘束時間の長い勤務 休日のない連続勤務 勤務間インターバル

が短い勤務 不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務） 

事業場外における移動を伴う業務 

（ 出張の多い業務 その他事業場外における移動を伴う業務） 

心理的負荷を伴う業務 

身体的負荷を伴う業務 

作業環境 

（ 温度環境 騒音） 

 

業

務

の

過

重

性

の

評

価 

負荷要因の

評価 

 

 

 

総 合 評 価  

原則として、発症前
１週間以内での評
価となるが、1週間

より前に過重業務
が認められる場合
はその期間を評価

期間とすること。 
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２ 過重負荷に関する事項及び過重性の評価 

（異常な出来事） 

 資料No. 

異常な出来事と
の遭遇の有無 

有 ・ 無  

異常な出来事に
遭遇した日時 

発症前日 ・ 発症当日 午前・午後  時  分（頃） 

発 生 場 所  

異常な出来事の
内容 
 
 

 

現認者氏名       （職位：       ） 

業務の過重性の

評価 

 

出 来 事 の 異 常
性・突発性の程

度、予測の困難
性、事故や災害の
大きさ、被害・加

害の程度、緊張、
興奮、恐怖、驚が
く等の精神的負

荷の程度、作業強
度等の身体的負
荷の程度、気温の

上昇又は低下等
の作業環境の変
化の程度等を記

載すること。 
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３ 就業条件等一般的事項 

 資料No. 

職  歴 事業場名 期  間 職   種  

 年 月～  年 月  

 年 月～  年 月  

 年 月～  年 月  

所定労働時間、

所定休憩時間、

所定休日等 

 

所定労働時間 

所定始業時刻：  時  分        （１日）  時間  分 

所定終業時刻：  時  分        （１週間）  時間  分 

所定休憩時刻：  時  分 ～  時  分（休憩時間：  時  分） 

所定休日：①週休１日制 ②週休２日制 ③カレンダー等により指定 ④その他 

 特記事項 

 

 

労働時間制度：①通常の労働時間制度 ②変形労働時間制[1週間・１か月・１年] 

③フレックスタイム制 ④事業場外労働に関するみなし労働時間制 

⑤専門業務型裁量労働制[適法・不適法] 

⑥企画業務型裁量労働制[適法・不適法] 

⑦高度プロフェッショナル制度 ⑧管理監督者 ⑨その他 

 特記事項 

 

 

勤務形態： ①日勤勤務 ②交替制（日勤・夜勤） ③隔日勤務 ④その他 

 特記事項 

 

 

雇用形態：①正規職員・従業員 ②契約社員 ③派遣労働者 

④パート・アルバイト ⑤その他 

 特記事項 

 

 

その他特記事項： 

 

 

 

 

 

発症前6か月
及び主要な

ものを記載
すること。 

被災労働者
について記
載すること。 
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被災労働者の
日 常 業 務 

 

  

事業場（所属
部署）内にお
ける被災労働
者 の 位 置 づ
け・相関図 

  

 

４ 出現した症状に関する事項 

 資料No. 

疾  患  名 脳内出血（脳出血）・くも膜下出血・脳梗塞・高血圧性脳症・心筋梗塞・ 

狭心症・心停止（心臓性突然死を含む。）・重篤な心不全・大動脈解離 

 

症状の出現日   年  月  日 午前・午後  時  分（頃） 

症状の出現時

の状況 

 

前 駆 症 状 有〔頭痛・胸部痛・その他（          ） 〕 ・ 無 

出現日：    年  月  日 午前・午後  時  分（頃） 

 

具体的に
記載する
こと 

相関関係とと
もに、聴取実

施者には○印
を付記するこ
と。 
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５ 被災労働者の身体の状況等に関する事項 

 資料No. 

健康診断 

結果 

定期健康診断等の実施 〔 有 ・無 〕  

実施時期 異常所見 内   容 

年 月 有・無  

年 月 有・無  

年 月 有・無  

身長：  cm  体重：  kg 

労働安全
衛生法第
66条の８
の面接指
導の実施
状況 

面接指導の実施 〔 有 ・無 〕  

実施時期 内   容 

年  月  

年  月  

既 往 歴 既往歴〔 有・無 〕  

疾患名 発症時期 治療期間 医療機関名 

 年 月 年  月～  年 月  

 年 月 年  月～  年 月  

 年 月 年  月～  年 月  

 年 月 年  月～  年 月  

嗜 好 等 喫煙〔 有・無 〕 1日当たりの本数（  本） 喫煙歴（  年） 

特記事項（                          ） 
 

飲酒〔 有・無 〕 

１回当たりの飲酒量（      ） 程度（ 毎日 ・ 週  回 ） 

特記事項（                           ） 

 

そ の 他  

 

 

 

 

 

 

 

脳・心臓疾
患と関連の
深 い 疾 患
名 に つ い
て記載する
こと。 

-86-



６ 主治医・産業医・専門医の意見 

 資料No. 

主治医の意見書 

〔有・無〕 

 

（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

診療記録等の収集（ 有 ・ 無 ） 

 

産業医の意見書 

〔有・無〕 

 

（概要） 

 

 

 

 

 

 

専門医（局医等）

の意見書 

〔有・無〕 

 

（概要）  
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７ 労働時間を認定した根拠 

 資料No. 

（労働時間の認定資料） 

タイムカード    出勤簿・業務日報等  施錠記録・警備記録等 

本人の申告    管理者による確認   上司・同僚からの聴取 

その他（                           ） 

 

（労働時間の認定方法） 
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労働時間集計表( 月 日～ 月 日) 
(発症前（ ）か月目)   

  
労 働 時 間 

( 始 業 ～ 終 業 ) 

１ 日 の 

拘束時間数 

１ 日 の 

労働時間数 

勤務間の 

インターバル 
備 考 

総労働 

時間数 

時間外 

労働時間数 

 ／ ( )      ① ⑥=①-40 

 ／ ( )      

 ／ ( )      

 ／ ( )      

 ／ ( )      

 ／ ( )      

 ／ ( )      

 ／ ( )      ② ⑦=②-40 

 ／ ( )      

 ／ ( )      

 ／ ( )      

 ／ ( )      

 ／ ( )      

 ／ ( )      

 ／ ( )      ③ ⑧=③-40 

 ／ ( )      

 ／ ( )      

 ／ ( )      

 ／ ( )      

 ／ ( )      

 ／ ( )      

 ／ ( )      ④ ⑨=④-40 

 ／ ( )      

 ／ ( )      

 ／ ( )      

 ／ ( )      

 ／ ( )      

 ／ ( )      

 ／ ( )      ⑤ ⑩=⑤-X 

 ／ ( )      

 

    ①～⑤ ⑥～⑩ 

 

合  計 
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様式２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   年  月  日 

 

請求人氏名                  

（署名又は記名してください） 

※ 請求人と「申立書」の作成者が異なる場合には、次の 
「作成者氏名」及び「請求人との関係」を記してください。 

作成者氏名                 

（署名又は記名してください） 

  （請求人との関係           ） 

 

１ 労災請求した理由は何ですか。 

  ※ ①から③までのいずれかを丸で囲み、③の場合は具体的に内容を記入してください。 

① 残業時間が多かったので、仕事が原因と考える。 

② 残業は多くなかったが、それまで健康だったので仕事が原因としか考えられない。 

③ その他 

 

 

 

 

 

 

 労災保険給付の請求が行われますと、労働基準監督署では、業務上外を判断するために必要な調査を

行うこととなります。調査に当たり、請求人の方から詳しくお話をお聴きする（聴取といいます。）こ

とになりますが、申立書をご提出いただければ、この申立書によって聴取を省略できる場合があり、ま

た、聴取を行う場合でも短時間に行うことができます。 

 そのため、請求人の方には申立書の提出をお願いしています。ただし、申立書の提出は強制ではあり

ませんので、職員に直接話すことを希望する場合等には提出しないこともできます。 

 なお、本申立書は、労災保険給付の決定のためだけに使用するものであり、本申立書に基づき勤務先

に調査することを申し添えます。 

申立書の提出についてのお願い 

申  立  書 
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２ 労災保険給付の請求に係る疾患を発症する前の健康状態や嗜好等について 

(1) 身長・体重はどのくらいですか。 

 身長      ㎝   体重     ㎏ 

(2) 発症する前に「頭が痛い」、「胸が苦しい」などの症状がありましたか。 

  ※ ①から③までのいずれかを丸で囲み、①の場合には、いつごろ、どのような症状があったかを具

体的に記入してください。 

① あった   ② なかった  ③ わからない 

 

 

 

 

 

 

(3) 発症する前に、脳・心臓疾患やそのほかの病気で治療を受けたことがありますか。 

※ ①又は②のいずれかを丸で囲み、①の場合には、病名等を記入してください。 

① ある   ② ない 

病 名 発症時期 治 療 期 間 医療機関名 

 

 
年  月 年  月～  年  月 

 

 

 

 
年  月 年  月～  年  月 

 

 

 

 
年  月 年  月～  年  月 

 

 

 

 
年  月 年  月～  年  月 

 

 

 

(4) 普段常用していた薬がありましたか。 

※ ①から③までのいずれかを丸で囲み、①の場合には、薬の名前を記入してください。 

① あった   ② なかった  ③ わからない 

 

 

 

 

 

 

 

 

（薬の名前） 
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(5) 嗜好等 

ア 普段お酒やビール等のアルコール類を飲んでいましたか。 

※ ①から③までのいずれかを丸で囲み、①の場合は、1 回当たりの飲酒量と程度を記入してくだ

さい。 

① 飲んでいた   ② 飲んでいなかった  ③ わからない 

・飲酒量 

 

 

・程 度 （ ① 毎日  ② 週   回  ③ 月   回 ） 

 

イ タバコを吸っていましたか。 

※ ①から③までのいずれかを丸で囲み、①の場合は、１日当たりの本数等を記入してください。 

① 吸っていた   ② 吸っていなかった  ③ わからない 

・1 日    本 ・たばこを吸い始めた年齢    歳 ・喫煙歴    年 

 

(6) 家族に脳・心臓疾患の病気になった方はいますか。 

   ※ いる場合は、その方の氏名、被災者との関係（続柄）、病名、発症時の年齢を記入してください。 

 

  氏名         続柄      病名             年齢     

 

３ 労災請求を行った事業場について回答ください。 

事 業 場 名  

仕 事の 内 容  

所定労働時間 
始業時刻：      終業時刻：      休憩時間： 

１日：   時間   分  １週間：   時間   分 

所 定 休 日 週休１日制・週休２日制・その他（               ） 

 

４ 発症した当時の仕事の内容をわかっている方はいますか。 

（役職・配属部署）               （氏名）            

ビール     ml   ・日本酒     合 

その他（具体的に記入してください。） 
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５ 労災請求を行った事業場での勤務状況について 

(1) 所定の始業時刻より早く出勤しなければならないことはありましたか。 

※ ①から③までのいずれかを丸で囲み、①の場合は、程度等を記入してください。 

① あった  ② なかった  ③ わからない 

 ・月に    回程度  ・自宅を出る時刻   時   分頃 

 

 

 

 

 

(2) 所定の休憩時間をとれていましたか。 

※ ①から③までのいずれかを丸で囲み、②の場合は、理由を具体的に記入してください。 

① とれていた  ② とれなかった  ③ わからない 

  

 

 

 

(3) 時間外労働(残業)・休日労働時間を確認できるものは会社にありますか。 

※ ①から③までのいずれかを丸で囲み、①の場合は、例えば、タイムカード、出勤簿、作業日報な

ど具体的に記入してください。 

① ある  ② ない  ③ わからない 

 

 

 

 

(4) 発症の前日からの 1 週間前について、時間外労働（1 日８時間を超える労働時間をいい 

    ます。）はありましたか。 

※１ ①から④までのいずれかを丸で囲み、①又は②の場合は、１週間の時間外労働時間数を記入し

てください。 

※２ 休日労働があった場合は、その日の労働時間すべてを時間外として計算してください。 

     ① 毎日あった  ② ３日以上あった  ③ 全くなかった  ④ わからない 

    ・１週間の時間外労働時間数      時間    分程度 

 

（所定の休憩がとれなかった理由） 

 

 

 

 

 

（早く出勤する理由） 
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(5) 発症前おおむね６か月間の状況について、時間外労働（休日労働を含む。）はありまし

たか。 

※１ ①から④までのいずれかを丸で囲み、①又は②の場合は、１か月間の時間外労働時間数を記入

してください。 

※２ 休日労働があった場合は、その日の労働時間すべてを時間外として計算してください。 

 

ア 発症前１か月間 

① 毎日あった ② 月の半分以上はあった ③ 全くなかった ④ わからない 

・１か月間の時間外労働時間数       時間    分程度 

イ 発症前６か月間 

① 毎日あった ② 月の半分以上はあった ③ 全くなかった ④ わからない 

・１か間の時間外労働時間数 （最も長い月）     時間    分程度 

（最も短い月）     時間    分程度 

 

(6) 発症前おおむね６か月間の業務を振り返って、以下のような身体的、精神的に負荷のか

かる状況はありましたか。（拘束時間が長い勤務、休日がない（少ない）連続勤務、勤務

間インターバルが短い勤務、始業・終業時刻が不規則な勤務、交替制勤務、深夜時間帯の

勤務、出張や事業場外での移動が多い業務、心理的負荷や身体的負荷を伴う業務、劣悪な

作業環境（温度環境、騒音）等） 

※ 「勤務間インターバルが短い勤務」とは、勤務の終業時刻から次の始業時刻までの間の時間が短

い勤務をいいます。 

※ ①から③までのいずれかを丸で囲み、①の場合は、状況を具体的に記入してください。 

① あった  ② なかった  ③ わからない 

 

 

 

 

 

（状況を具体的に記入してください。） 
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６ 発症前おおむね６か月間に労災請求を行った事業場以外の事業場（以下「副業先事業場」

と呼びます。）で働いていましたか。 

※１ ①又は②のいずれかを丸で囲み、①の場合には、その事業場について記入してください。 

※２ ①に丸を囲んだ場合には、７を記入してください。 

   ① 働いていた   ② 働いていたことはない 

事 業 場 名  

勤 務 期 間   年  月  日から    年  月  日 

仕 事の 内 容  

所定労働時間 
始業時刻：      終業時刻：      休憩時間： 

１日：   時間   分  １週間：   時間   分 

所 定 休 日 週休１日制・週休２日制・その他（               ） 

 

７ 副業先事業場での勤務状況について 

※ 上記６で②に丸を囲んだ場合は、７について回答する必要はありません。 

(1) 所定の始業時刻より早く出勤しなければならないことはありましたか。 

※ ①から③までのいずれかを丸で囲み、①の場合は、程度等を記入してください。 

① あった  ② なかった  ③ わからない 

 ・月に    回程度  ・自宅や他の事業場を出る時刻   時   分頃 

 

 

 

 

 

(2) 所定の休憩時間をとれていましたか。 

※ ①から③までのいずれかを丸で囲み、②の場合は、理由を具体的に記入してください。 

① とれていた  ② とれなかった  ③ わからない 

 

 

 

 

（所定の休憩がとれなかった理由） 

 

 

 

（早く出勤する理由） 
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(3) 労働時間(時間外労働・休日労働を含む)を確認できるものは会社にありますか。 

※ ①から③までのいずれかを丸で囲み、①の場合は、例えば、タイムカード、出勤簿、作業日報な

ど具体的に記入してください。 

① ある  ② ない  ③ わからない 

 

 

 

 

(4) 発症の前日からの 1 週間前について、労働時間数は何時間でしたか。 

※ 副業先事業場での労働時間についてのみ記載してください。 

      ・１週間の労働時間数         時間    分程度 

 

(5) 発症前おおむね６か月間の状況について、労働時間数は何時間でしたか。 

※ 副業先事業場での労働時間についてのみ記載してください。 

発症前６か月間 

・１か間の労働時間数   （最も長い月）     時間    分程度 

（最も短い月）     時間    分程度 

 

(6) 発症前おおむね６か月間の業務を振り返って、副業先事業場で以下のような身体的、精

神的に負荷のかかる状況はありましたか。（拘束時間が長い勤務、休日がない（少ない）

連続勤務、勤務間インターバルが短い勤務、始業・終業時刻が不規則な勤務、交替制勤務、

深夜時間帯の勤務、出張や事業場外での移動が多い業務、心理的負荷や身体的負荷を伴う

業務、劣悪な作業環境（温度環境、騒音）等） 

    ※ 「勤務間インターバルが短い勤務」とは、勤務の終業時刻から次の始業時刻までの間の時間が短

い勤務をいいます。 

※ ①から③までのいずれかを丸で囲み、①の場合は、状況を具体的に記入してください。 

① あった  ② なかった  ③ わからない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（状況を具体的に記入してください。） 
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８ 発症前の状況について 

(1) 仕事上で、発症の前日から直前までの間に身体的、精神的に大きな負荷のかかる出来事

はありましたか。 

※ ①から③までのいずれかを丸で囲み、①の場合は、出来事の具体的な内容を記入してください。 

① あった  ② なかった  ③ わからない 

 

 

 

 

(2) 仕事以外で、発症の前日から直前までの間に身体的、精神的に大きな負荷のかかる出来

事はありましたか。 

※ ①から③までのいずれかを丸で囲み、①の場合は、出来事の具体的な内容を記入してください。 

① あった  ② なかった  ③ わからない 

 

 

 

 

９ 次の資料がありますか。 

※ ①又は②のいずれかを丸で囲み、①の場合は、原本又はコピーを添付してください。 

(1) 給与支給明細    

① ある  ② ない  

(2) 人間ドックや健康診断の記録    

① ある  ②  ない  

(3) 出勤・帰宅時刻・残業時間など勤務状況を記録（メモ）していたもの（例えば手帳、日

記、カレンダー、 家計簿、 メール）    

① ある ② なし 

（出来事の発生前後の状況も含め、できるだけ詳しく記入してください。） 

 

 

 

 

（出来事の発生前後の状況も含め、できるだけ詳しく記入してください。） 
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10 その他特記事項がありましたら記入してください。 
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様式３ 

使 用 者 報 告 書 

 
労働基準監督署長 殿 

                            年  月  日 
 
               事業場名 称 
               事業場所在地 
               代表者氏 名               
 
               担当者部 署 
               氏 名 
 
 
 所属労働者（被災労働者）「     」について下記のとおり報告します。 
 （必要に応じ別添資料○○のとおりなどと回答いただいて差し支えありません） 

 
１ 事業の概要等について 

（１）事業の概要 
 
 
 
（２）労働者数 
  ①企業全体            人 

②被災労働者所属事業場      人 
  ③被災労働者所属部署       人 
 
（３）被災労働者所属部署の概要（所属の部、課、係、所掌業務概要・所在地） 
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２ 労働条件について 

（１）所定労働時間 
         時   分～   時   分      時間   分 
 
（２）休憩時間 
         時   分～   時   分      時間   分 
         時   分～   時   分      時間   分 

    時   分～   時   分      時間   分 
 

（３）所定休日 

週休１日制・週休２日制・カレンダー等により指定・ 

その他（              ） 

上記の他に特別な休日がある場合には、記載してください。 

   例：年末年始休暇（6日間）など 

 

 

 

 
（４）適用される労働時間制度 

 通常の週 40 時間労働制・変形労働時間制（１週間・１か月・１年）・ 
フレックスタイム制・事業場外労働に関するみなし労働時間制・ 
裁量労働制（専門型・企画型）・高度プロフェッショナル制度・ 
管理監督者・その他（              ） 

 
（５）勤務形態 
    日勤勤務・交替制（日勤・夜勤）・隔日勤務・ 

その他（              ） 
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（６）出退勤の管理の方法 
①出勤簿             有 ・ 無 
②タイムカード          有 ・ 無 
③管理者による確認        有 ・ 無 
④本人の申告（勤怠表）      有 ・ 無 
⑤業務日報            有 ・ 無 
⑥施錠管理（入場退場）記録    有 ・ 無 
⑦警備記録            有 ・ 無 
⑧被災労働者専用のパソコン    有 ・ 無 
⑨その他             有 ・ 無 

「⑨その他」が「ある」の場合は、その資料の名称、内容 
  

 
 
（７）賃金等 
          月給・日給月給・日給・時間給・出来高・ 

その他（              ） 
賃金締切日：毎月   日 
 

（８）賞与等 
          支給の有無： 有 ・ 無 
          支 給 時 期：  月  日、  月  日、  月  日 
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３ 被災労働者について 

（１）経歴について 
 所属部署名 職種・業務内容 期 間 
 
入

社

後 

  年  月  日から 
  年  月  日まで 

  年  月  日から 
  年  月  日まで 

  年  月  日から 
  年  月  日まで 

  年  月  日から 
  年  月  日まで 

 
（２）雇用形態 
    正社員・期間契約社員・派遣労働者・パート・アルバイト・ 
    その他（              ） 
 
（３）兼業の有無 
    有 ・ 無 
    有の場合の勤務先・勤務時間 
 
 
 
（４）被災労働者の日常業務 

（業務内容、職位（役職）、業務の難易度、責任の程度、業務の密度など） 
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（５）被災労働者の業務の繁忙期及び閑散期【  年  月～  年  月当時】 
   （年単位、月単位、週単位、１日のうちの時間帯など、その理由） 
 
 
 
 
 
（６）時間外労働の状況について【  年  月～  年  月当時】 
    （早出・残業・休日出勤はどのような時にどの程度あるか。各個に理由と

平均時間数） 
 
 
 
 
 
４ 職場の環境等について【  年  月～  年  月当時】 

（１）暑熱・寒冷・騒音などに関すること 
    （作業場での状況・屋外での気象状況・作業衣（防寒・防暑衣類等）の着

用状況・作業環境測定の有無など） 
 
 
 
 
 
（２）作業環境や作業対象物に対する日常的な緊張感について 
    （取扱いに注意を要するもの、納期遵守の困難性、周囲の支援を得にくい

環境など） 
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５ 発症前おおむね６か月における業務の過重性について 

  （時間外労働の状況のほか、拘束時間の長さ、休日の少なさ、勤務間インタ

ーバルの短さ、不規則勤務、出張の状況、心理的負荷や身体的負荷の状況

など） 

 

 

 

 

 

 

 

６ 発症前おおむね１週間における業務の過重性について 

（時間外労働の状況のほか、拘束時間の長さ、休日の少なさ、勤務間インタ

ーバルの短さ、不規則勤務、出張の状況、心理的負荷や身体的負荷の状況

など） 

 

 

 

 

 

 

 

７ 発症日及び前日における突発的な出来事等について 

（１）極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす事態・

急激で著しい身体負荷を強いられる事態・急激で著しい作業環境の変化等 
異常状態の有無 

   有 ・ 無 
（２）有の場合の場所・時間・出来事の内容 
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８ 被災労働者の健康状態等について 

（把握している範囲でご回答ください。） 

（１）発症当日の様子・受診に至る経過 

 

 

（２）入社前の健康状態・身体状況で把握していること 
 
 
（３）定期健康診断の結果で把握していること 
 
 
（４）発症前に会社で把握していた健康状態について 
  （自覚症状・医師への受診・薬の服用等） 
 
 
（５）身長と体重等 
   ①身長   cm ②体重   ㎏ ③体形  肥満型・普通・痩せ型 
    
９ 被災労働者の家族・趣味・嗜好等について 

  （把握している範囲でご回答ください。） 
（１）飲酒 
      有・無 種類     を  合・ℓ程度  週・月    回 
 
（２）喫煙 
      有・無    １日    本 
 
（３）スポーツ 
                  頻度： 
 
（４）家族構成と家族の健康状態 
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10 業務以外で本件発症に関連すると考えられること 

  （把握している範囲でご回答ください。） 
 
 
 
 
 
 
 
11 使用者として本件発症に関する意見 

  

-106-



資 料 一 覧 
 

 
1. 会社案内 
2. 会社組織図 
3. 所属事業場組織図 
4. 所属部署組織図（被災労働者の上司、部下、同僚等がわかるもの） 
5. 就業規則、賃金規定、時間外および休日労働に関する協定書、その他労使協定 
6. 労働者名簿、労働条件通知書（雇入通知書）、採用時の履歴書 
7. 人事記録（人事考課・勤務評定）（入社時からのすべてのもの） 
8. 被災労働者の業務内容に係る資料（業務内容・業務量のわかるもの） 
9. 勤務時間の記録（出勤簿、タイムカード、自己申告記録等） 
10. 賃金台帳 
11. 定期健康診断結果、人間ドック結果、産業医の健康指導状況、長時間労働・高

ストレス労働者に対する医師による面接指導記録（直近３年分） 
12. 作業環境が確認できる資料（温度、騒音等の測定記録、作業環境測定結果など） 
13. 健康保険証等の写（記号番号、健康保険組合名、所在地等がわかるもの） 
14. その他本件発症に関して参考となるものがあればその資料 

 
 
※  上記資料については、期間の指定のあるものを除き、被災労働者の 〇〇年〇〇

月から〇〇年〇〇月当時の状況について確認するものですので、その当時の期間の

状況がわかるものをお願いいたします。 
   なお、調査状況により、資料の追加をお願いする場合もございます。 
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 医学的依頼事項 
 
 
       に発病した 脳血管疾患・虚血性心疾患等 に関して労災保

険に請求があり、今後、業務上外の判断をする上で必要がありますので、下記

事項について、御意見等を賜りますようお願いいたします。 
御多忙のところ大変恐縮ですが、   年   月   日までに御回答く

ださいますようお願い申し上げます。 
 

記 
 
 

１  初診日、受診の端緒について御回答ください。 
 
２  自覚症状及び自覚症状の出現日について御回答ください。 
 
３  他覚所見について御回答ください。 
 
４  疾患名及び各種検査成績などその診断根拠について御回答ください。 
 
５  発症原因について御回答ください。 
 
６  治療経過及び治療内容、現在の病状について御回答ください。 
 
７  基礎疾患の有無ついて御回答ください。また、有の場合は当該疾患と

の関連性についても御回答ください。 
 
８  その他参考となる事項があれば御回答ください。 
 
９  意見書御提出と併せて、診療録（血液検査記録、心電図記録、看護記

録等を含む）、検査画像記録（ＸＰ、ＣＴ、ＭＲＩ、血管造影、心エコー

等）の写しを御提出ください。 
以上 

 
 

様式４ 
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意 見 書 
 
提出依頼のあった、       に発病した脳血管疾患・虚血性心疾患等

に係る医学的事項について、下記のとおり意見等を申し述べます。 
 
 
１ 初診日、受診の端緒について 
 
 
 
 

  
２ 自覚症状及び自覚症状の出現日について 
 
 
 
 

 
３ 他覚所見について 
 
 
 
 

 
４ 疾患名及び各種検査成績などその診断根拠について 
 
 
 
 

 
５ 発症原因について 
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６ 治療経過及び治療内容、現在の病状について 
 
 
 
 
 
 
７ 基礎疾患の有無について 
（有の場合は当該疾患との関連性についての意見等） 

 
 
 
 
 
 
８ その他参考事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   年   月   日 

 
 

医療機関名                
 

医師氏名                 
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第４部 事例集 
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事例集(目次)

（長時間の過重業務：業務上）

事例１ タンクローリー運転手が発症前２か月間平均で月82時間の時間外労働

を行い発症した脳梗塞

事例２ 海外販売の営業担当が発症前１か月間に 82 時間の時間外労働を行い、

海外出張に伴って休日のない連続勤務、深夜勤務、勤務間インターバルが

短い勤務に従事し発症した虚血性心不全

事例３ トラック運転手が発症前２か月間平均で月71時間の時間外労働を行い、

拘束時間の長い勤務、勤務間インターバルが短い勤務、深夜勤務、その他

事業場外における移動を伴う業務に従事し発症したくも膜下出血

事例４ 居酒屋の店長が発症前２か月間平均で月 68 時間の時間外労働を行い、

勤務間インターバルが短い勤務、深夜勤務、心理的負荷を伴う業務に従事

し発症した急性心筋梗塞

（短期間の過重業務：業務上）

事例５ システムエンジニアが発症直前から前日までの間に特に過度な長時間

労働に従事し発症した右脳梗塞

事例６ トラック運転手が発症前１週間の労働時間の負荷により発症した不安

定狭心症

事例７ 企画部長が身体的負荷を伴う業務、寒冷な作業環境などに該当する出

張業務に従事し発症した右被殻出血

事例８ 配管工事の現場監督が業務でミスをし、その事後対応などで休日のな

い連続勤務を行い発症した急性心筋梗塞

事例９ セールスドライバーが業務でミスをしたことによりペナルティを受け、

炎天下の中、身体的負荷を伴う業務に従事し発症した心停止
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（異常な出来事：業務上）

事例 10 タクシー運転手が生命の危険を感じさせるような対人トラブルにより

発症した脳出血（左被殻出血）

事例 11 レストランの案内係が著しい身体的負荷を伴う人力での除雪作業に従

事したことにより発症した急性大動脈解離

事例 12 信用金庫の事務課長が著しい身体的負荷を伴う走行を行い発症した高

血圧性右視床出血

事例 13 型枠大工が著しい暑熱な作業環境下での業務により発症した急性心筋

梗塞

（業務外）

事例 14 施工管理を行う派遣労働者が発症した急性心筋梗塞

（参考 業務の過重性の評価「総合評価」の記載例）

※ 記載例は、実際の認定事例等を踏まえ、一部に改変を加えて作成したもので

あり、事業場名、人名等は全て架空のものである。
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様式１

血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び
虚血性心疾患等の業務起因性の判断のための調査復命書

整理番号

○○ 局 ○○ 署

署

長

副
署
長

課

長

給
調
官

係

長
係

復命年月日

令和○年○月○日

署長判決・指示事項 調 査 官

１．調査官意見のとおり決定する。（ 年 月 日）

２．下記事由により再調査を要する。
調査期間

自 令和○年 ○月 ○日

至 令和○年 ○月 ○日

受付年月日 令和○年 ○月 ○日

請 求 種 別
療養 休業 遺族 葬祭

障害 その他（ ）

事

業

場

名 称 株式会社職能運輸 代表者名 代表取締役 大木 吉美

所在地
〒000－0000 ℡ 999（99）9999

○○県○○市

労働保険番号 99-9-99-999999-999

業 種

（日本標準産業分類）

一般貨物自動車運送業

（Ｈ 44 441）
事業場の労働者数 60名

被

災

労

働

者

ふりがな

氏 名

たかはし きよし

高橋 清 （男・女） 生年月日
昭和40年 9月 12日

（ 55歳 ）

住 所
〒000－0000 ℡ 999（99）9999

○○県○○市

職 種

（日本標準職業分類）

貨物自動車運転者

（I 61 613）
職 位 一般社員

雇入年月日 平成25年 11月 10日

ふ り が な

請 求 人
たかはし きよし

高橋 清 （続柄 本人 ）

病

状

請 求 時 の
疾 患 名 脳梗塞

発 症 時 期 令和３年５月10日 午前・午後 ５時 40分（頃） （発症時年齢 65 歳）

現在の状況 生存・死亡（死亡年月日 年 月 日 死亡時年齢 歳）

請求人高橋清（以下「請求人」という。）は、残業時間が多かったので、脳梗塞を発症

したと考え労災請求を行っている。

事例１

請求人

の申述
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１ 総合判断

総合判断 〔調査官の意見〕

本件は、〔 業務上 ・ 業務外 〕と考える。

（ 理 由 ）

１ 本件の疾患名は、主治医の意見書のとおり「脳梗塞」と判断され、認定基準の第２

の１（3）の「脳梗塞」と認められる。

発症日は、症状が出現した令和３年５月10日と判断できる。

２ 下記２のとおり、「長期間の過重業務」について、発症前１か月の時間外労働時間数

は、発症前１か月は 83 時間 50 分、発症前２か月ないし６か月における時間外労働時

間数の最大は82時間７分であり、認定基準において業務と発症との関連性が強いと評

価できる。

したがって、請求人は著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したもの

であり、業務における明らかな過重負荷を受けたことにより、本件疾病を発症したも

のと認められる。

３ 以上により、本件は、労働基準法施行規則別表第１の２の第８号に該当する疾病と

して取り扱うことが妥当である。
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２ 過重負荷に関する事項及び過重性の評価

（長期間の過重業務）

資料No.

労

働

時

間

拘束時間 時間外労働時間数 発症前２か月ないし６か月におけ
る１か月当たりの平均時間外労働
時間発症前１か月 270時間 55分 83時間 50分

発症前２か月 268時間 25分 80時間 25分 ２か月平均 82時間 07分

発症前３か月 265時間 05分 77時間 00分 ３か月平均 80時間 25分

発症前４か月 259時間 15分 73時間 35分 ４か月平均 78時間 42分

発症前５か月 253時間 10分 67時間 10分 ５か月平均 76時間 24分

発症前６か月 201時間 25分 24時間 25分 ６か月平均 67時間 44分

総合評価期間に
おける労働時間
以外の負荷要因

（労働時間以外の負荷要因をすべてチェックすること）

勤務時間の不規則性

（ 拘束時間の長い勤務 休日のない連続勤務 勤務間インターバル

が短い勤務 不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務）

事業場外における移動を伴う業務

（ 出張の多い業務 その他事業場外における移動を伴う業務）

心理的負荷を伴う業務

身体的負荷を伴う業務

作業環境

（ 温度環境 騒音）

発症前６か月より

以前から継続する

業務の過重性

業

務

の

過

重

性

の

評

価

負荷要因の

評価

発症前１か月の時間外労働時間数は、発症前１か月は 83 時間 50 分、発症前

２か月ないし６か月における時間外労働時間数の最大は82時間７分である。

総合評価 発症前６か月間における時間外労働時間数は、最大で82時間７分（２か月平

均）であり、業務と発症の関連性が強いと評価できる。

以上のことから、請求人は、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に

就労したと認められる。

特 に 発 症
に 近 接 し

た 時 期 に
お け る 負
荷 要 因 は

適 切 に 評
価 す る こ
と。

有の場合は、業務の

過重性の内容につ
いて記載し、付加的
要因として評価す

ること。

＊参考 「業務の過重性の評価」記載のポイント

発症前２か月間ないし６か月間にわたって、１か月当たりおおむね80時間を超える

時間外労働が認められることから、労働時間以外の負荷要因の評価は省略した。
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３ 就業条件等一般的事項

資料No.

職 歴 事業場名 期 間 職 種

（株）職能運輸 平成25年11月～ 年 月 タンクローリー運転手

年 月～ 年 月

年 月～ 年 月

所定労働時間、

所定休憩時間、

所定休日等

所定労働時間

所定始業時刻： ７時 45分 （１日） ７時間 00分

所定終業時刻： 15時 45分 （１週間）40時間 00分

所定休憩時刻： 12時 00分 ～ 13時 00分（休憩時間： １時 00分）

所定休日：①週休１日制 ②週休２日制 ③カレンダー等により指定 ④その他

特記事項

前日に配車表により始業時刻が決まるため、始業時刻にばらつきがある。

労働時間制度：①通常の労働時間制度 ②変形労働時間制[1週間・１か月・１年]

③フレックスタイム制 ④事業場外労働に関するみなし労働時間制

⑤専門業務型裁量労働制[適法・不適法]

⑥企画業務型裁量労働制[適法・不適法]

⑦高度プロフェッショナル制度 ⑧管理監督者 ⑨その他

特記事項

勤務形態： ①日勤勤務 ②２交替制（日勤・夜勤） ③３交替制 ④その他

特記事項

雇用形態：①正規職員・従業員 ②契約社員 ③派遣労働者

④パート・アルバイト ⑤その他

特記事項

その他特記事項：

発症前6か月
及び主要な

ものを記載
すること。

被災労働者
について記
載すること。
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被災労働者の
日 常 業 務

請求人は、14klのタンクローリーに乗務し、○○製油所から燃料（ガ

ソリン・灯油）の配送を行っていた。

請求人は、出勤後、空の状態のタンクローリーで出庫し、○○製油所

にて、ガソリン等の燃料を積み込み、配車表にて指定されたガソリンス

タンドに降ろすと、再度、○○製油所に行き、次のガソリンスタンドに

配送を行う。

この工程を一日３回から５回程度行う。

配送先は、前日に渡される配車表により、請求人に伝えられていた。

事業場（所属
部署）内にお
ける被災労働
者 の 位 置 づ
け・相関図

運転手 ○高橋 清

○中橋 五郎

４ 出現した症状に関する事項

資料No.

疾 患 名 脳内出血（脳出血）・くも膜下出血・脳梗塞・高血圧性脳症・心筋梗塞・

狭心症・心停止（心臓性突然死を含む。）・重篤な心不全・大動脈解離

症状の出現日 令和３年 ５月 10日 午前・午後 ５時 40分（頃）

症状の出現時

の状況

○○製油所でガソリンをタンクローリーに積んでいたところ、製油所

の社員が請求人の呂律が回らなく、様子がおかしいことに気づき、救急

車を要請した。

前 駆 症 状 有〔頭痛・胸部痛・その他（ ） 〕 ・ 無

出現日： 年 月 日 午前・午後 時 分（頃）

具体的に
記載する
こと

相関関係とと
もに、聴取実

施者には○印
を付記するこ
と。

所長 馬場 英夫

営業課長 ○床次 二郎
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５ 被災労働者の身体の状況等に関する事項

資料No.

健康診断

結果

定期健康診断等の実施 〔 有 ・無 〕

実施時期 異常所見 内 容

令和３年１月 有・無 心房細動

令和２年７月 有・無

令和２年１月 有・無 心房細動

身長： 168 cm 体重： 68 kg

労働安全
衛生法第
66条の８
の面接指
導の実施
状況

面接指導の実施 〔 有 ・無 〕

実施時期 内 容

年 月

年 月

既 往 歴 既往歴〔 有・無 〕

疾患名 発症時期 治療期間 医療機関名

年 月 年 月～ 年 月

年 月 年 月～ 年 月

年 月 年 月～ 年 月

年 月 年 月～ 年 月

嗜 好 等 喫煙〔 有・無 〕 1日当たりの本数（ 20本） 喫煙歴（ 35年）

特記事項（ ）

飲酒〔 有・無 〕

１回当たりの飲酒量（ ） 程度（ 毎日 ・ 週 回 ）

特記事項（ ）

そ の 他

脳・心臓疾
患と関連の
深い疾患
名につい
て記載する
こと。
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６ 主治医・産業医・専門医の意見

資料No.

主治医の意見書

〔有・無〕

（概要）

○○大学医学部附属病院○○医師意見書

令和３年５月10日初診。

左片麻痺、構音障害を自覚。

MRIで右大脳に脳梗塞を認めた。

ウァーファリン、降圧薬で保存的加療を実施。左片麻痺や感覚障害は

変わりなく、構音障害は改善傾向。

入院中の検査では証明されなかったが、不整脈を背景とした心原性脳

血栓症が疑われた。

診療記録等の収集（ 有 ・ 無 ）

産業医の意見書

〔有・無〕

（概要）

専門医（局医等）

の意見書

〔有・無〕

（概要）

-121-



７ 労働時間を認定した根拠

資料No.

（労働時間の認定資料）

タイムカード 出勤簿・業務日報等 施錠記録・警備記録等

本人の申告 管理者による確認 上司・同僚からの聴取

その他（ 点呼簿 ）

（労働時間の認定方法）

デジタルタコチャートにより自動的に業務日報が作成されている。

勤務を開始時、勤務終了時にアルコールチェックを兼ねた点呼を実施しており、点

呼の時刻は点呼簿に記録されているため、始業時刻、終業時刻は点呼簿の時刻を基に

推定した。

休憩は、デジタルタコチャートに記録することとされており、実際に休憩の登録

は徹底されていたことから、業務日報に記録された休憩を基に推定した。
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4月10日 ～ 5月9日 )

5 / 9 ( 日 ) 4:30 ～ 16:25 11:55 10:55 11:30 ①

5 / 8 ( 土 ) 3:55 ～ 16:15 12:20 11:35 12:15

5 / 7 ( 金 ) 5:15 ～ 15:15 10:00 9:10 12:40

5 / 6 ( 木 ) 7:40 ～ 18:10 10:30 9:30 11:05

5 / 5 ( 水 ) 0:00 休日 0:00

5 / 4 ( 火 ) 5:20 ～ 19:40 14:20 13:50

5 / 3 ( 月 ) 0:00 休日 0:00

5 / 2 ( 日 ) 4:30 ～ 18:15 13:45 12:45 ②

5 / 1 ( 土 ) 4:30 ～ 17:20 12:50 11:50 11:10

4 / 30 ( 金 ) 3:45 ～ 15:20 11:35 10:35 13:10

4 / 29 ( 木 ) 5:50 ～ 16:35 10:45 9:55 11:10

4 / 28 ( 水 ) 0:00 休日 0:00

4 / 27 ( 火 ) 0:00 休日 0:00

4 / 26 ( 月 ) 8:20 ～ 19:20 11:00 10:05

4 / 25 ( 日 ) 5:30 ～ 19:55 14:25 13:25 12:25 ③

4 / 24 ( 土 ) 4:25 ～ 17:15 12:50 11:50 12:15

4 / 23 ( 金 ) 4:25 ～ 15:00 10:35 9:50 13:25

4 / 22 ( 木 ) 5:30 ～ 17:20 11:50 11:10 11:05

4 / 21 ( 水 ) 0:00 休日 0:00

4 / 20 ( 火 ) 6:05 ～ 18:30 12:25 11:50

4 / 19 ( 月 ) 0:00 休日 0:00

4 / 18 ( 日 ) 5:45 ～ 19:20 13:35 12:35 ④

4 / 17 ( 土 ) 4:25 ～ 17:50 13:25 12:25 11:55

4 / 16 ( 金 ) 5:25 ～ 17:15 11:50 10:50 11:10

4 / 15 ( 木 ) 3:40 ～ 17:20 13:40 12:40 12:05

4 / 14 ( 水 ) 5:00 ～ 16:25 11:25 10:40 11:15

4 / 13 ( 火 ) 5:40 ～ 17:50 12:10 11:10 11:10

4 / 12 ( 月 ) 0:00 休日 0:00

4 / 11 ( 日 ) 5:40 ～ 19:25 13:45 13:15 ⑤ ⑩=⑤-X（ 8 ）

4 / 10 ( 土 ) 0:00 休日 0:00 13:15

①～⑤

270:55 251:50

(発症２か月目以前は省略)

備 考
１ 日 の

拘束時間数
１ 日 の
労働時間数

勤務間の
インターバル

総労働
時間数

時間外
労働時間数

70:20 30:20

18:05

⑨ = ④ - 40

⑥ = ① - 40

55:00 15:00

⑦ = ② - 40

5:15

労働時間集計表（

合 計

(発症前（１）か月目）

労 働 時 間
（始業～終業）

55:10 15:10

⑥～⑩

83:50

⑧ = ③ - 40

58:05
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様式１

血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び
虚血性心疾患等の業務起因性の判断のための調査復命書

整理番号

○○ 局 ○○ 署

署

長

副
署
長

課

長

給
調
官

係

長
係

復命年月日

令和○年○月○日

署長判決・指示事項 調 査 官

１．調査官意見のとおり決定する。（ 年 月 日）

２．下記事由により再調査を要する。
調査期間

自 令和○年 ○月 ○日

至 令和○年 ○月 ○日

受付年月日 令和○年 ○月 ○日

請求種別
療養 休業 遺族 葬祭

障害 その他（ ）

事

業

場

名 称 労審フード株式会社 代表者名 代表取締役 後藤 晋平

所在地
〒000－0000 ℡ 999（99）9999

○○県○○市

労働保険番号 99-9-99-999999-999

業 種

（日本標準産業分類）

畜産食料品製造業

（E 9 091）
事業場の労働者数

420名

被

災

労

働

者

ふりがな

氏 名

てらうち たかし

寺内 毅 （男・女） 生年月日
昭和56年３月６日

（ 40歳 ）

住 所
〒000－0000 ℡ 999（99）9999

○○県○○市

職 種

（日本標準職業分類）

食料品営業職業従事者

（D 34 341）
職 位 課長補佐

雇入年月日 平成17年４月１日

ふ り が な

請 求 人
てらうち まさこ

寺内 正子 （続柄 妻 ）

病

状

請 求 時 の
疾 患 名 虚血性心不全

発 症 時 期 令和３年６月10日 午前・午後 11時 30分（頃） （発症時年齢 40歳）

現在の状況 生存・死亡（死亡年月日 令和３年 ６月 10日 死亡時年齢 40歳）

請求人寺内正子は、「夫（被災労働者のこと）は亡くなる前に、海外出張をしていて、

出張業務の負担が大きかったのだと思う。」として労災請求に及んでいる。請求人

の申述

事例２
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１ 総合判断

総合判断 〔調査官の意見〕

本件は、〔 業務上 ・ 業務外 〕と考える。

（ 理 由 ）

１ 本件の疾患名は、検死医、労災協力医の意見書のとおり「虚血性心不全」と判断さ

れており、死亡に至っていることから、認定基準の第２の２（4）の「重篤な心不全」

と認められる。

発症日は、症状が出現した令和３年６月10日と判断できる。

２ 下記２のとおり、「長期間の過重業務」について、発症前１か月の時間外労働時間数

は、発症前１か月は 82 時間 02 分、発症前２か月ないし６か月における時間外労働時

間数の最大は 65 時間 45 分であり、認定基準において業務と発症との関連性が強いと

認められる水準には至らないがこれに近い時間外労働が認められることから、労働時

間以外の負荷要因を十分に考慮する必要がある。

この点、本件では、被災労働者は、発症前おおむね１か月に香港、アメリカと２度

の海外出張を行っている。アメリカ出張では、11 日間連続勤務を行い、この間勤務間

インターバルが短い日が２日あったことや日本時間（時差16時間）に合わせて会議を

実施するため、ホテルで深夜に対応することがあったことが認められる。

労災協力医は、「発症前月の時間外労働は 82 時間であるが、半月以上の期間、海外

出張しており、海外出張を加味すると就労状況は過酷であったといえ、業務と発症と

の関係性が認められる。」と意見している。

これらを総合的に判断すると、被災労働者は著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重

な業務に就労したものであり、業務における明らかな過重負荷を受けたことにより、

本件疾病を発症したものと認められる。

３ 以上により、本件は、労働基準法施行規則別表第１の２の第11号に該当する疾病と

して取り扱うことが妥当である。
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２ 過重負荷に関する事項及び過重性の評価

（長期間の過重業務）

資料No.

労

働

時

間

拘束時間 時間外労働時間数 発症前２か月ないし６か月におけ
る１か月当たりの平均時間外労働
時間発症前１か月 273時間 40分 82時間 10分

発症前２か月 240時間 22分 49時間 20分 ２か月平均 65時間 45分

発症前３か月 201時間 00分 17時間 30分 ３か月平均 49時間 40分

発症前４か月 243時間 10分 53時間 10分 ４か月平均 50時間 33分

発症前５か月 192時間 27分 13時間 27分 ５か月平均 43時間 07分

発症前６か月 248時間 37分 73時間 07分 ６か月平均 48時間 07分

総合評価期間に
おける労働時間
以外の負荷要因

（労働時間以外の負荷要因をすべてチェックすること）

勤務時間の不規則性

（ 拘束時間の長い勤務 休日のない連続勤務 勤務間インターバル

が短い勤務 不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務）

事業場外における移動を伴う業務

（ 出張の多い業務 その他事業場外における移動を伴う業務）

心理的負荷を伴う業務

身体的負荷を伴う業務

作業環境

（ 温度環境 騒音）

発症前６か月より

以前から継続する

業務の過重性
有の場合は、業務の過

重性の内容について
記載し、付加的要因と
して評価すること。

業

務

の

過

重

性

の

評

価

負荷要因の

評価

１ 時間外労働時間数

発症前１か月の時間外労働時間数は、発症前１か月は 82 時間 10 分、発症

前２か月ないし６か月における時間外労働時間数の最大は 65 時間 45 分であ

る。

２ 勤務時間の不規則性

（１）休日のない連続勤務

アメリカ出張の際には、休日にも飲食店や市場の調査を行った。具体的

には、令和３年５月12日から同月22日にかけて休日出勤を含め11日間連

続勤務を行った。

（２）勤務間インターバルが短い勤務、不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務

アメリカ出張中に２日（５月 16日から翌17日、20日から翌21日）勤務

間インターバルが 11 時間未満（9 時間 30 分、10 時間）の日があった。ま

た、同２日は労働時間が深夜時間帯に及んでいる。これは、日本時間に合

わせたオンライン会議に参加したためである。

特 に 発 症
に 近 接 し
た 時 期 に

お け る 負
荷 要 因 は
適 切 に 評

価 す る こ
と。
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３ 事業場外における移動を伴う業務（出張の多い業務）

令和３年５月６日から同月 10日まで香港、令和３年５月13日から同月28

日までアメリカ（ロサンゼルス、サンフランシスコ、シアトル）に出張した。

出張の移動手段は飛行機とタクシーである。現地の宿泊施設は一般的なホ

テルであり、部屋は個室だった。日本とアメリカでは、16時間の時差が認め

られる。日本時間に合わせて会議を行う場合には、宿泊先のホテルで深夜に

オンラインで会議に参加した。なお、アメリカ国内の移動では時差はなかっ

た。

総合評価 発症前６か月間における時間外労働時間数は、最大では 82 時間 10 分（発症

前１か月間）であり、業務と発症の関連性が強いと評価されるおおむね月 100

時間には至っていないが、これに近い時間外労働が認められる。

労働時間以外の負荷要因として以下の負荷要因が認められる。

１ 労働時間以外の負荷要因として、香港、アメリカと半月以上の期間、２度

の海外出張が認められ、出張が多い業務に該当する。

２ アメリカ出張では、休日にも業務に従事したことで、11日間連続勤務を行

い、この間、勤務間インターバルが短い日が２日あった。また、同２日は、

日本時間(時差16時間)に合わせて会議を実施するため、ホテルで深夜にオン

ラインで会議に参加したことが確認されている。

以上のことから、労働時間と慣れない外国の地での業務や出張中の不規則な

勤務状況を総合的に判断すると、業務と発症の関連性が強いと評価されるおお

むね月 100 時間には至っていないものの、被災労働者は著しい疲労の蓄積をも

たらす特に過重な業務に就労したと認められる。
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３ 就業条件等一般的事項

資料No.

職 歴 事業場名 期 間 職 種

労審フード（株） 平成17年４月～令和３年６月 営業

年 月～ 年 月

年 月～ 年 月

所定労働時間、

所定休憩時間、

所定休日等

所定労働時間

所定始業時刻： ９時 00分 （１日） ８時間 00分

所定終業時刻： 18時 00分 （１週間）40時間 00分

所定休憩時刻： 12時 00分 ～ 13時 00分（休憩時間： １時 00分）

所定休日：①週休１日制 ②週休２日制 ③カレンダー等により指定 ④その他

特記事項

労働時間制度：①通常の労働時間制度 ②変形労働時間制[1週間・１か月・１年]

③フレックスタイム制 ④事業場外労働に関するみなし労働時間制

⑤専門業務型裁量労働制[適法・不適法]

⑥企画業務型裁量労働制[適法・不適法]

⑦高度プロフェッショナル制度 ⑧管理監督者 ⑨その他

特記事項

勤務形態： ①日勤勤務 ②交替制（日勤・夜勤） ③隔日勤務 ④その他

特記事項

雇用形態：①正規職員・従業員 ②契約社員 ③派遣労働者

④パート・アルバイト ⑤その他

特記事項

その他特記事項：

発症前6か月
及び主要な

ものを記載
すること。

被災労働者
について記
載すること。
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被災労働者の
日 常 業 務

本社営業本部海外販売担当として、輸出営業業務に従事していた。

具体的な業務内容は、総合商社やマーケティング会社を通じて、海外

の販売業者、飲食業者等に自社の製品を売り込んでいく。

本社業務では、商社や海外の販売業者との交渉・販路促進、輸出商品

の見積もり、注文に対する出荷準備などを行う。

海外出張では、30分から１時間程度のプレゼンテーションや商談を１

日５、６件行う。その後、レセプションや懇談会を行う場合がある。ま

た、現地での営業内容等について、オンライン会議を実施する。

事業場（所属
部署）内にお
ける被災労働
者 の 位 置 づ
け・相関図

○本部長 水野 錬次

○課長 勝田 計司

課長補佐 寺内 毅

○部下 岡田 良輔

４ 出現した症状に関する事項

資料No.

疾 患 名 脳内出血（脳出血）・くも膜下出血・脳梗塞・高血圧性脳症・心筋梗塞・

狭心症・心停止（心臓性突然死を含む。）・重篤な心不全・大動脈解離

症状の出現日 令和３年 ６月 10日 午前・午後 11時 30分（頃）

症状の出現時

の状況

令和３年６月10日の11時 30分過ぎに、本社３階のトイレでうつ伏せ

で倒れているところを総務課の社員が発見した。救急搬送したが病院で

死亡が確認された。

前 駆 症 状 有〔頭痛・胸部痛・その他（ ） 〕 ・ 無

出現日： 年 月 日 午前・午後 時 分（頃）

具体的に
記載する
こと

相関関係とと
もに、聴取実

施者には○印
を付記するこ
と。

営業本部

海外販売課
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５ 被災労働者の身体の状況等に関する事項

資料No.

健康診断

結果

定期健康診断等の実施 〔 有 ・無 〕

実施時期 異常所見 内 容

令和3年4月 有・無 高血圧、脂質異常

令和2年5月 有・無 高血圧、脂質異常

平成31年4月 有・無 高血圧

身長： 170 cm 体重： 93 kg

労働安全
衛生法第
66条の８
の面接指
導の実施
状況

面接指導の実施 〔 有 ・無 〕

実施時期 内 容

年 月

年 月

既 往 歴 既往歴〔 有・無 〕

疾患名 発症時期 治療期間 医療機関名

年 月 年 月～ 年 月

年 月 年 月～ 年 月

年 月 年 月～ 年 月

年 月 年 月～ 年 月

嗜 好 等 喫煙〔 有・無 〕 1日当たりの本数（ 20本） 喫煙歴（ 15年）

特記事項（ ５年前に禁煙した ）

飲酒〔 有・無 〕

１回当たりの飲酒量（ 日本酒２合 ） 程度（ 毎日 ・ 週 回 ）

特記事項（ ）

そ の 他

脳・心臓疾
患と関連の
深い疾患
名につい
て記載する
こと。
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６ 主治医・産業医・専門医の意見

資料No.

主治医の意見書

〔有・無〕

（概要）

○○大学医学部法医学室○○医師

剖検記録の概要

冠動脈硬化症による虚血性心不全

諸臓器のうっ血による

肺うっ血 うっ血は多量、水腫は中等量から多量

組織学的に急性の肺うっ血著明

肝うっ血 組織学的に肝小葉基本構築像は尋常

診療記録等の収集（ 有 ・ 無 ）

産業医の意見書

〔有・無〕

（概要）

専門医（局医等）

の意見書

〔有・無〕

（概要）

○○労働局労災協力医 ○○医師

死体検案書の解剖所見によれば、冠動脈硬化症及び両室肥大が認めら

れ、これが原因で虚血性心不全に至ったものと考え得る。

前駆症状は確認されていないことから、令和３年６月10日に発症し

たと判断する。

署の調査結果では、発症前月の時間外労働は82時間であるが、営業

活動のため、発症前おおむね１か月のうち半月以上の期間、海外出張し

ていた。海外での仕事は、国内のものに比べて負荷が大きいうえ、休日

にも勤務し、16時間時差がある日本の本社と連絡を取るため、宿泊し

たホテルで深夜に作業を行うこともあり、海外出張を加味した就労状況

は過酷であったといえ、業務と発症との関係性が認められる。
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７ 労働時間を認定した根拠

資料No.

（労働時間の認定資料）

タイムカード 出勤簿・業務日報等 施錠記録・警備記録等

本人の申告 管理者による確認 上司・同僚からの聴取

その他（ 手帳の記録 ）

（労働時間の認定方法）

１ 本社勤務時の労働時間について

パソコンの勤怠管理システムに始業時、終業時に自ら打刻する。

被災労働者の始業時、終業時の勤怠管理システムの打刻時刻とパソコンの起動、

シャットダウン時刻を突合すると大きくかい離するものではなく、パソコンの勤怠

管理システムの打刻時刻を始業時刻、終業時刻と評価する。

休憩時間について、事業場関係者によると、「週に２、３回は社外で一緒にランチ

を取っていた。通常、１時間の休憩を取れていたと思うが、忙しい時には、１時間

の休憩が取れないことがあったかもしれない。」と申述している。事業場関係者の申

述、被災労働者のパソコンのログ等から明らかに休憩を取得することができなかっ

たと特定されるものは確認されなかったことから、所定どおり１時間休憩を取得し

ていたと評価する。

２ 海外出張での労働時間について

現地での行動は一緒に出張した岡田良輔の業務日報のほか、被災労働者の手帳の

記録が存在するが、両方の記録を突合すると概ね一致していることから、これらの

記録を基に労働時間を算定した。日中の商談の後、レセプションや現地企業との懇

談会が行われた日があるが、上司の水野錬次によると、「レセプションパーティの参

加や現地企業の幹部との懇談会への参加は任意ではなく、それらに参加し、現地企

業の幹部と懇親を深めることは取引を行ったり、新規に販路を開拓したりするため

には必要不可欠なことなので、業務として指示していたものです。」と申述している

ことから、労働時間に該当すると判断した。

現地での商談、レセプション、懇談の記録は岡田の業務日報や被災労働者の手帳

から確認できるが、岡田によると、「宿泊したホテルでオンラインでの会議の参加や

営業成果の報告資料の作成、メールの対応などの仕事も行っていた。」と申述してい

る。

この点、上司の水野によると、「出張で、多くの商談を行っており、随時商談の内

容を報告させ、現地からの情報を基に本社で営業方針や提案内容を検討していまし

た。日本時間に合わせてオンラインで会議も行いました。また、長期間の出張だっ

たので、現地からメールの返信も行わなければなりませんでした。これらの仕事を

宿泊先のホテルでパソコンを使って行うことは業務として行う必要がありました。

営業報告することやオンライン会議に参加することは私が指示していました。」と申

述している。被災労働者のパソコンのログイン、ログオフ、ファイルの更新、送信

したメール等の時刻から、継続して一連の作業を行ったと推定できる時間は労働時
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間と評価した。なお、深夜に宿泊先のホテルでオンライン会議に参加していた時間

は、会議の開始から終了までの時間を労働時間と評価した。

所定休日のうち、５月15日、16日、22日は、現地での展示会の参加や市場調査

のため業務に従事しているが、これらは海外出張の業務としてあらかじめ従事する

ことが予定されていた業務であり、労働時間に該当する。

休憩について、一緒に出張した岡田は、「現地では、一緒にランチをしました。１

時間の休憩は取れていました。現地で夜間日本とオンラインで会議した日などは、

ホテルのレストランで一緒に 1時間くらい夕食をとりました。」と申述していること

から、１時間休憩（日本と夜間にオンライン会議をした日は、２時間休憩）したと

評価した。

３ 海外出張での移動時間について

出張に同行した岡田は、飛行機等での移動時間について、「移動時間中に業務を行

う指示や必要性などはなく、私は映画を見たり、本を読んだりしていました。機内

では各人がそれぞれ自由に過ごしていました。」と申述していることから、所定労働

時間内での移動を除き、労働時間とは評価しない。
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5月11日 ～ 6月9日 )

6 / 9 ( 水 ) 9:00 ～ 19:20 10:20 9:20 13:40 ①

6 / 8 ( 火 ) 9:00 ～ 20:40 11:40 10:40 12:20

6 / 7 ( 月 ) 9:00 ～ 20:10 11:10 10:10 12:50

6 / 6 ( 日 ) 0:00 休日 0:00

6 / 5 ( 土 ) 0:00 休日 0:00

6 / 4 ( 金 ) 9:00 ～ 21:45 12:45 11:45

6 / 3 ( 木 ) 9:00 ～ 20:20 11:20 10:20 12:40

6 / 2 ( 水 ) 9:00 ～ 20:15 11:15 10:15 12:45 ②

6 / 1 ( 火 ) 9:00 ～ 21:30 12:30 11:30 11:30

5 / 31 ( 月 ) 9:00 ～ 21:30 12:30 11:30 11:30

5 / 30 ( 日 ) 0:00 休日 0:00

5 / 29 ( 土 ) 0:00 休日 0:00

5 / 28 ( 金 ) 9:00 ～ 18:00 12:00 8:00 アメリカ出張※２

5 / 27 ( 木 ) 9:00 ～ 19:55 10:55 9:55 13:05 アメリカ出張

5 / 26 ( 水 ) 9:00 ～ 19:30 10:30 9:30 13:30 アメリカ出張 ③

5 / 25 ( 火 ) 9:00 ～ 20:15 11:15 10:15 12:45 アメリカ出張

5 / 24 ( 月 ) 9:00 ～ 20:45 11:45 10:45 12:15 アメリカ出張

5 / 23 ( 日 ) 0:00 休日 0:00

5 / 22 ( 土 ) 9:00 ～ 18:00 9:00 8:00 アメリカ出張

5 / 21 ( 金 ) 9:00 ～ 21:00 12:00 11:00 12:00 アメリカ出張

5 / 20 ( 木 ) 9:00 ～ 23:00 14:00 12:00 10:00
アメリカ出張

オンライン会議

5 / 19 ( 水 ) 8:00 ～ 19:00 11:00 10:00 14:00 アメリカ出張 ④

5 / 18 ( 火 ) 8:30 ～ 19:00 10:30 9:30 13:00 アメリカ出張

5 / 17 ( 月 ) 9:00 ～ 18:30 9:30 8:30 14:00 アメリカ出張

5 / 16 ( 日 ) 9:00 ～ 23:30 14:30 12:30 9:30 アメリカ出張・休日出
勤 オンライン会議

5 / 15 ( 土 ) 10:00 ～ 17:30 7:30 6:30 15:30
アメリカ出張

休日出勤

5 / 14 ( 金 ) 9:00 ～ 20:45 11:45 10:45 13:15 アメリカ出張

5 / 13 ( 木 ) 9:00 ～ 18:00 11:30 8:00 15:00 アメリカ出張※１

5 / 12 ( 水 ) 9:00 ～ 21:30 12:30 11:30 11:30 ⑤ ⑩=⑤-X（ 0 ）

5 / 11 ( 火 ) 0:00 休日 0:00 11:30

①～⑤

273:40 242:10

(発症前２か月目以前は省略)

51:10 11:10

11:30

⑥～⑩

82:10

⑧ = ③ - 40

61:30 21:30

⑨ = ④ - 40

※１ 日本からロサンゼルスへ往路（11時間30分）の移動。移動時間は拘束時間とするが、所定労働時間中の移動は労働時間と評価した。時
差は－16時間であり、実際には日本で９時から移動し、現地時間の同日4:30に到着し、当日到着後はホテルで休養した。

※２ シアトルから日本へ復路（12時間）の移動。移動時間は拘束時間とするが、所定労働時間中の移動は労働時間と評価した。時差は＋16
時間であり、実際には現地時間９時から移動し、日本時間の翌日13:00に到着し、翌日は休日であった。

65:45 25:45

12:15

⑦ = ② - 40

労働時間集計表（

勤務間の
インターバル

１ 日 の
拘束時間数

１ 日 の
労働時間数

(発症前（１）か月目）

労 働 時 間
（始業～終業）

備 考
総労働
時間数

時間外
労働時間数

⑥ = ① - 40

52:15
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様式１

血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び
虚血性心疾患等の業務起因性の判断のための調査復命書

整理番号

○○ 局 ○○ 署

署

長

副
署
長

課

長

給
調
官

係

長
係

復命年月日

令和○年○月○日

署長判決・指示事項 調 査 官

１．調査官意見のとおり決定する。（ 年 月 日）

２．下記事由により再調査を要する。
調査期間

自 令和○年 ○月 ○日

至 令和○年 ○月 ○日

受付年月日 令和○年 ○月 ○日

請 求 種 別
療養 休業 遺族 葬祭

障害 その他（ ）

事

業

場

名 称 安全エクスプレス株式会社 代表者名 代表取締役 田中 一義

所在地
〒000－0000 ℡ 999（99）9999

○○県○○市

労働保険番号 99-9-99-999999-999

業 種

（日本標準産業分類）

一般貨物自動車運送業

（Ｈ 44 441）
事業場の労働者数 40名

被

災

労

働

者

ふりがな

氏 名

はら たかし

原 隆史 （男・女） 生年月日
昭和51年２月４日

（ 45歳 ）

住 所
〒000－0000 ℡ 999（99）9999

○○県○○市

職 種

（日本標準職業分類）

貨物自動車運転者

（I 61 613）
職 位 一般運転手

雇入年月日 平成15年７月10日

ふ り が な

請 求 人
はら けいこ

原 敬子 （続柄 妻 ）

病

状

請 求 時 の
疾 患 名 くも膜下出血

発 症 時 期 令和３年５月24日 午前・午後 ２時00分（頃） （発症時年齢 45 歳）

現在の状況 生存・死亡（死亡年月日 令和３年 ５月 24日 死亡時年齢 45 歳）

原隆史（以下「被災労働者」という。）の妻原敬子（以下「請求人」という。）は、「夫

は、深夜の運転業務に従事していて、いつも長時間労働だったので、仕事が原因でくも膜

下出血を発症したに違いない。」として労災請求に及んでいる。

請求人

の申述

事例３
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１ 総合判断

総合判断 〔調査官の意見〕

本件は、〔 業務上 ・ 業務外 〕と考える。

（ 理 由 ）

１ 本件の疾患名は、主治医の意見書のとおり「くも膜下出血」と判断され、認定基準

の第２の１（2）の「くも膜下出血」と認められる。

発症日は、症状が出現した令和３年５月24日と判断できる。

２ 下記２のとおり、「長期間の過重業務」について、発症前１か月の時間外労働時間数

は、発症前１か月は 48 時間 57 分、発症前２か月ないし６か月における時間外労働時

間数の最大は71時間２分であり、認定基準において業務と発症との関連性が強いと認

められる水準には至らないがこれに近い時間外労働が認められることから、労働時間

以外の負荷要因を十分に考慮する必要がある。

この点、本件では、発症前６か月のうち２か月は月の拘束時間数が 275 時間を超え

るような拘束時間の長い勤務に従事していること、発症前６か月のうち、勤務間イン

ターバルが 11 時間未満となる日が 41 回あり、うち約２か月間程度週２回以上の頻度

で勤務間インターバルが11時間未満となる、インターバルが最も短い場合では８時間

未満となっているなど勤務間インターバルが短い勤務に従事していること、常態とし

て深夜勤務に従事していること、事業場外における移動を伴う配送業務に従事してい

ることが認められる。

専門医は、業務と発症との関係について、「業務による明らかな過重負荷により血管

病変等がその自然経過を超えて著しく増悪して発症した。」と意見している。

これらを総合的に判断すると、被災労働者は著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重

な業務に就労したものであり、業務における明らかな過重負荷を受けたことにより、

本件疾病を発症したものと認められる。

３ 以上により、本件は、労働基準法施行規則別表第１の２の第８号に該当する疾病と

して取り扱うことが妥当である。

-136-



２ 過重負荷に関する事項及び過重性の評価

（長期間の過重業務）

資料No.

労

働

時

間

拘束時間 時間外労働時間数 発症前２か月ないし６か月におけ
る１か月当たりの平均時間外労働
時間発症前１か月 216時間 21分 48時間 57分

発症前２か月 298時間 02分 93時間 07分 ２か月平均 71時間 02分

発症前３か月 267時間 30分 64時間 56分 ３か月平均 69時間 00分

発症前４か月 265時間 58分 69時間 11分 ４か月平均 69時間 02分

発症前５か月 238時間 44分 60時間 34分 ５か月平均 67時間 21分

発症前６か月 287時間 30分 78時間 54分 ６か月平均 69時間 16分

総合評価期間に
おける労働時間
以外の負荷要因

（労働時間以外の負荷要因をすべてチェックすること）

勤務時間の不規則性

（ 拘束時間の長い勤務 休日のない連続勤務 勤務間インターバル

が短い勤務 不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務）

事業場外における移動を伴う業務

（ 出張の多い業務 その他事業場外における移動を伴う業務）

心理的負荷を伴う業務

身体的負荷を伴う業務

作業環境

（ 温度環境 騒音）

発症前６か月より

以前から継続する

業務の過重性
有の場合は、業務の過

重性の内容について
記載し、付加的要因と
して評価すること。

業

務

の

過

重

性

の

評

価

負荷要因の

評価

１ 時間外労働時間数

発症前１か月の時間外労働時間数は、発症前１か月は 48 時間 57 分、発症

前２か月ないし６か月における時間外労働時間数の最大は 71 時間２分であ

る。

２ 勤務時間の不規則性

（1）拘束時間が長い勤務

発症前６か月のうち拘束時間が275時間を超える月が２か月確認されてお

り、拘束時間が長い勤務である。勤務中の手待ち時間は少なく、勤務時間の

ほとんどが運転、荷積み、荷下ろし等の業務である。

（2）勤務間インターバルが短い勤務

勤務間インターバルがおおむね11時間未満の勤務が発症前６か月に41回

ある。そのほとんどは、インターバルが10時間から11時間未満であるが、

インターバルが短い場合では、８時間未満の日も認められる。また、令和３

年３月から４月頃にかけては、週２回以上勤務間インターバルが 11 時間未

特 に 発 症
に 近 接 し
た 時 期 に

お け る 負
荷 要 因 は
適 切 に 評

価 す る こ
と。
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満の勤務になっていた。

（3）不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務

始業時刻は20時から翌朝にかけての勤務であるため、不規則性はないが、

常態として深夜時間帯を含む勤務に従事している。予定されたスケジュール

が変更されることはめったにない。勤務の途中に１時間 25 分休憩を取得す

る。

３ 事業場外における移動を伴う業務（その他事業場外における移動を伴う業

務）

配送ドライバーとして各所への配送を行う事業場外における移動を伴う業

務である。配送先は固定ではなく、いくつかの便がある。便によっては、○

○県等の遠方に配送することもあった。宿泊を伴う勤務はほとんどない。

総合評価 発症前６か月間における時間外労働時間数は、最大では 71 時間 02 分（２か

月平均）であり、業務と発症の関連性が強いと評価されるおおむね月80時間に

は至っていないが、これに近い時間外労働が認められる。

労働時間以外の負荷要因として以下の負荷要因が認められる。

１ 発症前６か月のうち２か月は月の拘束時間数が 275 時間を超えるような拘

束時間の長い勤務に従事している。

２ 発症前６か月のうち、勤務間インターバルが 11 時間未満となる日が 41 回

ある。そのほとんどは、インターバルが10時間から11時間未満であるが、

インターバルが最も短い場合では８時間未満となっている。また、令和３年

３月から４月頃にかけては、週２回以上勤務間インターバルが 11 時間未満

の勤務になっているなど勤務間インターバルが短い勤務に従事している。

３ 常態として深夜勤務に従事している。

４ 事業場外における移動を伴う配送業務に従事している。

以上のことから、被災労働者は、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業

務に就労したと認められる。
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３ 就業条件等一般的事項

資料No.

職 歴 事業場名 期 間 職 種

安全エクスプレス（株） 平成15年７月～令和３年５月 トラック運転手

年 月～ 年 月

年 月～ 年 月

所定労働時間、

所定休憩時間、

所定休日等

所定労働時間

所定始業時刻： 20時 00分 （１日） ８時間 00分

所定終業時刻：翌５時 25分 （１週間） 40時間 00分

所定休憩時刻： 時 分 ～ 時 分（休憩時間： １時 25分）

所定休日：①週休１日制 ②週休２日制 ③カレンダー等により指定 ④その他

特記事項

労働時間制度：：①通常の労働時間制度 ②変形労働時間制[1週間・１か月・１年]

③フレックスタイム制 ④事業場外労働に関するみなし労働時間制

⑤専門業務型裁量労働制[適法・不適法]

⑥企画業務型裁量労働制[適法・不適法]

⑦高度プロフェッショナル制度 ⑧管理監督者 ⑨その他

特記事項

勤務形態： ①日勤勤務 ②交替制（日勤・夜勤） ③隔日勤務 ④その他

特記事項

夜間勤務に従事している

雇用形態：①正規職員・従業員 ②契約社員 ③派遣労働者

④パート・アルバイト ⑤その他

特記事項

その他特記事項：

発症前6か月
及び主要な

ものを記載
すること。

被災労働者
について記
載すること。
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被災労働者の
日 常 業 務

配送ドライバーとして配送業務に従事している。

複数の便を担当しているが、中には○○県等の遠方に配送することも

ある。

事業場（所属
部署）内にお
ける被災労働
者 の 位 置 づ
け・相関図

所長 内田 康

↓

副所長 ○山本 達也

↓

社員 原 隆史（被災労働者）

○野田 太郎

○大木 達吉

４ 出現した症状に関する事項

資料No.

疾 患 名 脳内出血（脳出血）・くも膜下出血・脳梗塞・高血圧性脳症・心筋梗塞・

狭心症・心停止（心臓性突然死を含む。）・重篤な心不全・大動脈解離

症状の出現日 令和３年 ５月 24日 午前・午後 ２時 00分（頃）

症状の出現時

の状況

睡眠時に被災労働者が息をしていないことに請求人が気がついた。請

求人はすぐに救急車を呼び、救急隊が心肺蘇生を試みたが、蘇生するこ

となく死亡が確認された。

前 駆 症 状 有〔頭痛・胸部痛・その他（ ） 〕 ・ 無

出現日： 年 月 日 午前・午後 時 分（頃）

具体的に
記載する
こと

相関関係とと
もに、聴取実

施者には○印
を付記するこ
と。

-140-



５ 被災労働者の身体の状況等に関する事項

資料No.

健康診断

結果

定期健康診断等の実施 〔 有 ・無 〕

実施時期 異常所見 内 容

令和２年11月 有・無 高血圧

令和２年6月 有・無 高血圧

令和元年12月 有・無 高血圧

身長： 165 cm 体重： 65 kg

労働安全
衛生法第
66条の８
の面接指
導の実施
状況

面接指導の実施 〔 有 ・無 〕

実施時期 内 容

年 月

年 月

既 往 歴 既往歴〔 有・無 〕

疾患名 発症時期 治療期間 医療機関名

年 月 年 月～ 年 月

年 月 年 月～ 年 月

年 月 年 月～ 年 月

年 月 年 月～ 年 月

嗜 好 等 喫煙〔 有・無 〕 1日当たりの本数（ 本） 喫煙歴（ 年）

特記事項（ ）

飲酒〔 有・無 〕

１回当たりの飲酒量（ ） 程度（ 毎日 ・ 週 回 ）

特記事項（ ）

そ の 他

脳・心臓疾
患と関連の
深い疾患
名につい
て記載する
こと。
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６ 主治医・産業医・専門医の意見

資料No.

主治医の意見書

〔有・無〕

（概要）

死体検案書

１ 直接死因：くも膜下出血

２ 発症から死亡までの期間：急死

３ 手術歴：なし

４ 解剖結果・所見

大脳低面にくも膜下出血。前交通動脈に破裂した直径５ｍｍの脳動

脈瘤あり。

出血の状態、程度から死亡当日に発症したと考えられる。

診療記録等の収集（ 有 ・ 無 ）

産業医の意見書

〔有・無〕

（概要）

専門医（局医等）

の意見書

〔有・無〕

（概要）

令和○年○月○日付け○○地方労災医員意見書

死体検案書には直接死因「くも膜下出血」、発症から死亡までの期間

「急死」、解剖所見「大脳低面にくも膜下出血。前交通動脈に破裂した

直径５ｍｍの脳動脈瘤あり。出血の状態、程度から死亡当日に発症した

と考えられる。」と記載されている。

剖検結果から、死因の傷病名及び発症日には矛盾はなく、妥当である。

署の調査結果によれば、発症前２か月の時間外労働時間数は、最大で

約70時間と概ね80時間には達していないものの、労働時間以外の負荷

要因として、拘束時間が長い勤務、勤務間インターバルが短い勤務、深

夜勤務、事業場外における移動を伴う業務が認められることから、本件

くも膜下出血は、業務による明らかな過重負荷により血管病変等がその

自然経過を超えて著しく増悪して発症したものと考える。
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７ 労働時間を認定した根拠

資料No.

（労働時間の認定資料）

タイムカード 出勤簿・業務日報等 施錠記録・警備記録等

本人の申告 管理者による確認 上司・同僚からの聴取

その他（ ）

（労働時間の認定方法）

タイムカード、運転日報を基礎に労働時間を把握している。

請求人及び事業場関係者に労働実態を確認したところ、労働時間は適正に管理して

いるものと思料されたことから、タイムカード、運転日報を基に労働時間を算定した。
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4月24日 ～ 5月23日 )

5 / 23 ( 日 ) 0:00 休日 0:00 ①

5 / 22 ( 土 ) 0:00 休日 0:00

5 / 21 ( 金 ) 20:00 ～ 33:07 13:07 11:42

5 / 20 ( 木 ) 20:00 ～ 33:12 13:12 11:47 10:48

5 / 19 ( 水 ) 20:00 ～ 32:40 12:40 11:15 11:20

5 / 18 ( 火 ) 20:00 ～ 32:38 12:38 11:13 11:22

5 / 17 ( 月 ) 20:00 ～ 32:40 12:40 11:15 11:20

5 / 16 ( 日 ) 0:00 休日 0:00 ②

5 / 15 ( 土 ) 0:00 休日 0:00

5 / 14 ( 金 ) 20:00 ～ 32:53 12:53 11:28

5 / 13 ( 木 ) 20:00 ～ 33:05 13:05 11:40 10:55

5 / 12 ( 水 ) 20:00 ～ 33:09 13:09 11:44 10:51

5 / 11 ( 火 ) 20:00 ～ 32:43 12:43 11:18 11:17

5 / 10 ( 月 ) 20:00 ～ 33:04 13:04 11:39 10:56

5 / 9 ( 日 ) 0:00 休日 0:00 ③

5 / 8 ( 土 ) 0:00 休日 0:00

5 / 7 ( 金 ) 20:00 ～ 34:07 14:07 12:22

5 / 6 ( 木 ) 20:00 ～ 33:07 13:07 11:42 10:53

5 / 5 ( 水 ) 0:00 休日 0:00

5 / 4 ( 火 ) 0:00 休日 0:00

5 / 3 ( 月 ) 0:00 休日 0:00

5 / 2 ( 日 ) 0:00 休日 0:00 ④

5 / 1 ( 土 ) 0:00 休日 0:00

4 / 30 ( 金 ) 23:00 ～ 35:01 12:01 10:36

4 / 29 ( 木 ) 0:00 休日 0:00

4 / 28 ( 水 ) 20:00 ～ 38:30 18:30 17:20

4 / 27 ( 火 ) 20:00 ～ 35:52 15:52 14:00 8:08

4 / 26 ( 月 ) 20:00 ～ 33:33 13:33 12:00 10:27

4 / 25 ( 日 ) 0:00 休日 0:00 ⑤ ⑩=⑤-X（ 0 ）

4 / 24 ( 土 ) 0:00 休日 0:00 0:00

①～⑤

216:21 193:01

（発症前２か月目以前は省略）

備 考
勤務間の

インターバル
１ 日 の
労働時間数

17:49

0:00

⑥～⑩

48:57

⑧ = ③ - 40

24:04

労働時間集計表（

(発症前（１）か月目）

労 働 時 間
（始業～終業）

１ 日 の
拘束時間数

総労働
時間数

時間外
労働時間数

53:56 13:56

0:00

⑨ = ④ - 40

⑥ = ① - 40

57:12 17:12

⑦ = ② - 40

57:49
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様式１

血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び
虚血性心疾患等の業務起因性の判断のための調査復命書

整理番号

○○ 局 ○○ 署

署

長

副
署
長

課

長

給
調
官

係

長
係

復命年月日

令和○年○月○日

署長判決・指示事項 調 査 官

１．調査官意見のとおり決定する。（ 年 月 日）

２．下記事由により再調査を要する。
調査期間

自 令和○年 ○月 ○日

至 令和○年 ○月 ○日

受付年月日 令和○年 ○月 ○日

請 求 種 別
療養 休業 遺族 葬祭

障害 その他（ ）

事

業

場

名 称 健康ダイニング株式会社 代表者名 代表取締役 市来 友彦

所在地
〒000－0000 ℡ 999（99）9999

○○県○○市

労働保険番号 99-9-99-999999-999

業 種

（日本標準産業分類）

酒場、ビヤホール

（Ｍ 76 765）
事業場の労働者数 20名

被

災

労

働

者

ふりがな

氏 名

かとう ゆうじろう

加藤 友二郎 （男・女） 生年月日
昭和51年 10月 18日

（ 44歳 ）

住 所
〒000－0000 ℡ 999（99）9999

○○県○○市

職 種

（日本標準職業分類）

飲食店主・店長

（E 40 401）
職 位 店長

雇入年月日 平成15年１月１日

ふ り が な

請 求 人
かとう ゆうじろう

加藤 友二郎 （続柄 本人 ）

病

状

請 求 時 の
疾 患 名 急性心筋梗塞

発 症 時 期 令和２年12月 18日 午前・午後 ４時20分（頃） （発症時年齢 44 歳）

現在の状況 生存・死亡（死亡年月日 年 月 日 死亡時年齢 歳）

請求人加藤友二郎（以下「請求人」という。）は、「居酒屋の店長をしているので、いつ

も深夜の仕事で、労働時間も長く負担に感じていた。また、発症直前に来店客から暴行を

うけたことも心筋梗塞になった原因だと思う。」と主張し、労災請求に及んでいる。
請求人

の申述

事例４
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１ 総合判断

総合判断 〔調査官の意見〕

本件は、〔 業務上 ・ 業務外 〕と考える。

（ 理 由 ）

１ 本件の疾患名は、主治医の意見書のとおり「急性心筋梗塞」と判断され、認定基準

の第２の２（1）の「心筋梗塞」と認められる。

発症日は、症状が出現した令和２年12月 18日と判断できる。

２ 下記２のとおり、「長期間の過重業務」について、発症前１か月の時間外労働時間数

は、発症前１か月は 49 時間 31 分、発症前２か月ないし６か月における時間外労働時

間数の最大は 68 時間 12 分であり、認定基準において業務と発症との関連性が強いと

認められる水準には至らないがこれに近い時間外労働が認められることから、労働時

間以外の負荷要因を十分に考慮する必要がある。

この点、本件では、請求人は深夜時間帯まで営業する居酒屋の店長であることから、

常態として深夜業務に従事している。また、勤務間インターバルが11時間未満の勤務

日が月に５～８回の頻度で認められた。さらに、請求人は来店客から暴行を受けると

いう具体的出来事に遭遇し、心理的負荷が認められる。

専門医は、「労働時間に加え、暴行を受けたことによるストレスと深夜時間帯の就労

や勤務間インターバルが短い勤務に従事していることにより交感神経系が上昇して心

臓に負担をかけたことは間違いないと思われる。就労と心筋梗塞発症との因果関係を

考えるに、就労に相当な過重が存在したと考えるのが妥当である。」と意見している。

これらを総合的に判断すると、請求人は著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業

務に就労したものであり、業務における明らかな過重負荷を受けたことにより、本件

疾病を発症したものと認められる。

３ 以上により、本件は、労働基準法施行規則別表第１の２の第８号に該当する疾病と

して取り扱うことが妥当である。
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２ 過重負荷に関する事項及び過重性の評価

（長期間の過重業務）

資料No.

労

働

時

間

拘束時間 時間外労働時間数 発症前２か月ないし６か月におけ
る１か月当たりの平均時間外労働
時間発症前１か月 239時間 28分 49時間 31分

発症前２か月 283時間 54分 86時間 53分 ２か月平均 68時間 12分

発症前３か月 234時間 27分 40時間 27分 ３か月平均 58時間 57分

発症前４か月 240時間 48分 48時間 10分 ４か月平均 56時間 15分

発症前５か月 275時間 46分 78時間 46分 ５か月平均 60時間 45分

発症前６か月 251時間 21分 56時間 21分 ６か月平均 60時間 01分

総合評価期間に
おける労働時間
以外の負荷要因

（労働時間以外の負荷要因をすべてチェックすること）

勤務時間の不規則性

（ 拘束時間の長い勤務 休日のない連続勤務 勤務間インターバル

が短い勤務 不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務）

事業場外における移動を伴う業務

（ 出張の多い業務 その他事業場外における移動を伴う業務）

心理的負荷を伴う業務

身体的負荷を伴う業務

作業環境

（ 温度環境 騒音）

発症前６か月より

以前から継続する

業務の過重性

業

務

の

過

重

性

の

評

価

負荷要因の

評価

１ 時間外労働時間数

発症前１か月の時間外労働時間数は、発症前１か月は 49 時間 31 分、発症

前２か月ないし６か月における時間外労働時間数の最大は 68 時間 12 分であ

る。

２ 勤務時間の不規則

（１）勤務間インターバルが短い勤務

月に５～８回の頻度で勤務間インターバルが11時間に満たない勤務が認

められる。発症前６か月のうち勤務間インターバルが最も短い時間数は、

10時間 10分だった。

（２）不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務

始業時刻が16時、終業時刻が翌１時までの勤務であるため、不規則性は

ないが、常態として深夜時間帯を含む勤務に従事している。

勤務の途中に１時間休憩を取得する。

なお、拘束時間が長い月があるが、労働時間が長いために、拘束時間が

特 に 発 症
に 近 接 し
た 時 期 に

お け る 負
荷 要 因 は
適 切 に 評

価 す る こ
と。

有の場合は、業務

の過重性の内容
について記載し、
付加的要因として

評価すること。
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長くなったものであるため、負荷要因としては評価しない。

３ 心理的負荷を伴う業務

令和２年12月 1日に来店客から暴行を受けたことが確認された。

午後10時頃、店内でグループが酔って大騒ぎを始め、他の客からクレーム

があったため、請求人がグループ客に何度か注意をした。その後、グループ

客が会計を済ませ、退店する時に、グループ客の１人が請求人に暴言を吐き、

右肩を拳で強く殴った。暴行を受け、請求人は、右肩に青あざができ打撲の

診断を受けた。請求人は、警察に被害届を提出しようとしたが、事が大きく

なることを恐れた事業主に届け出ないように頼まれたため、被害届の提出を

諦めた。請求人は暴行を受けてから、大勢で騒いでいる客に対し恐怖を感じ

るようになった。

この出来事は、心理的負荷を伴う具体的出来事「同僚等から、暴行又は（ひ

どい）いじめ・嫌がらせを受けた」に該当する。

総合評価 発症前６か月間における時間外労働時間数は、最大では 68 時間 12 分（２か

月平均）であり、業務と発症の関連性が強いと評価されるおおむね月80時間に

は至っていないが、これに近い時間外労働が認められる。

労働時間以外に以下の負荷要因が認められる。

１ 請求人は深夜時間帯まで営業する居酒屋の店長であることから、常態とし

て深夜業務に従事している。

２ 月に５～８回の頻度で勤務間インターバルが 11 時間を下回る勤務日があ

り、勤務間インターバルが短い頻度が多い。勤務間インターバルが10時間を

下回る勤務日はなかった。

３ 請求人は発症前約半月に来店客から暴行を受けるという具体的出来事に遭

遇し、心理的負荷が認められる。

以上のことから、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合的に判断すると、

請求人は、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したと認められ

る。
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３ 就業条件等一般的事項

資料No.

職 歴 事業場名 期 間 職 種

健康ダイニング（株）平成15年１月～ 年 月 店長

年 月～ 年 月

年 月～ 年 月

所定労働時間、

所定休憩時間、

所定休日等

所定労働時間

所定始業時刻： 16時 00分 （１日） ８時間 00分

所定終業時刻：翌1時 00分 （１週間）48時間 00分

所定休憩時刻： 時 分 ～ 時 分（休憩時間： 1時 00分）

所定休日：①週休１日制 ②週休２日制 ③カレンダー等により指定 ④その他

特記事項

労働時間制度：①通常の労働時間制度 ②変形労働時間制[1週間・１か月・１年]

③フレックスタイム制 ④事業場外労働に関するみなし労働時間制

⑤専門業務型裁量労働制[適法・不適法]

⑥企画業務型裁量労働制[適法・不適法]

⑦高度プロフェッショナル制度 ⑧管理監督者 ⑨その他

特記事項

週の平均所定労働時間が40時間を超えている。

勤務形態： ①日勤勤務 ②交替制（日勤・夜勤） ③隔日勤務 ④その他

特記事項

勤務は深夜時間帯に及ぶ。

雇用形態：①正規職員・従業員 ②契約社員 ③派遣労働者

④パート・アルバイト ⑤その他

特記事項

その他特記事項：

発症前6か月
及び主要な

ものを記載
すること。

被災労働者
について記
載すること。
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被災労働者の
日 常 業 務

居酒屋の店長として勤務している。

具体的な業務内容は、ホール業務、食材の発注、売上管理、アルバイ

トの採用、シフト管理等の業務に従事している。

営業時間

日曜日から木曜日まで：17時～翌１時まで

金曜、土曜日、祝前日：17時～翌５時まで

事業場（所属
部署）内にお
ける被災労働
者 の 位 置 づ
け・相関図

○加藤 友二郎

○荒井 賢太

○宮田 光

４ 出現した症状に関する事項

資料No.

疾 患 名 脳内出血（脳出血）・くも膜下出血・脳梗塞・高血圧性脳症・心筋梗塞・

狭心症・心停止（心臓性突然死を含む。）・重篤な心不全・大動脈解離

症状の出現日 令和２年 12月 18日 午前・午後 ４時 20分（頃）

症状の出現時

の状況

令和２年12月 18日午後４時20分頃、開店準備をしていた際に強い

胸痛を感じ、身動きができなくなったことから、アルバイトに救急車の

要請を依頼し、財部中央病院に救急搬送された。

前 駆 症 状 有〔頭痛・胸部痛・その他（ ） 〕 ・ 無

出現日： 年 月 日 午前・午後 時 分（頃）

具体的に
記載する
こと

相関関係とと
もに、聴取実

施者には○印
を付記するこ
と。

店長

社員

アルバイト
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５ 被災労働者の身体の状況等に関する事項

資料No.

健康診断

結果

定期健康診断等の実施 〔 有 ・無 〕

実施時期 異常所見 内 容

年 月 有・無

年 月 有・無

年 月 有・無

身長： 175 cm 体重： 85 kg

労働安全
衛生法第
66条の８
の面接指
導の実施
状況

面接指導の実施 〔 有 ・無 〕

実施時期 内 容

年 月

年 月

既 往 歴 既往歴〔 有・無 〕

疾患名 発症時期 治療期間 医療機関名

高脂血症 年 月 年 月～ 年 月
詳細不明。10年前位に治

療した。

年 月 年 月～ 年 月

年 月 年 月～ 年 月

年 月 年 月～ 年 月

嗜 好 等 喫煙〔 有・無 〕 1日当たりの本数（ 15本） 喫煙歴（ 25年）

特記事項（ ）

飲酒〔 有・無 〕

１回当たりの飲酒量（ ビール１缶 ） 程度（ 毎日 ・ 週 ３回 ）

特記事項（ ）

そ の 他

脳・心臓疾
患と関連の
深い疾患
名につい
て記載する
こと。
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６ 主治医・産業医・専門医の意見

資料No.

主治医の意見書

〔有・無〕

（概要）

財部中央病院 ○○医師意見書

初診日：令和２年12月 18日

主訴・受診端緒：胸痛を訴えて救急搬送された。

他覚的所見：冷汗、血圧上昇、呼吸音鈍

検査所見：心電図 ST上昇

心臓超音波検査 前壁中隔領域の壁運動低下

冠動脈造影 左前下行枝完全閉塞、左回旋枝完全閉塞

傷 病 名：急性心筋梗塞

治療経過：令和２年12月 18日緊急で皮下的冠動脈形成術を施行。左前

下行枝、左回旋枝の再灌流に成功。

基礎疾患・素因：喫煙歴、脂質異常が冠動脈の危険因子であり、これら

による動脈硬化の進行があったことは間違いないと思

われる。

診療記録等の収集（ 有 ・ 無 ）

産業医の意見書

〔有・無〕

（概要）

専門医（局医等）

の意見書

〔有・無〕

（概要）

傷病名：急性心筋梗塞

発症日：令和２年12月 18日

○○医師の意見書によれば、急性心筋梗塞と診断されている。本件で

は、検査所見等により、急性心筋梗塞と判断される。

労働時間に加え、暴行を受けたことによるストレスと深夜時間帯の就

労や勤務間インターバルが短い勤務に従事していることにより、交感神

経系が上昇して心臓に負担をかけたことは間違いないと思われる。

本件での就労と心筋梗塞発症との因果関係を考えるに、就労に相当な

過重が存在したと考えるのが妥当である。
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７ 労働時間を認定した根拠

資料No.

（労働時間の認定資料）

タイムカード 出勤簿・業務日報等 施錠記録・警備記録等

本人の申告 管理者による確認 上司・同僚からの聴取

その他（ レジ締めの時刻 ）

（労働時間の認定方法）

労働時間はタイムカードで管理していたが、請求人は、出勤時刻にタイムカード

に打刻するのみで、退勤時刻の打刻を行っていなかった。

（1）始業時刻

タイムカードの出勤時刻は、15時45分から16時までの打刻となっている。

請求人は、16時から勤務を開始していたと申述しており、始業時刻は16時

と判断した。

（2）終業時刻

閉店作業の最後にレジを締める操作を行うが、請求人が出勤する日は請求

人がレジ締めの操作を行っていたことから、レシートに印字されたレジ締め

の時刻を終業時刻と判断した。なお、事業場関係者は、客がいなければ、早

めに閉店する日もあったと申述している。

（3）休憩

請求人及び事業場関係者は、まかないを食べる時間と随時の休憩をあわせ

ると１時間位は休憩を取得していたと申述している。
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11月18日 ～ 12月17日 ）

12 / 17 ( 木 ) 16:00 ～ 24:42 8:42 7:42 15:18 ①

12 / 16 ( 水 ) 16:00 ～ 24:55 8:55 7:55 15:05

12 / 15 ( 火 ) 16:00 ～ 25:22 9:22 8:22 14:38

12 / 14 ( 月 ) 0:00 休日 0:00

12 / 13 ( 日 ) 16:00 ～ 25:01 9:01 8:01

12 / 12 ( 土 ) 16:00 ～ 29:18 13:18 12:18 10:42

12 / 11 ( 金 ) 16:00 ～ 29:34 13:34 12:34 10:26

12 / 10 ( 木 ) 0:00 休日 0:00 ②

12 / 9 ( 水 ) 16:00 ～ 25:11 9:11 8:11

12 / 8 ( 火 ) 0:00 休日 0:00

12 / 7 ( 月 ) 16:00 ～ 24:36 8:36 7:36

12 / 6 ( 日 ) 16:00 ～ 25:42 9:42 8:42 14:18

12 / 5 ( 土 ) 16:00 ～ 29:02 13:02 12:02 10:58

12 / 4 ( 金 ) 16:00 ～ 29:25 13:25 12:25 10:35

12 / 3 ( 木 ) 0:00 休日 0:00 ③

12 / 2 ( 水 ) 16:00 ～ 25:11 9:11 8:11

12 / 1 ( 火 ) 16:00 ～ 25:24 9:24 8:24 14:36 暴行を受ける

11 / 30 ( 月 ) 0:00 休日 0:00

11 / 29 ( 日 ) 16:00 ～ 25:31 9:31 8:31

11 / 28 ( 土 ) 16:00 ～ 29:25 13:25 12:25 10:35

11 / 27 ( 金 ) 16:00 ～ 29:47 13:47 12:47 10:13

11 / 26 ( 木 ) 16:00 ～ 24:51 8:51 7:51 15:09 ④

11 / 25 ( 水 ) 0:00 休日 0:00

11 / 24 ( 火 ) 16:00 ～ 25:20 9:20 8:20

11 / 23 ( 月 ) 0:00 休日 0:00

11 / 22 ( 日 ) 16:00 ～ 29:20 13:20 12:20

11 / 21 ( 土 ) 16:00 ～ 29:35 13:35 12:35 10:25

11 / 20 ( 金 ) 16:00 ～ 29:19 13:19 12:19 10:41

11 / 19 ( 木 ) 0:00 休日 0:00 ⑤ ⑩=⑤-X（ 8 ）

11 / 18 ( 水 ) 16:00 ～ 24:57 8:57 7:57 7:57

①～⑤

239:28 217:28

（発症２か月目以前は省略）

１ 日 の
拘束時間数

１ 日 の
労働時間数

総労働
時間数

時間外
労働時間数

53:25 13:25

10:18

⑨ = ④ - 40

⑥ = ① - 40

56:52 16:52

⑦ = ② - 40

労働時間集計表（

合 計

(発症前（１）か月目）

労 働 時 間
（始業～終業）

48:56 8:56

0:00

⑥～⑩

49:31

⑧ = ③ - 40

50:18

A株式会社

勤務間の
インターバル

備 考
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様式１

血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び
虚血性心疾患等の業務起因性の判断のための調査復命書

整理番号

○○ 局 ○○ 署

署

長

副
署
長

課

長

給
調
官

係

長
係

復命年月日

令和○年○月○日

署長判決・指示事項 調 査 官

１．調査官意見のとおり決定する。（ 年 月 日）

２．下記事由により再調査を要する。
調査期間

自 令和○年 ○月 ○日

至 令和○年 ○月 ○日

受付年月日 令和○年 ○月 ○日

請求種別
療養 休業 遺族 葬祭

障害 その他（ ）

事

業

場

名 称 社援インテグレーションサービス株式会社 代表者名 代表取締役 小村 寿

所在地
〒000－0000 ℡ 999（99）9999

○○県○○市

労働保険番号 99-9-99-999999-999

業 種

(日本標準産業分類)

ソフトウェア業

（G 39 391）
事業場の労働者数 212名

被

災

労

働

者

ふりがな

氏 名

かつら じろう

桂 次郎 （男・女） 生年月日
昭和46年 10月８日

（ 49歳 ）

住 所
〒000－0000 ℡ 999（99）9999

○○県○○市

職 種

（日本標準職業分類）

システム設計者

（B 10 102）
職 位 基礎開発チームリーダー

雇入年月日 平成19年８月１日

ふ り が な

請 求 人
かつら じろう

桂 次郎 （続柄 本人 ）

病

状

請求時の
疾 患 名 右脳梗塞

発 症 時 期 令和３年３月９日 午前・午後 11時 30分（頃） （発症時年齢 49 歳）

現在の状況 生存・死亡（死亡年月日 年 月 日 死亡時年齢 歳）

請求人桂次郎（以下「請求人」という。）は、「今までに大きな病気をしたことがなく、

健康診断では少し血圧が高いくらいで健康上の問題はなかった。プロジェクトのシステム

の導入作業のため、前日に徹夜をしたり、別のプロジェクトの関係で○○県に出張したこ

となどで疲労のピークだったのが原因だと思う。」と申述している。

請求人

の申述

事例５
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１ 総合判断

総合判断 〔調査官の意見〕

本件は、〔 業務上 ・ 業務外 〕と考える。

（ 理 由 ）

１ 本件の疾患名は、主治医の意見書のとおり「右脳梗塞」と判断され、認定基準の第

２の１（3）の「脳梗塞」と認められる。

発症日は、症状が出現した令和３年３月９日と判断できる。

２ 下記２のとおり、「短期間の過重業務」について、発症当日は前日からの徹夜勤務を

含む特に過度の長時間労働が認められ、発症前おおむね１週間の労働時間数は、82時

間 10分である。

これは、発症直前から前日までの間に特に過重な業務に就労したものであり、業務

における明らかな過重負荷を受けたことにより、本件疾病を発症したものと認められ

る。

３ 以上により、本件は、労働基準法施行規則別表第１の２の第８号に該当する疾病と

して取り扱うことが妥当である。
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２ 過重負荷に関する事項及び過重性の評価

（短期間の過重業務）

資料No.

労働時間 別添労働時間集計表のとおり

評価期間

発症前1週間以内

（起点とした日：令和３年３月９日）

発症前１か月未満

（ 年 月 日 ～ 年 月 日）

上記の評価期間に
おける労働時間以
外の負荷要因

（労働時間以外の負荷要因をすべてチェックすること。）

勤務時間の不規則性

（ 拘束時間の長い勤務 休日のない連続勤務 勤務間インターバル

が短い勤務 不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務）

事業場外における移動を伴う業務

（ 出張の多い業務 その他事業場外における移動を伴う業務）

心理的負荷を伴う業務

身体的負荷を伴う業務

作業環境

（ 温度環境 騒音）

業

務

の

過

重

性

の

評

価

負荷要因の

評価

１ 労働時間

発症前日はプロジェクト導入作業のため一昼夜 24 時間勤務を行い、発症

当日は前日からの徹夜業務明け勤務に従事する、発症前１週間の労働時間数

が、82時間10分であるなど特に過度の長時間労働に従事した。

２ 勤務時間の不規則性

（１）休日のない連続勤務

発症日まで９日連続勤務に従事していた。

（２）不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務

発症前日に客先でシステム導入作業を実施したがトラブルが頻発した

ため予定より作業が長引き、深夜労働を含む 24 時間勤務になった。仮眠

時間等はなく、夜間に睡眠を取ることができない勤務だった。

３ 事業場外における移動を伴う業務（出張の多い業務）

発症の４～６日前の３日間○○県の取引先に出張し、次期システム導入の

事前打ち合わせ等のため宿泊を伴う出張業務に従事した。

出張の移動は公共交通機関を利用し、滞在先のホテルは個室で自由に過ご

すことができるものであった。移動は、勤務時間内に行った。

原則として、発症前
１週間以内での評
価となるが、1週間

より前に過重業務
が認められる場合
はその期間を評価

期間とすること。
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総 合 評 価 発症前日の９時から発症当日の20時 30分までシステム導入作業のための徹

夜勤務を含む33時間30分に及ぶ特に過度の長時間労働が認められる。

以上のことから、請求人は、発症に近接した１週間で特に過重な業務に就労

したと認められる。
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３ 就業条件等一般的事項

資料No.

職 歴 事業場名 期 間 職 種

社援インテグレーシ

ョンサービス（株）
平成19年８月～ 年 月

システムエンジニ

ア

年 月～ 年 月

年 月～ 年 月

所定労働時間、

所定休憩時間、

所定休日等

所定労働時間

所定始業時刻： ９時 00分 （１日） ８時間 00分

所定終業時刻： 18時 00分 （１週間）40時間 00分

所定休憩時刻： 12時 00分 ～ 時 分（休憩時間： １時 00分）

所定休日：①週休１日制 ②週休２日制 ③カレンダー等により指定 ④その他

特記事項

労働時間制度：①通常の労働時間制度 ②変形労働時間制[1週間・１か月・１年]

③フレックスタイム制 ④事業場外労働に関するみなし労働時間制

⑤専門業務型裁量労働制[適法・不適法]

⑥企画業務型裁量労働制[適法・不適法]

⑦高度プロフェッショナル制度 ⑧管理監督者 ⑨その他

特記事項

勤務形態： ①日勤勤務 ②交替制（日勤・夜勤） ③隔日勤務 ④その他

特記事項

雇用形態：①正規職員・従業員 ②契約社員 ③派遣労働者

④パート・アルバイト ⑤その他

特記事項

その他特記事項：

発症前6か月
及び主要な

ものを記載
すること。

被災労働者
について記

載すること。
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被災労働者の
日 常 業 務

システムエンジニアとして企業向けの生産管理システムの開発、設計

を行っている。

事業場（所属
部署）内にお
ける被災労働
者 の 位 置 づ
け・相関図

○ 児玉 源

○菊池 大地

リーダー ○桂 次郎

○清浦 圭司

４ 出現した症状に関する事項

資料No.

疾 患 名 脳内出血（脳出血）・くも膜下出血・脳梗塞・高血圧性脳症・心筋梗塞・

狭心症・心停止（心臓性突然死を含む。）・重篤な心不全・大動脈解離

症状の出現日 令和３年 ３月 ９日 午前・午後 11時 30分（頃）

症状の出現時

の状況

風呂場で意識を失い、浴槽にもたれかかる姿勢で家族に発見された。

前 駆 症 状 有〔頭痛・胸部痛・その他（ ） 〕 ・ 無

出現日： 年 月 日 午前・午後 時 分（頃）

具体的に
記載する
こと

相関関係とと
もに、聴取実

施者には○印
を付記するこ
と。

プロジェクトマネージャー

開発チームリーダー

基礎開発チーム 運用・保守チーム
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５ 被災労働者の身体の状況等に関する事項

資料No.

健康診断

結果

定期健康診断等の実施 〔 有 ・無 〕

実施時期 異常所見 内 容

令和２年９月 有・無

令和元年９月 有・無

平成30年10月 有・無

身長 165 cm 体重： 60 kg

労働安全
衛生法第
66条の８
の面接指
導の実施
状況

面接指導の実施 〔 有 ・無 〕

実施時期 内 容

年 月

年 月

既 往 歴 既往歴〔 有・無 〕

疾患名 発症時期 治療期間 医療機関名

年 月 年 月～ 年 月

年 月 年 月～ 年 月

年 月 年 月～ 年 月

年 月 年 月～ 年 月

嗜 好 等 喫煙〔 有・無 〕 1日当たりの本数（ 10本） 喫煙歴（35年）

特記事項（ ）

飲酒〔 有・無 〕

１回当たりの飲酒量（水割り３～４杯） 程度（ 毎日 ・ 週 回 ）

特記事項（ ）

そ の 他 父が60歳の時に心筋梗塞を発症した。

脳・心臓疾
患と関連の
深い疾患
名につい
て記載する
こと。
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６ 主治医・産業医・専門医の意見

資料No.

主治医の意見書

〔有・無〕

（概要）

○○市立脳血管医療センター主治医意見書

１ 左上下肢の脱力、呂律が回らないとの主訴。

２ 診断名：右脳梗塞

頭部MRIにて右視床から放射冠にかけて脳梗塞とみられる所見を

認めた。

左顔面神経麻痺、左上下肢麻痺

３ 当センター搬入後、症状と理学所見から脳梗塞を疑い、頭部MRI

検査を実施。上記所見を認めた。直ちにバイアスピリンを投与した。

病状は軽度。

４ 基礎疾患は不明であるが、喫煙歴は危険因子になり得る。

診療記録等の収集（ 有 ・ 無 ）

産業医の意見書

〔有・無〕

（概要）

専門医（局医等）

の意見書

〔有・無〕

（概要）
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７ 労働時間を認定した根拠

資料No.

（労働時間の認定資料）

タイムカード 出勤簿・業務日報等 施錠記録・警備記録等

本人の申告 管理者による確認 上司・同僚からの聴取

その他（ ）

（労働時間の認定方法）

労働時間は、パソコンの勤怠管理に自己申告で記録する。パソコンの起動、シャッ

トダウンの時刻が自動で記録され、自己申告の記録と突合され、15分以上の乖離があ

るとアラートメッセージが出る仕様になっていた。

自己申告とパソコンの起動、シャットダウンの記録に乖離はほとんどなく、請求人

自身も労働時間は正しく記録していたと述べていることから、自己申告の記録を基礎

に労働時間を算定した。
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2月8日 ～ 3月9日 ）

3 / 9 ( 火 ) 9:00 ～ 20:30 11:30 10:30 徹夜明け勤務 ①

3 / 8 ( 月 ) 9:00 ～ 33:00 24:00 23:00 0：00 24時間勤務、出張

3 / 7 ( 日 ) 9:30 ～ 18:30 9:00 8:00 14:30 休日出勤

3 / 6 ( 土 ) 10:00 ～ 20:10 10:10 9:10 13:20 休日出勤

3 / 5 ( 金 ) 9:00 ～ 19:45 10:45 9:45 14:15 ○○県出張

3 / 4 ( 木 ) 10:00 ～ 22:30 12:30 11:30 10:30 ○○県出張

3 / 3 ( 水 ) 8:00 ～ 19:15 11:15 10:15 14:45 ○○県出張

3 / 2 ( 火 ) 10:00 ～ 20:00 10:00 9:00 12:00 ②

3 / 1 ( 月 ) 9:30 ～ 19:00 9:30 8:30 15:00

2 / 28 ( 日 ) 0:00 休日 0:00

2 / 27 ( 土 ) 0:00 休日 0:00

2 / 26 ( 金 ) 10:00 ～ 19:45 9:45 8:45

2 / 25 ( 木 ) 9:00 ～ 19:00 10:00 9:00 15:00

2 / 24 ( 水 ) 9:00 ～ 18:00 9:00 8:00 15:00

2 / 23 ( 火 ) 9:30 ～ 20:15 10:45 9:45 12:45 ③

2 / 22 ( 月 ) 10:00 ～ 19:10 9:10 8:10 14:20

2 / 21 ( 日 ) 0:00 休日 0:00

2 / 20 ( 土 ) 0:00 休日 0:00

2 / 19 ( 金 ) 9:00 ～ 19:40 10:40 9:40

2 / 18 ( 木 ) 9:00 ～ 19:30 10:30 9:30 13:30

2 / 17 ( 水 ) 9:00 ～ 20:00 11:00 10:00 13:00

2 / 16 ( 火 ) 10:00 ～ 19:50 9:50 8:50 13:10 ④

2 / 15 ( 月 ) 9:30 ～ 21:00 11:30 10:30 13:00

2 / 14 ( 日 ) 0:00 休日 0:00

2 / 13 ( 土 ) 0:00 休日 0:00

2 / 12 ( 金 ) 9:00 ～ 19:20 10:20 9:20

2 / 11 ( 木 ) 9:30 ～ 20:45 11:15 10:15 12:15

2 / 10 ( 水 ) 9:30 ～ 20:45 11:15 10:15 12:45

2 / 9 ( 火 ) 9:00 ～ 19:30 10:30 9:30 14:00 ⑤ ⑩=⑤-X（ 16 ）

2 / 8 ( 月 ) 9:00 ～ 18:45 9:45 8:45 14:15 18:15

①～⑤

263:55 239:55

(発症前２か月目以前は省略)

労働時間集計表（

勤務間の
インターバル

１ 日 の
拘束時間数

１ 日 の
労働時間数

総労働
時間数

時間外
労働時間数

7:05

⑨ = ④ - 40

⑥ = ① - 40

82:10

49:10 9:10

42:10

⑦ = ② - 40

(発症前（１）か月目）

労 働 時 間
（始業～終業）

43:15 3:15

2:15

⑥～⑩

63:55

⑧ = ③ - 40

47:05

備 考
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様式１

血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び
虚血性心疾患等の業務起因性の判断のための調査復命書

整理番号

○○ 局 ○○ 署

署

長

副
署
長

課

長

給
調
官

係

長
係

復命年月日

令和○年○月○日

署長判決・指示事項 調 査 官

１．調査官意見のとおり決定する。（ 年 月 日）

２．下記事由により再調査を要する。
調査期間

自 令和○年 ○月 ○日

至 令和○年 ○月 ○日

受付年月日 令和○年 ○月 ○日

請 求 種 別
療養 休業 遺族 葬祭

障害 その他（ ）

事

業

場

名 称 株式会社健安運輸 ○○営業所 代表者名 代表取締役 若槻 礼次

所在地
〒000－0000 ℡ 999（99）9999

○○県○○市

労働保険番号 99-9-99-999999-999

業 種

（日本標準産業分類）

貨物自動車運送業

（H 44 441）
事業場の労働者数 20名

被

災

労

働

者

ふりがな

氏 名

かとう あきら

加藤 明 （男・女） 生年月日
昭和40年 7月 8日

（ 56歳 ）

住 所
〒000－0000 ℡999（99）9999

○○県○○市

職 種

（日本標準職業分類）

貨物自動車運転者

（I 61 613）
職 位 一般社員

雇入年月日 平成10年４月１日

ふ り が な

請 求 人
かとう あきら

加藤 明 （続柄 本人 ）

病

状

請 求 時 の
疾 患 名 不安定狭心症

発 症 時 期 令和３年 ７月 17日 午前・午後 ２時00分（頃） （発症時年齢56歳）

現在の状況 生存・死亡（死亡年月日 年 月 日 死亡時年齢 歳）

請求人

の申述

請求人加藤明は、「発症した直前頃の仕事は忙しく、普段より明らかに残業が多かった

ので、それが影響で狭心症になったのだと思う。」と申述している。

事例６
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１ 総合判断

総合判断 〔調査官の意見〕

本件は、〔 業務上 ・ 業務外 〕と考える。

（ 理 由 ）

１ 本件の疾患名は、主治医の意見書のとおり「不安定狭心症」と判断され、認定基準

の第２の２（2）の「狭心症」と認められる。

発症日は、症状が出現した令和３年７月17日と判断できる。

２ 下記２のとおり、「短期間の過重業務」について、発症前１週間の労働時間数は 71

時間30分であり、その間休日は１日、発症前日まで連日４時間以上の時間外労働を行

い、時間外労働の最長が７時間となるなど労働時間による過重負荷が認められる。

専門医は、「発症前１週間の労働時間は、71 時間 30 分であり、連日４時間以上の時

間外労働を行うなど労働環境における負荷は過重であるといえる。」と意見している。

これらを総合的に判断すると、発症に近接した時期に特に過重な業務に就労したも

のであり、業務における明らかな過重負荷を受けたことにより、本件疾病を発症した

ものと認められる。

３ 以上により、本件は、労働基準法施行規則別表第１の２の第８号に該当する疾病と

して取り扱うことが妥当である。

-166-



２ 過重負荷に関する事項及び過重性の評価

（短期間の過重業務）

資料No.

労働時間 別添労働時間集計表のとおり

評価期間
発症前1週間以内

（起点とした日：令和３年７月17日）

発症前１か月未満

（ 年 月 日 ～ 年 月 日）

上記の評価期間に
おける労働時間以
外の負荷要因

（労働時間以外の負荷要因をすべてチェックすること。）

勤務時間の不規則性

（ 拘束時間の長い勤務 休日のない連続勤務 勤務間インターバル

が短い勤務 不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務）

事業場外における移動を伴う業務

（ 出張の多い業務 その他事業場外における移動を伴う業務）

心理的負荷を伴う業務

身体的負荷を伴う業務

作業環境

（ 温度環境 騒音）

業

務

の

過

重

性

の

評

価

負荷要因の

評価

発症前１週間の労働時間数は、71時間30分である。

発症前１週間の時間外労働時間数は発症前日まで連日４時間以上であり、１

日の時間外労働の最長は７時間となっている。

発症前１週間の休日は１日である。

総 合 評 価 発症直前１週間の労働時間数は、71 時間 30 分であり、その間休日は１日、

連日４時間以上の時間外労働を行い、時間外労働の最長が７時間となるなど労

働時間による過重負荷が認められる。

以上のことから、請求人は、発症に近接したおおむね１週間で身体的、精神

的に特に過重な業務に就労したと認められる。

原則として、発症前
１週間以内での評
価となるが、1週間

より前に過重業務
が認められる場合
はその期間を評価

期間とすること。
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３ 就業条件等一般的事項

資料No.

職 歴 事業場名 期 間 職 種

（株）健安運輸 平成10年４月～ 年 月 トラック運転手

年 月～ 年 月

年 月～ 年 月

所定労働時間、

所定休憩時間、

所定休日等

所定労働時間

所定始業時刻： ６時 00分 （１日） ８時間 00分

所定終業時刻： 15時 00分 （１週間）40時間 00分

所定休憩時刻： 12時 00分 ～ 13時 00分（休憩時間： １時 00分）

所定休日：①週休１日制 ②週休２日制 ③カレンダー等により指定 ④その他

特記事項

労働時間制度：①通常の労働時間制度 ②変形労働時間制[1週間・１か月・１年]

③フレックスタイム制 ④事業場外労働に関するみなし労働時間制

⑤専門業務型裁量労働制[適法・不適法]

⑥企画業務型裁量労働制[適法・不適法]

⑦高度プロフェッショナル制度 ⑧管理監督者 ⑨その他

特記事項

勤務形態： ①日勤勤務 ②交替制（日勤・夜勤） ③隔日勤務 ④その他

特記事項

雇用形態：①正規職員・従業員 ②契約社員 ③派遣労働者

④パート・アルバイト ⑤その他

特記事項

その他特記事項：

発症前6か月
及び主要な

ものを記載
すること。

被災労働者
について記
載すること。
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被災労働者の
日 常 業 務

４トントラックによりシステムキッチン、ユニットバスなどの住宅用

建材を配送する業務に従事した。

事業場（所属
部署）内にお
ける被災労働
者 の 位 置 づ
け・相関図

○

４ 出現した症状に関する事項

資料No.

疾 患 名 脳内出血（脳出血）・くも膜下出血・脳梗塞・高血圧性脳症・心筋梗塞・

狭心症・心停止（心臓性突然死を含む。）・重篤な心不全・大動脈解離

症状の出現日 令和３年 ７月 17日 午前・午後 ２時 00分（頃）

症状の出現時

の状況

配送業務中にこれまでに感じたことのないような胸の締め付けを感

じたため、トラックを停車し、様子を見たが回復しないため、自ら救急

車を呼んだ。

前 駆 症 状 有〔頭痛・胸部痛・その他（ ） 〕 ・ 無

出現日： 年 月 日 午前・午後 時 分（頃）

具体的に
記載する
こと

相関関係とと
もに、聴取実

施者には○印
を付記するこ
と。

所長 濱口 雄一

運転手15名

○ 加藤 明（請求人）

○ 江本 翼
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５ 被災労働者の身体の状況等に関する事項

資料No.

健康診断

結果

定期健康診断等の実施 〔 有 ・無 〕

実施時期 異常所見 内 容

令和３年４月 有・無 高血圧、高コレステロール

令和２年４月 有・無 高血圧、高コレステロール

令和元年５月 有・無 高血圧、高コレステロール

身長： 162cm 体重： 60kg

労働安全
衛生法第
66条の８
の面接指
導の実施
状況

面接指導の実施 〔 有 ・無 〕

実施時期 内 容

年 月

年 月

既 往 歴 既往歴〔 有・無 〕

疾患名 発症時期 治療期間 医療機関名

年 月 年 月～ 年 月

年 月 年 月～ 年 月

年 月 年 月～ 年 月

年 月 年 月～ 年 月

嗜 好 等 喫煙〔 有・無 〕 1日当たりの本数（ 20本） 喫煙歴（ 26年）

特記事項（ ）

飲酒〔 有・無 〕

１回当たりの飲酒量（ビール１ℓ） 程度（ 毎日 ・ 週 ３回 ） 

特記事項（ ）

そ の 他

脳・心臓疾
患と関連の
深い疾患
名につい
て記載する
こと。
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６ 主治医・産業医・専門医の意見

資料No.

主治医の意見書

〔有・無〕

（概要）

令和○年○月○日付け幣原病院医師意見書

胸部全体の痛みを自覚。

心電図で虚血性変化を認め、心エコーでの下壁基部の運動低下を認

め、不安定狭心症の診断で緊急入院。

冠動脈の動脈硬化によって生じる粥腫の破綻を発生機序とし、血圧上

昇等を契機に発症するため、労働環境との因果関係は否定できない。

診療記録等の収集（ 有 ・ 無 ）

産業医の意見書

〔有・無〕

（概要）

専門医（局医等）

の意見書

〔有・無〕

（概要）

令和○年○月○日付け○○地方労災医員意見書

傷病名は、不安定狭心症であり、発症は、令和３年７月17日。

署の調査よると、発症前１週間の労働時間は、71時間30分であり、

連日４時間以上の時間外労働を行うなど労働環境における負荷は過重

であるといえる。
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７ 労働時間を認定した根拠

資料No.

（労働時間の認定資料）

タイムカード 出勤簿・業務日報等 施錠記録・警備記録等

本人の申告 管理者による確認 上司・同僚からの聴取

その他（タコチャート ）

（労働時間の認定方法）

事業場では、デジタルタコチャートと連動した乗務日報により始業、終業、休

憩を管理しており、この点、請求人及び事業場関係者の申述も一致していること

から、当該記録を基に労働時間の認定を行った。
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6月18日 ～ 7月17日 )

7 / 17 ( 土 ) 6:00 ～ 14:00 8:00 7:00 休日出勤 ①

7 / 16 ( 金 ) 6:15 ～ 18:45 12:30 12:00 11:15

7 / 15 ( 木 ) 5:45 ～ 18:45 13:00 12:00 11:30

7 / 14 ( 水 ) 6:30 ～ 19:15 12:45 12:00 10:30

7 / 13 ( 火 ) 5:30 ～ 21:00 15:30 15:00 9:30

7 / 12 ( 月 ) 5:30 ～ 19:45 14:15 13:30 9:45

7 / 11 ( 日 ) 0:00 休日 0:00

7 / 10 ( 土 ) 0:00 休日 0:00 ②

7 / 9 ( 金 ) 6:45 ～ 16:30 9:45 8:45

7 / 8 ( 木 ) 6:00 ～ 17:00 11:00 10:15 13:45

7 / 7 ( 水 ) 5:45 ～ 16:45 11:00 10:00 13:15

7 / 6 ( 火 ) 6:00 ～ 16:00 10:00 9:30 13:45

7 / 5 ( 月 ) 6:00 ～ 16:15 10:15 9:15 13:45

7 / 4 ( 日 ) 0:00 休日 0:00

7 / 3 ( 土 ) 0:00 休日 0:00 ③

7 / 2 ( 金 ) 6:15 ～ 16:00 9:45 9:00

7 / 1 ( 木 ) 5:45 ～ 17:15 11:30 10:30 13:00

6 / 30 ( 水 ) 6:00 ～ 16:15 10:15 9:30 13:30

6 / 29 ( 火 ) 5:45 ～ 17:30 11:45 10:45 12:30

6 / 28 ( 月 ) 6:00 ～ 17:15 11:15 10:15 12:30

6 / 27 ( 日 ) 0:00 休日 0:00

6 / 26 ( 土 ) 0:00 休日 0:00 ④

6 / 25 ( 金 ) 6:15 ～ 17:45 11:30 10:30

6 / 24 ( 木 ) 6:00 ～ 16:15 10:15 9:15 14:00

6 / 23 ( 水 ) 6:00 ～ 16:30 10:30 9:45 13:30

6 / 22 ( 火 ) 6:00 ～ 17:45 11:45 10:45 12:15

6 / 21 ( 月 ) 6:00 ～ 16:15 10:15 9:45 13:45

6 / 20 ( 日 ) 0:00 休日 0:00

6 / 19 ( 土 ) 0:00 休日 0:00 ⑤ ⑩=⑤-X（ 16 ）

6 / 18 ( 金 ) 6:15 ～ 17:15 11:00 10:00 10:00

①～⑤

247:45 229:15

(発症前２か月目以前は省略)

⑥～⑩

59:15

⑧ = ③ - 40

50:00

労働時間集計表（

合 計

(発症前（１）か月目）

労 働 時 間
（始業～終業）

47:45 7:45

総労働
時間数

時間外
労働時間数

50:00 10:00

10:00

⑨ = ④ - 40

⑥ = ① - 40

71:30 31:30

⑦ = ② - 40

0:00

備 考
１ 日 の

拘束時間数
１ 日 の
労働時間数

勤務間の
インターバル
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様式１

血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び
虚血性心疾患等の業務起因性の判断のための調査復命書

整理番号

○○ 局 ○○ 署

署

長

副
署
長

課

長

給
調
官

係

長
係

復命年月日

令和○年○月○日

署長判決・指示事項 調 査 官

１．調査官意見のとおり決定する。（ 年 月 日）

２．下記事由により再調査を要する。
調査期間

自 令和○年 ○月 ○日

至 令和○年 ○月 ○日

受付年月日 令和○年 ○月 ○日

請求種別
療養 休業 遺族 葬祭

障害 その他（ ）

事

業

場

名 称 株式会社老健飲料 代表者名 代表取締役 牧野 伸

所在地
〒000－0000 ℡ 999（99）9999

○○県○○市

労働保険番号 99-9-99-999999-999

業 種

（日本標準産業分類）

食料・飲料卸売業

（Ｉ 52 522）
事業場の労働者数 75名

被

災

労

働

者

ふりがな

氏 名

やまもと ごんた

山本 権太 （男・女） 生年月日
昭和45年１月22日

（ 51歳 ）

住 所
〒000－0000 ℡ 999（99）9999

○○県○○市

職 種

（日本標準職業分類）

会社管理職員

（A 03 031）
職 位 企画部長

雇入年月日 平成28年 11月１日

ふ り が な

請 求 人
やまもと ごんた

山本 権太 （続柄 本人 ）

病

状

請 求 時 の
疾 患 名 右被殻出血

発 症 時 期 令和３年２月28日 午前・午後 11時 45分（頃） （発症時年齢 51歳）

現在の状況 生存・死亡（死亡年月日 年 月 日 死亡時年齢 歳）

請求人山本権太（以下「請求人」という。）は、「飲料のプロモーションキャンペーンの

ため、休日を返上して○○県に出張し、寒い屋外で、飲料を大量に運ぶような過酷な勤務

を行ったことが脳出血を発症した原因だと思う。」と主張し、労災請求に及んでいる。
請求人

の申述

事例７
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１ 総合判断

総合判断 〔調査官の意見〕

本件は、〔 業務上 ・ 業務外 〕と考える。

（ 理 由 ）

１ 本件の疾患名は、主治医の意見書のとおり「右被殻出血」と判断され、これは認定

基準の第２の１（1）の「脳内出血（脳出血）」と認められる。

発症日は、症状が出現した令和３年２月28日と判断できる。

２ 下記２のとおり、「短期間の過重業務」について、発症前１週間の総労働時間数は、

58 時間 8 分と認められる。また、労働時間外の負荷要因として、飲料のキャンペーン

イベントに伴い、拘束時間が長い勤務、勤務間インターバルが短い勤務、出張の多い

業務、身体的負荷を伴う業務、寒冷な作業環境下での業務に従事したと認められる。

専門医は、「血管病変の自然経過を超える著しい負荷を受ける過重な業務に従事した

と認められ、業務が関与し発症に至ったものと考えられる。」と意見している。

これらを総合的に判断すると、発症に近接した時期に特に過重な業務に就労したも

のであり、業務における明らかな過重負荷を受けたことにより、本件疾病を発症した

ものと認められる。

３ 以上により、本件は、労働基準法施行規則別表第１の２の第８号に該当する疾病と

して取り扱うことが妥当である。
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２ 過重負荷に関する事項及び過重性の評価

（短期間の過重業務）

資料No.

労働時間 別添労働時間集計表のとおり

評価期間
発症前1週間以内

（起点とした日：令和３年２月27日）

発症前１か月未満

（ 年 月 日 ～ 年 月 日）

上記の評価期間に
おける労働時間以
外の負荷要因

（労働時間以外の負荷要因をすべてチェックすること。）

勤務時間の不規則性

（ 拘束時間の長い勤務 休日のない連続勤務 勤務間インターバル

が短い勤務 不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務）

事業場外における移動を伴う業務

（ 出張の多い業務 その他事業場外における移動を伴う業務）

心理的負荷を伴う業務（又は具体的出来事）

身体的負荷を伴う業務

作業環境

（ 温度環境 騒音）

業

務

の

過

重

性

の

評

価

負荷要因の

評価

１ 労働時間

発症前１週間（発症前日から起算）の総労働時間は、58時間08分である。

２ 勤務時間の不規則性

（1）拘束時間の長い勤務

下記３の出張のため、令和３年２月 21 日の勤務終了後及び同月 25 日

の朝に移動した。移動は新幹線を利用し、車内で自由に過ごすことがで

きた。

したがって、当該移動は、労働時間には該当しないことから、拘束時

間の長い勤務として評価した。

（2）勤務間インターバルが短い勤務

２月22日の勤務間インターバルは、８時間30分と短くなっている。

３ 事業場外における移動を伴う業務（出張の多い業務）

令和３年２月 22 日～24 日にかけて飲料のプロモーションキャンペーンの

イベントを行うため、東北地方の○○市、××市に出張した。移動は新幹線

を使用し、乗車中は自由に過ごすことができた。宿泊先はビジネスホテルで、

個室だった。令和３年２月 21日の勤務終了後、同月25日の朝に移動した。

令和３年２月 27 日、５月に行うイベントの打ち合わせと会場の下見のた

め、△△市役所に出張し、１時間 30 分程度市役所の担当者と打ち合わせを

行った。出張は日帰りで、移動は社用車を自ら運転した。

４ 身体的負荷を伴う業務

原則として、発症前
１週間以内での評
価となるが、1週間

より前に過重業務
が認められる場合
はその期間を評価

期間とすること。
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飲料のプロモーションキャンペーンのイベントでは、大量の飲料の運搬を

行った。

飲料を保管している倉庫から 150ｍ離れたイベントブースまで、台車を使

って飲料を運んだ。ただし、台車はイベント出展した各社で共用したため、

台車が確保できない場合には、飲料を１箱ごとかついだり、手で持って運ん

だり、イベントの３日間で約 400箱を運搬したが、その半分は人力で運んだ。

飲料の箱は、10ｋｇから15ｋｇで、多くは15ｋｇだった。

請求人の日常業務は企画職であることから、飲料の箱を人力で運搬する作

業は、激しい肉体労働を伴う作業だった。

５ 作業環境（温度環境）

イベントは屋外で行われた。イベントの開始時刻の気温は、令和３年２月

22日が 2.5℃、23日が 3.8℃、24日が3.2℃であり、寒冷な作業環境であっ

た。また、防寒着は着ておらず普通のスーツ姿で作業をしていた。

総 合 評 価 請求人の発症直前１週間の労働時間は、58時間 08分である。

労働時間以外では、飲料のプロモーションキャンペーンに従事し、移動のた

め、拘束時間が長く、勤務間インターバルが短い日が１日あったことが認めら

れる。また、イベントは、防寒対策がないまま寒冷な環境下で行われ、多数の

飲料が入った箱を人力で運搬する身体的負荷を伴う業務に従事した。

当該プロモーションキャンペーンに参加するための出張以外にも、△△市役

所に打ち合わせのために出張する等発症前７日のうち、４日間出張する出張の

多い業務に従事した。

以上のことから、請求人は、発症に近接したおおむね１週間で特に過重な業

務に就労したと認められる。
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３ 就業条件等一般的事項

資料No.

職 歴 事業場名 期 間 職 種

（株）老健飲料 平成28年 11月～ 年 月 企画営業

年 月～ 年 月

年 月～ 年 月

所定労働時間、

所定休憩時間、

所定休日等

所定労働時間

所定始業時刻： ８時 30分 （１日） ７時間 30分

所定終業時刻： 17時 00分 （１週間）37時間 30分

所定休憩時刻： 12時 00分 ～ 13時 00分（休憩時間： １時 00分）

所定休日：①週休１日制 ②週休２日制 ③カレンダー等により指定 ④その他

特記事項

労働時間制度：①通常の労働時間制度 ②変形労働時間制[1週間・１か月・１年]

③フレックスタイム制 ④事業場外労働に関するみなし労働時間制

⑤専門業務型裁量労働制[適法・不適法]

⑥企画業務型裁量労働制[適法・不適法]

⑦高度プロフェッショナル制度 ⑧管理監督者 ⑨その他

特記事項

勤務形態： ①日勤勤務 ②交替制（日勤・夜勤） ③隔日勤務 ④その他

特記事項

雇用形態：①正規職員・従業員 ②契約社員 ③派遣労働者

④パート・アルバイト ⑤その他

特記事項

その他特記事項：

発症前6か月
及び主要な

ものを記載
すること。

被災労働者
について記
載すること。
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被災労働者の
日 常 業 務

企画部長として、新規事業立案、計画、実施を担当している。

東北地方のマーケティングを担当し、県庁や市役所等と折衝し、キャ

ンペーンイベントを企画している。

事業場（所属
部署）内にお
ける被災労働
者 の 位 置 づ
け・相関図

牧野 伸

○部長 山本 権太

課長 齋藤 誠

○大岡 修造

○山之内 一美

４ 出現した症状に関する事項

資料No.

疾 患 名 脳内出血（脳出血）・くも膜下出血・脳梗塞・高血圧性脳症・心筋梗塞・

狭心症・心停止（心臓性突然死を含む。）・重篤な心不全・大動脈解離

症状の出現日 令和３年 ２月 28日 午前・午後 11時 45分（頃）

症状の出現時

の状況

勤務中に急に左腕が麻痺し、安静にしたが呂律が回らなくなったた

め、救急車を呼び、木越脳神経外科病院に搬送された。

前 駆 症 状 有〔頭痛・胸部痛・その他（ ） 〕 ・ 無

出現日： 年 月 日 午前・午後 時 分（頃）

具体的に
記載する
こと

相関関係とと
もに、聴取実

施者には○印
を付記するこ
と。

代表取締役

企画部
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５ 被災労働者の身体の状況等に関する事項

資料No.

健康診断

結果

定期健康診断等の実施 〔 有 ・無 〕

実施時期 異常所見 内 容

令和２年６月 有・無 高血圧、脂質異常

令和元年５月 有・無 高血圧、脂質異常

平成30年６月 有・無 高血圧、脂質異常

身長：170 cm 体重： 75 kg

労働安全
衛生法第
66条の８
の面接指
導の実施
状況

面接指導の実施 〔 有 ・無 〕

実施時期 内 容

年 月

年 月

既 往 歴 既往歴〔 有・無 〕

疾患名 発症時期 治療期間 医療機関名

高血圧症 平成28年４月 平成28年７月～ 年 月
松田内科・循環器科クリニ

ック

脂質異常症 平成28年４月 平成28年７月～ 年 月
松田内科・循環器科クリニ

ック

年 月 年 月～ 年 月

年 月 年 月～ 年 月

嗜 好 等 喫煙〔 有・無 〕 1日当たりの本数（ 本） 喫煙歴（ 年）

特記事項（ ）

飲酒〔 有・無 〕

１回当たりの飲酒量（ 缶ビール２本 ） 程度（ 毎日 ・ 週 回 ）

特記事項（ ）

そ の 他 平成28年７月から血圧コントロールのため、降圧剤の処方を受けている。

脳・心臓疾
患と関連
の深い疾
患名につ
いて記載
すること。
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６ 主治医・産業医・専門医の意見

資料No.

主治医の意見書

〔有・無〕

（概要）

木越脳神経外科病院医師意見書

１ 初診日、受診の端緒

令和３年２月28日 11時 45分頃、仕事中に左腕が痺れ、呂律が回

らなくなったことから、当院に救急搬送された。

２ 検査所見

来院時には上肢に左不全片麻痺を認めた。頭部CTにより、右被殻

出血を認めた。

３ 傷病名

右被殻出血

４ 療養内容、症状経過

保存的治療、リハビリを実施。経過良好。

５ 既往症、基礎疾患

高血圧、脂質異常に対し投薬治療中。高血圧が脳出血発症の誘因と

なった可能性有り。

診療記録等の収集（ 有 ・ 無 ）

松田内科・循環器科クリニック医師意見書

１ 初診日、受診の端緒

平成28年７月25日

会社の健康診断で高血圧、脂質異常の指摘を受けたため。

２ 治療内容

血圧コントロールのため、降圧剤を処方。脂質異常に対し、クレス

トール処方。

３ 療養上の指示

連日飲酒していたことから、節酒するよう指示。

４ 最終受診時の症状

最終受診日：令和３年２月10日

血圧、脂質代謝とも安定していた。最終受診日の時点では、傷病の

状態は安定していたと医学的にみて矛盾はない。

診療記録等の収集（ 有 ・ 無 ）

産業医の意見書

〔有・無〕

（概要）
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専門医（局医等）

の意見書

〔有・無〕

（概要）

傷病名：右被殻出血

木越脳神経外科病院医師の意見、検査、臨床経過から、傷病名は、右

被殻出血（脳出血）と判断される。発症は、令和３年２月28日である。

署の調査によると、発症前１週間の業務では、キャンペーンイベント

のため遠距離へ出張し、寒冷な作業環境下で著しい身体負荷がかかる肉

体労働に従事するなど血管病変の自然経過を超える著しい負荷を受け

る過重な業務に従事したと認められ、業務が関与し発症に至ったものと

考えられる。
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７ 労働時間を認定した根拠

資料No.

（労働時間の認定資料）

タイムカード 出勤簿・業務日報等 施錠記録・警備記録等

本人の申告 管理者による確認 上司・同僚からの聴取

その他（ ）

（労働時間の認定方法）

当該事業場では、労働時間はタイムカードにより管理していた。

直行、直帰で出張する場合は、当日にタイムカードを打刻することができないため、

翌勤務日に各人がタイムカードに手書きで始業時刻、終業時刻を記入することになって

いた。請求人は管理監督者であるが、タイムカードにより勤怠管理が行われていた。

１ 始業時刻について

請求人は、始業時刻の８時30分の５分から15分前にタイムカードを打刻している

日が多い。請求人は、「始業時刻の少し前に出勤し、当日の仕事の段取りやメールのチ

ェックをするが、取り立てて始業前から行わなければならないものではない。」と申述

していることから、８時30分を始業時刻と評価した。また、請求人は、直行で出張し

た日の始業時刻を正しく記載していたと申述していることから、直行で出張した日は、

タイムカードの時刻を始業時刻と評価した。

２ 終業時刻について

請求人は、「終業後速やかにタイムカードを打刻して退社していた。出張で直帰した

日は、翌日に終業時刻をタイムカードに記載していた。」と申述していることから、終

業時刻は、タイムカードの終業時刻と評価した。

３ 休憩について

請求人及び事業場関係者の申述より、おおむね１時間の休憩を取得していたと評価

する。なお、令和３年２月 22日から 24日にかけての飲料のプロモーションキャンペ

ーンでは１時間30分休憩を取得していた。

４ 出張中の移動時間について

請求人は、「公共交通機関で移動する日は、電車やバスの中で何か仕事をしなければ

ならないものではなかった。」と申述していることから、始業時刻前、終業時刻後に公

共交通機関を使って移動する時間は労働時間には該当しないと評価する。なお、労働

時間には該当しないが、令和３年２月22日から24日にかけての飲料のプロモーショ

ンキャンペーンに伴う出張では、新幹線を利用し移動していることから、当該移動時

間は拘束時間として評価した。

また、社用車を使用して出張することを指示され、請求人が自ら社用車を運転し出

張する場合は、労働時間として評価した。
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1月29日 ～ 2月27日 ）

2 / 27 ( 土 ) 9:00 ～ 17:49 8:49 7:49 14:41 日帰り出張・休日出勤 ①

2 / 26 ( 金 ) 0:00 休日 0:00 代休

2 / 25 ( 木 ) 8:30 ～ 18:30 12:30 9:00 移動２

2 / 24 ( 水 ) 9:00 ～ 16:00 7:00 5:30 16:30 出張

2 / 23 ( 火 ) 6:30 ～ 22:00 15:30 14:00 11:00 出張・休日出勤

2 / 22 ( 月 ) 7:00 ～ 22:00 15:00 13:30 8:30 出張

2 / 21 ( 日 ) 8:30 ～ 17:49 12:19 8:19 13:11 休日出勤・移動１

2 / 20 ( 土 ) 0:00 休日 0:00 ②

2 / 19 ( 金 ) 8:30 ～ 19:15 10:45 9:45

2 / 18 ( 木 ) 8:30 ～ 20:08 11:38 10:38 12:22

2 / 17 ( 水 ) 8:30 ～ 18:45 10:15 9:15 13:45

2 / 16 ( 火 ) 0:00 休日 0:00

2 / 15 ( 月 ) 8:30 ～ 20:30 12:00 11:00

2 / 14 ( 日 ) 0:00 休日 0:00

2 / 13 ( 土 ) 0:00 休日 0:00 ③

2 / 12 ( 金 ) 8:30 ～ 20:43 12:13 11:13

2 / 11 ( 木 ) 0:00 休日 0:00

2 / 10 ( 水 ) 8:30 ～ 19:05 10:35 9:35

2 / 9 ( 火 ) 8:30 ～ 18:30 10:00 9:00 14:00

2 / 8 ( 月 ) 8:30 ～ 20:15 11:45 10:45 12:15

2 / 7 ( 日 ) 0:00 休日 0:00

2 / 6 ( 土 ) 0:00 休日 0:00 ④

2 / 5 ( 金 ) 8:30 ～ 19:02 10:32 9:32

2 / 4 ( 木 ) 8:30 ～ 21:13 12:43 11:43 11:17

2 / 3 ( 水 ) 8:30 ～ 20:15 11:45 10:45 12:15

2 / 2 ( 火 ) 8:30 ～ 18:45 10:15 9:15 13:45

2 / 1 ( 月 ) 8:30 ～ 19:27 10:57 9:57 13:03 日帰り出張

1 / 31 ( 日 ) 0:00 休日 0:00

1 / 30 ( 土 ) 0:00 休日 0:00 ⑤ ⑩=⑤-X（ 8 ）

1 / 29 ( 金 ) 8:30 ～ 19:45 11:15 10:15 10:15

①～⑤

227:46 200:46

移動１：勤務終了後、出張のため○○市に３時間かけて移動した。移動時間は拘束時間として評価した。

移動２：朝６時に××市から移動を開始し、所定始業時刻の８時30分から勤務を開始した。移動時間の２時間30分は拘束時間として評価した。

(発症前２か月目以前は省略)

勤務間の
インターバル

１ 日 の
労働時間数

労働時間集計表（

(発症前（１）か月目）

労 働 時 間
（始業～終業）

１ 日 の
拘束時間数

40:38 0:38

備 考
総労働
時間数

時間外
労働時間数

51:12 11:12

0:33

⑨ = ④ - 40

⑥ = ① - 40

58:08 18:08

⑦ = ② - 40

2:15

⑥～⑩

32:46

⑧ = ③ - 40

40:33
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様式１

血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び
虚血性心疾患等の業務起因性の判断のための調査復命書

整理番号

○○ 局 ○○ 署

署

長

副
署
長

課

長

給
調
官

係

長
係

復命年月日

令和○年○月○日

署長判決・指示事項 調 査 官

１．調査官意見のとおり決定する。（ 年 月 日）

２．下記事由により再調査を要する。
調査期間

自 令和○年 ○月 ○日

至 令和○年 ○月 ○日

受付年月日 令和○年 ○月 ○日

請 求 種 別
療養 休業 遺族 葬祭

障害 その他（ ）

事

業

場

名 称 株式会社社福工業 代表者名 代表取締役 板垣 信助

所在地
〒000－0000 ℡ 999（99）9999

○○県○○市

労働保険番号 99-9-99-999999-999

業 種

（日本標準産業分類）

管工事業

（Ｄ 08 083）
事業場の労働者数 23名

被

災

労

働

者

ふりがな

氏 名

おおくま しげる

大隈 重 （男・女） 生年月日
昭和54年 １月 ７日

（ 42歳 ）

住 所
〒000－0000 ℡ 999（99）9999

○○県○○市

職 種

（日本標準職業分類）

建築技術者

（B 09 091）
職 位 一般社員

雇入年月日 平成18年 ４月 １日

ふ り が な

請 求 人
おおくま しげる

大隈 重 （続柄 本人 ）

病

状

請 求 時 の
疾 患 名 急性心筋梗塞

発 症 時 期 令和３年５月15日 午前・午後 ４時 15分（頃） （発症時年齢 42歳）

現在の状況 生存・死亡（死亡年月日 年 月 日 死亡時年齢 歳）

大隈重（以下「請求人」という。）は、「心筋梗塞の発症直前は、仕事でミスをしたこと

もあり、すごく忙しく、また精神的にもつらく、夜に眠れなかった。私としては、病気の

発症は仕事の忙しさや精神的なプレッシャーが大きかったと考えている。」と申述し、労

災請求を行っている。

請求人

の申述

事例８
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１ 総合判断

総合判断 〔調査官の意見〕

本件は、〔 業務上 ・ 業務外 〕と考える。

（ 理 由 ）

１ 本件の疾患名は、主治医の意見書のとおり「急性心筋梗塞」と判断され、認定基準

の第２の２（1）の「心筋梗塞」と認められる。

発症日は、症状が出現した令和３年５月15日と判断できる。

２ 下記２のとおり、「短期間の過重業務」について、発症前１週間の労働時間数は 75

時間15分と認められる。また、労働時間以外の負荷要因として９日間の連続勤務、心

理的負荷を伴う具体的出来事「会社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミスをし

た」が認められる。

専門医は、「発症直前の９日間は、仕事でのミスが相次いで発覚するという心理的な

負荷とミスに対する事後対応を行ったことで長時間労働となり、休日を取得すること

ができなかった状況が重なり、これらの業務による負荷が発症に影響を与えた可能性

は十分に考え得る。」と意見している。

これらを総合的に判断すると、発症に近接した時期に特に過重な業務に就労したも

のであり、業務における明らかな過重負荷を受けたことにより、本件疾病を発症した

ものと認められる。

３ 以上により、本件は、労働基準法施行規則別表第１の２の第８号に該当する疾病と

して取り扱うことが妥当である。
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２ 過重負荷に関する事項及び過重性の評価

（短期間の過重業務）

資料No.

労働時間 別添労働時間集計表のとおり

評価期間
発症前1週間以内

（起点とした日： 年 月 日）

発症前１か月未満

（令和３年５月６日 ～ 令和３年５月14日）

上記の評価期間に
おける労働時間以
外の負荷要因

（労働時間以外の負荷要因をすべてチェックすること。）

勤務時間の不規則性

（ 拘束時間の長い勤務 休日のない連続勤務 勤務間インターバル

が短い勤務 不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務）

事業場外における移動を伴う業務

（ 出張の多い業務 その他事業場外における移動を伴う業務）

心理的負荷を伴う業務

身体的負荷を伴う業務

作業環境

（ 温度環境 騒音）

業

務

の

過

重

性

の

評

価

負荷要因の

評価

１ 労働時間

発症日を除いた発症直前１週間の労働時間は75時間15分であり、継続し

た長時間労働に従事した。

２ 勤務時間の不規則性（休日のない連続勤務）

下記３のミスの事後処理を行うため、令和３年５月６日から５月 14 日に

かけて９日連続で勤務を行った。

３ 心理的負荷を伴う業務

短期間に請求人のミスによるトラブルが複数発覚し、事後処理を行った。

・ミス１（令和３年５月14日）

竣工検査で請求人の設計ミスが発覚し、多額の費用がかかる手直し工事が

発生した。

・ミス２（令和３年５月10日）

請求人のミスにより配管から水漏れが発生し、元請けの所長から１室の内

装を全面的に取り換えることを指示される事態が発生した。

・ミス３（令和３年５月６日）

請求人の資材の手配誤りがあり、発注者から元請にクレームが入り、元請、

下請会社で発注者に謝罪に行く事態となった。

原則として、発症前
１週間以内での評
価となるが、1週間

より前に過重業務
が認められる場合
はその期間を評価

期間とすること。
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総 合 評 価 発症直前１週間の労働時間は、75 時間 15 分であり労働時間は長く、令和３

年５月６日から５月 14 日にかけて９日連続勤務をしており、勤務時間の不規

則性が認められる。

また、発症前９日間の間に請求人の仕事のミスが次々と発覚した。これは、

心理的負荷を伴う具体的出来事の「会社の経営に影響するなどの重大な仕事上

のミスをした」に該当し、会社の経営に影響を与える程ではないものの、多額

の費用がかかる損失を出し、工事のやり直しや発注者への謝罪等の事後対応を

行ったことから、相当な心理的負荷があったものと評価できる。

以上のことから、請求人は、発症に近接したおおむね１週間で身体的、精神

的に特に過重な業務に就労したと認められる。
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３ 就業条件等一般的事項

資料No.

職 歴 事業場名 期 間 職 種

（株）社福工業 平成18年４月～ 年 月 現場監督

年 月～ 年 月

年 月～ 年 月

所定労働時間、

所定休憩時間、

所定休日等

所定労働時間

所定始業時刻： ８時 00分 （１日） ８時間 00分

所定終業時刻： 17時 00分 （１週間）40時間 00分

所定休憩時刻： 12時 00分 ～ 13時 00分（休憩時間： １時 00分）

所定休日：①週休１日制 ②週休２日制 ③カレンダー等により指定 ④その他

特記事項

労働時間制度：①通常の労働時間制度 ②変形労働時間制[1週間・１か月・１年]

③フレックスタイム制 ④事業場外労働に関するみなし労働時間制

⑤専門業務型裁量労働制[適法・不適法]

⑥企画業務型裁量労働制[適法・不適法]

⑦高度プロフェッショナル制度 ⑧管理監督者 ⑨その他

特記事項

勤務形態： ①日勤勤務 ②交替制（日勤・夜勤） ③隔日勤務 ④その他

特記事項

雇用形態：①正規職員・従業員 ②契約社員 ③派遣労働者

④パート・アルバイト ⑤その他

特記事項

その他特記事項：

発症前6か月

及び主要な
ものを記載
すること。

被災労働者
について記

載すること。
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被災労働者の
日 常 業 務

マンション、アパートなどの新築、改修工事現場で水回りの配管工事

を行う現場監督である。

具体的な業務内容は、施工図面の作成、資材・人材の手配、現場での

立ち会い、監督、元請け現場監督との打ち合わせ等である。

なお、請求人は発症に近接した時期には複数の現場を担当しており、

特定の現場に常駐しているものではなかった。

事業場（所属
部署）内にお
ける被災労働
者 の 位 置 づ
け・相関図

代表取締役

課長 ○尾崎 信雄

元請け担当者

○大東 徹也

現場監督 現場監督

○大隈 重

４ 出現した症状に関する事項

資料No.

疾 患 名 脳内出血（脳出血）・くも膜下出血・脳梗塞・高血圧性脳症・心筋梗塞・

狭心症・心停止（心臓性突然死を含む。）・重篤な心不全・大動脈解離

症状の出現日 令和３年 ５月 15日 午前・午後 ４時 15分（頃）

症状の出現時

の状況

令和３年５月15日の夜間に自宅で胸痛、息苦しさ、吐き気が生じ、

犬養循環器病院に救急搬送されたところ、急性心筋梗塞と診断された。

前 駆 症 状 有〔頭痛・胸部痛・その他（ ） 〕 ・ 無

出現日： 年 月 日 午前・午後 時 分（頃）

具体的に
記載する
こと

相関関係とと
もに、聴取実

施者には○印
を付記するこ
と。
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５ 被災労働者の身体の状況等に関する事項

資料No.

健康診断

結果

定期健康診断等の実施 〔 有 ・無 〕

実施時期 異常所見 内 容

年 月 有・無

年 月 有・無

年 月 有・無

身長： 180 cm 体重： 70 kg

労働安全
衛生法第
66条の８
の面接指
導の実施
状況

面接指導の実施 〔 有 ・無 〕

実施時期 内 容

年 月

年 月

既 往 歴 既往歴〔 有・無 〕

疾患名 発症時期 治療期間 医療機関名

年 月 年 月～ 年 月

年 月 年 月～ 年 月

年 月 年 月～ 年 月

年 月 年 月～ 年 月

嗜 好 等 喫煙〔 有・無 〕 1日当たりの本数（ 15本） 喫煙歴（ 22年）

特記事項（ ）

飲酒〔 有・無 〕

１回当たりの飲酒量（ ） 程度（ 毎日 ・ 週 回 ）

特記事項（ ）

そ の 他

脳・心臓疾
患と関連の
深い疾患
名につい
て記載する
こと。
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６ 主治医・産業医・専門医の意見

資料No.

主治医の意見書

〔有・無〕

（概要）

令和○年○月○日付け犬養循環器病院医師意見書

救急外来にて、緊急心臓カテーテル検査を実施し、左前下行枝７番の

閉塞と右冠動脈２番に85％の狭窄を確認した。

検査結果より、急性心筋梗塞と診断した。

診療記録等の収集（ 有 ・ 無 ）

産業医の意見書

〔有・無〕

（概要）

専門医（局医等）

の意見書

〔有・無〕

（概要）

令和○年○月○日付け○○県地方労災医員意見書

主治医は急性心筋梗塞と診断しており、カテーテル検査所見、臨床経

過からも傷病名は急性心筋梗塞と判断する。

署の調査によると発症直前の９日間は、仕事でのミスが相次いで発覚

するという心理的な負荷とミスに対する事後対応を行ったことで長時

間労働となり、休日を取得することができなかった状況が重なり、これ

らの業務による負荷が発症に影響を与えた可能性は十分に考え得る。
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７ 労働時間を認定した根拠

資料No.

（労働時間の認定資料）

タイムカード 出勤簿・業務日報等 施錠記録・警備記録等

本人の申告 管理者による確認 上司・同僚からの聴取

その他（ ）

（労働時間の認定方法）

労働時間は、出勤簿の押印と自己申告により行っていた。

請求人及び事業場関係者から確認したところ、自己申告による労働時間管理はお

おむね妥当と認められることから、自己申告による労働時間を基に算定した。
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4月15日 ～ 5月14日 ）

5 / 14 ( 金 ) 8:00 ～ 20:45 12:45 11:45 ミス１発覚 ①

5 / 13 ( 木 ) 8:00 ～ 20:00 12:00 11:00 12:00

5 / 12 ( 水 ) 8:00 ～ 21:15 13:15 12:15 10:45

5 / 11 ( 火 ) 8:00 ～ 20:45 12:45 11:45 11:15

5 / 10 ( 月 ) 8:00 ～ 20:30 12:30 11:30 11:30 ミス２発覚

5 / 9 ( 日 ) 8:00 ～ 16:30 8:30 7:30 15:30 休日出勤

5 / 8 ( 土 ) 8:00 ～ 18:30 10:30 9:30 13:30 休日出勤

5 / 7 ( 金 ) 8:00 ～ 21:30 13:30 12:30 10:30 ②

5 / 6 ( 木 ) 8:00 ～ 20:30 12:30 11:30 11:30 ミス３発覚

5 / 5 ( 水 ) 0:00 休日 0:00

5 / 4 ( 火 ) 0:00 休日 0:00

5 / 3 ( 月 ) 0:00 休日 0:00

5 / 2 ( 日 ) 0:00 休日 0:00

5 / 1 ( 土 ) 0:00 休日 0:00

4 / 30 ( 金 ) 8:00 ～ 19:45 11:45 10:45 ③

4 / 29 ( 木 ) 0:00 休日 0:00

4 / 28 ( 水 ) 8:00 ～ 18:30 10:30 9:30

4 / 27 ( 火 ) 8:00 ～ 17:50 9:50 8:50 14:10

4 / 26 ( 月 ) 8:00 ～ 18:45 10:45 9:45 13:15

4 / 25 ( 日 ) 0:00 休日 0:00

4 / 24 ( 土 ) 0:00 休日 0:00

4 / 23 ( 金 ) 8:00 ～ 17:00 9:00 8:00 ④

4 / 22 ( 木 ) 8:00 ～ 17:30 9:30 8:30 14:30

4 / 21 ( 水 ) 8:00 ～ 18:45 10:45 9:45 13:15

4 / 20 ( 火 ) 8:00 ～ 19:00 11:00 10:00 13:00

4 / 19 ( 月 ) 8:00 ～ 17:45 9:45 8:45 14:15

4 / 18 ( 日 ) 0:00 休日 0:00

4 / 17 ( 土 ) 0:00 休日 0:00

4 / 16 ( 金 ) 8:00 ～ 18:15 10:15 9:15 ⑤ ⑩=⑤-X（16 ）

4 / 15 ( 木 ) 8:00 ～ 19:00 11:00 10:00 13:00 19:15

①～⑤

222:20 202:20

(発症前２か月目以前は省略)

備 考
勤務間の

インターバル
１ 日 の
労働時間数

3:15

⑥～⑩

43:30

⑧ = ③ - 40

38:50

35:15

⑦ = ② - 40

労働時間集計表（

(発症前（１）か月目）

労 働 時 間
（始業～終業）

24:00 0:00

１ 日 の
拘束時間数

総労働
時間数

時間外
労働時間数

45:00 5:00

0:00

⑨ = ④ - 40

⑥ = ① - 40

75:15
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様式１

血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び
虚血性心疾患等の業務起因性の判断のための調査復命書

整理番号

○○ 局 ○○ 署

署

長

副
署
長

課

長

給
調
官

係

長
係

復命年月日

令和○年○月○日

署長判決・指示事項 調 査 官

１．調査官意見のとおり決定する。（ 年 月 日）

２．下記事由により再調査を要する。
調査期間

自 令和○年 ○月 ○日

至 令和○年 ○月 ○日

受付年月日 令和○年 ○月 ○日

請 求 種 別
療養 休業 遺族 葬祭

障害 その他（ ）

事

業

場

名 称 安定運輸株式会社 ○○配達センター 代表者名 代表取締役 加藤 明

所在地
〒000－0000 ℡ 999（99）9999

○○県○○市

労働保険番号 99-9-99-999999-999

業 種

（日本標準産業分類）

一般貨物自動車運送業

（H 44 441）
事業場の労働者数 15名

被

災

労

働

者

ふりがな

氏 名

さいおんじ きみよ

西園寺 公代 （男・女） 生年月日
昭和40年１月10日

（ 56歳 ）

住 所
〒000－0000 ℡ 999（99）9999

○○県○○市

職 種

（日本標準職業分類）

配達員

（K 70 705）
職 位 契約社員

雇入年月日 平成31年４月１日

ふ り が な

請 求 人
さいおんじ のぞむ

西園寺 望 （続柄 夫 ）

病

状

請 求 時 の
疾 患 名 心停止

発症時期 令和３年７月20日 午前・午後 未明（頃） （発症時年齢 56歳）

現在の状況 生存・死亡（死亡年月日 令和３年７月20日 死亡時年齢 56歳）

請求人西園寺望は、「妻（被災労働者西園寺公代のこと）は亡くなる前に「仕事でミス

をしたせいで、重労働をしなければならなくなった。」と話していて、会社で何があった

のかわからないが、無理を強いられて心停止になったのだと思った。」と申述し、労災請

求に至った。

請求人

の申述

事例９
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１ 総合判断

総合判断 〔調査官の意見〕

本件は、〔 業務上 ・ 業務外 〕と考える。

（ 理 由 ）

１ 本件の疾患名は、検死した医師の意見のとおり「心停止」と判断され、認定基準の

第２の２（3）の「心停止（心臓性突然死を含む。）」と認められる。

発症日は、令和３年７月20日と判断できる。

２ 下記２のとおり、「短期間の過重業務」について、発症前1週間の労働時間は、51時

間 30分と認められる。また、労働時間以外の負荷要因として、常時事業場外における

移動を伴う業務に従事し、仕事のミスにより上司からの叱責、業務内容の変更や顛末

書の提出などのペナルティが課され、バッテリーが故障した電動アシスト付き自転車

（自転車と荷物の合計が 40kg）を使用したメール便配達業務に従事するなど心理的負

荷、身体的負荷が伴う業務に従事した。また、メール便の配達業務は、常時 30℃以上

の炎天下での作業環境だった。

専門医は、「傷病が単に危険因子の介在で発症したとは断定しがたく、過重な就労環

境に置かれていたことが発症に関与した可能性は十分に考えられる。」と意見してい

る。

以上のことから、総合的に判断すると発症に近接した時期に特に過重な業務に就労

したものであり、業務における明らかな過重負荷を受けたことにより、本件疾病を発

症したものと認められる。

３ 以上により、本件は、労働基準法施行規則別表第１の２の第８号に該当する疾病と

して取り扱うことが妥当である。
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２ 過重負荷に関する事項及び過重性の評価

（短期間の過重業務）

資料No.

労働時間 別添労働時間集計表のとおり

評価期間
発症前1週間以内

（起点とした日： 年 月 日）

発症前１か月未満

（令和３年７月９日 ～ 令和３年７月19日）

上記の評価期間に
おける労働時間以
外の負荷要因

（労働時間以外の負荷要因をすべてチェックすること。）

勤務時間の不規則性

（ 拘束時間の長い勤務 休日のない連続勤務 勤務間インターバル

が短い勤務

不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務）

事業場外における移動を伴う業務

（ 出張の多い業務 その他事業場外における移動を伴う業務）

心理的負荷を伴う業務

身体的負荷を伴う業務

作業環境

（ 温度環境 騒音）

業

務

の

過

重

性

の

評

価

負荷要因の

評価

１ 労働時間

発症前1週間（発症前日から起算）の総労働時間は、51時間30分である。

２ 事業場外における移動を伴う業務（その他事業場外における移動を伴う業

務）

セールスドライバーとして自らの担当エリアで宅配物の集荷、配送を行う

業務である。通常時は自ら車を運転し、労働時間の大部分を移動に費やして

いる。令和３年７月10日以降は、自転車でメール便の配達を行った。

３ 心理的負荷を伴う業務

令和３年７月９日に宅配物を誤配したことが発覚した。誤配した宅配物

は、定期購読誌で定まった日に届くことが期待されているもので、社内でも

特に重要な商品と認識されていた。

誤配したことによりセンター長から、「あれだけ気をつけろと言っていた

のに、どうしてくれんだ！しばらく他の仕事をしてもらう。」と他の労働者

がいる前で叱責され、翌日からメール便の配達業務に被災労働者の業務内容

が変更になった。変更期間は、当面の間とされ、明確な期限は示されなかっ

た。メール便の配達は自転車で行うため、被災労働者にとっては普段とは勝

手の違う業務だった。

また、誤配したことについて、顛末書を提出するようセンター長に命じら

れ、７月 15 日に手書きの顛末書を提出したが、パソコンで書き直すように

命じられ、翌16日に再度顛末書を提出したことが確認された。

原則として、発症前
１週間以内での評
価となるが、1週間

より前に過重業務
が認められる場合
はその期間を評価

期間とすること。
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これは、心理的負荷を伴う具体的出来事「会社の経営に影響するなどの重

大な仕事上のミスをした」に該当する出来事である。

４ 身体的負荷を伴う業務

令和３年７月 10 日以降メール便の配達業務に従事した。メール便の配達

は、自転車で行うが、被災労働者に貸与された自転車はバッテリーが故障し

た電動アシスト付きの自転車だった。○○配達センターでは、かつて電動ア

シスト付き自転車を使用した配達を試行したものの、失敗した経過があり、

被災労働者には現在使用していない自転車が貸与された。電動アシスト付き

自転車のバッテリーは長期間使用していなかったため故障しており、また、

換えがなく、電動アシスト機能がないためペダルが重く、重量 20kg の通常

よりも重たい自転車を使用してメール便の配達業務に従事せざるを得なか

った。

なお、自転車に乗せていた荷物の総重量は約 20kg で、被災労働者が担当

した○○地区は起伏が多く、150～200ｍの直線の昇り（最大で勾配約10度）

が何か所もあるエリアで繰り返し配達を行った。

５ 作業環境（温度環境）

メール便の配達業務は常時屋外での業務だった。７月10日から同月19日

にかけては晴天で、気温が 30℃以上となり、とりわけ７月15日、16日には

最高気温が35℃を超える猛暑日となった。

配達作業の途中、随時水分補給を行ったが、移動中はほとんどが炎天下で

あり、大量の発汗を伴った。

総 合 評 価 発症前１週間の労働時間は、51時間30分である。

労働時間以外では、宅配物を誤配したことが確認され、これは、心理的負荷

を伴う具体的出来事の「会社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミスをし

た」に該当する。会社に損失はないが、誤配したことにより、バッテリーが故

障した電動アシスト付き自転車での配達業務への業務内容の変更や顛末書の

提出などのペナルティが課されたことが確認されており、被災労働者にとって

は相当な心理的負荷が伴ったと業務だったと判断する。

また、通常時は自動車を運転し、集荷、配達等の業務に従事しているため、

事業場外における移動を伴う業務としての負荷は大きいものではないが、誤配

したことが判明した後は、センター長から叱責され、バッテリーが故障した電

動アシスト付き自転車によるメール便の配達業務に変更になった。重量約20kg

の電動アシスト機能が使えない通常よりも重い自転車を使用して、約 20kg の

荷物を起伏の多いエリア内で繰り返し配達する日常業務とは質的に異なる過

重な業務を計７日行ったことは相当な身体的負荷を伴う業務だったと判断す

る。

さらに、メール便の配達業務は常時屋外での業務であり、業務に従事した期

間は晴天で、気温が30℃以上となり、35℃以上の猛暑日もあったことから、温

度環境による負荷を伴う業務だったと判断する。

以上のことから、被災労働者は、発症に近接したおおむね１週間で特に過重

な業務に就労したと認められる。
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３ 就業条件等一般的事項

資料No.

職 歴 事業場名 期 間 職 種

安定運輸株式会社 平成31年４月～令和３年７月 セールスドライバー

年 月～ 年 月

年 月～ 年 月

所定労働時間、

所定休憩時間、

所定休日等

所定労働時間

所定始業時刻： ８時 00分 （１日） ８時間 00分

所定終業時刻： 17時 00分 （１週間）40時間 00分

所定休憩時刻： 12時 00分 ～ 13時 00分（休憩時間：１時 00分）

所定休日：①週休１日制 ②週休２日制 ③カレンダー等により指定 ④その他

特記事項

労働時間制度：①通常の労働時間制度 ②変形労働時間制[1週間・１か月・１年]

③フレックスタイム制 ④事業場外労働に関するみなし労働時間制

⑤専門業務型裁量労働制[適法・不適法]

⑥企画業務型裁量労働制[適法・不適法]

⑦高度プロフェッショナル制度 ⑧管理監督者 ⑨その他

特記事項

勤務形態： ①日勤勤務 ②交替制（日勤・夜勤） ③隔日勤務 ④その他

特記事項

雇用形態：①正規職員・従業員 ②契約社員 ③派遣労働者

④パート・アルバイト ⑤その他

特記事項

その他特記事項：

発症前6か月
及び主要な

ものを記載
すること。

被災労働者
について記
載すること。
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被災労働者の
日 常 業 務

セールスドライバーとして荷物の集荷、配送を行っている。

発症前おおむね１週間は、宅配物を誤配したことで業務内容が変更と

なり、バッテリーが故障した電動アシスト付き自転車を使用したメール

便の配達業務に従事した。

事業場（所属
部署）内にお
ける被災労働
者 の 位 置 づ
け・相関図

○○配送センター長 ○阪谷 佳郎

セールスドライバー 西園寺 公代

○林 薫

○牧野 伸也

４ 出現した症状に関する事項

資料No.

疾 患 名 脳内出血（脳出血）・くも膜下出血・脳梗塞・高血圧性脳症・心筋梗塞・

狭心症・心停止（心臓性突然死を含む。）・重篤な心不全・大動脈解離

症状の出現日 令和３年 ７月 20日 午前・午後 未明（頃）

症状の出現時

の状況

令和３年７月20日の朝、被災労働者が起きてこないため、請求人が

被災労働者を起こしに行ったところ、布団の上で横になったまま、心肺

停止状態で発見された。

前 駆 症 状 有〔頭痛・胸部痛・その他（ ） 〕 ・ 無

出現日： 年 月 日 午前・午後 時 分（頃）

具体的に
記載する
こと

相関関係とと
もに、聴取実

施者には○印
を付記するこ
と。
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５ 被災労働者の身体の状況等に関する事項

資料No.

健康診断

結果

定期健康診断等の実施 〔 有 ・無 〕

実施時期 異常所見 内 容

令和２年９月 有・無 脂質異常、BMI、尿検査

令和元年９月 有・無 脂質異常、BMI

年 月 有・無

身長： 155 cm 体重： 65 kg

労働安全
衛生法第
66条の８
の面接指
導の実施
状況

面接指導の実施 〔 有 ・無 〕

実施時期 内 容

年 月

年 月

既 往 歴 既往歴〔 有・無 〕

疾患名 発症時期 治療期間 医療機関名

年 月 年 月～ 年 月

年 月 年 月～ 年 月

年 月 年 月～ 年 月

年 月 年 月～ 年 月

嗜 好 等 喫煙〔 有・無 〕 1日当たりの本数（ 本） 喫煙歴（ 年）

特記事項（ ）

飲酒〔 有・無 〕

１回当たりの飲酒量（缶チューハイ１本） 程度（ 毎日 ・ 週 回 ）

特記事項（ ）

そ の 他 父が53歳の時に心筋梗塞を発症した。

脳・心臓疾
患と関連の
深い疾患
名につい
て記載する
こと。
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６ 主治医・産業医・専門医の意見

資料No.

主治医の意見書

〔有・無〕

（概要）

令和○年○月○日付け○○県立病院医師意見書

・事件性は認めず。

・いわゆる心停止に当たる事案。令和３年７月20日未明頃発症と思わ

れる。

・心臓奇形、肺水腫、脂肪肝、内臓うっ血、心冠動脈硬化症、心左室肥

大、脳腫瘍を解剖で認める。

・心臓奇形、心冠動脈硬化症は直接には死因に関係せず。

診療記録等の収集（ 有 ・ 無 ）

産業医の意見書

〔有・無〕

（概要）

専門医（局医等）

の意見書

〔有・無〕

（概要）

○○労働局協力医意見書

剖検結果より、傷病名は心停止、発症は、令和３年７月20日とする。

署の調査結果から、発症前おおむね１週間の労働時間は51時間 30

分であるが、労働時間以外の負荷要因として、当該人は業務上の配達ミ

スのため、会社から責任を問われ、上司からの叱責や期限を示さずに通

常の業務と異なるメール便の配達業務や顛末書の書き直しなどを命じ

られており、会社側の対応により心理的負荷を感じていたことが推察さ

れる。

また、メール便の配達業務では、バッテリーが故障した電動自転車を

使用しての配達で、自転車と荷物の重量は40kgもあり、通常の自転車

よりもはるかに重い電動自転車を使用することとなったため、当該人に

とっては身体的負荷が大きかったと推察される。

さらに、メール便の配達業務は常時気温30℃以上の炎天下での業務

であったことから、作業環境による負荷も大きかったと推察される。

一方、健康診断結果から動脈硬化症の危険因子が存在し、心停止の発

症に関与した可能性があるが、業務による短期的な負荷が認められてお

り、傷病が単に危険因子の介在で発症したとは断定しがたく、過重な就

労環境に置かれていたことが発症に関与した可能性は十分に考えられ

る。
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７ 労働時間を認定した根拠

資料No.

（労働時間の認定資料）

タイムカード 出勤簿・業務日報等 施錠記録・警備記録等

本人の申告 管理者による確認 上司・同僚からの聴取

その他（ ）

（労働時間の認定方法）

労働時間はIDカードリーダーに社員証を通すことにより把握している。

事業場関係者に確認したところ、被災労働者は出勤時、退勤時にIDカードリーダー

に社員証を通していたことから、当該記録を基に始業時刻、終業時刻を推計した。

当該記録によると、被災労働者は、日々の所定始業時刻の数分前に出勤することが

殆どであったことから、始業時刻は所定始業時刻からと判断した。

終業時刻は、事業場関係者に確認したところ、被災労働者は、業務終了後にカード

リーダーの処理を行っていたことから、当該記録の時刻を終業時刻と判断した。

被災労働者はセールスドライバーであるため、労働時間のほとんどを事業場外で勤

務しているが、休憩の取得は、配達状況を管理するモバイル端末に登録することとさ

れていたため、当該モバイル端末に記録された休憩の情報を基に判断した。
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6月20日 ～ 7月19日 )

7 / 19 ( 月 ) 10:00 ～ 15:55 5:55 5:55 メール便配達 ①

7 / 18 ( 日 ) 0:00 休日 0:00

7 / 17 ( 土 ) 0:00 休日 0:00

7 / 16 ( 金 ) 8:00 ～ 19:56 11:56 10:56
メール便配達
顛末書再提出

7 / 15 ( 木 ) 8:00 ～ 20:19 12:19 11:19 11:41
メール便配達
顛末書提出

7 / 14 ( 水 ) 8:00 ～ 20:26 12:26 11:26 11:34 メール便配達

7 / 13 ( 火 ) 8:00 ～ 20:54 12:54 11:54 11:06 メール便配達

7 / 12 ( 月 ) 9:00 ～ 16:10 7:10 6:10 15:50 メール便配達 ②

7 / 11 ( 日 ) 0:00 休日 0:00

7 / 10 ( 土 ) 8:00 ～ 18:14 10:14 9:14 メール便配達

7 / 9 ( 金 ) 8:00 ～ 19:18 11:18 10:18 12:42 誤配発覚

7 / 8 ( 木 ) 0:00 休日 0:00

7 / 7 ( 水 ) 8:00 ～ 18:41 10:41 9:41

7 / 6 ( 火 ) 8:00 ～ 18:49 10:49 9:49 13:11

7 / 5 ( 月 ) 8:00 ～ 19:31 11:31 10:31 12:29 ③

7 / 4 ( 日 ) 0:00 休日 0:00

7 / 3 ( 土 ) 0:00 休日 0:00

7 / 2 ( 金 ) 8:00 ～ 17:55 9:55 8:55

7 / 1 ( 木 ) 8:00 ～ 18:22 10:22 9:22 13:38

6 / 30 ( 水 ) 8:00 ～ 18:05 10:05 9:05 13:55

6 / 29 ( 火 ) 8:00 ～ 19:11 11:11 10:11 12:49

6 / 28 ( 月 ) 8:00 ～ 20:18 12:18 11:18 11:42 ④

6 / 27 ( 日 ) 0:00 休日 0:00

6 / 26 ( 土 ) 0:00 休日 0:00

6 / 25 ( 金 ) 8:00 ～ 19:24 11:24 10:24

6 / 24 ( 木 ) 8:00 ～ 17:55 9:55 8:55 14:05

6 / 23 ( 水 ) 8:00 ～ 17:36 9:36 8:36 14:24

6 / 22 ( 火 ) 8:00 ～ 18:34 10:34 9:34 13:26

6 / 21 ( 月 ) 8:00 ～ 18:56 10:56 9:56 13:04 ⑤ ⑩=⑤-X（ 8 ）

6 / 20 ( 日 ) 0:00 休日 0:00 9:56

①～⑤

223:29 203:29

(発症前2か月目以前は省略)

8:04

⑨ = ④ - 40

⑥ = ① - 40

51:30

48:47 8:47

11:30

⑦ = ② - 40

労働時間集計表（

勤務間の
インターバル

備 考
１ 日 の

拘束時間数
１ 日 の
労働時間数

総労働
時間数

時間外
労働時間数

(発症前（１）か月目）

労 働 時 間
（始業～終業）

45:12 5:12

1:56

⑥～⑩

35:29

⑧ = ③ - 40

48:04
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様式１

血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び
虚血性心疾患等の業務起因性の判断のための調査復命書

整理番号

○○ 局 ○○ 署

署

長

副
署
長

課

長

給
調
官

係

長
係

復命年月日

令和○年○月○日

署長判決・指示事項 調 査 官

１．調査官意見のとおり決定する。（ 年 月 日）

２．下記事由により再調査を要する。
調査期間

自 令和○年 ○月 ○日

至 令和○年 ○月 ○日

受付年月日 令和○年 ○月 ○日

請求種別
療養 休業 遺族 葬祭

障害 その他（ ）

事

業

場

名 称 株式会社基準タクシー 代表者名 代表取締役 榎本 武

所在地
〒000－0000 ℡ 999（99）9999

○○県○○市

労働保険番号 99-9-99-999999-999

業 種

（日本標準産業分類）

一般乗用旅客自動車運送業

（Ｈ 43 432）
事業場の労働者数 30名

被

災

労

働

者

ふりがな

氏 名

いとう ひろし

伊藤 博 （男・女） 生年月日
昭和37年 １月 15日

（ 59歳 ）

住 所
〒000－0000 ℡ 999（99）9999

○○県○○市

職 種

（日本標準職業分類）

乗用自動車運転者

（I 61 612）
職 位 一般運転手

雇入年月日 平成24年 ５月 １日

ふ り が な

請 求 人
いとう ひろし
伊藤 博 （続柄 本人 ）

病

状

請 求 時 の
疾 患 名 脳出血（左被殻出血）

発 症 時 期 令和２年３月６日 午前・午後 11時 35分（頃） （発症時年齢 58歳）

現在の状況 生存・死亡（死亡年月日 年 月 日 死亡時年齢 歳）

令和２年３月６日の午後11時 35分頃、タクシー乗務中に乗客とトラブルになった。

酒に酔った乗客に後部座席から蹴られ、胸倉をつかまれ、揺すられるような暴行を受け

た後に意識を失ったことから、仕事が原因で脳出血を発症したと考えている。
請求人

の申述

事例10
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１ 総合判断

総合判断 〔調査官の意見〕

本件は、〔 業務上 ・ 業務外 〕と考える。

（ 理 由 ）

１ 本件の疾患名は、主治医の意見書のとおり「脳出血（左被殻出血）」と判断され、

認定基準の第２の１（1）の「脳内出血（脳出血）」と認められる。

発症日は、症状が出現した令和２年３月６日と判断できる。

２ 下記２のとおり、発症当日に酔った乗客から暴行を受けたことが確認されている。

この出来事は、極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的緊張を引き起こ

す事態に該当する「異常な出来事」に遭遇したものと認められる。

３ 以上により、本件は、労働基準法施行規則別表第１の２の第８号に該当する疾病と

して取り扱うことが妥当である。
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２ 過重負荷に関する事項及び過重性の評価

（異常な出来事）

資料No.

異常な出来事と
の遭遇の有無

有 ・ 無

異常な出来事に
遭遇した日時

発症前日 ・ 発症当日 午前・午後 11時 35分（頃）

発 生 場 所 ○○市○○１－１－１付近の道路上

異常な出来事の
内容

請求人は、指定された目的地に到着したため、寝ていた乗客を起こ

したところ、乗客が急に激高し、「バカヤロー、今から○○に向かえ。」

などと支離滅裂なことを大声で怒鳴るとともに、後部座席から運転席

の請求人を繰り返し蹴った。請求人が車外に逃れると、乗客はタクシ

ーから下車し、「なんだ、コノヤロー」と怒鳴るなどの大声を出しなが

ら、請求人の胸倉をつかんで、身体を揺すったところ、請求人は急に

身体の力が抜けたように膝から倒れた。

乗客は酒に酔っており、興奮していて、何をされるかわからない恐

怖感があった。現場は道が暗く、人通りが少なかった。

請求人が着ていたワイシャツは胸元が破れ、タクシーの運転席のシ

ートが破損した。

事業場関係者によると、酔っている客を乗せることはあるが、この

ように暴行事件に発展するケースは今までになかった。

現認者氏名 土方 元（職位： 一般社員（配車係） ）

業務の過重性の

評価

令和２年３月６日の午後 11 時 35 分頃、乗客から暴行を受ける出来事に遭遇し

た。

この出来事は、生命の危険を感じさせるような対人トラブルであって、請求人

は、極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的緊張を引き起こす事態に

該当する異常な出来事に遭遇したものと認められる。

出 来 事 の 異 常

性・突発性の程
度、予測の困難
性、事故や災害の

大きさ、被害・加
害の程度、緊張、
興奮、恐怖、驚が

く等の精神的負
荷の程度、作業強
度等の身体的負

荷の程度、気温の
上昇又は低下等
の作業環境の変

化の程度等を記
載すること。
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３ 就業条件等一般的事項

資料No.

職 歴 事業場名 期 間 職 種

（株）基準タクシー 平成24年５月～ 年 月 運転手

年 月～ 年 月

年 月～ 年 月

所定労働時間、

所定休憩時間、

所定休日等

所定労働時間

所定始業時刻： ７時 30分 （１日） 15時 45分

所定終業時刻： 翌２時 15分 （１週間）39時 52分

所定休憩時刻： 時 分 ～ 時 分（休憩時間： ３時 00分）

所定休日：①週休１日制 ②週休２日制 ③カレンダー等により指定 ④その他

特記事項

隔日勤務に従事し、月11出番である。

労働時間制度：①通常の労働時間制度 ②変形労働時間制[1週間・１か月・１年]

③フレックスタイム制 ④事業場外労働に関するみなし労働時間制

⑤専門業務型裁量労働制[適法・不適法]

⑥企画業務型裁量労働制[適法・不適法]

⑦高度プロフェッショナル制度 ⑧管理監督者 ⑨その他

特記事項

勤務形態： ①日勤勤務 ②交替制（日勤・夜勤） ③隔日勤務 ④その他

特記事項

雇用形態：①正規職員・従業員 ②契約社員 ③派遣労働者

④パート・アルバイト ⑤その他

特記事項

その他特記事項：

発症前6か月
及び主要な

ものを記載
すること。

被災労働者
について記
載すること。
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被災労働者の
日 常 業 務

タクシー運転手として隔日勤務に従事している。

事業場（所属
部署）内にお
ける被災労働
者 の 位 置 づ
け・相関図

４ 出現した症状に関する事項

資料No.

疾 患 名 脳内出血（脳出血）・くも膜下出血・脳梗塞・高血圧性脳症・心筋梗塞・

狭心症・心停止（心臓性突然死を含む。）・重篤な心不全・大動脈解離

症状の出現日 令和２年 ３月 ６日 午前・午後 11時 35分（頃）

症状の出現時

の状況

乗客に胸倉をつかまれ、身体を揺すられたところ、請求人は急に身体

の力が抜けたように膝から倒れた。

前 駆 症 状 有〔頭痛・胸部痛・その他（ ） 〕 ・ 無

出現日： 年 月 日 午前・午後 時 分（頃）

具体的に
記載する
こと

相関関係とと
もに、聴取実

施者には○印
を付記するこ
と。

所長 西郷 直道

運行課長 山田顕夫

請求人 ○伊藤博 配車係 ○土方元
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５ 被災労働者の身体の状況等に関する事項

資料No.

健康診断

結果

定期健康診断等の実施 〔 有 ・無 〕

実施時期 異常所見 内 容

令和元年10月 有・無 BMI24.9、腹囲93

平成30年10月 有・無 BMI24.1 腹囲 89 γ-GTP70

平成29年11月 有・無 BMI24.3 腹囲 89 γ-GTP78

身長：164cm 体重： 67kg

労働安全
衛生法第
66条の８
の面接指
導の実施
状況

面接指導の実施 〔 有 ・無 〕

実施時期 内 容

年 月

年 月

既 往 歴 既往歴〔 有・無 〕

疾患名 発症時期 治療期間 医療機関名

冠攣縮性狭心

症

令和元年

11月

令和元年 11 月～令和

元年12月
森内科クリニック

年 月 年 月～ 年 月

年 月 年 月～ 年 月

年 月 年 月～ 年 月

嗜 好 等 喫煙〔 有・無 〕 1日当たりの本数（ 15本） 喫煙歴（ 37年）

特記事項（ 冠攣縮性狭心症発症後は禁煙している。 ）

飲酒〔 有・無 〕

１回当たりの飲酒量 缶ビール１本） 程度（ 毎日 ・ 週 ５回 ）

特記事項（ ）

そ の 他 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセルを内服していた。

脳・心臓疾
患と関連の
深い疾患
名につい
て記載する
こと。
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６ 主治医・産業医・専門医の意見

資料No.

主治医の意見書

〔有・無〕

（概要）

令和○年○月○日付け井上総合病院医師意見書

１ 来院時には、意識障害（右上下肢麻痺）

２ 診断名：脳内出血（左被殻出血）

頭部CTにて。倒れた際の外傷による脳出血とは考えにくい。

３ 入院後、点滴で保存的加療。早期よりリハビリ訓練開始。徐々に麻

痺は改善。

４ 喫煙、冠攣縮性狭心症の既往などが脳血管病変の影響となった可能

性はあり得る。

診療記録等の収集（ 有 ・ 無 ）

令和○年○月○日付け森内科クリニック医師意見書（既往歴）

１ 疾患名：冠攣縮性狭心症

２ 治療期間：令和元年11月 17日から同年12月３日まで

３ カテーテル検査と内視鏡にて上記診断。

内服加療し、症状経過した。

４ 不安定狭心症の可能性があり、即日入院にて精査。

悪化因子として喫煙が考えられたため、禁煙を指導した。

診療記録等の収集（ 有 ・ 無 ）

産業医の意見書

〔有・無〕

（概要）

専門医（局医等）

の意見書

〔有・無〕

（概要）

＊参考 「労働時間を認定した根拠」の省略

本件は、極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的緊張を引き起こす事態に該当する異常

な出来事に遭遇したことから、労働時間の評価は省略した。
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様式１

血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び
虚血性心疾患等の業務起因性の判断のための調査復命書

整理番号

○○ 局 ○○ 署

署

長

副
署
長

課

長

給
調
官

係

長
係

復命年月日

令和○年○月○日

署長判決・指示事項 調 査 官

１．調査官意見のとおり決定する。（ 年 月 日）

２．下記事由により再調査を要する。
調査期間

自 令和○年 ○月 ○日

至 令和○年 ○月 ○日

受付年月日 令和○年 ○月 ○日

請 求 種 別
療養 休業 遺族 葬祭

障害 その他（ ）

事

業

場

名 称 株式会社均等キッチン 代表者名 代表取締役 三条 実

所在地
〒000－0000 ℡ 999（99）9999

○○県○○市

労働保険番号 99-9-99-999999-999

業 種

(日本標準産業分類)

専門料理店

（Ｍ 76 762）
事業場の労働者数 14名

被

災

労

働

者

ふりがな

氏 名

くろだ きよし

黒田 清 （男・女） 生年月日
昭和33年８月８日

（ 62歳 ）

住 所
〒000－0000 ℡ 999（99）9999

○○県○○市

職 種

（日本標準職業分類）

身の回り世話従事者

（E 40 404）
職 位 パート労働者

雇入年月日 平成27年 ４月 １日

ふ り が な

請 求 人
くろだ きよし

黒田 清 （続柄 本人 ）

病

状

請 求 時 の
疾 患 名 急性大動脈解離

発 症 時 期 令和３年１月11日 午前・午後 ８時 00分（頃） （発症時年齢 62歳）

現在の状況 生存・死亡（死亡年月日 年 月 日 死亡時年齢 歳）

本件被災労働者である黒田清（以下「請求人」という。）は、「店舗のエントランスや駐

車場で雪かきを行った後に、背中に激痛が走った。帰宅しても痛みが改善しないため、救

急車を呼んだ。雪かきで急激な運動をしたことが原因だと考えた。」と主張して、労災請

求に及んでいる。

請求人

の申述

事例11
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１ 総合判断

総合判断 〔調査官の意見〕

本件は、〔 業務上 ・ 業務外 〕と考える。

（ 理 由 ）

１ 本件の疾患名は、主治医の意見書のとおり「急性大動脈解離」と判断され、認定基

準の第２の２（5）の「大動脈解離」と認められる。

発症日は、症状が出現した令和３年１月11日と判断できる。

２ 下記２のとおり、発症当日に日常業務とは異なる雪かきを計５時間行ったことが確

認されている。専門医は、「勤務中５時間雪かきに従事し、相当な過重が存在したと考

えられ、業務と発症との因果関係があると判断することが妥当である。」と意見してい

る。

この出来事は、急激で著しい身体的負荷を強いられる事態に該当する「異常な出来

事」に遭遇したものと認められる。

３ 以上により、本件は、労働基準法施行規則別表第１の２の第８号に該当する疾病と

して取り扱うことが妥当である。
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２ 過重負荷に関する事項及び過重性の評価

（異常な出来事）

資料No.

異常な出来事と
の遭遇の有無

有 ・ 無

異常な出来事に
遭遇した日時

発症前日 ・ 発症当日 午前・午後 ８時 00分（頃）

発 生 場 所 フランス料理店 レイバーハウス（○○県○○市）

異常な出来事の
内容

店舗のエントランス、駐車場等に前日から降り積もった雪の除去作

業を一人で行った。

積雪は40ｃｍ、踏み固まった場所では20ｃｍ位あった。

スコップを用いて、固まった雪を叩いて割り、それをスコップで掬

い、集積場所に運ぶ動作を繰り返し行った。一度解けて踏み固まった

雪は硬く、スコップで強く叩いて雪を割り、割れた雪を掬うが、運ぶ

雪は重く、雪かきは相当な労力がかかる作業である。

作業時間は、10時から12時までと17時から20時までの合計５時間、

気温は１℃～３℃で、寒冷な環境で作業を行った。

現認者氏名 森 有子（職位： フロアマネージャー ）

業務の過重性の

評価

請求人は、令和３年１月11日、計５時間雪かきに従事した。雪かきは、相当な

労力がかかる作業であり、請求人の日常業務とは異なる著しい身体的負荷がかか

る業務と認められる。

この出来事は、著しい寒冷な作業環境下で著しい身体的負荷を伴う人力での除

雪作業を行った場合であって、請求人は、急激で著しい身体的負荷を強いられる

事態及び急激で著しい作業環境の変化に該当する異常な出来事に遭遇したと認め

られる。

出 来 事 の 異 常

性・突発性の程
度、予測の困難
性、事故や災害の

大きさ、被害・加
害の程度、緊張、
興奮、恐怖、驚が

く等の精神的負
荷の程度、作業強
度等の身体的負

荷の程度、気温の
上昇又は低下等
の作業環境の変

化の程度等を記
載すること。
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３ 就業条件等一般的事項

資料No.

職 歴 事業場名 期 間 職 種

（株）均等キッチン 平成27年 4月～ 年 月 案内係

年 月～ 年 月

年 月～ 年 月

所定労働時間、

所定休憩時間、

所定休日等

所定労働時間

所定始業時刻： 10時 00分 （１日） ７時間 00分

所定終業時刻： 20時 00分 （１週間）35時間 00分

所定休憩時刻： 14時 00分 ～ 17時 00分（休憩時間： ３時 00分）

所定休日：①週休１日制 ②週休２日制 ③カレンダー等により指定 ④その他

特記事項

労働時間制度：①通常の労働時間制度 ②変形労働時間制[1週間・１か月・１年]

③フレックスタイム制 ④事業場外労働に関するみなし労働時間制

⑤専門業務型裁量労働制[適法・不適法]

⑥企画業務型裁量労働制[適法・不適法]

⑦高度プロフェッショナル制度 ⑧管理監督者 ⑨その他

特記事項

勤務形態： ①日勤勤務 ②交替制（日勤・夜勤） ③隔日勤務 ④その他

特記事項

雇用形態：①正規職員・従業員 ②契約社員 ③派遣労働者

④パート・アルバイト ⑤その他

特記事項

その他特記事項：

発症前6か月
及び主要な

ものを記載
すること。

被災労働者
について記
載すること。
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被災労働者の
日 常 業 務

フレンチレストラン（フランス料理店レイバーハウス）の案内係とし

て勤務している。

業務内容は、予約のチェック、レセプションでの荷物の預かり、ウエ

イティングルームや席への案内を行っている。

事業場（所属
部署）内にお
ける被災労働
者 の 位 置 づ
け・相関図

○森有子 ○黒田清

４ 出現した症状に関する事項

資料No.

疾 患 名 脳内出血（脳出血）・くも膜下出血・脳梗塞・高血圧性脳症・心筋梗塞・

狭心症・心停止（心臓性突然死を含む。）・重篤な心不全・大動脈解離

症状の出現日 令和３年 １月 11日 午前・午後 ８時 00分（頃）

症状の出現時

の状況

勤務が終わる午後８時頃、背中全体に激痛を感じた。

前 駆 症 状 有〔頭痛・胸部痛・その他（ ） 〕 ・ 無

出現日： 年 月 日 午前・午後 時 分（頃）

具体的に
記載する
こと

相関関係とと
もに、聴取実

施者には○印
を付記するこ
と。

店長

料理長 調理スタッフ

フロアマネ

ージャー

フロアスタッフ

案内係
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５ 被災労働者の身体の状況等に関する事項

資料No.

健康診断

結果

定期健康診断等の実施 〔 有 ・無 〕

実施時期 異常所見 内 容

令和２年３月 有・無 高血圧

平成31年３月 有・無 高血圧

平成30年４月 有・無 高血圧

身長： 173 cm 体重： 65 kg

労働安全
衛生法第
66条の８
の面接指
導の実施
状況

面接指導の実施 〔 有 ・無 〕

実施時期 内 容

年 月

年 月

既 往 歴 既往歴〔 有・無 〕

疾患名 発症時期 治療期間 医療機関名

年 月 年 月～ 年 月

年 月 年 月～ 年 月

年 月 年 月～ 年 月

年 月 年 月～ 年 月

嗜 好 等 喫煙〔 有・無 〕 1日当たりの本数（ 20本） 喫煙歴（ 40年）

特記事項（ ）

飲酒〔 有・無 〕

１回当たりの飲酒量（ ） 程度（ 毎日 ・ 週 回 ）

特記事項（ ）

そ の 他

脳・心臓疾
患と関連の
深い疾患
名につい
て記載する
こと。
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６ 主治医・産業医・専門医の意見

資料No.

主治医の意見書

〔有・無〕

（概要）

令和○年○月○日付け大山記念病院主治医意見

１ 傷病名：急性大動脈解離

２ 心窩部痛で受診。令和３年１月11日に仕事で雪かきをした。同日

20時心窩部痛が出現し、帰宅後に救急要請。

３ CT画像及び症状の出現時期から診断した。

４ CT上、緊急手術を要する病態ではなく、降圧治療を行った。

５ 喫煙歴があり、動脈硬化があったことが予想され、労作による力学

的ダメージが動脈に加わり、大動脈解離に至ったと考える。

６ 喫煙歴は発症に関係していると考えられる。

診療記録等の収集（ 有 ・ 無 ）

産業医の意見書

〔有・無〕

（概要）

専門医（局医等）

の意見書

〔有・無〕

（概要）

○○労働局地方労災医員意見書

傷病名：急性大動脈解離

発症様式、検査所見より上記と診断される。

署の調査によると、勤務中５時間雪かきに従事し、相当な過重が存在

したと考えられ、業務と発症との因果関係があると判断することが妥当

である。
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様式１

血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び
虚血性心疾患等の業務起因性の判断のための調査復命書

整理番号

○○ 局 ○○ 署

署

長

副
署
長

課

長

給
調
官

係

長
係

復命年月日

令和○年○月○日

署長判決・指示事項 調 査 官

１．調査官意見のとおり決定する。（ 年 月 日）

２．下記事由により再調査を要する。
調査期間

自 令和○年 ○月 ○日

至 令和○年 ○月 ○日

受付年月日 令和○年 ○月 ○日

請 求 種 別
療養 休業 遺族 葬祭

障害 その他（ ）

事

業

場

名 称 勤労信用金庫 ○○支店 代表者名 理事長 樺山 弘紀

所在地
〒000－0000 ℡ 999（99）9999

○○県○○市

労働保険番号 99-9-99-999999-999

業 種

（日本標準産業分類）

中小企業等金融業

（Ｊ 63 631）
事業場の労働者数 12名

被

災

労

働

者

ふりがな

氏 名

やまがた ともこ

山縣 朋子 （男・女） 生年月日
昭和35年 12月５日

（ 死亡時59歳 ）

住 所
〒000－0000 ℡ 999（99）9999

○○県○○市

職 種

（日本標準職業分類）

会社管理職員

（A 03 031）
職 位 事務課長

雇入年月日 昭和55年４月１日

ふ り が な

請 求 人
やまがた ゆうぞう

山縣 有三 （続柄 夫 ）

病

状

請 求 時 の
疾 患 名 高血圧性右視床出血

発 症 時 期 令和２年10月 10日 午前・午後 10時 45分（頃）（発症時年齢 59歳）

現在の状況 生存・死亡（死亡年月日 令和２年 10月 10日 死亡時年齢 59歳）

請求人山縣有三は、「妻（被災労働者山縣朋子のこと）が脳出血を発症したのは普段運

動をしないのに、いきなりマラソンをさせられたことが原因だ。」と訴え、労災請求に及

んでいる。
請求人

の申述

事例12
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１ 総合判断

総合判断 〔調査官の意見〕

本件は、〔 業務上 ・ 業務外 〕と考える。

（ 理 由 ）

１ 本件の疾患名は、主治医の意見書のとおり「高血圧性右視床出血」と判断され、認

定基準の第２の１（1）の「脳内出血（脳出血）」と認められる。

発症日は、症状が出現した令和２年10月 10日と判断できる。

２ 下記２のとおり、発症当日に支店対抗の運動会のハーフマラソンに参加し、約10km

全力で走行したことが確認された。専門医は、「日常業務とは異なる業務に従事し、緊

張、ストレス、身体的過重状態があったものと推測する。走行ペースはあまり早くな

かったが、事前の練習や準備運動をせずに急遽全力で走ったこと、走行中給水するこ

とができなかったこと、業務でも日常生活でもほとんど運動をしていなかったことか

らすると急激に身体的に負荷がかかり血圧の上昇をもたらし、脳出血に至った可能性

は高く、業務に起因した発症と考える。」と意見している。

この出来事は、急激で著しい身体的負荷を強いられる事態に該当する「異常な出来

事」に遭遇したものと認められる。

３ 以上により、本件は、労働基準法施行規則別表第１の２の第８号に該当する疾病と

して取り扱うことが妥当である。
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２ 過重負荷に関する事項及び過重性の評価

（異常な出来事）

資料No.

異常な出来事と
の遭遇の有無

有 ・ 無

異常な出来事に
遭遇した日時

発症前日 ・ 発症当日 午前・午後 10時 45分（頃）

発 生 場 所 ○○市○○町３丁目20付近道路上

異常な出来事の
内容

ハーフマラソンに参加し、約 10km走行したところで急に膝から崩れ

落ちた。

被災労働者は応援スタッフとして参加の予定で、元々ハーフマラソ

ンに参加する予定はなかったが、支店の出場予定者が欠席となったた

め、当日になって急遽参加を指示された。被災労働者は日頃運動をほ

とんどしていないことから、事前の練習や準備運動なしで走ることと

なった。早いペースではなかったが、途中の給水ポイントでは集団の

真ん中にいたため、給水することができなかった。

マラソンコースの序盤３km付近に、なだらかな上り坂の箇所があり、

当日の気温は25度近くあった。

現認者氏名 青木 周（職名： 支店長 ）

業務の過重性の

評価

被災労働者の日常業務は事務仕事であるが、令和２年 10 月 10 日、急遽ハーフ

マラソンに参加することとなった。日ごろ運動をほとんどしない被災労働者が事

前の練習や準備運動もなく、途中に給水することもできずに約10km全力で走行し

た。

この出来事は、著しい身体的負荷を伴う走行を行った場合であって、被災労働

者は、急激で著しい身体的負荷を強いられる事態に該当する異常な出来事に遭遇

したものと認められる。

出 来 事 の 異 常
性・突発性の程
度、予測の困難

性、事故や災害の
大きさ、被害・加
害の程度、緊張、

興奮、恐怖、驚が
く等の精神的負
荷の程度、作業強

度等の身体的負
荷の程度、気温の
上昇又は低下等

の作業環境の変
化の程度等を記
載すること。
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３ 就業条件等一般的事項

資料No.

職 歴 事業場名 期 間 職 種

勤労信用金庫 昭和55年４月～令和２年10月 事務

年 月～ 年 月

年 月～ 年 月

所定労働時間、

所定休憩時間、

所定休日等

所定労働時間

所定始業時刻： ８時 30分 （１日） ７時間 30分

所定終業時刻： 17時 00分 （１週間）37時間 30分

所定休憩時刻： 12時 00分 ～ 13時 00分（休憩時間： １時00分）

所定休日：①週休１日制 ②週休２日制 ③カレンダー等により指定 ④その他

特記事項

労働時間制度：①通常の労働時間制度 ②変形労働時間制[1週間・１か月・１年]

③フレックスタイム制 ④事業場外労働に関するみなし労働時間制

⑤専門業務型裁量労働制[適法・不適法]

⑥企画業務型裁量労働制[適法・不適法]

⑦高度プロフェッショナル制度 ⑧管理監督者 ⑨その他

特記事項

勤務形態： ①日勤勤務 ②交替制（日勤・夜勤） ③隔日勤務 ④その他

特記事項

雇用形態：①正規職員・従業員 ②契約社員 ③派遣労働者

④パート・アルバイト ⑤その他

特記事項

その他特記事項：

発症前6か月

及び主要な
ものを記載
すること。

被災労働者
について記

載すること。
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被災労働者の
日 常 業 務

信用金庫の窓口業務を担当している。

・マラソン競技の業務遂行性について

毎年支店対抗の運動会を開催している。被災労働者は、当日ハーフマ

ラソンに急遽参加を指示された。運動会の日は労働日とされており、不

参加は欠勤の扱いとなる。

○○支店では、支店長が職員に全力で競技に取り組むように指示して

いた。

以上のことから、本件運動会のマラソン競技への参加は、業務遂行性

が認められると判断した。

事業場（所属
部署）内にお
ける被災労働
者 の 位 置 づ
け・相関図

○青木 周

○吉川 正 ○課長 山縣 朋子

○職員 陸奥 光

４ 出現した症状に関する事項

資料No.

疾 患 名 脳内出血（脳出血）・くも膜下出血・脳梗塞・高血圧性脳症・心筋梗塞・

狭心症・心停止（心臓性突然死を含む。）・重篤な心不全・大動脈解離

症状の出現日 令和２年 10月 10日 午前・午後 10時 45分（頃）

症状の出現時

の状況

マラソンを開始し、約10km走行したところで、膝から崩れて倒れた。

前 駆 症 状 有〔頭痛・胸部痛・その他（ ） 〕 ・ 無

出現日： 年 月 日 午前・午後 時 分（頃）

具体的に
記載する
こと

相関関係とと
もに、聴取実

施者には○印
を付記するこ
と。

支店長

営業 事務
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５ 被災労働者の身体の状況等に関する事項

資料No.

健康診断

結果

定期健康診断等の実施 〔 有 ・無 〕

実施時期 異常所見 内 容

令和２年７月 有・無 高血圧、脂質異常

令和元年７月 有・無 高血圧、脂質異常、尿潜血

平成30年７月 有・無 高血圧

身長： 158 cm 体重： 61 kg

労働安全
衛生法第
66条の８
の面接指
導の実施
状況

面接指導の実施 〔 有 ・無 〕

実施時期 内 容

年 月

年 月

既 往 歴 既往歴〔 有・無 〕

疾患名 発症時期 治療期間 医療機関名

年 月 年 月～ 年 月

年 月 年 月～ 年 月

年 月 年 月～ 年 月

年 月 年 月～ 年 月

嗜 好 等 喫煙〔 有・無 〕 1日当たりの本数（ 本） 喫煙歴（ 年）

特記事項（ ）

飲酒〔 有・無 〕

１回当たりの飲酒量（ ワイン500ｍｌ ） 程度（ 毎日 ・ 週 ４回 ）

特記事項（ ）

そ の 他 日常的に運動をする習慣はなかった。

脳・心臓疾
患と関連の
深い疾患
名につい
て記載する
こと。
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６ 主治医・産業医・専門医の意見

資料No.

主治医の意見書

〔有・無〕

（概要）

令和○年○月○日付け○○県立病院医師意見書

初診日：令和２年10月 10日

症 状：瞳孔3/5ｍｍ、運動性失語、左上下肢、左顔面麻痺

検査所見：頭部CT 右視床出血 第四脳室まで穿破 外傷なし

疾患名、診断根拠

高血圧性右視床出血 頭部CTによる

治療内容、症状経過

救急センターに搬送。点滴による脳圧の降下等を実施も徐々に呼吸抑

制となり、死亡確認。

基礎疾患

高血圧だったが、治療を行っていなかった。脳血管障害において高血

圧はハイリスクである。

診療記録等の収集（ 有 ・ 無 ）

産業医の意見書

〔有・無〕

（概要）

専門医（局医等）

の意見書

〔有・無〕

（概要）

○○労働局地方労災医員意見書

傷病名：高血圧性右視床出血

日常業務とは異なる業務に従事し、緊張、ストレス、身体的過重状態

があったものと推測する。

走行ペースはあまり早くなかったが、事前の練習や準備運動をせずに

急遽全力で走ったこと、走行中給水することができなかったこと、業務

でも日常生活でもほとんど運動をしていなかったことからすると急激

に身体的に負荷がかかり血圧の上昇をもたらし、脳出血に至った可能性

は高く、業務に起因した発症と考える。
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様式１

血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び
虚血性心疾患等の業務起因性の判断のための調査復命書

整理番号

○○ 局 ○○ 署

署

長

副
署
長

課

長

給
調
官

係

長
係

復命年月日

令和○年○月○日

署長判決・指示事項 調 査 官

１．調査官意見のとおり決定する。（ 年 月 日）

２．下記事由により再調査を要する。
調査期間

自 令和○年 ○月 ○日

至 令和○年 ○月 ○日

受付年月日 令和○年 ○月 ○日

請求種別
療養 休業 遺族 葬祭

障害 その他（ ）

事

業

場

名 称
元請事業場：厚労建設株式会社

所属事業場：株式会社統情型枠
代表者名 代表取締役 佐野 常夫

所在地
〒000－0000 ℡ 999（99）9999

○○県○○市

労働保険番号 99-9-99-999999-999

業 種

（日本標準産業分類）

大工工事業

（Ｄ 07 071）
事業場の労働者数 9名

被

災

労

働

者

ふりがな

氏 名

まつかた よしまさ

松方 義正 （男・女） 生年月日
昭和39年 ５月 23日

（ 57歳 ）

住 所
〒000－0000 ℡ 999（99）9999

○○県○○市

職 種

（日本標準職業分類）

型枠大工

（J 65 651）
職 位 作業員

雇入年月日 平成30年 ２月 10日

ふ り が な

請 求 人
まつかた よしまさ

松方 義正 （続柄 本人 ）

病

状

請求時の
疾 患 名 急性心筋梗塞

発症時期 令和２年８月５日 午前・午後 ３時 50分（頃） （発症時年齢 56歳）

現在の状況 生存・死亡（死亡年月日 年 月 日 死亡時年齢 歳）

松方義正（以下「請求人」という。）は、「現場で作業をしていた時に、急に胸が痛くな

り、吐き気が収まらなくなった。仕事中に心筋梗塞を発症したので、労災になると思った。」

と主張し、請求に至ったもの。

請求人

の申述

事例13
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１ 総合判断

総合判断 〔調査官の意見〕

本件は、〔 業務上 ・ 業務外 〕と考える。

（ 理 由 ）

１ 本件の疾患名は、主治医の意見書のとおり「急性心筋梗塞」と判断され、認定基準

の第２の２（1）の「心筋梗塞」と認められる。

発症日は、症状が出現した令和２年８月５日と判断できる。

２ 下記２のとおり、発症当日に晴天、平均気温30.7℃、最高気温35.9℃の炎天下で型

枠組み立て作業に従事したことが確認された。専門医は、「熱中症の併発は認められず、

発症当時の作業環境、症状からすると、発症に外的要因が関与した可能性が高く、業

務と発症には関係があると判断することが妥当である。」と意見している。

この出来事は、急激で著しい作業環境の変化に該当する「異常な出来事」に遭遇し

たものと認められる。

３ 以上により、本件は、労働基準法施行規則別表第１の２の第８号に該当する疾病と

して取り扱うことが妥当である。
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２ 過重負荷に関する事項及び過重性の評価

（異常な出来事）

資料No.

異常な出来事と
の遭遇の有無

有 ・ 無

異常な出来事に
遭遇した日時

発症前日 ・ 発症当日 午前・午後 ３時 50分（頃）

発 生 場 所 （仮称）○○町新築工事（○○県○○市○○町１－１）

異常な出来事の
内容

請求人は、マンション新築工事現場で型枠組立作業に従事した。

発症当日は、晴天、平均気温30.7℃、最高気温35.9℃で、朝８時か

ら発症時まで休憩時間（朝10時、15時から各15分、12時から１時間）

を除いて躯体最上階での作業のため、日陰がない暑熱な作業環境下で

の業務だった。

休憩時間に水分を取ったが、勤務中にはほとんど水分を取らず、水

分補給が十分ではなかった。

現認者氏名 品川 弥太郎（職位： 職長 ）

業務の過重性の

評価

発症当日は、作業開始時刻以降、常時気温が30℃以上であり、請求人は、日陰

のない炎天下で水分補給が十分ではない著しく暑熱な作業環境下で業務に従事し

たと認められる。

このことから請求人は、急激で著しい作業環境の変化に該当する異常な出来事

に遭遇したと認められる。

出 来 事 の 異 常
性・突発性の程

度、予測の困難
性、事故や災害の
大きさ、被害・加

害の程度、緊張、
興奮、恐怖、驚が
く等の精神的負

荷の程度、作業強
度等の身体的負
荷の程度、気温の

上昇又は低下等
の作業環境の変
化の程度等を記

載すること。
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３ 就業条件等一般的事項

資料No.

職 歴 事業場名 期 間 職 種

（株）統情型枠 平成30年２月～ 年 月 型枠大工

年 月～ 年 月

年 月～ 年 月

所定労働時間、

所定休憩時間、

所定休日等

所定労働時間

所定始業時刻： ８時 00分 （１日） ７時間 30分

所定終業時刻： 17時 00分 （１週間）45時間 00分

所定休憩時刻： 時 分 ～ 時 分（休憩時間： １時 30分）

所定休日：①週休１日制 ②週休２日制 ③カレンダー等により指定 ④その他

特記事項

労働時間制度：①通常の労働時間制度 ②変形労働時間制[1週間・１か月・１年]

③フレックスタイム制 ④事業場外労働に関するみなし労働時間制

⑤専門業務型裁量労働制[適法・不適法]

⑥企画業務型裁量労働制[適法・不適法]

⑦高度プロフェッショナル制度 ⑧管理監督者 ⑨その他

特記事項

勤務形態： ①日勤勤務 ②交替制（日勤・夜勤） ③隔日勤務 ④その他

特記事項

雇用形態：①正規職員・従業員 ②契約社員 ③派遣労働者

④パート・アルバイト ⑤その他

特記事項

その他特記事項：

発症前6か月

及び主要な
ものを記載
すること。

被災労働者
について記

載すること。
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被災労働者の
日 常 業 務

建設現場では職長の指示の下型枠組立作業に従事している。

事業場（所属
部署）内にお
ける被災労働
者 の 位 置 づ
け・相関図

（仮称）○○町新築工事

元請事業場：厚労建設株式会社

所長：大木 任

↓

１次下請事業場

↓

２次下請事業場：株式会社統情型枠

○職長：品川 弥太郎

↓

○請求人：松方 義正

４ 出現した症状に関する事項

資料No.

疾 患 名 脳内出血（脳出血）・くも膜下出血・脳梗塞・高血圧性脳症・心筋梗塞・

狭心症・心停止（心臓性突然死を含む。）・重篤な心不全・大動脈解離

症状の出現日 令和２年 ８月 ５日 午前・午後 ３時 50分（頃）

症状の出現時

の状況

作業中に急に胸が痛くなり、吐き気が収まらなくなったため、救急車

で搬送された。

前 駆 症 状 有〔頭痛・胸部痛・その他（ ） 〕 ・ 無

出現日： 年 月 日 午前・午後 時 分（頃）

具体的に
記載する
こと

相関関係とと
もに、聴取実

施者には○印
を付記するこ
と。
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５ 被災労働者の身体の状況等に関する事項

資料No.

健康診断

結果

定期健康診断等の実施 〔 有 ・無 〕

実施時期 異常所見 内 容

令和元年５月 有・無

令和２年５月 有・無

年 月 有・無

身長： 170 cm 体重： 65 kg

労働安全
衛生法第
66条の８
の面接指
導の実施
状況

面接指導の実施 〔 有 ・無 〕

実施時期 内 容

年 月

年 月

既 往 歴 既往歴〔 有・無 〕

疾患名 発症時期 治療期間 医療機関名

年 月 年 月～ 年 月

年 月 年 月～ 年 月

年 月 年 月～ 年 月

年 月 年 月～ 年 月

嗜 好 等 喫煙〔 有・無 〕 1日当たりの本数（ 本） 喫煙歴（ 年）

特記事項（ ）

飲酒〔 有・無 〕

１回当たりの飲酒量（ ） 程度（ 毎日 ・ 週 回 ）

特記事項（ ）

そ の 他

脳・心臓疾
患と関連の
深い疾患
名につい
て記載する
こと。
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６ 主治医・産業医・専門医の意見

資料No.

主治医の意見書

〔有・無〕

（概要）

令和○年○月○日付け○○市民病院主治医意見書

初診日：令和２年８月５日

８月５日の仕事中に胸痛を自覚し、当院に救急搬送されたことが受診

の端緒。

初診時も胸痛を自覚しており、心電図でST低下を認めた。

傷病名：急性心筋梗塞

心電図上のST低下、採血でのトロポニンT陽性、胸部症状から上記

と診断した。

入院後緊急冠動脈造影を施行。＃８ 90％の狭窄病変を認め、同部位

に冠動脈ステント留置術を施行。その後、心臓リハビリを施行し、経過

は良好であった。

熱中症を併発していたかは不明。軽度の脱水を認めるが心筋梗塞と熱

中症との関係性を評価することはできない。

診療記録等の収集（ 有 ・ 無 ）

産業医の意見書

〔有・無〕

（概要）

専門医（局医等）

の意見書

〔有・無〕

（概要）

令和○年○月○日付け○○県地方労災医員意見書

主治医は急性心筋梗塞と診断しており、検査所見、臨床経過から傷病

名は確定される。また、熱中症の併発は認められない。

署の調査による発症当時の作業環境、症状からすると、発症に外的要

因が関与した可能性が高く、業務と発症には関係があると判断すること

が妥当である。
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様式１

血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び
虚血性心疾患等の業務起因性の判断のための調査復命書

整理番号

○○ 局 ○○ 署

署

長

副
署
長

課

長

給
調
官

係

長
係

復命年月日

令和○年○月○日

署長判決・指示事項 調 査 官

１．調査官意見のとおり決定する。（ 年 月 日）

２．下記事由により再調査を要する。
調査期間

自 令和○年 ○月 ○日

至 令和○年 ○月 ○日

受付年月日 令和○年 ○月 ○日

請 求 種 別
療養 休業 遺族 葬祭

障害 その他（ ）

事

業

場

名 称
派遣元：認対派遣サービス株式会社

派遣先：株式会社監督建設工業
代表者名 代表取締役 松井 慶子

所在地
〒000－0000 ℡ 999（99）9999

○○県○○市

労働保険番号 99-9-99-999999-999

業 種

（日本標準産業分類）

労働者派遣業

（Ｒ 90 912）
事業場の労働者数 160名

被

災

労

働

者

ふりがな

氏 名

きようら しょうご

清浦 省吾 （男・女） 生年月日
昭和36年 ３月 19日

（ 60 歳）

住 所
〒000－0000 ℡ 999（99）9999

○○県○○市

職 種

（日本標準職業分類）

建築技術者

（B 09 091）
職 位 派遣社員

雇入年月日 令和元年５月1日

ふ り が な

請 求 人
きようら しょうご

清浦 省吾 （続柄 本人 ）

病

状

請 求 時 の
疾 患 名 急性心筋梗塞

発 症 時 期 令和２年 ９月 19日 午前・午後 ６時 00分（頃）（発症時年齢 59 歳）

現在の状況 生存・死亡（死亡年月日 年 月 日 死亡時年齢 歳）

派遣先の株式会社監督建設工業で市役所のバリアフリー化改修工事での施工管理を担

当していたが、長時間労働、暑熱環境、精神的に緊張がある業務に従事したため、心筋梗

塞を発症したと申述している。

請求人

の申述

事例14
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１ 総合判断

総合判断 〔調査官の意見〕

本件は、〔 業務上 ・ 業務外 〕と考える。

（ 理 由 ）

１ 本件の疾患名は、主治医の意見書のとおり「急性心筋梗塞」と判断され、入院して

いることから、認定基準の第２の２（1）の「心筋梗塞」と認められる。

発症日は、症状が出現した令和２年９月19日と判断できる。

２ 下記２のとおり、「長期間の過重業務」、「短期間の過重業務」、「異常な出来事」につ

いて検討するも、いずれにも該当しない。

労災協力医は、「長期間の業務をみても、時間外労働時間数の平均の最大は 51 時間

であり、労働時間以外の負荷要因も大きいとは判断されない。また、発症前１週間の

業務に過重性はなく、異常な出来事もないことから、特に過重な業務に就労したとは

判断しがたい。」と意見している。

３ 以上により、本件、業務と発症との因果関係は認められないため、労働基準法施行

規則別表第１の２の第８号に該当する疾病には該当しないと判断する。
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２ 過重負荷に関する事項及び過重性の評価

（長期間の過重業務）

資料No.

労

働

時

間

拘束時間 時間外労働時間数 発症前２か月ないし６か月におけ
る１か月当たりの平均時間外労働
時間発症前１か月 244時間 00分 30時間 00分

発症前２か月 243時間 30分 43時間 00分 ２か月平均 36時間 30分

発症前３か月 272時間 00分 80時間 00分 ３か月平均 51時間 00分

発症前４か月 223時間 30分 23時間 30分 ４か月平均 44時間 08分

発症前５か月 241時間 00分 40時間 15分 ５か月平均 43時間 21分

発症前６か月 256時間 45分 60時間 45分 ６か月平均 46時間 15分

総合評価期間に
おける労働時間
以外の負荷要因

（労働時間以外の負荷要因をすべてチェックすること）

勤務時間の不規則性

（ 拘束時間の長い勤務 休日のない連続勤務 勤務間インターバル

が短い勤務 不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務）

事業場外における移動を伴う業務

（ 出張の多い業務 その他事業場外における移動を伴う業務）

心理的負荷を伴う業務

身体的負荷を伴う業務

作業環境

（ 温度環境 騒音）

発症前６か月より

以前から継続する

業務の過重性

業

務

の

過

重

性

の

評

価

負荷要因の

評価

１ 時間外労働時間数

発症前１か月の時間外労働時間数は、発症前１か月は 30 時間 00 分、発症

前２か月ないし６か月における時間外労働時間数の最大は 51 時間 00 分であ

る。

２ 心理的負荷を伴う業務

令和２年５月29日の業務中に釘を踏み、右足裏に刺さり負傷した。勝田病

院で手当てを受けたが、歩行時に痛みが伴うため、２日間松葉杖を使用した。

これは、心理的負荷を伴う具体的出来事「（重度の）病気やケガをした」に

該当する。

３ 作業環境（温度環境）

請求人は、令和２年８月中旬頃、エアコンの効かない市役所内の廊下階段

下のはつり作業などを行った時には、暑熱な環境下だったと申述している。

請求人は、クーラーの効いた現場事務所と作業を行っている場所を行き来し

特 に 発 症
に 近 接 し

た 時 期 に
お け る 負
荷 要 因 は

適 切 に 評
価 す る こ
と。

有の場合は、業務

の過重性の内容
について記載し、
付加的要因として

評価すること。
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ていた。令和２年８月中旬頃の屋外の気温は 30℃前後の日が多かった。作業

員は、「夏なので確かに暑かったが、屋内の作業で、扇風機と冷水器を設置し、

常時水分や塩分を補給することができた。」と申述している。

総合評価 発症前６か月間における時間外労働時間数は、最大では51時間（３か月平均）

であり、業務と発症の関連性が強いと評価されるおおむね月80時間には至って

いない。

労働時間以外には以下の負荷要因が認められる。

１ 令和２年５月29日の業務中に釘を踏み、右足裏を負傷したが、ケガの程度

は軽かった。

２ 令和２年８月中旬頃に、市役所内のエアコンが効かない箇所の工事を行っ

ており、請求人はクーラーの効いた現場事務所と施行箇所を行き来していた。

夏場で確かに暑かったが、施行箇所では扇風機と冷水器の設置、こまめな水

分補給等の対策が取られていた。

以上のことから、労働時間は認定基準において業務と発症との関連性が強い

と認められる水準には至らず、また、これに近い時間外労働も認められない。

さらに、労働時間以外の負荷要因を検討しても、労働時間以外の負荷要因が大

きいものではないことから、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就

労したとは認められない。

＊参考 業務の過重性の評価「総合評価」の記載例

例１ 労働時間：最大で50時間（４か月平均）

労働時間以外の負荷要因：勤務時間の不規則性（拘束時間の長い勤務、勤務間インターバル

が短い勤務、不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務）

１ 発症前６か月のうち1か月は月の拘束時間数が300時間を超えるような拘束時間の長い

勤務に従事している。

２ 発症前６か月のうち、勤務間インターバルが11時間未満となる日が30回ある。そのほ

とんどは、インターバルが10時間から11時間未満であるが、インターバルが最も短い場

合では９時間未満となっている。

３ 常態として深夜勤務に従事している。

以上のことから、労働時間は認定基準において業務と発症との関連性が強いと認められる

水準には至らず、また、これに近い時間外労働も認められない。労働時間以外の負荷要因に

ついて、一定の負荷が認められるが、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合的に考慮し

ても著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したとは認められない。

例２ 労働時間：最大で65時間（３か月平均）

労働時間以外の負荷要因：勤務時間の不規則性（休日のない連続勤務）

発症前３か月に14日連続勤務を行っており、これは勤務時間の不規則性のうち、「休日のな

い連続勤務」に該当するが、発症に近接しておらず、また、連続勤務後週２日の休日が確保さ

れている。

以上のことから、労働時間は認定基準において業務と発症との関連性が強いと認められる水

準には至らず、当該労働時間と労働時間以外の負荷要因を考慮しても、著しい疲労の蓄積をも

たらす特に過重な業務に就労したとは認められない。
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（短期間の過重業務）

資料No.

労働時間 別添労働時間集計表のとおり

評価期間
発症前1週間以内

（起点とした日：令和２年９月18日）

発症前１か月未満

（ 年 月 日 ～ 年 月 日）

上記の評価期間に
おける労働時間以
外の負荷要因

（労働時間以外の負荷要因をすべてチェックすること。）

勤務時間の不規則性

（ 拘束時間の長い勤務 休日のない連続勤務 勤務間インターバル

が短い勤務 不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務）

事業場外における移動を伴う業務

（ 出張の多い業務 その他事業場外における移動を伴う業務）

心理的負荷を伴う業務

身体的負荷を伴う業務

作業環境

（ 温度環境 騒音）

業

務

の

過

重

性

の

評

価

負荷要因の

評価

１ 労働時間数

発症前１週間の労働時間は、42時間30分である。

２ 心理的負荷を伴う業務

請求人は、令和２年９月 18 日に市長室での作業があったため、極度の緊

張があったと申述している。

作業は請求人と作業員でキャビネットを運び入れる作業で、作業時間は約

10 分程度、作業中室内に市長は不在だった。作業員は、「多少気を遣う作業

ではあったが、搬入は容易で強く緊張するような作業ではなかった。」と申

述している。

３ 身体的負荷を伴う業務

請求人は、令和２年９月 18 日に約 50ｋｇの戸棚を６台、自動販売機２台

を運び、身体的負荷が大きかったと申述している。

３人で作業を行い、台車、電動ハンドパレットを用いて移動させた。運搬

物を台車に移す際に、３人で戸棚や自動販売機を持ち上げる際に身体的負荷

がかかったが、作業員によると、「確かに重量物の取扱いになるが、現場作

業では日常的に行うことである。３人で持ち上げるので、１人１人の負担は

大きくない。電動パレットで運ぶ時には重さを感じなかった。」と申述して

いる。

原則として、発症前

１週間以内での評
価となるが、1週間
より前に過重業務

が認められる場合
はその期間を評価
期間とすること。
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総 合 評 価 発症前１週間の労働時間は、42時間30分である。

労働時間以外では、発症前日に市長室での作業があり、請求人は極度の緊張

があったと申述しているが、認定基準別表に掲げられているような日常的に心

理的負荷を伴う業務、心理的負荷を伴う具体的出来事に当てはまる項目はな

く、また、一緒に作業を行った作業員が容易な作業であった旨申述しているこ

とからも、当該出来事自体心理的負荷が強い出来事には該当しない。また、発

症前日に重量物の運搬を行っており、身体的負荷を伴う業務に従事している

が、作業は３名で行っており、一人一人の負荷はそれほど大きいものではない

ことから、日常業務と質的に異なるものではなく、負荷は著しいものではない。

以上のことから、発症に近接したおおむね１週間で特に過重な業務に就労し

たとは認められない。
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（異常な出来事）

資料No.

異常な出来事と
の遭遇の有無

有 ・ 無

異常な出来事に
遭遇した日時

発症前日 ・ 発症当日 午前・午後 時 分（頃）

発 生 場 所

異常な出来事の
内容

請求人は、令和２年９月 18 日の業務中に、「市長室での作業があっ

たため、極度の緊張があった。」、「約50ｋｇの戸棚を６台、自動販売機

２台を運び、身体的負荷が大きかった。」と申述している。

作業態様は、短期間の過重業務に記載したとおりであり、心理的負

荷が強い出来事ではなく、また、身体的負荷が著しいものでもない。

現認者氏名 宇垣 一世 （職名： 作業員 ）

業務の過重性の

評価

極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす事態や急

激で著しい身体的負荷を強いられる事態に該当するような異常な出来事には該当

しない。

出 来 事 の 異 常
性・突発性の程
度、予測の困難

性、事故や災害の
大きさ、被害・加
害の程度、緊張、

興奮、恐怖、驚が
く等の精神的負
荷の程度、作業強

度等の身体的負
荷の程度、気温の
上昇又は低下等

の作業環境の変
化の程度等を記
載すること。
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３ 就業条件等一般的事項

資料No.

職 歴 事業場名 期 間 職 種

認対派遣サービス（株） 令和元年５月～ 年 月 施工管理（派遣）

年 月～ 年 月

年 月～ 年 月

所定労働時間、

所定休憩時間、

所定休日等

所定労働時間 （６月以前）

所定始業時刻： ８時 00分 （１日） ７時間 00分 （８時間 00分）

所定終業時刻： 17時 00分 （１週間）35時間 00分 （40時間 00分）

所定休憩時刻：12時～13時、10時～10時 30分、15時～15時 30分

（休憩時間： ２時 00分 ５月31日までは１時間）

所定休日：①週休１日制 ②週休２日制 ③カレンダー等により指定 ④その他

特記事項

労働時間制度：①通常の労働時間制度 ②変形労働時間制[1週間・１か月・１年]

③フレックスタイム制 ④事業場外労働に関するみなし労働時間制

⑤専門業務型裁量労働制[適法・不適法]

⑥企画業務型裁量労働制[適法・不適法]

⑦高度プロフェッショナル制度 ⑧管理監督者 ⑨その他

特記事項

勤務形態： ①日勤勤務 ②交替制（日勤・夜勤） ③隔日勤務 ④その他

特記事項

雇用形態：①正規職員・従業員 ②契約社員 ③派遣労働者

④パート・アルバイト ⑤その他

特記事項

その他特記事項：

発症前6か月
及び主要な

ものを記載
すること。

被災労働者
について記
載すること。
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被災労働者の
日 常 業 務

株式会社監督建設工業に派遣され、施工管理者として○○市役所のバ

リアフリー化改修工事を担当していた。

業務内容は、工程管理、安全管理、資材・人材の手配、現場での立ち

会い、発注者や協力会社との打ち合わせ等である。

事業場（所属
部署）内にお
ける被災労働
者 の 位 置 づ
け・相関図

派遣先：株式会社監督建設工業

現 場：○○市役所のバリアフリー化改修工事

○現場監督 前田 定利

○ 管理 清浦 省吾

○ 作業員 宇垣 一世

４ 出現した症状に関する事項

資料No.

疾 患 名 脳内出血（脳出血）・くも膜下出血・脳梗塞・高血圧性脳症・心筋梗塞・

狭心症・心停止（心臓性突然死を含む。）・重篤な心不全・大動脈解離

症状の出現日 令和２年 ９月 19日 午前・午後 ６時 00分（頃）

症状の出現時

の状況

仕事へ行くために起床したところ息苦しさを感じ、症状が強くなった

ことから、救急車を呼び勝田病院に搬送されたところ、急性心筋梗塞と

診断され、即日入院となった。

前 駆 症 状 有〔頭痛・胸部痛・その他（ ） 〕 ・ 無

出現日： 年 月 日 午前・午後 時 分（頃）

具体的に
記載する
こと

相関関係とと
もに、聴取実

施者には○印
を付記するこ
と。
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５ 被災労働者の身体の状況等に関する事項

資料No.

健康診断

結果

定期健康診断等の実施 〔 有 ・無 〕

実施時期 異常所見 内 容

令和２年５月 有・無 糖尿病疑い、肝機能異常、尿蛋白

令和元年５月 有・無 糖尿病疑い、肝機能異常

年 月 有・無

身長： 168cm 体重： 69kg

労働安全
衛生法第
66条の８
の面接指
導の実施
状況

面接指導の実施 〔 有 ・無 〕

実施時期 内 容

年 月

年 月

既 往 歴 既往歴〔 有・無 〕

疾患名 発症時期 治療期間 医療機関名

年 月 年 月～ 年 月

年 月 年 月～ 年 月

年 月 年 月～ 年 月

年 月 年 月～ 年 月

嗜 好 等 喫煙〔 有・無 〕 1日当たりの本数（ 本） 喫煙歴（ 年）

特記事項（ ）

飲酒〔 有・無 〕

１回当たりの飲酒量（ ） 程度（ 毎日 ・ 週 回 ）

特記事項（ ）

そ の 他

脳・心臓疾
患と関連の
深い疾患
名につい
て記載する
こと。
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６ 主治医・産業医・専門医の意見

資料No.

主治医の意見書

〔有・無〕

（概要）

令和○年○月○日付け勝田病院医師意見書

胸の絞扼感と呼吸苦が主訴。即日入院。

急性心筋梗塞と診断。

採血、心電図、レントゲン、心エコー検査から。

カテーテル検査準備中に酸素低下あり挿管し経食道エコー検査施行。

冠動脈造影検査を行う。ステント留置術適応なく、検査のみで終了。

心臓リハビリ含め、保存的治療で改善し、令和２年10月２日に退院。

以後、外来通院にて引き続きリハビリ治療中。

診療記録等の収集（ 有 ・ 無 ）

産業医の意見書

〔有・無〕

（概要）

専門医（局医等）

の意見書

〔有・無〕

（概要）

○○労働局労災協力医

主治医は急性心筋梗塞と診断しており、検査所見、臨床経過から傷病

名は主治医判断のとおりと考える。

署の調査によると、長期間の業務をみても、時間外労働時間数の平均

の最大は51時間であり、労働時間以外の負荷要因も大きいとは判断さ

れない。また、発症前１週間の業務に過重性はなく、異常な出来事もな

いことから、特に過重な業務に就労したとは判断しがたい。

-243-



７ 労働時間を認定した根拠

資料No.

（労働時間の認定資料）

タイムカード 出勤簿・業務日報等 施錠記録・警備記録等

本人の申告 管理者による確認 上司・同僚からの聴取

その他（ ）

（労働時間の認定方法）

労働時間はタイムカードにより把握していた。

令和２年６月からは、○○市役所のバリアフリー化改修工事に従事していた。

所定始業時刻は８時であるが、８時から現場で朝礼を開始するために30分前には出

勤し、朝礼前に現場所長との打ち合わせ等を開始していたことが確認されており、タ

イムカードの打刻も７時30分より前の時刻となっておることから、○○市役所のバリ

アフリー化改修工事の従事していた時期の始業時刻は、７時30分と評価する。

また、現場では昼の休憩以外にも、10時と15時に30分の休憩があったことから、

○○市役所のバリアフリー化改修工事の従事していた時期の休憩は２時間と評価し

た。
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8月20日 ～ 9月18日 )

9 / 18 ( 金 ) 7:30 ～ 18:00 10:30 8:30 ①

9 / 17 ( 木 ) 7:30 ～ 18:30 11:00 9:00 13:00

9 / 16 ( 水 ) 7:30 ～ 18:30 11:00 9:00 13:00

9 / 15 ( 火 ) 7:30 ～ 17:00 9:30 7:30 14:30

9 / 14 ( 月 ) 0:00 休日 0:00

9 / 13 ( 日 ) 7:30 ～ 18:00 10:30 8:30

9 / 12 ( 土 ) 0:00 休日 0:00

9 / 11 ( 金 ) 7:30 ～ 18:30 11:00 9:00 ②

9 / 10 ( 木 ) 7:30 ～ 18:30 11:00 9:00 13:00

9 / 9 ( 水 ) 7:30 ～ 18:00 10:30 8:30 13:30

9 / 8 ( 火 ) 7:30 ～ 18:00 10:30 8:30 13:30

9 / 7 ( 月 ) 0:00 休日 0:00

9 / 6 ( 日 ) 0:00 休日 0:00

9 / 5 ( 土 ) 7:30 ～ 18:00 10:30 8:30

9 / 4 ( 金 ) 7:30 ～ 18:00 10:30 8:30 13:30 ③

9 / 3 ( 木 ) 7:30 ～ 18:00 10:30 8:30 13:30

9 / 2 ( 水 ) 7:30 ～ 18:30 11:00 9:00 13:00

9 / 1 ( 火 ) 7:30 ～ 19:00 11:30 9:30 12:30

8 / 31 ( 月 ) 7:30 ～ 18:00 10:30 8:30 13:30

8 / 30 ( 日 ) 0:00 休日 0:00

8 / 29 ( 土 ) 0:00 休日 0:00

8 / 28 ( 金 ) 7:30 ～ 18:00 10:30 8:30 ④

8 / 27 ( 木 ) 7:30 ～ 18:00 10:30 8:30 13:30

8 / 26 ( 水 ) 7:30 ～ 18:00 10:30 8:30 13:30

8 / 25 ( 火 ) 7:30 ～ 18:00 10:30 8:30 13:30

8 / 24 ( 月 ) 7:30 ～ 18:00 10:30 8:30 13:30

8 / 23 ( 日 ) 0:00 休日 0:00

8 / 22 ( 土 ) 7:30 ～ 18:00 10:30 8:30

8 / 21 ( 金 ) 7:30 ～ 18:00 10:30 8:30 13:30 ⑤ ⑩=⑤-X（ 8 ）

8 / 20 ( 木 ) 7:30 ～ 18:00 10:30 8:30 13:30 17:00

①～⑤

244:00 198:00

（発症２か月目以前は省略）

(発症前（１）か月目）

労 働 時 間
（始業～終業）

43:30 3:30

9:00

⑥～⑩

30:00

⑧ = ③ - 40

44:00

備 考
１ 日 の

拘束時間数
１ 日 の
労働時間数

総労働
時間数

時間外
労働時間数

労働時間集計表（

勤務間の
インターバル

4:00

⑨ = ④ - 40

⑥ = ① - 40

42:30

51:00 11:00

2:30

⑦ = ② - 40
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第５部 質疑応答集 
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質疑応答集（目次） 

 

 

(対象疾病) 

問１ 対象疾病以外の体循環系の各動脈の閉塞又は解離については、認定基

準の考え方により業務起因性の判断ができる場合があるとしているが、

取りまとめの際に様式１を使用して差し支えないか。 

問２ 「重篤な心不全」とは、入院による治療を必要とする急性心不全を念

頭に対象が限定されたとされているが、入院治療をする前に死亡した場

合は該当しないのか。 

問３ 先天性心疾患等の取扱いについて変更したのか。 

 

(長期間の過重業務) 

問４ 発症前６か月より前の一定期間に過重な業務に就労したとして労災請

求があった場合は、どのように取り扱うのか。なお、発症前おおむね６

か月間には特に過重な業務はなかった。 

問５ 業務の過重性を評価する単位である１か月間を 30 日としている理由

は何か。 

 

(労働時間) 

問６ 発症日を起点として時間外労働時間を算定するとしているが、発症時

刻によっては当日の労働時間が極めて短いことがあり、不公平ではない

か。 

問７ 業務の過重性の評価は日常業務に比較して判断することとされ、日常

業務とは、所定労働時間内の所定業務内容とされているが、長期間の場

合の労働時間の評価において、所定労働時間を超えて労働した時間数で

はなく、１週間当たり 40 時間を超えて労働した時間数としているのは何

故か。 

問８ １週間当たり 40 時間を超えて労働した時間数を時間外労働時間とし

て過重性を評価するとしているが、労働基準法上の割増賃金の対象とな

る時間とは異なるのか。 

問９ １勤務が２暦日にわたる勤務の１日の労働時間の計算はどのように行

うのか。 
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問10 業務の過重性の評価に当たって、通勤時間はどのように取り扱うのか。 

問11 業務の過重性の評価に当たって、睡眠時間を調査する必要があるのか。 

 

(労働時間以外の負荷要因) 

問 12 「拘束時間の長い勤務」の拘束時間が長いとは、どの程度を指すのか。 

問 13 「休日のない（少ない）連続勤務」は、連続勤務が何日以上の場合に 

評価するのか。 

問 14 時間外労働時間の長さに比例し、深夜勤務の回数や勤務間インターバ 

ルが短い勤務の回数が多くなると想定されるが、労働時間の評価とこれ

らの労働時間以外の負荷要因の評価は二重評価とならないか。 

問 15 出張による疲労の回復状況はどのように評価するのか。 

問16 身体的負荷を伴う業務を評価する上で、何を指標として判断すべきか。 

問 17 長期間の過重業務で時間外労働時間数が１～６か月間平均で 45 時間 

以下は業務と発症と関連は弱いとされていることから、この場合は労働

時間以外の負荷要因の評価・分析をしなくても良いか。 

問 18 労働時間以外の負荷要因の中の精神的負荷を伴う出来事として、精神 

障害の認定基準の心理的負荷評価表が用いられているが、評価する上で

精神障害の認定と同様にその出来事の心理的負荷の強度を「弱」、「中」、

「強」に分けて評価する必要があるか。また、「弱」、「中」、「強」の評価

の必要がない場合は、どのように評価すべきか。 

 

(短期間の過重業務) 

問 19 短期間の過重業務として、労働時間のみで業務と発症との関連性が強

いと評価できる場合についても、労働時間以外の負荷要因を評価しなけ

ればならないのか。 

問 20 隔日の 24 時間勤務の者が勤務終了直後に発症した場合は、認定基準

第４の３（3）の例示「発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労

働が認められる場合」に該当するものと考えてよいか。 

 

(異常な出来事) 

問 21 発症前日より前に異常な出来事に遭遇している場合は、 どのように 

取り扱うのか。 
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問 22 異常な出来事について、「当該出来事によって急激な血圧変動や血管

収縮等を引き起こすことが医学的にみて妥当と認められる出来事であ

り、」とあるが、異常な出来事の定義を変えたのか。 

問 23 第４の４（3）①の例示で、重大な人身事故や重大事故に直接関与した

とはどのようなものを指すのか。 

問 24 第４の４（3）②の例示で、著しい身体的、精神的負荷のかかる救助活

動や事故処理に携わったとはどのようなものを指すのか。 

問 25 第４の４（3）③の例示で、生命の危険を感じさせるような事故や対人

トラブルを体験したとはどのようなものを指すのか。 

問 26 第４の４（3）④の例示で、著しい身体的負荷を伴う消火作業、人力で

の除雪作業、身体訓練、走行等とは具体的にどのようなものを指すのか。 

問 27 第４の４（3）⑤の例示で、著しい暑熱と寒冷とは具体的に何度を指す

のか。また、温度差のある場所への頻回な出入りとは具体的にどのよう

なものか。 

問 28 第４の４（3）①～⑤の例示に関し、例示に該当する場合にはすべて業

務と発症との関連性が強いと評価されるのか。 

 

(その他) 

問 29 調査様式として、様式２「申立書」、様式３「使用者報告書」について

は、事案によっては記入不要となる箇所や質問項目が必要とする情報に

適さない場合もあると思われるが、必ずこの様式を使用して提出を求め

るのか。 

問 30 特別加入者の場合の労働時間はどこまでを評価の対象とするのか。 

問 31 肺塞栓症は認定基準の対象疾病ではないが、業務起因性を判断する上

で、どの診療科の労災専門医に意見依頼することが妥当か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

-251-



質疑応答集 

 

 

(対象疾病) 

問１ 対象疾病以外の体循環系の各動脈の閉塞又は解離については、認定基準

の考え方により業務起因性の判断ができる場合があるとしているが、取り

まとめの際に様式１を使用して差し支えないか。 

(答) 

 対象疾病以外の体循環系の各動脈の閉塞又は解離については、発症原因が

様々であり、常に認定基準の考え方により判断できるものではないため、様

式 1をそのまま使用することは適当でない。 

 

問２ 「重篤な心不全」とは、入院による治療を必要とする急性心不全を念頭

に対象が限定されたとされているが、入院治療をする前に死亡した場合は

該当しないのか。 

(答) 

 「入院による治療を必要とする急性心不全」は、あくまでも基礎疾患が自

然経過を超えて著しく増悪したものと判断するための指標に過ぎず、急性心

不全により入院前に死に至った場合は「重篤な心不全」に該当する。 

 

問３ 先天性心疾患等の取扱いについて変更したのか。 

(答) 

旧認定基準（平成 13 年 12 月 12 日付け基発第 1063 号）では、先天性心疾

患等に関する考え方は明記されていないが、平成７年認定基準（平成７年２

月１日付け基発第 38 号）から先天性心疾患等の取扱いに変更はなく、今回の

改正に伴い改めて認定基準の第５の１に器質的心疾患として明記したもので

ある。 
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(長期間の過重業務) 

問４ 発症前６か月より前の一定期間に過重な業務に就労したとして労災請

求があった場合は、どのように取り扱うのか。なお、発症前おおむね６か

月間には特に過重な業務はなかった。 

(答) 

「長期間の過重業務」を認定要件としているのは、業務による疲労の蓄積

によって、血管病変等がその自然経過を超えて著しく増悪して、脳・心臓疾

患の 発症につながることがあるとの医学的知見によるものである。 

しかしながら、過去の一時期に疲労の蓄積を生じさせるような業務を行っ

ていたとしても、そのときの業務による血管病変等の増悪の程度を窺い知る

ことは不可能であり、また、疲労は蓄積した状態のまま継続するものではな

く、長時間労働等の負荷要因が消退した場合には回復するとされていること

から、発症時において疲労の蓄積が認められるものについて、血管病変等が

その自然経過を超えて著しく増悪して発症したと判断しているものである。 

したがって、発症前６か月より前の一定期間において、特に過重な業務に

就労していたと認められる場合であっても、その後において疲労が回復して

いる状況がみられる場合には、発症前６か月より前の業務が相対的に有力な

原因となって発症したとみることはできない。 

 

問５ 業務の過重性を評価する単位である１か月間を 30 日としている理由は

何か。 

(答)   

検討会において算出した労働時間の評価の目安となる時間外労働時間数は、

１日８時間１週 40 時間という週休２日制をベースとした働き方を１か月間

継続した姿をもとにしているが、この１か月間というのは、１年間における 

１か月当たりの平均日数(365÷12＝30.4 日)であることから、労働時間の過

重性を評価する単位である１か月間についても、30 日としたものである。 

一方、歴月により労働時間を算出することとすると、１か月間の日数が異

なるため、業務負荷という観点からみると月によって差が生じること、目安

となる時間外労働時間数も１か月間の日数に応じて算出したものとする必要

が生じることとなり、認定実務上、合理的とはいえないものである。 
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(労働時間) 

問６ 発症日を起点として時間外労働時間を算定するとしているが、発症時刻

によっては当日の労働時間が極めて短いことがあり、不公平ではないか。 

(答) 

時間外労働時間の算定については、基本的には、発症日を起点とするもの

であるが、発症日の労働時間が短時間であるような場合には、発症日の前日

を起点として差し支えない。 

 

問７ 業務の過重性の評価は日常業務に比較して判断することとされ、日常業

務とは、所定労働時間内の所定業務内容とされているが、長期間の場合の

労働時間の評価において、所定労働時間を超えて労働した時間数ではな

く、１週間当たり 40 時間を超えて労働した時間数としているのは何故か。 

(答) 

専門検討会において算出した、長期間の過重業務に係る労働時間の評価の

目安となる時間外労働時間数は、１日８時間１週 40 時間という週休２日制を

ベースとした働き方を１か月間継続した姿をもとにしていることから、評価

対象とする時間外労働時間数についても、１週間当たり 40 時間を超えて労働

した時間数としたものである。なお、ここでいう時間外労働時間数は休日労

働時間数も含む。 

一方、所定労働時間を超えて労働した時間数を評価対象とすると、目安と

なる時間外労働時間数も個々の事案に応じて算出したものとする必要が生じ

ることから、認定実務上、合理的とはいえないものである。 

 

問８ １週間当たり 40 時間を超えて労働した時間数を時間外労働時間として

過重性を評価するとしているが、労働基準法上の割増賃金の対象となる時

間とは異なるのか。 

(答)   

基本的には労災認定における労働時間は労働基準法第 32 条で定める労働

時間と同義であるが、脳・心臓疾患の労災認定において算出する時間外労働

時間と労働基準法上の割増賃金の対象となる時間数とは一致しない。 

その理由は、労災認定では、①１か月間を 30 日間としていること、②発症

日を起点として遡る方向に１週間単位で評価していくこと、③休日を特定し

ないこと、としているためである。  
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このほか、算出方法についても相違がある。 

例えば、下図のような労働時間の場合(変形労働時間制を採用していないも

のとする。)、労働基準法上の割増賃金の対象となる時間数は 16 時間(４時間

×４日)であるが、脳・心臓疾患の労災認定では、１週間当たり 40 時間を超

えて労働した時間数を時間外労働時間としていることから、当該時間数は８

時間(12 時間×４日－40 時間)となる。 

 

12 時間 

8 時間 

 

 

 

月  火  水  木  金  土  日 

 

問９ １勤務が２暦日にわたる勤務の１日の労働時間の計算はどのように行

うのか。 

(答) 

１日における労働時間の計算は、原則として、午前０時から午後 12 時まで

の「暦日」によることとするが、時間外労働が午前０時を超えて継続してい

る場合や、勤務形態が隔日勤務、深夜勤務、交替制勤務等で１勤務が２暦日

にわたる勤務は、始業時刻の属する日の労働として取り扱うこととする。 

 

問 10 業務の過重性の評価に当たって、通勤時間はどのように取り扱うのか。 

(答)  

通勤は労働力を提供するために必要な行為であるが、業務ではないことか

ら、通勤時間を業務の過重性の評価対象とすることはできない。 

なお、業務と発症との関連性を示した時間外労働時間の目安は、平均的な

労働者の生活時間を基準に算出しているが、通勤時間は、生活に必要な時間

として考慮されている。 
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問 11 業務の過重性の評価に当たって、睡眠時間を調査する必要があるのか。 

(答) 

 認定基準で示された労働時間の評価の目安となる時間外労働時間数は、疲

労の回復を阻害すると考えられる睡眠時間をもとに算定されたものである。 

すなわち、長時間労働が要因となって睡眠時間が短くなり、その結果、疲

労が蓄積されるという観点から導き出されたものであり、個人的事情で睡眠

時間が変化することは想定していない。 

したがって、労災請求事案の処理に当たっては、睡眠時間の調査は要しな

い。 
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(労働時間以外の負荷要因) 

問 12 「拘束時間の長い勤務」の拘束時間が長いとは、どの程度を指すのか。 

(答) 

拘束時間の長さについては、脳・心臓疾患の発症との関連において医学的

に明らかとされていないことから、その具体的な数値を示すことはできない。 

しかしながら、睡眠時間から導き出された脳・心臟疾患の発症との関連性

が強いとされる時間外労働時間をもとに計算すると、１日６時間程度の睡眠

が確保できない状態が１か月継続していた場合、すなわち、時間外労働時間

が１か月 80 時間の場合の拘束時間は１か月おおむね 275 時間となることか

ら、当該負荷要因を総合的に考慮する上でこれが一つの目安となるものと考

えられる（ここでは、拘束時間中に睡眠を取ることができない勤務を想定し

ている。）。   

なお、拘束時間の長い勤務の過重性は、拘束時間数以外にも実労働時間数、

労働密度、休憩・仮眠時間数及び回数、休憩・仮眠施設の状況、業務内容等の

観点から検討、評価されるものであって、拘束時間数の長さのみをもって判

断されるものではない。 

 

問 13 「休日のない（少ない）連続勤務」は、連続勤務が何日以上の場合に評

価するのか。 

(答) 

 所定休日に休みが取れず、連続勤務が７日を超える場合には負荷要因とし

て評価する（総合的な考慮の対象とする）こととなる。 

なお、負荷の評価に当たっては、休日のない連続勤務が長く続くほど業務

と発症との関連性をより強める一方、休日が十分確保されている場合には、

疲労は回復ないし回復傾向を示すものであることに留意すること。また、休

日がない連続勤務の過重性は、連続労働日数以外にも連続労働日と発症との

近接性、休日の数、実労働時間数、労働密度、業務内容等の観点から検討、評

価されるものであって、連続労働日数のみをもって判断されるものではない。 

 

問 14 時間外労働時間の長さに比例し、深夜勤務の回数や勤務間インターバ

ルが短い勤務の回数が多くなると想定されるが、労働時間の評価とこれら

の労働時間以外の負荷要因の評価は二重評価とならないか。 
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(答) 

深夜勤務は夜間における睡眠時間の確保の観点による負荷の考え方であり、

勤務間インターバルが短い勤務はまとまった睡眠時間の確保の観点による負

荷の考え方であって、負荷として考える視点が異なる。時間外労働時間数が

ほぼ同じであっても、深夜勤務や勤務間インターバルの状況は事案によって

異なり得るため、基本的には二重評価とはならず、それぞれの負荷要因につ

いて、十分に検討を行う必要がある。 

例えば、課長内かん別紙２の事例１においては、労働時間と、深夜勤務等

を総合的に考慮して、全体として業務と発症との関連性が強いと判断された

ものであるし、本実務要領の事例集における事例２～４は、労働時間、深夜

勤務、勤務間インターバルの短い勤務等を総合的に考慮して、全体として業

務と発症との関連性が強いと判断されたものである。 

一方で、例えば、時間外労働も含めた始業・終業時刻及び休憩時間が毎日

ほぼ一定で、時間外労働の結果として勤務間インターバルがおおむね 11 時間

前後となる（11 時間未満の日もある）といった事案では、勤務間インターバ

ルが短い勤務の負荷要因も総合的に考慮する必要があるが、このような場合、

一般的には、労働時間の長さに基づく評価に加えて、当該負荷要因だけで過

重性をより大きく評価することは難しいと考えられる。 

 

問 15 出張による疲労の回復状況はどのように評価するのか。 

(答) 

 出張中の疲労の蓄積状況とあわせて、出張中の疲労が出張後において回復

ができる状態であったか（出張後の休日や労働日の状況等）を把握し、評価

する。 

出張後に休日が十分に確保され、出張後には日常業務に復帰し労働時間も

短い、といった場合には、疲労は回復ないし回復傾向を示すと考えられる。

一方、出張後に休日が確保されていない、労働時間が長い、連続して出張が

実施されている等の場合には、出張中に蓄積した疲労を出張後に十分回復で

きる状況にないものと考えられる。 

なお、出張中の疲労の蓄積状況を検討するに当たっては、出張中の睡眠を

含む休憩・休息時間など自由に行動できる状況を把握する必要がある。これ
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らが十分に確保されていたとしても疲労の蓄積がゼロとなることはないが、

十分に確保されていない状況では、疲労の蓄積も多いと考えられる。 

 

問 16 身体的負荷を伴う業務を評価する上で、何を指標として判断すべきか。 

(答) 

 同種労働者にとっても、特に過重な業務であったかという観点から評価す

ることとなるが、検討会報告書Ⅳ３(2)オに掲載されている表４－８「主な職

業及び作業における活動強度」などを参考にしつつ、質的要素（作業の種類、

歩行や立位を伴う状況、日常業務と著しく異なる状況等）、量的要素（作業量、

作業時間数等）を加味し総合的に判断すること。 

 なお、同表に掲載されている活動強度（METs）とは、安静・座位での酸素摂

取量を１METs とし、各作業についてその何倍の酸素摂取量となるかを表現し

たもので、METs 値が大きければより強度の大きい作業と考えられる。 

 

問 17 長期間の過重業務で時間外労働時間数が１～６か月間平均で45時間以

下は業務と発症と関連は弱いとされていることから、この場合は労働時間

以外の負荷要因の評価・分析をしなくても良いか。 

(答) 

１～６月間平均で 45 時間を超える時間外労働に従事していない場合には、

疲労の蓄積は生じないものと考えられ、業務起因性が認められる場合は稀で

あると考えられるが、この場合であっても労働時間以外の負荷要因を評価の

上、業務起因性を判断すること。 

  

問 18 労働時間以外の負荷要因の中の精神的負荷を伴う出来事として、精神

障害の認定基準の心理的負荷評価表が用いられているが、評価する上で精

神障害の認定と同様にその出来事の心理的負荷の強度を「弱」、「中」、「強」

に分けて評価する必要があるか。また、「弱」、「中」、「強」の評価の必要

がない場合は、どのように評価すべきか。 

(答) 

 認定基準の別表２である「心理的負荷を伴う具体的出来事」は、精神障害

の認定基準の「業務による心理的負荷評価表」を参考に整理されたものであ
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るが、労働時間に関する出来事を除き、平均的心理的負荷の強度が「中」以

上の出来事が掲示されている。 

心理的負荷の評価はそれだけで完結するものではなく、労働時間をはじめ

とする他の負荷要因の状況を総合的に考慮していく必要があることから、精

神障害の認定基準による心理的負荷の「弱」、「中」、「強」の強度の当てはめ

を行う必要はなく、出来事と発症との間の時間的経過等も考慮し、複数の出

来事があっても全体として、負荷の程度を評価する視点により負荷の大きさ

を検討することで差し支えない。なお、負荷を検討するに当たり、精神科の

専門医の意見を要するものではない。 

また、旧認定基準とは異なり、心理的負荷が特に著しいと認められるもの

だけを評価するのではなく、心理的負荷の程度が小さい出来事であっても評

価の対象となり得るが、この場合には、労働時間以外の負荷要因としての影

響が小さいものとして評価すること。 

日常的に心理的負荷を伴う業務における評価についても同様である。 
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(短期間の過重業務) 

問 19 短期間の過重業務として、労働時間のみで業務と発症との関連性が強

いと評価できる場合についても、労働時間以外の負荷要因を評価しなけれ

ばならないのか。 

(答) 

 業務と発症との関連性が強いと評価できる認定基準第４の３（3）の例示に

該当するような長時間労働が認められる場合は、労働時間以外の負荷要因の

評価をしなくても差し支えない。 

 

問 20 隔日の 24 時間勤務の者が勤務終了直後に発症した場合は、認定基準第

４の３（3）の例示「発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働

が認められる場合」に該当するものと考えてよいか。 

(答) 

 あらかじめ定められた隔日の 24 時間勤務は、通常は手待時間が長いなど特

に労働密度が低いものであるか、勤務の途中に休憩時間が十分に確保されて

いるものであることが想定されるため、そのような場合は、例示の「特に過

度の長時間労働」には該当しない。 

しかしながら、休憩や仮眠時間の取得がほとんどできない状況等において

は、例示に該当することも考えられるため、労働密度等について十分に検討

すること。 
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(異常な出来事) 

問 21 発症前日より前に異常な出来事に遭遇している場合は、 どのように取

り扱うのか。 

(答) 

異常な出来事の評価期間は、発症直前から前日までの間であることから、

発症前日より前に遭遇したとする出来事については、短期間の過重業務の労

働時間以外の負荷要因として総合評価することとなり、発症前日より１か月

以上前に遭遇したとする出来事については、長期間の過重業務の労働時間以

外の負荷要因として総合評価することとなる。 

 

問 22 異常な出来事について、「当該出来事によって急激な血圧変動や血管収

縮等を引き起こすことが医学的にみて妥当と認められる出来事であり、」

とあるが、異常な出来事の定義を変えたのか。 

(答) 

異常な出来事については、これまでも、当該過重負荷が急激な血圧変動や

血管収縮等を引き起こし、血管病変等をその自然経過を超えて急激に著しく

増悪させ、脳・心臓疾患を発症させることがあると考えられるため、認定要

件の一つとして示されていたところ、今回の改正に伴いこの考え方を認定基

準に明記することで異常な出来事の定義を明確化したものであって、旧認定

基準からの定義の変更はない。 

 

問 23 第４の４（3）①の例示で、重大な人身事故や重大事故に直接関与した

とはどのようなものを指すのか。 

(答) 

 過去の認定例では、例えば、①車の運転中に信号待ちの車に後ろから追突

した後に発症した事案、②監視室で監視業務に従事していたところ、焼却炉・

溶解炉でガス漏れが発生し、モニターが煙で見えない状況となり、現場の労

働者から機器の損傷の報告を受けたことから設備の停止措置を行い、事なき

を得たが、現場の責任者として作業員の生命を脅かしてしまったという精神

的負荷のある中で発症した事案などがある。 

 

問 24 第４の４（3）②の例示で、著しい身体的、精神的負荷のかかる救助活

動や事故処理に携わったとはどのようなものを指すのか。 
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(答) 

過去の認定例では、例えば、①大震災が発生し、津波から逃れるため高齢

者などを高台に避難誘導していた際に発症した事案、②大きな災害の災害状

況調査に従事し、そこで凄惨な状況を目撃した後に発症した事案などがある。 

 

問 25 第４の４（3）③の例示で、生命の危険を感じさせるような事故や対人

トラブルを体験したとはどのようなものを指すのか。 

(答) 

 過去の認定例では、例えば、①造園工が剪定作業中に高所から墜落した後

に発症した事案、②タクシー運転手が後続車に追突され、逃走しようとする

相手のボンネットにしがみついたが、ボンネットに乗ったまま車を発進され

たという事象の後に発症した事案、③漁船に乗船中に高波を受けて船が転覆

した際に発症した事案などがある。 

 

問 26 第４の４（3）④の例示で、著しい身体的負荷を伴う消火作業、人力で

の除雪作業、身体訓練、走行等とは具体的にどのようなものを指すのか。 

(答) 

過去の認定例では、①警備員として警備していた事業場で火災が発生し、

煙が充満する中、消火活動に従事した後に発症した事案、②タクシー運転手

が逃走した無賃乗車をした乗客を走って追いかけた際に発症した事案、③日

常業務が事務職である労働者が山中にある設備を検査するため、登山をした

際に発症した事案などがある。 

 

問 27 第４の４（3）⑤の例示で、著しい暑熱と寒冷とは具体的に何度を指す

のか。また、温度差のある場所への頻回な出入りとは具体的にどのような

ものか。 

(答) 

過去の認定例では、①飲食店の店員が 20℃の作業場と-20℃の冷凍庫に頻

繁に出入りした後に発症した事案、②警備員が屋外の猛暑の中で立哨の警備

作業に従事した後に発症した事案などがある。 

 

問 28 第４の４（3）①～⑤の例示に関し、例示に該当する場合にはすべて業

務と発症との関連性が強いと評価されるのか。 

-263-



(答) 

例示に該当する場合には業務と発症との関連性が強いと評価されるもので

あるが、①～⑤の例示には、「重大な」、「著しい身体的、精神的負荷のかかる」

など、評価を要する内容が含まれていることに留意が必要である。 

例えば、④の例である「著しい身体的負荷を伴う人力での除雪作業」に関

して、過去の認定例では、降雪の少ない地域での稀な大雪により接客業の労

働者が数時間にわたって雪かきを行いその当日に発症した事案などがあるが、

雪かきの業務であればその内容にかかわらず異常な出来事に該当するという

ものではなく、出来事の異常性・突発性の程度、作業強度等の身体的負荷の

程度等についても検討する必要があるものである。日常的に行われ、短時間

で少量の雪を片付けるといった除雪作業であれば、「著しい身体的負荷を伴う

人力での除雪作業」に該当しないこともあり得るため、例示に該当するか否

かも含め、認定基準に示された検討の視点を踏まえ個別の事案ごとに判断す

ること。 

なお、このような①～⑤に該当することが明らかであると判断できない事

案は、検討の視点を踏まえた上で専門医から意見を徴すること。 
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(その他) 

問 29 調査様式として、様式２「申立書」、様式３「使用者報告書」について

は、事案によっては記入不要となる箇所や質問項目が必要とする情報に適

さない場合もあると思われるが、必ずこの様式を使用して提出を求めるの

か。 

(答) 

 調査に当たっては、必ず様式２及び３の提出を求めなければならないもの

ではない。事案に応じて録取や関係資料の提出などにより確認することでも

差し支えないため、調査手法は限定しない。 

 また、事案ごとに様式を適宜修正して差し支えない。 

 

問 30 特別加入者の場合の労働時間はどこまでを評価の対象とするのか。 

(答) 

特別加入者の場合には、業務の過重性の評価対象となる労働時間は、特別

加入制度の対象とされている業務遂行性が認められる範囲の業務を行うのに

要した時間である。 

特別加入者の労働時間は客観的資料に乏しいことが多いが、その場合であ

っても、被災者本人、家族、同一現場で働いていた者からの聴取等により、

実際に業務を行っていた時間を可能な限り特定した上で、労働時間の評価を

行うこととなる。 

 

問 31 肺塞栓症は認定基準の対象疾病ではないが、業務起因性を判断する上

で、どの診療科の労災専門医に意見依頼することが妥当か。 

(答) 

 肺塞栓症は、主に下肢あるいは骨盤内の深部静脈血栓が塞栓源となり，血

栓塞栓子が肺動脈を閉塞することで発症する疾患であることから、循環器内

科の労災専門医に意見依頼することが適当である。 

  

-265-



 

-266-



 

 

 

 

 

 

 

第６部 関係通達等 
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1 0 年 保 存 

機 密 性 １ 
令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 
令和 14 年３月 31 日まで 

基 発 0 9 1 4 第 １ 号 

令 和 ３ 年 ９ 月 14日 

 

都道府県労働局長 殿 

 

厚生労働省労働基準局長  

( 公 印 省 略 )  

 

 

血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の 

認定基準について 

 

 

標記については、平成13年12月12日付け基発第1063号（以下「1063号通達」という。）

により示してきたところであるが、今般、「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する

専門検討会」の検討結果を踏まえ、別添の認定基準を新たに定め、令和３年９月15日

から施行するので、今後の取扱いに遺漏なきを期されたい。 

なお、本通達の施行に伴い、1063号通達及び昭和62年10月26日付け基発第620号は廃

止する。 
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血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準 

 

第１ 基本的な考え方 

脳血管疾患及び虚血性心疾患等（負傷に起因するものを除く。以下「脳・心臓

疾患」という。）は、その発症の基礎となる動脈硬化等による血管病変又は動脈

瘤、心筋変性等の基礎的病態（以下「血管病変等」という。）が、長い年月の生

活の営みの中で徐々に形成、進行及び増悪するといった自然経過をたどり発症す

るものである。 

しかしながら、業務による明らかな過重負荷が加わることによって、血管病変

等がその自然経過を超えて著しく増悪し、脳・心臓疾患が発症する場合があり、

そのような経過をたどり発症した脳・心臓疾患は、その発症に当たって業務が相

対的に有力な原因であると判断し、業務に起因する疾病として取り扱う。 

このような脳・心臓疾患の発症に影響を及ぼす業務による明らかな過重負荷と

して、発症に近接した時期における負荷及び長期間にわたる疲労の蓄積を考慮す

る。 

これらの業務による過重負荷の判断に当たっては、労働時間の長さ等で表され

る業務量や、業務内容、作業環境等を具体的かつ客観的に把握し、総合的に判断

する必要がある。 

 

第２ 対象疾病 

本認定基準は、次に掲げる脳・心臓疾患を対象疾病として取り扱う。 

１ 脳血管疾患 

(1)  脳内出血（脳出血） 

(2)  くも膜下出血 

(3)  脳梗塞 

(4)  高血圧性脳症 

 

２ 虚血性心疾患等 

(1)  心筋梗塞 

(2)  狭心症 

(3)  心停止（心臓性突然死を含む。） 

(4)  重篤な心不全 

(5)  大動脈解離 

 

第３ 認定要件 

次の(1)、(2)又は(3)の業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症

（別 添） 
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した脳・心臓疾患は、業務に起因する疾病として取り扱う。 

(1) 発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務

（以下「長期間の過重業務」という。）に就労したこと。 

(2)  発症に近接した時期において、特に過重な業務（以下「短期間の過重業務」

という。）に就労したこと。 

(3) 発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確に

し得る異常な出来事（以下「異常な出来事」という。）に遭遇したこと。 

 

第４ 認定要件の具体的判断 

１ 疾患名及び発症時期の特定 

認定要件の判断に当たっては、まず疾患名を特定し、対象疾病に該当すること

を確認すること。 

また、脳・心臓疾患の発症時期は、業務と発症との関連性を検討する際の起点

となるものである。通常、脳・心臓疾患は、発症の直後に症状が出現（自覚症状

又は他覚所見が明らかに認められることをいう。）するとされているので、臨床

所見、症状の経過等から症状が出現した日を特定し、その日をもって発症日とす

ること。 

なお、前駆症状（脳・心臓疾患発症の警告の症状をいう。）が認められる場合

であって、当該前駆症状と発症した脳・心臓疾患との関連性が医学的に明らかと

されたときは、当該前駆症状が確認された日をもって発症日とすること。 

 

２ 長期間の過重業務 

(1) 疲労の蓄積の考え方 

恒常的な長時間労働等の負荷が長期間にわたって作用した場合には、「疲労

の蓄積」が生じ、これが血管病変等をその自然経過を超えて著しく増悪させ、

その結果、脳・心臓疾患を発症させることがある。 

このことから、発症との関連性において、業務の過重性を評価するに当たっ

ては、発症前の一定期間の就労実態等を考察し、発症時における疲労の蓄積が

どの程度であったかという観点から判断することとする。 

(2) 特に過重な業務 

特に過重な業務とは、日常業務に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を

生じさせたと客観的に認められる業務をいうものであり、日常業務に就労する

上で受ける負荷の影響は、血管病変等の自然経過の範囲にとどまるものである。 

ここでいう日常業務とは、通常の所定労働時間内の所定業務内容をいう｡ 

(3) 評価期間 

発症前の長期間とは、発症前おおむね６か月間をいう。 
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なお、発症前おおむね６か月より前の業務については、疲労の蓄積に係る業

務の過重性を評価するに当たり、付加的要因として考慮すること。 

(4) 過重負荷の有無の判断 

ア 著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したと認められるか

否かについては、業務量、業務内容、作業環境等を考慮し、同種労働者にと

っても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められる業務であるか否かとい

う観点から、客観的かつ総合的に判断すること。 

ここでいう同種労働者とは、当該労働者と職種、職場における立場や職責、

年齢、経験等が類似する者をいい、基礎疾患を有していたとしても日常業務

を支障なく遂行できるものを含む。 

イ 長期間の過重業務と発症との関係について、疲労の蓄積に加え、発症に近

接した時期の業務による急性の負荷とあいまって発症する場合があること

から、発症に近接した時期に一定の負荷要因（心理的負荷となる出来事等）

が認められる場合には、それらの負荷要因についても十分に検討する必要が

あること。 

すなわち、長期間の過重業務の判断に当たって、短期間の過重業務（発症

に近接した時期の負荷）についても総合的に評価すべき事案があることに留

意すること。 

ウ 業務の過重性の具体的な評価に当たっては、疲労の蓄積の観点から、以下

に掲げる負荷要因について十分検討すること。 

(ｱ)  労働時間 

ａ 労働時間の評価 

疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられる労働時間に着目

すると、その時間が長いほど、業務の過重性が増すところであり、具体

的には、発症日を起点とした１か月単位の連続した期間をみて、 

① 発症前１か月間ないし６か月間にわたって、１か月当たりおおむね

45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関

連性が弱いが、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほ

ど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること 

② 発症前１か月間におおむね100時間又は発症前２か月間ないし６か

月間にわたって、１か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が

認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること 

を踏まえて判断すること。 

ここでいう時間外労働時間数は、１週間当たり40時間を超えて労働し

た時間数である。 

ｂ 労働時間と労働時間以外の負荷要因の総合的な評価 
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労働時間以外の負荷要因（後記(ｲ)から(ｶ)までに示した負荷要因をい

う。以下同じ。）において一定の負荷が認められる場合には、労働時間

の状況をも総合的に考慮し、業務と発症との関連性が強いといえるかど

うかを適切に判断すること。 

その際、前記ａ②の水準には至らないがこれに近い時間外労働が認め

られる場合には、特に他の負荷要因の状況を十分に考慮し、そのような

時間外労働に加えて一定の労働時間以外の負荷が認められるときには、

業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて判断するこ

と。 

ここで、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合的に考慮するに当

たっては、労働時間がより長ければ労働時間以外の負荷要因による負荷

がより小さくとも業務と発症との関連性が強い場合があり、また、労働

時間以外の負荷要因による負荷がより大きければ又は多ければ労働時

間がより短くとも業務と発症との関連性が強い場合があることに留意

すること。 

(ｲ) 勤務時間の不規則性 

ａ  拘束時間の長い勤務 

拘束時間とは、労働時間、休憩時間その他の使用者に拘束されている

時間（始業から終業までの時間）をいう。 

拘束時間の長い勤務については、拘束時間数、実労働時間数、労働密

度（実作業時間と手待時間との割合等）、休憩・仮眠時間数及び回数、

休憩・仮眠施設の状況（広さ、空調、騒音等）、業務内容等の観点から

検討し、評価すること。 

なお、１日の休憩時間がおおむね１時間以内の場合には、労働時間の

項目における評価との重複を避けるため、この項目では評価しない。 

ｂ 休日のない連続勤務 

休日のない（少ない）連続勤務については、連続労働日数、連続労働

日と発症との近接性、休日の数、実労働時間数、労働密度（実作業時間

と手待時間との割合等）、業務内容等の観点から検討し、評価すること。 

その際、休日のない連続勤務が長く続くほど業務と発症との関連性を

より強めるものであり、逆に、休日が十分確保されている場合は、疲労

は回復ないし回復傾向を示すものであることを踏まえて適切に評価す

ること。 

ｃ 勤務間インターバルが短い勤務 

勤務間インターバルとは、終業から始業までの時間をいう。 

勤務間インターバルが短い勤務については、その程度（時間数、頻度、
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連続性等）や業務内容等の観点から検討し、評価すること。 

なお、長期間の過重業務の判断に当たっては、睡眠時間の確保の観点

から、勤務間インターバルがおおむね11時間未満の勤務の有無、時間数、

頻度、連続性等について検討し、評価すること。 

ｄ 不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務  

「不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務」とは、予定された始業・終

業時刻が変更される勤務、予定された始業・終業時刻が日や週等によっ

て異なる交替制勤務（月ごとに各日の始業時刻が設定される勤務や、週

ごとに規則的な日勤・夜勤の交替がある勤務等）、予定された始業又は

終業時刻が相当程度深夜時間帯に及び夜間に十分な睡眠を取ることが

困難な深夜勤務をいう。 

不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務については、予定された業務ス

ケジュールの変更の頻度・程度・事前の通知状況、予定された業務スケ

ジュールの変更の予測の度合、交替制勤務における予定された始業・終

業時刻のばらつきの程度、勤務のため夜間に十分な睡眠が取れない程度

（勤務の時間帯や深夜時間帯の勤務の頻度・連続性）、一勤務の長さ（引

き続いて実施される連続勤務の長さ）、一勤務中の休憩の時間数及び回

数、休憩や仮眠施設の状況（広さ、空調、騒音等）、業務内容及びその

変更の程度等の観点から検討し、評価すること。 

(ｳ) 事業場外における移動を伴う業務 

ａ 出張の多い業務 

出張とは、一般的に事業主の指揮命令により、特定の用務を果たすた

めに通常の勤務地を離れて用務地へ赴き、用務を果たして戻るまでの一

連の過程をいう。 

出張の多い業務については、出張（特に時差のある海外出張）の頻度、

出張が連続する程度、出張期間、交通手段、移動時間及び移動時間中の

状況、移動距離、出張先の多様性、宿泊の有無、宿泊施設の状況、出張

中における睡眠を含む休憩・休息の状況、出張中の業務内容等の観点か

ら検討し、併せて出張による疲労の回復状況等も踏まえて評価すること。 

ここで、飛行による時差については、時差の程度（特に４時間以上の

時差の程度）、時差を伴う移動の頻度、移動の方向等の観点から検討し、

評価すること。 

また、出張に伴う勤務時間の不規則性についても、前記(ｲ)により適

切に評価すること。 

ｂ その他事業場外における移動を伴う業務 

その他事業場外における移動を伴う業務については、移動（特に時差

-274-



 
 

のある海外への移動）の頻度、交通手段、移動時間及び移動時間中の状

況、移動距離、移動先の多様性、宿泊の有無、宿泊施設の状況、宿泊を

伴う場合の睡眠を含む休憩・休息の状況、業務内容等の観点から検討し、

併せて移動による疲労の回復状況等も踏まえて評価すること。 

なお、時差及び移動に伴う勤務時間の不規則性の評価については前記

ａと同様であること。 

(ｴ) 心理的負荷を伴う業務 

心理的負荷を伴う業務については、別表１及び別表２に掲げられている

日常的に心理的負荷を伴う業務又は心理的負荷を伴う具体的出来事等に

ついて、負荷の程度を評価する視点により検討し、評価すること。 

(ｵ) 身体的負荷を伴う業務 

身体的負荷を伴う業務については、業務内容のうち重量物の運搬作業、

人力での掘削作業などの身体的負荷が大きい作業の種類、作業強度、作業

量、作業時間、歩行や立位を伴う状況等のほか、当該業務が日常業務と質

的に著しく異なる場合にはその程度（事務職の労働者が激しい肉体労働を

行うなど）の観点から検討し、評価すること。 

(ｶ) 作業環境 

長期間の過重業務の判断に当たっては、付加的に評価すること。 

ａ 温度環境 

温度環境については、寒冷・暑熱の程度、防寒・防暑衣類の着用の状

況、一連続作業時間中の採暖・冷却の状況、寒冷と暑熱との交互のばく

露の状況、激しい温度差がある場所への出入りの頻度、水分補給の状況

等の観点から検討し、評価すること。 

ｂ 騒音 

騒音については、おおむね80dBを超える騒音の程度、そのばく露時間・

期間、防音保護具の着用の状況等の観点から検討し、評価すること。 

 

３ 短期間の過重業務 

(1) 特に過重な業務 

特に過重な業務の考え方は、前記２(2)と同様である。 

(2) 評価期間 

発症に近接した時期とは、発症前おおむね１週間をいう。 

ここで、発症前おおむね１週間より前の業務については、原則として長期間

の負荷として評価するが、発症前１か月間より短い期間のみに過重な業務が集

中し、それより前の業務の過重性が低いために、長期間の過重業務とは認めら

れないような場合には、発症前１週間を含めた当該期間に就労した業務の過重
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性を評価し、それが特に過重な業務と認められるときは、短期間の過重業務に

就労したものと判断する。 

(3) 過重負荷の有無の判断 

ア 特に過重な業務に就労したと認められるか否かについては、業務量、業務

内容、作業環境等を考慮し、同種労働者にとっても、特に過重な身体的、精

神的負荷と認められる業務であるか否かという観点から、客観的かつ総合的

に判断すること。 

イ 短期間の過重業務と発症との関連性を時間的にみた場合、業務による過重

な負荷は、発症に近ければ近いほど影響が強いと考えられることから、次に

示す業務と発症との時間的関連を考慮して、特に過重な業務と認められるか

否かを判断すること。 

① 発症に最も密接な関連性を有する業務は、発症直前から前日までの間の

業務であるので、まず、この間の業務が特に過重であるか否かを判断する

こと。 

② 発症直前から前日までの間の業務が特に過重であると認められない場

合であっても、発症前おおむね１週間以内に過重な業務が継続している場

合には、業務と発症との関連性があると考えられるので、この間の業務が

特に過重であるか否かを判断すること。 

なお、発症前おおむね１週間以内に過重な業務が継続している場合の継

続とは、この期間中に過重な業務に就労した日が連続しているという趣旨

であり、必ずしもこの期間を通じて過重な業務に就労した日が間断なく続

いている場合のみをいうものではない。したがって、発症前おおむね１週

間以内に就労しなかった日があったとしても、このことをもって、直ちに

業務起因性を否定するものではない。 

ウ 業務の過重性の具体的な評価に当たっては、以下に掲げる負荷要因につい

て十分検討すること。 

(ｱ) 労働時間 

労働時間の長さは、業務量の大きさを示す指標であり、また、過重性の

評価の最も重要な要因であるので、評価期間における労働時間については

十分に考慮し、発症直前から前日までの間の労働時間数、発症前１週間の

労働時間数、休日の確保の状況等の観点から検討し、評価すること。 

その際、①発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認めら

れる場合、②発症前おおむね１週間継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働

を行うなど過度の長時間労働が認められる場合等（手待時間が長いなど特

に労働密度が低い場合を除く。）には、業務と発症との関係性が強いと評

価できることを踏まえて判断すること。 
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なお、労働時間の長さのみで過重負荷の有無を判断できない場合には、

労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合的に考慮して判断する必要が

ある。 

(ｲ) 労働時間以外の負荷要因 

労働時間以外の負荷要因についても、前記２(4)ウ(ｲ)ないし(ｶ)におい

て各負荷要因ごとに示した観点から検討し、評価すること。ただし、長期

間の過重業務における検討に当たっての観点として明示されている部分

を除く。 

なお、短期間の過重業務の判断においては、前記２(4)ウ(ｶ)の作業環境

について、付加的に考慮するのではなく、他の負荷要因と同様に十分検討

すること。 

 

４ 異常な出来事 

(1) 異常な出来事 

異常な出来事とは、当該出来事によって急激な血圧変動や血管収縮等を引き

起こすことが医学的にみて妥当と認められる出来事であり、具体的には次に掲

げる出来事である。 

ア  極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす事態 

イ  急激で著しい身体的負荷を強いられる事態 

ウ  急激で著しい作業環境の変化 

(2) 評価期間 

異常な出来事と発症との関連性については、通常、負荷を受けてから24時間

以内に症状が出現するとされているので、発症直前から前日までの間を評価期

間とする。 

(3) 過重負荷の有無の判断 

異常な出来事と認められるか否かについては、出来事の異常性・突発性の程

度、予測の困難性、事故や災害の場合にはその大きさ、被害・加害の程度、緊

張、興奮、恐怖、驚がく等の精神的負荷の程度、作業強度等の身体的負荷の程

度、気温の上昇又は低下等の作業環境の変化の程度等について検討し、これら

の出来事による身体的、精神的負荷が著しいと認められるか否かという観点か

ら、客観的かつ総合的に判断すること。 

その際、①業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与した場合、

②事故の発生に伴って著しい身体的、精神的負荷のかかる救助活動や事故処理

に携わった場合、③生命の危険を感じさせるような事故や対人トラブルを体験

した場合、④著しい身体的負荷を伴う消火作業、人力での除雪作業、身体訓練、

走行等を行った場合、⑤著しく暑熱な作業環境下で水分補給が阻害される状態
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や著しく寒冷な作業環境下での作業、温度差のある場所への頻回な出入りを行

った場合等には、業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて判

断すること。 

 

第５ その他 

１ 基礎疾患を有する者についての考え方 

器質的心疾患（先天性心疾患、弁膜症、高血圧性心疾患、心筋症、心筋炎等）

を有する場合についても、その病態が安定しており、直ちに重篤な状態に至ると

は考えられない場合であって、業務による明らかな過重負荷によって自然経過を

超えて著しく重篤な状態に至ったと認められる場合には、業務と発症との関連が

認められるものであること。 

ここで、「著しく重篤な状態に至った」とは、対象疾病を発症したことをいう。 

 

２ 対象疾病以外の疾病の取扱い 

(1) 動脈の閉塞又は解離 

対象疾病以外の体循環系の各動脈の閉塞又は解離については、発生原因が

様々であるが、前記第１の基本的考え方により業務起因性の判断ができる場合

もあることから、これらの疾病については、基礎疾患の状況や業務の過重性等

を個別に検討し、対象疾病と同様の経過で発症し、業務が相対的に有力な原因

であると判断できる場合には、労働基準法施行規則別表第１の２第11号の「そ

の他業務に起因することの明らかな疾病」として取り扱うこと。 

(2) 肺塞栓症 

肺塞栓症やその原因となる深部静脈血栓症については、動脈硬化等を基礎と

する対象疾病とは発症機序が異なることから、本認定基準の対象疾病としてい

ない。 

肺塞栓症等については、業務による座位等の状態及びその継続の程度等が、

深部静脈における血栓形成の有力な要因であったといえる場合に、労働基準法

施行規則別表第１の２第３号５の「その他身体に過度の負担のかかる作業態様

の業務に起因することの明らかな疾病」として取り扱うこと。 

 

第６ 複数業務要因災害 

労働者災害補償保険法第７条第１項第２号に定める複数業務要因災害による

脳・心臓疾患に関しては、本認定基準における過重性の評価に係る「業務」を「二

以上の事業の業務」と、また、「業務起因性」を「二以上の事業の業務起因性」

と解した上で、本認定基準に基づき、認定要件を満たすか否かを判断する。 

その上で、前記第４の２ないし４に関し以下に規定した部分については、これ
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により判断すること。 

 

１ 二以上の事業の業務による「長期間の過重業務」及び「短期間の過重業務」の判断 

前記第４の２の「長期間の過重業務」及び同３の「短期間の過重業務」に関し、

業務の過重性の検討に当たっては、異なる事業における労働時間を通算して評価

する。また、労働時間以外の負荷要因については、異なる事業における負荷を合

わせて評価する。 

 

２ 二以上の事業の業務による「異常な出来事」の判断 

前記第４の４の「異常な出来事」に関し、これが認められる場合には、一の事

業における業務災害に該当すると考えられることから、一般的には、異なる事業

における負荷を合わせて評価することはないものと考えられる。 
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別表１ 日常的に心理的負荷を伴う業務 

 具体的業務 負荷の程度を評価する視点 

1 
常に自分あるいは他人の生命、財産が脅か

される危険性を有する業務 

危険性の度合、業務量（労働時間、労働密度）、就労期間、経験、

適応能力、会社の支援、予想される被害の程度等 

2 危険回避責任がある業務 

3 
人命や人の一生を左右しかねない重大な

判断や処置が求められる業務 

4 極めて危険な物質を取り扱う業務 

5 
決められた時間（納期等）どおりに遂行し

なければならないような困難な業務 

阻害要因の大きさ、達成の困難性、ペ

ナルティの有無、納期等の変更の可能

性等 
業務量（労働時間、労働密

度）、就労期間、経験、適

応能力、会社の支援等 
6 

周囲の理解や支援のない状況下での困難

な業務 
業務の困難度、社内での立場等 

 

別表２ 心理的負荷を伴う具体的出来事 

 
出来事の 

類型 
具体的出来事 負荷の程度を評価する視点 

1 
①事故や災

害の体験 

（重度の）病気やケガを

した 

・病気やケガの程度 

・後遺障害の程度、社会復帰の困難性等 

2 
悲惨な事故や災害の体

験、目撃をした 

・本人が体験した場合、予感させる被害の程度 

・他人の事故を目撃した場合、被害の程度や被害者との関係等 

3 ②仕事の失

敗、過重な

責任の発生

等 

業務に関連し、重大な人

身事故、重大事故を起こ

した 

・事故の大きさ、内容及び加害の程度 

・ペナルティ・責任追及の有無及び程度、事後対応の困難性等 

4 
会社の経営に影響するな

どの重大な仕事上のミス

をした 

・失敗の大きさ・重大性、社会的反響の大きさ、損害等の程度 

・ペナルティ・責任追及の有無及び程度、事後対応の困難性等 

5   
会社で起きた事故、事件

について、責任を問われ

た 

・事故、事件の内容、関与・責任の程度、社会的反響の大きさ等 

・ペナルティの有無及び程度、責任追及の程度、事後対応の困難性等 
（注）この項目は、部下が起こした事故等、本人が直接引き起こしたものでは

ない事故、事件について、監督責任等を問われた場合の心理的負荷を評価する。

本人が直接引き起こした事故等については、項目４で評価する。 

6   
自分の関係する仕事で多

額の損失等が生じた 

・損失等の程度、社会的反響の大きさ等 

・事後対応の困難性等 
（注）この項目は、取引先の倒産など、多額の損失等が生じた原因に本人が関

与していないものの、それに伴う対応等による心理的負荷を評価する。本人の

ミスによる多額の損失等については、項目４で評価する。 

7   
業務に関連し、違法行為

を強要された 

・違法性の程度、強要の程度（頻度、方法）等 

・事後のペナルティの程度、事後対応の困難性等 

8   
達成困難なノルマが課さ

れた 

・ノルマの内容、困難性、強制の程度、達成できなかった場合の影響、

ペナルティの有無等 

・その後の業務内容・業務量の程度、職場の人間関係等 

9   
ノルマが達成できなかっ

た 

・達成できなかったことによる経営上の影響度、ペナルティの程度等 

・事後対応の困難性等  
（注）期限に至っていない場合でも、達成できない状況が明らかになった場合

にはこの項目で評価する。 

-280-



 
 

10   
新規事業の担当になっ

た、会社の建て直しの担

当になった 

・新規業務の内容、本人の職責、困難性の程度、能力と業務内容のギ

ャップの程度等 

・その後の業務内容、業務量の程度、職場の人間関係等 

11 
  

顧客や取引先から無理な

注文を受けた 

・顧客・取引先の重要性、要求の内容等 

・事後対応の困難性等 

12   
顧客や取引先からクレー

ムを受けた 

・顧客・取引先の重要性、会社に与えた損害の内容、程度等 

・事後対応の困難性等 
（注）この項目は、本人に過失のないクレームについて評価する。本人のミス

によるものは、項目４で評価する。 

13 ③仕事の質 

仕事内容の（大きな）変化

を生じさせる出来事があ

った 

・業務の困難性、能力・経験と業務内容のギャップ等 

・時間外労働、休日労働、業務の密度の変化の程度、仕事内容、責任

の変化の程度等 

14 
④役割・地

位の変化等 
退職を強要された 

・解雇又は退職強要の経過、強要の程度、職場の人間関係等 
（注）ここでいう「解雇又は退職強要」には、労働契約の形式上期間を定めて

雇用されている者であっても、当該契約が期間の定めのない契約と実質的に異

ならない状態となっている場合の雇止めの通知を含む。 

15   配置転換があった 

・職種、職務の変化の程度、配置転換の理由・経過等 

・業務の困難性、能力・経験と業務内容のギャップ等 

・その後の業務内容、業務量の程度、職場の人間関係等 
（注）出向を含む。 

16   転勤をした 

・職種、職務の変化の程度、転勤の理由・経過、単身赴任の有無、海

外の治安の状況等 

・業務の困難性、能力・経験と業務内容のギャップ等 

・その後の業務内容、業務量の程度、職場の人間関係等 

17   
複数名で担当していた業

務を１人で担当するよう

になった 

・業務の変化の程度等 

・その後の業務内容、業務量の程度、職場の人間関係等 

18   

非正規社員であるとの理

由等により、仕事上の差

別、不利益取扱いを受け

た 

・差別・不利益取扱いの理由・経過、内容、程度、職場の人間関係等 

・その継続する状況 

19 
⑤パワーハ

ラスメント 

上司等から、身体的攻撃、

精神的攻撃等のパワーハ

ラスメントを受けた 

・指導・叱責等の言動に至る経緯や状況 

・身体的攻撃、精神的攻撃等の内容、程度等 

・反復・継続など執拗性の状況 

・就業環境を害する程度 

・会社の対応の有無及び内容、改善の状況 
（注）当該出来事の評価対象とならない対人関係のトラブルは、出来事の類型

「対人関係」の各出来事で評価する。 

（注）「上司等」には、職務上の地位が上位の者のほか、同僚又は部下であっ

ても、業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、その者の協力が得られな

ければ業務の円滑な遂行を行うことが困難な場合、同僚又は部下からの集団に

よる行為でこれに抵抗又は拒絶することが困難である場合も含む。 

20 ⑥対人関係 

同僚等から、暴行又は（ひ

どい）いじめ・嫌がらせを

受けた 

・暴行又はいじめ・嫌がらせの内容、程度等 

・反復・継続など執拗性の状況 

・会社の対応の有無及び内容、改善の状況 

21   
上司とのトラブルがあっ

た 

・トラブルの内容、程度等 

・その後の業務への支障等 

22   
同僚とのトラブルがあっ

た 

・トラブルの内容、程度、同僚との職務上の関係等 

・その後の業務への支障等 

23   
部下とのトラブルがあっ

た 

・トラブルの内容、程度等 

・その後の業務への支障等 

24 
⑦セクシュ

アルハラス

メント 

セクシュアルハラスメン

トを受けた 

・セクシュアルハラスメントの内容、程度等 

・その継続する状況 

・会社の対応の有無及び内容、改善の状況、職場の人間関係等 
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1 0 年 保 存 
機 密 性 1 
令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 
令和 14 年３月 31 日まで 

基 補 発 091 4第 １ 号  

令和３年９月14日  

 

 

都道府県労働局労働基準部長 殿 

 

 

厚生労働省労働基準局補償課長  

 

 

 

血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の

認定基準に係る運用上の留意点について 

 

 

血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等（以下

「脳・心臓疾患」という。）の認定基準については、令和３年９月14日付け基発0914

第１号「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の

認定基準について」（以下「認定基準」という。）をもって指示されたところである

が、その具体的運用に当たっては、下記の事項に留意の上、適切に対応されたい。 

なお、本通達の施行に伴い、平成13年12月12日付け基労補発第31号「脳血管疾患及

び虚血性心疾患等（負傷に起因するものを除く。）の認定基準の運用上の留意点等に

ついて」（以下「旧通達」という。）は廃止する。 

また、「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書（令和３年７月）」

（以下「報告書」という。）には、認定基準の考え方等が示されているので、認定基

準の理解を深めるため、適宜参照されたい。 

 

記 

 

第１ 検討の経緯及び改正の趣旨 

脳・心臓疾患については、平成13年12月12日付け基発第1063号「脳血管疾患及

び虚血性心疾患等（負傷に起因するものを除く。）の認定基準について」（以下

「旧認定基準」という。）に基づき労災認定を行ってきたところであるが、旧認

定基準の発出から約20年が経過する中で、働き方の多様化や職場環境の変化が生

じていることから、脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会において、

最新の医学的知見を踏まえた検証が行われたところである。 
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今般、その検討結果を踏まえ、基準の具体化、明確化により業務の過重性の客

観的かつ総合的な評価を一層適切に行う等の観点から、認定基準の改正が行われ

たものである。 

また、昭和62年10月26日付け基発第620号については、疾病名等について現行の

医学的知見との齟齬が生じていることから、今般、併せて廃止されたものである。 

 

第２ 主な改正点 

 １ 標題 

認定基準の標題は、平成22年５月に改正された労働基準法施行規則別表第１の

２（以下「別表第１の２」という。）第８号の規定を踏まえ改められたものであ

ること。 

 

２ 基本的な考え方 

過重負荷に関する旧認定基準の基本的な考え方は報告書において現時点でも妥

当と判断されており、過重負荷の考え方に実質的な変更はないこと。 

 

３ 対象疾病 

（1）「重篤な心不全」の追加 

旧認定基準においては不整脈が一義的な原因となった心不全症状等につい

て、「心停止（心臓性突然死を含む。）」に含めて取り扱うこととされていた。 

しかし、心停止とは異なる病態である心不全を「心停止（心臓性突然死を含

む。）」に含めて取り扱うことは適切でなく、また、不整脈によらず、心筋症

等の基礎疾患を有する場合にも、業務による明らかな過重負荷によって当該基

礎疾患が自然経過を超えて著しく増悪し、重篤な心不全が生じることが考えら

れる。 

 このため、不整脈によるものも含め「重篤な心不全」が対象疾病に追加され

たこと。 

（2）「大動脈解離」への表記の修正 

旧認定基準においては「解離性大動脈瘤」が対象疾病とされていたが、大動

脈瘤を形成しない大動脈解離も対象疾病であることを明確にする必要があるこ

と、臨床的にも現在は解離性大動脈瘤の場合を含めて大動脈解離の診断名が付

されることが多いこと等から、「大動脈解離」に表記が改められたこと。 

旧認定基準にいう「解離性大動脈瘤」は、すべて「大動脈解離」に含まれる

こととなる。 

 

４ 認定要件 

認定基準第３の認定要件の記載内容に変更はないが、別表第１の２第８号の規

定等を踏まえ、記載順が変更されたものであること。 

 

 ５ 認定要件の具体的判断 
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（1）長期間の過重業務 

評価期間について変更はないが、発症に近接した時期の負荷についても総合

的に評価すべき事案があることが明示されたこと。 

また、過重負荷の有無の判断に当たって評価の基準となる労働者について、

明確化等の観点から、「同種労働者」と表記を改めるとともにその定義が一部

修正されたこと。 

さらに、労働時間と労働時間以外の負荷要因の総合的な評価として業務と発

症との関連性が強いと評価できる場合があることが明示されたこと。 

あわせて、短期間の過重業務とも共通して、労働時間以外の負荷要因につい

て、勤務時間の不規則性（拘束時間の長い勤務、休日のない連続勤務、勤務間

インターバルが短い勤務、不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務）、事業場外

における移動を伴う業務（出張の多い業務、その他事業場外における移動を伴

う業務）、心理的負荷を伴う業務、身体的負荷を伴う業務及び作業環境（温度

環境、騒音）に整理され、その検討の視点についても明確化されたこと。 

（2）短期間の過重業務 

評価期間について、発症前１か月間より短い期間のみに過重な業務が集中し、

それより前の業務の過重性が低い場合の取扱いが明示されたこと。なお、本取

扱いは、旧通達において示していたものと同様である。 

また、労働時間の負荷要因の検討の視点についてより明確化されるとともに、

業務と発症との関連性が強いと評価できる場合の例示がなされたこと。 

（3）異常な出来事 

異常な出来事の考え方が認定基準において示されるとともに、具体的な３つ

の出来事について、医学的知見や裁判例等を踏まえ、その表記が一部修正され

たこと。 

あわせて、検討の視点がより明確化されるとともに、業務と発症との関連性

が強いと評価できる場合の例示がなされたこと。 

 

 ６ その他 

「基礎疾患を有する者についての考え方」及び「対象疾病以外の疾病の取扱い」

について明確化されたこと。 

なお、「基礎疾患を有する者についての考え方」については、平成７年２月１

日付け基発第38号「脳血管疾患及び虚血性心疾患等（負傷に起因するものを除く。）

の認定基準について」において示された考え方と同一である。 

 

第３ 運用上の留意点 

 １ 対象疾病等 

（1）疾患名及び発症時期の特定 

脳・心臓疾患の発症と業務との関連性を判断する上で、発症した疾患名は重

要であることから、主治医意見書等から疾患名を特定し、対象疾病に該当する

ことを確認すること。 
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なお、脳・心臓疾患の発症とは、血管病変等が破綻（出血）若しくは閉塞し

た状態又は循環異常を急性に来した状態をいう。 

（2）別表第１の２との関係 

認定基準における対象疾病は、前記第２の３のとおり、別表第１の２第８号

に規定する疾病に「重篤な心不全」が追加されたものである。このため、現時

点では「重篤な心不全」は同号に規定する疾病に該当しないことから、当該疾

病について支給決定する際には、別表第１の２第11号に規定する疾病として取

り扱うこと。 

「大動脈解離」は別表第１の２第８号に規定する「解離性大動脈瘤」と同旨

であるので、引き続き同号に規定する疾病として取り扱うこと。 

（3）心不全の取扱い 

心不全とは、何らかの心臓機能障害が生じて心ポンプ機能の代償機転（心臓

から十分な血液を送り出す機能）が破綻した結果、呼吸困難・倦怠感や浮腫が

出現し、運動耐容能が低下した状態を指す。その基礎となる疾患は様々であり、

また、心不全は身体活動に制限がない状態から、急性心不全と呼ばれる急速に

心原性ショックや心肺停止に移行する可能性のあるひっ迫した状態までを含む

幅広い状態名であるものである。 

労災補償の対象疾病としては、基礎疾患の自然経過によるものではなく、業

務による明らかな過重負荷によって基礎疾患がその自然経過を超えて著しく増

悪したものと判断できる必要があることから、入院による治療を必要とする急

性心不全を念頭に、対象疾病が「重篤な心不全」と限定されたものである。 

このため、疾患名が心不全である場合には、その基礎となる疾患及び心不全

の程度についても併せて確認し、治療内容や予後等も含め病状の全体像をみて、

業務による負荷及び基礎疾患の状況と心不全の発症との関係を判断する必要が

あり、基礎疾患がその自然経過を超えて著しく増悪したものと認められる場合

に労災保険給付の対象となるものであること。 

また、心不全は幅広い状態名であることから、その発症時期の特定が困難な

事案については、当課職業病認定対策室に相談すること。 

（4）不整脈による突然死等の取扱い 

平成８年１月22日付け基発第30号で対象疾病とされていた「不整脈による突

然死等」は、旧認定基準においては「心停止（心臓性突然死を含む。）」に含

めて取り扱うこととされていたところである。 

当該疾病は、具体的には、心室細動や心室静止等の致死的不整脈による心停

止、又は心室頻拍、心房頻拍、心房粗・細動等による心不全症状あるいは脳虚

血症状などにより死亡又は療養が必要な状態になったものをいうことから、そ

の症状に応じて、心停止、重篤な心不全、脳梗塞など対象疾病のいずれに当た

るかを確認し、該当する疾病として取り扱うこと。 

（5）脳卒中の取扱い 

脳内出血、くも膜下出血及び脳梗塞については、一過性脳虚血発作（脳梗塞

の症状が短時間で消失するもの）も含めて脳卒中と総称される。 
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脳卒中として請求された事案については、疾患名を確認し、対象疾病以外の

疾病であることが確認された場合を除き、認定基準によって判断して差し支え

ない。 

（6）対象疾病以外の疾病に係る請求の取扱い 

認定基準においては、医学的に過重負荷に関連して発症すると考えられる

脳・心臓疾患が対象疾病に掲げられ、取り扱う疾病の範囲が明確にされたもの

であるが、認定基準の第５の２(1)を踏まえ、対象疾病以外の疾病が過重負荷に

より発症したとして請求された事案については、当課職業病認定対策室に相談

すること。 

 

２ 過重負荷 

認定基準第１の基本的な考え方に基づき、過重負荷とは、医学経験則に照らし

て、脳・心臓疾患の発症の基礎となる血管病変等をその自然経過を超えて著しく

増悪させ得ることが客観的に認められる負荷をいうものである。 

また、ここでいう自然経過とは、加齢、一般生活等において生体が受ける通常の

要因による血管病変等の形成、進行及び増悪の経過をいう。 

なお、前記第２の４の認定要件の記載順の変更に関わらず、過重業務と発症と

の関連性を時間的にみた場合、医学的には業務による過重な負荷は発症に近けれ

ば近いほど影響が強いと考えられるとする考え方については、旧認定基準から変

更はないこと。 

 

 ３ 長期間の過重業務 

（1）過重負荷の評価の基準となる「同種労働者」 

過重負荷の評価の基準となる「同種労働者」については、旧認定基準で示さ

れていた年齢及び経験のほか、職種、職場における立場や職責などについても

類似する者であることが明示されたことを踏まえ、心理的負荷・身体的負荷等

の評価を適切に行うこと。 

また、「基礎疾患を有していたとしても日常業務を支障なく遂行できる者」

を同種労働者に含むことは旧認定基準と同様であり、このことから、基礎疾患

の状況などの健康状態についても、年齢等と同様に考慮対象となることに留意

すること。 

（2）評価期間 

評価期間について変更はなく、疲労の蓄積を評価する期間として発症前おお

むね６か月間を評価することとされた。なお、当該評価に当たっては、引き続

き１か月間を30日として計算すること。 

また、長期間の過重業務の判断に当たり、疲労の蓄積に加えて発症に近接し

た時期に一定の負荷要因が認められる場合には、それらの負荷も含め総合的に

長期間の過重業務の評価を行うべきことは当然であるが、あらためて当該取扱

いが明示されたものであり、適切な評価を行うこと。 

（3）業務の過重性の具体的な評価 
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ア 発症前１か月間におおむね100時間又は発症前２か月間ないし６か月間に

わたって、１か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場

合は、業務と発症との関連性が強いと評価できるとする考え方については、

旧認定基準から変更はないこと。したがって、そのような時間外労働に就労

した場合には、原則として特に過重な業務に就労したものと認められること。 

ただし、そのような時間外労働に就労していても、例えば、労働基準法第41

条第３号の監視又は断続的労働に相当する業務、すなわち、原則として一定部

署にあって監視を行うことを本来の業務とし、常態として身体又は精神的緊張

の少ない業務や作業自体が本来間欠的に行われるもので、休憩時間は少ないが

手待時間が多い業務等、労働密度が特に低いと認められるものについては、直

ちに業務と発症との関連性が強いと評価することは適切ではない場合がある

ことに留意する必要があること。 

なお、発症前２か月間ないし６か月間とは、発症前２か月間、発症前３か月

間、発症前４か月間、発症前５か月間、発症前６か月間のいずれかの期間をい

い、過重性の評価は、次の手順によること。 

① 発症前６か月間のうち、まず、発症前１か月間の時間外労働時間数を算

出し、次に発症前２か月間の１か月当たりの時間外労働時間数、さらに発

症前３か月間の１か月当たりの時間外労働時間数と順次期間を拡げ、発症

前６か月間までの６通りの１か月当たりの時間外労働時間数を算出する。 

② ①で算出した時間外労働時間数の１か月当たりの時間数が最大となる期

間を総合評価の対象とし、当該期間の１か月当たりの時間数を認定基準の

第４の２(4)ウ(ｱ)に当てはめて検討した上で、当該期間における労働時間

以外の負荷要因の評価と併せて業務の過重性を判断する。 

ただし、より短い期間をもって特に過重な業務に就労したと評価できる場

合は、その期間だけで判断して差し支えない。 

イ 発症前１か月間ないし６か月間にわたって、１か月当たりおおむね45時間

を超える時間外労働が認められない場合は、疲労の蓄積が生じないとされて

いることから、業務と発症との関連性が弱いと評価できるとされたことにつ

いても、旧認定基準から変更はないこと。したがって、一般的にこの時間外

労働のみから、特に過重な業務に就労したとみることは困難であること。 

なお、発症前１か月間ないし６か月間とは、発症前１か月間、発症前２か月

間、発症前３か月間、発症前４か月間、発症前５か月間、発症前６か月間のす

べての期間をいうものである。 

ウ 労働時間と労働時間以外の負荷要因の総合的な評価として、労働時間のみ

で業務と発症との関連性が強いと認められる水準には至らないがこれに近い

時間外労働に加えて一定の労働時間以外の負荷が認められる場合には、業務

と発症との関連性が強いと評価できることが明示された。 

ここでいう「これに近い時間外労働」については、労働時間がより長ければ

労働時間以外の負荷要因による負荷がより小さくとも業務と発症との関連性

が強い場合があり、また、労働時間以外の負荷要因による負荷がより大きけれ
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ば又は多ければ労働時間がより短くとも業務と発症との関連性が強い場合が

あることから、労働時間以外の負荷要因の状況によって異なるものであり具体

的な時間数について一律に示すことは困難である。 

一方で、報告書においては、①長時間労働と脳・心臓疾患の発症等との間に

有意性を認めた疫学調査では、長時間労働を「週55時間以上の労働時間」又は

「１日11時間以上の労働時間」として調査・解析しており、これが１か月継続

した状態としてはおおむね65時間を超える時間外労働の水準が想定されたこ

と、②支給決定事例において、労働時間に加えて一定の労働時間以外の負荷要

因を考慮して認定した事例についてみると、１か月当たりの時間外労働は、お

おむね65時間から70時間以上のものが多かったこと、そして、③このような時

間外労働に加えて、労働時間以外の負荷要因で一定の強さのものが認められる

ときには、全体として、労働時間のみで業務と発症との関連性が強いと認めら

れる水準と同等の過重負荷と評価し得る場合があることが掲記されている。 

労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合的に考慮するに当たっては、当該

掲記を踏まえ、別紙１「労働時間以外の負荷要因の評価に当たっての留意事項」

にも留意して、適切な評価を行うこと。また、別紙２の事例も参考とすること。 

 

４ 短期間の過重業務 

（1）過重負荷の評価の基準となる「同種労働者」 

留意点は前記３(1)と同様であること。 

（2）業務の過重性の具体的な評価 

負荷要因のうち労働時間の評価については、認定基準に示された検討の視点

及び業務と発症との関連性が強いと評価できる場合の例示を踏まえ、過重負荷

の有無の判断を適切に行うこと。 

また、労働時間以外の負荷要因の評価についての留意点は、別紙１のとおり

であり、労働時間及び労働時間以外の負荷要因を客観的かつ総合的に判断する

必要があることは従前と同様であること。 

 

５ 異常な出来事 

異常な出来事における「異常」とは、当該出来事によって急激な血圧変動や血

管収縮等を引き起こすことが医学的にみて妥当と認められる程度のものであるこ

とを指しており、出来事の異常性・突発性や予測の困難性は、出来事による身体

的、精神的負荷が著しいと認められるか否かの検討の視点として重要なものであ

るが、異常な出来事に不可欠のものではない。 

認定基準においては、その趣旨で具体的な出来事から「突発的又は予測困難な

異常な」の表記が削除されているものであり、認定基準に示された検討の視点及

び業務と発症との関連性が強いと評価できる場合の例示を踏まえ、過重負荷の有

無の判断を適切に行うこと。 

 

６ 危険因子の評価 
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脳・心臓疾患は、その発症の基礎となる血管病変等が、主に加齢、生活習慣等

の日常生活による諸要因等の負荷により、長い年月の生活の営みの中で徐々に形

成、進行及び増悪するといった自然経過をたどり発症するもので、血管病変等の

進行には、高血圧、糖尿病、脂質異常症、喫煙、飲酒等の危険因子の関与が指摘

されており、特に複数の危険因子を有する者は、発症のリスクが高いとされてい

る。 

このため、業務起因性の判断に当たっては、脳・心臓疾患を発症した労働者の

健康状態を把握して、基礎疾患等の程度を十分検討する必要があるが、認定基準

の要件に該当する事案については、明らかに業務以外の原因により発症したと認

められる場合等の特段の事情がない限り、業務起因性が認められるものである。 

 

第４ 調査中の事案等の取扱い 

認定基準施行日において調査中の事案及び審査請求中の事案については、認定

基準に基づいて決定すること。 

また、認定基準施行日において係争中の訴訟事案のうち、認定基準に基づいて

判断した場合に訴訟追行上の問題が生じる可能性のある事件については、当課労

災保険審理室に協議すること。 

 

第５ 認定基準の周知等 

１ 認定基準の周知 

  脳・心臓疾患の労災認定に関し相談等があった場合には、おって示すリーフレッ

ト等を活用することにより、認定基準等について懇切・丁寧に説明を行うこと。 

  また、各種関係団体に対しても、機会をとらえて周知を図ること。 

  なお、旧認定基準のパンフレットについては、当面、当該リーフレットを挟み

込んで使用すること。 

 

２ 職員研修等の実施 

  労働局において、職員研修等を計画的に実施し、認定基準に関する職員の理解

を深めること。 

  また、地方労災医員等に対しても、同様に認定基準について情報提供し、その

考え方等について説明すること。 

-290-



 

 

別紙１ 

 

労働時間以外の負荷要因の評価に当たっての留意事項 

 

 

労働時間以外の負荷要因の評価に当たっての留意事項及び旧認定基準からの改正の

趣旨は、次のとおりである。 

なお、負荷要因の評価に当たっては、労働時間も含め、各負荷要因について全体を

総合的に評価することが適切であり、ある就労実態について評価を行う際には、各負

荷要因において示された検討の視点についてそれぞれ検討し、評価することが必要で

あるが、これは同一の実態について二重に評価する趣旨ではないことはこれまでと同

様である。 

 

１ 勤務時間の不規則性   

(1) 拘束時間の長い勤務 

旧認定基準から大きな変更はなく、検討の視点について一部改正が行われると

ともに、定義が明らかにされ、また、労働時間の項目における評価との重複を避

けるための記載が追加されたものであること。 

(2) 休日のない連続勤務 

新規に追加された項目であり、旧認定基準においては、労働時間の項目の中で

評価されていた内容について、独立した負荷要因として明らかにされたものであ

ること。 

なお、休日がない場合だけでなく、休日が少ない場合もこの項目で評価するも

のであること。ここでいう「連続勤務」は労働日が連続することを指し、24時間

連続勤務のような引き続いて実施される一勤務が長い状況については、本項目で

はなく「不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務」の項目において評価すること。 

(3) 勤務間インターバルが短い勤務 

新規に追加された項目であり、旧認定基準においては、「交替制勤務・深夜勤

務」の項目で「勤務と次の勤務までの時間」として評価を行っていた内容である

が、交替制勤務等に限らず、時間外労働により終業時刻が遅くなり、次の始業時

刻までの時間が短くなった場合も含めて本項目で評価すること。 

また、長期間の過重業務の判断に当たって、検討の対象とする時間数が示され

ているが、勤務間インターバルがおおむね11時間未満であるか否かだけでなく、

勤務間インターバルの時間数、頻度、連続性等についても検討する必要があるも

のであること。 

(4) 不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務 

旧認定基準における「不規則な勤務」と「交替制勤務・深夜勤務」について、

負荷となる理由の共通性や、実際の事例における区分の困難性等の観点から統合

されたものであること。 

本項目は、勤務時間帯やその変更が生体リズム（概日リズム）と生活リズムの

-291-



 

 

位相のずれを生じさせ、疲労の蓄積に影響を及ぼすことを評価するものであるこ

とから、交替制勤務がスケジュールどおり実施されている場合や、日常的に深夜

勤務を行っている場合であっても、負荷要因として検討し、労働時間の状況等と

合わせて評価する必要があるものであること。 

 

２ 事業場外における移動を伴う業務 

旧認定基準における「出張の多い業務」について、出張を「特定の用務を果たす

ために通常の勤務地を離れて行うもの」と整理した上で、通常の勤務として事業場

外における移動を伴う業務の負荷についても検討する必要があるとされたことから

項目名が修正され、その細目として「出張の多い業務」と「その他事業場外におけ

る移動を伴う業務」が明示されたものであること。 

(1) 出張の多い業務 

旧認定基準における負荷要因の検討の視点について一部改正が行われるととも

に、定義が明らかにされたものであること。 

また、旧認定基準において作業環境の細目とされていた時差についても、出張

に伴う負荷であることから本項目で評価することとされたものである。時差につ

いては、時間数を限定せず検討の対象とされたが、特に４時間以上の時差が負荷

として重要であることに留意すること。 

なお、時差を検討するに当たっては、東への移動（１日の時間が短くなる方向

の移動）は、西への移動よりも負荷が大きいとされており、検討の視点に示され

た「移動の方向」とはその趣旨であること。 

出張に伴う勤務時間の不規則性については、本項目ではなく、前記１の項目に

おいて併せて評価する必要があること。 

(2) その他事業場外における移動を伴う業務 

長距離輸送の業務に従事する運転手や航空機の客室乗務員等、通常の勤務とし

て事業場外における移動を伴う業務の負荷について検討する項目であり、検討の

視点は、一部を除き「出張の多い業務」とおおむね同様であること。 

 

３ 心理的負荷を伴う業務 

旧認定基準における「精神的緊張を伴う業務」について、業務による心理的負荷

を広く評価対象とする趣旨で、項目名が修正されたものであること。 

認定基準別表１の「日常的に心理的負荷を伴う業務」は、旧認定基準の別紙のう

ち「日常的に精神的緊張を伴う業務」に対応したものであるところ、旧認定基準に

記載があり、認定基準に記載がない業務については、認定基準別表２の「心理的負

荷を伴う具体的出来事」として評価することが想定されているものである。 

また、認定基準別表２の「心理的負荷を伴う具体的出来事」は、旧認定基準の別

紙のうち「発症に近接した時期における精神的緊張を伴う業務に関連する出来事」

に対応したものであるが、心理的負荷による精神障害の認定基準（平成23年12月26

日付け基発1226第１号）が定める「業務による心理的負荷評価表」（以下「評価表」

という。）を参考に、具体的出来事の内容が拡充されたものである。具体的には、
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評価表に記載された具体的出来事のうち、労働時間（仕事の量）に関するものを除

き、平均的な心理的負荷の強度がⅢ及びⅡ（強～中程度）のものが掲記されている。

したがって、別表２に記載された用語の解釈は評価表と同一である。 

さらに、認定基準別表１及び別表２に掲げられていない具体的出来事等に関して

強い心理的負荷が認められる場合には、検討の視点でいう具体的出来事「等」とし

て評価することとなる。 

なお、旧認定基準においては、精神的緊張の程度が特に著しいと認められるもの

について評価することとされており、また、業務に関連する出来事について、発症

に近接した時期におけるものが評価の対象とされていたが、認定基準においてはそ

れらの限定はなされていないことに留意すること。 

 

４ 身体的負荷を伴う業務 

新規に追加された項目である。旧通達において、日常業務と質的に著しく異なる

業務として、事務職の労働者が激しい肉体労働を行うことにより、日々の業務を超

える身体的、精神的負荷を受けたと認められる場合を例示していたが、そのような

場合も含めて本項目で評価すること。 

また、日常的に強度の肉体労働を行っている場合にも負荷要因として検討し、労

働時間の状況等と合わせて評価すること。 

 

５ 作業環境 

作業環境については、旧認定基準において、過重性の評価に当たっては付加的に

考慮することとされていたところ、認定基準においても、長期間の過重業務の判断

に当たっては付加的に考慮するものとされたこと。 

一方、短期間の過重業務の判断に当たっては、他の負荷要因と同じく十分に検討

すること。 

(1) 温度環境 

旧認定基準における負荷要因の検討の視点について、旧認定基準では寒冷を高

温より重視していたが、寒冷と高温を同様に検討する趣旨の改正が行われたこと。 

(2) 騒音 

旧認定基準から変更はないこと。 
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別紙２ 

 

労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合的に考慮して 

業務と発症との関連性が強いと評価される例 

 

 

【事例１】 

Ａさんは、トラックの運転手として、県内で製造された電気製品等を国内各地に所

在するホームセンターの物流センターに配送する業務に従事していた。Ａさんは、こ

れらの業務に従事し、発症前２か月平均で月約71時間の時間外労働を行っていた。 

 夜間運行を基本とし、20時から23時に出勤し、翌朝８時から９時、遅い日では15時

頃まで勤務していた。発症前６か月の拘束時間は、発症前１か月から順に、216時間、

302時間、278時間、266時間、219時間、291時間となっていた。 

 Ａさんは、配送先の物流センターで製品の積み込み作業中に倒れた。物流センター

の作業員が倒れていたＡさんを発見し、救急車を呼び病院に搬送したが、Ａさんは、

心筋梗塞により死亡した。 

 

 

【事例２】 

Ｂさんは、関東に所在する水産加工工場に勤務し、水産物の仕入れや営業担当業務

に従事していた。Ｂさんは、これらの業務に従事し、発症前３か月平均で月約64時間

の時間外労働を行っていた。 

この３か月の全ての勤務は泊付きの出張であり、主に仕入業者との商談や営業のた

め、関西と九州方面の港に出張していた。 

発症前３か月の泊付きの出張日数は64日、工場から関西や九州方面へ移動を要した

日数は24日に及んだ。 

Ｂさんは出張先で、痙攣、めまい、吐き気の症状を訴え、救急車を呼び病院に搬送

され、脳梗塞と診断された。 
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Ⅰ はじめに 

１ 検討会開催の背景等 

業務による過重負荷を原因とする脳血管疾患及び虚血性心疾患等（以下

「脳・心臓疾患」という。）については、労働者災害補償保険制度（以下「労災

保険制度」という。）の下、平成 13 年 12 月に改正した「脳血管疾患及び虚血性

心疾患等（負傷に起因するものを除く。）の認定基準」に基づき労災認定を行っ

てきたところであるが、認定基準の改正から約 20 年が経過する中で、働き方の

多様化や職場環境の変化が生じていることから、最新の医学的知見を踏まえた

検証を行う必要がある。 

このため、本検討会は、厚生労働省の依頼により、最新の医学的知見に基づ

き、医学、疫学、予防医学、労働衛生学及び法律学等の専門的見地から認定基

準について検討を行った。 

 

２ 検討状況 

前記１の背景等を踏まえ、令和２年６月 10 日の第１回から 13 回にわたって

検討会を開催した。 

なお、第１回検討会においては、複数就業者に係る労災保険給付等について、

複数就業先での業務上の負荷を総合して評価することにより疾病等の間に因果

関係が認められる場合には、新たに労災保険給付を行うこと等を内容とする労

働者災害補償保険法の改正が成立したことを踏まえ、その認定方法について意

見を取りまとめた。 

第２回検討会から第13回検討会において、認定基準の全般について最新の医

学的知見を踏まえた検証、検討を行い、今般、その検討結果を取りまとめたも

のである。 

 

３ 検討の視点等 

(1) 現行認定基準の考え方と改正の経緯 

労働者災害補償保険法は、昭和 22 年の制定以後、業務上の事由により被災

した労働者やその遺族に対して保険給付を行っており、脳・心臓疾患に係る認

定基準は、昭和 36 年２月にはじめて策定された。その後、同基準は昭和 62 年

10月、平成７年２月及び同８年１月の改正を経て、現在は、平成13年 12月に

改正された認定基準（以下「現行認定基準」という。）により業務起因性の判

断が行われている。 
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表１－１ 認定基準改正の経緯 

現行認定基準では、発症に近接した急性の過重負荷を重視してきたこれ以前

の認定基準の考え方に加え、脳・心臓疾患の発症に影響を及ぼす業務による明

らかな過重負荷として、長期間にわたる疲労の蓄積も考慮することとし、認定

要件として、次の①、②又は③の業務による明らかな過重負荷を受けたことに

より発症した脳・心臓疾患について業務起因性を認めることとしている。 

① 発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明

確にし得る異常な出来事に遭遇したこと。 

② 発症に近接した時期において、特に過重な業務に就労したこと。 

③ 発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業

務に就労したこと。 

１ 昭和 36 年２月 

  中枢神経系及び循環器疾患（脳卒中、急性心臓死等）の業務上外認定基準を策定 

  ・業務における異常な出来事を評価 

２ 昭和 62 年 10 月 ※新たな医学的知見に基づく見直し 

 ・異常な出来事に加えて、短期間（発症前 1 週間）の過重業務を評価  

 ・対象疾病の特定 

   脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、一次性心停止、 

狭心症、心筋梗塞症、解離性大動脈瘤 

３ 平成７年２月 ※新たな医学的知見に基づく見直し 

 ・日常業務に比較して、特に過重な業務を評価 

 ・発症前 1 週間より前の業務について、当該業務も含めて総合的に判断 

 ・基礎疾患を有する者に対する考え方を追加 

４ 平成８年１月 ※新たな医学的知見に基づく見直し 

 ・対象疾病の追加 

  不整脈による突然死等 

５ 平成 13 年 12 月 ※最高裁判決を契機として医学的知見を収集した上で見直し 

 ・長期間（発症前おおむね６か月）の過重業務を評価 

 ・対象疾病を ICD-10 に準拠した疾患名に整理 

   脳内出血（脳出血）、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、 

   心停止（心臓性突然死を含む）、解離性大動脈瘤 

 ・労働時間以外の業務における負荷要因を明確化 

   不規則な勤務、拘束時間の長い勤務、出張の多い勤務、交替制勤務・深夜勤務 など 
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なお、現行認定基準が定められた後の経過として、まず、平成 22 年５月に

労働基準法施行規則（以下「労基則」という。）が改正され、労働基準法第 75

条第２項の業務上疾病の範囲を定める労基則別表第１の２の第８号として、

「長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務によ

る脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止

（心臓性突然死を含む。）若しくは解離性大動脈瘤又はこれらの疾病に付随す

る疾病」が定められた。これにより、当該改正前は「その他業務に起因するこ

との明らかな疾病」として労災認定されてきた脳・心臓疾患は、改正後の労基

則別表第１の２の第８号の疾病として労災認定されることとなり、認定基準に

も所要の改正が行われた。 

また、労働者災害補償保険法の改正により、令和２年９月から、事業主が同

一でない二以上の事業に同時に使用されている労働者（以下「複数事業労働者」

という。）の複数の事業の業務を要因とする傷病等について、複数業務要因災

害として新たな保険給付がなされることとなった。複数業務要因災害となり得

る疾病としては、脳・心臓疾患及び精神障害が想定されており、認定基準にも

所要の改正が行われた。 

 

(2) 検討の視点 

現行認定基準は、前記(1)（１頁）のとおり、平成 13 年に定められた後も一

部改正が行われてきたものの、その主要な内容には変更はなく、現行認定基準

の策定から約 20 年が経過する中で、働き方の多様化や職場環境の変化が生じ

ていることから、最新の医学的知見を踏まえた検証を行うことが必要となった

ところである。 

本検討に先立ち、厚生労働省では、平成 30 年度及び令和元年度において、

委託事業により、脳・心臓疾患の発症と睡眠時間、労働時間及び労働時間以外

の負荷要因との関係について最新の医学的知見の収集を行った。 

本検討会は、当該委託事業において収集された知見をはじめとする最新の医

学的知見や、個別の支給決定事例、裁判例等に基づき、脳・心臓疾患の現状等

や、各疾患の概要、危険因子について整理するとともに、現行認定基準の全般

にわたってその妥当性を検証し、業務の過重性の評価の具体化、明確化等につ

いても検討を行った。その際、業務起因性を客観的かつ迅速に判断できるよう、

できる限り医学的証拠に基づいた医学的思考過程に沿って検討した。 

特に、認定基準における対象疾病の考え方（後記Ⅲ、21 頁）と業務の過重

性の評価（後記Ⅳ、27 頁）については重点的に検討したところであり、それ
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ぞれ後記Ⅲ及びⅣの冒頭に検討結果のポイントを掲記するとともに、まとめ

（後記Ⅴ、64 頁）においても検討結果の概略を取りまとめた。 

また、各疾患の概要及び危険因子については、資料１（67 頁）として取り

まとめた。 
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Ⅱ 脳・心臓疾患の現状等 

１  脳・心臓疾患の現状 

人口動態統計1による昭和 22 年から令和２年までの期間における主要疾患死

亡率の変動をみると、図２－１のとおり、心疾患が悪性新生物に次いで増加を

続けており、死因の第２位を占める。脳血管疾患は昭和46年からみると減少傾

向にあるが、老衰に次いで死因の第４位であり、これらの脳・心臓疾患は依然

として高い水準を占めている。 

図２－１ 死因年次別にみた死亡率（人口 10 万対） 

（厚生労働省「人口動態統計」） 

※令和元年までは確定値、令和２年は概数 

  

                                                           
1 厚生労働省. 人口動態統計.  https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei 
=00450011&tstat=000001028897 
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また、平成７年以降における脳・心臓疾患の死亡率については、人口動態統

計2によると、図２－２、２－３、２－４に示すとおりである。 

脳血管疾患は、平成７年から同 26 年までは減少傾向であったが、それ以降は

令和元年の86.1（人口10万対）までほぼ横ばいの状況にある。疾患別にみると

脳梗塞が平成７年から同 26 年まで顕著に減少し以降はほぼ横ばいに推移してお

り、脳内出血、くも膜下出血、その他の脳血管疾患は平成７年以降ほぼ横ばい

に推移している。 

心疾患は、平成７年から同 26 年まで約 1.4 倍の増加がみられたが、以降は緩

やかな増加を示している。疾患別にみると心不全が平成７年から顕著な増加傾

向にあり令和元年までに約 2.4 倍となっている一方、急性心筋梗塞は平成７年

から減少傾向を示している。不整脈及び伝導障害並びにその他の虚血性心疾患

は、平成 26 年まで増加傾向にあったが以降はほぼ横ばいに推移している。 

 

図２－２ 脳血管疾患及び心疾患の病類別にみた年次別死亡率（人口 10万対） 

（厚生労働省「人口動態統計」確定値） 

                                                           
2 厚生労働省. 人口動態統計. https://www.e-stat.go.jp/stat-search/database?page=1&toukei= 
00450011&tstat=000001028897 
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図２－３ 脳血管疾患の病類別にみた年次別死亡率（人口 10 万対） 

     （厚生労働省「人口動態統計」確定値） 

 

 

図２－４ 心疾患の病類別にみた年次別死亡率（人口 10 万対） 

（厚生労働省「人口動態統計」確定値） 
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人口動態統計3により性・年齢別に主要死因の構成割合をみたのが図２－５で

ある。男女とも幅広い年齢層で悪性新生物が死因の第１位を占めているが、40

歳以上の年齢層では脳・心臓疾患の占める割合も高くなっている。 

 

 

図２－５ 性・年齢別にみた主要死因別死亡率（人口 10 万対） 
（厚生労働省「人口動態統計」令和２年概数） 

  

                                                           
3 厚生労働省. 人口動態統計. 2020 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei= 
00450011&tstat=000001028897 
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また、人口動態統計4により脳・心臓疾患の両者について年齢別死亡者数をみ

ると、図２－６に示すとおり、50 歳以上の年齢層では加齢とともに対数的に増

加している。 
 

 

図２－６ 脳血管疾患及び心疾患の年齢別にみた死亡率（人口 10万対） 

（厚生労働省「人口動態統計」令和元年確定値） 

  

                                                           
4 厚生労働省. 人口動態統計. 2019 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/database?page=1&toukei= 
00450011&tstat=000001028897 
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全国の医療施設を利用する患者について、その傷病状況等を明らかにするこ

とを目的として３年ごとに厚生労働省が実施している患者調査5によると、平成 

29 年の我が国における主要疾患別の調査日１日間に全国の医療施設で受療した

推計患者数は図２－７のとおりである。高血圧性疾患の推計患者数は65万人を

数えて最も多く、悪性新生物、糖尿病、脳血管疾患がそれに続いており、脳・

心臓疾患としては 43 万人を数え、高血圧性疾患に次いで多い。 

 

         

 

（注）推計患者数は、調査日当日に、医療施設で受療した患者の推計数 
図２－７ 主要疾患の推計患者数 

（厚生労働省「患者調査」平成 29年） 

 

 

 

  

                                                           
5 厚生労働省. 患者調査. 2017 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/database?page=1&toukei= 
00450022&tstat=000001031167 
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また、年齢別主要疾患の推計患者数は図２－８に示すとおりである。これを

みると、35 歳以上の年齢層における患者の中では高血圧で受療している推計患

者数が最も多く、65 歳以上になると脳血管疾患及び心疾患で受療している推計

患者数も増加している。 

 

  

    

（注）推計患者数は、調査日当日に、医療施設で受療した患者の推計数 

図２―８ 年齢別の主要疾患の推計患者数 
（厚生労働省「患者調査」平成 29年） 
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２ 労働者の健康状態や労働時間等の状況 

労働安全衛生調査（実態調査）6及び労働者健康状況調査7によると、平成14年

以降、仕事や職業生活に強い不安、悩み、ストレスを感じながら働いている労

働者は、約５割から６割で推移している。平成 30 年では 58％の労働者が強い不

安や悩み、ストレスを抱えながら働いている。 

その内訳をみると、「仕事の質・量」、「仕事の失敗、責任の発生等」、「対人関

係（セクハラ・パワハラを含む）」に関するものが多く、その中でも「仕事の

質・量」に関するものが最多で、59.4％の労働者が強い不安、悩み、ストレス

を感じている。 

      

 
 

図２－９ 仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスを感じる労働者の割合 

（厚生労働省「労働安全衛生調査（実態調査）」 

（平成 14～24年は「労働者健康状況調査」）） 

 

                                                           
6 厚生労働省. 労働安全衛生調査（実態調査）. https://www.e-stat.go.jp/statsearch/files?page=1& 
toukei=00450110&tstat=000001069310 
7 厚生労働省. 労働者健康状況調査. https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei 
=00450095& tstat= 000001020508 
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図２－10 「仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスを感じる」とした労働者の

うち、その内容 

（厚生労働省「平成 30年労働安全衛生調査（実態調査）」） 
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労働力調査8によると、平成 12 年から令和２年までの年齢階級別雇用者数の推

移は、図２－11 のとおりである。 

人口は既に減少に転じているが、就業者数は近年増加傾向にある。また、65

歳以上の就業者数、構成比は年々増加している状況にあり、平成 12 年と令和２

年を比較すると、65 歳以上の就業者数は、約 1.8 倍となり、構成比は、7.5％か

ら 13.6％に増加している。 

 

 

 
図２－11 年齢階級別雇用者数 

（総務省「労働力調査」） 

                                                           
8 総務省. 労働力調査. https://www.e-stat.go.jp/stat-search/database?page=1&toukei=00200531& 
tstat= 000000110001 
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毎月勤労統計調査9によると、平成５年から令和２年までの年間総労働時間の

推移は、図２－12 のとおりである。 

総実労働時間数及び所定内労働時間数はともに年々減少傾向にあり、平成５

年と令和２年を比較すると、総実労働時間数は 84.4％、所定内労働時間数は

83.6％になっている。 

所定外労働時間は、年 110 時間台から年 130 時間台で推移し、平成 25 年以降

は年 130時間前後となっていたが、令和２年は大きく減少し、平成５年以降で最

も短くなっている。 

 

 
（注）１ 総実労働時間及び所定内労働時間の年換算数値については、各月間平均値を 12 倍し、小

数点第１位を四捨五入したもの。所定外労働時間数については、総実労働時間の年換算値か
ら所定内労働時間数の年換算値を引いて算出。 

   ２ 平成 16 年から平成 23 年の数値は、抽出調査を行う場合に必要な復元をした調査結果が存
在しないため、時系列比較のための推計値を求め、作成した。 

図２－12 年間総労働時間の推移（パートタイム労働者を含む） 

（厚生労働省「毎月勤労統計調査」） 

                                                           
9 厚生労働省. 毎月勤労統計調査. https://www.e-stat.go.jp/stat-search/database?page=1&toukei= 
00450071&tstat=000001011791 
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労働力調査10によると、週 35 時間未満の雇用者数、雇用者の割合は、平成 11

年から令和２年にかけていずれも増加傾向にあり、令和２年には雇用者数は

1,924 万人、雇用者の割合は 33.7％に及んでいる。 

   週 35 時間以上週 60 時間未満の雇用者数、雇用者の割合は、平成 11 年から令

和２年にかけて、雇用者数はおおむね横ばい、雇用者の割合は減少している。

令和２年には、雇用者数は、3,453万人、雇用者の割合は60.5％になっている。 

   週 60時間以上の雇用者数、雇用者の割合は、平成11年から令和２年にかけて

いずれも減少傾向にあり、令和２年には雇用者数は292万人、雇用者の割合は、

5.1％になっている。 

   週 35時間未満の短時間労働者は年々増加し、週60時間以上の長時間労働者は

年々減少している傾向にある。週 35 時間未満の雇用者が増加したことが、総実

労働時間及び所定内労働時間の減少の要因と考えられる。 

 
 

（注）１ 非農業雇用者について作成したもの 
   ２ 就業時間不詳の者がいるため、計 100％にならない 

図２－13 月末１週間の就業時間別の雇用者の割合及び雇用者数 

（総務省「労働力調査」） 

                                                           
10 総務省. 労働力調査. https://www.e-stat.go.jp/stat-search/database?page=1&toukei=00200531& 
tstat=000000110001 

(1,138 )

(1,053 )
(1,205 )

(1,211 )
(1,259 )

(1,237 )
(1,266 )

(1,205 )
(1,346 )

(1,407 )
(1,432 )

(1,415 )
(1,384 )

(1,436 )
(1,568 )

(1,651 )
(1,634 )

(1,683 )
(1,607 )

(1,817 )
(1,849 )

(1,924 )

(3,505 )

(3,561 )
(3,433 )

(3,361 )

(3,308 )

(3,354 )
(3,385 )

(3,553 )
(3,483 )

(3,437 )
(3,377 )

(3,383 )
(3,227 )

(3,411 )

(3,327 )
(3,284 )

(3,358 )
(3,415 )

(3,566 )
(3,491 )

(3,540 )
(3,453 )

(577 )
(631 )

(609 )
(630 )

(638 )
(639 )

(617 )
(580 )

(554 )(537 )(491 )
(502 )

(476 )(490 )(474 )(464 )(450 )(429 )(432 )(397 )
(374 )

(292 )

21.8%20.0%22.9%
23.2%

24.1%
23.6%

24.0%
22.5%

24.9%
26.1%

27.0%
26.6%

27.1%
26.8%

29.0%
30.4%

29.9%
30.3%

28.5%
31.6%

31.9%
33.7%

67.1%

67.8%

65.3%

64.4%

63.4%

64.0%

64.1%

66.4%

64.5%

63.7%

63.6%

63.6%

63.2%

63.6%

61.6%

60.5%

61.3%
61.4%

63.2%
60.8%

61.0%

60.5%

11.0%
12.0%

11.6%
12.1%

12.2%
12.2%

11.7%10.8%
10.3%

10.0%9.2% 9.4%9.3% 9.1%8.8%
8.5%

8.2% 7.7%
7.7% 6.9% 6.4%5.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元 2
週35時間未満の者 週35時間以上週60時間未満の者

（年）

（平成） （令和） 

（単位：万人） 

-322-



17 

 

月末１週間の就業時間が 60 時間以上の雇用者の割合の推移は、性別、年齢階

層別の全てで減少傾向にある。 

   令和２年の男性の月末１週間の就業時間が 60 時間以上の雇用者の割合は、

7.7％である。年齢階層別でみると、40～49 歳が 9.9％、30～39 歳が 9.8％、50

～59 歳が 8.4％の順に多い。 

   令和２年の女性の月末１週間の就業時間が 60 時間以上の雇用者の割合は、

1.9％である。年齢階層別でみると、20～29 歳が 2.5％、30～39 歳が 2.0％、50

～59 歳が 1.8％の順に多い。 

 

 
（注）非農業就業者について作成したもの 

図２－14 月末１週間の就業時間が 60 時間以上の雇用者の割合（性・年齢階層別） 

（総務省「労働力調査」） 
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就労条件総合調査11によると、令和２年に勤務間インターバルを導入している

企業は 4.2％、導入を予定又は検討している企業は 15.9％であり、前年と比較す

ると、勤務間インターバルを導入している企業、導入を予定又は検討している

企業のいずれも増加している。 

   なお、企業規模が大きいほど勤務間インターバルを導入している企業の割合、

導入を予定又は検討している企業の割合が共に高い傾向にある。 

   業種別にみると、勤務間インターバルを導入している企業の割合は、「運輸業、

郵便業」、「金融業、保険業」、「建設業」の順に多い。勤務間インターバルの導

入を予定又は検討している企業の割合は、「情報通信業」、「学術研究、専門・技

術サービス業」、「宿泊業、飲食サービス業」の順に多い。 

 
（注）１ 令和２年１月１日時点の状況を示している。 
   ２ 数値は「不明」を含まないため、合計が 100％にならない場合がある。 

図２－15 勤務間インターバル制度を導入している企業の割合 
（厚生労働省「就労条件総合調査」） 

                                                           
11 厚生労働省. 就労条件総合調査. 2020 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/database?page=1 
&toukei= 00450099&tstat=000001014004 
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３ 脳・心臓疾患に係る労災補償の状況 

現行認定基準が定められた平成 13 年度以降の脳・心臓疾患の労災保険給付請

求件数、支給決定件数は図２－16 のとおりであり、過去 10 年の平均では請求が

年約 830 件、支給決定が年約 260 件となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－16 脳・心臓疾患の労災請求・支給決定件数 

（厚生労働省） 

過去 10 年間（平成 23 年度から令和２年度までの期間）に業務上として認定

された事案について、①業種、②職種、③年齢、④時間外労働時間数、⑤疾患

別の内訳をみると、①業種別では、「運輸業、郵便業」が最も多く、次いで「卸

売業、小売業」、「製造業」と続き、これらの業種で約 60％を占め、②職種別で

は、「輸送・機械運転従事者」が最も多く、次いで「専門的・技術的職業従事

者」、「サービス職業従事者」と続き、これらの職種で約 56％を占めている。③

年齢別では、40 歳代から 50 歳代が約 70％を占め、④時間外労働時間数では、

80時間以上から100時間未満が最も多く、次いで100時間から120時間と続き、

これらで約 60％を占め、⑤疾患別では、脳血管疾患が約 61％、虚血性心疾患等

が約 39％と脳血管疾患が約半数以上を占めている。 

なお、近年、60 歳以上の請求件数が増加傾向にあり、40 歳代の請求よりも多

い傾向にある。 

行政事件訴訟件数の推移をみると、図２－17 のとおりであり、直近では新規

提訴件数が年間 10 件前後、判決件数も 10 件余り、原処分取消（請求認容）判

決が年間２件前後となっており、請求棄却判決は過去５年間の平均で約 89％と

なっている。 
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図２－17 脳・心臓疾患の労災認定に関する行政事件訴訟件数の推移 

（厚生労働省） 
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Ⅲ 認定基準における対象疾病の考え方 

１ 現行認定基準の対象疾病 

現行認定基準においては、中枢神経及び循環器系疾患のうち、業務による過

重負荷により発症する疾患として、 

(1) 脳血管疾患 

① 脳内出血（脳出血） 

② くも膜下出血 

③ 脳梗塞 

④ 高血圧性脳症 

(2) 虚血性心疾患等  

① 心筋梗塞 

② 狭心症 

③ 心停止（心臓性突然死を含む。） 

④ 解離性大動脈瘤 

を認定基準の対象としている。 

このほか、現行認定基準では、平成８年改正時の認定基準（平成８年１月 22

日付け基発第 30 号）で対象疾病としていた「不整脈による突然死等」について、

これは、不整脈が一義的な原因となって心停止又は心不全症状等を発症したも

のであることから、「不整脈による突然死等」は、前記(2)③の「心停止（心臓

性突然死を含む。）」に含めて取り扱うこととしている。 

また、平成７年改正時の認定基準（平成７年２月１日付け基発第 38 号）にお

いて、「先天性心疾患等(高血圧性心疾患、心筋症、心筋炎等を含む。)を有する

場合については、これらの心臓疾患が原因となって慢性的な経過で増悪し、又

は不整脈等を併発して死亡等の重篤な状態に至ることが多いので、単に重篤な

状態が業務遂行中に起こったとしても、直ちに業務と発症との関連を認めるこ

とはできない」とした上で、「その病態が安定しており、直ちに重篤な状態に至

るとは考えられない場合であって、業務による明らかな過重負荷によって急激

に著しく重篤な状態に至ったと認められる場合には、業務と発症との関連が認

められる」としている。 

【検討結果のポイント】 

・ 脳・心臓疾患の対象疾病として「重篤な心不全」を追加 

・ 解離性大動脈瘤については「大動脈解離」に表記を修正 
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本検討会においても、器質的心疾患（先天性心疾患、弁膜症、高血圧性心疾

患、心筋症、心筋炎等）を有する場合について、当該器質的心疾患が自然経過

により重篤な状態に至った場合について業務と発症との関連を認めることはで

きないが、その病態が安定しており、直ちに重篤な状態に至るとは考えられな

い場合であって、業務による明らかな過重負荷によって自然経過を超えて著し

く重篤な状態に至ったと認められる場合には、業務と発症との関連を認めるこ

とが妥当と判断する。なお、著しく重篤な状態に至った場合とは、対象疾病を

発症した場合であると整理される。 

 

２ 対象疾病に追加する疾病 

（1）重篤な心不全 

現行認定基準においては、前記１（21 頁）のとおり不整脈が一義的な原因と

なった心停止又は心不全症状等について、「心停止（心臓性突然死を含む。）」

に含めて取り扱うこととしているが、心停止とは異なる病態である心不全につ

いて、「心停止（心臓性突然死を含む。）」に含めて取り扱うことは適切とはい

えない。 

「心不全」とは、「急性･慢性心不全診療ガイドライン」によれば「なんらか

の心臓機能障害、すなわち、心臓に器質的および/あるいは機能的異常が生じ

て心ポンプ機能の代償機転が破綻した結果、呼吸困難・倦怠感や浮腫が出現し、

それに伴い運動耐容能が低下する臨床症候群」と定義される12（資料１Ⅰ３(5)、

85 頁参照）。心不全の原因疾患は多岐にわたり、不整脈によるもののほか、心

筋症や弁膜症等を基礎疾患として発症する場合もあるが、心筋症等を有する場

合であっても、その病態が安定しており、直ちに重篤な状態に至るとは考えら

れない場合に、業務による明らかな過重負荷によって、自然経過を超えて重篤

な心不全が生じることは考えられる。このため、不整脈によるものも含め「重

篤な心不全」を対象疾病に追加し、業務による明らかな過重負荷によって重篤

な心不全が生じた場合には、労災補償による救済の対象とすることが妥当であ

る。 

なお、心不全は、状態名であって疾患名ではなく、前記のとおり原因が様々

であるだけでなく、その程度についても様々であって、身体活動に制限がない

状態から、急性心不全と呼ばれる急速に心原性ショックや心肺停止に移行する

                                                           
12 日本循環器学会ら. 急性･慢性心不全診療ガイドライン（2017 年改訂版）. ライフサイエンス出版. 

2018;10 
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可能性のあるひっ迫した状態までを含む幅広い状態名である。労災補償の対象

疾病としては、基礎疾患の自然経過によるものではなく、業務による明らかな

過重負荷によって基礎疾患がその自然経過を超えて著しく増悪したものと判断

できる必要がある。このため、心不全を対象疾病として追加するに当たっては、

入院による治療を必要とする急性心不全を念頭に、その範囲を「重篤な心不全」

と限定することが妥当であり、治療内容や予後等も含め病状の全体像をみて、

業務による負荷及び基礎疾患の状況と心不全の発症との関係を判断する必要が

ある。 

（2）その他の疾病 

本検討会は、前記(1)（22 頁）のほか、業務による過重負荷によって発症す

る疾患として、新たに追加ないし削除すべきものはないと判断する。 

ここで、現行認定基準における対象疾病以外の疾病であって、現行認定基準

の策定以降の裁判例又は支給決定事例において、個別事例ごとの事情を踏まえ

て業務による明らかな過重負荷によって発症したと認定されたものは、次のと

おりである。 

・ 下肢動脈急性閉塞、Ｓ状結腸壊死 

・ 上腸間膜動脈塞栓症 

・ 網膜中心動脈閉塞症 

・ 椎骨動脈解離 

これら疾病は、発症数が対象疾病に比べ極めて少なく、発生原因も様々であ

ることから、対象疾病に追加することは適切でない。 

しかしながら、これら疾病を含む対象疾病以外の体循環系の各動脈の閉塞又

は解離については、脳・心臓疾患の認定基準の基本的考え方により業務起因性

の判断ができる場合もあることから、これらの疾病については、基礎疾患の状

況や業務の過重性等を個別に検討し、対象疾病と同様の経過で発症し、業務が

相対的に有力な原因であると判断できる場合には、労働基準法施行規則別表第

１の２第11号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」として取り扱う

ことが妥当である。 

また、たこつぼ心筋症（左室心尖部を中心とする収縮低下と心基部の過収縮

により左室がたこつぼ型を呈する心筋障害）については、精神的・身体的なス

トレスを受けた後に発症したとする報告がみられる13ところであるが、請求・

決定例がなく事案の蓄積を待つ必要があり、現時点においては、労災請求があ

                                                           
13 坂本信雄ら. たこつぼ心筋症の診断. 心臓. 2010; 42; 441-450 
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った場合には個別に業務起因性を検討することが妥当である。 

 

３ 表記の適正化を図る疾病と対象疾病 

対象疾病のうち「解離性大動脈瘤」に関しては、疾病及び関連保健問題の国

際統計分類（International Statistical Classification of Diseases and 

Related Health Problems）第 10 回改訂（以下「ICD-10」という。）に準拠した

「疾病、傷害及び死因の統計分類」（平成27年２月13日総務省告示第35号）に

おいて、「I71.0 大動脈の解離［各部位］」と表記されている14。本検討会におい

ては、平成 12 年から同 13 年にかけて開催された「脳・心臓疾患の認定基準に

関する専門検討会」（以下「平成 13 年検討会」という。）と同様に認定基準に掲

げる対象疾病については「疾病、傷害及び死因の統計分類」に基づき整理する

ことが適切であると考えること、大動脈瘤を形成しない大動脈解離も対象疾病

に含まれることを明確にする必要があること、臨床的にも現在は解離性大動脈

瘤の場合を含めて大動脈解離の診断名が付されることが多いことから、「解離性

大動脈瘤」については、「大動脈解離」に表記を改めることが妥当である。 

対象疾病に係る「疾病、傷害及び死因の統計分類」は、表３－１のとおりで

ある。 

                                                           
14 厚生労働省. 疾病、傷害及び死因の統計分類（ICD-10（2013 年版）準拠）内容例示表
https://www.mhlw.go.jp/toukei/sippei 2021.7 閲覧 
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表３－１ 対象疾病に係る「疾病、傷害及び死因の統計分類」 

なお、「脳内出血」については、我が国において、一般的に「脳出血」とも表

記されていることから、引き続き「脳出血」と併記する。 

以上を踏まえ、脳・心臓疾患の認定基準の対象疾病は、 

(1) 脳血管疾患 

① 脳内出血（脳出血） 

② くも膜下出血 

③ 脳梗塞 

④ 高血圧性脳症 

(2) 虚血性心疾患等  

① 心筋梗塞 

② 狭心症 

③ 心停止（心臓性突然死を含む。） 

④ 重篤な心不全 

⑤ 大動脈解離 

虚血性心疾患（Ｉ20－Ｉ25） 

Ｉ20 狭心症 
Ｉ21 急性心筋梗塞 
 
その他の型の心疾患（Ｉ30－Ｉ52） 

Ｉ46 心停止 
Ｉ46.1 心臓性突然死＜急死＞と記載されたもの 

Ｉ50 心不全 
 
脳血管疾患（Ｉ60－Ｉ69） 
Ｉ60 くも膜下出血 
Ｉ61 脳内出血 
Ｉ63 脳梗塞 
Ｉ67 その他の脳血管疾患 

Ｉ67.4 高血圧性脳症 
 
動脈，細動脈及び毛細血管の疾患（Ｉ70－Ｉ79） 
Ｉ71 大動脈瘤及び解離 

Ｉ71.0 大動脈の解離［各部位］ 
解離性大動脈瘤（破裂性）［各部位］ 
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とすることが適切である。 

 

 ４ 肺塞栓症について 

肺塞栓症（急性肺血栓塞栓症）は、おもに下肢あるいは骨盤内の深部静脈血

栓が塞栓源となり，血栓塞栓子が肺動脈を閉塞することで発症する疾患である。

肺塞栓症や深部静脈血栓症については、動脈硬化等を基礎とする対象疾病とは

発症機序が異なり、入院患者において生じやすいほか、長時間同一姿勢（座位）

となる航空機による長時間の飛行、地震災害の際の避難生活、特に車中泊など

の機会において多くの症例が報告されている。このため、脳・心臓疾患の認定

基準の対象疾病とすることは適切でない。 

肺塞栓症については、業務による座位等の状態及びその継続の程度等が、深

部下肢静脈等における血栓形成の有力な要因であったといえる場合に、労基法

施行規則別表第１の２第３号５の「その他身体に過度の負担のかかる作業態様

の業務に起因することの明らかな疾病」として、引き続き労災認定を行うこと

が妥当である。 
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Ⅳ 業務の過重性の評価 

１  過重負荷の考え方 

(1) 過重負荷の考え方 

本検討会は、平成 13 年検討会において整理された過重負荷の考え方につい

て、現時点での医学的知見に照らしても妥当と判断する。 

すなわち、脳・心臓疾患は、血管病変等の形成、進行及び増悪によって発

症する。この血管病変等の形成、進行及び増悪には、主に加齢、食生活、生

活環境等の日常生活による諸要因や遺伝等の個人に内在する要因（以下「基

礎的要因」という。）が密接に関連し、脳・心臓疾患は、このような基礎的要

因による生体が受ける通常の負荷により、長年の生活の営みの中で、徐々に

血管病変等が形成、進行及び増悪するといった自然経過をたどり、労働者に

限らず発症するものである。 

しかしながら、加齢や日常生活などにおける通常の負荷による血管病変等

の形成、進行及び増悪という自然経過の過程において、業務が血管病変等の

【検討結果のポイント】 

○過重負荷の考え方 

・ 現行の過重負荷の考え方は現時点でも妥当 

・ 評価の基準となる労働者について、「当該労働者と職種、職場における立

場や職責、年齢、経験等が類似する者をいい、基礎疾患を有していたとして

も日常業務を支障なく遂行できるものを含む」と一部修正 

○「異常な出来事」及び「短期間の過重業務」 

・ 業務と発症との関連性が強いと評価できる場合を例示 

・ 「異常な出来事」の３類型の表記を修正 

○「長期間の過重業務」 

・ 労働時間以外の負荷要因として、「休日のない連続勤務」、「勤務間インタ

ーバルが短い勤務」及び「身体的負荷を伴う業務」を新たに規定し、他の負

荷要因も整理 

・ 業務と発症との関連性が強いと判断される時間外労働時間数は引き続き妥当 

・ 労働時間のみで業務と発症との関連性が強いと認められる水準には至らな

いがこれに近い時間外労働が認められ、これに加えて一定の労働時間以外の

負荷が認められるときには、業務と発症との関連性が強いと評価できること

を明示 
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形成に当たって直接の要因とはならないものの、業務による過重な負荷が加

わることにより、発症の基礎となる血管病変等がその自然経過を超えて著し

く増悪し、脳・心臓疾患が発症する場合がある。 

ここで「過重負荷」とは、医学経験則に照らして、脳・心臓疾患の発症の

基礎となる血管病変等をその自然経過を超えて著しく増悪させ得ることが客

観的に認められる負荷と定義されるが、この脳・心臓疾患の発症に影響を及

ぼす業務による過重負荷としては、脳・心臓疾患の発症に近接した時期にお

ける急性の負荷のほか、長期間にわたる業務による疲労の蓄積がある。 

これらの業務による過重負荷の判断に当たっては、労働時間の長さ等で表

される業務量や、業務内容、作業環境等を具体的かつ客観的に把握し、総合

的に判断する必要がある。なお、事務、営業、販売、工場労働、屋外労働

（建設作業）等において、日常業務に従事する上で受ける負荷は、一般に日

常生活などにおける通常の負荷の範囲内にとどまるものと考えられる。 

そして、業務による過重負荷と脳・心臓疾患の発症のパターンは、次の①

～③のように考えられる（図４－１）が、いずれの場合であっても、業務の

過重性を総合的に考察した上で、業務による明らかな過重負荷を発症前に受

けたことが認められ、このことが原因で脳・心臓疾患を発症した場合は、業

務起因性が認められると判断できる。 

①  アに示すように長時間労働等業務による負荷が長期間にわたって生体に

加わることによって疲労の蓄積が生じ、それが血管病変等をその自然経過

を超えて著しく増悪させ発症する。 

②  アに示す血管病変等の著しい増悪に加え、イで示される発症に近接した

時期の業務による急性の負荷とあいまって発症する。 

③  ウに示すように急性の負荷を原因として発症する。 

ここで、発症に近接した時期とは、後記(3)（31 頁）のとおり、発症直前か

ら発症前おおむね１週間、長期間とは、同じく発症前おおむね６か月が想定

される。 
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図４－１ 発症に至るまでの概念図 

なお、疲労の蓄積の解消や適切な治療などによる危険因子の是正によって、

血管病変等の進行がとどまり、脳・心臓疾患の発症リスクが低減する可能性

がある。その機序は、冠動脈の動脈硬化病変（粥腫）の不安定な性状からの

安定化（線維性病変に変化等）であり症例によっては退縮も生じること15、ま

た、血管内皮機能の障害が改善すること16,17,18,19による。したがって、脳・心

臓疾患の発症予防の観点から、疲労の蓄積の解消や適切な治療などによる危

険因子の是正は重要である（後掲図４－２、40 頁参照）。 

 

(2) 過重負荷の評価の基準となる労働者 

本検討会は、過重負荷の評価の基準となる労働者としては、引き続き、本

人ではなく、同種労働者にとって、特に過重な業務であるかを判断の基準と

することが妥当と判断する。ここでいう同種労働者とは、当該労働者と職種、

職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する者をいい、基礎疾患を有

                                                           
15 Hiro T, et al. Effect of intensive statin therapy on regression of coronary atherosclerosis in patients with acute 
coronary syndrome: a multicenter randomized trial evaluated by volumetric intravascular ultrasound using 
pitavastatin versus atorvastatin (JAPAN-ACS [Japan assessment of pitavastatin and atorvastatin in acute 
coronary syndrome] study). J Am Coll Cardiol. 2009; 54: 293-302 
16 Hambrecht R, et al. Effect of exercise on coronary endothelial function in patients with coronary artery 
disease. N Engl J Med. 2000; 342: 454-460 
17 Hall M, et al. Objective sleep duration is prospectively associated with endothelial health. Sleep. 2017; 40: 
zsw003 
18 Holmer B, et al. Effects of sleep deprivation on endothelial function in adult humans: a systematic review. 
Geroscience. 2021; 43: 137-158 
19 Brożyna-Tkaczyk K, et al. The assessment of endothelial dysfunction among OSA patients after CPAP 
treatment. Medicina (Kaunas). 2021; 57: 310 

ア 業務に関連する疲労の蓄積による血管病変等の著しい増悪を示す。 
イ 業務に関連する急性の負荷による発症の誘発を示す。 
ウ 業務に関連する急性の負荷による発症を示す。 

ア 

イ ウ 

自 然 経 過 

時 間 的 経 過 

発症 

疲労の蓄積による 
血管病変等の進行 
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していたとしても日常業務を支障なく遂行できるものを含む概念である。 

これは、労災保険制度が、業務に内在する危険が現実化したものに対する

補償を行う制度であることから、業務に内在する危険を判断するに当たり、

本人ではなく本人と同種の労働者を抽象的に想定して業務に着目し、当該業

務が過重であったか否かを客観的に判断するという枠組みが不可欠であるこ

とによる。 

このような同種労働者については、平成 13 年検討会の整理のとおり、基礎

疾患を有していたとしても日常業務を支障なく遂行できる労働者は現に多数

就労していることから、これらの者の保護に欠けることのないよう、基礎疾

患を有していたとしても日常業務を支障なく遂行できる者を含むとする必要

がある。これは、対象疾病の項において、労働者が器質的心疾患を有する場

合に、その病態が安定しており、直ちに重篤な状態に至るとは考えられない

場合であって、業務による明らかな過重負荷によって自然経過を超えて著し

く重篤な状態に至ったと認められる場合には、業務と発症との関連を認める

ことが妥当と判断したこととも整合するものである。 

一方で、脳・心臓疾患に係る重篤な基礎疾患を有し、日常生活を営む上で

受けるわずかな負荷（例えば、入浴や排便等）によっても発症し得る労働者

については、その病態が安定していたと評価することができないものであり、

このような労働者が、業務遂行中にたまたま対象疾病を発症したとしても、

これは、自然経過によるものと評価せざるを得ず、このような場合に業務起

因性を認めることはできない。この点からも、基礎疾患の観点から同種労働

者に含まれる者としては、「基礎疾患を有していたとしても日常業務を支障な

く遂行できる者」の範囲とすることが適切である。 

また、この同種労働者については、心理的負荷・身体的負荷の評価の必要

性等を踏まえ、現行認定基準で明示されていた年齢及び経験のほか、職種、

職場における立場や職責などについても類似する者を想定することが適切で

ある。なお、「基礎疾患を有していたとしても日常業務を支障なく遂行できる

者」を同種労働者に含むことから、基礎疾患の状況などの健康状態について

も、年齢等と同様に考慮対象とすることとなる。 

その上で、過重負荷の判断、すなわち、特に過重な業務に就労したと認め

られるか否かについては、「業務量、業務内容、作業環境等を考慮し、同種労

働者にとっても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められる業務であるか

否かという観点から、客観的かつ総合的に判断すること」が必要である。 
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(3) 業務の過重性の評価期間 

   ア 過重負荷と発症との時間的関連及び急性の負荷の評価期間 

一般的に、業務による過重な負荷と発症との関連を時間的にみた場合、

発症に近ければ近いほど影響が強いものと考えられる。 

その上で、業務による過重な負荷と発症との関連については、前記（1）

（27 頁）のとおり、①長時間労働等業務による負荷が長期間にわたって生

体に加わることによって疲労の蓄積が生じ、それが血管病変等をその自然

経過を超えて著しく増悪させ発症する、②疲労の蓄積による血管病変等の

著しい増悪に加え、発症に近接した時期の業務による急性の負荷とあいま

って発症する、③急性の負荷を原因として発症するといえる。 

ここで、現行認定基準では、前記②及び③の発症により近い急性の過重

負荷として、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事

（以下「異常な出来事」という。）に遭遇したこと、発症に近接した時期に

おいて特に過重な業務（以下「短期間の過重業務」という。）に就労したこ

とを認定要件としている。また、前記①及び②の疲労の蓄積をもたらす長

期間の過重負荷として、発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積を

もたらす特に過重な業務（以下「長期間の過重業務」という。）に就労した

ことを認定要件としている。 

そして、その評価期間について、現行認定基準では、異常な出来事につ

いては発症直前から前日までの間、短期間の過重業務については発症前お

おむね１週間としているところである。 

現行認定基準策定以降、現時点までの医学的知見（疫学調査）をみても、

表４－１及び表４－２に示すように、異常な出来事に相当する負荷につい

ては、発症直前を中心に把握・評価が、短期間の過重業務に相当する負荷

については、発症前おおむね1週間を中心に把握・評価が行われている。こ

れらのことから、業務の過重性を評価する期間は、引き続き、異常な出来

事については発症直前から前日までの間、短期間の過重業務については発

症前おおむね１週間が妥当と考えられる。 

なお、短期間の過重業務の判断に当たり、業務による過重な負荷は、前

記のとおり時間的にみた場合に発症に近ければ近いほど影響が強いと考え

られることを踏まえ、 

① 発症に最も密接な関連性を有する業務は、発症直前から前日までの間

の業務であるので、まず、この間の業務が特に過重であるか否かを判断

する 
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② 前記①の業務が特に過重であると認められない場合、発症前おおむね１

週間以内の業務が特に過重であるか否かを判断する 

との取扱いを維持することが適切である。 

また、発症前１週間より前の業務については、原則として長期間の負荷

として評価されることとなるが、発症前１か月間より相当短い期間のみに

過重な業務が集中し、それより前の業務の過重性が低いために、長期間の

過重業務とは認められないような場合には、発症前１週間を含めた当該期

間に就労した業務の過重性を評価し、それが特に過重な業務と認められる

ときは、短期間の過重業務として認める取扱いについても維持することが

適切であり、あわせて、本取扱いを認定基準上明確にすることが妥当であ

る。 

表４－１ 異常な出来事に相当する負荷の調査期間 

調査期間 疾病 調査項目 調査方法 有意性 著者 

発症直前（当該業務中の突

然死） 
心臓性突然死 精神的緊張 動的コホート研究 あり 

Farioli A ら 

（2015） 

発症直前（当該業務中の突

然死） 
心臓性突然死 

精神的緊張 

身体的負荷 
症例分布研究 あり 

Varvarigou V ら 

（2014） 

発症直前（当該業務中及び

通報帰還時の突然死） 
心臓性突然死 

精神的緊張 

身体的負荷 
後ろ向きコホート研究 あり 

Farioli A ら. 

（2014） 

発症直前（当該業務中及び

通報帰還時の突然死） 
心臓性突然死 精神的緊張 総説 あり 

Kales SN & Smith 

DL（2014） 

発症直前（当該業務中及び

通報帰還時の突然死） 
冠動脈性心疾患 

精神的緊張 

身体的負荷 
症例対照研究 あり 

Kales SN ら

（2007） 

発症直前 急性心臓事象 
高温 

身体的負荷 
記述疫学研究 あり 

Wójcik-Stasiak M 

ら （2011） 

３時間の訓練前後（動脈壁

硬化に関する指標を比較） 
動脈壁硬化 身体的負荷 観察研究 あり Fahs CA ら(2011） 

 
表４－２ 短期間の過重業務に相当する負荷の調査期間 

調査期間 疾病 調査項目 調査方法 有意性 著者 

ベースライン時の１日 心血管疾患 睡眠時間 前向きコホート研究 あり 
Eguchi K ら

（2008） 

発症前７日間 

急性心筋梗塞又は重度

の冠動脈性心疾患の発

症 

睡眠時間 症例対照研究 あり 
Cheng Y ら

（2014） 

発症前７日間 
脳血管疾患、心筋梗

塞、大動脈解離の発症 
労働時間 症例クロスオーバー研究 あり 

Shin KS ら

（2017） 

ベースライン時の週当た

り労働日数 
頸動脈内膜中膜厚 労働時間 前向きコホート研究 なし 

Krause N ら

（2009） 

発症前週 心血管疾患の発症 労働時間 症例対照研究 あり 
Jeong I ら

（2018） 

10 日間と回復期４日間 脳・心血管疾患 精神的緊張 介入研究 あり 
久保智英 ら

（2008） 

ベースライン時の１日 心血管疾患 睡眠時間 前向きコホート研究 あり 
Eguchi K ら

（2008） 
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   イ 長期間の負荷の評価期間 

長期間の過重業務に相当する負荷を調査した疫学調査では、表４－３の

とおり、４週間～10 年以上の負荷を調査しているものがあるが、「過去４週

間の典型的な睡眠時間」、「前年の平均的な睡眠時間」のような、概括的な

状況の把握にとどまるものが多い。症例報告では、表４－４のとおり、発

症１か月～７か月前の状況が報告されているものがみられる。さらに、裁

判例の状況をみると、現行認定基準に沿って発症前６か月間の負荷を検討

しているものが大半である中で、発症前６か月よりも前の時間外労働等も

評価している事例が数件みられるといった状況にある。 

以上のような医学的知見等の状況から総合的に判断すると、原則として

発症前１～６か月の就労状況を調査すれば発症と関連する疲労の蓄積が判

断され得るとした平成 13 年検討会の整理は妥当であり、これを変更するに

足りる十分な根拠は現時点でもないものと考える。したがって、長期間の

負荷について業務の過重性を評価する期間は、引き続き、発症前おおむね

６か月が妥当と考えられる。 

なお、当該期間中の業務による負荷を時間的にみた場合、発症に近けれ

ば近いほど影響が強いものと考えられるが、発症に近い時期の負荷が小さ

く、発症から離れた時期の負荷が大きい場合についても、全体を総合的に

評価する必要がある。あわせて、発症おおむね６か月より前の業務につい

ては、就労実態を示す明確で評価できる資料があり特に身体的、精神的負

荷が認められる場合に、疲労の蓄積に係る業務の過重性を評価するに当た

り付加的要因として考慮する取扱いについて、引き続き、維持することが

妥当である。 

さらに、長期間の過重業務の判断に当たって、前記(1)②のとおり、疲労

の蓄積に加え急性の負荷とあいまって発症する場合があることから、発症

に近接した時期に一定の負荷要因（心理的負荷となる出来事等）が認めら

れる場合には、それらの負荷要因についても十分に検討する必要がある。

すなわち、長期間の過重業務の判断に当たって、短期間の過重業務（発症

に近接した時期の負荷）についても総合的に評価すべき事案があることを

認定基準上明らかにすることが妥当である。 
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表４－３ 長期間の過重業務に相当する負荷の調査期間 

調査期間 疾病 調査項目 調査方法 有意性 著者 

過去４週間の典型的な睡眠

時間 

冠動脈性心疾患及び心血

管疾患 
睡眠時間 前向きコホート研究 あり 

Sands-Lincoln M 

ら(2013) 

ベースライン過去４週間の

典型的な睡眠時間 

冠動脈性心疾患又は心筋

梗塞による死亡 
睡眠時間 コホート研究 なし Hale L ら(2013) 

国勢調査前４週間 死亡 労働時間 前向きコホート研究 なし 
O’Reilly D &  

Rosato M(2013) 

過去 1か月及び過去 1年間

間の睡眠時間 
急性心筋梗塞の発症 睡眠時間 症例対照研究 あり 

Liu Y & Tanaka 

H.(2002) 

前月の平均睡眠時間 動脈硬化 睡眠時間 横断研究 なし 
Yoshioka E ら

(2011) 

参加時に 30 日間測定 
総頸動脈内膜中膜厚と平

均最大頸動脈内膜中膜厚 
睡眠時間 横断研究 あり Ma CC ら(2013) 

発症前１か月又は健康診断

１か月前の睡眠時間 
急性心筋梗塞の発症 睡眠時間 症例対照研究 なし 

Fukuoka Y ら

(2005) 

１か月（突発的なストレス

性イベントとして発症前１

か月間の体験を調査） 

急性心筋梗塞（AMI） 精神的緊張 横断研究 ―  
Fukuoka Y ら

(2005) 

５週間 血圧上昇 身体的負荷 横断研究 あり 
Kario K ら

(2001) 

過去２～３か月 
動脈硬化（心臓足首血管

指数：CAVI ≥9.0） 
労働時間 横断研究 なし Hata K ら(2014) 

発症前週 

発症前３か月 

CVD（脳梗塞、脳内出

血、くも膜下出血、急性

心筋梗塞）の発症 

労働時間 症例対照研究 あり 
Jeong I ら

(2013) 

４～８か月（震災から検査

実施時までの期間） 
血圧 身体的負荷 前向き症例対照研究 ― 

Konno S ら

(2013) 

前６か月の通常の睡眠時間 

非致死的心筋梗塞、安定

狭心症、不安定狭心症、

不特定の冠動脈性心疾

患、又は冠動脈性心疾患

による死亡 

睡眠時間 前向きコホート研究 なし Yang L ら(2016) 

前年の平均睡眠時間 脳血管疾患による死亡 睡眠時間 前向きコホート研究 あり Pan A ら(2014) 

前年の平均睡眠時間 

脳梗塞、脳内出血、くも

膜下出血、及び不定型の

脳血管疾患 

睡眠時間 コホート研究 あり 
(リスク低下) 

Kawachi T ら

(2016) 

コホート研究前年の睡眠時

間 
死亡 睡眠時間 コホート研究 女性あり Kim Y ら(2013) 

前年の平日の平均睡眠時間 

死亡（全脳血管疾患、脳

出血、脳梗塞、冠動脈性

心疾患、全心血管疾患、

がん） 

睡眠時間 前向きコホート研究 なし 
Ikehara S ら

(2009) 

調査前年の平均睡眠時間 

心血管疾患、冠動脈性心

疾患、及び脳血管疾患に

よる死亡 

睡眠時間 前向きコホート研究 あり 
Smagula SF ら

(2016) 

過去１年間の平均睡眠時間 
冠動脈性心疾患による死

亡 
睡眠時間 前向きコホート研究 あり 

Shankar A ら

(2008) 

前年の平均睡眠時間 

全死因、冠動脈性心疾患

（虚血性心疾患と脳血管

疾患）、がん、そのほか

の原因による死亡 

睡眠時間 コホート研究 あり 
Kakizaki M ら

(2013) 

1 年間隔で測定 冠動脈石灰化 睡眠時間 前向きコホート研究 あり 
King CR ら

(2008) 

前年の平日の平均睡眠時間 死亡 睡眠時間 前向きコホート研究 なし 
Kubota Y ら

(2015) 

1990 年の平均睡眠時間 
心血管疾患のイベントの

発生及び全死亡 
睡眠時間 前向きコホート研究 なし 

Chien KL ら

(2010) 

測定時（３日間、１年後再

測定） 
頸動脈内膜中膜厚 睡眠時間 前向きコホート研究 男性あり 

Sands MR ら

(2012) 
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ベースライン時の週当たり

労働日数 
頸動脈内膜中膜厚 労働時間 前向きコホート研究 なし 

Krause N ら

(2009) 

調査時 10 年以上前からの

ばく露年数 
脳卒中 労働時間 

後ろ向きコホート研

究 
あり 

Fadel M ら

(2019) 

７～14 か月（震災から健

康診断実施時までの期間） 
心疾患 

交替・深夜 
精神的緊張 

後ろ向き研究 あり 
Azuma T ら

(2010) 

12 か月（発症前 12 か月の

ライフイベントを調査） 
心筋梗塞 精神的緊張 症例対照研究 あり 

Möller J ら

(2005) 

１年間 急性心筋梗塞 精神的緊張 症例対照研究 あり 
Rosengren A ら

(2004) 

1.5 年で４回にわたって通

常の労働時間を聞き取り 

脳血管疾患の発症（入院

又は死亡） 
労働時間 コホート研究 あり 

Hannerz H ら

(2018) 

18 か月の追跡調査時に測

定 

初期アテローム性動脈硬

化症 
精神的緊張 コホート研究 男性あり 

Nordstrom CK ら

(2001) 

過去２年間の毎日の睡眠時

間（昼寝含まない） 

心血管疾患、脳血管疾

患、糖尿病、がん 
睡眠時間 コホート研究 女性あり Cai H ら(2015) 

発症２～３年前 脳卒中 労働時間 症例対照研究 なし 
巴山玉蓮ら

(2005) 

２～４年間 心血管疾患、うつ症状 精神的緊張 コホート研究 なし 
（傾向あり） 

Kivimäki M ら

(2003) 

平均４年間 

（観察期間中３回の調査） 

冠動脈性心疾患（CHD）
の再発 

精神的緊張 前向きコホート研究 あり 
Aboa-Éboulé C 

ら(2011) 

平均 5.3 年間フォローアッ

プ（２回測定） 
冠動脈性心疾患 精神的緊張 コホート研究 あり 

Bosma H ら

(1997) 

９年間（観察開始・終了時

の勤務形態により分析） 

脳血管疾患、虚血性心疾

患 
交替・深夜 コホート研究 あり 

(リスク低下) 
大久保靖司ら

(2002) 

過去 10 年間の通常の睡眠

時間 

心血管疾患及びがんによ

る死亡 
睡眠時間 コホート研究 あり Xiao Q ら(2014) 

ベースライン時と 10 年目

フォローアップ時の労働時

間の平均 

急性心筋梗塞、脳梗塞 労働時間 前向きコホート研究 
心筋梗塞

あり 

Hayashi R ら

(2019) 

10 年間 

心血管疾患（狭心症、冠

動脈性心疾患、うっ血性

心不全、心臓発作、高血

圧） 

労働時間 
後ろ向きコホート研

究 
あり 

Conway SH ら

(2016) 

10 年間の騒音ばく露レベ

ル 
心筋梗塞 騒音 症例対照研究 男性あり 

Kersten N & 

Backé E(2015) 

10 年以上のばく露等 心筋梗塞（MI） 騒音 症例対照研究 男性あり 
Babisch W ら

(2005) 

10 年間（ベースライン時

と８年後に測定） 

死亡（致死的冠動脈心疾

患） 
精神的緊張 コホート研究 あり Eng PM ら(2002) 

11 年間（ベースライン、

４年目、11 年目に調査） 

頸動脈アテローム性動脈

硬化症 
身体的負荷 コホート研究 あり 

Krause N ら

(2007) 

21 年間（ベースライン時

と５年後に測定） 

心血管疾患（CVD）、冠

動脈性心疾患（CHD） 
精神的緊張 コホート研究 あり(一部は

リスク低下) 
Macleod J ら

(2002) 

26 年間の居住地における

騒音 
心臓疾患 騒音 コホート研究 あり 

Hart JE ら

(2014) 

 

表４－４ 症例報告における負荷の調査（報告対象）期間 

報告対象期

間（発症前） 
疾病、属性、発症状況 時間、従事作業等 著者 

前日～当日、

７か月 

51 歳男性、内航貨物船の機関長、

船内でのくも膜下出血による死亡 

通常の業務内容、発症前日から当日の作業内容、航海スケ

ジュールの不規則性、７か月連続乗船勤務による疲労の蓄

積、精神的負荷を報告 

坂村修・上畑鉄之

丞(2001) 

直前の作業、 

１か月 

女性、看護師、患者を車いすから移

す作業直後にくも膜下出血を発症 

平均的な夜間勤務、深夜勤務の回数、発症月の業務増を

報告 
日山亨ら(2008) 

１か月 51 歳男性、頸動脈解離を発症 
発症約１か月前からの業務内容（業務によるストレス）、夜

間勤務、時間外勤務の状況を報告 

Aoyama Y ら

(2014) 
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３か月 
男性、麻酔科医師、急性心機能不

全で死亡 

通常の業務内容、発症前３か月の日直、当直、時間外労働

の状況、発症前２年間の論文執筆の状況等を報告 
日山亨ら(2010) 

３か月 
40 歳男性、研究所のホワイトカラ

ー、脳出血を発症 

発症前３か月続いた過労、生理心理的に休息にならない休

日という特徴を報告（発症直前の労働負荷強度よりも、勤務

日と休日の過労の進展度が過労障害につながったと評価） 

Sasaki T ら(2009) 

３か月 
40 歳男性、研究者、左被殻出血を

発症 

通常の業務内容、発症４～６か月前の時間外労働、発症３

か月前から発症までの時間外労働の増加、家事負担、休日

に精神的には休息できなかったこと等を報告 

Sasaki T & Kubo 

T (2008) 

５か月 
38 歳男性、新聞社主任、視床出血

による死亡 

通常の時間外労働の状況（長時間労働あり）、発症前５か

月の業務内容（出張）、時間外労働、睡眠時間の状況等を

報告 

内田博ら(2004) 

 

２ 発症に近接した時期における異常な出来事や短期間の過重業務の評価 

(1) 異常な出来事の評価 

ア 異常な出来事の考え方 

前記１(3)ア（31 頁）のとおり、現行認定基準においては、発症直前から

前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常

な出来事に遭遇したことを認定要件として掲げている。 

これは、生体が異常な出来事に遭遇した場合に、当該過重負荷が急激な

血圧変動や血管収縮等を引き起こし、血管病変等を急激に著しく増悪させ、

脳・心臓疾患の発症の原因となると考えられるからであり、本検討会は、

平成 13 年検討会において整理されたこの「異常な出来事」の考え方につい

て、現時点での医学的知見に照らしても妥当と判断する。 

すなわち、「異常な出来事」とは、「当該出来事によって急激な血圧変動

や血管収縮等を引き起こすことが医学的にみて妥当と認められる出来事」

と解され、この旨を認定基準上明らかにすることが妥当である。 

そして、この異常な出来事については、医学的知見等を踏まえると、現

行認定基準の表記を一部修正し、具体的には、 

① 極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす

事態 

② 急激で著しい身体的負荷を強いられる事態 

③ 急激で著しい作業環境の変化 

がこれに該当するものと考えることが妥当である。 

イ 異常な出来事の検討の視点等 

異常な出来事に関する過重負荷の有無の判断については、医学的知見等

を踏まえ、その検討の視点や、業務と発症との関連性が強いと評価できる

場合の例示を認定基準上明らかにすることにより、明確化、具体化を図る

ことが適切である。 
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その際、検討の視点としては、「異常な出来事と認められるか否かについ

ては、出来事の異常性・突発性の程度、予測の困難性、事故や災害の場合

にはその大きさ、被害・加害の程度、緊張、興奮、恐怖、驚がく等の精神

的負荷の程度、作業強度等の身体的負荷の程度、気温の上昇又は低下等の

作業環境の変化の程度等について検討し、これらの出来事による身体的、

精神的負荷が著しいと認められるか否かという観点から、客観的かつ総合

的に判断すること」を示すことが妥当である。 

さらに、業務と発症との関連性が強いと評価できる場合の例示としては、

「①業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与した場合、②事

故の発生に伴って著しい身体的、精神的負荷のかかる救助活動や事故処理

に携わった場合、③生命の危険を感じさせるような事故や対人トラブルを

体験した場合、④著しい身体的負荷を伴う消火作業、人力での除雪作業、

身体訓練、走行等を行った場合、⑤著しく暑熱な作業環境下で水分補給が

阻害される状態や著しく寒冷な作業環境下での作業、温度差のある場所へ

の頻回な出入りを行った場合等には、業務と発症との関連性が強いと評価

できることを踏まえて判断すること」を示すことが妥当である。 

 

(2) 短期間の過重業務の評価 

ア 短期間の過重負荷の考え方 

前記１(3)ア（31 頁）のとおり、現行認定基準においては、発症に近接し

た時期において、「特に過重な業務に就労したこと」を認定要件として掲げ

ている。 

これも、前記(1)ア（36 頁）と同じく、生体が特に過重な業務（日常業務

に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認めら

れる業務）に就労した場合に、当該過重負荷が急激な血圧変動や血管収縮

等を引き起こし、血管病変等を急激に著しく増悪させ、脳・心臓疾患の発

症の原因となると考えられるからであり、本検討会は、平成 13 年検討会に

おいて整理されたこの「短期間の過重負荷」の考え方について、現時点で

の医学的知見に照らしても妥当と判断する。 

短期間の過重負荷の評価に当たっては、発症に近接した時期の一定期間

において、労働時間や労働時間以外の負荷要因を検討・評価して、血管病

変等を著しく増悪させる負荷であったかどうかによって総合的に判断すべ

きである。 
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イ 短期間の過重業務の検討の視点等 

     (ｱ) 労働時間 

短期間の過重業務における労働時間に関する過重負荷の有無の判断に 

ついては、検討の視点や、業務と発症との関連性が強いと評価できる場

合の例示を認定基準上明らかにすることにより、明確化、具体化を図る

ことが適切である。 

その際、検討の視点としては、「労働時間の長さは、業務量の大きさを

示す指標であり、また、過重性の評価の最も重要な要因であるので、評

価期間における労働時間については十分に考慮し、発症直前から前日ま

での間の労働時間数、発症前１週間の労働時間数、休日の確保の状況等

の観点から検討し、評価すること」を示すことが妥当である。 

さらに、業務と発症との関連性が強いと評価できる場合の例示として 

は、「①発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる

場合、②発症前おおむね１週間に継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働

を行うなど過度の長時間労働が認められる場合等（手待時間が長いなど

特に労働密度が低い場合を除く。）には、業務と発症との関係性が強いと

評価できることを踏まえて判断すること」を示すことが妥当である。 

なお、労働時間の長さのみで過重負荷の有無を判断できない場合には、

労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合的に考慮して判断する必要が

ある。 

    (ｲ) 労働時間以外の負荷要因 

労働時間以外の負荷要因及びその検討の視点については、現行認定基

準と同じく、原則として後記３(2)（40 頁）の長期間の過重業務における

労働時間以外の負荷要因と同様に考えることが妥当である。 

ただし、作業環境については、短期間の過重業務の判断において重視

し、長期間の過重業務においては付加的に考慮することが妥当である。 

 

３ 長期間の過重業務の評価 

(1) 長期間にわたる疲労の蓄積の考え方 

前記１(3)ア（31 頁）のとおり、現行認定基準においては、発症前の長期間

にわたって、「著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したこと」

を認定要件として掲げている。 

これは、業務を遂行することによって生体機能に引き起こされる多様なス

トレス反応（※）について、恒常的な長時間労働等の負荷が長期間にわたっ
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て作用した場合には、ストレス反応は持続し、かつ、過大となり、ついには

回復し難いものとなり、この疲労の蓄積によって、生体機能が低下し、血管

病変等が増悪することがあると考えられるからであり、本検討会は、平成 13

年検討会において整理されたこの「長期間にわたる疲労の蓄積（長期間の過

重負荷）」の考え方について、現時点での医学的知見に照らしても妥当と判断

する。 

もちろん、前記１(1)（27 頁）で整理したように、血管病変等の形成、進

行及び増悪は、基本的には加齢、日常の生活習慣等と大きく関連するもので

あることから、業務による疲労の蓄積が血管病変等をその自然経過を超えて

著しく増悪させ、その結果、脳・心臓疾患が発症したと認められる場合に限

って、業務起因性が認められるものである。 

したがって、業務の過重性の評価に当たっては、発症時における疲労の蓄

積がどの程度であったのか、すなわち、業務により生じた疲労の蓄積が血管

病変等をその自然経過を超えて著しく増悪させ、脳・心臓疾患の発症に至ら

しめる程度のものであったか否かといった観点から判断することになる。 

また、疲労は、恒常的な長時間労働等の負荷が長期間にわたって作用する

ことにより蓄積するが、逆にこの負荷要因が消退した場合には、疲労も回復

するものであることから、発症時における疲労の蓄積度合の評価に当たって

は、発症前の一定期間の就労状態等を考察し、判断することが妥当である。 

（※）ストレス反応とは、職務不満足や抑うつなどの心理的な反応、血圧上

昇、心拍数の増加、不眠、疲労感などの生理的な反応、疾病休業、事故

などの行動面での反応などをいう（図４－２）。 
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図４－２ 職場内外のストレス負荷要因と脳・心臓疾患との関連 

 （NIOSH 職業性ストレスモデル20を一部改変） 

 

(2) 長期間の過重業務の検討の視点等 

疲労の蓄積をもたらす業務による負荷要因としては、医学的知見等を踏ま

え、労働時間（恒常的な長時間労働）のほか、勤務時間の不規則性、事業場

外における移動を伴う業務、心理的負荷を伴う業務、身体的負荷を伴う業務

及び作業環境の各要因が挙げられる。 

長期間の過重業務における過重負荷の有無の判断に当たっては、これらの

負荷要因について、検討し、評価する必要がある。 

ア 労働時間 

(ｱ) 労働時間の評価に関する現行認定基準の内容 

現行認定基準において、長期間の過重業務の判断における労働時間の

評価については、次のとおり整理されている。 

  

                                                           
20 Hurrell JJ & McLaney MA. Exposure to job stress-a new psychometric instrument. Scand J Work Environ 
Health. 1988; 14 Suppl 1: 27-28 

疲労の蓄積 

（回復の不全を含む。） 

 

労働時間 

労働時間以外の負荷要因 

 勤務時間の不規則性 

 事業場外における移動 

 を伴う業務 

 心理的負荷を伴う業務 

 身体的負荷を伴う業務 

 作業環境 

異常な出来事 

年齢、性別 

性格 

肥満、基礎疾患 

仕事熟練度・職位 

上司・同僚からの支援 
会社からの支援 
（長時間労働者・高ストレス者への 

面接指導、その他健康相談対応など） 
家族からの支援 

家事労働 

家族関係、友人関係 

経済・社会・環境状況 

異常な出来事 

心理的反応：抑うつ 

      職務不満足 

生理的反応：血圧・心拍上昇 

      短眠、不眠 

      疲れ 

行動的反応：事故、疾病休業 

喫煙、飲酒 

食事、運動 

睡眠、休養 

受診、治療 

ストレス対処等  

脳・心臓疾患 

職場内のストレス負荷要因 

個人要因 

職場外のストレス負荷要因 

ストレス反応・疲労 

健康／不健康行動 

疾病 

緩和要因 
負荷要因 

緩和要因 

一部関連要因 
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疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられる労働時間に着目すると、

その時間が長いほど、業務の過重性が増すところであり、具体的には、発

症日を起点とした１か月単位の連続した期間をみて、 

① 発症前１か月間ないし６か月間にわたって、１か月当たりおおむね 45

時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性

が弱いが、おおむね 45 時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業

務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること 

② 発症前１か月間におおむね 100 時間又は発症前２か月間ないし６か月

間にわたって、１か月当たりおおむね 80 時間を超える時間外労働が認め

られる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること 

を踏まえて判断すること。 

   

これは、平成 13 年検討会において、長期間にわたる長時間労働やそれ

による睡眠不足に由来する疲労の蓄積が血圧の上昇などを生じさせ、そ

の結果、血管病変等をその自然経過を超えて著しく増悪させる可能性が

あり、長時間労働に着目してみた場合、現在までの研究によって示され

ている１日４～６時間程度の睡眠が確保できない状態が、継続していた

かどうかという視点で検討することが妥当と整理したことによる。 

なお、１か月当たりの時間外労働時間おおむね100時間は、１日の生活

の中で時間外労働に当てることができる時間数（24 時間から生活を営む

上で必要な睡眠（５時間）・食事等・仕事を引いた時間数）に１か月の平

均勤務日数 21.7 日を乗じた概数であり、１か月当たりの時間外労働時間

おおむね 80 時間は、前記の睡眠を６時間とした概数とされている。 

(ｲ) 睡眠時間と脳・心臓疾患の発症等に関する主要な疫学調査の状況 

睡眠時間と脳・心臓疾患の発症等との関係についての疫学調査は多数

あり、様々なコホート研究が行われ、また、それら複数の疫学調査の結

果を統計的に統合したメタアナリシスが実施されている状況にある。 

現行認定基準策定後、現時点までの医学的知見をみると、資料２の１

（110頁）のとおり、睡眠時間と脳・心臓疾患の発症又は死亡との関係に

ついて、多くの文献で６時間未満（又は以下）の睡眠との有意な関連が

みられている。一方で、有意な関連を認めなかった文献、５時間未満

（又は以下）の睡眠とのみ有意な関連を認めた文献も複数ある。全体と

してみると、１日の睡眠時間７時間ないし７～８時間の群を対照群とし

て、それよりも睡眠が短い群も長い群も脳・心臓疾患のリスクが高くな
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る傾向があるといえる。 

ここで、労働時間が長いことにより生じ得る短時間睡眠の影響につい

てみると、Gallicchio ら（2009）21は、全死因に関し 16 の研究（対象者

1,376,728 人）、心血管疾患による死亡に関し５の研究（対象者 104,468

人）についてメタアナリシスを行い、短時間睡眠（多くの研究で６～７

時間未満、全死因に係る１研究は８時間未満）の群は、全死因について

相対リスク（RR）が有意に高かった（RR1.10、95%CI:1.06-1.15）が、心

血管疾患による死亡とは有意な関連がなかった（RR1.06、95%CI:0.94-

1.18）としている。 

Cappuccio ら（2011）22は、15 の研究（対象者 474,684 人）についてメ

タアナリシスを行い、短時間睡眠（多くの研究で５～６時間以下、１研

究は７時間未満）の群は、脳卒中（RR1.15、95%CI:1.00-1.31）及び冠動

脈性心疾患（RR1.48、95%CI:1.22-1.80）の発症又は死亡と有意な関連が

みられたが、全心血管疾患とは関連がみられなかった（RR1.03、

95%CI:0.93-1.15）としている。 

Geら（2015）23は、12のコホート研究についてメタアナリシスを行い、

対照群（多くの研究で７～８時間、一部６～８時間又は７～９時間）に

比較して、短時間睡眠（多くの研究で５～６時間未満、一部４時間以下）

の群は、脳卒中の発症又は死亡と有意な関連がみられた（ハザード比

(HR)1.13、95%CI:1.02-1.25）としている。 

Liら（2016）24は、脳卒中の発症に関し11、死亡に関し７の研究につい

てメタアナリシスを行い、対照群（睡眠時間７時間の群）に比較して、

睡眠時間が１時間短くなるごとに、脳卒中の発症に有意な増加がみられ

た（RR1.07、95%CI:1.02-1.12）が、脳卒中の死亡に関しては有意差がな

かった（RR1.05、95%CI:0.99-1.11）としている。また、16の研究につい

てメタアナリシスを行い、睡眠時間と脳卒中の発症又は死亡との間には

概してＪ字型の関連がみられるとしている。 

                                                           
21 Gallicchio L & Kalesan B. Sleep duration and mortality: A systematic review and meta-analysis of prospective 
cohort studies. J Sleep Res. 2009; 18: 58-66 
22 Cappuccio FP, et al. Sleep duration predicts cardiovascular outcomes: A systematic review and meta-analysis 
of prospective cohort studies. Eur Heart J. 2011; 32: 1484-1492 
23 Ge B & Guo X. Short and long sleep durations are both associated with increased risk of stroke: a meta-
analysis of ovservational studies. Int J Stroke. 2015; 10: 177-184 
24 Li W, et al. Sleep duration and risk of stroke events and stroke mortality: a systematic review and meta-
analysis of prospective cohort studies. Int J Cardiol. 2016; 15: 870-876 
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Wangら（2016）25は、14の研究についてメタアナリシスを行い、対照群

（睡眠時間７時間の群）に比較して、睡眠時間が１時間短くなるごとに、

冠動脈疾患の発症に有意な増加がみられた（RR1.11、95%CI:1.05-1.16）

としている。また、22 の研究（対象者 517,440 人）についてメタアナリ

シスを行い、睡眠時間と冠動脈性心疾患の発症との間にはＵ字型の関連

があり、睡眠時間７～８時間が最も発症リスクが低いとしている。 

Itani ら（2017）26は、死亡に関し 36、脳卒中に関し 14、冠動脈性心疾

患に関し 19、全心血管疾患に関し 24の研究についてメタアナリシスを行

い、短い睡眠時間（５時間又は６時間以下、一部４時間又は７時間以下）

は、対照群（多くの研究で７時間又は７～８時間、一部６～７時間、６

～８時間又は７～９時間）に比較して、死亡（RR1.12、95%CI:1.08-

1.16）、冠動脈性心疾患（RR1.26、95%CI:1.15-1.38）、全心血管疾患

（RR1.16、95%CI:1.10-1.23）と有意な関連がみられたが、脳卒中とは有

意な関連がなかった（RR1.08、95%CI:0.98-1.19）としている。また、メ

タ回帰分析により、統計的に有意な死亡率の増加と６時間未満の睡眠時

間との間に線形の関連性がみられたとしている。 

(ｳ) 労働時間と脳・心臓疾患の発症等に関する主要な疫学調査の状況 

労働時間と脳・心臓疾患の発症等との関係についての疫学調査は、睡

眠時間と脳・心臓疾患の発症等との関係についての疫学調査に比べ限ら

れた数となるが、一定規模のコホート研究が行われ、また、それら複数

の疫学調査の結果を統計的に統合したメタアナリシスが実施されている

状況にある（資料２の２、122 頁）。調査規模や分析対象規模の観点から

重要と考えられる近年の疫学調査は、O’Reilly ら（2013）27、Kivimäki

ら（2015）28、Hannerz ら（2018）29,30、Virtanen ら（2018）31、Hayashi

                                                           
25 Wang D, et al. Sleep duration and risk of coronary heart disease: A systematic review and meta-analysis of 
prospective cohort studies. Int J Cardiol. 2016; 219: 231-239 
26 Itani O, et al. Short sleep duration and health outcomes: a systematic review, meta-analysis, and meta-
regression. Sleep Med. 2017; 32: 246-256 
27 O’Reilly D & Rosato M. Worked to death? A census-based longitudinal study of the relationship between the 
numbers of hours spent working and mortality risk. Int J Epidemiol. 2013; 42: 1820-1830 
28 Kivimäki M, et al. Long working hours and risk of coronary heart disease and stroke: a systematic review and 
meta-analysis of published and unpublished data for 603 838 individuals. Lancet. 2015; 386: 1739-1746 
29 Hannerz H, et al. Long weekly working hours and ischaemic heart disease: a follow-up study among 145861 
randomly selected workers in Denmark. BMJ Open. 2018; 8: e019807 
30 Hannerz H et al. Long working hours and stroke among employees in the general workforce of Denmark. 
Scand J Public Health. 2018; 46: 368-374 
31 Virtanen M, et al. Long working hours and risk of cardiovascular disease. Curr Cardiol Rep. 2018; 20: 123 
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ら（2019）32、Li ら（2020）33、Descatha ら（2020）34の調査である。 

O'Reilly ら 27は、北アイルランドの週 35 時間以上働く労働者 414,949

人（男性 270,011 人、女性 144,938 人）を 2001 年から 8.7 年間追跡した

コホート研究において、週の労働時間が 35～40 時間（対照群）、41～48

時間、49～54 時間、55 時間以上の群で比較した。職業階層を考慮しない

男女別の分析では、いずれの労働時間も、総死亡リスクとの有意な関連

はみられなかったが、職業階層（管理職、中間職、自営業、単純労働職）

別の分析では、週 55 時間以上労働の男性・単純労働職について、対照群

と比較して、総死亡（HR1.31、 95%CI:1.11-1.55）、全心血管疾患

（HR1.49、95%CI:1.10-2.00）虚血性心疾患（HR1.53、95%CI:1.08-2.17）、

脳血管疾患（HR2.65、95%CI:1.28-5.50）の死亡リスクが有意に高かった

としている。 

Kivimäki ら 28は、前記 O'Reilly の研究を含め、冠動脈性心疾患に関す

る22件の研究（対象者計598,470人）及び脳血管疾患に関する14件の研

究（対象者計 520,925 人）についてメタアナリシスを行い、発症の相対

リスクを週の労働時間が 35-40 時間（対照群）と 55 時間以上の群で比較

した。その結果、週の労働時間が 55 時間以上の群は、対照群と比較して、

冠動脈性心疾患（RR1.13、95％CI:1.02-1.26、図４－３）、脳血管疾患

（RR1.33、95%CI:1.11-1.61、図４－４）の発症リスクが有意に高かった

としている。ただし、分析対象とした研究のうち冠動脈性心疾患に関す

る 17 研究、脳血管疾患に関する 13 研究は、労働時間に関する研究とし

ては公開されていないものを Kivimäki らが各研究者にデータ提供を依頼

して分析を行ったものである。しかしながら、そのうち冠動脈性心疾患

に関する７研究、脳血管疾患に関する６研究については、その研究の質

は高くないとの記述がある35。 

                                                           
32 Hayashi R, et al. Working hours and risk of acute myocardial infarction and stroke among middle-aged 
Japanese men. Circ J. 2019; 83: 1072-1079 
33 Li J, et al. The effect of exposure to long working hours on ischaemic heart disease: A systematic review and 
meta-analysis from the WHO/ILO Joint Estimates of the Work-related Burden of Disease and Injury. Environ Int. 
2020; 142: 105739 
34 Descatha A, et al. The effect of exposure to long working hours on stroke: A systematic review and meta-
analysis from the WHO/ILO Joint Estimates of the Work-related Burden of Disease and Injury. Environ Int. 2020; 
142: 105746 
35 Kivimäki M, et al. Long working hours and risk of coronary heart disease and stroke: a systematic review and 
meta-analysis of published and unpublished data for 603 838 individuals. Lancet. 2015; 386: 1739-1746. 
Supplementary appendix: 7 
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Hannerz ら 29 は、デンマークの週 32 時間以上働く労働者 145,861 人を

2014 年まで平均 7.7 年追跡したコホート研究において、週の労働時間が

32～40 時間（対照群）、41～48 時間、48 時間超の群で比較した。週 48 時

間を超えて労働する群は、対照群と比較して、虚血性心疾患の発症リス

クに有意な差はなかった（RR1.07、95％CI:0.94-1.21）としている。た

だし、低い社会経済的地位の層に限ると、週 48 時間を超えて労働する群

は、対照群と比較して、虚血性心疾患の発症リスクが有意に高かった

（RR1.27、95%CI:1.05-1.53）なお、低い社会経済的地位の層のほかは、

他の社会経済的地位、性別、夜勤の有無、聞取り調査年で区分したいず

れの層でも有意な関係はみられなかった。 

さらに、Hannerz ら 30 は、デンマークの週 35 時間以上働く労働者

149,811 人を 2014 年まで追跡したコホート研究において、週の労働時間

（Kivimäki et al, 2015） 

図４－３ 長時間労働と冠動脈性心疾患の発症との

関係に関する公開・非公開データのメタアナリシス 

（Kivimäki et al,2015） 

 

図４－４ 長時間労働と脳血管疾患の発症との関

係に関する公開・非公開データのメタアナリシス 

（※）図４－３、図４－４とも、各数値はすべて上の研究から順に累積した値 
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が 35～40 時間（対照群）、41～48 時間、49～54 時間、55 時間超の群で比

較した。週 55 時間を超えて労働する群は、対照群と比較して、脳血管疾

患の発症リスクに有意な差はなかった（RR0.89、95％CI:0.69-1.16）と

している。 

Virtanen ら 31は、前記 Kivimäki らと Hannerz らの研究（虚血性心疾患

に関する対象者744,331人、脳血管疾患に関する対象者719,960人）につ

いてメタアナリシスを行い、発症の相対リスクを週の労働時間が 35～40

時間（対照群）と 55 時間以上の群で比較した。その結果、週の労働時間

が 55 時間以上の群は、対照群と比較して、虚血性心疾患（RR1.12、95％

CI:1.03-1.21）、脳血管疾患（RR1.21、95%CI:1.01-1.45）の発症リスク

が有意に高かったとしている。 

Hayashi ら 32は、日本の 5つの保健所管内に居住していた、40～59 歳の

男性15,277人を 1993 年から 2012年まで約20年間追跡したコホート研究

において、１日の労働時間が７～９時間未満（対照群）、９～11 時間未満、

11 時間以上の群で比較した。その結果、1 日の労働時間が 11 時間以上の

群は、対照群と比較して、急性心筋梗塞の発症リスクが有意に高かった

一方（HR1.63、95%CI:1.01–2.63）、脳血管疾患（HR0.83、95%CI:0.60–

1.13）及び全心血管疾患（HR0.97、95%CI:0.75–1.25）では発症リスクに

有意な差はなかったとしている。 

Li ら 33は、前記 Kivimäki ら、Hannerz ら、Hayashi らの研究等（虚血

性心疾患の発症に関し 22 研究、対象者 339,680 人、同死亡に関し 16 研

究、対象者726,803人）についてメタアナリシスを行い、虚血性心疾患の

発症・死亡の相対リスクを週の労働時間が35～40時間（対照群）と55時

間以上の群で比較した。その結果、週の労働時間が 55 時間以上の群は、

対照群と比較して、虚血性心疾患の発症（RR1.13、95％CI:1.02-1.26）

と死亡（RR1.17、95%CI:1.05-1.31）について、リスクが有意に高かった

としている。 

Descatha ら 34は、前記 Kivimäki ら、Hayashi らの研究等（脳血管疾患

の発症に関し16研究、対象者412,742人、同死亡に関し10研究、対象者

664,647 人）についてメタアナリシスを行い、脳血管疾患の発症・死亡の

相対リスクを週の労働時間が35～40時間（対照群）と55時間以上の群で

比較した。その結果、週の労働時間が 55 時間以上の群は、対照群と比較

して、脳血管疾患の発症リスクが有意に高かった一方（RR1.35、95%CI: 

1.13-1.61）、脳血管疾患の死亡リスクには有意な差はなかった（RR1.08、
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95%CI:0.89-1.31）としている。ただし、発症リスクの分析の主要な対象

となった研究（Fadel ら（2019）36、Weight 60.8％）においては、1 日 10

時間以上の労働を年 50 日以上していることを長時間労働の指標としてい

る点に留意が必要である。 

(ｴ) 労働者の１日の生活時間と睡眠時間、労働時間との関係 

日本の有業者の平均的な生活時間を調査した平成 28 年の社会生活基本

調査37（図４－５）によると、15 歳以上の有業者の平日の睡眠時間は 7.2

時間、仕事時間は 8.1 時間、食事、身の回りの用事、通勤等の生活に必

要な時間（食事等の時間）は 5.3 時間となっている。 

これを前提とすると、現時点においても、１日６時間程度の睡眠が確

保できない状態は、１日の労働時間８時間を超え、４時間程度の時間外

労働を行った場合に相当し、これが１か月継続した状態は、おおむね 80

時間（※１）を超える時間外労働が想定される。 

また、１日５時間程度の睡眠が確保できない状態は、１日の労働時間

８時間を超え、５時間程度の時間外労働を行った場合に相当し、これが

１か月継続した状態は、おおむね 100 時間（※２）を超える時間外労働

が想定される。 

（※１）24 時間から、生活を営む上で必要な睡眠（６時間）・食事等・仕

事（法定労働時間８時間及び法定休憩時間１時間）を引いた時間数に

１か月の平均勤務日数 21.7 日を乗じた概数。 

（※２）前記の睡眠を５時間として同様に算出した概数。 

 

                                                           
36 Fadel M, et al. Association Between Reported Long Working Hours and History of Stroke in the CONSTANCES 
Cohort. Stroke. 2019; 50: 1879-1882 
37 総務省統計局. 社会生活基本調査. 平成 28 年  https://www.e-stat.go.jp/stat-search/database?page= 
1&toukei=00200533&tstat=000001095335 
  

図４－５ 労働者の１日の生活時間 
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(ｵ) 長時間労働と脳・心臓疾患との関係についての考察 

業務において、労働時間の長さは疲労の蓄積をもたらす最も重要な要

因と考えられる。本検討会は、長時間労働が脳・心臓疾患に影響を及ぼ

す理由として、①長時間労働のため睡眠時間が不足すること、②長時間

労働のため睡眠以外の休憩・休息や余暇活動の時間が不足し制限され、

かつ、生活習慣に悪影響があること、③長時間にわたり業務を遂行しな

ければならないこと自体が直接的な負荷要因となること、④就労態様に

よる負荷要因（心理的負荷、身体的負荷等を含む。）へのばく露時間が長

くなることなどがあると判断する。この整理は、平成 13 年検討会におけ

る整理と基本的に同一のものである。 

これらの理由は、労働者の１日の生活時間のうち、①・②の労働時間

以外の時間の在り方に関するものと、③・④の労働時間そのものの在り

方に関するものとに区分されるが、生活時間は 24 時間であってこれらは

表裏一体の関係にあり、また、相互に関わりながら生体に影響を与える

ものであるので、④に関連する労働時間以外の負荷要因の内容（就労態

様）も含め、全体を総合的に考慮する必要がある。 

そのなかでも、疲労の蓄積をもたらす要因として睡眠不足は深く関わ

っているといえ、本検討会は、現時点の疫学調査の結果を踏まえても、

引き続き、１日５～６時間程度の睡眠が確保できない状態が継続してい

た場合には、そのような短時間睡眠となる長時間労働（業務）と発症と

の関連性が強いと評価できるものと判断する。これは、前記(ｲ)（41頁）

の睡眠時間と脳・心臓疾患の発症等との関係についての疫学調査の結果

だけでなく、前記(ｳ)（43頁）の労働時間と脳・心臓疾患の発症等との関

係についての疫学調査の結果も一部重なる部分となる。 

前記(ｴ)（47 頁）のとおり、１日６時間程度の睡眠が確保できない状態

が１か月継続した場合としては、おおむね 80 時間を超える時間外労働が

想定され、１日５時間程度の睡眠が確保できない状態が１か月継続した

場合としては、おおむね 100 時間を超える時間外労働が想定される。 

また、現時点の疫学調査の結果を全体としてみると、前記(ｲ)のとおり、

１日の睡眠時間７時間ないし７～８時間の群を対照群として、それより

も睡眠が短い群も長い群も脳・心臓疾患のリスクが高くなる傾向がある

といえる。これを踏まえ、本検討会は、引き続き、その日の疲労がその

日の睡眠等で回復できる状態であったかどうかは、１日７～８時間程度

の睡眠ないしそれに相当する休息が確保できていたかどうかという視点
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で検討することが妥当と判断する。 

前記(ｴ)（47 頁）の調査に基づくと、１日 7.5 時間程度の睡眠が確保で

きる状態は、１日の労働時間８時間を超え、２時間程度の時間外労働を

行った場合に相当し、これが１か月継続した状態は、おおむね 45 時間の

時間外労働が想定される。 

１か月おおむね 45 時間を超える時間外労働に従事していない場合には、

疲労の蓄積は生じないものと考えられ、また、それ以前の長時間労働に

よって生じた疲労の蓄積は、徐々に解消していくものと考えられる。労

働時間の長さに着目すると、このような場合には業務と発症との関連性

が弱く、１か月おおむね 45 時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、

業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できる。 

なお、前記(ｳ)（43 頁）で検討した疫学調査の結果（長時間労働と脳・

心臓疾患の関係について有意性を認めるものがあるが、調査や疾病によ

っては有意性を否定するものもあり、日本人を対象とする大規模な調査

も現時点では１件に限られること）やその研究の限界も踏まえると、当

該知見のみでは労働時間の長さ（量的な評価）のみで業務と発症との関

連性が強いと評価するには十分ではないと判断するが、労働時間の長さ

と就労態様（労働時間以外の負荷要因の質的な評価）を総合的に考慮し

て業務と発症との関連性が強いかどうかを判断する際には、当該知見の

内容を踏まえて検討することが適切である。 

前記(ｳ)の知見のうち、長時間労働と脳・心臓疾患の発症等との間に有

意性を認めたものでは、長時間労働を「週 55 時間以上の労働時間」又は

「１日 11 時間以上の労働時間」として調査・解析している。この水準は、

１日の労働時間８時間を超え、３時間程度の時間外労働を行った場合に

相当し、これが１か月継続した状態は、おおむね 65 時間を超える時間外

労働が想定される。また、支給決定事例において、労働時間の長さだけ

でなく一定の拘束時間などの労働時間以外の負荷要因を考慮して認定し

た事案についてみると、１か月当たりの時間外労働は、１か月当たりお

おむね 65 時間から 70 時間以上のものが多かったところである。このよ

うな時間外労働に加えて、労働時間以外の負荷要因で一定の強さのもの

が認められるときには、全体として、労働時間のみで業務と発症との関

連性が強いと認められる水準と同等の過重負荷と評価し得る場合がある

ことに十分に留意すべきである。 

そのように労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合的に考慮して業
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務と発症との関連性が強いと評価される例について、支給決定事例を参

考に表４－５に示す。 

表４－５ 労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合的に考慮する例 

【事例１】 

Ａさんは、トラックの運転手として、県内で製造された電気製品等を国内各地に所

在するホームセンターの物流センターに配送する業務に従事していた。Ａさんは、こ

れらの業務に従事し、発症前２か月平均で月約 71時間の時間外労働を行っていた。 

 夜間運行を基本とし、20 時から 23 時に出勤し、翌朝８時～９時、遅い日では 15 時

頃まで勤務していた。発症前６か月の拘束時間は、発症前１か月から順に、216 時

間、302 時間、278 時間、266 時間、219 時間、291 時間となっていた。 

 Ａさんは、配送先の物流センターで製品の積み込み作業中に倒れた。物流センター

の作業員が倒れていたＡさんを発見し、救急車を呼び病院に搬送したが、Ａさんは、

心筋梗塞により死亡した。 

【事例２】 

Ｂさんは、関東に所在する水産加工工場に勤務し、水産物の仕入れや営業担当業務

に従事していた。Ｂさんは、これらの業務に従事し、発症前３か月平均で月約 64 時間

の時間外労働を行っていた。 

この３か月の全ての勤務は泊付きの出張であり、主に仕入業者との商談や営業のた

め、関西と九州方面の港に出張していた。 

発症前３か月の泊付きの出張日数は 64日、工場から関西や九州方面へ移動を要した

日数は 24日に及んだ。 

Ｂさんは出張先で、痙攣、めまい、吐き気の症状を訴え、救急車を呼び病院に搬送

され、脳梗塞と診断された。 

ここで、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合的に考慮するに当

たっては、労働時間がより長ければ労働時間以外の負荷要因による負荷

がより小さくとも業務と発症との関連性が強い場合があり、また、労働

時間以外の負荷要因による負荷がより大きければ又は多ければ労働時間

がより短くとも業務と発症との関連性が強い場合があることに留意すべ

きであり、認定基準においては、労働時間数だけにとらわれず、総合的

な考慮が適切になされるような表記をすべきである。 

加えて、労災保険制度においては、業務に内在する危険を判断するも

のであることから、労働者の一日の生活時間のうち、労働時間・拘束時

間以外の睡眠時間や余暇時間についてその内容を直接評価の対象とする

ことは適切でないが、長時間労働が脳・心臓疾患に影響を及ぼす理由に

ついて前記（48 頁）①の睡眠不足だけでなく、②の睡眠以外の休息等の

制限、③の労働時間の長さそれ自体、④の労働時間以外の負荷要因への

ばく露の程度が考えられることを踏まえ、１か月おおむね 45 時間を超え

る時間外労働時間が長くなるほど業務と発症との関連性が徐々に強まる
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ものであるから、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合的に考慮し、

業務の過重性の評価を適切に行う必要があるものである。 

 (ｶ) 労働時間の負荷要因の考え方 

前記(ｵ)（48 頁）の考察から、長期間の過重業務における労働時間の負

荷要因の考え方としては、現行認定基準と同様に、 

「疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられる労働時間に着目す

ると、その時間が長いほど、業務の過重性が増すところであり、具体的

には、発症日を起点とした１か月単位の連続した期間をみて、 

① 発症前１か月間ないし６か月間にわたって、１か月当たりおおむね

45 時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関

連性が弱いが、おおむね 45 時間を超えて時間外労働時間が長くなるほ

ど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること 

② 発症前１か月間におおむね 100 時間又は発症前２か月間ないし６か

月間にわたって、１か月当たりおおむね 80 時間を超える時間外労働が

認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること 

を踏まえて判断すること」を、引き続き示すことが妥当である。 

さらに、この考え方に加えて、疫学調査の結果や支給決定事例等を踏

まえ、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合的に考慮して業務と発

症との関連性が強いと判断できる場合について、「労働時間以外の負荷要

因において一定の負荷が認められる場合には、労働時間の状況をも総合

的に考慮し、業務と発症との関連性が強いといえるかどうかを適切に判

断すること」、「その際、労働時間のみで業務と発症との関連性が強いと

認められる水準には至らないがこれに近い時間外労働が認められる場合

には、特に他の負荷要因の状況を十分に考慮し、そのような時間外労働

に加えて一定の労働時間以外の負荷が認められる場合には、業務と発症

との関連性が強いと評価できることを踏まえて判断すること」を、新た

に示すことが妥当である。 

イ 勤務時間の不規則性 

   現行認定基準における負荷要因のうち、「不規則な勤務」、「拘束時間の長

い勤務」、「交替制勤務・深夜勤務」に関する負荷等については、いずれも

勤務時間の不規則性に関するものと整理される。その上で、「勤務時間の不

規則性」を負荷要因として掲げ、その細目として、医学的知見等を踏まえ、

「拘束時間の長い勤務」、「休日のない連続勤務」、「勤務間インターバルが

短い勤務」、「不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務」について検討し、評
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価することが必要である。 

(ｱ) 拘束時間の長い勤務 

拘束時間とは、労働時間、休憩時間その他の使用者に拘束されている

時間（始業から終業までの時間）をいう。 

現行認定基準策定以降、現時点までの医学的知見をみても、拘束時間

それ自体に関する医学的知見は確認されなかったが、拘束時間の長い勤

務においては、睡眠時間が十分確保されない場合があることが想定され、

睡眠時間と脳・心臓疾患の発症等との関係についての医学的知見等を考

慮する必要がある。一方で、労働時間の評価と重複した評価になること

も適切ではなく、拘束時間の長い勤務については、拘束時間数、実労働

時間数だけではなく拘束時間中の実態等について十分検討する必要があ

る。 

これらの状況を踏まえ、検討の視点としては、「拘束時間の長い勤務に

ついては、拘束時間数、実労働時間数、労働密度（実作業時間と手待時

間との割合等）、休憩・仮眠時間数及び回数、休憩・仮眠施設の状況（広

さ、空調、騒音等）、業務内容等の観点から検討し、評価すること」、「な

お、１日の休憩時間がおおむね１時間以内の場合には、労働時間の項目

における評価との重複を避けるため、この項目では評価しない」ことを

示すことが妥当である。 

(ｲ) 休日のない連続勤務 

休日のない（少ない）連続勤務については、現行認定基準では負荷要

因として掲げられていないが、労働時間の項目の中で、「休日のない連続

勤務が長く続くほど業務と発症との関連性をより強める」、「休日が十分

確保されている場合は、疲労は回復ないし回復傾向を示す」ことが示さ

れている。また、支給決定事例、裁判例においても、休日のない（少な

い）連続勤務を評価しているものがみられる。 

これらの状況を踏まえ、「休日のない連続勤務」を勤務時間の不規則性

に関する負荷要因の細目として掲げ、その検討の視点としては、「休日の

ない（少ない）連続勤務については、連続労働日数、連続労働日と発症

との近接性、休日の数、実労働時間数、労働密度（実作業時間と手待時

間との割合等）、業務内容等の観点から検討し、評価すること」、「その際、

休日のない連続勤務が長く続くほど業務と発症との関連性をより強める

ものであり、逆に、休日が十分確保されている場合は、疲労は回復ない

し回復傾向を示すものであることを踏まえて適切に評価すること」を示
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すことが妥当である。 

(ｳ) 勤務間インターバルが短い勤務 

勤務間インターバルとは、終業から始業までの時間をいう。 

勤務間インターバルが短い勤務については、現行認定基準では負荷要

因として掲げられていないが、交替制勤務・深夜勤務の項目の中で、「勤

務と次の勤務までの時間」の観点からも検討し、評価することが示され

ている。また、現行認定基準策定以降、現時点までの医学的知見をみる

と、勤務間インターバルが短い勤務と脳・心臓疾患の発症等に関する疫

学調査は確認されなかったが、勤務間インターバルが短い勤務において

は、睡眠時間が十分確保されない場合があることが想定され、睡眠時間

と脳・心臓疾患の発症等との関係についての医学的知見等を考慮する必

要がある。さらに、勤務間インターバルと睡眠の短さ、疲労感、高血圧

等との関係についての疫学調査が資料２の３（128頁）のとおり認められ、

これらの報告によれば、勤務間インターバルの時間数、勤務間インター

バルが短い勤務の有無やその回数が、睡眠の短さ、疲労感、高血圧等に

有意に関連するとされている。 

これらの状況を踏まえ、「勤務間インターバルが短い勤務」を勤務時間

の不規則性に関する負荷要因の細目として掲げ、その検討の視点として

は、「勤務間インターバルが短い勤務については、その程度（時間数、頻

度、連続性等）や業務内容等の観点から検討し、評価すること」を示す

ことが妥当である。 

また、特に睡眠時間と脳・心臓疾患の発症等との関係についての医学

的知見を踏まえ、長期間の過重負荷の判断に当たっては、「勤務間インタ

ーバルが短い勤務については、睡眠時間の確保の観点から、勤務間イン

ターバルがおおむね 11 時間未満の勤務の有無、時間数、頻度、連続性等

について検討し、評価すること」との補足を示すことが妥当である。 

(ｴ) 不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務 

不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務については、勤務時間帯やその

変更が生体リズム（概日リズム）と生活リズムの位相のずれを生じさせ、

疲労の蓄積に影響を及ぼすことが考えられる。現行認定基準策定以降、

現時点までの交替制勤務等と脳・心臓疾患の発症等に関する疫学調査は

資料２の４（134頁）のとおり認められ、多くの研究において、交替制勤

務者の脳・心臓疾患のリスクが有意に高いことが認められている。交替

制勤務者のリスクが有意に低いとの結果を示した研究もあるが、これは、
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長期間の観察により健康障害の発生した従業員は死亡、退職、勤務を変

化させたことにより、見かけ上の改善が発生すると考察されている。 

なお、現行認定基準においては、「不規則な勤務」と「交替制勤務・深

夜勤務」は異なる負荷要因とされているが、これらは前記のとおり勤務

時間帯やその変更が生体リズム（概日リズム）と生活リズムの位相のず

れを生じさせるという点で共通するものであること、支給決定事例等を

みても、交替制勤務について勤務シフトが不規則に変更されるような事

例や、不規則な勤務によって深夜勤務が生じる事例などがみられ、区分

が難しい場合が多いことから、負荷要因の一つの細目として検討・評価

することが適切である。 

これらの状況を踏まえ、「不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務」を勤

務時間の不規則性に関する負荷要因の細目として掲げ、当該項目は、「予

定された始業・終業時刻が変更される勤務、予定された始業・終業時刻

が日や週等によって異なる交替制勤務（月ごとに各日の始業時刻が設定

される勤務や、週ごとに規則的な日勤・夜勤の交替がある勤務等）、予定

された始業又は終業時刻が相当程度深夜時間帯に及び夜間に十分な睡眠

を取ることが困難な深夜勤務をいう」ことを示すことが妥当である。 

その上で、その検討の視点としては、「不規則な勤務・交替制勤務・深

夜勤務については、予定された業務スケジュールの変更の頻度・程度・

事前の通知状況、予定された業務スケジュールの変更の予測の度合、交

替制勤務における予定された始業・終業時刻のばらつきの程度、勤務の

ため夜間に十分な睡眠が取れない程度（勤務の時間帯や深夜時間帯の勤

務の頻度・連続性）、一勤務の長さ（引き続いて実施される連続勤務の長

さ）、一勤務中の休憩の時間数及び回数、休憩や仮眠施設の状況（広さ、

空調、騒音等）、業務内容及びその変更の程度等の観点から検討し、評価

すること」を示すことが妥当である。 

ウ 事業場外における移動を伴う業務 

現行認定基準においては、「出張の多い業務」を負荷要因として考慮して

いる。本検討会においては、明確化の観点から「出張」の概念を整理し、

ここでいう「出張」に該当しない事業場外における移動を伴う業務も含め、

事業場外における移動による負荷に着目し、「事業場外における移動を伴う

業務」として負荷要因を整理することが適切である。あわせて、現行認定

基準において「作業環境」の負荷要因の細目として評価されている「時差」

については、「事業場外における移動を伴う業務」に伴う負荷であることか
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ら、本負荷要因の内容として検討、評価することが適切である。 

そして、事業場外における移動を伴う業務に関する負荷要因の細目とし

て、医学的知見等を踏まえ、「出張の多い業務」、「その他事業場外における

移動を伴う業務」について検討し、評価することが必要である。 

(ｱ) 出張の多い業務 

出張とは、一般的に事業主の指揮命令により、特定の用務を果たすた

めに通常の勤務地を離れて用務地へ赴き、用務を果たして戻るまでの一

連の過程をいう。 

現行認定基準策定以降、現時点までの医学的知見をみると、出張の多

い業務と脳・心臓疾患の発症等に関する疫学調査は確認されなかったが、

資料２の５（137頁）のとおり出張業務による負荷を報告した症例報告が

ある。 

また、飛行による時差については、現行認定基準では５時間を超える

ものを検討することとなっているが、睡眠リズムの研究においては時差

がおおむね４～５時間を超えると生体がこれに直ちに適応することは困

難とされており、その考え方を前提に、４時間の時差に生体が直ちに適

応できないことを確認した研究がある38,39。これに加えて、近年はより短

い時差の影響も注目されており、2014 年のアメリカ睡眠医学会による時

差障害の診断基準40においては、２時間を超える時差となるジェット機飛

行が診断基準に含まれている。これらのことから、時差の程度について

は時間数にかかわらず評価の対象とし、特に４時間以上の時差について

重視することが適切である。 

これらの状況を踏まえ、出張の多い業務の検討の視点としては、「出張

の多い業務については、出張(特に時差のある海外出張)の頻度、出張が

連続する程度、出張期間、交通手段、移動時間及び移動時間中の状況、

移動距離、出張先の多様性、宿泊の有無、宿泊施設の状況、出張中にお

ける睡眠を含む休憩・休息の状況、出張中の業務内容等の観点から検討

し、併せて出張による疲労の回復状況等も踏まえて評価すること。 

ここで、飛行による時差については、時差の程度（特に４時間以上の

時差の程度）、時差を伴う移動の頻度、移動の方向等の観点から検討し、

                                                           
38 Czeisler C, et al. Stability, precision, and near-24-Hour period of the human circadian pacemaker. Science. 
1999; 284: 2177-2181 
39 Akashi M, et al. Noninvasive method for assessing the human circadian clock using hair follicle cells. Proc Natl 
Acad Soi USA. 2010; 107: 15643-15648 
40 Amerian Academy of Sleep Medecine, International Classification of Sleep Disorders: Third Edition, 2014 
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評価すること。 

また、出張に伴う労働時間の不規則性についても、前項により適切に

評価すること」を示すことが妥当である。 

(ｲ) その他事業場外における移動を伴う業務 

出張を、前記(ｱ)（55 頁）のとおり特定の用務を果たすために通常の勤

務地を離れて行うものと整理した場合にも、長距離輸送の業務に従事す

る運転手や航空機の客室乗務員等、通常の勤務として事業場外における

移動を伴う業務についての負荷を検討する必要がある。 

このため、「その他事業場外における移動を伴う業務」を事業場外にお

ける移動を伴う業務に関する負荷要因の細目として掲げることが適切で

ある。 

その上で、その検討の視点としては、「その他事業場外における移動を

伴う業務については、移動（特に時差のある海外への移動）の頻度、交

通手段、移動時間及び移動時間中の状況、移動距離、移動先の多様性、

宿泊の有無、宿泊施設の状況、宿泊を伴う場合の睡眠を含む休憩・休息

の状況、業務内容等の観点から検討し、併せて移動による疲労の回復状

況等も踏まえて評価すること。 

なお、時差及び移動に伴う労働時間の不規則性の評価については出張

の多い業務と同様であること」を示すことが妥当である。 

エ 心理的負荷を伴う業務 

現行認定基準策定以降、現時点までの業務による心理的負荷と脳・心臓

疾患の発症等に関する疫学調査は資料２の６（138頁）のとおり認められ、

多くの研究において、仕事の要求度が高く、コントロールが低く、周囲か

らの支援が少ない場合など、心理的負荷の高い群は脳・心臓疾患のリスク

が有意に高いことが認められている。また、裁判例においても、自分の生

命が脅かされるような危険作業、極めて達成困難なノルマ、取引先からの

重大なクレーム、上司からの執拗な精神的攻撃など、心理的負荷を伴う業

務の過重性が評価されている。 

現行認定基準においては、このような業務によるストレスに関連する負

荷について「精神的な緊張を伴う業務」として整理しているが、本検討会

は、現行認定基準の策定後、「心理的負荷による精神障害の認定基準」（平

成23年 12月 26日付け基発1226第１号）に定める「業務による心理的負荷

評価表」（以下「評価表」という。）により業務による心理的負荷をもたら

す出来事が整理されたこと等を踏まえ、業務による心理的負荷を広く評価
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対象とする趣旨で、「心理的負荷を伴う業務」として整理することが適切と

考える。 

その上で、その検討の視点としては、「心理的負荷を伴う業務については、

別表に掲げられている日常的に心理的負荷を伴う業務又は心理的負荷を伴

う具体的出来事等について、負荷の程度を評価する視点により検討し、評

価すること」を示すことが妥当である。 

あわせて、本検討会は、心理的負荷を伴う業務の別表として、現行認定

基準及び評価表を参考に、脳・心臓疾患の発症に関与する可能性のある日

常的に心理的負荷を伴う業務及び心理的負荷を伴う具体的出来事について、

次のとおり整理した（表４－６、４－７）。なお、個別の事案に即した事情

や、今後の心理的負荷に関する医学的知見の進展等により、別表に掲げら

れていない具体的出来事等に関して強い心理的負荷が認められる場合には、

前記の具体的出来事「等」として評価することを想定している。 

表４－６ 日常的に心理的負荷を伴う業務 

 具体的業務 負荷の程度を評価する視点 

1 
常に自分あるいは他人の生命、財産が脅

かされる危険性を有する業務 

危険性の度合、業務量（労働時間、労働密度）、就労期間、経

験、適応能力、会社の支援、予想される被害の程度等 

2 危険回避責任がある業務 

3 
人命や人の一生を左右しかねない重大な

判断や処置が求められる業務 

4 極めて危険な物質を取り扱う業務 

5 
決められた時間（納期等）どおりに遂行

しなければならないような困難な業務 

阻害要因の大きさ、達成の困難性、ペ

ナルティの有無、納期等の変更の可能

性等 

業務量（労働時間、労働

密度）、就労期間、経

験、適応能力、会社の支

援等 6 
周囲の理解や支援のない状況下での困難

な業務 
業務の困難度、社内での立場等 

 

表４－７ 心理的負荷を伴う具体的出来事 

 
出来事の 

類型 
具体的出来事 負荷の程度を評価する視点 

1 
①事故や災

害の体験 

（重度の）病気やケガを

した 

・病気やケガの程度 

・後遺障害の程度、社会復帰の困難性等 

2 
悲惨な事故や災害の体

験、目撃をした 

・本人が体験した場合、予感させる被害の程度 

・他人の事故を目撃した場合、被害の程度や被害者との関係等 

3 
②仕事の失

敗、過重な

責任の発生

業務に関連し、重大な人

身事故、重大事故を起こ

した 

・事故の大きさ、内容及び加害の程度 

・ペナルティ・責任追及の有無及び程度、事後対応の困難性等 
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4 
等 会社の経営に影響するな

どの重大な仕事上のミス

をした 

・失敗の大きさ・重大性、社会的反響の大きさ、損害等の程度 

・ペナルティ・責任追及の有無及び程度、事後対応の困難性等 

5   
会社で起きた事故、事件

について、責任を問われ

た 

・事故、事件の内容、関与・責任の程度、社会的反響の大きさ等 

・ペナルティの有無及び程度、責任追及の程度、事後対応の困難性

等 
（注）この項目は、部下が起こした事故等、本人が直接引き起こしたもので

はない事故、事件について、監督責任等を問われた場合の心理的負荷を評価

する。本人が直接引き起こした事故等については、項目４で評価する。 

6   
自分の関係する仕事で多

額の損失等が生じた 

・損失等の程度、社会的反響の大きさ等 

・事後対応の困難性等 
（注）この項目は、取引先の倒産など、多額の損失等が生じた原因に本人が

関与していないものの、それに伴う対応等による心理的負荷を評価する。本

人のミスによる多額の損失等については、項目４で評価する。 

7   
業務に関連し、違法行為

を強要された 

・違法性の程度、強要の程度（頻度、方法）等 

・事後のペナルティの程度、事後対応の困難性等 

8   
達成困難なノルマが課さ

れた 

・ノルマの内容、困難性、強制の程度、達成できなかった場合の影

響、ペナルティの有無等 

・その後の業務内容・業務量の程度、職場の人間関係等 

9   
ノルマが達成できなかっ

た 

・達成できなかったことによる経営上の影響度、ペナルティの程度

等 

・事後対応の困難性等  
（注）期限に至っていない場合でも、達成できない状況が明らかになった場

合にはこの項目で評価する。 

10   
新規事業の担当になっ

た、会社の建て直しの担

当になった 

・新規業務の内容、本人の職責、困難性の程度、能力と業務内容の

ギャップの程度等 

・その後の業務内容、業務量の程度、職場の人間関係等 

11 
  

顧客や取引先から無理な

注文を受けた 

・顧客・取引先の重要性、要求の内容等 

・事後対応の困難性等 

12   
顧客や取引先からクレー

ムを受けた 

・顧客・取引先の重要性、会社に与えた損害の内容、程度等 

・事後対応の困難性等 
（注）この項目は、本人に過失のないクレームについて評価する。本人のミ

スによるものは、項目４で評価する。 

13 ③仕事の質 

仕事内容の（大きな）変

化を生じさせる出来事が

あった 

・業務の困難性、能力・経験と業務内容のギャップ等 

・時間外労働、休日労働、業務の密度の変化の程度、仕事内容、責

任の変化の程度等 

14 
④役割・地

位の変化等 
退職を強要された 

・解雇又は退職強要の経過、強要の程度、職場の人間関係等 
（注）ここでいう「解雇又は退職強要」には、労働契約の形式上期間を定め

て雇用されている者であっても、当該契約が期間の定めのない契約と実質的

に異ならない状態となっている場合の雇止めの通知を含む。 

15   配置転換があった 

・職種、職務の変化の程度、配置転換の理由・経過等 

・業務の困難性、能力・経験と業務内容のギャップ等 

・その後の業務内容、業務量の程度、職場の人間関係等 
（注）出向を含む。 

16   転勤をした 

・職種、職務の変化の程度、転勤の理由・経過、単身赴任の有無、

海外の治安の状況等 

・業務の困難性、能力・経験と業務内容のギャップ等 

・その後の業務内容、業務量の程度、職場の人間関係等 

17   
複数名で担当していた業

務を１人で担当するよう

になった 

・業務の変化の程度等 

・その後の業務内容、業務量の程度、職場の人間関係等 

18   

非正規社員であるとの理

由等により、仕事上の差

別、不利益取扱いを受け

た 

・差別・不利益取扱いの理由・経過、内容、程度、職場の人間関係

等 

・その継続する状況 
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19 
⑤パワーハ

ラスメント 

上司等から、身体的攻

撃、精神的攻撃等のパワ

ーハラスメントを受けた 

・指導・叱責等の言動に至る経緯や状況 

・身体的攻撃、精神的攻撃等の内容、程度等 

・反復・継続など執拗性の状況 

・就業環境を害する程度 

・会社の対応の有無及び内容、改善の状況 
（注）当該出来事の評価対象とならない対人関係のトラブルは、出来事の類

型「対人関係」の各出来事で評価する。 

（注）「上司等」には、職務上の地位が上位の者のほか、同僚又は部下であ

っても、業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、その者の協力が得ら

れなければ業務の円滑な遂行を行うことが困難な場合、同僚又は部下からの

集団による行為でこれに抵抗又は拒絶することが困難である場合も含む。 

20 ⑥対人関係 

同僚等から、暴行又は

（ひどい）いじめ・嫌が

らせを受けた 

・暴行又はいじめ・嫌がらせの内容、程度等 

・反復・継続など執拗性の状況 

・会社の対応の有無及び内容、改善の状況 

21   
上司とのトラブルがあっ

た 

・トラブルの内容、程度等 

・その後の業務への支障等 

22   
同僚とのトラブルがあっ

た 

・トラブルの内容、程度、同僚との職務上の関係等 

・その後の業務への支障等 

23   
部下とのトラブルがあっ

た 

・トラブルの内容、程度等 

・その後の業務への支障等 

24 
⑦セクシュ

アルハラス

メント 

セクシュアルハラスメン

トを受けた 

・セクシュアルハラスメントの内容、程度等 

・その継続する状況 

・会社の対応の有無及び内容、改善の状況、職場の人間関係等 

 

オ 身体的負荷を伴う業務 

身体的負荷を伴う業務については、現行認定基準では負荷要因として掲

げられていないが、過重負荷の有無の判断において、「著しい疲労の蓄積を

もたらす特に過重な業務に就労したと認められるか否かについては、業務

量、業務内容、作業環境等を考慮し、同僚等にとっても、特に過重な身体

的、精神的負荷と認められるか否かという観点から、客観的かつ総合的に

判断すること」が示されており、各負荷要因を総合的に判断するに当たっ

て、「身体的負荷」という観点でも検討することとされている。また、現行

認定基準の運用上の留意点（平成13年 12月 12日付け基補発第31号）にお

いても、日常業務と質的に著しく異なる業務の評価に関して、「例えば、事

務職の労働者が激しい肉体労働を行うことにより、日々の業務を超える身

体的、精神的負荷を受けたと認められる場合」などを評価することが示さ

れている。 

現行認定基準策定以降、現時点までの業務による身体的負荷と脳・心臓

疾患の発症等に関する疫学調査は資料２の７（150頁）のとおり認められ、

身体的負荷が高く、心肺持久力が劣ると自覚している労働者は、心血管疾

患による死亡リスクが有意に高いとするもの、相対最大酸素摂取量又は相

対安静時酸素摂取量が高い労働が、急性心筋梗塞のリスク増加と関連があ

ったとするものなどがみられる。また、裁判例においても、業務の身体的
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負荷を評価したものがある。 

このような状況を踏まえ、「身体的負荷を伴う業務」を負荷要因として掲

げ、その検討の視点としては、「身体的負荷を伴う業務については、業務内

容のうち重量物の運搬作業、人力での掘削作業などの身体的負荷が大きい

作業の種類、作業強度、作業量、作業時間、歩行や立位を伴う状況等のほ

か、当該業務が日常業務と質的に著しく異なる場合にはその程度（事務職

の労働者が激しい肉体労働を行うなど）の観点から検討し、評価すること」

を示すことが妥当である。 

なお、作業強度を検討するための参考として表４－８があるが、身体的

負荷を質的、量的に評価する基準を設けることは困難であり、総合的に評

価することとなる。 

表４－８ 主な職業及び作業における活動強度41 

（文献 41から許諾を得て転載） 

                                                           
41 日本循環器学会ら. 心疾患患者の学校、職域、スポーツにおける運動許容条件に関するガイドライ
ン（2008 年改訂版）: 20.表 11、Ainsworth BE, et al. Compendium of physical activities: an update of 
activity codes and MET intensities. Med Sci Sports Exerc. 2000; 32: S498-S504 
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カ 作業環境 

作業環境については、短期間の過重業務の判断において重視し、長期間

の過重業務においては付加的に検討し、評価することが適切である。支給

決定事例においても、作業環境を評価した事例は、長期間の過重業務より

も短期間の過重業務として判断したものが多い。 

(ｱ) 温度環境 

現行認定基準策定以降、現時点までの温度環境と脳・心臓疾患の発症

等に関する疫学調査は資料２の８（153頁）のとおり限られているが、寒

冷刺激や極端な温度差は特に出血性の脳卒中を起こしやすくすることに

は確立した知見があり、また、高温のばく露は、脱水による循環器病の

発症リスクとして考えていくべきであって、寒冷と高温は並列して検討

することが適切と考えられる。 

これらを踏まえ、温度環境の検討の視点としては、「温度環境について

は、寒冷・暑熱の程度、防寒・防暑衣類の着用の状況、一連続作業時間

中の採暖・冷却の状況、寒冷と暑熱の交互のばく露の状況、激しい温度

差がある場所への出入りの頻度、水分補給の状況等の観点から検討し、

評価すること」を示すことが妥当である。 

(ｲ) 騒音 

現行認定基準策定以降、現時点までの騒音と脳・心臓疾患の発症等に

関する疫学調査は資料２の９（154頁）のとおり認められ、現行認定基準

の検討の視点を修正する根拠は特段ないものと考える。 

これらを踏まえ、騒音の検討の視点としては、引き続き「騒音につい

ては、おおむね 80dB を超える騒音の程度、そのばく露時間・期間、防音

保護具の着用の状況等の観点から検討し、評価すること」を示すことが

妥当である。 

 

(3) 業務の過重性の総合評価 

前記(2)ア(ｵ)（48 頁）及び(ｶ)（51 頁）のとおり、長期間の過重業務の判

断において、労働時間の長さは疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考え

られるが、労働時間以外の負荷要因の内容も含め、全体を総合的に考慮する

必要がある。 

特に、労働時間のみで業務と発症との関連性が強いと認められる水準には

至らないがこれに近い時間外労働が認められる場合には、特に他の負荷要因

の状況を十分に考慮すべきである。 
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なお、労働時間の長さだけでみれば、業務と発症との関連性が強いと認め

られる水準であるものの、監視・断続労働のような原則として一定の部署に

あって監視するのを本来の業務とし、常態として身体又は精神的緊張の少な

い場合や、作業自体が本来間欠的に行われるもので、休憩時間が少ないが手

待時間が多い場合等、労働密度が特に低いと認められる場合は、労働時間の

みをもって業務の過重性を評価することは適切でなく、このような場合は、

他の諸要因も十分考察し、総合的に判断する必要があることにも留意すべき

である。 

 

４ 複数業務要因災害における脳・心臓疾患の認定 

前記Ⅰ３(1)（１頁）のとおり、労働者災害補償保険法の改正により、令和

２年９月から、複数事業労働者の複数の事業の業務を要因とする傷病等につい

て、複数業務要因災害として新たな保険給付がなされることとなった。本検討

会では、令和２年７月に複数業務要因災害における脳・心臓疾患の認定の考え

方を次のとおり取りまとめており、現時点においても、この考え方に変更はな

い。 

 

・ 複数業務要因災害においても、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等（負傷に起

因するものを除く。）の認定基準」（平成 13 年 12 月 12 日付け基発第 1063 号別

添。以下「認定基準」という。）に基づき、過重性の評価に係る「業務」を

「複数業務」と解した上で、労災保険給付の対象となるか否かを判断すること

が適当である。 

・ 複数業務要因災害について、認定基準に基づき、複数業務による過重負荷を

評価するに当たっては、次のとおり運用することが適当である。 

① 「短期間の過重業務」及び「長期間の過重業務」について、労働時間を評

価するに当たっては、異なる事業場における労働時間を通算して評価する。 

具体的には、 

  「短期間の過重業務」について、異なる事業場における労働時間を通算

し、業務の過重性を評価する。 

  「長期間の過重業務」について、異なる事業場における労働時間を通算

し、週 40 時間を超える労働時間数を時間外労働時間数として、業務の過

重性を評価する。    
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② 「短期間の過重業務」及び「長期間の過重業務」について、労働時間以外

の負荷要因を評価するに当たり、異なる事業場における負荷を合わせて評価

する。 

③ 「異常な出来事」については、これが認められる場合には、単独の事業場

における業務災害に該当すると考えられることから、一般的には、異なる事

業場における負荷を合わせて評価する問題は生じないと考えられる。 
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Ⅴ まとめ 

脳・心臓疾患は、その発症の基礎となる血管病変等が、主に加齢、生活習慣、生

活環境等の日常生活による諸要因や遺伝等の個人に内在する要因により長い年月の

生活の営みの中で徐々に形成、進行及び増悪するといった経過をたどり発症するも

のであり、労働者に限らず、一般の人々の間にも普遍的に数多く発症する疾患であ

る。 

しかしながら、業務による過重な負荷が加わることにより、血管病変等をその自

然経過を超えて著しく増悪させ、脳・心臓疾患を発症させる場合があることは医学

的に広く認知されているところであり、現行認定基準においては、脳・心臓疾患の

発症に近接した時期における負荷のほか、長期間にわたる業務による疲労の蓄積を

業務による過重負荷として評価している。 

本検討会では、これらを踏まえ、業務による負荷要因と脳・心臓疾患の発症との

関係についての最新の医学的知見や、個別の支給決定事例、現行認定基準策定以後

の裁判例等を検討し、次のような結論に達した。 

１ 脳・心臓疾患の対象疾病として「重篤な心不全」を追加するとともに、解離性

大動脈瘤については「大動脈解離」に表記を改めることが適切である。 

２ 脳・心臓疾患の発症に近接した時期における負荷のほか、長期間にわたる業務

による疲労の蓄積が脳・心臓疾患の発症に影響を及ぼすとする考え方は、現在の

医学的知見に照らし是認できるものであり、この考え方に沿って策定された現行

認定基準は、妥当性を持つ。 

３ 過重負荷の評価の基準となる労働者としては、引き続き、本人ではなく、同種

労働者にとって、特に過重な業務であるかを判断の基準とすることが妥当であり、

ここでいう同種労働者とは、「当該労働者と職種、職場における立場や職責、年

齢、経験等が類似する者をいい、基礎疾患を有していたとしても日常業務を支障

なく遂行できるものを含む」とすることが適切である。 

４ 発症に近接した時期における業務による負荷については、現行認定基準のとお

り、「異常な出来事」及び「短期間の過重業務」を評価することとし、「異常な出

来事」の具体的な内容についてより適切な表記に修正するとともに、「異常な出

来事」及び「短期間の過重業務」について、その検討の視点や、業務と発症との

関連性が強いと評価できる場合の例示を認定基準上明らかにすることにより、明

確化、具体化を図ることが適切である。 

５ 「短期間の過重業務」及び「長期間の過重業務」において、業務による負荷要

因としては、労働時間のほか、勤務時間の不規則性（拘束時間の長い勤務、休日

のない連続勤務、勤務間インターバルが短い勤務、不規則な勤務・交替制勤務・
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深夜勤務）、事業場外における移動を伴う業務（出張の多い業務、その他事業場

外における移動を伴う業務）、心理的負荷を伴う業務、身体的負荷を伴う業務及

び作業環境（温度環境、騒音）の各要因について検討し、総合的に評価すること

が適切である。 

６ 長期間の過重業務の判断において、疲労の蓄積の最も重要な要因である労働時

間に着目すると、①発症前１か月間に特に著しいと認められる長時間労働（おお

むね 100 時間を超える時間外労働）に継続して従事した場合、②発症前２か月間

ないし６か月間にわたって、著しいと認められる長時間労働（１か月当たりおお

むね 80 時間を超える時間外労働）に継続して従事した場合には、業務と発症と

の関連性が強いと判断される。 

７ また、発症前１か月間ないし６か月間にわたって、１か月当たりおおむね 45

時間を超える時間外労働が認められない場合には、業務と発症との関連性が弱く、

１か月当たりおおむね 45 時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と

発症との関連性が徐々に強まると判断される。 

８ さらに、労働時間のみで業務と発症との関連性が強いと認められる水準には至

らないがこれに近い時間外労働が認められ、これに加えて一定の労働時間以外の

負荷が認められるときには、業務と発症との関連性が強いと評価できる。 

以上の諸点は、現在の医学的知見に照らし、妥当と判断されるものであるが、今

後の医学の進歩により再検討を要するものであることに留意する必要がある。 

なお、本検討会では、本報告書をまとめるに当たって、各負荷要因等の検討の視

点等の明確化、具体化を図ることによって、業務の過重性の評価が客観的かつ迅速

に行えるよう配慮した。 

不幸にして業務上の事由により被災した労働者やその遺族に対しては労災保険給

付が行われるが、人の生命・健康はかけがえのないものであり、脳・心臓疾患など

の過労死等（※）はあってはならないものである。業務による過重負荷を原因とす

る脳・心臓疾患の防止のために、行政当局は、長時間労働の削減に向けた取組の徹

底や、過重労働による健康障害の防止対策、国民に対する啓発活動等を進めること

が必要である。 

また、事業主は国等が行う過労死等の防止のための対策に協力するよう努め､事

業主・労働者は協力して、健康診断の受診率の向上、その事後措置の徹底、健康保

持増進や快適職場の形成などを図っていく決意と努力が必要である。 

そして、労働者自身は健康な生活を営むための具体的な自助努力が必要であるこ

とを認識し、生活習慣病の一次予防（健康な生活習慣を自ら確立する）、二次予防
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（早期発見、早期治療）及び三次予防（治療、機能回復、機能維持、再発防止）に

努める必要がある。 

これらの行政当局、事業主及び労働者のそれぞれの取組により、業務による過重

負荷を原因とする脳・心臓疾患がなくなることを期待したい。 

（※）「過労死等」とは、過労死等防止対策推進法第２条において、「業務における

過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務

における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれ

らの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう。」と定義されてい

る。  
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資料１ 

 

脳・心臓疾患の疾患別概要及びその危険因子 

 

Ⅰ 脳 ・心臓疾患の疾患別概要 

１ 疾患別概要について 

以下に、対象疾病の疾患別の概要を示す。 

本資料は、医学専門家ではない行政官、労働者及びその家族、事業場関係者

等の脳・心臓疾患の理解に資するため、各疾患について概要（疾病概念や分類

などの概要、成因、自然経過、予後、治療等）を取りまとめたものであり、よ

り詳細な医学的事項については、専門書・ガイドライン等を参照することが適

切である。 

 

２ 脳血管疾患 

 (1) 脳血管疾患の概要 

ア 脳血管疾患とは 

脳血管疾患は、脳が虚血あるいは出血によって一過性若しくは持続性に

障害された状態、又は脳の血管が病理学的変化により障害された病態と定

義される。 

現行認定基準においては、脳血管疾患として脳出血、くも膜下出血、脳

梗塞及び高血圧性脳症を定めている。このうち、脳出血、くも膜下出血及

び脳梗塞は、脳の血管が破れるか詰まるかして、脳に血液が届かなくなり、

脳の神経細胞が障害される疾患であり、一過性脳虚血発作（TIA）（脳梗塞

の症状が短時間で消失するもの）も含めて脳卒中と総称される。高血圧性

脳症とは、急激な異常高血圧によって引き起こされる脳への障害を指す。

高血圧性脳症の発症数や労災補償における支給決定件数は脳卒中に比較し

て僅少であり、以下では主として脳卒中について概説する。 

イ 脳血管疾患の危険因子 

脳卒中の危険因子（リスクファクター）としては、高血圧、糖尿病、脂

質異常症（高脂血症）、不整脈（心房細動）、喫煙、過度の飲酒、睡眠時無

呼吸症候群、メタボリックシンドローム、慢性腎臓病、肥満、運動不足、

年齢、性別が挙げられる。 

このうち、年齢（加齢）、性別（男性であること）、家族歴（家族に虚血

性心疾患や、脂質異常症など危険因子となる他の疾患を発症した者がいる
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こと）はコントロールが不可能なものである。 

高血圧は脳出血、くも膜下出血及び脳梗塞に共通の最大の危険因子であ

る。血圧値と脳卒中発症率との関係は直線的な正の相関関係にあり、血圧

が高いほど脳卒中の発症率は高くなる。したがって、高血圧治療は脳卒中

の予防にきわめて有効である42。 

糖尿病は脳梗塞の確立された危険因子である。最近のメタアナリシスで

は、糖尿病は虚血性脳卒中(脳梗塞)の発症リスクを 2.27 倍高めるのみなら

ず、出血性脳卒中（脳出血やくも膜下出血）のリスクも 1.56 倍高めること

が示された。脳梗塞の発症予防には、糖尿病を含む危険因子（高血圧、脂

質異常症、肥満、喫煙）を包括的にコントロールすることが必要である43。

また、心房細動は脳梗塞の危険因子である。心房細動患者の脳梗塞発症率

は平均５％/年であり、心房細動のない人々の２～７倍高い44。なお、各危

険因子の詳細は後記Ⅱ１（92 頁）のとおりである。 

ウ 脳血管疾患の治療 

脳血管疾患は、より早期（発症して数時間以内が目安）に治療を開始す

ると後遺症が軽くなることがある救急疾患である。 

脳梗塞の治療においては、遺伝子組み換え組織型プラスミノゲン・アク

チベーター（recombinant tissue plasminogen activator：rt-PA）を用い

た静注血栓溶解療法が 2005 年から、また、血管内治療による機械的血栓回

収療法が 2010 年からわが国でも認可され、治療成績が大きく向上した。ま

た、急性期脳卒中全般に関し、脳卒中集中治療室（Stroke Care Unit）ない

し脳卒中専門病棟（Stroke Unit）で治療を行うことによる死亡率及び再発

率の低下、在院期間の短縮等の有用性が示されている。 

エ 疫学 

かつて、脳血管疾患は日本人の死因の第１位を占めていたが、脳血管疾

患による死亡は昭和 40 年代後半から減少傾向となり、現在は悪性新生物、

心疾患、老衰に次ぐ死因の第４位となっている。しかしながら、脳卒中に

よる死亡数は、近年は横ばい傾向である45。 

また、介護が必要となった原因疾患のうち、脳卒中によるものは要介護者

                                                           
42 日本脳卒中学会.  脳卒中治療ガイドライン 2015［追補 2019］: 2019; 25 
43 日本脳卒中学会.  脳卒中治療ガイドライン 2015［追補 2019］: 2019; 28 
44 日本脳卒中学会.  脳卒中治療ガイドライン 2015［追補 2019］: 2019; 33 
45 豊田一則. 脳梗塞診療読本第 3 版. 中外医学社. 2019; 297 
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の 19.2％で認知症に次いで多く、要介護５では 24.7％と最も多くを占める46。 

令和元年の脳血管疾患による死亡者 106,552 人の構成を見ると、脳梗塞

59,267 人、脳内出血 32,776 人、くも膜下出血 11,731 人、その他の脳卒中

2,778 人と脳梗塞によるものが最も多い47。 

 

 (2) 脳出血 

ア 概要 

脳実質内の小血管が破綻し、脳内に血腫を形成したものを脳出血という。

全体の 80％以上は高血圧が原因である48。 

脳出血の結果として、血腫が脳組織を圧迫し、局所神経症候及び頭蓋内

圧亢進を示す。血腫の部位、大きさによって様々な程度の頭痛、意識障害、

局所神経症候（巣症状）が起こる。 

イ 成因 

非外傷性脳出血は、小血管の変性に伴うもの（高血圧性脳出血と脳アミ

ロイドアンギオパチー（CAA））、血管形態の異常によるもの（脳動静脈奇形、

海綿状血管腫、もやもや病など）、血液疾患によるもの（抗凝固療法による

ものを含む血液凝固異常など）、その他二次性のもの（脳腫瘍、脳梗塞、脳

ヘルニア等に伴うもの）に区分される49。 

高血圧は、現在でも最も主要な脳出血の原因である。脳アミロイドアン

ギオパチーは、髄膜及び脳内の血管壁にアミロイド化したタンパク（特定

の構造を持つ水に溶けない繊維状のタンパク質）の沈着を認めるもので、

遺伝性のもの、加齢等に伴う孤発性のものがあり、高齢者に多くみられ、

脳出血の原因となる50。 

脳出血は出血部位により、被殻出血、視床出血、脳幹出血（橋出血）、小

脳出血、皮質下出血（脳葉出血）等に分類されるが、皮質下出血について

は、他の部位の脳出血と異なり、高血圧ではなく血管病変に由来するもの

が多く、若年者では脳動静脈奇形、高齢者では脳アミロイドアンギオパチ

                                                           
46 厚生労働省. 国民生活基礎調査. 2019 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei= 
00450061&tstat=000001141126 
47 厚生労働省. 人口動態統計. 2019 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/database?page=1&toukei= 
00450011&tstat=000001028897 
48 豊田一則ら. SCU グリーンノート. 中外医学社. 2016; 150 
49 豊田一則ら. 脳出血・くも膜下出血診療読本. 中外医学社. 2016; 2 
50 豊田一則ら. 脳出血・くも膜下出血診療読本. 中外医学社. 2016; 5 
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ーによるものが多い51。 

ウ 自然経過、治療、予後 

脳出血は、高血圧の持続や血圧上昇により血腫拡大につながるため、血

圧管理（降圧）を行う。また、切迫する脳ヘルニア（脳圧の上昇により脳

組織の一部が脳からはみ出すこと）のおそれがある場合に、救命のために

外科的血腫除去術などを行う。 

高血圧性脳出血の再発予防に当たっては、血圧管理が最も重要である。 

 

(3) くも膜下出血 

ア 概要 

何らかの原因疾患によりくも膜下腔に存在する脳表面の動脈が破綻し、

くも膜下腔に出血が生じた病態をくも膜下出血という。 

くも膜下腔に流入した血液によって脳が圧迫され、ごく短時間で頭蓋内

圧が亢進するとともに、血管の破綻により脳循環不全（脳血流の低下）を

きたす。頭蓋内圧の亢進や脳循環不全によって、脳灌流圧が低下して脳が

虚血状態となり、意識障害等が生じる。突然の激しい頭痛が特徴的な症状

である。 

イ 成因 

非外傷性くも膜下出血の原因としては、脳動脈瘤、脳動静脈奇形、脳出

血、もやもや病、脳腫瘍、脳血管炎などの頭蓋内疾患、凝固異常・線溶異

常などの血液疾患があげられる。このうち、80％以上は脳動脈瘤の破裂で

あり、40～60 代の女性に好発する。次いで多いのが脳動静脈奇形で、20～

40 代の男性に好発する。 

ウ 自然経過、治療、予後 

初期治療の目標は再出血の予防と適切な全身管理であり、初回出血後 72

時間以内に、クリッピング術などの外科的治療やコイル塞栓術などの血管

内治療を行う。再出血が生じた場合、高率に予後が悪化する。 

発症時の一次的脳損傷（来院時の意識障害の程度）、発症後24時間以内を

ピークとする再出血、発症後 72 時間以降の脳血管攣縮（脳底部主幹動脈の

可逆的狭窄）が予後に大きく影響する。 

非外傷性くも膜下出血は、最新の国内登録研究でも 23％の致死率が報告

されており、致死性脳卒中の代表である。一方で、死亡総数は減少してお

                                                           
51 医療情報科学研究所. 病気がみえる vol.7 脳・神経. メディックメディア. 2017; 120 
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り、くも膜下出血による国内死亡率は近年確実に減少していること、治療

件数等から発症数も緩やかに減少していることが推測される52。 

 

(4) 脳梗塞 

ア 概要 

脳梗塞は、脳実質に血液を供給する動脈が閉塞し、その動脈に栄養される

脳実質が虚血状態に陥り、壊死を起こした病態である。障害部位により、

様々な局所神経症候をきたす。寝たきりの原因疾患の第１位であり、発症予

防とともに、早期リハビリテーションによる ADL（日常生活動作）の向上、

社会復帰が重要である。 

脳梗塞は、病型として、アテローム血栓性脳梗塞、心原性脳塞栓症、ラク

ナ梗塞、その他の脳梗塞に分けられる。脳梗塞の病型別頻度をみると、アテ

ローム血栓性梗塞が約 33％、心原性脳塞栓症が約 28％、ラクナ梗塞が約

31％となっている53。 

イ 成因 

アテローム血栓性脳梗塞は、脳・頸部の大血管の粥状硬化を基盤として生

じる脳梗塞で、TOAST 分類では責任血管である主幹動脈の 50％以上の狭窄、

閉塞が基準となる。日本人を含む東アジア人には頭蓋内動脈の粥状硬化が多

く見られるが、近年の食事習慣の欧米化などに伴い、頸部動脈を原因とする

ものも増えている54。動脈硬化の進行する中高年に好発する。 

心原性脳塞栓症は、心臓内（特に左房）に形成された血栓や、シャント性

疾患を介する静脈・右心系からの血栓が脳に飛来することによって生じる脳

梗塞である。もっとも頻度が高い原因疾患は心房細動、特に非弁膜性心房細

動である55。このほか、人工弁や、左房・左心耳内血栓、洞不全症候群、発

症 4 週間以内の心筋梗塞、左室内血栓、拡張型心筋症、左室壁運動消失、左

房粘液腫、感染性心内膜炎が高リスクの塞栓源となる。 

ラクナ梗塞は、脳の細動脈病変による単一穿通枝領域の脳梗塞である。原

則としていわゆるラクナ症候群（純粋運動性不全片麻痺、純粋感覚性脳卒中、

運動失調性不全片麻痺、構音障害－手不器用症候群、感覚運動性脳卒中）を

呈する。高血圧を有する高齢者に好発し、通常直径 15 ㎜未満（急性期拡散

                                                           
52 豊田一則ら. 脳出血・くも膜下出血診療読本. 中外医学社. 2016; 222 
53 医療情報科学研究所. 病気がみえる vol.7 脳・神経. メディックメディア. 2017; 74 
54 豊田一則. 脳梗塞診療読本第 3 版. 中外医学社. 2019; 121 
55 豊田一則. 脳梗塞診療読本第 3 版. 中外医学社. 2019; 120 
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強調画像では 20mm 未満）の小さい梗塞巣が多発することが多い。 

その他の非心原性脳梗塞として、脳動脈解離や、奇異性塞栓症、播種性血

管内凝固症候群（DIC）、高安病、もやもや病などがある。 

ウ 自然経過、治療、予後 

アテローム血栓性塞栓症は、安静時に好発し、血管の狭窄が徐々に進行す

ることにより階段状、進行性に悪化するものが多いが、塞栓性の機序による

もの（頸動脈などの粥状硬化部にできた血栓の一部がはがれて塞栓子となり

脳動脈を閉塞させるもの）については、急激に発症することもある。一過性

脳虚血発作（TIA）の先行が 20～30％にみられる56。 

心原性脳塞栓症は、突発的に症状が完成するものが多く、塞栓子により急

激に脳動脈が閉塞するため、側副血行路の発達が不良で皮質を含む広範な脳

梗塞となることが多い。意識障害、頭痛、嘔吐、失禁、けいれん発作などを

伴うこともあり、脳梗塞の臨床病型の中でもっとも重篤で予後不良である。

また、急性期の再発例が多い。 

ラクナ梗塞は、近年の高血圧の管理により減少傾向にある。一般に症状は

軽く回復も早いが、多発すると血管性認知症やパーキンソン症候群の原因と

なることがある。 

適応のある場合には、発症後できるだけ早期に、血栓溶解療法や血管内治

療（血栓回収療法）による閉塞血管の有効再開通を試みる。また、抗血栓療

法（アスピリンなど）、脳保護療法などの薬剤治療も行われる。急性期から

のリハビリテーションの実施も回復期の良好な改善のために重要である。 

 

(5) 高血圧性脳症 

ア 概念 

急激な血圧上昇や持続的な高血圧が誘因となり、脳循環自動調節能が障害さ

れ、脳血管関門に破綻が生じ、血管透過性が亢進し発生する疾患である。脳毛

細血管内から血管外へ血漿成分が漏出して脳浮腫が起こり、頭蓋内圧が亢進す

る。頭痛、悪心、嘔吐といった頭蓋内圧亢進症状で発症し、進行すると意識障

害、痙攣が出現する。血圧の管理が普及した現在、高血圧性脳症はまれな疾患

となっている。 

イ 成因 

高血圧が引き起こす疾病である。長期にわたり、コントロールが不良な高血

                                                           
56 医療情報科学研究所. 病気がみえる vol.7 脳・神経. メディックメディア. 2017; 77-78 
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圧症の増悪期に高血圧性脳症が出現する場合と、もともと血圧が正常な人に急

性腎炎や妊娠高血圧症候群などで著しい血圧の上昇が起こり高血圧性脳症が出

現する場合とがある。 

ウ 自然経過、治療、予後 

高血圧性脳症は、高血圧緊急症のうち最も重篤なもので、適切な降圧治療を

緊急に行わなければ、脳出血、意識障害、昏睡、死に至る。脳血流の自動調節

能が障害されており、急激で大きな降圧により脳虚血に陥りやすいため、用量

を調節しやすい静注薬で治療を始める。血圧値と神経症状を監視しながら、降

圧速度を調整する57。 

 

３ 虚血性心疾患等 

（1）虚血性心疾患等の概要 

ア 虚血性心疾患とは 

虚血性心疾患とは、血液を供給する導管としての冠動脈の異常（狭窄・閉

塞）によって、心筋の需要に応じた酸素の供給不足が生じ、その結果心筋が

酸素不足（虚血）に陥り、心筋機能が障害される疾患である。虚血性心疾患

の主要な原因は動脈硬化である。 

同様な病名の冠動脈疾患は、冠動脈に病変のある場合に使用されるが、必

ずしも心筋虚血による症状や、心筋虚血が証明されることを条件としない。

虚血性心疾患は、心筋虚血により生じた機能的異常に基づいた病名であり、

冠動脈疾患は冠動脈の形態的異常の有無による診断名である。 

虚血性心疾患のうち、動脈硬化により形成された不安定プラークが破綻し、

そこに血栓ができることによって冠動脈内腔が急速に狭窄又は閉塞する病態

を急性冠症候群と呼ぶ。急性冠症候群は、不安定狭心症、急性心筋梗塞、虚

血による心臓突然死を含む概念である（後記（2）イ、75 頁参照）。 

イ 動脈硬化 

動脈硬化とは、血管壁の肥厚、硬化、改築及び機能低下を示した動脈病変

の総称である。病理学的特徴から、粥状硬化（アテローム性動脈硬化）、細動

脈硬化、メンケベルグ型動脈硬化に分類される。粥状硬化は、虚血性心疾患、

胸部・腹部大動脈瘤、脳梗塞などの成因として臨床上重要な病態である。一

般には、動脈硬化といった場合には粥状硬化を意味する。 

粥状硬化は、主に大型・中型動脈に生じる限局性の病変で、血管内膜に脂

                                                           
57 日本高血圧学会. 高血圧治療ガイドライン 2019. 2019; 170  
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質や平滑筋細胞、細胞外基質などの沈着物の病的集積が起き、粥状の隆起性

病変（アテローム性プラーク、粥腫）を形成する反応をいう。粥状硬化の進

行により、プラークの肥厚による血管内腔の狭窄や、プラークの破綻に続く

血栓形成による血管狭窄・塞栓、血管壁の弾力性の低下・脆弱化による動脈

瘤の形成などが生じる。冠動脈の粥状硬化は虚血性心疾患の、胸部・腹部大

動脈の粥状硬化は大動脈解離の原因となる。 

ウ 虚血性心疾患等の危険因子 

虚血性心疾患等の危険因子（リスクファクター）は冠危険因子と呼ばれ、

主要な原因である動脈硬化に深く関係している。主な危険因子としては、脂

質異常症（高脂血症）、高血圧、糖尿病、肥満、メタボリックシンドローム、

慢性腎臓病、喫煙、精神的ストレス、年齢、性別、家族歴がある。 

このうち、年齢（加齢）、性別（男性であること）、家族歴（家族に虚血性

心疾患や、脂質異常症など危険因子となる他の疾患を発症した者がいること）

はコントロールが不可能なものである。 

危険因子の影響は、動脈硬化の病型により異なる。細動脈硬化では高血圧

が最大の危険因子であるが、粥状硬化症には脂質異常症の関与が大きい。ま

た、複数の危険因子が加わると、加重的に発症危険度が増すことが知られて

いる。なお、各危険因子の詳細は後記Ⅱ２（99 頁）のとおりである。 

エ 発症の引き金因子 

動脈硬化症は、慢性的な経過で進行し、虚血症状出現は疾患の終末期に起

こると考えるのが一般的である。この終末期にある要因が発症の引き金とな

ることがある。この引き金因子が推測可能な例があり、代表的なものが、過

度の身体的、精神的負荷等である。多くの例は、同定できるような引き金因

子なくして、自然経過で虚血症状を発症してくる。 

オ 疫学 

WHOの死亡統計をもとに、最近の世界各国の虚血性心疾患（急性心筋梗塞及

びその他の虚血性心疾患）死亡率を年齢調整して比べると東欧・北欧の死亡

率が上位を占め、次いで西欧・北米の先進諸国が続いている。 

これに対し我が国の死亡率は先進国の中で最も低く、東欧・北欧の 1/8～ 

1/10、西欧・北米の 1/5 に過ぎない。男女間で比較すると、いずれの国にお

いても男性の死亡率が女性に比べ高いが、この傾向は我が国でも変わりはな

く男性はおよそ２倍のリスクがある。 

WHO-MONICA と診断基準を合わせた発症率の国際比較が行われているが、

1990～2000 年における我が国６地域の悉皆調査からの検討から、急性心筋梗

-380-



75 

 

塞の初発発症で男性 30～60/10 万人・年（標準人口）、女性 10～20 人/10 万

人・年（標準人口）であることが報告されている。 

旧厚生省疫学共同研究班の結果では、1960年代から少なくとも1980年代後

半までは心筋梗塞・突然死発症率に明らかな変動はみられなかった。福岡県

久山町の追跡調査でも、1961年から 2000年にかけて虚血性心疾患発症率に有

意な時代的変化はなかった。しかしながら、最近の地域登録研究からの報告

では心筋梗塞発症が増加傾向に転じていることが懸念される。特に大阪、秋

田で実施された検討では男性で、滋賀県高島郡で行われた検討では男女とも

に心筋梗塞発症の増加を報告している58。 

 

(2) 心筋梗塞 

ア 概要 

心筋梗塞は、病理学的に遷延する心筋虚血に起因する心筋細胞の壊死と定

義される。初期に心電図上で ST が上昇するものと正常又は下降を示すものが

あり、ST 上昇型急性心筋梗塞と非 ST 上昇型急性心筋梗塞に大別される。 

イ 成因 

心筋梗塞は、多くの場合、冠動脈硬化病変の脂質に富んだプラーク（血管

内膜の限局性肥厚）の破裂に伴う血栓形成で冠動脈内腔の閉塞を来し血流が

途絶し、その持続により心筋代謝の維持が不可能となり、心筋壊死が生じ発

症するものである。なお、プラークの破裂はないが、線維性プラークの表層

がびらん性変化（被膜が薄く、傷ついた状態になること）に伴って血栓を生

じる場合もあり、これをプラークびらんという。 

梗塞部位の心筋は壊死し、壊死した細胞はマクロファージによって取り除

かれ、線維組織に置き換わる結果、薄く、収縮できなくなる。一方で、この

梗塞は梗塞が起こらなかった領域にも影響し、血液拍出量を維持するための

代償機転として、非梗塞領域の拡大等が生じる。これらの結果、心筋梗塞を

発症した者は、不整脈や心不全を生じさせやすくなる。なお、心室細動や心

原性ショックで非常に早期に死亡した例では、剖検でも梗塞巣が検出されな

いことがある。 

                                                           
58 日本循環器学会ら. 虚血性心疾患の一次予防ガイドライン(2012 年改訂版). 2015; 3 
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急性心筋梗塞、不安定狭心症、心臓性突然死は、プラーク破綻と血栓形成

という共通の基礎病態から発症し、血管内腔の狭窄度と血流遮断持続時間等

の違いによる虚血の程度差が臨床病型を決めているとの考えがあり、一括し

て急性冠症候群（ACS）として扱われる（図１59）。 

図１ 急性冠症候群の発症機序 

（文献 59から許諾を得て転載） 

ウ 自然経過、治療、予後 

急性心筋梗塞は、突然発症する例と、発症前に典型的狭心症や何らかの虚

血症状が先行する例がある。約 50％は、不安定狭心症から急性心筋梗塞に移

行する60。発症時の症状は胸痛・胸部絞扼感が 70～75％、呼吸困難感が 10～ 

12％、嘔吐が２～10％、失神が２～５％であった61。 

心筋梗塞の発症は自宅が 66.7％と全体の約 3/2 を占め、その内訳は睡眠中

が 14.2％、食事中が 12.3％、飲酒中が 7.4％、安静時が 5.6％、排便・排尿

中が 4.6％を示し、自宅外の発症は 33.3％であった。また、時刻別の発症頻

度は起床数時間後の 8：00～12：00 及び夜間の 20：00～22：00 にピークを持

つ二峰性を示し、労作時発症では午前中のピークが顕著であることも報告さ

れている62。地震等の驚愕的な出来事で、心臓死が増加することも認められて

おり、引き金因子が推測可能な場合もある。 

我が国での 2019 年の急性心筋梗塞の死亡率は人口 10 万対で 25.5（男女）

であり、心疾患（高血圧性を除く）の 15％を占めている63。合併症として、

心室頻拍、心室細動等の不整脈、心原性ショック（心ポンプ機能の低下によ

                                                           
59 医療情報科学研究所. 病気がみえる vol.2 循環器. メディックメディア. 2017; 59 
60 小川聡ら. 内科学書改定第８版 vol３ 循環器疾患 腎・尿路疾患. 中山書店. 2013; 183 
61日本循環器学会ら. 虚血性心疾患一次予防ガイドライン（2012 年改訂版）. 2015; 4 
62 日本循環器学会ら. 虚血性心疾患一次予防ガイドライン（2012 年改訂版）. 2015; 4 
63 厚生労働省. 人口動態統計 2019  https://www.e-stat.go.jp/stat-search?page=1&toukei=00450011 
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り、急激に全身の血行動態が悪化し、末梢の臓器・組織が必要とする血流が

得られないために機能不全に陥った状態）をはじめとする心不全のほか、心

破裂等の機械的合併症等がみられる。心筋梗塞は致死的な疾患であったが、

近年、検査法・治療法の進歩により急性期予後は著しく改善している。治療

は、初期に酸素、硝酸薬（ニトログリセリン）、塩酸モルヒネ（鎮痛薬）、ア

スピリン（抗血栓（血小板）薬）の投与等を実施する。その上で、早期（病

院到着から 90 分以内）に血流を再開させる再灌流療法を行うことが治療目標

となる。 

急性心筋梗塞の急性期死亡率（30 日以内の院内死亡率）の経年変化をみる

と、MIYAGI-AMI Registry では 1979 年の 20％から 2008 年の８％と改善して

おり、東京都 CCU ネットワークでも 1982 年の 20.5％が 2000 年代には６％程

度でほぼ安定している。この予後の改善には、再灌流療法の普及が関係して

いるものと推定される。 

 

 (3) 狭心症 

ア  概要 

狭心症は、冠動脈の異常（基質的狭窄あるいは機能的狭窄）により、心筋

の需要に応じた酸素の供給不足から誘発される一過性の心筋虚血から生じる

狭心痛（胸部が締め付けられる等の胸部絞扼感など）を主徴候とする症候群

である。 

労作性狭心症、冠攣縮性狭心症、急性冠症候群に含まれる不安定狭心症に

大別される。 

なお、急性冠症候群のうち、不安定狭心症と非 ST 上昇型急性心筋梗塞につ

いては、初療時にこれらを区別して扱うことがしばしば困難であることから、

初療時の診断・治療においては、両者をあわせて非 ST 上昇型急性冠症候群と

して扱われる64。 

イ  成因 

狭心症は、心筋の酸素需要の増加、酸素供給の低下あるいはその両者の組

み合わせで生じる。 

労作性狭心症は、動脈硬化性の冠動脈病変により内腔狭小化がある場合、

一定以上の労作によって誘発され、安静により通常３～５分程度で消失する。

発作時の息切れ、呼吸困難感として自覚されることもある。 

                                                           
64 日本循環器学会ら. 急性冠症候群ガイドライン（2018 年改訂版）. 2019; 12 
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冠攣縮性狭心症は、冠攣
れん

縮（心臓の表面を走行する比較的太い冠動脈が一

過性に異常に収縮した状態）65を原因とする狭心症で、夜間～早朝、安静時に

発作（狭心痛）が出現することが特徴である。冠攣縮の機序として、血管内

皮細胞の障害（動脈硬化、炎症など）による一酸化窒素産生低下及び血管平

滑筋の過収縮が考えられている。 

不安定狭心症は、重症・増悪型の狭心症で、最近急に出現した、狭心痛の

発作頻度が増加する、労作時のみだった発作が安静時や軽い労作でも生じる、

痛みが強くなる、持続時間が長くなるなど、症状が増悪（不安定化）した場

合に相当する。その病態は、冠動脈硬化病変のプラークの破裂やびらんに伴

う血栓形成で冠動脈内腔の狭窄が進行したことにより冠動脈血流は高度に障

害され不安定な状態である。 

ウ  自然経過、治療、予後 

発作の発現様式や症状に３週間以上変化がないものは、冠攣縮性狭心症を

除外して、安定狭心症と診断される。内科治療を基本とし、症状及び種々の

検査所見からリスク評価を行い治療方針を決める。一方、不安定狭心症は、

急性心筋梗塞や心臓性突然死に至る危険性があるため、早急な対処を要する。 

治療として、労作性狭心症の場合は、身体的労作、精神的興奮、寒冷、過

飲、過食等の発作の誘因の除去又は制御、亜硝酸剤等の薬物治療による心筋

の酸素需要増加の抑制等により症状の軽減を行う。中長期的には、動脈硬化

危険因子である高血圧、脂質異常症、喫煙、糖尿病、肥満等の是正を行い動

脈硬化病変の進行抑制を目指す。症状の改善が不十分な場合は、冠動脈ステ

ントなどにより、冠血流量（酸素供給）を増加させるカテーテル治療も選択

肢となる。 

冠攣縮性狭心症の治療では、薬物治療として血管平滑筋の収縮を抑制する

Ca 拮抗薬を投与し、かつ発作の誘因（喫煙等）及び動脈硬化の危険因子の除

去又は制御を行う。 

不安定狭心症が生じた場合には、そのリスクの程度を評価し、症状に応じ

て、アスピリン等の抗血小板薬、ヘパリン（抗凝固薬）等の投与のほか、冠

動脈ステント植え込み等の血行再建治療の適応かを判断する。急性冠症候群

の病態は、通常、発症後２～３か月以内に安定化し、退院後の長期管理は、

原則として安定狭心症と同一で、二次予防のための治療を継続する。 

 

                                                           
65 日本循環器学会ら. 冠攣縮性狭心症の診断と治療に関するガイドライン（2013 年改訂版）. 2013; 2 
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 (4) 心停止（心臓性突然死を含む。） 

ア  概要 

心停止とは、心拍出が無となり循環が停止した状態を指す。多くは、心電

図上、心静止、心室細動のいずれかを示す。電気収縮解離（electro-

mechanical dissociation）のように QRS 波を認める場合もある。何らの前兆

なしに突然心停止を来す場合、救急蘇生が速やかに行われないと突然死に至

る。心室細動は、心電図上でどれが心室興奮か識別できない興奮波が連続し

ている状態で、心室での興奮波のリエントリー（旋回興奮）が機序となって

いる。したがって、AEDを含めた早期の直流通電によって心臓全体を同時に電

気的に興奮させ、その直後に絶対不応期を作って心臓全体が興奮しない時間

帯を作成（除細動）しないと停止しない。発症から 10 分以内に直流通電する

ことが必要といわれ、時間が経過するほど除細動できない。心室細動がその

まま経過すると次第に心静止の状態となり、心筋死亡の状態になる。心静止

は全く心臓の電気的興奮が記録されない状態で、心電図上では単なる線とな

る。心室細動を経なくとも心静止になることもあり、そのような場合には直

流通電は効果なく、心臓マッサージと体液の状態を改善しなければ心筋死亡

に至る。 

突然死は器質的心疾患、脳血管障害、大動脈破裂、肺梗塞などに起因する

が、最も多い原因は心疾患であり、心臓性突然死（心臓突然死）と呼称され

る。急性冠症候群のうち、虚血による心臓突然死がこれに当たる。 

医学的な突然死の時間にかかわる定義は、瞬時に死に至るというもの、元

気な姿（突然死を予測できない状態）が突然死発覚前の１～２時間以内に確

認されているもの、24時間以内とするものなど幅広い。「心臓突然死の予知と

予防法のガイドライン」においては、「急性の症状が発症した後、1 時間以内

に突然意識喪失を来たす心臓に起因する内因死」と定義されている66。我が国

において全国を網羅した突然死の疫学調査は行われていないが、諸家の研究

によると成人 1,000 人当たりの発生率は 0.27～0.35 人、全死亡に占める割合

は４～７％とされ、性別（男性）、加齢などの条件によりその頻度は上昇する。

突然死の中で心臓突然死の占める割合は 55～70％であり、我が国における年

間の心臓突然死発生数は 15,000～25,000 件程度と推定される。心臓突然死の

定義を拡大するとその頻度は増大し、心臓に起因する割合は減少する。我が

国のデータは発症から 24 時間以内の死亡と定義されることが多く、欧米で用

                                                           
66 日本循環器学会ら. 心臓突然死の予知と予防法のガイドライン（2010 年改訂版）.2010; 2 
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いられている発症後１～２時間以内の死亡を用いると、頻度はもっと減少す

ると思われる67。 

イ  成因及び自然経過、治療、予後 

心停止の成因を図２に示す。 

ホルター（長時間）心電図記録中に発生した突然死の解析によると、70～

80％に心室頻拍（VT）、心室細動（VF）などの頻拍性不整脈、20％弱に房室ブ

ロックなどの徐脈性不整脈が記録されている。心室頻拍、心室細動など致死

的頻拍性不整脈の原因として、特に壮年期以後では、急性冠症候群が最大の

理由と考えられている。若年者の突然死としては、非虚血性の原因（先天性

QT 延長症候群、ブルガダ症候群、早期再分極症候群、カテコラミン誘発性多

形性心室頻拍（CPVT）、心筋症、劇症型心筋炎など）を考えるべきである。 

心室頻拍は、心室起源の心拍（予期される心室の興奮よりも早期に心室か

ら異所性興奮が発生する状態）が連続して発生し、頻脈を呈する状態をいう。

無脈性心室頻拍（心室頻拍のうち有効な心室拍動がなく脈を触れないもの）

や心室細動に移行する可能性があり、緊急処置を要する状態である。 

不整脈を生じさせ心停止の原因となる基礎心疾患には、次の（ｱ）～（ｴ）

のとおり様々なものがある。これら基礎心疾患には、その発症原因それ自体

は業務と関連がないものが含まれる。この場合、当該基礎心疾患それ自体や、

当該基礎心疾患が自然経過により心停止に至った場合について業務と発症と

の関連を認めることはできない。しかし、対象疾病の項で検討したとおり、

当該基礎心疾患の病態が安定しており、直ちに重篤な状態に至るとは考えら

れない場合であって、業務による明らかな過重負荷によって心停止に至った

と認められる場合には、業務と発症との関連を認めることが妥当である。 

                                                           
67 小川聡ら. 内科学書改定第８版 vol３ 循環器疾患 腎・尿路疾患. 中山書店. 2013; 105 
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図２ 心停止の成因 

（ｱ) 急性冠症候群 

令和元年度に東京都監察医務院で検案が実施された病死（医師の診療を

受けずに死亡したもの等であって、多くが突然死）のうち、47.5％が虚血

性心疾患によるものであり、当該患者は心筋梗塞の初期が多いが、比較的

短時間で死亡するため心電図検査で心筋梗塞の波形を確認すること、解剖

で梗塞巣を確認することができないことから、心筋梗塞とはせず、虚血性

心疾患とするとされている68。こういった急性心筋梗塞の確定診断がつかな

い急性冠症候群としての虚血による心臓突然死は、心停止として取り扱う。 

急性心筋梗塞の合併症として、前記（2）ウ（76頁）のとおり、心室頻拍、

心室細動等の不整脈等がみられる。心室頻拍や心室細動は梗塞の程度とは

無関係に生じ、心筋壊死を生じない発症 30 分以内であっても突然死に至る

ことも多い。 

（ｲ) 心筋疾患 

a 肥大型心筋症 

心筋症は「心機能障害を伴う心筋疾患」と定義され、肥大型心筋症、

拡張型心筋症、不整脈原性右室心筋症、拘束型心筋症に分類される（他

                                                           
68 東京都福祉保健局. 東京都監察医務院 HP 
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kansatsu/kiso/kyushi.html 2021.7 閲覧 

急性心筋虚血 他の心疾患 

（先天性心疾患、弁膜症、

心筋症など） 

器質的心疾患なし 

（ＱＴ延長症候群、 

ブルガダ症候群など） 

急性冠症候群 心筋梗塞 心不全 

不整脈死 

 
心静止 心室細動     

心停止 
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の疾患を原因とする心筋症（二次性心筋症）を除く。）69。 

肥大型心筋症は、①左室ないしは右室心筋の肥大と②心肥大に基づく

左室拡張能低下を特徴とする疾患群と定義される。その原因として、心

筋の収縮単位であるサルコメアなど心筋構成蛋白をコードする遺伝子の

変異によって発症することが明らかになってきており、肥大型心筋症及

び肥大型心筋症類似心肥大の発症要因としては、サルコメア遺伝子変異

によるものが 40～60％、二次性心筋症が５～10％、原因不明のものが 25

～30％とされている70。 

肥大型心筋症における疾患関連死の主な原因は突然死、心不全死、主

に心房細動により起こる塞栓症による脳卒中である。2002 年にわが国で

行われた大規模な疫学調査では、肥大型心筋症の年間死亡率は 2.8％であ

り、死因としては不整脈が 31.9％、心不全が 21.3％であった。しかし、

肥大型心筋症患者の中には、80 歳、90 歳を超える年齢までほぼ無症状で

経過する例も少なくなく、近年の地域在住肥大型心筋症患者の予後に関

する検討では、治療法の進歩も相まって 0.5～1.5％/年程度の死亡率と報

告されている71。 

b 拡張型心筋症 

拡張型心筋症は、①左室のびまん性収縮障害と②左室拡大を特徴とす

る疾患群と定義される。慢性心不全症状を特徴とし急性増悪を繰り返す

予後不良・進行性の疾患である。その原因は、遺伝性（家族性）と非遺

伝性（非家族性）に分けて分析されるようになり、とくに成人で発症す

る拡張型心筋症の多くは、両成因が関与した症候群という考えが主流と

なっている。非遺伝性の拡張型心筋症の原因についてはいまだ不明であ

る。これまでの知見をふまえると、何らかの慢性炎症や自己免疫による

ものも原因として考えられている。 

拡張型心筋症の予後については、明確な調査がないのが現状であるが、

一般の心不全患者の予後を参考にすると、その１年死亡率は JCARE-CARD、 

CHART-1 では 7.3％と報告されている。わが国では心臓移植の原因疾患と

して最も多く、2018 年８月までに 408 例の心臓移植症例のうち、68％を

拡張型心筋症が占め、依然として移植に至る重症心不全の原因疾患とし

て最多である。平成 11 年の旧厚生省の調査で５年生存率 76％となってい

                                                           
69 日本循環器学会ら. 心筋症診療ガイドライン（2018 年改訂版）: 2019; 12 
70 日本循環器学会ら. 心筋症診療ガイドライン（2018 年改訂版）: 2019; 15 
71 日本循環器学会ら. 心筋症診療ガイドライン（2018 年改訂版）. 2019; 18 

-388-



83 

 

たが、その後の適切な薬物治療、心臓再同期療法、植込み型補助人工心

臓などとともに改善していると考えられる72。 

c その他の心筋疾患 

その他の心筋疾患には、不整脈原性右室心筋症、心筋炎、サルコイド

ーシスなどがある。 

不整脈原性右室心筋症は、原因不明の右室心筋の変性、脂肪浸潤、線

維化を特徴とし、右室の拡大や収縮不全、右室起源の心室性不整脈を呈

する進行性の疾患である。遺伝子変異で本症が発生することがあり、デ

スモソーム蛋白の plakophilin-2（PKP-2）の遺伝子異常が多い。遺伝子

異常が判明しない場合には、原因は不明といわざるを得ない。我が国で

は持続性心室頻拍の原疾患全体の約 10％を占める。正確な頻度は不明で

あるが、1/5,000 人とされ、若年の男性が圧倒的に多い。持続性心室頻拍

の発症年齢は 40～50 歳で、病変は徐々に進行する73。 

サルコイドーシスは、原因不明の全身性肉芽腫性疾患であるが、わが

国では欧米に比較して心病変が多い74。心サルコイドーシスにみられる致

死的不整脈として、房室ブロック、持続性心室頻拍がある。その他、筋

ジストロフィー、慢性肺疾患、進行性全身硬化症、糖尿病などに持続性

心室頻拍が合併する例がある75。また、たこつぼ心筋症においても、発症

後急性期にトルサード・ド・ポアンツ（一過性心室細動）から突然死を

起こす場合がある。 

（ｳ) 遺伝性不整脈 

「不整脈」は一般に「正常洞調律以外を全て不整脈と呼び、治療を必要

とする場合と必要としない場合がある」と定義される。前記イ(80 頁)のと

おり、心室頻拍や心室細動は危険な不整脈である。器質的心疾患がないに

もかかわらず、これらの危険な不整脈や心臓突然死を生じさせ得る病態を

遺伝性不整脈と呼んでいる76。 

a ブルガダ症候群 

Brugada 症候群は、心電図の右側胸部誘導（V1～V3 誘導）で特徴的な

coved 型 ST 上昇を呈し、主に副交感神経が優位な時間帯に心室細動で突

                                                           
72 日本循環器学会ら. 心筋症診療ガイドライン（2018 年改訂版）. 2019; 62 
73 日本循環器学会ら. 心臓突然死の予知と予防法のガイドライン（2010 年改訂版）. 2010; 17 
74 医療情報科学研究所. 病気がみえる vol.2 循環器.メディックメディア. 2017; 240 
75 日本循環器学会ら. 心臓突然死と予防法のガイドライン（2010 年改訂版）. 2010; 18 
76 日本循環器学会ら. 遺伝性不整脈の診療に関するガイドライン（2017 年改訂版）. 2018; 6 
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然死する疾患である。本症候群は東南アジアにおける夜間突然死症候群、

又は我が国における“ぽっくり病”に合致すると考えられている。若年

から中年の男性に多くみられ、突然死の家族歴を持つことが多い。心筋

Na チャネル遺伝子などの遺伝子異常が原因として指摘されている。 

b 早期再分極症候群（Ｊ波症候群） 

心電図で QRS 波から ST 部分へ移行する部分（Ｊ点）の 0.1mV 以上の上

昇が特徴で、心電図ではQRS波終末のスラーあるいはノッチとしてＪ波と

呼ばれ、この増大に伴って心室細動を生じる症候群をさす。Ｊ波は下壁

誘導あるいはⅠ、aVL 誘導の増大が重要とされている。 

c QT 延長症候群 

QT 延長症候群は、QT 間隔の延長とそれに伴うトルサード・ド・ポアン

ツ（一過性心室細動）という特徴的な心室性不整脈による失神や突然死

を来たす不整脈疾患である。先天性 QT 延長症候群には、Romano-Ward 症

候群、Jervell and Lange-Nielsen 症候群に代表される遺伝性のものと、

遺伝の関連性が不明な特発性のものがある。後天性 QT 延長症候群の原因

には、薬剤（Ｋチャネル遮断作用を有する抗不整脈薬、向精神薬など）、

高度な徐脈、電解質異常（低Ｋ血症、低 Ca 血症、低 Mg 血症）、虚血性心

疾患、中枢性神経疾患（くも膜下出血、頭部外傷）などがある。 

d WPW（ウォルフ・パーキンソン・ホワイト）症候群 

正常心では心房から心室への伝導は房室結節のみであるが、心房心室

間に先天的な異常伝導路（副伝導路）が存在する例をWPW症候群と呼び、

心室早期興奮（デルタ波）、PQ 間隔短縮、QRS 幅延長を特徴とする。小児

及び成人の WPW 症候群患者における突然死の発生率は、有症状者で

0.0025 人/年、無症状を含んだ患者全体でそれぞれ 0.0015 人/年と報告さ

れており、決して高くはない77が、無症候性に経過していても、初めての

心房細動時に心室細動に移行する例がまれに存在する。 

e 徐脈性不整脈（房室ブロック、洞不全症候群） 

房室ブロックは心房から心室への興奮伝導が遅延・途絶するもので、

その中でも、モービッツⅡ型２度房室ブロック、３度房室ブロックは徐

脈による QT 延長から心室細動による心停止を生じる可能性が指摘されて

いる。先天性のものと後天性のものがあり、後天性のものでは、特発性

                                                           
77 日本循環器学会ら. 2020 年改訂版 不整脈薬物治療ガイドライン. 2020; 108 
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の房室結節及び His 束の変性によるものが多い78。 

洞不全症候群は洞結節あるいはその周囲の障害により、高度の洞徐脈、

洞房ブロック又は洞停止を生じ、徐脈に起因する脳虚血症状や心不全症

状を呈する症候群をいう。QT 間隔が延長しない限り心停止を生じること

はなく、生命予後は良好と考えられている。加齢や虚血性心疾患、サル

コイドーシス、心筋症などの基礎疾患によるもののほか、抗不整脈薬等

の薬剤によるもの、その他高カリウム血症等の原因によるものがある。 

（ｴ) その他 

ファロー四徴症（肺動脈狭窄、心室中隔欠損、大動脈騎乗、右室肥大の

四徴からなる先天性チアノーゼ性心疾患）などの先天性心疾患、重度の大

動脈弁膜症も、心室頻拍や心室細動から突然死を起こすことがある。 

 

 (5) 心不全 

ア  概要 

「心不全」とは「なんらかの心臓機能障害、すなわち、心臓に器質的およ

び/あるいは機能的異常が生じて心ポンプ機能の代償機転が破綻した結果、呼

吸困難・倦怠感や浮腫が出現し、それに伴い運動耐容能が低下する臨床症候

群」と定義される79。 

心不全は臨床症候群であり、その心不全の程度や病状の進行具合、重症度

や運動耐容能を示す分類など、その分類基準は多数存在する。 

我が国において多く用いられている心不全ステージ分類では、適切な治療

介入を行うための分類がなされている。当該分類では、リスク因子をもつが

器質的心疾患がなく、心不全症候のない患者は「ステージＡ 器質的心疾患

のないリスクステージ」、器質的心疾患を有するが、心不全症候のない患者は

「ステージＢ 器質的心疾患のあるリスクステージ」、器質的心疾患を有し、

心不全症候を有する患者は既往も含め「ステージＣ 心不全ステージ」、おお

むね年間２回以上の心不全入院を繰り返し、有効性が確立しているすべての

薬物治療・非薬物治療について治療ないしは治療が考慮されたにもかかわら

ずニューヨーク心臓協会（New York Heart Association:NYHA）心機能分類Ⅲ

度より改善しない患者は「ステージＤ 治療抵抗性心不全ステージ」と定義

される。当該分類は、無症候であっても高リスク群であれば早期に治療介入

                                                           
78 医療情報科学研究所. 病気がみえる vol.2 循環器. メディックメディア. 2017; 132 
79 日本循環器学会ら. 急性・慢性心不全診療ガイドライン（2017 年改訂版）. 2018; 10 
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することを目的としたものである80ため、ステージＢまでは心不全の発症予防

の段階であって、心不全を発症した状態には至っていないことに留意する必

要がある。 

また、心不全のうち急性心不全とは、「心臓の構造的および/あるいは機能

的異常が生じることで、心ポンプ機能が低下し、心室の血液充満や心室から

末梢への血液の駆出が障害されることで、種々の症状・徴候が複合された症

候群が急性に出現あるいは悪化した病態」である81。急性心不全は、急速に心

原性ショックや心肺停止に移行する可能性のある逼迫した状態である。  

イ 成因 

心不全は、腔内に血液を充満させ、それを駆出するという心臓の主機能の

なんらかの障害が生じた結果出現するため、心外膜や心筋、心内膜疾患、弁

膜症、虚血性心疾患、大動脈疾患、不整脈、内分泌異常など、さまざまな要

因により引き起こされる。例えば、心房細動は、心不全患者に最も多く併発

する不整脈のひとつであり、心機能や血行動態に悪影響を及ぼし、さらに心

不全を悪化させることが知られている。 

心不全の原因疾患には、心筋梗塞や心筋症のように心筋組織が直接的に障

害を受けて心不全を発症する場合、弁膜症や高血圧などにより心筋組織に長

期的に負荷が加わり機能障害から心不全を発症する場合、頻脈性ないし徐脈

性不整脈により血行動態の悪化を招く場合などがある。また、全身性の内分

泌・代謝疾患、炎症性疾患などの一表現型としての心不全、栄養障害や薬剤、

化学物質といった外的因子による心筋障害から発症する心不全など、心不全

の根本原因が心臓以外に存在する場合もある。日本におけるデータでは、入

院した心不全患者の原因疾患として多いものは順に、虚血性心疾患、高血圧、

弁膜症であった82。 

心不全の予防には、高血圧治療、虚血性心疾患に対する適切な治療（ACE阻

害薬の投与等）、肥満・糖尿病の改善、禁煙、適切な運動などが重要である。 

ウ 自然経過、治療、予後 

心不全の経過は多くの場合慢性・進行性である。大多数の心不全は急性心

不全として発症するが、代償化され（心臓のポンプ機能が他の機転で補われ）、

慢性心不全に移行する。その後は慢性に進行するが、急性増悪により非代償

性急性心不全を反復しやすい。急性増悪を反復することにより徐々に重症化

                                                           
80 日本循環器学会ら. 急性・慢性心不全診療ガイドライン（2017 年改訂版）. 2018; 11 
81 日本循環器学会ら. 急性・慢性心不全診療ガイドライン（2017 年改訂版）. 2018; 75 
82 日本循環器学会ら. 急性・慢性心不全診療ガイドライン（2017 年改訂版）. 2018; 14 
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していく。さらに経過中に突然死をきたすこともある。このように心不全は

ステージＣからステージＤ（治療抵抗性心不全ステージ）へと直線的に増悪

する経過をとるのではなく、かつそのような経過の予測がきわめて困難であ

ることが重要な点である。 

急性心不全を呈すると、左室拡張末期圧や左房圧の上昇に伴う肺静脈のう

っ血（急性心原性肺水腫）、右房圧の上昇に伴う体静脈のうっ血（全身的な体

液貯留）、心拍出量減少に伴う意識障害等（低灌流）の症状が認められる。多

くの患者はうっ血を主訴に入院する。治療としては、まず、循環動態と呼吸

状態の安定化を図り、急性心原性肺水腫等の病態に応じた処置を行う。状態

が安定した患者には原因疾患に対する治療を行い、慢性期に向けて心不全治

療薬の開始、増量、心臓リハビリテーションの実施を行う。退院後も、慢性

心不全患者として、外来管理を継続する。 

予後については、JROAD2015における心不全患者の院内死亡率は約８％と報

告されている。また、心不全患者の 1 年死亡率（全死亡）は JCARE-CARD、

CHART-1ともに 7.3％、JCARE-CARDにおける心不全増悪による再入院率は、退

院後６か月以内で 27％、１年後では 35％であり、心不全は再入院率が高いこ

とがわかる。ただし、心不全患者の３年以内の心不全増悪による再入院率は、

CHART-１研究の 30％から CHART-２研究の 17％へと改善、総死亡率は CHART-

１研究の24％から CHART-２研究の15％へ改善を認めたというデータがあり、

わが国の心不全の予後は改善してきている可能性がある83。 

 

(6) 大動脈解離84 

ア 概要 

大動脈解離（aortic dissection）とは「内膜の裂孔（エントリー）からの

血液流入で大動脈壁が中膜のレベルで２層に剥離し、大動脈の走行に沿って

ある長さをもち２腔になった状態」で、大動脈壁内に血流又は血腫（血流の

ある型がほとんどであるが、血流のない＝血栓化した型もある。）が存在し、

急性期にはその状態は変化する動的な病態である。大動脈解離は本来の大動

脈内腔（真腔）と新たに生じた壁内腔（偽腔）からなり、両者は剥離した解

離フラップ（内膜と中膜の一部からなる隔壁）により隔てられる。 

本症は瘤化を認めないことも多く、通常は「大動脈解離」と称する。「解離

                                                           
83 日本循環器学会ら. 急性・慢性心不全診療ガイドライン（2017 年改訂版）. 2018; 14 
84 日本循環器学会ら. 2020 年改訂版 大動脈瘤・大動脈解離診療ガイドライン. 2020; 16 
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性大動脈瘤（dissecting aneurysm）」という名称は、急性期から慢性期にか

けて瘤形成を認めた場合に使用される。他の原因による大動脈瘤は、成因を

区分するために非解離性と記載されることもある。 

イ 成因 

大動脈解離は、大動脈中膜の筋・弾性組織の障害（弾性板の断裂、線維化、

嚢状中膜壊死、中膜壊死）による脆弱性が原因となる。 

若年（50 歳未満）の例では遺伝性を考える。マルハン症候群（細胞外マト

リックス蛋白遺伝子FBN1異常）、Loeys-Dietz症候群（TGF-βシグナル伝達遺

伝子 TGFBR1,2 異常、血管平滑筋収縮構成 ACTA2 遺伝子異常、大動脈二尖弁関

連遺伝子異常）が明らかにされている。家族性に大動脈拡張を呈する例では、

遺伝子異常が不明な例も多い。また、妊娠中の女性にも発症する。 

後天的には、慢性の高血圧、閉塞型睡眠時無呼吸、炎症性大動脈疾患（大

動脈炎症候群等）、大動脈粥状硬化等が関与する。また、交通事故等の外傷、

医原性（カテーテル操作あるいは心臓外科手術等）によっても起こる。 

解離発症の引き金は、壁への血行力学的ストレスであり、解離の準備状態

（前臨床段階）から種々の要因が関与して発症に至る。大動脈解離の発症は、

冬場に多く、夏場に少ない。また、時間的には活動時間帯である日中の発症

頻度が高く、特に６～12 時に多い。 

大動脈解離の発症様式は、大動脈拡張がなく内膜の裂孔（エントリー）か

ら壁内に血液が流入して発症する場合と、大動脈拡張が進行して裂孔ができ

る（あるいは大動脈破裂に至る）場合がある。裂孔は大動脈のあらゆる部位

に生じる可能性がある。好発部位は、壁への力学的ストレスの高い、上行大

動脈近位部（上下動している大動脈基部から２cm程度の部位）、大動脈の固定

部位である腕頭動脈分岐部及び大動脈峡部（左鎖骨下動脈起始部直下）であ

る。 

解離は、エントリーから遠位部へ進展し（順行性）別の内膜破綻部で大動

脈腔（真腔）と再交通（リエントリー）する。また、通常の血流方向とは逆

方向に偽腔が進展し（逆行性）、リエントリーせずに偽腔内に血栓形成を認め

る例もある。 

ウ 病型分類 

欧米の病型分類では、大動脈壁の偽腔の血栓形成と血流の状態から偽腔閉

塞型（偽腔に血流がない型をいい、さらにエントリーがあるとないものに区

分される）、偽腔開存型（偽腔に血流がある型をいい、さらに偽腔内の血栓が

ないもの、部分的にあるもの、全体にあるものに区分される）を古典的大動
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脈解離とし、エントリーの無い血管内血腫（IMH：Intramural hematoma）、穿

通性動脈硬化潰瘍（PAU：penetratingatherosclerotic ulcer）の三種をまと

めて急性大動脈症候群（AAS：acute aortic syndromes）としている。 

一方、わが国の「大動脈瘤・大動脈解離診療ガイドライン」では、潰瘍性

病変（PAU）は解離と異なる病態と位置づけているが、病理学的には粥状硬化

病変部に大動脈解離が生じることも併記されている85。この点の欧米見解との

相違は、大動脈造影、CT 及び MRI 検査から得られる臨床的な画像診断所見の

限界と、剖検による病理学的所見と臨床的な画像診断所見との比較の難しさ

や不一致等のためと考えられる。そのため、診断病名のみからは成因・病態

の判断が困難な例があることには注意を要する。 

同ガイドラインでは、CT検査等で潰瘍様突出（ULP：ulcer-likeprojection）

を認める潰瘍様突出像型大動脈解離に、潰瘍様突出像型血管内血腫、潰瘍型

血管内血腫、エントリーのない血管内血腫を含めている。この潰瘍性病変と

は、「偽腔の一部の小突出所見」で、裂孔・亀裂は解離を、動脈硬化性潰瘍は

動脈硬化粥腫の存在あるいは分枝断裂等を示唆し、成因の推定に有用な所見

である。しかし、画像上は、潰瘍様突出と穿通性動脈硬化潰瘍とは所見が重

複しており、鑑別が困難な例も少なくない。 

以上のように、大動脈解離の成因を含めた診断は、遺伝性・家族性か後天

性か、家族歴、発症年齢、危険因子、臨床の表現型（発症様式、CT、MRI等の

画像所見：部位、形態等）、大動脈及び他の動脈の硬化程度から、総合的に行

う必要がある。 

エ 臨床症状と自然経過 

急性大動脈解離の臨床症状には、解離そのものによって生じる痛み・失神

と、解離が生じたことによって起こる続発症（合併症）がある。大半の症例

で発症時に胸部・背部に激痛を訴え、突然発症が特徴的である。一方で、急

性大動脈解離の６％程度は無痛、９～20％は典型的疼痛がなく失神をきたし

たとの報告がある。解離による続発症として、解離部の破裂による心タンポ

ナーデや縦隔あるいは胸腔（左側の頻度が高い）への致死的な大量出血、偽

腔等による分枝閉塞からの灌流障害（腕頭あるいは総頸動脈：脳梗塞、冠動

脈：心筋梗塞、上腸間膜動脈：麻痺性イレウス、腎動脈：急性腎不全、総腸

骨動脈：急性下肢動脈虚血）、大動脈弁閉鎖不全、急性心不全、凝固異常など

                                                           
85 日本循環器学会ら. 2020 年改訂版 大動脈瘤・大動脈解離診療ガイドライン. 2020; 16 
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を併発し、症状も多様であり早

期の正確な診断と治療が容易で

ない86（図３87）。 

臨床的には予後及び治療方針

の観点から、部位と広がりによ

り二つの病型に分類される。

StandardＡ型は近位大動脈の解

離で、エントリーの部位にかか

わらず上行大動脈が含まれる場

合、Ｂ型は遠位部大動脈の解離

で、上行や弓部大動脈は含まれ

ず、胸部下行大動脈と腹部大動

脈に生じた場合をいう。Ａ型は

予後が不良であり、その理由は

近位部大動脈からは冠動脈等の重要な血管が分岐していて重篤な併存症を起

こしやすいためである。Ａ型解離における最多数の死因は心嚢内への破裂に

よる心タンポナーデである。急性大動脈解離の約 2/3 がＡ型、残りがＢ型で

ある。 

経過からの分類では、発症から２週間以内を急性期、発症から２週間を超

えて３か月以内を亜急性期、３か月を超えるものを慢性期としている。 

    オ 治療、予後 

    (ｱ) StanfordＡ型解離 

予後は StanfordＡ型解離（上行大動脈に解離があるもの）では不良であ

り、内科治療における死亡率は発症後24時間で20％、１か月で50％、外科

治療の死亡率は 24 時間で 10％、1 か月で 20％と報告されている。急性期偽

腔開存型では、再発等による心タンポナーデを防ぐために緊急に上行大動

脈の人工血管置換術を行う。偽腔閉塞型解離に対する手術の緊急度につい

ては見解が分かれるが、大動脈径や画像所見の変化等から判断する。 

術後の遠隔期には残存解離の進展、瘤の拡大に注意し、ハイリスク例で

は、人工血管置換術又はステントグラフト内挿術（thoracic endovascular 

aortic repair：TEVAR）を検討する。 

                                                           
86  日本循環器学会ら. 2020 年改訂版 大動脈瘤・大動脈解離診療ガイドライン. 2020; 26 
87  日本循環器学会ら. 2020 年改訂版 大動脈瘤・大動脈解離診療ガイドライン. 2020; 17. 図 6 

図３ 大動脈解離の病態 

（文献 87から許諾を得て転載） 
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(ｲ) StanfordＢ型解離 

Ｂ型解離（上行大動脈に解離がないもの）の急性期の治療は積極的な降

圧療法である。内科治療の予後は比較的良好であり、合併症のないＢ型解

離の場合、30 日死亡率は 10％である88。分枝臓器灌流障害等の合併症のあ

る（complicated）例では、TEVAR が第一選択である。 

急性期から亜急性期では、合併症を認めない（uncomplicated）群であっ

ても偽腔が大きい例、拡大が進行する例等では、TEVAR が推奨される。慢性

期には、降圧療法を継続し、CT 等の画像診断を用いて偽腔の血栓化程度、

偽腔径等を評価し、適応があれば TEVAR あるいは外科治療を選択する。 
  

                                                           
88 小川聡ら. 内科学書改定第８版 vol３ 循環器疾患 腎・尿路疾患. 中山書店. 2013; 325 
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Ⅱ 脳・心臓疾患の危険因子（リスクファクター） 

 １ 脳血管疾患の危険因子 

（1）危険因子の概要 

脳血管疾患の発症には血管病変が前提となり、大部分は動脈硬化が原因と

なる。動脈瘤や動脈硬化は、短期間に進行するものではなく、長い年月をか

けて徐々に進行する。その進行には、遺伝のほか生活習慣や環境要因の関与

が大きいとされている。血管病変等の進行を促進・増悪させるような各種の

条件が危険因子（リスクファクター）と呼ばれている。 

脳血管疾患が発症するメカニズムは十分解明されているわけではなく、動

脈硬化がかなり進んだ状態でも発作が常に起こるわけではない。寒冷ばく露

や極度の興奮、緊張などによる血圧の急激な上昇、血液凝固性の増加、脂質

異常症等が発症要因となるとされている。 

複数の危険因子を有する者は、発症のリスクが高いことから、労働者の健

康状態を把握して基礎疾患等の程度や業務の過重性を十分検討し、これらと

当該労働者に発症した脳・心臓疾患との関連性について総合的に判断する必

要がある。 

(2)  危険因子の各論 

「脳卒中治療ガイドライン」や「動脈硬化性疾患予防ガイドライン」など

に基づき、広く認知されている危険因子は、次のとおりである。 

ア 是正不可能な危険因子 

(ｱ) 年齢89 

年齢階層が上がるに従って、脳卒中や心筋梗塞など動脈硬化性疾患の

発症及び死亡のリスクは増加し、絶対リスクからみると加齢は他のどの

危険因子よりも強く動脈硬化性疾患の発症や死亡のリスクを高める。 

(ｲ) 性 

日本人における脳梗塞の年齢調整発症率（10 万人/年）は、女性は男性

の 50～70％程度である。女性の脳梗塞発症率は加齢とともに増加し、75

歳以上では男性の60～90％となり、心筋梗塞に比べ男女差が縮小する90。 

また、くも膜下出血の危険因子として、性別は特に一定した傾向は見

られないという報告から、女性に多いという報告までさまざまであるが、

わが国では、女性に多い傾向を認める（男女比１：２）91。 

                                                           
89 日本動脈硬化学会. 動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017 年版. 2017; 33 
90 日本動脈硬化学会. 動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017 年版. 2017; 134 
91 日本脳卒中学会. 脳卒中治療ガイドライン 2015［追補 2019 対応］. 協和企画. 2019; 190 
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(ｳ) 家族歴 

Kadota ら（2008）92は、日本人 8,037 人（男性 3,586 人、女性 4,451 人）

を対象としたコホート研究において、脳卒中家族歴と脳卒中死亡リスク

との関連は認められなかった（男性 HR0.73、95%CI:0.47-1.15、女性

HR1.32、95%CI:0.85-2.04）が、60 歳以上の男性及び 60 歳未満の女性に

ついて，高血圧家族歴と脳卒中死亡リスクとの有意な関連が認められた

（それぞれ、HR1.52、95%CI:1.02-2.27、HR3.06、95%CI:1.37-6.86）と

している。 

イ 是正可能な危険因子 

(ｱ) 高血圧93 

高血圧は、脳出血、くも膜下出血及び脳梗塞に共通の最大の危険因子

である。 

血圧値と脳卒中（脳出血、くも膜下出血及び脳梗塞）発症率との関係

は直線的な正の相関関係にあり、血圧が高いほど脳卒中の発症率は高く

なる。したがって、高血圧治療は脳卒中の予防に極めて有効である。 

14 件の降圧薬の介入試験をメタアナリシスにより解析した成績によれ

ば、３～５年間の５～６mmHg の拡張期血圧の下降により脳卒中の発症率

は 42％減少する。 

同様に、高血圧患者を含む、すべての降圧治療に関する 68 件の

randomized controlled trial（RCT）のメタアナリシスでは、冠動脈イ

ベント、心血管イベントよりも脳卒中の発症率は 36％減少する。また、

高齢者の収縮期高血圧の治療により脳卒中の発症率は 30％減少する。 

(ｲ) 糖尿病94 

糖尿病は脳梗塞の確立された危険因子である。 

   最近のメタアナリシスでは、糖尿病は脳梗塞の発症リスクを 2.27 倍高

めるのみならず、出血性脳卒中のリスクも 1.56 倍に高めることが示され

た。 

２型糖尿病では血糖のコントロールにより細小血管症（網膜症、腎症、

末梢神経障害）は減少する。一方、Action to Control Cardiovascular 

Risk in Diabetes（ACCORD）試験では HbA1c（ヘモグロビン A1c）を

                                                           
92 Kadota A, et al. NIPPON DATA80 Research Group. Relationships between family histories of stroke and of 
hypertension and stroke mortality: NIPPON DATA80, 1980-1999. Hypertens Res, 2008; 31: 1525-31 
93 日本脳卒中学会. 脳卒中治療ガイドライン 2015［追補 2019 対応］. 協和企画. 2019; 25 
94 日本脳卒中学会. 脳卒中治療ガイドライン 2015［追補 2019 対応］. 協和企画. 2019; 28 
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6.0％以下にコントロールすることを目標とした厳格な治療は脳卒中発

症を抑制させず、死亡率を有意に上昇させた。これには低血糖発作の増

加が関連していたと考えられる。脳梗塞の発症予防には、糖尿病を含む

危険因子（高血圧、脂質異常症、肥満、喫煙）を包括的にコントロール

することが必要である。 

また、糖尿病と脳卒中発症リスクに関連する64件のコホート研究のメ

タアナリシスにおいて、他の主要な心血管危険因子における性差とは無

関係に、糖尿病を有する患者の脳卒中発症の相対危険度は、男性と比較

して女性の方が 27％増加するという結果が示された。 

(ｳ) 脂質異常症（高脂血症）95 

海外の研究では高コレステロール血症は脳梗塞の危険因子であること

が報告されている。 

低 HDL-コレステロール血症と脳梗塞に関しては、日本人を対象とした

研究では、低 HDL-コレステロール血症が脳卒中及び脳梗塞の独立した危

険因子であることが報告された。 

その後、総コレステロールと脳卒中に関しては29のコホート研究を解

析した Asian Pacific Cohort Studies Collaboration の結果が発表さ

れ、総コレステロールが１mmol/L（38.7mg/dL）増えると、脳梗塞の発

症が 25％増加することが示された。韓国から発表された観察研究によれ

ば、787,442 人に発症した 6,328 件の脳梗塞のデータを解析したところ、

コレステロール値が高くなるほど脳梗塞の危険度は高まるという結果が

示されている。 

一方で日本人を対象とした脳梗塞を病型別に検討した研究では、動脈

硬化との関連が強い大血管性脳梗塞（アテローム血栓性脳梗塞）におい

ては血清総コレステロール値と関連が認められるが、その他の病型では

関連が低いことが示されている。日本を含む東アジア地域での検討では、

血清総コレステロール値が高いことは脳梗塞の、低いことは出血性脳卒

中の発症リスクの増加と関連するというメタアナリシスの報告がある96

ものの、血圧と比べてその重要性は低いとされている。 

(ｴ) 心疾患・不整脈 

心房細動は脳梗塞の危険因子である。 

                                                           
95 日本脳卒中学会. 脳卒中治療ガイドライン 2015［追補 2019 対応］. 協和企画. 2019; 30 
96 Ma C, et al. Low-density lipoprotein cholesterol and risk of hemorrhagic stroke: a Systematic review and 
dose-response meta-analysis of prospective studies. Curr Atheroscler Rep. 2019; 20; 21: 52 
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心房細動患者の脳梗塞発症率は平均５％/年であり、心房細動のない

人々の２～７倍高い97。 

日本脳卒中データバンク事業の 2000 年～2018 年の集計では、発症後

７日以内に入院した脳梗塞患者の 23.6％に心房細動を合併していた98。 

フラミンガム研究99では、心房細動、高血圧、冠動脈疾患、心不全の

疾患がない被験者と比較して、年齢調整した脳卒中の発生率は、冠動脈

疾患の場合で２倍以上、高血圧の場合で３倍以上、心不全で４倍以上、

心房細動の場合で５倍以上だった。加齢とともに、脳卒中発症のリスク

に対する高血圧、冠動脈疾患、心不全の影響は次第に低下していったが、

心房細動の影響は低下しなかった。 

(ｵ) 喫煙100 

喫煙は欧米において脳卒中の危険因子であることが報告されており、

わが国を含む各国で行われた32件のコホート研究のメタアナリシスでも

喫煙は脳卒中の有意な危険因子であることが示されている。また、この

メタアナリシスの病型別解析によれば、喫煙は脳梗塞とくも膜下出血の

有意な危険因子であるが、脳出血の有意な危険因子ではなかった。 

40 歳以上の中国人を対象としたコホート研究では、喫煙は脳梗塞とと

もに脳出血の発症リスクを高めることが示されている。 

わが国においても、男性では 20 本/日以上の喫煙が脳梗塞の危険因子

であることや、ラクナ梗塞あるいはアテローム血栓性脳梗塞の危険因子

であることが報告されている。喫煙により致死性脳卒中の発症リスクが

高くなるが、高血圧患者ではさらに高くなる。脳卒中のリスクは喫煙本

数が多いほど大きくなり、５～10 年間の禁煙により脳卒中のリスクは低

下する。 

Japan Public Health Center-Based Prospective Study on Cancer and 

Cardiovascular Disease（JPHC Study）の中の 40～59 歳の喫煙者

461,761 例において脳卒中の発症を調査した結果によれば喫煙の相対危

険度は、男性では全脳卒中 1.27（95%CI:1.05-1.54）、脳梗塞 1.66

（95%CI:1.25-2.20）、脳出血 0.72（95%CI:0.49-1.07）、くも膜下出血

                                                           
97日本脳卒中学会. 脳卒中治療ガイドライン 2015［追補 2019 対応］. 協和企画. 2019; 33  
98 豊田一則ら. 脳卒中データバンク 2021. 中山書店. 2021; 20-27 
99 Wolf PA, et al. Atrial fibrillation as an independent risk factor for stroke: the Framingham Study. Stroke. 1991; 
22: 983-988 

100 日本脳卒中学会. 脳卒中治療ガイドライン 2015［追補 2019 対応］. 協和企画. 2019; 37 
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3.60（95%CI:1.62-8.01）であり、女性では全脳卒中 1.98（95%CI:1.42-

2.77）、脳梗塞 1.57（95%CI:0.86-2.87）、脳出血 1.53（95%CI:0.86-

4.25）、くも膜下出血 2.70（95%CI:1.45-5.02）であった。 

男性では喫煙本数が増えると脳卒中の発症が増える用量依存性がみら

れた。 

(ｶ) 飲酒101 

出血性脳卒中の発症率と飲酒量との間には直線的な正の相関関係があ

る。 

一方、脳梗塞の発症率と飲酒量との間にはＪ（又はＶ）カーブ現象が

見られ、非飲酒者と比べ、少量～中等量の飲酒者では脳梗塞の発症率は

低く、大量飲酒者では高い。 

Japan Public Health Center-Based Prospective Study on Cancer and 

Cardiovascular Disease(JPHC Study)CohortⅠでは、機会飲酒者と比べ、

大量飲酒（エタノール450ｇ/週以上）者で全脳卒中の発症率が68％増加

し、特に出血性脳卒中の中でもくも膜下出血の発症率が著しく増加した。 

一方、少量～中等量（エタノール１～149ｇ/週）の飲酒者では、機会

飲酒者と比べ、脳梗塞の発症率が 39％少なく、ラクナ梗塞でより顕著で

あった。 

(ｷ) 炎症マーカー102 

     高感度 C-reactive protein(hs-CRP)をはじめとした血液炎症マーカー濃

度は、血管炎症を反映しているとされ、脳梗塞発症高リスク患者の選別に

用いることを考慮しても良い。 

Emerging Risk factors Collaboration の 54 コホート研究、16 万人を平

均 8.2 年追跡調査したメタアナリシスでは、hs-CRP を log 変換した値の

1SD の増加は、年齢、性別、危険因子で補正しても虚血性心疾患リスクを

1.37 倍（95%CI:1.27-1.48）脳梗塞のリスクを 1.27 倍（95%CI:1.15-1.40）

有意に高めていた。一方、hs-CRP と出血性脳卒中リスクとの間には関連

はみられないと報告されている（オッズ比（OR）1.07、95%CI:0.86-1.32）。 

わが国では、2,692 例の一般住民を 12 年間追跡した久山町研究で、男

性で hs-CRP 濃度高値群では低値群に比し脳梗塞リスクが有意に高いこと

が報告されている。しかし、女性、出血性脳卒中では hs-CRP との関連性

                                                           
101 日本脳卒中学会. 脳卒中治療ガイドライン 2015［追補 2019 対応］. 協和企画. 2019; 39 
102 日本脳卒中学会. 脳卒中治療ガイドライン 2015［追補 2019 対応］. 協和企画. 2019; 40 
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がみられなかったと報告している。 

さらに、日本人一般住民7,901例を2.7年間追跡した研究でも、hs-CRP

濃度高値群は低値群に比し脳梗塞発症率が有意に高いことが報告されて

いる。 

hs-CRP にはすでに確立された測定系が存在するが、健常人でわが国で

は欧米に比しその濃度が半値以下であることに留意する必要がある。 

hs-CRP をはじめとした炎症マーカーは、画像評価と組み合わせるとさ

らにその有用性が高まることが報告されている。Cardiovascular health 

Study で、5,020 例を 12 年間追跡したところ、CRP 高値群は低値群に比し

脳卒中のリスクを 1.26 倍有意に高めていたが、頚動脈硬化が進展してい

ない例では hs-CRP と血管イベントの関連は認めないが、頚動脈硬化が進

展した例では hs-CRP 濃度高値群で血管イベントリスクが有意に高まり、

脳卒中リスクについても同様な傾向がみられたと報告している。 

脳MRIを撮像した日本人高血圧患者514例を41か月追跡した検討では、

無症候性脳梗塞の存在、hs-CRP 高値はともに将来の脳卒中リスクを高め

ていたが、無症候性脳梗塞を有し hs-CRP 濃度高値群は脳卒中発症リスク

が有意に高いことが報告された。これらの知見は、hs-CRP 濃度測定は、

アテローム血栓症リスクの高い患者でリスク層別化に有用であることを

示唆している。 

(ｸ) 睡眠時無呼吸症候群103 

睡眠時無呼吸症候群（SAS）の重要な指標となる習慣性いびきが脳梗塞

の独立した危険因子であることが報告されている。 

急性期脳梗塞患者 181 例と健常者 181 例での患者対照研究では、SAS の

随伴症状である過剰な日中の眠気が脳卒中（OR3.07、95%CI:1.65-6.08）

に関連することも報告されている。 

閉塞性無呼吸を有する 697 人の前向き調査では、脳卒中あるいは死亡

が起こる危険は、年齢、性、人種、喫煙、飲酒、 body mass index（BMI）

及び糖尿病、脂質異常症、心房細動、高血圧の有無を調整した場合は、

HR1.97（95%CI:1.12-3.48）であると報告されている。 

また、70 歳以上の高齢者 810 人の前向き調査によれば無呼吸指数が 30

以上の重症の閉塞性無呼吸では、脳梗塞発症は HR2.52（95%CI:1.04-6.01）

であると報告されている。 

                                                           
103 日本脳卒中学会. 脳卒中治療ガイドライン 2015［追補 2019 対応］. 協和企画. 2019; 42 
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70 歳以上の睡眠時無呼吸患者 394 人の検討では閉塞性無呼吸ではなく、

中枢性無呼吸が脳卒中リスクと関連すると報告されている。しかし、持

続的気道陽圧（CPAP）で治療された閉塞性睡眠時無呼吸患者群と健常対

照群の間に致死的（OR1.05、95%CI:0.39-2.21）及び非致死的（OR1.42、

95%CI:0.52-3.40）心血管イベントに差はなかった。睡眠中の無呼吸イベ

ントが起こる毎に１％ずつ高血圧の発症を増加させ、夜間の酸素飽和度

の 10％の減少により血圧が 13％上昇するという。薬剤抵抗性の高血圧の

原因として SAS を疑う必要がある。 

(ｹ) メタボリックシンドローム104 

肥満は、メタボリッグシンドローム(Met Ｓ)の重要なコンポーネント

であり、Met Ｓに特有の腹部内臓肥満はインスリン抵抗性に深く関与し、

糖尿病、脂質異常症、高血圧を次々と引き起こし（メタボリックドミノ）、

心血管イべントの発症リスクを高める。 

Iso らの報告では、脳梗塞を含む心血管イベントの既往がない日本人

（40～69 歳）の 9,087 例を 18 年間追跡調査した結果、脳梗塞のハザード

比は、男性2.0（95%CI:1.3-3.1）、女性1.5（95%CI:1.0-2.3）であった。 

Takahashiらの報告では、55歳以上の健常人1,493例の追跡調査では、

Met Ｓは、女性でのみ脳梗塞の危険因子になっていると報告されている。

Niwa らも 2,205 例の日本人一般住民を 11 年間追跡したところ女性でのみ

脳卒中リスクになると報告している。 

日本人とおなじアジア人種である台湾でも 3,602 人を対象とした９年

間の追跡調査で、Met Ｓは脳卒中のハザード比は 3.5（95%CI:1.9-6.5）

と報告されている。 

Met Ｓが構成する各因子と独立して脳卒中発症に寄与しているかどう

かは明らかでない。イラン人2,548例を９年間追跡した調査では、Met Ｓ

は脳卒中リスクを 1.9～2.7 倍高めていたが、各因子を含めた多変量解析

では脳卒中との有意な関連は消失していた。 

(ｺ) 慢性腎臓病105 

慢性腎臓病（CKD）は、腎臓に何らかの異常所見が見出される、もしく

は糸球体濾過量（GFR）が 60mL/分/1.73 ㎡未満の腎機能が３か月以上持

続するものと定義される。 

                                                           
104 日本脳卒中学会. 脳卒中治療ガイドライン 2015［追補 2019 対応］. 協和企画. 2019; 43 
105 日本脳卒中学会. 脳卒中治療ガイドライン 2015［追補 2019 対応］. 協和企画. 2019; 45 
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CKD は脳卒中を含む心血管疾患の独立した危険因子である。 

わが国では、岩手県大迫町（現：花巻市）の住民 1,977 名（平均年齢

62.9 歳、男性 731 人、女性 1,246 人）を平均 7.76 年追跡調査したとこ

ろ、CKD は脳卒中の独立した危険因子となることが明らかにされ、クレ

アチニンクリアランス（Ccr）>70mL/min の場合と比較すると Ccr40～

70mL/分では脳卒中のハザード比が 1.9（95%CI:1.06-3.75）、Ccr<40mL/分

では 3.1（95%CI:1.24-7.84）となった。 

また、日本人の健診者91,414例以上を10年間観察したコホート研究に

よればGFR60mL/分/1.73㎡未満の心血管疾患のリスクは以上と比較して、

冠動脈疾患で男性 1.08 倍、女性 1.13 倍、脳卒中で男性 1.98 倍、女性

1.85 倍と報告されている。脳卒中病型別に CKD の寄与を検討したわが国

の報告としては、Circulatory Risk in Communities Study（CIRCS 研究）

で一般住民 12,222 例を 17 年追跡した検討で、CKD は男性で 1.63 倍、女

性で 1.51 倍脳卒中リスクを高め、特に男性では脳出血、女性では脳梗塞

の有意な危険因子であった。 

 

 ２ 虚血性心疾患等の危険因子 

(1) 危険因子の概要 

虚血性心疾患は、冠動脈粥状硬化が原因となって発症してくる。粥状硬化

は、短期間に発生するものではなく、長い年月をかけて徐々に進行する。そ

の形成、進行には、遺伝的体質のほか生活習慣や環境要因が影響を与えるこ

とがフラミンガム研究等から明らかにされてきた。発症危険度は、危険因子

の影響の強さとその期間に関連する。 

複数の危険因子を有する者は、発症のリスクが高いことから、労働者の健

康状態を把握して基礎疾患等の程度や業務の過重性を十分検討し、これらと

当該労働者に発症した脳・心臓疾患との関連性について総合的に判断する必

要がある。 

(2) 危険因子の各論 

「動脈硬化性疾患予防ガイドライン」などに基づき、広く認知されている

危険因子は、次のとおりである。 
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ア 是正不可能な危険因子 

(ｱ) 年齢106 

 年齢階層が上がるに従って心筋梗塞など動脈硬化性疾患の発症及び死

亡のリスクは増加し、絶対リスクからみると加齢は他のどの危険因子よ

りも強く動脈硬化性疾患の発症や死亡のリスクを高める。 

(ｲ) 性 

 女性は男性に比べて心筋梗塞の発症及び死亡リスクは低い。 

1999～2001 年の滋賀県高島町の調査では、日本人女性の年齢調整急性

心筋梗塞発症率（10 万人・年）は 35.7 と男性 100.7 の約３分の１であっ

た107。 

さらに、2019 年の人口動態統計によると心疾患（高血圧性を除く）に

よる年齢調整死亡率（人口 10 万対）は、男性 62.0、女性 31.3 である。

そして、年齢（５歳階級）別の死亡率（人口 10 万対）は、30～34 歳では

男性4.6、女性1.8、40～44歳では男性14.9、女性4.7、50～54歳では男

性48.9、女性11.7、60～64歳では男性114.1、女性29.9、70～74歳では

男性 250.2、女性 93.2 となっており、どの年代においても女性の心疾患

の死亡率は男性より低かった。 

しかし、女性の心疾患の死亡率は 60 歳代から上昇し、70 歳代の女性は

60 歳代の男性とほぼ同じとなっており、高齢女性の動脈硬化性疾患のリ

スクは低くない108。 

(ｳ) 家族歴109 

欧米では 1970 年代より冠動脈疾患の家族歴は本疾患発症の危険因子に

なることが報告されていた。 

冠動脈疾患の家族歴、特に第１度近親者（親、子、兄弟、姉妹）の家

族歴、また早発性（発症年齢：男性55歳未満、女性65歳未満）冠動脈疾

患の家族歴は、冠動脈疾患発症の強い危険因子となる。 

フラミンガム研究では、両親の少なくとも一人に冠動脈疾患がある場

合は、冠動脈疾患のリスクの年齢調整オッズ比が男性で 2.6、女性で 2.3、

多変量解析などですべて調整した場合でも男性 2.0、女性 1.7 である。 

                                                           
106 日本動脈硬化学会. 動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017 年版. 2017; 33 
107 日本動脈硬化学会. 動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017 年版. 2017; 33 
108 厚生労働省. 人口動態統計. 2019 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/database?page=1&toukei= 
00450011&tstat=000001028897 
109 日本動脈硬化学会. 動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017 年版. 2017; 34 
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わが国においては J-LIT にて冠動脈疾患の家族歴の存在は、冠動脈性

疾患発症の相対リスクを約３倍増加させた。 

最近のCREDO-Kyoto Studyでも冠動脈疾患の家族歴が若年齢での主要心

血管イベント発症に関与していた。 

従来の危険因子（高 LDL-C、低 LDL-C、高血圧、糖尿病、喫煙）は遺伝

的素因が関与したり、同じ家庭内での習慣が影響したりしてくる。すな

わち、冠動脈疾患の家族歴には、既知の遺伝的及び環境的危険因子も含

まれていると考えられる。また、その他の考慮すべき危険因子として

Lp(a)、small dense LDL、ホモシステインなどが注目されてきているが、

これらはいずれも遺伝的に規定されているものである。しかし、従来の

危険因子を多変量解析などですべて調整しても家族歴は強いリスクとし

て残るため、未だ解明されていない遺伝的要因が関与することが推定さ

れる。 

このことから、家族歴に関するほとんどの研究が、冠動脈疾患の家族

歴は冠動脈疾患の独立した危険因子であると結論付けており、特に早発

性（発症年齢：男性55歳未満、女性65歳未満）冠動脈疾患の家族歴は高

リスクと考えるべきである。 

イ 是正可能な危険因子 

(ｱ) 高血圧110 

 高血圧は、冠動脈疾患などの脳心血管病及び心不全、慢性腎臓病（CKD）

などの臓器障害の重要な危険因子である。 

国内の 10 コホート研究（男女計７万人）のメタ解析である EPOCH-

JAPAN の結果では、至適血圧（120/80mmHg 未満）を超えて血圧レベルが

高くなるほど脳・心臓疾患による死亡のハザード比が上昇し、その関連

は高齢者と比較して中壮年者で強かった。EPOCH-JAPAN による試算では、

脳・心臓疾患による死亡の 50％、冠動脈疾患による死亡の 59％が、至適

血圧を超える血圧高値に起因する死亡と評価され、いずれにおいてもⅠ

度高血圧者からの死亡数が占める割合が最も高かった。 

脂質介入研究 J-LIT では、高血圧患者は非高血圧患者に比べ一次予防

対象者における冠動脈疾患発症の相対危険度が女性2.05倍、男性2.15倍

となっている。 

 

                                                           
110 日本動脈硬化学会. 動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017 年版. 2017; 30 
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(ｲ) 糖尿病111 

糖尿病は、動脈硬化性疾患の重要な危険因子である。 

NIPPON DATA80 では、糖尿病患者の冠動脈疾患死亡リスクは 2.8 と有意

に高く、久山町研究では、年齢、性など多因子調整後の冠動脈疾患発症

率は健常者1.6/1,000人年に対して5.0/1,000人年、脳梗塞発症率は健常

者 1.9/1,000 人年に対して 6.5/1,000 人年といずれも高率である。 

糖尿病患者に合併した冠動脈疾患は無痛性心筋虚血が多く、診断の遅

れにつながるため注意が必要である。糖尿病患者の冠動脈病変の特徴と

しては、①多枝病変、②病変が高度でびまん性、③石灰化病変が多い、

などが挙げられる。 

心血管疾患のリスクは、糖尿病発症前の耐糖能異常（IGT）の時期から

高まる。久山町研究では、IGT 患者の冠動脈性疾患発症リスクは正常者の

1.9 倍と糖尿病の 2.6 倍には及ばないが高い傾向にある。 

JPHC 研究では虚血性心疾患の発症リスクは、境界型群で 1.65 倍、糖尿

病群で 3.05 倍と糖尿病発症前からの上昇が認められた。IGT では空腹時

血糖値より糖負荷後２時間血糖値が心血管疾患リスクと強く関連し、食

後高血糖の動脈硬化促進因子としての意義が注目されている。 

一般に女性の動脈硬化性疾患発症リスクは男性より低いが、糖尿病患

者では男性に比べ女性の発症率増加が高く、性差が減少すると報告され

ている。また、男性では耐糖能正常群に比べ糖尿病群の冠動脈疾患発症

リスクが41～61歳では２～３倍高率であるのに対し、31～40歳では約17

倍とはるかに高いことが報告され、若年男性では中年男性に比べ冠動脈

性疾患に及ぼす糖尿病の影響がより大きいことが示唆された。 

(ｳ) 脂質異常症（高脂血症）112 

 フラミンガム研究をはじめ、欧米で行われた多くの疫学調査の結果と

同様に日本人を対象とするコホート研究においても LDL コレステロール

（LDL-C）の上昇に伴い冠動脈疾患の発症や死亡に対するハザード比は上

昇することが確認されている。 

CIRCS では、LDL-C80mg/dL 未満の群に対し 80～99mg/dL の群では 1.4

倍、100～119mg/dL では 1.7 倍、120～139mg/dL では 2.2 倍、140mg/dL 以

上の群では 2.8 倍とリスクが増加することが示された。 

                                                           
111 日本動脈硬化学会. 動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017 年版. 2017; 31 
112 日本動脈硬化学会. 動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017 年版. 2017; 23-25 
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このように日本人でも LDL-C140mg/dL 以上で冠動脈疾患の発症リスク

が２倍以上になることが明らかになった。冠動脈疾患死亡に対しては、

リスクに対する性差も認められ、男性のみで有意なリスク上昇を認めて

いる。 

わが国の数多くのコホート研究により、総コレステロール(TC)の上昇

に伴い冠動脈疾患発症率・死亡率が上昇することが報告されてきた。 

NIPPON DATA80 では、24 年間の追跡から、TC220mg/dL 以上の冠動脈疾

患死亡のハザード比は、220mg/dL 未満の群に比べ 1.55 倍、集団寄与危険

割合(PAF)は 18.2％であった。この基準を TC240mg/dL とした場合には、

ハザード比は 1.79 倍と高くなるものの、PAF は 11.9％まで低下した。TC

と冠動脈疾患の発症率・死亡率との関連はほぼ直線的であったが、多く

の研究において、TC220mg/dL 周辺から統計学的に有意なリスクの上昇が

観察されていた。TC と冠動脈疾患死亡リスクとの関係は男女ともに認め

られたが、65 歳以上の高齢者ではその関連が弱まるという報告もある。 

Non-HDL コレステロール（Non-HDL-C）はレムナントリポ蛋白などの動

脈硬化惹起性のリポ蛋白をすべて含むため LDL-C よりも動脈硬化性疾患

の発症予測能が優れているという考え方がある。Non-HD-C と冠動脈疾患

の関連については、国内から多くの疫学調査成績が報告されている。 

Non-HDL-C は、LDL-C と同様に心筋梗塞の発症と関連し、両者の心筋梗

塞発症予測能は同等であった。一方、non-HDL-C の心筋梗塞発症予測能は

TC より優れていた。Non-HDL-C の冠動脈疾患、心筋梗塞の発症・死亡リ

スクは、男性、あるいは男女合わせた分析から 140mg/dL 前後から上昇す

るという報告も見受けられ、いずれの研究でも 170～180mg/dL 以上では

明らかな増加を認めたが、女性では一定の傾向を認めていない。 

HDL-C の低値は冠動脈疾患や脳梗塞の発症リスクとなり、逆に高いほど

リスクが減少する。 

なお、日本を含む 23 のアジア・オセアニア地域の研究では、HDL-C の

低値、特にアジア地域においては LDL-C や TG は正常域にあって HDL-C の

みが低下していた場面にも冠動脈疾患の危険因子になることが示された。

しかしながら、日本人のみに限った大規模コホート研究では、HDL-C のみ

が低い場合には冠動脈疾患のリスクにはならないとする報告も示されて

いる。 
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(ｴ) 喫煙113 

喫煙が冠動脈疾患の危険因子であることは国内外で数多くのコホート

研究、そのメタ解析などで報告されている。 

冠動脈疾患の発症・死亡のリスクは非喫煙者と比較して高く、その関

連には用量反応関係が存在する。また、低タール低ニコチンたばこがリ

スクを低下させるというデータはなく、さらに喫煙本数１日５本未満で

あってもリスクが増加する。喫煙が動脈硬化性疾患の危険因子であるこ

とは、わが国のみでの検討においても多くのコホート研究で一致してお

り、メタ解析では冠動脈疾患の罹患・死亡の相対リスクは生涯非喫煙者

と比べて、１日 20 本以下の喫煙で 2.15 倍、１日 20 本を超える喫煙では

3.28 倍である。 

喫煙によって２型糖尿病の発症リスクは、1.4 倍に増加し、メタボリッ

クシンドローム発症リスクが喫煙本数に従って増加する。喫煙者は、非

喫煙者と比較して HDL-C が低く、LDL-C、TG が高いことがメタ解析で示さ

れ、また用量反応関係が認められている。喫煙は単独で動脈硬化性疾患

の危険因子であるばかりでなく、糖尿病、脂質異常症、メタボリックシ

ンドロームの発症リスクを上げることも相まって、動脈硬化性疾患リス

ク増加に関与している。 

(ｵ) 炎症マーカー114 

近年、高感度 CRP（hs-CRP）が動脈硬化性疾患の危険因子となりうるこ

とが報告されている。わが国においても hs-CRP が脳卒中（特に脳梗塞、

ラクナ梗塞）と有意な関連を認める報告や hs-CRP が心筋梗塞と脳梗塞の

発症リスクと関連があり、特に心筋梗塞で関連が強いという報告もある。

一方、血中 CRP の濃度に関連する遺伝子型と冠動脈疾患の頻度の検討に

おいて、CRP の濃度と冠動脈疾患との頻度には関連がみられなかったこと

から、CRP の濃度が動脈硬化性疾患の原因にはならない可能性が示唆され、

むしろ動脈硬化の進展の程度を反映していると考えられる。 

(ｶ) 睡眠時無呼吸症候群115 

睡眠時無呼吸症候群（SAS）は、異常な呼吸パターン（無呼吸や低呼吸

の出現）や睡眠中の換気不全を特徴とする様々な呼吸障害を呈する睡眠

呼吸障害（SDB）の代表的な病態である。SAS は気道の閉塞に基づく閉塞

                                                           
113 日本動脈硬化学会. 動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017 年版. 2017; 29 
114 日本動脈硬化学会. 動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017 年版. 2017; 42 
115 日本動脈硬化学会. 動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017 年版. 2017; 39 
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性睡眠時無呼吸（OSA）と呼吸中枢からの呼吸ドライブの消失による中枢

性睡眠時無呼吸（CSA）に分けられる。このうち CSA は、比較的稀で、循

環器領域では心不全の結果もたらされる病態としてとらえられているが、

一方 OSA は、common disease であり、生活習慣と深く結びついており、

動脈硬化性疾患との関連も強い。OSA は、様々な機序を介して動脈硬化を

進行させる可能性がある。 

OSA 患者では非 OSA 患者に比べて血管内皮機能が低下しており、血管の

スティフネスが上昇し、高感度 CRP も上昇していることがメタ回帰分析

によって明らかになっている。また、OSA は、IMT（内膜中膜複合体厚）

肥厚の独立した危険因子であることもメタ解析で明らかになっている。

さらに OSA は、２型糖尿病の発症リスクとなり、将来の高血圧の新規発

症率も増加することが多数の患者を対象としたコホート試験や前向き試

験によって確認されている。このように OSA は直接あるいは間接的に動

脈硬化性疾患の発症・進展に寄与する。 

さらに重症 OSA では、対照群に比較して致死性及び非致死性心血管イ

ベントが有意に増加していることが前向き観察研究により示された。 

(ｷ) メタボリックシンドローム116 

メタボリックシンドローム（Met Ｓ）は、内臓脂肪蓄積とインスリン

抵抗性を基盤とした動脈硬化性疾患の易発症病態であり、内臟脂肪蓄積

に伴う脂肪組織由来因子（アディポサイトカイン）の分泌異常が病態発

症に重要であると考えられている。 
労働省作業関連疾患総合対策研究班の調査で、冠動脈疾患発症者の健

診結果を10年前まで分析したところ、発症者は非発症者に比し、体格指

数（BMI）、血圧、空腹時血糖、血清脂質が軽度ではあるが有意に高く、

かつ 10 年間持続していたことが確認された。また疫学調査 NIPPON 

DATA80 でも、危険因子保有数の増加に伴って冠動脈疾患や脳卒中による

死亡の相対危険度が上昇していることが示されている。 
従って、わが国の冠動脈疾患発症において、それぞれの危険因子の程

度が軽くても危険因子が集積した病態が重要である。また、わが国の中

高年男性において、危険因子を重複して保有するオッズ比は、内臓脂肪

型肥満で著しく高値を示しており、このような肥満を疾患として捉える

ために、日本肥満学会から「肥満症」の診断基準が提唱された。実際に、

                                                           
116 日本動脈硬化学会. 動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017 年版. 2017; 46 
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冠動脈疾患患者の約半数は内臓脂肪蓄積例であり、日系アメリカ人のコ

ホート研究でも冠動脈疾患発症に、内臟脂肪蓄積、高血圧、高血糖が危

険因子として重要であることが示されている。 

Met S のような危険因子の集積が、動脈硬化性疾患のリスクを高める

ことは、海外の疫学研究やメタ解析、CIRCS 研究、端野・壮瞥町研究や

久山町研究において示されている。 

(ｸ) 慢性腎臓病117 

慢性腎臓病（CKD）は末期腎不全のみならず動脈硬化性疾患の高リスク

病態でもあり、これらの複合アウトカムのリスクは、原疾患（Cause）、

糸球体濾過量（GFR）及び蛋白尿（アルブミン尿：Albuminuria）により

大きく異なるため、これらの３要因を用いて CKD 重症度分類（OGA 分類）

が行われている。わが国の成人の約 13％が CKD を有すると推定され、CKD

のスクリーニングは動脈硬化性疾患の包括的リスク管理においても重要

である。 

(ｹ) 冠動脈疾患の既往118 

冠動脈疾患患者の心血管イベント発症率が一次予防患者よりも高いこ

とは、欧米の疫学研究、介入試験などから明らかである。 

わが国でも、スタチンを用いた一次予防試験である MEGA Study におけ

る食事療法群の心血管イベント発症率が 2.1/1,000 人年、J-LIT における

一次予防患者の心血管イベント発症率が 0.9/1,000 人年に対して、J-LIT

の冠動脈疾患患者では 4.5/1,000 人年、JELIS の一次予防患者が

1.6/1,000 人年に対して冠動脈疾患患者は 6.8/1,000 人年である。 

また、冠動脈疾患患者の登録研究である JCAD や CREDO-Kyoto Study に

おける心血管イベント発症率は 15/1,000 人年以上である。 

(ｺ) 高尿酸血症119 

「高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン(第３版)」によれば、高尿酸

血症は、ほかの心血管リスクと独立して冠動脈疾患の罹患率及び死亡率

増加と関連し、血清尿酸値と冠動脈疾患患者における死亡率とは正の相

関関係を認め、この傾向は女性で強く、男性で小さかった。一方、血清

尿酸値低値の集団において、冠動脈疾患患者における死亡率が高かった

                                                           
117 日本動脈硬化学会. 動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017 年版. 2017; 32 
118 日本動脈硬化学会. 動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017 年版. 2017; 35 
119 日本痛風・尿酸核酸学会. 高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン第３版（2019 年改訂）. 診断と治
療社. 2018; 86-88 
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とする報告もみられる。 

血清尿酸値高値は、心不全の発症及び心血管死亡リスクの増加と関連

を認め、心不全患者における検討において、血清尿酸値高値は心不全増

悪及び全死亡率の増加との関連を認めた。 

また、血清尿酸値高値を示す集団は、対照群に比して高血圧

（140/90mmHｇ以上）ないしは正常高値血圧（130/85mmHg 以上）を発症し

やすい。この傾向は、無症候性高尿酸血症でも認められ、若年者、肥満

者、女性で強く認められた。また、血清尿酸値高値は高血圧前症から高

血圧への進行の独立した危険因子となることも示された。 

さらに、血清尿酸値高値は心房細動の発症リスク上昇と関連すること

が示された。 
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１　睡眠時間と脳・心臓疾患の発症等に関する文献（疫学調査）

（１）脳血管疾患に関するもの ２１文献

（２）心臓疾患に関するもの ５５文献

２　労働時間と脳・心臓疾患の発症等に関する文献（疫学調査）

（１）脳血管疾患に関するもの １２文献

（２）心臓疾患に関するもの ２７文献

３　勤務間インターバルが短い勤務と健康障害等に関する文献（疫学調査） ２３文献

４　不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務と脳・心臓疾患の発症等に関する文献

（１）疫学調査 １２文献

（２）症例報告 ４文献

５　出張の多い業務と脳・心臓疾患の発症等に関する文献（症例報告） １文献

６　心理的負荷を伴う業務と脳・心臓疾患の発症等に関する文献

（１）疫学調査 ６０文献

（２）症例報告 ６文献

７　身体的負荷を伴う業務と脳・心臓疾患の発症等に関する文献（疫学調査） １８文献

８　温度環境と脳・心臓疾患の発症等に関する文献（疫学調査） ２文献

９　騒音と脳・心臓疾患の発症等に関する文献（疫学調査） １４文献
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間
睡

眠
（
8
-
9
時

間
超

）
は

、
C

H
D

（
相

対
危

険
度

1
.3

8
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

5
-
1
.6

6
）
、

脳
卒

中
（
相

対
危

険
度

1
.6

5
、

9
5
%
C

I:
4
.4

5
-
4
.8

7
）
、

C
V

D
（
相

対
危

険
度

1
.4

1
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

9
-
1
.6

8
）

全
て

の
リ

ス
ク

を
有

意
に

増
加

さ
せ

た
。

短
時

間
睡

眠
（
5
-

6
時

間
以

下
）
あ

り
（
脳

卒
中

）
長

時
間

睡
眠

あ
り

（
脳

卒
中

、
C

V
D

）

C
ap

pu
c
c
i

o
 F

P
, 
e
t

al

S
le

e
p 

du
ra

ti
o
n
 p

re
di

c
ts

c
ar

di
o
va

sc
u
la

r 
o
u
tc

o
m

e
s 

: 
A

sy
st

e
m

at
ic

 r
e
vi

e
w

 a
n
d 

m
e
ta

-
an

al
ys

is
 o

f 
pr

o
sp

e
c
ti
ve

 c
o
h
o
rt

st
u
di

e
s

E
u
r 

H
e
ar

t 
J
.

2
0
1
1
; 
3
2
: 
1
4
8
4
-

1
4
9
2

文
献

2
2

3
各

調
査

の
定

義
-

2
0
1
3
年

1
0
月

、
2
0
1
4

年
1
0
月

と
2
0
1
6
年

5
月

糖
尿

病
、

高
血

圧
、

心
血

管
疾

患
、

脳
血

管
疾

患
、

冠
動

脈
性

心
疾

患
、

肥
満

、
う

つ
状

態

5
,1

7
2
,7

1
0
人

の
参

加
者

を
含

む
1
5
3
の

研
究

（
死

亡
3
6
、

心
血

管
疾

患
2
4
、

脳
卒

中
1
4
の

研
究

）

シ
ス

テ
マ

テ
ィ

ッ
ク

レ
ビ

ュ
ー

、
メ

タ
ア

ナ
リ

シ
ス

-

メ
タ

回
帰

分
析

に
よ

り
、

統
計

的
に

有
意

な
死

亡
率

の
増

加
と

6
時

間
未

満
の

睡
眠

時
間

と
の

間
に

線
形

の
関

連
性

が
見

ら
れ

た
。

短
い

睡
眠

時
間

は
、

死
亡

率
の

増
加

と
有

意
に

関
連

し
て

い
た

（
R

R
 1

.1
2
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

8
-
1
.1

6
）
。

ま
た

、
心

血
管

疾
患

と
も

有
意

に
関

連
し

て
い

た
（
R

R
1
.1

6
、

9
5
%
C

I:1
.1

0
-
1
.2

3
）
が

、
脳

卒
中

と
は

有
意

な
関

連
が

な
か

っ
た

（
R

R
1
.0

8
、

9
5
%
C

I:
0
.9

8
-
1
.1

9
）
。

6
時

間
未

満
あ

り
（
死

亡
率

）
短

い
睡

眠
あ

り
（
心

血
管

疾
患

）

It
an

i 
O

,
e
t 

al

S
h
o
rt

 s
le

e
p 

du
ra

ti
o
n
 a

n
d 

h
e
al

th
o
u
tc

o
m

e
s:

 a
 s

ys
te

m
at

ic
 r

e
vi

e
w

,
m

e
ta

-
an

al
ys

is
, 
an

d 
m

e
ta

-
re

gr
e
ss

io
n

S
le

e
p 

M
e
d.

2
0
1
7
; 
3
2
: 
2
4
6
-

2
5
6

文
献

2
6

4
短

時
間

（
6
時

間
以

下
）
、

適
切

（
7
-
9
時

間
）
、

長
時

間
睡

眠
（
1
0
時

間
以

上
）

平
均

睡
眠

時
間

2
0
1
0
年

慢
性

疾
患

（
冠

動
脈

性
心

疾
患

、
脳

血
管

疾
患

、
糖

尿
病

）

米
国

の
1
4
の

州
の

う
ち

、
4
5
歳

以
上

の
成

人
5
4
,2

6
9
人

（
対

象
の

3
3
.1

%
が

6
5
歳

以
上

、
5
2
.8

%
が

女
性

、
非

ヒ
ス

パ
ニ

ッ
ク

系
白

人
7
6
.5

%
、

非
ヒ

ス
パ

ニ
ッ

ク
系

黒
人

5
.7

%
、

ヒ
ス

パ
ニ

ッ
ク

系
1
0
.2

%
）

横
断

研
究

モ
デ

ル
1
：
未

調
整

モ
デ

ル
2
：
性

別
、

年
齢

、
人

種
及

び
民

族
、

教
育

歴
モ

デ
ル

3
：
モ

デ
ル

2
の

因
子

＋
肥

満
モ

デ
ル

4
：
モ

デ
ル

2
の

因
子

＋
精

神
的

苦
痛

モ
デ

ル
2
の

解
析

の
結

果
、

6
時

間
以

下
、

1
0
時

間
以

上
の

い
ず

れ
の

睡
眠

時
間

も
、

冠
動

脈
性

心
疾

患
（
O

R
 1

.4
5
、

9
5
%
C

I:
1
.2

9
-
1
.6

3
；
O

R
1
.9

2
、

9
5
%
C

I: 
1
.5

2
-
2
.4

3
）
、

脳
血

管
疾

患
（
O

R
 1

.3
4
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

4
-
1
.5

9
；
O

R
 2

.4
7
、

9
5
%
C

I: 
1
.8

9
-

3
.2

2
）
、

糖
尿

病
（
O

R
 1

.3
4
、

9
5
%
C

I: 
1
.2

0
-
1
.4

9
；
O

R
 1

.9
6
、

9
5
%
C

I: 
1
.6

0
-
2
.3

9
）
の

リ
ス

ク
増

加
と

有
意

に
関

連
し

て
い

た
。

6
時

間
以

下
、

1
0

時
間

以
上

あ
り

L
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e
t

al

S
le

e
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du
ra
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n
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n
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c
h
ro

n
ic
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se

as
e
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o
n
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U
.S
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ad

u
lt
s 

ag
e

4
5
 y

e
ar
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an
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o
ld

e
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 e
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de

n
c
e

fr
o
m

 t
h
e
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0
1
0
 B

e
h
av

io
ra

l 
R

is
k

F
ac

to
r 

S
u
rv

e
ill

an
c
e
 S

ys
te

m

S
le

e
p.

 2
0
1
3
; 
3
6
:

1
4
2
1
-
1
4
2
7

5

6
時

間
未

満
、

6
時

間
以

上
7
時

間
未

満
、

7
時

間
以

上
8
時

間
未

満
、

8
時

間
以

上
9
時

間
未

満
、

9
時

間
以

上

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

の
睡

眠
時

間
（
自

己
申

告
）

2
0
0
7
年

ま
で

(平
均

追
跡

期
間

は
7
.8

年
)

慢
性

疾
患

（
糖

尿
病

、
心

筋
梗

塞
、

脳
血

管
疾

患
）

2
3
,6

2
0
人

（
平

均
年

齢
4
8
.8

-
5
3
.9

歳
、

女
性

5
7
.9

-
6
5
.9

%
）

コ
ホ

ー
ト

研
究

年
齢

、
性

別
、

社
会

経
済

的
要

因
、

睡
眠

障
害

の
有

無
、

飲
料

か
ら

の
ア

ル
コ

ー
ル

摂
取

量
、

喫
煙

状
態

、
身

体
活

動
量

、
雇

用
状

況
、

教
育

レ
ベ

ル
、

B
M

I、
ウ

エ
ス

ト
ヒ

ッ
プ

比
、

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

で
の

高
血

圧
有

無
及

び
高

血
中

脂
質

の
既

往
、

カ
フ

ェ
イ

ン
入

り
飲

料
の

摂
取

量
、

生
活

へ
の

満
足

度
、

健
康

へ
の

満
足

度
、

抗
う

つ
剤

の
摂

取
有

無

6
時

間
未

満
の

群
で

は
、

脳
血

管
疾

患
（
H

R
 2

.0
6
、

9
5
%
C

I:
1
.1

8
-
3
.5

9
）
、

慢
性

疾
患

全
体

（
糖

尿
病

、
心

筋
梗

塞
、

脳
血

管
疾

患
の

い
ず

れ
か

）
（
H

R
 1

.3
1
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

0
-
1
.5

5
）
の

リ
ス

ク
が

有
意

に
増

加
し

た
。

そ
れ

以
外

の
睡

眠
時

間
で

は
、

有
意

な
関

連
は

見
ら

れ
な

か
っ

た
。

6
時

間
未

満
あ

り
そ

れ
以

外
な

し

vo
n

R
u
e
st

e
n

A
, 
e
t 

al

A
ss

o
c
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f 
sl

e
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h
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h
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c
e
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n
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m

 s
tu

dy

P
L
o
S
 O

n
e
.

2
0
1
2
; 
7
: 
e
3
0
9
7
2

6
6
時

間
未

満
、

6
-
6
.9

、
7
-

7
.9

、
及

び
8
時

間
以

上
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
の

睡
眠

時
間

1
9
9
4
年

か
ら

2
0
0
7
年

ま
で

の
1
4
年

間

心
血

管
疾

患
、

冠
動

脈
性

心
疾

患
、

脳
血

管
疾

患
発

症

3
5
-
5
4
歳

の
富

山
県

の
軽

金
属

工
場

の
男

性
労

働
者

の
う

ち
2
,2

8
2
人

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究

モ
デ

ル
１

：
年

齢
モ

デ
ル

2
：
モ

デ
ル

1
の

因
子

＋
仕

事
の

種
類

、
労

働
時

間
、

精
神

的
負

荷
モ

デ
ル

3
：
モ

デ
ル

2
の

因
子

＋
B

M
I、

平
均

血
圧

、
H

bA
1
c
、

総
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

値
、

現
在

の
喫

煙
習

慣
、

飲
酒

習
慣

、
余

暇
の

身
体

活
動

、
及

び
高

血
圧

、
糖

尿
病

、
及

び
高

コ
レ

ス
テ

ロ
ー

ル
血

症
の

た
め

の
服

薬
状

況

6
時

間
未

満
の

睡
眠

は
、

心
血

管
疾

患
（
H

R
3
.4

9
、

9
5
%
C

I：
1
.3

0
-
9
.4

0
）
及

び
冠

動
脈

性
心

疾
患

（
H

R
4
.9

5
、

9
5
%
C

I:1
.3

1
-

1
8
.7

3
）
の

発
症

リ
ス

ク
の

増
加

と
関

連
し

て
い

た
。

6
時

間
未

満
あ

り
H

am
az

ak
i

Y
, 
e
t 

al

T
h
e
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ff
e
c
ts

 o
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e
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va
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g
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o
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E
n
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n
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e
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2
0
1
1
; 
3
7
: 
4
1
1
-

4
1
7

7
短

時
間

睡
眠

（
6
時

間
未

満
）

長
時

間
睡

眠
（
8
時

間
超

）
-

-
脳

卒
中

の
発

症
又

は
死

亡

M
E
D

L
IN

E
と

E
M

B
A

S
E
か

ら
関

連
す

る
文

献
を

抽
出

（
日

本
、

ア
メ

リ
カ

、
ヨ

ー
ロ

ッ
パ

、
ス

ウ
ェ

ー
デ

ン
の

1
2
件

の
コ

ホ
ー

ト
研

究
、

6
件

の
横

断
研

究
）

シ
ス

テ
マ

テ
ィ

ッ
ク

レ
ビ

ュ
ー

、
メ

タ
ア

ナ
リ

シ
ス

-

コ
ホ

ー
ト

研
究

で
は

、
対

照
群

に
比

較
し

て
、

短
時

間
睡

眠
（
4
-

6
時

間
未

満
）
、

長
時

間
睡

眠
（
8
時

間
超

）
に

対
す

る
脳

卒
中

の
H

R
は

そ
れ

ぞ
れ

1
.1

3
（
9
5
%
C

I: 
1
.0

2
-
1
.2

5
）
、

1
.4

0
（
9
5
%
C

I:
1
.1

6
-
1
.6

4
）
で

あ
り

、
有

意
な

増
加

が
見

ら
れ

た
。

横
断

研
究

に
お

い
て

も
短

時
間

睡
眠

、
長

時
間

睡
眠

に
よ

る
脳

卒
中

の
O

R
は

そ
れ

ぞ
れ

1
.7

1
（
9
5
%
C

I: 
1
.3

9
-
2
.0

2
）
、

2
.1

2
（
9
5
%
C

I: 
1
.5

1
-
2
.7

3
）
で

あ
り

、
有

意
な

増
加

が
見

ら
れ

た
。

短
時

間
睡

眠
（
4
-

6
時

間
未

満
）
、

長
時

間
睡

眠
あ

り

G
e
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o
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2
0
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; 
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: 
1
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-

1
8
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文
献

2
3
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0
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１
　

睡
眠

時
間

と
脳

・
心

臓
疾

患
の

発
症

等
に

関
す

る
文

献
（
疫

学
調

査
）
　

　
（
１

）
脳

血
管

疾
患

に
関

す
る

も
の

（
2
1
文

献
）

時
間

調
査

期
間

（
発

病
前

）
観

察
期

間
疾

病
調

査
対

象
調

査
方

法
調

整
因

子
結

果
有

意
性

著
者

名
タ

イ
ト

ル
書

誌
情

報

8
短

時
間

睡
眠

（
7
時

間
未

満
）
、

標
準

睡
眠

時
間

（
7
-

8
時

間
）

平
均

睡
眠

時
間

2
0
0
4
年

か
ら

2
0
1
3
年

心
血

管
疾

患
（
冠

動
脈

性
心

疾
患

、
高

血
圧

、
糖

尿
病

、
腎

機
能

障
害

、
脳

血
管

疾
患

を
含

む
）

th
e
 N

at
io

n
al

 H
e
al

th
In

te
rv

ie
w

 S
u
rv

e
y 

(N
H

IS
)の

対
象

者
の

う
ち

、
1
8
歳

以
上

の
、

地
域

居
住

の
2
0
6
,0

4
9
人

（
平

均
4
6
.7

5
 ±

0
.1

2
歳

、
男

性
4
5
.3

%
）

横
断

研
究

年
齢

、
人

種
、

性
別

、
婚

姻
状

況
、

世
帯

収
入

、
教

育
歴

短
睡

眠
（
7
時

間
未

満
）
と

心
血

管
疾

患
及

び
心

血
管

疾
患

の
リ

ス
ク

因
子

に
は

有
意

な
関

連
が

見
ら

れ
た

（
β

=
0
.0

8
、

P
<
0
.0

0
1
）
。

ま
た

、
B

M
I、

精
神

的
苦

痛
、

身
体

活
動

に
よ

る
媒

介
効

果
も

有
意

で
あ

っ
た

（
す

べ
て

P
<
0
.0

0
1
）
。

7
時

間
未

満
あ

り
S
e
ix

as
A

A
, 
e
t 

al

M
e
di

at
in

g 
e
ff

e
c
ts

 o
f 

bo
dy

 m
as

s
in

de
x,

 p
h
ys

ic
al

 a
c
ti
vi

ty
, 
an

d
e
m

o
ti
o
n
al

 d
is

tr
e
ss

 o
n
 t

h
e

re
la

ti
o
n
sh

ip
 b

e
tw

e
e
n
 s

h
o
rt

sl
e
e
p 

an
d 

c
ar

di
o
va

sc
u
la

r
di

se
as

e

M
e
di

c
in

e
(B

al
ti
m

o
re

).
2
0
1
8
; 
9
7
:

e
1
1
9
3
9

9
自

己
申

告
睡

眠
時

間
（
7
.5

時
間

以
上

又
は

未
満

）

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

時
（
2
4
時

間
血

圧
測

定
時

）
の

自
己

申
告

（
1
日

の
日

誌
）

①
1
9
9
0
～

1
9
9
8
年

（
平

均
4
1
±

1
4
か

月
）
、

②
1
9
9
6
～

2
0
0
2
年

（
平

均
6
6
±

2
7
か

月
）

心
血

管
疾

患
（
C

V
D

：
脳

卒
中

、
心

筋
梗

塞
、

心
臓

突
然

死
）

日
本

の
医

療
機

関
９

施
設

に
お

い
て

高
血

圧
の

治
療

又
は

評
価

を
受

け
た

無
症

候
性

患
者

1
2
5
5
人

（
平

均
年

齢
7
0
.4

±
9
.9

歳
（
範

囲
3
3
～

9
7
歳

）
、

男
性

4
7
6
例

・
女

性
7
7
9
例

、
う

ち
9
4
%
は

高
血

圧
）

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究

モ
デ

ル
１

：
年

齢
、

性
別

モ
デ

ル
２

：
モ

デ
ル

１
の

因
子

＋
B

M
I、

現
在

の
喫

煙
、

糖
尿

病
状

態
、

総
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

、
血

清
ク

レ
ア

チ
ニ

ン
、

対
数

変
換

ト
リ

グ
リ

セ
リ

ド
、

2
4
時

間
S
B

P
（
収

縮
期

血
圧

）
モ

デ
ル

３
：
血

圧
上

昇
パ

タ
ー

ン
（
夜

間
血

圧
低

下
0
%
未

満
）

多
変

量
解

析
で

は
、

短
い

睡
眠

時
間

（
7
.5

時
間

未
満

）
は

C
V

D
発

症
と

関
連

し
た

（
H

R
=
1
.6

8
、

9
5
%
C

I:1
.0

6
-
2
.6

6
、

P
=
0
.0

3
）
。

短
い

睡
眠

時
間

と
上

昇
パ

タ
ー

ン
の

間
に

相
乗

的
相

互
作

用
が

観
察

さ
れ

た
（
P
=
0
.0

8
9
）
。

被
験

者
を

睡
眠

時
間

と
上

昇
／

非
上

昇
パ

タ
ー

ン
に

基
づ

い
て

分
類

す
る

と
、

共
変

量
と

は
無

関
係

に
、

よ
り

短
い

睡
眠

+
上

昇
グ

ル
ー

プ
は

、
優

勢
な

正
常

睡
眠

+
非

上
昇

グ
ル

ー
プ

よ
り

実
質

的
か

つ
有

意
に

高
い

C
V

D
の

発
生

率
を

有
し

た
（
H

R
4
.4

3
、

9
5
%
C

I:2
.0

9
-
9
.3

9
、

P
<
0
.0

0
1
）
。

短
い

睡
眠

時
間

（
7
.5

時
間

未
満

）
あ

り

E
gu

c
h
i 
K
,

e
t 

al

S
h
o
rt

 s
le

e
p 

du
ra

ti
o
n
 a

s 
an

in
de

pe
n
de

n
t 

pr
e
di

c
to

r 
o
f

c
ar

di
o
va

sc
u
la

r 
e
ve

n
ts

 i
n

J
ap

an
e
se

 p
at

ie
n
ts

 w
it
h

h
yp

e
rt

e
n
si

o
n

A
rc

h
 I
n
te

rn
M

e
d.

 2
0
0
8
; 
1
6
8
:

2
2
2
5
-
2
2
3
1

1
0

6
時

間
以

下
、

7
時

間
、

8
時

間
、

9
時

間
以

上
/
日

前
年

の
平

均
睡

眠
時

間
1
9
9
2
年

か
ら

2
0
0
8
年

ま
で

脳
梗

塞
、

脳
内

出
血

、
く
も

膜
下

出
血

及
び

不
定

型
の

脳
血

管
疾

患

1
9
9
2
年

に
高

山
コ

ホ
ー

ト
ス

タ
デ

ィ
に

登
録

さ
れ

た
者

の
う

ち
、

3
5
歳

以
上

の
男

性
1
2
,8

7
5
人

、
女

性
1
5
,0

2
1
人

コ
ホ

ー
ト

研
究

年
齢

、
教

育
レ

ベ
ル

、
婚

姻
状

況
、

B
M

I、
ア

ル
コ

ー
ル

摂
取

量
、

喫
煙

状
況

、
高

血
圧

及
び

糖
尿

病
の

既
往

6
時

間
及

び
8
時

間
睡

眠
で

は
、

全
脳

血
管

疾
患

、
脳

梗
塞

い
ず

れ
も

有
意

な
関

連
は

見
ら

れ
な

か
っ

た
が

、
9
時

間
以

上
の

睡
眠

時
間

で
全

脳
血

管
疾

患
に

よ
る

死
亡

及
び

脳
梗

塞
に

よ
る

死
亡

リ
ス

ク
が

有
意

に
増

加
し

た
（
H

R
1
.5

1
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

6
-

1
.9

7
；
H

R
1
.6

5
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

6
-
2
.3

5
）
。

脳
出

血
は

、
9
時

間
睡

眠
で

は
有

意
な

関
連

は
見

ら
れ

な
か

っ
た

（
H

R
0
.9

6
、

9
5
%
C

I:
0
.6

0
-
1
.5

4
）
が

、
6
時

間
未

満
の

短
時

間
睡

眠
で

は
、

リ
ス

ク
が

低
下

し
た

（
H

R
0
.6

4
、

9
5
%
C

I: 
0
.4

2
-
0
.9

8
）
。

9
時

間
以

上
あ

り
（
全

脳
血

管
疾

患
に

よ
る

死
亡

）
6
時

間
未

満
（
脳

出
血

）
リ

ス
ク

低
下

K
aw

ac
h
i

T
, 
e
t 

al

S
le

e
p 

du
ra

ti
o
n
 a

n
d 

th
e
 r

is
k 

o
f

m
o
rt

al
it
y 

fr
o
m

 s
tr

o
ke

 i
n
 J

ap
an

:
T
h
e
 T

ak
ay

am
a 

c
o
h
o
rt

 s
tu

dy

J
 E

pi
de

m
io

l.
2
0
1
6
; 
2
6
: 
1
2
3
-

1
3
0

1
1

6
時

間
未

満
（
短

時
間

睡
眠

）
、

6
-
8
時

間
、

8
時

間
超

（
長

時
間

睡
眠

）

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

の
睡

眠
時

間

2
0
0
6
年

か
ら

2
0
0
7
年

ま
で

に
デ

ー
タ

を
収

集
し

、
平

均
7
.9

年
間

追
跡

脳
梗

塞
及

び
脳

出
血

脳
血

管
疾

患
の

既
往

の
な

い
1
8
-
9
8
歳

（
平

均
5
1
.2

歳
）
の

9
5
,0

2
3
人

の
中

国
人

成
人

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究

モ
デ

ル
1
：
年

齢
と

性
別

モ
デ

ル
2
：
モ

デ
ル

1
の

因
子

＋
婚

姻
歴

、
家

族
一

人
あ

た
り

の
月

収
、

教
育

レ
ベ

ル
、

喫
煙

状
況

、
飲

酒
状

況
、

身
体

活
動

、
及

び
脳

血
管

疾
患

の
家

族
歴

モ
デ

ル
3
：
モ

デ
ル

2
の

因
子

＋
B

M
I、

収
縮

期
血

圧
、

拡
張

期
血

圧
、

空
腹

時
血

糖
、

総
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

、
降

圧
薬

の
使

用
、

脂
質

低
下

薬
の

使
用

、
血

糖
値

降
下

薬
の

使
用

、
心

筋
梗

塞
の

罹
患

歴
、

い
び

き
の

状
態

モ
デ

ル
4
：
モ

デ
ル

3
の

因
子

＋
高

感
度

C
反

応
性

タ
ン

パ
ク

質
及

び
心

房
細

動

モ
デ

ル
4
に

よ
る

解
析

の
結

果
、

8
時

間
超

の
睡

眠
は

全
脳

血
管

疾
患

の
発

症
リ

ス
ク

の
増

加
と

関
連

し
て

い
た

（
H

R
1
.2

9
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

1
-
1
.6

4
）
。

6
時

間
未

満
の

H
R

は
0
.9

2
（
9
5
%
C

I:
0
.8

1
-
1
.0

5
）
で

あ
っ

た
。

8
時

間
超

あ
り

6
時

間
未

満
な

し
S
o
n
g 

Q
,

e
t 

al

L
o
n
g 

sl
e
e
p 

du
ra

ti
o
n
 a

n
d 

ri
sk

 o
f

is
c
h
e
m

ic
st

ro
ke

 a
n
d

h
e
m

o
rr

h
ag

ic
 s

tr
o
ke

: 
T
h
e

K
ai

lu
an

 p
ro

sp
e
c
ti
ve

 s
tu

dy

S
c
i 
R

e
p.

 2
0
1
6
;

6
: 
3
3
6
6
4

1
2

6
時

間
未

満
、

6
-
8
時

間
、

8
時

間
超

通
常

の
睡

眠
時

間
不

明
脳

梗
塞

の
発

症

中
国

の
漢

民
族

7
4
9
人

か
ら

、
抽

出
さ

れ
た

脳
梗

塞
患

者
2
4
5

人
(3

1
-
8
8
歳

、
平

均
年

齢
：

6
3
.7

±
1
0
.4

)、
脳

出
血

患
者

2
2
2
人

(3
0
-
9
0
歳

、
平

均
年

齢
：
6
3
.5

±
1
1
.0

)、
脳

梗
塞

あ
る

い
は

一
過

性
脳

虚
血

発
作

の
罹

患
歴

を
有

さ
な

い
対

照
2
8
2
人

(3
0
-
8
2
歳

、
平

均
年

齢
5
9
.4

±
9
.2

)

症
例

対
照

研
究

年
齢

、
性

別
、

喫
煙

状
況

、
ア

ル
コ

ー
ル

摂
取

、
高

血
圧

、
糖

尿
病

、
心

血
管

疾
患

、
高

コ
レ

ス
テ

ロ
ー

ル
血

症

睡
眠

時
間

6
-
8
時

間
を

対
照

群
と

し
た

場
合

、
睡

眠
時

間
8
時

間
超

で
は

、
脳

梗
塞

と
有

意
な

関
連

が
認

め
ら

れ
た

が
（
O

R
3
.9

0
、

9
5
%
C

I: 
2
.4

3
-
6
.2

6
）
、

脳
出

血
と

の
関

連
は

見
ら

れ
な

か
っ

た
。

睡
眠

時
間

6
時

間
未

満
で

は
、

脳
梗

塞
及

び
脳

出
血

と
も

に
関

連
が

認
め

ら
れ

な
か

っ
た

。

8
時

間
超

あ
り

（
脳

梗
塞

）
6
時

間
未

満
な

し

Z
h
an

g 
Y
,

e
t 

al

In
te

ra
c
ti
o
n
 b

e
tw

e
e
n

m
e
th

yl
e
n
e
te

tr
ah

yd
ro

fo
la

te
re

du
c
ta

se
 C

6
7
7
T
 g

e
n
e

po
ly

m
o
rp

h
is

m
 a

n
d 

sl
e
e
p

du
ra

ti
o
n
 o

n
 r

is
k 

o
f 

st
ro

ke
pa

th
o
ge

n
e
si

s

B
e
iji

n
g 

D
a 

X
u
e

X
u
e
 B

ao
 Y

i 
X
u
e

B
an

. 
2
0
0
8
; 
4
0
 :

2
6
2
-
2
6
9

11
1

-417-



１
　

睡
眠

時
間

と
脳

・
心

臓
疾

患
の

発
症

等
に

関
す

る
文

献
（
疫

学
調

査
）
　

　
（
１

）
脳

血
管

疾
患

に
関

す
る

も
の

（
2
1
文

献
）

時
間

調
査

期
間

（
発

病
前

）
観

察
期

間
疾

病
調

査
対

象
調

査
方

法
調

整
因

子
結

果
有

意
性

著
者

名
タ

イ
ト

ル
書

誌
情

報

1
3

6
時

間
以

下
、

7
時

間
、

8
時

間
、

9
時

間
及

び
1
0
時

間
以

上
/
日

前
年

の
平

均
睡

眠
時

間

1
9
9
5
年

1
月

1
日

か
ら

2
0
0
8
年

3
月

3
1
日

（
平

均
追

跡
期

間
1
0
.8

年
）

全
死

因
、

冠
動

脈
性

心
疾

患
（
虚

血
性

心
疾

患
と

脳
血

管
疾

患
）
、

が
ん

、
そ

の
ほ

か
の

原
因

に
よ

る
死

亡

宮
城

県
の

大
崎

保
健

所
が

管
轄

す
る

地
域

の
国

民
健

康
保

健
受

給
者

で
、

1
9
9
5
年

に
リ

ク
ル

ー
ト

さ
れ

た
4
0
–
7
9
歳

の
5
1
,2

5
3
人

の
う

ち
、

4
9
,2

5
6
人

（
男

性
2
3
,7

4
9
人

、
女

性
2
5
,5

0
7
人

コ
ホ

ー
ト

研
究

年
齢

、
性

別
、

総
エ

ネ
ル

ギ
ー

摂
取

量
、

体
格

指
数

、
婚

姻
状

況
、

教
育

レ
ベ

ル
、

雇
用

状
況

、
心

筋
梗

塞
・
が

ん
・
脳

血
管

疾
患

・
高

血
圧

・
糖

尿
病

の
既

往
歴

、
喫

煙
状

況
、

飲
酒

習
慣

、
1
日

の
歩

行
時

間
、

精
神

的
ス

ト
レ

ス
レ

ベ
ル

、
主

観
的

健
康

観
、

身
体

的
機

能
（
制

限
有

無
）

8
時

間
以

上
の

睡
眠

で
は

、
心

血
管

疾
患

に
よ

る
死

亡
リ

ス
ク

と
の

有
意

な
関

連
が

見
ら

れ
た

（
8
時

間
H

R
 1

.2
1
、

9
5
%
C

I:
1
.0

8
-
1
.3

6
、

9
時

間
H

R
 1

.3
2
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

5
-
1
.2

8
、

1
0
時

間
以

上
H

R
 1

.4
9
、

9
5
%
C

I: 
1
.3

0
-
1
.7

1
）
。

6
時

間
以

下
の

睡
眠

で
は

有
意

な
関

連
は

見
ら

れ
な

か
っ

た
。

心
血

管
疾

患
の

う
ち

、
虚

血
性

心
疾

患
と

脳
血

管
疾

患
の

み
、

個
別

に
分

析
し

た
結

果
で

は
、

6
時

間
以

下
の

睡
眠

、
8
時

間
以

上
の

睡
眠

の
両

方
が

虚
血

性
心

疾
患

に
よ

る
死

亡
と

有
意

に
関

連
し

て
い

た
（
6
時

間
以

下
H

R
 1

.3
8
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

2
-
1
.8

6
、

8
時

間
H

R
 1

.3
6
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

6
-
1
.7

3
、

9
時

間
H

R
 1

.4
9
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

0
-
2
.0

2
、

1
0

時
間

以
上

H
R

 1
.4

1
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

4
-
1
.9

2
）
。

一
方

で
、

脳
血

管
疾

患
で

は
9
時

間
以

上
で

の
睡

眠
で

の
み

有
意

な
関

連
が

見
ら

れ
（
9
時

間
H

R
 1

.3
0
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

6
-
1
.6

0
、

1
0
時

間
以

上
H

R
1
.5

1
、

9
5
%
C

I: 
1
.2

4
-
1
.8

5
）
、

6
時

間
、

8
時

間
で

は
有

意
な

関
連

は
な

か
っ

た
。

8
時

間
以

上
あ

り
6
時

間
以

下
な

し
（
脳

血
管

疾
患

）

K
ak

iz
ak

i
M

, 
e
t 

al

L
o
n
g 

sl
e
e
p 

du
ra

ti
o
n
 a

n
d 

c
au

se
-

sp
e
c
if
ic

 m
o
rt

al
it
y 

ac
c
o
rd

in
g 

to
ph

ys
ic

al
 f

u
n
c
ti
o
n
 a

n
d 

se
lf
-
ra

te
d

h
e
al

th
: 
th

e
 O

h
sa

ki
 c

o
h
o
rt

 s
tu

dy

J
 S

le
e
p 

R
e
s.

2
0
1
3
; 
2
2
: 
2
0
9
-

2
1
6

1
4

短
時

間
睡

眠
（
6
時

間
未

満
）

長
時

間
睡

眠
（
8
時

間
超

）
平

均
睡

眠
時

間
9
.5

年
間

の
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

期
間

脳
卒

中

脳
卒

中
の

病
歴

の
な

い
英

国
人

9
,6

9
2
人

（
男

性
4
,4

4
4
人

、
女

性
5
,2

4
8
人

、
4
2
-
8
1
歳

）
を

対
象

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究
、

メ
タ

ア
ナ

リ
シ

ス

年
齢

、
性

別
、

社
会

階
級

、
教

育
歴

、
婚

姻
状

態
、

喫
煙

、
ア

ル
コ

ー
ル

摂
取

、
睡

眠
薬

の
使

用
、

脳
卒

中
に

関
す

る
家

族
歴

、
B

M
I、

身
体

活
動

、
M

D
D

、
S
B

P
、

D
B

P
、

既
存

M
I、

糖
尿

病
、

血
清

コ
レ

ス
テ

ロ
ー

ル
レ

ベ
ル

長
時

間
睡

眠
（
8
時

間
超

）
は

、
脳

卒
中

の
発

生
率

増
加

と
有

意
な

関
連

が
あ

り
、

平
均

的
睡

眠
時

間
（
6
-
8
時

間
）
の

群
に

比
べ

る
と

H
R

は
1
.4

6
（
9
5
％

C
I: 

1
.0

8
-
1
.9

8
）
で

あ
っ

た
。

短
時

間
睡

眠
（
6
時

間
未

満
）
も

脳
卒

中
と

関
連

が
あ

っ
た

が
、

H
R

は
1
.1

8
（
9
5
%
C

I: 
0
.9

1
-
1
.5

3
）
で

あ
り

、
有

意
差

は
な

か
っ

た
。

本
研

究
以

外
の

研
究

例
1
1
件

を
含

め
た

メ
タ

解
析

の
結

果
で

も
、

短
時

間
睡

眠
H

R
は

1
.1

5
（
9
5
%
C

I: 
1
.0

7
-
1
.2

4
）
、

長
時

間
睡

眠
H

R
は

1
.4

5
（
9
5
%
C

I: 
1
.3

0
-
1
.6

2
）
で

あ
り

脳
卒

中
と

の
関

連
が

認
め

ら
れ

た
。

短
時

間
睡

眠
（
6

時
間

未
満

）
な

し
長

時
間

睡
眠

あ
り

L
e
n
g 

Y
,

e
t 

al

S
le

e
p 

du
ra

ti
o
n
 a

n
d 

ri
sk

 o
f 

fa
ta

l
an

d 
n
o
n
fa

ta
l 
 s

tr
o
ke

 :
 a

pr
o
sp

e
c
ti
ve

 s
tu

dy
 a

n
d 

m
e
ta

-
an

al
ys

is

N
e
u
ro

lo
gy

.
2
0
1
5
; 
8
4
: 
1
0
7
2
-

1
0
7
9

1
5

5
時

間
以

下
、

6
、

7
–
8
、

9
、

1
0
時

間
通

常
の

睡
眠

時
間

1
9
8
4
/
8
5
年

の
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
か

ら
1
9
9
9
/
2
0
0
1
年

ま
で

1
4
年

間
追

跡

全
脳

血
管

疾
患

（
非

致
命

的
及

び
致

命
的

）
、

非
致

命
的

脳
血

管
疾

患
、

致
命

的
脳

血
管

疾
患

2
5
〜

7
4
歳

の
男

女
1
7
,6

0
4
人

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究

年
齢

、
調

査
時

期
、

教
育

歴
、

身
体

活
動

、
ア

ル
コ

ー
ル

摂
取

量
、

喫
煙

習
慣

、
B

M
I、

高
血

圧
有

無
、

糖
尿

病
有

無
、

脂
質

異
常

症
有

無

男
性

で
は

、
5
時

間
以

下
の

睡
眠

及
び

1
0
時

間
以

上
の

睡
眠

と
、

全
脳

血
管

疾
患

と
の

関
連

が
見

ら
れ

た
（
5
時

間
以

下
：
H

R
1
.4

4
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

1
-
2
.0

6
；
1
0
時

間
以

上
：
H

R
 1

.6
3
、

9
5
%
C

I:
1
.1

6
-
2
.2

9
）
。

6
時

間
、

9
時

間
睡

眠
で

は
、

全
脳

血
管

疾
患

と
は

有
意

な
関

連
は

見
ら

れ
な

か
っ

た
。

非
致

死
的

、
致

死
的

脳
血

管
疾

患
と

は
、

い
ず

れ
の

睡
眠

時
間

で
も

、
有

意
な

関
連

は
見

ら
れ

な
か

っ
た

。
女

性
で

は
、

い
ず

れ
の

睡
眠

時
間

も
、

い
ず

れ
の

ア
ウ

ト
カ

ム
と

有
意

な
関

連
は

見
ら

れ
な

か
っ

た
。

【
男

性
】

5
時

間
以

下
あ

り
1
0
時

間
以

上
あ

り
【
女

性
】

な
し

H
e
lb

ig
A

K
, 
e
t 

al

S
ym

pt
o
m

s 
o
f 

in
so

m
n
ia

 a
n
d

sl
e
e
p 

du
ra

ti
o
n
 a

n
d 

th
e
ir

as
so

c
ia

ti
o
n
 w

it
h
 i
n
c
id

e
n
t

st
ro

ke
s:

 F
in

di
n
gs

 f
ro

m
 t

h
e

P
o
pu

la
ti
o
n
-
B

as
e
d 

M
O

N
IC

A
/

K
O

R
A

 A
u
gs

bu
rg

 c
o
h
o
rt

 s
tu

dy

P
L
o
S
 O

n
e
.

2
0
1
5
; 
1
0
:

e
0
1
3
4
4
8
0

1
6

5
時

間
未

満
、

6
、

7
、

8
、

9
時

間
以

上

コ
ホ

ー
ト

研
究

前
年

の
睡

眠
時

間

平
均

追
跡

期
間

は
1
2
.9

年
死

亡

4
5
–
7
5
歳

の
ハ

ワ
イ

と
ロ

サ
ン

ゼ
ル

ス
の

成
人

の
う

ち
、

が
ん

や
心

疾
患

、
動

脈
硬

化
の

既
往

の
な

い
男

性
6
1
,9

3
6
人

、
女

性
7
3
,7

4
9
人

コ
ホ

ー
ト

研
究

年
齢

、
人

種
、

喫
煙

習
慣

男
性

で
は

、
9
時

間
以

上
で

心
血

管
疾

患
の

リ
ス

ク
（
H

R
1
.2

2
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

9
-
1
.3

5
）
が

増
加

し
た

。
5
時

間
以

下
及

び
9

時
間

以
上

と
冠

動
脈

心
疾

患
（
H

R
 1

.2
1
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

4
-
1
.4

2
；

H
R

1
.1

6
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

4
-
1
.4

2
）
、

9
時

間
以

上
の

睡
眠

と
脳

血
管

疾
患

（
H

R
 1

.3
5
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

3
-
1
.7

5
）
と

有
意

な
関

連
が

見
ら

れ
た

。
女

性
で

は
、

5
時

間
以

下
及

び
9
時

間
以

上
の

睡
眠

で
は

、
心

血
管

疾
患

の
死

亡
リ

ス
ク

（
H

R
 1

.2
0
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

5
-
1
.3

6
；
H

R
1
.2

9
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

3
-
1
.4

7
）
が

増
加

し
た

。
心

血
管

疾
患

の
サ

ブ
タ

イ
プ

別
で

は
、

9
時

間
以

上
と

脳
血

管
疾

患
（
H

R
 1

.3
9
、

9
5
％

C
I: 

1
.0

6
-
1
.8

3
）
で

有
意

な
関

連
が

み
ら

れ
た

。

【
男

性
】

９
時

間
以

上
あ

り
【
女

性
】

９
時

間
以

上
あ

り
５

時
間

以
下

あ
り

（
心

血
管

疾
患

全
体

）

K
im

 Y
, 
e
t

al

In
su

ff
ic

ie
n
t 

an
d 

e
xc

e
ss

iv
e

am
o
u
n
ts

 o
f 

sl
e
e
p 

in
c
re

as
e
 t

h
e

ri
sk

 o
f 

pr
e
m

at
u
re

 d
e
at

h
 f

ro
m

c
ar

di
o
va

sc
u
la

r 
an

d 
o
th

e
r

di
se

as
e
s:

 t
h
e
 M

u
lt
ie

th
n
ic

c
o
h
o
rt

 s
tu

dy

P
re

v 
M

e
d.

2
0
1
3
; 
5
7
: 
3
7
7
-

3
8
5

1
7

6
時

間
以

下
、

7
-
8
時

間
、

9
時

間
以

上

代
表

的
な

通
常

の
平

日
睡

眠
時

間

1
9
9
2
-
1
9
9
4
年

か
ら

2
0
0
5
年

ま
で

心
筋

梗
塞

、
脳

血
管

疾
患

、
虚

血
性

心
疾

患
に

基
づ

く
死

亡

ス
ウ

ェ
ー

デ
ン

で
登

録
さ

れ
た

参
加

者
の

う
ち

心
血

管
疾

患
の

既
往

歴
の

な
い

4
5
-
6
4
歳

の
男

性
5
,8

7
5
人

、
女

性
7
,4

4
2
人

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究

モ
デ

ル
1
：
年

齢
モ

デ
ル

2
：
モ

デ
ル

1
＋

社
会

経
済

的
地

位
、

婚
姻

歴
、

社
会

参
加

モ
デ

ル
3
：
モ

デ
ル

2
＋

喫
煙

状
況

、
少

な
い

身
体

的
運

動
量

、
肥

満
モ

デ
ル

4
：
モ

デ
ル

3
＋

高
血

圧
、

糖
尿

病
モ

デ
ル

5
：
モ

デ
ル

4
＋

首
の

痛
さ

、
肩

の
痛

さ
、

腰
痛

モ
デ

ル
1
を

用
い

て
解

析
し

た
睡

眠
時

間
の

み
と

の
関

連
に

つ
い

て
は

、
男

性
で

は
6
時

間
以

下
の

H
R

は
1
.1

（
9
5
%
C

I: 
0
.9

6
-

1
.3

）
、

9
時

間
以

上
は

1
.3

（
9
5
%
C

I: 
1
.0

1
-
1
.7

）
で

あ
り

、
短

い
睡

眠
と

の
関

連
は

消
失

し
た

。
女

性
で

は
そ

れ
ぞ

れ
1
.3

（
9
5
%
C

I:
1
.1

-
1
.5

）
、

1
.5

（
9
5
%
C

I: 
1
.1

-
2
.1

）
で

あ
っ

た
。

【
男

性
】

6
時

間
以

下
な

し
【
女

性
】

６
時

間
以

下
、

９
時

間
以

上
あ

り

C
an

iv
e
t

C
, 
e
t 

al

In
so

m
n
ia

 i
n
c
re

as
e
s 

ri
sk

 f
o
r

c
ar

di
o
va

sc
u
la

r 
e
ve

n
ts

 i
n
 w

o
m

e
n

an
d 

in
 m

e
n
 w

it
h
 l
o
w

so
c
io

e
c
o
n
o
m

ic
 s

ta
tu

s:
 A

lo
n
gi

tu
di

n
al

, 
re

gi
st

e
rb

as
e
d 

st
u
dy

J
 P

sy
c
h
o
so

m
R

e
s.

 2
0
1
4
; 
7
6
:

2
9
2
-
2
9
9

11
2
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１
　

睡
眠

時
間

と
脳

・
心

臓
疾

患
の

発
症

等
に

関
す

る
文

献
（
疫

学
調

査
）
　

　
（
１

）
脳

血
管

疾
患

に
関

す
る

も
の

（
2
1
文

献
）

時
間

調
査

期
間

（
発

病
前

）
観

察
期

間
疾

病
調

査
対

象
調

査
方

法
調

整
因

子
結

果
有

意
性

著
者

名
タ

イ
ト

ル
書

誌
情

報

1
8

4
時

間
以

上
、

5
、

6
、

7
、

8
、

9
時

間
、

1
0
時

間
以

上
前

年
の

平
日

の
平

均
睡

眠
時

間
追

跡
期

間
の

中
央

値
は

1
4
.3

年

死
亡

（
全

脳
血

管
疾

患
、

脳
出

血
、

脳
梗

塞
、

冠
動

脈
性

心
疾

患
、

全
心

血
管

疾
患

、
が

ん
）

1
9
8
8
-
1
9
9
0
年

に
th

e
 J

ap
an

C
o
lla

bo
ra

ti
ve

 C
o
h
o
rt

 S
tu

dy
に

登
録

さ
れ

た
、

当
時

4
0
-
7
9

歳
だ

っ
た

参
加

者
の

う
ち

、
男

性
4
1
,4

8
9
人

、
女

性
5
7
,1

4
5
人

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究

年
齢

、
B

M
I、

高
血

圧
症

の
既

往
、

糖
尿

病
の

既
往

、
ア

ル
コ

ー
ル

摂
取

、
喫

煙
、

教
育

レ
ベ

ル
、

運
動

時
間

、
歩

行
時

間
、

正
規

雇
用

か
否

か
、

知
覚

精
神

的
ス

ト
レ

ス
、

抑
う

つ
症

状
及

び
新

鮮
な

魚
介

類
の

摂
取

頻
度

男
性

で
は

、
冠

動
脈

性
心

疾
患

は
、

い
ず

れ
の

睡
眠

時
間

と
も

関
連

が
な

か
っ

た
。

女
性

で
は

、
全

脳
血

管
疾

患
は

、
8
時

間
、

9
時

間
、

1
0
時

間
以

上
の

睡
眠

と
有

意
に

関
連

し
て

い
た

（
H

R
 1

.2
4
、

9
5
%
C

I:
1
.0

5
-
1
.4

7
；
H

R
 1

.2
9
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

1
-
1
.6

4
；
H

R
 1

.6
9
、

9
5
%
C

I:
1
.2

9
-
2
.2

0
）
。

脳
出

血
、

が
ん

は
い

ず
れ

の
睡

眠
時

間
と

も
有

意
な

関
連

は
な

く
、

脳
梗

塞
は

、
1
0
時

間
以

上
の

睡
眠

と
関

連
し

て
い

た
（
H

R
 2

.3
7
、

9
5
%
C

I: 
1
.7

0
-
3
.3

2
）
。

冠
動

脈
性

心
疾

患
は

、
4
時

間
以

下
、

5
時

間
、

9
時

間
睡

眠
と

有
意

に
関

連
し

て
い

た
（
H

R
 2

.3
2
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

9
-
4
.5

0
；
H

R
 1

.6
4
、

9
5
%
C

I:
1
.0

7
-
2
.5

3
；
H

R
 1

.5
2
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

5
-
2
.1

9
）
。

全
心

血
管

疾
患

と
は

、
8
時

間
、

9
時

間
、

1
0
時

間
以

上
の

睡
眠

が
有

意
に

関
連

し
て

い
た

（
H

R
 1

.2
8
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

4
-
1
.4

4
；
H

R
 1

.3
7
、

9
5
%
C

I:
1
.1

7
-
1
.6

2
；
H

R
 1

.5
4
、

9
5
%
C

I: 
1
.2

8
-
1
.8

6
）
。

【
男

性
】

な
し

【
女

性
】

8
時

間
以

上
あ

り

Ik
e
h
ar

a 
S
,

e
t 

al

A
ss

o
c
ia

ti
o
n
 o

fs
le

e
p 

du
ra

ti
o
n

w
it
h
 m

o
rt

al
it
y 

fr
o
m

c
ar

di
o
va

sc
u
la

r 
di

se
as

e
 a

n
d

o
th

e
r 

c
au

se
sf

o
r 

J
ap

an
e
se

 m
e
n

an
d 

w
o
m

e
n
: 
th

e
 J

A
C

C
 s

tu
dy

S
le

e
p.

 2
0
0
9
; 
3
2
:

2
9
5
-
3
0
1

1
9

6
時

間
未

満
ま

た
は

9
時

間
以

上
、

6
時

間
-
8
時

間
調

査
前

年
の

平
均

睡
眠

時
間

1
9
9
4
年

か
ら

2
0
0
9
年

ま
で

心
血

管
疾

患
、

冠
状

動
脈

性
心

疾
患

及
び

脳
血

管
疾

患
に

起
因

す
る

死
亡

シ
ン

ガ
ポ

ー
ル

に
住

む
中

国
人

（
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
時

4
5
-
7
4

歳
）
の

う
ち

、
5
0
,4

6
6
人

（
糖

尿
病

、
C

V
D

、
ま

た
は

が
ん

の
既

往
の

な
い

者
は

4
4
,0

5
6
人

）

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究

年
齢

、
糖

尿
病

ま
た

は
心

血
管

疾
患

の
診

断
時

年
齢

、
性

別
、

方
言

、
在

籍
年

、
教

育
、

婚
姻

状
況

、
及

び
エ

ネ
ル

ギ
ー

摂
取

量

睡
眠

に
関

し
て

は
、

6
時

間
未

満
ま

た
は

9
時

間
以

上
の

者
に

対
し

て
、

6
-
8
時

間
の

者
の

ハ
ザ

ー
ド

比
は

0
.8

2
（
9
5
%
C

I:
0
.7

2
-
0
.9

4
）
で

あ
っ

た
。

U
字

型
の

関
連

あ
り

S
m

ag
u
la

S
F
, 
e
t 

al

C
h
ro

n
ic

 d
is

e
as

e
 a

n
d 

lif
e
st

yl
e

fa
c
to

rs
 a

ss
o
c
ia

te
d 

w
it
h
 c

h
an

ge
in

 s
le

e
p 

du
ra

ti
o
n
 a

m
o
n
g 

o
ld

e
r

ad
u
lt
s 

in
 t

h
e
 S

in
ga

po
re

 C
h
in

e
se

h
e
al

th
 s

tu
dy

J
 S

le
e
p 

R
e
s.

2
0
1
6
; 
2
5
: 
5
7
-
6
1

2
0

5
時

間
以

下
、

6
時

間
（
6
時

間
以

上
7
時

間
未

満
）
、

7
時

間
（
7
時

間
以

上
8
時

間
未

満
）
、

8
時

間
（
8
時

間
以

上
9
時

間
未

満
）
、

9
時

間
以

上

-
各

調
査

に
よ

る
脳

卒
中

の
発

症
及

び
脳

卒
中

に
よ

る
死

亡

2
0
1
6
年

1
月

ま
で

に
発

表
さ

れ
た

1
6
の

報
告

を
含

む
1
1
件

の
論

文
（
睡

眠
時

間
の

短
縮

と
脳

卒
中

の
発

症
に

関
し

て
1
1
件

、
脳

卒
中

の
死

亡
に

関
し

て
7
件

の
報

告
）

シ
ス

テ
マ

テ
ィ

ッ
ク

レ
ビ

ュ
ー

、
メ

タ
ア

ナ
リ

シ
ス

-

脳
卒

中
の

発
症

リ
ス

ク
は

、
対

照
群

の
睡

眠
時

間
7
時

間
と

比
較

し
て

、
睡

眠
時

間
が

1
時

間
長

く
な

る
ご

と
に

、
あ

る
い

は
1
時

間
短

く
な

る
ご

と
に

、
相

対
リ

ス
ク

が
有

意
に

増
加

し
た

（
R

R
1
.1

7
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

4
-
1
.2

0
；
 R

R
 1

.0
7
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

2
-
1
.1

2
）
。

睡
眠

時
間

と
脳

卒
中

発
症

率
と

の
間

に
は

概
し

て
J
字

型
の

関
連

が
み

ら
れ

た
。

脳
卒

中
に

よ
る

死
亡

率
に

関
し

て
は

、
1
日

あ
た

り
7
時

間
の

睡
眠

時
間

と
比

較
し

て
、

睡
眠

時
間

が
1
時

間
長

く
な

る
ご

と
に

リ
ス

ク
が

有
意

に
増

加
し

た
（
R

R
 1

.1
7
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

3
-
1
.2

0
）
。

1
時

間
短

く
な

る
ご

と
に

リ
ス

ク
が

増
加

し
た

が
、

有
意

差
は

認
め

ら
れ

な
か

っ
た

（
R

R
 1

.0
5
、

9
5
%
C

I: 
0
.9

9
-
1
.1

1
）
。

J
字

型
の

関
連

あ
り 脳

卒
中

の
発

症
あ

り

L
i 
W

, 
e
t

al

S
le

e
p 

du
ra

ti
o
n
 a

n
d 

ri
sk

 o
f

st
ro

ke
 e

ve
n
ts

 a
n
d 

st
ro

ke
m

o
rt

al
it
y:

 A
 s

ys
te

m
at

ic
 r

e
vi

e
w

an
d 

m
e
ta

-
an

al
ys

is
 o

f
pr

o
sp

e
c
ti
ve

 c
o
h
o
rt

 s
tu

di
e
s

In
t 

J
 C

ar
di

o
l.

2
0
1
6
; 
1
5
: 
8
7
0
-

8
7
6

文
献

2
4

2
1

4
-
5
、

6
、

7
、

8
、

9
、

1
0
時

間
以

上

過
去

２
年

間
の

毎
日

の
睡

眠
時

間
（
昼

寝
含

ま
な

い
）

追
跡

期
間

の
中

央
値

は
女

性
で

7
.1

2
年

、
男

性
で

6
.0

7
年

心
血

管
疾

患
、

脳
血

管
疾

患
、

糖
尿

病
、

が
ん

中
国

上
海

に
住

む
4
0
-
7
4
歳

の
中

国
人

成
人

（
女

性
7
4
,9

4
1

人
、

男
性

6
1
,4

8
0
人

）
の

う
ち

、
1
1
3
,1

3
8
人

コ
ホ

ー
ト

研
究

年
齢

、
学

歴
、

所
得

、
喫

煙
状

況
、

飲
酒

量
、

身
体

活
動

量
、

夜
間

勤
務

の
有

無
、

茶
の

摂
取

量

男
女

と
も

に
、

心
血

管
疾

患
（
傾

向
P
値

：
女

性
<
0
.0

0
1
、

男
性

=
0
.2

0
4
6
）
、

脳
血

管
疾

患
（
傾

向
P
値

：
女

性
=
0
.0

2
8
3
、

男
性

=
0
.7

8
9
0
）
を

含
む

疾
患

固
有

の
死

亡
率

の
関

連
も

、
一

般
に

同
じ

J
字

型
の

パ
タ

ー
ン

に
従

っ
て

い
た

が
、

女
性

で
は

こ
の

関
連

が
有

意
で

あ
っ

た
一

方
、

男
性

で
は

有
意

な
関

連
で

は
な

か
っ

た
。

【
男

性
】

な
し

【
女

性
】

J
字

型
の

関
連

あ
り

C
ai

 H
, 
e
t

al

S
le

e
p 

du
ra

ti
o
n
 a

n
d 

m
o
rt

al
it
y:

 a
pr

o
sp

e
c
ti
ve

 s
tu

dy
 o

f 
1
1
3
 1

3
8

m
id

dl
e
-
ag

e
d 

an
d 

e
ld

e
rl
y

C
h
in

e
se

 m
e
n
 a

n
d 

w
o
m

e
n

S
le

e
p.

 2
0
1
5
; 
3
8
:

5
2
9
-
5
3
6

11
3

-419-



１
　

睡
眠

時
間

と
脳

・
心

臓
疾

患
の

発
症

等
に

関
す

る
文

献
（
疫

学
調

査
）
　

（
２

）
心

臓
疾

患
に

関
す

る
も

の
（
5
5
文

献
）

時
間

調
査

期
間

(発
病

前
)

観
察

期
間

疾
病

調
査

対
象

調
査

方
法

調
整

因
子

結
果

有
意

性
著

者
名

タ
イ

ト
ル

書
誌

情
報

1

5
時

間
以

下
、

6
-
8
時

間
、

9
時

間
以

上
週

あ
た

り
の

睡
眠

時
間

5
時

間
以

下
の

日
数

は
、

0
日

、
1
日

、
2
日

以
上

過
去

1
年

間
及

び
過

去
1
か

月
間

の
睡

眠
時

間

1
9
9
6
年

9
月

か
ら

1
9
9
8
年

9
月

急
性

心
筋

梗
塞

の
発

症

1
9
9
6
-
1
9
9
8
年

の
間

に
急

性
心

筋
梗

塞
を

発
症

し
て

入
院

し
た

男
性

労
働

者
（
4
0
-
7
9
歳

）
2
6
0
人

症
例

対
照

研
究

解
析

モ
デ

ル
：
高

血
圧

、
糖

尿
病

、
高

脂
血

症
、

過
体

重
、

喫
煙

、
ア

ル
コ

ー
ル

摂
取

、
両

親
の

既
往

歴
（
狭

心
症

及
び

心
筋

梗
塞

）
、

職
種

（
ホ

ワ
イ

ト
カ

ラ
ー

ま
た

は
ブ

ル
ー

カ
ラ

ー
）
、

労
働

の
運

動
量

過
去

1
年

間
に

お
け

る
勤

務
日

の
睡

眠
時

間
5
時

間
以

下
の

群
、

及
び

睡
眠

時
間

5
時

間
未

満
が

週
2
日

以
上

の
群

に
お

い
て

、
そ

れ
ぞ

れ
O

R
2
.5

、
9
5
%
C

I: 
1
.1

-
5
.3

；
O

R
2
.1

、
9
5
%
C

I:
0
.9

-
4
.6

。
過

去
1
か

月
間

に
つ

い
て

は
、

睡
眠

時
間

5
時

間
未

満
の

日
が

2
日

以
上

の
群

の
オ

ッ
ズ

比
（
O

R
3
.6

、
9
5
%
C

I: 
1
.9

-
6
.9

）
が

有
意

に
高

か
っ

た
。

5
時

間
以

下
あ

り
L
iu

 Y
 &

T
an

ak
a 

H

O
ve

rt
im

e
 w

o
rk

, 
in

su
ff

ic
ie

n
t

sl
e
e
p,

 a
n
d 

ri
sk

 o
f 

n
o
n
-
fa

ta
l

ac
u
te

 m
yo

c
ar

di
al

 i
n
fa

rc
ti
o
n
 i
n

J
ap

an
e
se

 m
e
n

O
c
c
u
p 

E
n
vi

ro
n

M
e
d.

 2
0
0
2
; 
5
9
:

4
4
7
-
4
5
1

2
5
時

間
、

6
時

間
、

7
時

間
、

8
時

間
、

9
時

間
、

1
0
時

間
、

1
1
/
1
2
時

間

通
常

の
平

均
睡

眠
時

間
1
9
9
7
年

1
0
月

か
ら

2
0
0
1
年

5
月

ま
で

ア
テ

ロ
ー

ム
性

動
脈

硬
化

の
リ

ス
ク

因
子

で
あ

る
頸

動
脈

内
膜

中
膜

厚
の

肥
大

ド
イ

ツ
北

東
沿

岸
部

の
一

般
集

団
を

対
象

と
し

た
参

加
者

2
,4

3
7
人

(4
5
-
8
1
歳

)
横

断
研

究

年
齢

・
性

別
調

整
モ

デ
ル

の
ほ

か
モ

デ
ル

1
(生

活
様

式
)：

喫
煙

状
況

、
ア

ル
コ

ー
ル

摂
取

、
身

体
的

活
動

、
シ

フ
ト

勤
務

モ
デ

ル
2
(社

会
経

済
的

)：
家

庭
の

月
間

収
入

、
婚

姻
歴

、
学

歴
、

職
業

モ
デ

ル
3
(生

化
学

)：
B

M
I、

総
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

/
H

D
L
、

糖
尿

病
、

心
筋

梗
塞

、
高

血
圧

フ
ル

モ
デ

ル
：
モ

デ
ル

1
か

ら
モ

デ
ル

3
ま

で
の

因
子

す
べ

て

フ
ル

モ
デ

ル
に

よ
る

解
析

の
結

果
、

睡
眠

時
間

ご
と

の
推

定
値

は
、

睡
眠

時
間

5
時

間
0
.0

3
8
(9

5
%
C

I: 
0
.0

0
2
-
0
.0

7
4
)、

6
時

間
0
.0

0
7
(9

5
%
C

I: 
-
0
.0

1
2
-
0
.0

2
7
)、

7
時

間
0
.0

0
1
(9

5
%
C

I: 
-

0
.0

1
5
-
0
.0

1
8
)、

9
時

間
0
.0

2
2
(9

5
%
C

I: 
0
.0

0
0
-
0
.0

4
5
)、

1
0
時

間
0
.0

4
3
(9

5
%
C

I: 
0
.0

1
5
-
0
.0

7
0
)、

1
1
/
1
2
時

間
0
.0

6
5
(9

5
%
C

I:
0
.0

1
7
-
0
.1

1
3
)で

あ
っ

た
。

す
べ

て
の

モ
デ

ル
を

用
い

た
解

析
の

結
果

、
1
1
/
1
2
時

間
で

は
頸

動
脈

内
膜

中
膜

厚
が

有
意

に
大

き
い

と
示

さ
れ

た
。

5
時

間
あ

り
、

9
時

間
以

上
あ

り
W

o
lf
f 

B
,

e
t 

al

R
e
la

ti
o
n
 o

f 
se

lf
-
re

po
rt

e
d 

sl
e
e
p

du
ra

ti
o
n
 w

it
h
 c

ar
o
ti
d 

in
ti
m

a-
m

e
di

a 
th

ic
kn

e
ss

 i
n
 a

 g
e
n
e
ra

l
po

pu
la

ti
o
n
 s

am
pl

e

A
th

e
ro

sc
le

ro
si

s
. 
2
0
0
8
; 
1
9
6
:

7
2
7
-
7
3
2

3
5
時

間
未

満
、

5
-
6
時

間
、

7
-
8
時

間
、

9
時

間
以

上

過
去

1
0
年

間
の

通
常

の
睡

眠
時

間

1
9
9
5
年

-
1
9
9
6
年

か
ら

2
0
1
1
年

末
ま

で
（
平

均
1
4
年

間
）

心
血

管
疾

患
及

び
が

ん
に

よ
る

死
亡

心
血

管
疾

患
、

が
ん

、
呼

吸
器

疾
患

を
有

さ
な

い
米

国
の

5
1
-

7
2
歳

の
男

女
2
3
9
,8

9
6
人

コ
ホ

ー
ト

研
究

調
整

モ
デ

ル
は

、
性

別
、

年
齢

、
人

種
、

婚
姻

歴
、

学
歴

、
自

己
申

告
に

よ
る

健
康

状
態

、
喫

煙
状

況
、

喫
煙

量
、

禁
煙

後
の

年
月

（
0
を

含
む

）
、

ア
ル

コ
ー

ル
摂

取
（
F
u
ll 

m
o
de

lは
身

体
活

動
（
M

V
P
A

）
、

テ
レ

ビ
の

視
聴

、
B

M
Iを

そ
れ

ぞ
れ

追
加

）

F
u
ll 

m
o
de

lに
よ

る
解

析
の

結
果

、
心

血
管

疾
患

に
よ

る
死

亡
率

の
H

R
は

5
時

間
未

満
の

群
で

1
.2

5
（
9
5
%
C

I: 
1
.1

3
-
1
.3

8
）
、

9
時

間
以

上
の

群
で

1
.0

7
（
9
5
%
C

I: 
0
.9

7
-
1
.1

7
）
で

あ
っ

た
。

5
時

間
未

満
あ

り
9
時

間
以

上
な

し
X
ia

o
 Q

,
e
t 

al

S
le

e
p 

du
ra

ti
o
n
 a

n
d 

to
ta

l 
an

d
c
au

se
-
sp

e
c
if
ic

 m
o
rt

al
it
y 

in
 a

la
rg

e
 u

s 
c
o
h
o
rt

:
in

te
rr

e
la

ti
o
n
sh

ip
s 

w
it
h

ph
ys

ic
al

ac
ti
vi

ty
, 
se

de
n
ta

ry
be

h
av

io
r,
 a

n
d 

bo
dy

 m
as

s 
in

de
x

A
m

 J
 E

pi
de

m
io

l.
2
0
1
4
; 
1
8
0
: 
9
9
7
-

1
0
0
6

4
5
時

間
以

下
、

6
、

7
-
8
、

9
、

1
0
時

間
以

上

過
去

4
週

間
の

典
型

的
な

睡
眠

時
間

平
均

追
跡

期
間

は
1
0
.3

年
冠

動
脈

性
心

疾
患

及
び

心
血

管
疾

患
8
6
,3

2
9
人

（
5
0
-
7
9
歳

）
前

向
き

コ
ホ

ー
ト

研
究

年
齢

、
人

種
、

教
育

、
収

入
、

喫
煙

、
B

M
I、

身
体

活
動

、
ア

ル
コ

ー
ル

摂
取

、
う

つ
病

、
糖

尿
病

、
高

血
圧

、
高

脂
血

症
、

併
存

疾
患

短
時

間
（
5
時

間
以

下
）
及

び
長

時
間

（
1
0
時

間
以

上
）
の

睡
眠

時
間

は
、

年
齢

調
整

、
人

種
調

整
モ

デ
ル

で
冠

動
脈

性
心

疾
患

及
び

心
血

管
疾

患
発

症
率

の
増

加
が

見
ら

れ
た

が
、

完
全

調
整

モ
デ

ル
で

は
有

意
で

は
な

か
っ

た
。

6
時

間
睡

眠
、

9
時

間
睡

眠
で

は
有

意
な

関
連

は
み

ら
れ

な
か

っ
た

。

5
時

間
以

下
、

1
0

時
間

以
上

あ
り

（
年

齢
調

整
及

び
人

種
調

整
モ

デ
ル

）

S
an

ds
-

L
in

c
o
ln

 M
,e

t 
al

S
le

e
p 

du
ra

ti
o
n
, 
in

so
m

n
ia

, 
an

d
c
o
ro

n
ar

y 
h
e
ar

t 
di

se
as

e
 a

m
o
n
g

po
st

m
e
n
o
pa

u
sa

l 
w

o
m

e
n
 i
n
 t

h
e

w
o
m

e
n
's

 h
e
al

th
 i
n
it
ia

ti
ve

J
 W

o
m

e
n
s

H
e
al

th
(L

ar
c
h
an

t)
.

2
0
1
3
; 
2
2
: 
4
7
7
-

4
8
6

5
5
時

間
以

下
、

6
時

間
、

7
時

間
、

8
時

間
、

9
時

間
以

上
過

去
1
年

間
の

平
均

睡
眠

時
間

1
9
9
3
年

-
2
0
0
6
年

ま
で

冠
動

脈
性

心
疾

患
に

よ
る

死
亡

1
9
9
3
-
1
9
9
8
年

に
コ

ホ
ー

ト
に

登
録

さ
れ

た
シ

ン
ガ

ポ
ー

ル
の

中
国

人
成

人
の

う
ち

、
冠

状
動

脈
性

心
疾

患
の

既
往

の
な

い
4
5
-
7
4
歳

の
5
8
,0

4
4
人

（
女

性
5
8
.9

5
%
）

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究

年
齢

、
性

別
多

変
量

調
整

モ
デ

ル
：
年

齢
、

性
別

に
加

え
て

、
方

言
グ

ル
ー

プ
（
広

東
語

、
福

建
語

）
、

学
歴

、
リ

ク
ル

ー
ト

年
、

B
M

I、
喫

煙
習

慣
、

ア
ル

コ
ー

ル
摂

取
量

、
中

程
度

の
身

体
活

動
の

頻
度

、
総

エ
ネ

ル
ギ

ー
摂

取
量

、
果

物
、

野
菜

、
食

物
繊

維
、

総
脂

肪
及

び
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

の
摂

取
量

、
ビ

タ
ミ

ン
/
ミ

ネ
ラ

ル
サ

プ
リ

メ
ン

ト
の

使
用

有
無

、
閉

経
状

態
及

び
閉

経
後

ホ
ル

モ
ン

補
充

療
法

の
使

用
経

験

多
変

量
調

整
モ

デ
ル

に
よ

る
解

析
の

結
果

、
対

照
群

と
比

較
し

て
、

短
い

睡
眠

時
間

（
5
時

間
以

下
）
と

長
い

睡
眠

時
間

（
9
時

間
以

上
）
の

両
方

が
、

冠
状

動
脈

性
心

疾
患

に
よ

る
死

亡
率

と
関

連
し

て
い

た
（
そ

れ
ぞ

れ
H

R
1
.5

7
、

9
5
%
C

I: 
1
.3

2
-
1
.8

8
、

H
R

1
.7

9
、

9
5
%
C

I: 
1
.4

8
-
2
.1

7
）
。

性
別

と
B

M
Iに

よ
る

サ
ブ

グ
ル

ー
プ

解
析

に
お

い
て

も
、

同
様

の
結

果
が

得
ら

れ
た

。

5
時

間
以

下
あ

り
9
時

間
以

上
あ

り
S
h
an

ka
r

A
, 
e
t 

al

S
le

e
p 

du
ra

ti
o
n
 a

n
d 

c
o
ro

n
ar

y
h
e
ar

t 
di

se
as

e
 m

o
rt

al
it
y 

am
o
n
g

c
h
in

e
se

 a
du

lt
s 

in
 s

in
ga

po
re

: 
A

po
pu

la
ti
o
n
-
ba

se
d 

c
o
h
o
rt

 s
tu

dy

A
m

 J
 E

pi
de

m
io

l.
2
0
0
8
; 
1
6
8
:

1
3
6
7
-
1
3
7
3

6
5
時

間
未

満
、

6
、

7
、

8
時

間
、

9
時

間
以

上
毎

日
の

睡
眠

時
間

追
跡

期
間

は
1
0
年

冠
動

脈
性

心
疾

患
発

症

米
国

の
N

u
rs

e
s’

 H
e
al

th
S
tu

dy
に

登
録

さ
れ

た
4
5
-
6
5

歳
の

女
性

7
1
,6

1
7
人

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究

年
齢

、
シ

フ
ト

勤
務

の
有

無
、

高
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

血
症

、
B

M
I、

身
体

活
動

レ
ベ

ル
、

ア
ル

コ
ー

ル
摂

取
、

う
つ

、
ア

ス
ピ

リ
ン

の
使

用
、

閉
経

後
の

ホ
ル

モ
ン

使
用

、
心

筋
梗

塞
の

家
族

歴

短
い

睡
眠

時
間

（
5
時

間
未

満
）
は

冠
動

脈
性

心
疾

患
発

症
の

リ
ス

ク
増

加
と

関
連

し
て

い
た

（
H

R
1
.4

5
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

0
-

1
.9

2
）
。

糖
尿

と
高

血
圧

を
調

整
す

る
と

H
R

1
.3

9
（
1
.0

5
-
1
.8

4
）

だ
が

、
6
時

間
睡

眠
、

7
時

間
睡

眠
で

は
有

意
で

は
な

か
っ

た
。

9
時

間
以

上
の

睡
眠

で
も

有
意

な
関

連
が

見
ら

れ
た

（
H

R
1
.3

8
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

3
-
1
.8

6
）
。

糖
尿

と
高

血
圧

調
整

後
は

H
R

1
.3

7
（
1
.0

2
-
1
.8

5
）
で

あ
っ

た
。

5
時

間
未

満
あ

り
9
時

間
以

上
あ

り
A

ya
s 

N
T
,

e
t 

al

A
 p

ro
sp

e
c
ti
ve

 s
tu

dy
 o

f 
sl

e
e
p

du
ra

ti
o
n
 a

n
d 

c
o
ro

n
ar

y 
h
e
ar

t
di

se
as

e
 i
n
 w

o
m

e
n

A
rc

h
 I
n
te

rn
M

e
d.

 2
0
0
3
; 
1
6
3
:

2
0
5
-
2
0
9

7

短
時

間
睡

眠
（
5
-
6
時

間
未

満
）

長
時

間
睡

眠
（
8
-
9
時

間
以

上
）

-
追

跡
期

間
6
.9

年
-
2
5

年

冠
動

脈
性

心
疾

患
（
C

H
D

）
、

脳
卒

中
、

全
心

血
管

疾
患

（
C

V
D

）

1
5
の

研
究

（
日

本
、

ア
メ

リ
カ

、
ヨ

ー
ロ

ッ
パ

等
の

2
4
の

コ
ホ

ー
ト

）
の

4
7
4
,6

8
4
人

の
男

女
。

発
症

例
1
6
,0

6
7
人

（
冠

動
脈

性
心

疾
患

4
,1

6
9
人

、
脳

卒
中

3
,4

7
8

人
、

心
血

管
疾

患
8
,4

2
0
人

）

シ
ス

テ
マ

テ
ィ

ッ
ク

レ
ビ

ュ
ー

、
メ

タ
ア

ナ
リ

シ
ス

-

短
時

間
睡

眠
（
5
-
6
時

間
以

下
）
は

C
H

D
（
相

対
危

険
度

1
.4

8
、

9
5
%
C

I: 
1
.2

2
-
1
.8

0
）
及

び
脳

卒
中

（
相

対
危

険
度

1
.1

5
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

0
-
1
.3

1
）
の

発
症

又
は

死
亡

と
有

意
な

関
連

が
見

ら
れ

た
が

、
C

V
D

と
は

関
連

が
見

ら
れ

な
か

っ
た

（
相

対
危

険
度

1
.0

3
、

9
5
%
C

I: 
0
.9

3
-
1
.1

5
）
。

長
時

間
睡

眠
（
8
-
9
時

間
超

）
は

、
C

H
D

（
相

対
危

険
度

1
.3

8
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

5
-
1
.6

6
）
、

脳
卒

中
（
相

対
危

険
度

1
.6

5
、

9
5
%
C

I:
4
.4

5
-
4
.8

7
）
、

C
V

D
（
相

対
危

険
度

1
.4

1
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

9
-
1
.6

8
）

全
て

の
リ

ス
ク

を
有

意
に

増
加

さ
せ

た
。

短
時

間
睡

眠
（
5
-

6
時

間
以

下
）
あ

り
（
Ｃ

Ｈ
Ｄ

）
長

時
間

睡
眠

あ
り

（
Ｃ

Ｈ
Ｄ

、
Ｃ

Ｖ
Ｄ

）

C
ap

pu
c
c
i

o
 F

P
, 
e
t

al

S
le

e
p 

du
ra

ti
o
n
 p

re
di

c
ts

c
ar

di
o
va

sc
u
la

r 
o
u
tc

o
m

e
s 

: 
A

sy
st

e
m

at
ic

 r
e
vi

e
w

 a
n
d 

m
e
ta

-
an

al
ys

is
 o

f 
pr

o
sp

e
c
ti
ve

 c
o
h
o
rt

st
u
di

e
s

E
u
r 

H
e
ar

t 
J
.

2
0
1
1
; 
3
2
: 
1
4
8
4
-

1
4
9
2

文
献

2
2

11
4

-420-



１
　

睡
眠

時
間

と
脳

・
心

臓
疾

患
の

発
症

等
に

関
す

る
文

献
（
疫

学
調

査
）
　

（
２

）
心

臓
疾

患
に

関
す

る
も

の
（
5
5
文

献
）

時
間

調
査

期
間

(発
病

前
)

観
察

期
間

疾
病

調
査

対
象

調
査

方
法

調
整

因
子

結
果

有
意

性
著

者
名

タ
イ

ト
ル

書
誌

情
報

8
各

調
査

の
定

義
-

2
0
1
3
年

1
0
月

、
2
0
1
4

年
1
0
月

と
2
0
1
6
年

5
月

糖
尿

病
、

高
血

圧
、

心
血

管
疾

患
、

脳
血

管
疾

患
、

冠
動

脈
性

心
疾

患
、

肥
満

、
う

つ
状

態

5
,1

7
2
,7

1
0
人

の
参

加
者

を
含

む
1
5
3
の

研
究

（
死

亡
3
6
、

心
血

管
疾

患
2
4
、

冠
動

脈
性

心
疾

患
1
9
の

研
究

）

シ
ス

テ
マ

テ
ィ

ッ
ク

レ
ビ

ュ
ー

-

メ
タ

回
帰

分
析

に
よ

り
、

統
計

的
に

有
意

な
死

亡
率

の
増

加
と

6
時

間
未

満
の

睡
眠

時
間

と
の

間
に

線
形

の
関

連
性

が
見

ら
れ

た
。

短
い

睡
眠

時
間

は
、

死
亡

率
の

増
加

と
有

意
に

関
連

し
て

い
た

（
R

R
 1

.1
2
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

8
-
1
.1

6
）
。

ま
た

、
心

血
管

疾
患

（
R

R
1
.1

6
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

0
-
1
.2

3
）
、

冠
動

脈
性

心
疾

患
（
R

R
1
.2

6
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

5
-
1
.3

8
）
と

も
有

意
に

関
連

し
て

い
た

。

6
時

間
未

満
あ

り
（
死

亡
率

）
短

い
睡

眠
あ

り
（
心

血
管

疾
患

、
冠

動
脈

性
心

疾
患

）

It
an

i 
O

,
e
t 

al

S
h
o
rt

 s
le

e
p 

du
ra

ti
o
n
 a

n
d 

h
e
al

th
o
u
tc

o
m

e
s:

 a
 s

ys
te

m
at

ic
 r

e
vi

e
w

,
m

e
ta

-
an

al
ys

is
, 
an

d 
m

e
ta

-
re

gr
e
ss

io
n

S
le

e
p 

M
e
d.

2
0
1
7
; 
3
2
: 
2
4
6
-

2
5
6

文
献

2
6

9
短

時
間

（
6
時

間
以

下
）
、

適
切

（
7
-
9
時

間
）
、

長
時

間
睡

眠
（
1
0
時

間
以

上
）

平
均

睡
眠

時
間

2
0
1
0
年

慢
性

疾
患

（
冠

動
脈

性
心

疾
患

、
脳

血
管

疾
患

、
糖

尿
病

）

米
国

の
1
4
の

州
の

う
ち

、
4
5
歳

以
上

の
成

人
5
4
,2

6
9
人

（
対

象
の

3
3
.1

%
が

6
5
歳

以
上

、
5
2
.8

%
が

女
性

、
非

ヒ
ス

パ
ニ

ッ
ク

系
白

人
7
6
.5

%
、

非
ヒ

ス
パ

ニ
ッ

ク
系

黒
人

5
.7

%
、

ヒ
ス

パ
ニ

ッ
ク

系
1
0
.2

%
）

横
断

研
究

モ
デ

ル
1
：
未

調
整

モ
デ

ル
2
：
性

別
、

年
齢

、
人

種
及

び
民

族
、

教
育

歴
モ

デ
ル

3
：
モ

デ
ル

2
の

因
子

＋
肥

満
モ

デ
ル

4
：
モ

デ
ル

2
の

因
子

＋
精

神
的

苦
痛

モ
デ

ル
2
の

解
析

の
結

果
、

6
時

間
以

下
、

1
0
時

間
以

上
の

い
ず

れ
の

睡
眠

時
間

も
、

冠
動

脈
性

心
疾

患
（
O

R
1
.4

5
、

9
5
%
C

I:
1
.2

9
-
1
.6

3
；
O

R
1
.9

2
、

9
5
%
C

I: 
1
.5

2
-
2
.4

3
）
、

脳
血

管
疾

患
（
O

R
1
.3

4
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

4
-
1
.5

9
；
O

R
2
.4

7
、

9
5
%
C

I: 
1
.8

9
-

3
.2

2
）
、

糖
尿

病
（
O

R
1
.3

4
、

9
5
%
C

I: 
1
.2

0
-
1
.4

9
；
O

R
1
.9

6
、

9
5
%
C

I: 
1
.6

0
-
2
.3

9
）
の

リ
ス

ク
増

加
と

有
意

に
関

連
し

て
い

た
。

6
時

間
以

下
、

1
0

時
間

以
上

あ
り

L
iu

 Y
, 
e
t

al

S
le

e
p 

du
ra

ti
o
n
 a

n
d 

c
h
ro

n
ic

di
se

as
e
s 

am
o
n
g 

U
.S

. 
ad

u
lt
s 

ag
e

4
5
 y

e
ar

s 
an

d 
o
ld

e
r:
 e

vi
de

n
c
e

fr
o
m

 t
h
e
 2

0
1
0
 B

e
h
av

io
ra

l 
R

is
k

F
ac

to
r 

S
u
rv

e
ill

an
c
e
 S

ys
te

m

S
le

e
p.

 2
0
1
3
; 
3
6
:

1
4
2
1
-
1
4
2
7

1
0

6
時

間
未

満
、

6
時

間
以

上
7
時

間
未

満
、

7
時

間
以

上
8
時

間
未

満
、

8
時

間
以

上
9
時

間
未

満
、

9
時

間
以

上

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

の
睡

眠
時

間
（
自

己
申

告
）

2
0
0
7
年

ま
で

(平
均

追
跡

期
間

は
7
.8

年
)

慢
性

疾
患

（
糖

尿
病

、
心

筋
梗

塞
、

脳
血

管
疾

患
）

2
3
,6

2
0
人

（
平

均
年

齢
4
8
.8

-
5
3
.9

歳
、

女
性

5
7
.9

-
6
5
.9

%
）

コ
ホ

ー
ト

研
究

年
齢

、
性

別
、

社
会

経
済

的
要

因
、

睡
眠

障
害

の
有

無
、

飲
料

か
ら

の
ア

ル
コ

ー
ル

摂
取

量
、

喫
煙

状
態

、
身

体
活

動
量

、
雇

用
状

況
、

教
育

レ
ベ

ル
、

B
M

I、
ウ

エ
ス

ト
ヒ

ッ
プ

比
、

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

で
の

高
血

圧
有

無
及

び
高

血
中

脂
質

の
既

往
、

カ
フ

ェ
イ

ン
入

り
飲

料
の

摂
取

量
、

生
活

へ
の

満
足

度
、

健
康

へ
の

満
足

度
、

抗
う

つ
剤

の
摂

取
有

無

6
時

間
未

満
の

群
で

は
、

脳
血

管
疾

患
（
H

R
2
.0

6
、

9
5
%
C

I:
1
.1

8
-
3
.5

9
）
、

慢
性

疾
患

全
体

（
糖

尿
病

、
心

筋
梗

塞
、

脳
血

管
疾

患
の

い
ず

れ
か

）
（
H

R
1
.3

1
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

0
-
1
.5

5
）
の

リ
ス

ク
が

有
意

に
増

加
し

た
。

そ
れ

以
外

の
睡

眠
時

間
で

は
、

有
意

な
関

連
は

見
ら

れ
な

か
っ

た
。

6
時

間
未

満
あ

り
（
慢

性
疾

患
全

体
）

そ
れ

以
外

の
睡

眠
時

間
な

し

vo
n

R
u
e
st

e
n

A
, 
e
t 

al

A
ss

o
c
ia

ti
o
n
 o

f 
sl

e
e
p 

du
ra

ti
o
n

w
it
h
 c

h
ro

n
ic

 d
is

e
as

e
s 

in
 t

h
e

E
u
ro

pe
an

 P
ro

sp
e
c
ti
ve

In
ve

st
ig

at
io

n
 i
n
to

 C
an

c
e
r 

an
d

N
u
tr

it
io

n
 (

E
P
IC

)-
P
o
ts

da
m

 s
tu

dy

P
L
o
s 

O
n
e
.

2
0
1
2
; 
7
: 
e
3
0
9
7
2

1
1

6
時

間
未

満
、

6
-
6
.9

、
7
-

7
.9

及
び

8
時

間
以

上
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
の

睡
眠

時
間

1
9
9
4
年

か
ら

2
0
0
7
年

ま
で

の
1
4
年

間

心
血

管
疾

患
、

冠
動

脈
性

心
疾

患
、

脳
血

管
疾

患
発

症

3
5
-
5
4
歳

の
富

山
県

の
軽

金
属

工
場

の
男

性
労

働
者

の
う

ち
2
,2

8
2
人

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究

モ
デ

ル
１

：
年

齢
モ

デ
ル

2
：
モ

デ
ル

1
の

因
子

＋
仕

事
の

種
類

、
労

働
時

間
、

精
神

的
負

荷
モ

デ
ル

3
：
モ

デ
ル

2
の

因
子

＋
B

M
I、

平
均

血
圧

、
H

bA
1
c
、

総
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

値
、

現
在

の
喫

煙
習

慣
、

飲
酒

習
慣

、
余

暇
の

身
体

活
動

、
及

び
高

血
圧

、
糖

尿
病

及
び

高
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

血
症

の
た

め
の

服
薬

状
況

6
時

間
未

満
の

睡
眠

は
、

心
血

管
疾

患
（
H

R
3
.4

9
、

9
5
%
C

I:
1
.3

0
-
9
.4

0
）
及

び
冠

動
脈

性
心

疾
患

（
H

R
4
.9

5
、

9
5
%
C

I: 
1
.3

1
-

1
8
.7

3
）
の

発
症

リ
ス

ク
の

増
加

と
関

連
し

て
い

た
。

6
時

間
未

満
あ

り
H

am
az

ak
i

Y
, 
e
t 

al

T
h
e
 e

ff
e
c
ts

 o
f 

sl
e
e
p 

du
ra

ti
o
n

o
n
 t

h
e
 i
n
c
id

e
n
c
e
 o

f
c
ar

di
o
va

sc
u
la

r 
e
ve

n
ts

 a
m

o
n
g

m
id

dl
e
ag

e
d 

m
al

e
 w

o
rk

e
rs

 i
n

ja
pa

n

S
c
an

d 
J
 W

o
rk

E
n
vi

ro
n
 H

e
al

th
.

2
0
1
1
; 
3
7
: 
4
1
1
-

4
1
7

1
2

1
日

あ
た

り
6
時

間
未

満
、

6
-
8
時

間
、

8
時

間
超

発
症

前
1
週

間
の

平
均

睡
眠

時
間

2
0
0
8
年

1
月

か
ら

2
0
1
1
年

1
1
月

の
間

急
性

心
筋

梗
塞

ま
た

は
重

度
の

冠
状

動
脈

性
心

疾
患

の
発

症

台
湾

に
お

い
て

、
急

性
心

筋
梗

塞
ま

た
は

重
度

の
冠

状
動

脈
性

心
疾

患
と

診
断

さ
れ

た
2
3
歳

か
ら

6
0
歳

未
満

の
男

性
3
2
2
人

（
急

性
心

筋
梗

塞
1
3
4
人

、
重

度
の

冠
状

動
脈

性
心

疾
患

1
8
8
人

）
と

、
対

照
と

し
て

全
国

調
査

か
ら

選
ば

れ
た

男
性

6
4
4

人

症
例

対
照

研
究

年
齢

と
学

歴
睡

眠
時

間
が

6
時

間
未

満
の

場
合

、
対

照
群

の
6
-
9
時

間
と

比
較

し
て

、
冠

状
動

脈
性

心
疾

患
の

リ
ス

ク
が

増
加

す
る

こ
と

が
認

め
ら

れ
た

（
O

R
3
.0

、
9
5
%
C

I: 
2
.3

-
3
.9

）
。

6
時

間
未

満
あ

り
（
冠

状
動

脈
性

心
疾

患
）

C
h
e
n
g 

Y
,

e
t 

al

W
o
rk

in
g 

h
o
u
rs

, 
sl

e
e
p 

du
ra

ti
o
n

an
d 

th
e
 r

is
k 

o
f 

ac
u
te

 c
o
ro

n
ar

y
h
e
ar

t 
di

se
as

e
: 
a 

c
as

e
-
c
o
n
tr

o
l

st
u
dy

 o
f 

m
id

dl
e
-
ag

e
d 

m
e
n
 i
n

T
ai

w
an

In
t 

J
 C

ar
di

o
l.

2
0
1
4
; 
1
7
1
: 
4
1
9
-

4
2
2

1
3

6
時

間
未

満
、

6
-
7
時

間
、

8
時

間
以

上
睡

眠
時

間
を

申
告

1
9
7
0
年

-
1
9
7
1
年

か
ら

追
跡

3
0
年

間

虚
血

性
心

疾
患

に
よ

る
死

亡
（
IC

D
-
8
の

4
1
0
-
4
1
4
、

IC
D

-
1
0

の
I2

0
-
I2

5
）

コ
ペ

ン
ハ

ー
ゲ

ン
の

男
性

の
う

ち
、

心
血

管
疾

患
の

既
往

が
あ

る
男

性
を

除
外

し
た

5
,2

4
9
人

（
4
0
〜

5
9
歳

）

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究

年
齢

、
ラ

イ
フ

ス
タ

イ
ル

要
因

（
ア

ル
コ

ー
ル

摂
取

、
喫

煙
、

余
暇

の
身

体
活

動
）
、

臨
床

、
健

康
関

連
要

因
（
B

M
I,、

収
縮

期
血

圧
、

拡
張

期
血

圧
、

糖
尿

病
、

高
血

圧
、

体
力

）
、

社
会

階
級

を
段

階
的

に
追

加

6
時

間
未

満
の

睡
眠

は
、

虚
血

性
心

疾
患

の
死

亡
リ

ス
ク

の
増

加
と

は
関

連
し

て
い

た
（
H

R
1
.4

6
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

7
-
2
.0

0
）
が

、
総

死
亡

率
と

は
関

連
が

見
ら

れ
な

か
っ

た
（
H

R
1
.0

6
、

9
5
%
C

I:
0
.9

0
-
1
.2

5
）
。

8
時

間
以

上
の

虚
血

性
心

疾
患

、
全

死
亡

の
H

R
は

、
そ

れ
ぞ

れ
1
.2

0
（
9
5
%
C

I: 
0
.9

7
-
1
.4

9
）
、

0
.9

9
（
9
5
%
C

I:
0
.8

4
-
1
.0

9
）
で

あ
っ

た
。

6
時

間
未

満
あ

り
（
虚

血
性

心
疾

患
）

8
時

間
以

上
な

し

G
ar

de
A

H
, 
e
t 

al

S
le

e
pd

u
ra

ti
o
n
 a

n
d 

is
c
h
e
m

ic
h
e
ar

t 
di

se
as

e
 a

n
d 

al
l-

c
au

se
m

o
rt

al
it
y:

 p
ro

sp
e
c
ti
ve

c
o
h
o
rt

st
u
dy

 o
n
 e

ff
e
c
ts

 o
f

tr
an

qu
ili

ze
rs

/
h
yp

n
o
ti
c
s 

an
d

pe
rc

e
iv

e
d 

st
re

ss

S
c
an

d 
J
 W

o
rk

E
n
vi

ro
n
 H

e
al

th
.

2
0
1
3
; 
3
9
: 
5
5
0
-

5
5
8

1
4

6
時

間
以

下
、

7
ま

た
は

8
時

間
、

9
時

間
以

上
通

常
の

睡
眠

時
間

1
0
-
1
5
年

（
平

均
1
1
.9

年
）

心
血

管
疾

患
及

び
冠

動
脈

疾
患

の
発

症

1
9
9
3
年

か
ら

1
9
9
7
年

の
間

に
オ

ラ
ン

ダ
の

3
つ

の
街

（
D

o
e
ti
n
c
h
e
m

、
M

aa
st

ri
c
h
t、

A
m

st
e
rd

am
）
で

ラ
ン

ダ
ム

に
リ

ク
ル

ー
ト

さ
れ

た
2
3
,0

3
3
人

の
う

ち
、

情
報

に
欠

損
が

あ
る

者
を

除
い

た
2
0
～

6
5
歳

平
均

4
1
.4

-
4
4
.3

歳
）
の

2
0
,4

3
2
人

（
男

性
9
,2

1
7
人

、
女

性
1
1
,2

1
5

人
）

コ
ホ

ー
ト

研
究

モ
デ

ル
1
：
年

齢
及

び
性

別
モ

デ
ル

2
：
モ

デ
ル

1
の

因
子

＋
喫

煙
状

況
、

ア
ル

コ
ー

ル
、

コ
ー

ヒ
ー

の
摂

取
モ

デ
ル

3
：
モ

デ
ル

2
の

因
子

＋
主

観
的

健
康

観
、

学
歴

モ
デ

ル
4
：
モ

デ
ル

3
の

因
子

＋
総

/
H

D
L
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

比
、

収
縮

期
血

圧
、

冠
動

脈
疾

患
に

対
す

る
服

薬
、

及
び

Ⅱ
型

糖
尿

病

モ
デ

ル
3
で

は
対

照
群

と
比

較
し

て
、

短
時

間
睡

眠
（
6
時

間
以

下
）
は

、
心

血
管

疾
患

の
リ

ス
ク

が
1
5
%
高

く
（
H

R
1
.1

5
、

9
5
%
C

I:
1
.0

0
-
1
.3

2
）
、

冠
動

脈
性

心
疾

患
の

リ
ス

ク
が

2
3
%
高

か
っ

た
（
H

R
1
.2

3
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

4
-
1
.4

5
）
。

9
時

間
以

上
で

は
、

心
血

管
疾

患
と

冠
動

脈
疾

患
の

い
ず

れ
と

も
有

意
な

関
連

は
見

ら
れ

な
か

っ
た

。

6
時

間
以

下
あ

り
9
時

間
以

上
な

し

H
o
e
ve

n
aa

r-
B

lo
m

M
P
, 
e
t 

al

S
le

e
p 

du
ra

ti
o
n
 a

n
d 

sl
e
e
p 

qu
al

it
y

in
 r

e
la

ti
o
n
 t

o
 1

2
-
ye

ar
c
ar

di
o
va

sc
u
la

r 
di

se
as

e
in

c
id

e
n
c
e
: 
th

e
 M

O
R

G
E
N

 s
tu

dy

S
le

e
p.

 2
0
1
1
; 
3
4
:

1
4
8
7
-
1
4
9
2

11
5

-421-



１
　

睡
眠

時
間

と
脳

・
心

臓
疾

患
の

発
症

等
に

関
す

る
文

献
（
疫

学
調

査
）
　

（
２

）
心

臓
疾

患
に

関
す

る
も

の
（
5
5
文

献
）

時
間

調
査

期
間

(発
病

前
)

観
察

期
間

疾
病

調
査

対
象

調
査

方
法

調
整

因
子

結
果

有
意

性
著

者
名

タ
イ

ト
ル

書
誌

情
報

1
5

6
時

間
以

下
、

7
-
8
時

間
、

及
び

9
時

間
以

上
平

均
睡

眠
時

間
1
9
7
1
年

か
ら

2
0
0
7
年

末

心
筋

梗
塞

の
発

生
や

冠
動

脈
性

心
疾

患
に

よ
る

死
亡

を
含

む
冠

動
脈

性
心

疾
患

の
発

症

3
0
歳

以
上

の
成

人
の

う
ち

、
冠

動
脈

性
心

疾
患

の
既

往
が

な
く
、

C
反

応
性

タ
ン

パ
ク

質
と

睡
眠

時
間

の
測

定
値

が
欠

落
し

て
い

な
い

3
,3

8
1
人

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究

モ
デ

ル
1
：
年

齢
と

性
別

モ
デ

ル
2
：
モ

デ
ル

1
の

因
子

＋
喫

煙
状

況
、

週
あ

た
り

の
ア

ル
コ

ー
ル

摂
取

量
、

収
縮

期
血

圧
、

総
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

値
、

B
M

I、
及

び
糖

尿
病

モ
デ

ル
3
：
モ

デ
ル

2
の

因
子

＋
C

反
応

性
タ

ン
パ

ク
質

モ
デ

ル
1
に

よ
る

解
析

の
結

果
、

6
時

間
以

下
の

睡
眠

は
冠

動
脈

性
心

疾
患

の
発

症
リ

ス
ク

増
加

と
関

連
し

て
い

た
（
H

R
1
.4

2
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

5
-
1
.7

6
）
が

、
9
時

間
以

上
の

睡
眠

で
は

有
意

な
関

連
は

見
ら

れ
な

か
っ

た
（
H

R
1
.2

3
、

9
5
%
C

I: 
0
.9

0
-

1
.7

0
）
。

モ
デ

ル
2
で

は
、

6
時

間
以

下
の

H
R

が
1
.3

5
（
9
5
%
C

I:
1
.0

9
-
1
.6

7
）
、

9
時

間
以

上
が

1
.1

4
（
9
5
%
C

I: 
0
.8

2
-
1
.5

8
）
、

モ
デ

ル
3
で

は
そ

れ
ぞ

れ
1
.2

9
（
9
5
%
C

I: 
1
.0

3
-
1
.6

1
）
、

1
.1

3
（
9
5
%
C

I: 
0
.8

1
-
1
.5

8
）
で

あ
っ

た
。

6
時

間
以

下
あ

り
9
時

間
以

上
な

し
L
iu

 J
, 
e
t

al

S
le

e
p 

du
ra

ti
o
n
, 
c
-
re

ac
ti
ve

pr
o
te

in
 a

n
d 

ri
sk

 o
f 

in
c
id

e
n
t

c
o
ro

n
ar

y 
h
e
ar

t 
di

se
as

e
-
re

su
lt
s

fr
o
m

 t
h
e
 f

ra
m

in
gh

am
 o

ff
sp

ri
n
g

st
u
dy

N
u
tr

 M
e
ta

b
C

ar
di

o
va

sc
 D

is
.

2
0
1
4
; 
2
4
: 
6
0
0
-

6
0
5

1
6

6
時

間
未

満
、

6
-
8
時

間
及

び
8
時

間
以

上
日

常
的

な
睡

眠
時

間
-

上
腕

足
首

脈
波

速
度

に
よ

っ
て

評
価

さ
れ

る
動

脈
硬

化

台
湾

の
地

方
病

院
の

医
療

従
事

者
5
7
6
人

（
平

均
4
3
歳

、
女

性
8
5
％

）
横

断
研

究

性
別

、
年

齢
、

医
療

従
事

者
、

労
働

時
間

、
仕

事
の

種
類

、
う

つ
病

、
肥

満
度

指
数

、
収

縮
期

及
び

拡
張

期
血

圧
、

空
腹

時
血

糖
値

及
び

コ
レ

ス
テ

ロ
ー

ル

6
時

間
未

満
の

睡
眠

時
間

（
β

=
0
.3

、
9
5
%
C

I: 
0
.0

-
0
.6

、
P
<
0
.0

5
）
と

6
0
時

間
を

超
え

る
週

労
働

時
間

（
β

=
0
.8

、
9
5
%
C

I:
0
.2

-
1
.5

、
 P

<
0
.0

5
）
の

み
が

、
動

脈
硬

化
の

リ
ス

ク
増

加
と

有
意

に
関

連
し

て
い

た
。

そ
れ

以
外

の
睡

眠
時

間
、

労
働

時
間

で
は

有
意

な
関

連
は

見
ら

れ
な

か
っ

た
。

6
時

間
未

満
あ

り
C

h
o
u
 L

P
,

e
t 

al

W
o
rk

-
re

la
te

d 
ps

yc
h
o
so

c
ia

l
h
az

ar
ds

 a
n
d 

ar
te

ri
o
sc

le
ro

si
s:

A
c
ro

ss
-
se

c
ti
o
n
al

 s
tu

dy
 a

m
o
n
g

m
e
di

c
al

 e
m

pl
o
ye

e
s 

in
 a

R
e
gi

o
n
al

 H
o
sp

it
al

 i
n
 T

ai
w

an

In
t 

H
e
ar

t 
J
.

2
0
1
5
; 
5
6
: 
6
4
4
-

6
5
0

1
7

6
時

間
以

下
、

7
時

間
、

8
時

間
、

9
時

間
及

び
1
0
時

間
以

上
/
日

前
年

の
平

均
睡

眠
時

間

1
9
9
5
年

1
月

1
日

か
ら

2
0
0
8
年

3
月

3
1
日

（
平

均
追

跡
期

間
1
0
.8

年
）

全
死

因
、

冠
動

脈
性

心
疾

患
（
虚

血
性

心
疾

患
と

脳
血

管
疾

患
）
、

が
ん

、
そ

の
ほ

か
の

原
因

に
よ

る
死

亡

宮
城

県
の

大
崎

保
健

所
が

管
轄

す
る

地
域

の
国

民
健

康
保

健
受

給
者

で
、

1
9
9
5
年

に
リ

ク
ル

ー
ト

さ
れ

た
4
0
–
7
9
歳

の
5
1
,2

5
3
人

の
う

ち
、

4
9
,2

5
6
人

（
男

性
2
3
,7

4
9
人

、
女

性
2
5
,5

0
7
人

コ
ホ

ー
ト

研
究

年
齢

、
性

別
、

総
エ

ネ
ル

ギ
ー

摂
取

量
、

体
格

指
数

、
婚

姻
状

況
、

教
育

レ
ベ

ル
、

雇
用

状
況

、
心

筋
梗

塞
・
が

ん
・
脳

血
管

疾
患

・
高

血
圧

・
糖

尿
病

の
既

往
歴

、
喫

煙
状

況
、

飲
酒

習
慣

、
1
日

の
歩

行
時

間
、

精
神

的
ス

ト
レ

ス
レ

ベ
ル

、
主

観
的

健
康

観
、

身
体

的
機

能
（
制

限
有

無
）

8
時

間
以

上
の

睡
眠

で
は

、
心

血
管

疾
患

に
よ

る
死

亡
リ

ス
ク

と
の

有
意

な
関

連
が

見
ら

れ
た

（
8
時

間
H

R
1
.2

1
、

9
5
%
C

I:
1
.0

8
-
1
.3

6
、

9
時

間
H

R
1
.3

2
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

5
-
1
.2

8
、

1
0
時

間
以

上
H

R
1
.4

9
、

9
5
%
C

I: 
1
.3

0
-
1
.7

1
）
。

6
時

間
以

下
の

睡
眠

で
は

有
意

な
関

連
は

見
ら

れ
な

か
っ

た
。

心
血

管
疾

患
の

う
ち

、
虚

血
性

心
疾

患
と

脳
血

管
疾

患
の

み
、

個
別

に
分

析
し

た
結

果
で

は
、

6
時

間
以

下
の

睡
眠

、
8
時

間
以

上
の

睡
眠

の
両

方
が

虚
血

性
心

疾
患

に
よ

る
死

亡
と

有
意

に
関

連
し

て
い

た
（
6
時

間
以

下
H

R
1
.3

8
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

2
-
1
.8

6
、

8
時

間
H

R
1
.3

6
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

6
-
1
.7

3
、

9
時

間
H

R
1
.4

9
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

0
-
2
.0

2
、

1
0

時
間

以
上

H
R

1
.4

1
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

4
-
1
.9

2
）
。

一
方

で
、

脳
血

管
疾

患
で

は
9
時

間
以

上
で

の
睡

眠
で

の
み

有
意

な
関

連
が

見
ら

れ
（
9
時

間
H

R
1
.3

0
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

6
-
1
.6

0
、

1
0
時

間
以

上
H

R
1
.5

1
、

9
5
%
C

I: 
1
.2

4
-
1
.8

5
）
、

6
時

間
、

8
時

間
で

は
有

意
な

関
連

は
な

か
っ

た
。

8
時

間
以

上
あ

り
6
時

間
以

下
あ

り
（
虚

血
性

心
疾

患
）

K
ak

iz
ak

i
M

, 
e
t 

al

L
o
n
g 

sl
e
e
p 

du
ra

ti
o
n
 a

n
d 

c
au

se
-

sp
e
c
if
ic

 m
o
rt

al
it
y 

ac
c
o
rd

in
g 

to
ph

ys
ic

al
 f

u
n
c
ti
o
n
 a

n
d 

se
lf
-
ra

te
d

h
e
al

th
: 
th

e
 O

h
sa

ki
 C

o
h
o
rt

 s
tu

dy

J
 S

le
e
p 

R
e
s.

2
0
1
3
; 
2
2
: 
2
0
9
-

2
1
6

1
8

6
時

間
未

満
、

6
時

間
（
6
時

間
以

上
、

7
時

間
未

満
）
、

7
時

間
（
7
時

間
以

上
、

8
時

間
未

満
）
、

8
時

間
（
8
時

間
以

上
9
時

間
未

満
）
、

9
時

間
（
9
時

間
以

上
1
0
時

間
未

満
）
、

1
0
時

間
以

上

通
常

の
睡

眠
時

間
平

均
追

跡
期

間
は

2
.3

年
心

血
管

疾
患

ま
た

は
糖

尿
病

の
発

症
2
4
1
,9

4
9
人

の
オ

ー
ス

ト
ラ

リ
ア

成
人

（
4
5
歳

以
上

）
前

向
き

コ
ホ

ー
ト

研
究

性
別

、
5
歳

ご
と

の
年

齢
群

、
教

育
歴

、
婚

姻
状

況
、

居
住

地
（
大

都
市

、
地

方
、

ま
た

は
遠

隔
地

）
、

ア
ル

コ
ー

ル
摂

取
量

、
喫

煙
状

況
、

健
康

保
険

ス
テ

ー
タ

ス
、

世
帯

の
税

引
前

年
間

収
入

、
B

M
I、

及
び

十
分

な
身

体
活

動
の

有
無

6
時

間
未

満
の

睡
眠

は
、

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

時
に

何
ら

か
の

疾
患

を
報

告
し

て
い

た
者

の
心

血
管

疾
患

の
発

症
に

関
連

し
て

い
た

（
H

R
1
.3

8
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

2
-
1
.7

0
）
。

し
か

し
、

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

時
に

病
気

の
あ

っ
た

者
を

除
外

し
、

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

の
健

康
状

態
を

調
整

し
た

後
で

は
有

意
で

は
な

か
っ

た
。

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

に
病

気
を

有
し

て
い

た
患

者
を

除
外

し
、

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

の
健

康
状

態
を

調
整

し
た

後
で

も
2
型

糖
尿

病
の

発
症

リ
ス

ク
は

6
時

間
未

満
の

睡
眠

と
関

連
し

て
い

た
（
H

R
1
.2

9
、

1
.0

8
-
1
.5

3
、

P
=
0
.0

0
4
）
。

6
時

間
未

満
あ

り
（
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
時

に
何

ら
か

の
疾

患
あ

り
の

者
）

H
o
lli

da
y

E
G

, 
e
t 

al

S
h
o
rt

 s
le

e
p 

du
ra

ti
o
n
 i
s

as
so

c
ia

te
d 

w
it
h
 r

is
k 

o
f 

fu
tu

re
di

ab
e
te

s 
bu

t 
n
o
t 

c
ar

di
o
va

sc
u
la

r
di

se
as

e
: 
A

 p
ro

sp
e
c
ti
ve

 s
tu

dy
an

d 
m

e
ta

-
an

al
ys

is

P
lo

S
 O

n
e
. 
2
0
1
3
;

8
: 
e
8
2
3
0
5

1
9

短
時

間
睡

眠
（
6
-
7
時

間
未

満
）

長
時

間
睡

眠
（
8
-
9
時

間
以

上
）

-
-

全
死

因
、

死
因

別
（
心

血
管

疾
患

、
が

ん
）

P
u
bM

e
dの

検
索

等
に

よ
り

、
睡

眠
時

間
と

死
亡

率
（
全

死
因

、
死

因
別

）
の

関
係

を
調

べ
た

研
究

2
3
件

（
コ

ホ
ー

ト
サ

イ
ズ

：
1
8
4
-
1
,1

1
6
,3

9
6
人

）
を

抽
出

。
全

死
因

に
関

し
1
6
の

研
究

（
対

象
者

1
,3

7
6
,7

2
8
人

）
、

心
血

管
疾

患
に

よ
る

死
亡

に
関

し
5
の

研
究

（
対

象
者

1
0
4
,4

6
8

人
）
。

シ
ス

テ
マ

テ
ィ

ッ
ク

レ
ビ

ュ
ー

、
メ

タ
ア

ナ
リ

シ
ス

-

短
時

間
睡

眠
（
多

く
の

研
究

で
6
-
7
時

間
未

満
、

全
死

因
に

係
る

１
研

究
は

８
時

間
未

満
）
を

中
程

度
の

睡
眠

時
間

と
比

べ
た

時
の

死
因

別
相

対
危

険
度

は
、

全
死

因
（
1
.1

0
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

6
-

1
.1

5
）
、

心
血

管
疾

患
に

よ
る

死
亡

（
1
.0

6
、

9
5
%
C

I: 
0
.9

4
-

1
.1

8
）
、

が
ん

に
よ

る
死

亡
（
0
.9

9
、

9
5
%
C

I: 
0
.8

8
-
1
.1

3
）
で

あ
っ

た
（
男

性
＋

女
性

）
。

長
時

間
睡

眠
（
8
-
9
時

間
以

上
）
を

中
程

度
の

睡
眠

時
間

と
比

べ
た

時
の

死
因

別
相

対
危

険
度

は
、

全
死

因
：
1
.2

3
（
9
5
%
C

I:
1
.1

7
-
1
.3

0
）
、

心
血

管
：
1
.3

8
（
9
5
%
C

I: 
1
.1

3
-
1
.6

9
）
、

が
ん

：
1
.2

1
（
9
5
%
C

I: 
1
.1

1
-
1
.3

2
）
で

あ
っ

た
。

短
時

間
睡

眠
、

長
時

間
睡

眠
の

両
方

で
、

全
死

亡
率

の
増

加
と

の
関

連
が

認
め

ら
れ

た
。

短
時

間
睡

眠
（
6
-

7
時

間
未

満
）
あ

り
（
全

死
因

）
長

時
間

睡
眠

あ
り

G
al

lic
c
h
io

L
 &

K
al

e
sa

n
B

S
le

e
p 

du
ra

ti
o
n
 a

n
d 

m
o
rt

al
it
y:

 A
sy

st
e
m

at
ic

 r
e
vi

e
w

 a
n
d 

m
e
ta

-
an

al
ys

is
 o

f 
pr

o
sp

e
c
ti
ve

 c
o
h
o
rt

st
u
di

e
s

J
 S

le
e
p 

R
e
s.

2
0
0
9
; 
1
8
: 
5
8
-
6
6

文
献

2
1

2
0

短
時

間
睡

眠
（
7
時

間
未

満
）
、

標
準

睡
眠

時
間

（
7
-

8
時

間
）

平
均

睡
眠

時
間

2
0
0
4
年

か
ら

2
0
1
3
年

心
血

管
疾

患
（
冠

動
脈

性
心

疾
患

、
高

血
圧

、
糖

尿
病

、
腎

機
能

障
害

、
脳

血
管

疾
患

を
含

む
）

th
e
 N

at
io

n
al

 H
e
al

th
In

te
rv

ie
w

 S
u
rv

e
y 

(N
H

IS
)の

対
象

者
の

う
ち

、
1
8
歳

以
上

の
、

地
域

居
住

の
2
0
6
,0

4
9
人

（
平

均
4
6
.7

5
 ±

0
.1

2
歳

、
男

性
4
5
.3

%
）

横
断

研
究

年
齢

、
人

種
、

性
別

、
婚

姻
状

況
、

世
帯

収
入

、
教

育
歴

短
睡

眠
（
7
時

間
未

満
）
と

心
血

管
疾

患
及

び
心

血
管

疾
患

の
リ

ス
ク

因
子

に
は

有
意

な
関

連
が

見
ら

れ
た

（
β

=
0
.0

8
、

P
<
0
.0

0
1
）
。

ま
た

、
B

M
I、

精
神

的
苦

痛
、

身
体

活
動

に
よ

る
媒

介
効

果
も

有
意

で
あ

っ
た

（
す

べ
て

P
<
0
.0

0
1
）
。

7
時

間
未

満
あ

り
S
e
ix

as
A

A
 ,
e
t 

al

M
e
di

at
in

g 
e
ff

e
c
ts

 o
f 

bo
dy

 m
as

s
in

de
x,

 p
h
ys

ic
al

 a
c
ti
vi

ty
, 
an

d
e
m

o
ti
o
n
al

 d
is

tr
e
ss

 o
n
 t

h
e

re
la

ti
o
n
sh

ip
 b

e
tw

e
e
n
 s

h
o
rt

sl
e
e
p 

an
d 

c
ar

di
o
va

sc
u
la

r
di

se
as

e

M
e
di

c
in

e
(B

al
ti
m

o
re

).
2
0
1
8
; 
9
7
:

e
1
1
9
3
9

11
6

-422-



１
　

睡
眠

時
間

と
脳

・
心

臓
疾

患
の

発
症

等
に

関
す

る
文

献
（
疫

学
調

査
）
　

（
２

）
心

臓
疾

患
に

関
す

る
も

の
（
5
5
文

献
）

時
間

調
査

期
間

(発
病

前
)

観
察

期
間

疾
病

調
査

対
象

調
査

方
法

調
整

因
子

結
果

有
意

性
著

者
名

タ
イ

ト
ル

書
誌

情
報

2
1

自
己

申
告

睡
眠

時
間

（
7
.5

時
間

以
上

又
は

未
満

）

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

時
（
2
4
時

間
血

圧
測

定
時

）
の

自
己

申
告

（
1
日

の
日

誌
）

①
1
9
9
0
～

1
9
9
8
年

（
平

均
4
1
±

1
4
か

月
）
、

②
1
9
9
6
～

2
0
0
2
年

（
平

均
6
6
±

2
7
か

月
）

心
血

管
疾

患
（
C

V
D

：
脳

卒
中

、
心

筋
梗

塞
、

心
臓

突
然

死
）

日
本

の
医

療
機

関
９

施
設

に
お

い
て

高
血

圧
の

治
療

又
は

評
価

を
受

け
た

無
症

候
性

患
者

1
2
5
5
人

（
平

均
年

齢
7
0
.4

±
9
.9

歳
（
範

囲
3
3
～

9
7
歳

）
、

男
性

4
7
6
例

・
女

性
7
7
9
例

、
う

ち
9
4
%
は

高
血

圧
）

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究

モ
デ

ル
１

：
年

齢
、

性
別

モ
デ

ル
２

：
モ

デ
ル

１
の

因
子

＋
B

M
I、

現
在

の
喫

煙
、

糖
尿

病
状

態
、

総
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

、
血

清
ク

レ
ア

チ
ニ

ン
、

対
数

変
換

ト
リ

グ
リ

セ
リ

ド
、

2
4
時

間
S
B

P
（
収

縮
期

血
圧

）
モ

デ
ル

３
：
血

圧
上

昇
パ

タ
ー

ン
（
夜

間
血

圧
低

下
0
%
未

満
）

多
変

量
解

析
で

は
、

短
い

睡
眠

時
間

（
7
.5

時
間

未
満

）
は

C
V

D
発

症
と

関
連

し
た

（
H

R
=
1
.6

8
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

6
-
2
.6

6
、

P
=
0
.0

3
）
。

短
い

睡
眠

時
間

と
上

昇
パ

タ
ー

ン
の

間
に

相
乗

的
相

互
作

用
が

観
察

さ
れ

た
（
P
=
0
.0

8
9
）
。

被
験

者
を

睡
眠

時
間

と
上

昇
／

非
上

昇
パ

タ
ー

ン
に

基
づ

い
て

分
類

す
る

と
、

共
変

量
と

は
無

関
係

に
、

よ
り

短
い

睡
眠

+
上

昇
グ

ル
ー

プ
は

、
優

勢
な

正
常

睡
眠

+
非

上
昇

グ
ル

ー
プ

よ
り

実
質

的
か

つ
有

意
に

高
い

C
V

D
の

発
生

率
を

有
し

た
（
H

R
4
.4

3
、

9
5
%
C

I: 
2
.0

9
-
9
.3

9
、

P
<
0
.0

0
1
）
。

短
い

睡
眠

時
間

（
7
.5

時
間

未
満

）
あ

り

E
gu

c
h
i 
K
,

e
t 

al

S
h
o
rt

 s
le

e
p 

du
ra

ti
o
n
 a

s 
an

in
de

pe
n
de

n
t 

pr
e
di

c
to

r 
o
f

c
ar

di
o
va

sc
u
la

r 
e
ve

n
ts

 i
n

J
ap

an
e
se

 p
at

ie
n
ts

 w
it
h

h
yp

e
rt

e
n
si

o
n

A
rc

h
 I
n
te

rn
M

e
d.

 2
0
0
8
 ;
1
6
8
:

2
2
2
5
-
2
2
3
1

2
2

測
定

時
間

１
年

間
隔

で
測

定
1
5
-
2
0
年

後
の

5
年

間
冠

動
脈

石
灰

化

1
9
8
5
-
1
9
8
6
年

に
若

年
成

人
の

冠
動

脈
リ

ス
ク

開
発

コ
ホ

ー
ト

の
シ

カ
ゴ

サ
イ

ト
に

登
録

さ
れ

た
1
8
歳

か
ら

3
0
歳

の
成

人
の

う
ち

、
1
5
年

後
、

2
0
年

後
の

両
方

の
追

跡
デ

ー
タ

が
あ

る
4
9
5
人

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究

潜
在

的
な

交
絡

因
子

（
年

齢
、

性
別

、
人

種
、

教
育

、
無

呼
吸

の
リ

ス
ク

、
喫

煙
状

況
）
及

び
媒

介
因

子
（
脂

質
、

血
圧

、
B

M
I、

糖
尿

病
、

炎
症

マ
ー

カ
ー

、
ア

ル
コ

ー
ル

摂
取

、
う

つ
、

敵
意

、
自

己
申

告
の

医
学

的
状

態
）

年
齢

、
性

別
、

人
種

、
教

育
、

喫
煙

及
び

無
呼

吸
の

リ
ス

ク
の

調
整

後
は

、
測

定
さ

れ
た

睡
眠

時
間

が
長

く
な

る
に

従
い

、
石

灰
化

の
発

生
率

が
低

下
し

た
（
O

R
0
.6

7
/
時

間
、

9
5
%
C

I: 
0
.4

9
-

0
.9

1
/
時

間
）
。

上
記

に
加

え
B

M
I、

H
D

L
、

L
D

L
、

血
圧

及
び

糖
尿

病
で

さ
ら

に
調

整
し

た
場

合
も

、
同

様
に

発
生

率
が

低
下

し
た

（
O

R
0
.6

6
/
時

間
、

9
5
%
C

I: 
0
.4

8
-
0
.9

2
/
時

間
）
。

睡
眠

時
間

が
長

く
な

る
に

つ
れ

て
冠

動
脈

石
灰

化
発

生
率

低
下

（
睡

眠
時

間
が

短
い

ほ
ど

石
灰

化
発

生
率

が
高

い
）

K
in

g 
C

R
,

e
t 

al

S
h
o
rt

 s
le

e
p 

du
ra

ti
o
n
 a

n
d

in
c
id

e
n
t 

c
o
ro

n
ar

y 
ar

te
ry

c
al

c
if
ic

at
io

n

J
A

M
A

. 
2
0
0
8
;

3
0
0
: 
2
8
5
9
-
2
8
6
6

2
3

7
時

間
未

満
、

7
時

間
以

上
8
時

間
未

満
、

8
時

間
以

上
9
時

間
未

満
、

9
時

間
以

上
1
0
時

間
未

満
、

1
0
時

間
以

上

前
6
か

月
の

通
常

の
睡

眠
時

間
2
0
1
3
年

1
0
月

ま
で

非
致

死
的

心
筋

梗
塞

、
安

定
狭

心
症

、
不

安
定

狭
心

症
、

不
特

定
の

冠
動

脈
性

心
疾

患
、

ま
た

は
冠

動
脈

性
心

疾
患

に
よ

る
死

亡

中
高

年
の

中
国

人
成

人
1
9
,3

7
0
人

（
平

均
年

齢
6
2
.8

歳
、

男
性

8
,5

3
4
人

、
女

性
1
0
,8

3
6
人

）

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究

年
齢

、
性

別
、

B
M

I、
教

育
歴

、
喫

煙
習

慣
、

飲
酒

習
慣

、
身

体
活

動
、

高
血

圧
、

高
脂

血
症

、
糖

尿
病

、
冠

動
脈

性
心

疾
患

の
家

族
歴

、
昼

寝
時

間
ま

た
は

睡
眠

時
間

1
0
時

間
/
夜

以
上

の
睡

眠
で

冠
動

脈
性

心
疾

患
発

生
率

の
リ

ス
ク

が
増

加
し

た
（
H

R
1
.3

3
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

0
-
1
.6

2
）
。

こ
の

関
連

は
、

体
重

が
正

常
で

糖
尿

病
を

患
っ

て
い

な
い

場
合

に
特

に
顕

著
で

あ
っ

た
。

1
0
時

間
未

満
の

睡
眠

の
各

群
で

は
、

有
意

な
差

は
見

ら
れ

な
か

っ
た

。

1
0
時

間
以

上
あ

り
1
0
時

間
未

満
な

し

Y
an

g 
L
,

e
t 

al

L
o
n
ge

r 
sl

e
e
p 

du
ra

ti
o
n
 a

n
d

m
id

da
y 

n
ap

pi
n
g 

ar
e
 a

ss
o
c
ia

te
d

w
it
h
 a

 h
ig

h
e
r 

ri
sk

 o
f 

C
H

D
in

c
id

e
n
c
e
 i
n
 m

id
dl

e
-
ag

e
d 

an
d

o
ld

e
r 

C
h
in

e
se

: 
th

e
 D

o
n
gf

e
n
g-

T
o
n
gj

i 
c
o
h
o
rt

 s
tu

dy

S
le

e
p.

 2
0
1
6
; 
3
9
:

6
4
5
-
6
5
2

2
4

6
時

間
以

下
、

7
-
8
、

9
時

間
以

上
通

常
の

睡
眠

時
間

2
0
0
8
年

ま
で

追
跡

さ
れ

、
追

跡
期

間
の

中
央

値
は

1
7
年

間
心

血
管

疾
患

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

時
に

3
5
-
7
4
歳

で
あ

っ
た

、
心

血
管

疾
患

の
既

往
の

な
い

2
,2

7
7
人

（
平

均
5
0
.9

±
9
.5

歳
）
の

男
性

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究

モ
デ

ル
1
：
収

縮
期

血
圧

、
総

コ
レ

ス
テ

ロ
ー

ル
、

H
D

L
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

、
糖

尿
病

、
喫

煙
習

慣
、

教
育

レ
ベ

ル
、

睡
眠

障
害

ま
た

は
睡

眠
時

間
モ

デ
ル

2
：
モ

デ
ル

1
の

因
子

＋
余

暇
時

間
に

お
け

る
身

体
活

動
、

う
つ

状
態

9
時

間
以

上
の

睡
眠

は
、

心
血

管
疾

患
の

リ
ス

ク
増

加
と

有
意

な
関

連
が

認
め

ら
れ

た
（
H

R
1
.5

6
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

0
-
2
.2

2
）
が

、
冠

動
脈

性
疾

患
と

の
有

意
な

関
連

は
見

ら
れ

な
か

っ
た

（
H

R
1
.3

6
、

9
5
%
C

I: 
0
.8

7
-
2
.1

2
）
。

6
時

間
以

下
で

は
、

心
血

管
疾

患
、

冠
動

脈
性

心
疾

患
発

症
と

も
に

有
意

な
関

連
が

見
ら

れ
な

か
っ

た
（
H

R
1
.1

4
、

9
5
%
C

I: 
0
.8

5
-
1
.5

3
；
H

R
1
.1

4
、

9
5
%
C

I:
0
.8

1
-
1
.6

1
）
。

9
時

間
以

上
あ

り
（
心

血
管

疾
患

）
6
時

間
以

下
な

し

G
ia

n
fa

gn
a

F
, 
e
t 

al

In
fl
u
e
n
c
e
 o

f 
sl

e
e
p 

di
st

u
rb

an
c
e
s

o
n
 a

ge
 a

t 
o
n
se

t 
an

d 
lo

n
g-

te
rm

in
c
id

e
n
c
e
 o

f 
m

aj
o
r

c
ar

di
o
va

sc
u
la

r 
e
ve

n
ts

: 
T
h
e

m
o
n
ic

a-
br

ia
n
za

 a
n
d 

pa
m

e
la

c
o
h
o
rt

 s
tu

di
e
s

S
le

e
p 

M
e
d.

2
0
1
6
; 
2
1
:1

2
6
-

1
3
2

2
5

0
-
4
時

間
、

4
-
6
時

間
、

6
-
8

時
間

、
8
時

間
超

睡
眠

時
間

（
ど

れ
く
ら

い
寝

ま
す

か
？

と
質

問
）

1
9
9
4
年

か
ら

2
0
1
1
年

ま
で

冠
動

脈
疾

患
台

湾
で

登
録

さ
れ

た
0
歳

以
上

の
3
9
2
,1

6
4
人

（
平

均
4
0
.4

歳
）

の
成

人

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究

モ
デ

ル
1
：
年

齢
と

性
別

モ
デ

ル
2
：
モ

デ
ル

1
の

因
子

＋
教

育
、

婚
姻

状
態

、
喫

煙
、

ア
ル

コ
ー

ル
摂

取
、

身
体

活
動

、
高

血
圧

の
履

歴
、

糖
尿

病
の

履
歴

、
心

臓
病

の
履

歴
モ

デ
ル

3
：
モ

デ
ル

2
の

因
子

＋
B

M
I、

収
縮

期
血

圧
、

空
腹

時
グ

ル
コ

ー
ス

、
総

コ
レ

ス
テ

ロ
ー

ル
、

H
D

L
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

、
ト

リ
グ

リ
セ

リ
ド

、
催

眠
薬

/
鎮

静
薬

の
使

用

モ
デ

ル
2
に

よ
る

解
析

の
結

果
、

8
時

間
超

の
睡

眠
が

冠
動

脈
性

心
疾

患
に

よ
る

死
亡

の
リ

ス
ク

増
加

と
関

連
し

て
い

た
（
H

R
1
.3

5
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

1
-
1
.6

5
）
。

睡
眠

時
間

が
0
-
4
時

間
、

4
-

6
時

間
の

H
R

は
、

そ
れ

ぞ
れ

1
.3

4
（
9
5
%
C

I: 
0
.8

7
-
2
.0

7
）
、

1
.0

3
（
9
5
%
C

I: 
0
.8

5
-
1
.2

3
）
で

あ
っ

た
。

8
時

間
超

あ
り

6
時

間
以

下
な

し
S
tr

an
d

L
B

, 
e
t 

al

S
e
lf
-
re

po
rt

e
d 

sl
e
e
p 

du
ra

ti
o
n

an
d 

c
o
ro

n
ar

y 
h
e
ar

t 
di

se
as

e
m

o
rt

al
it
y:

 A
 l
ar

ge
 c

o
h
o
rt

 s
tu

dy
o
f 

4
0
0
,0

0
0
 t

ai
w

an
e
se

 a
du

lt
s

In
t 

J
 C

ar
di

o
l.

2
0
1
6
; 
2
0
7
: 
2
4
6
-

2
5
1

2
6

9
時

間
以

上
、

7
ま

た
は

8
時

間
、

6
時

間
、

及
び

5
時

間
以

下

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

過
去

4
週

間
の

典
型

的
な

睡
眠

時
間

1
9
9
3
年

-
1
9
9
8
年

か
ら

2
0
0
9
年

ま
で

冠
動

脈
性

心
疾

患
ま

た
は

心
筋

梗
塞

に
よ

る
死

亡

5
0
-
7
9
歳

の
女

性
の

う
ち

冠
動

脈
性

心
疾

患
の

既
往

の
な

い
3
,9

4
2
人

コ
ホ

ー
ト

研
究

モ
デ

ル
A

：
睡

眠
時

間
、

年
齢

、
人

種
、

学
歴

、
収

入
モ

デ
ル

B
：
モ

デ
ル

A
の

因
子

+
フ

ィ
ブ

リ
ノ

ゲ
ン

レ
ベ

ル
モ

デ
ル

C
：
モ

デ
ル

B
の

因
子

＋
B

M
I、

低
運

動
量

、
高

ア
ル

コ
ー

ル
摂

取
、

喫
煙

歴
、

高
血

圧
、

糖
尿

病
有

無
、

う
つ

病
有

無
、

一
般

的
な

健
康

状
態

及
び

生
活

満
足

度
ス

ケ
ー

ル

モ
デ

ル
A

に
よ

る
解

析
の

結
果

、
9
時

間
以

上
の

長
時

間
睡

眠
時

間
で

は
、

冠
動

脈
性

心
疾

患
発

症
リ

ス
ク

が
有

意
に

増
加

し
た

（
O

R
2
.0

5
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

2
-
4
.1

1
）
。

睡
眠

時
間

6
時

間
、

5
時

間
以

下
の

オ
ッ

ズ
比

は
、

モ
デ

ル
A

で
は

、
0
.6

4
（
9
5
%
C

I: 
0
.4

0
-

1
.0

0
）
、

1
.1

3
（
9
5
%
C

I: 
0
.6

6
-
1
.9

4
）
で

あ
っ

た
。

9
時

間
以

上
あ

り
6
時

間
、

5
時

間
以

下
な

し

H
al

e
 L

, 
e
t

al

F
ib

ri
n
o
ge

n
 m

ay
 m

e
di

at
e
 t

h
e

as
so

c
ia

ti
o
n
 b

e
tw

e
e
n
 l
o
n
g 

sl
e
e
p

du
ra

ti
o
n
 a

n
d 

c
o
ro

n
ar

y 
h
e
ar

t
di

se
as

e

J
 S

le
e
p 

R
e
s.

2
0
1
3
; 
2
2
: 
3
0
5
-

3
1
4

2
7

5
時

間
以

下
、

6
時

間
、

7
時

間
以

上
睡

眠
時

間
の

自
己

申
告

2
0
0
9
年

8
月

か
ら

2
0
1
0
年

7
月

ま
で

頸
動

脈
ア

テ
ロ

ー
ム

性
動

脈
硬

化
の

発
症

定
期

健
診

を
受

け
て

い
る

日
本

人
2
3
-
9
2
歳

の
2
,4

9
8
人

か
ら

、
4
0
-
8
4
歳

の
2
,2

1
4
人

（
男

性
1
,0

6
4
人

、
女

性
1
,1

5
0
人

）
を

抽
出

横
断

研
究

年
齢

、
性

別
、

L
D

L
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

、
H

D
L
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

、
ト

リ
グ

リ
セ

リ
ド

、
空

腹
時

血
漿

グ
ル

コ
ー

ス
、

H
bA

lc
、

空
腹

時
イ

ン
ス

リ
ン

、
B

M
I、

ア
ル

コ
ー

ル
摂

取
、

喫
煙

状
況

年
齢

及
び

性
別

の
み

で
調

整
し

た
モ

デ
ル

で
は

、
睡

眠
時

間
5

時
間

以
下

の
オ

ッ
ズ

比
は

1
.0

8
7
(9

5
%
C

I: 
0
.7

8
7
-
1
.5

0
0
)で

有
意

で
は

な
く
、

7
時

間
以

上
は

1
.2

6
1
(9

5
%
C

I: 
1
.0

3
2
-
1
.5

4
2
)で

あ
っ

た
。

す
べ

て
の

調
整

因
子

を
用

い
た

モ
デ

ル
で

は
、

5
時

間
以

下
が

1
.0

5
9
(9

5
%
C

I: 
0
.7

6
4
-
1
.4

6
7
)と

有
意

で
は

な
く
、

7
時

間
以

上
が

1
.2

6
3
(9

5
%
C

I: 
1
.0

3
1
-
1
.5

4
6
)で

、
い

ず
れ

の
モ

デ
ル

に
お

い
て

も
、

7
時

間
以

上
で

有
意

な
関

連
が

認
め

ら
れ

た
。

7
時

間
以

上
あ

り
5
時

間
以

下
な

し
A

be
 T

, 
e
t

al

S
le

e
p 

du
ra

ti
o
n
 i
s 

si
gn

if
ic

an
tl
y

as
so

c
ia

te
d 

w
it
h
 c

ar
o
ti
d 

ar
te

ry
at

h
e
ro

sc
le

ro
si

s 
in

c
id

e
n
c
e
 i
n
 a

J
ap

an
e
se

 p
o
pu

la
ti
o
n

A
th

e
ro

sc
le

ro
si

s
. 
V

o
lu

m
e
, 
Is

su
e

2
, 
 A

u
gu

st
2
0
1
1
; 
2
1
7
: 
5
0
9
-

5
1
3

11
7

-423-



１
　

睡
眠

時
間

と
脳

・
心

臓
疾

患
の

発
症

等
に

関
す

る
文

献
（
疫

学
調

査
）
　

（
２

）
心

臓
疾

患
に

関
す

る
も

の
（
5
5
文

献
）

時
間

調
査

期
間

(発
病

前
)

観
察

期
間

疾
病

調
査

対
象

調
査

方
法

調
整

因
子

結
果

有
意

性
著

者
名

タ
イ

ト
ル

書
誌

情
報

2
8

≤
5
時

間
、

6
時

間
、

7
時

間
、

8
時

間
、

≥
9
時

間
前

月
の

平
均

睡
眠

時
間

2
0
0
3
年

4
月

か
ら

2
0
0
4
年

3
月

動
脈

硬
化

北
海

道
の

3
5
-
6
2
歳

の
地

方
自

治
体

の
職

員
の

う
ち

、
デ

ー
タ

に
欠

損
の

な
い

4
,2

6
8
人

の
従

業
員

（
平

均
4
8
.0

±
6
.9

歳
、

男
性

3
,4

1
0
人

）

横
断

研
究

年
齢

、
性

別
、

収
縮

期
血

圧
、

高
血

圧
、

生
物

学
的

危
険

因
子

（
B

M
I、

総
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

（
T
C

）
、

lo
gト

リ
グ

リ
セ

リ
ド

（
中

性
脂

肪
）
、

H
D

L
-
C

、
及

び
血

糖
値

（
F
B

S
）
、

ラ
イ

フ
ス

タ
イ

ル
要

因
（
運

動
、

喫
煙

、
ア

ル
コ

ー
ル

摂
取

）
、

職
業

的
要

因
（
職

業
、

労
働

時
間

、
交

替
勤

務
、

休
日

、
仕

事
の

負
担

）
）

9
時

間
以

上
の

睡
眠

群
の

み
、

上
腕

足
首

脈
波

速
度

値
の

上
昇

と
有

意
に

関
連

し
て

い
た

（
標

準
回

帰
係

数
4
4
.6

9
、

9
5
%
C

I:
1
7
.6

9
-
7
1
.6

9
、

p<
0
.0

1
）
。

5
時

間
以

下
、

6
時

間
、

8
時

間
の

睡
眠

に
関

し
て

は
有

意
差

が
な

か
っ

た
。

9
時

間
以

上
あ

り
そ

れ
以

外
な

し
Y
o
sh

io
ka

E
, 
e
t 

al

R
e
la

ti
o
n
 b

e
tw

e
e
n
 s

e
lf
-
re

po
rt

e
d

sl
e
e
p 

du
ra

ti
o
n
 a

n
d 

ar
te

ri
al

st
if
fn

e
ss

 a
 c

ro
ss

-
se

c
ti
o
n
al

st
u
dy

 o
f 

m
id

dl
e
-
ag

e
d 

J
ap

an
e
se

c
iv

il 
se

rv
an

ts

S
le

e
p.

 2
0
1
1
; 
3
4
:

1
6
8
1
-
1
6
8
6

2
9

5
時

間
以

下
、

6
時

間
、

7
時

間
、

8
時

間
以

上
平

均
睡

眠
時

間
1
9
8
5
-
1
9
8
8
年

か
ら

平
均

1
5
年

間
追

跡
冠

動
脈

性
心

疾
患

英
国

の
ホ

ワ
イ

ト
ホ

ー
ル

II
の

調
査

に
登

録
さ

れ
た

1
9
8
5
-

1
9
8
8
年

に
3
5
-
5
5
歳

だ
っ

た
者

の
う

ち
、

1
0
,3

0
8
人

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究

睡
眠

に
関

す
る

す
べ

て
の

変
数

、
年

齢
、

性
別

、
民

族
、

雇
用

等
級

、
車

の
ア

ク
セ

ス
及

び
住

宅
の

契
約

年
数

が
含

ま
れ

た
。

媒
介

因
子

と
し

て
、

自
己

評
価

の
健

康
状

態
、

総
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

値
、

高
血

圧
、

肥
満

度
指

数
、

糖
尿

病
、

喫
煙

、
ア

ル
コ

ー
ル

摂
取

、
激

し
い

運
動

と
中

程
度

の
運

動
の

習
慣

、
果

物
と

野
菜

の
摂

取

睡
眠

時
間

の
短

さ
と

睡
眠

障
害

は
、

女
性

と
男

性
の

両
方

で
冠

状
動

脈
性

心
疾

患
の

リ
ス

ク
増

加
に

関
連

し
て

い
た

が
、

交
絡

因
子

の
調

整
後

は
、

睡
眠

障
害

の
み

が
リ

ス
ク

増
加

と
有

意
に

関
連

し
て

い
た

。
睡

眠
障

害
が

「
一

般
よ

り
多

い
」
は

H
R

1
.3

6
（
9
5
%
C

I: 
1
.1

0
-
1
.6

8
）
で

あ
っ

た
。

睡
眠

障
害

に
つ

い
て

あ
り

睡
眠

時
間

の
短

さ
に

つ
い

て
な

し
（
交

絡
因

子
調

整
後

）

C
h
an

do
la

T
, 
e
t 

al

T
h
e
 e

ff
e
c
t 

o
f 

sh
o
rt

 s
le

e
p

du
ra

ti
o
n
 o

n
c
o
ro

n
ar

y 
h
e
ar

t
di

se
as

e
 r

is
k 

is
 g

re
at

e
st

 a
m

o
n
g

th
o
se

 w
it
h
 s

le
e
p 

di
st

u
rb

an
c
e
: 
A

pr
o
sp

e
c
ti
ve

 s
tu

dy
 f

ro
m

 t
h
e

w
h
it
e
h
al

l 
ii 

c
o
h
o
rt

S
le

e
p.

 2
0
1
0
; 
3
3
:

7
3
9
-
7
4
4

3
0

6
時

間
未

満
、

6
-
8
時

間
、

8
時

間
超

平
均

睡
眠

時
間

1
9
8
3
年

か
ら

1
9
9
5
年

の
1
2
年

冠
動

脈
性

心
疾

患
に

よ
る

死
亡

ス
ウ

ェ
ー

デ
ン

の
ダ

ー
ラ

ナ
県

で
、

1
9
8
3
年

、
4
5
-
6
5
歳

の
1
,8

7
0
人

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究

年
齢

、
独

身
、

独
居

、
喫

煙
有

無
、

B
M

I
（
>
2
8
）
、

心
臓

病
、

高
血

圧
、

糖
尿

病
、

呼
吸

器
疾

患
、

関
節

炎
、

消
化

器
系

疾
患

、
睡

眠
時

間
（
6
時

間
未

満
及

び
8
時

間
超

）
、

入
眠

困
難

、
睡

眠
維

持
の

困
難

、
い

び
き

、
睡

眠
薬

の
使

用

短
期

ま
た

は
長

期
の

睡
眠

時
間

は
、

ど
ち

ら
の

性
別

で
も

冠
動

脈
性

心
疾

患
に

よ
る

死
亡

ま
た

は
総

死
亡

の
リ

ス
ク

に
影

響
し

て
い

な
か

っ
た

。
な

し
M

al
lo

n
 L

,
e
t 

al

S
le

e
p 

c
o
m

pl
ai

n
ts

 p
re

di
c
t

c
o
ro

n
ar

y 
ar

te
ry

 d
is

e
as

e
m

o
rt

al
it
y 

in
 m

al
e
s:

 a
 1

2
-
ye

ar
fo

llo
w

-
u
p 

st
u
dy

 o
f 

a 
m

id
dl

e
-

ag
e
d 

S
w

e
di

sh
 p

o
pu

la
ti
o
n
 J

In
te

rn
 M

e
d 

2
0
0
2

In
te

rn
 M

e
d.

2
0
0
2
; 
2
5
1
: 
2
0
7
-

2
1
6

3
1

5
時

間
未

満
、

6
、

7
、

8
、

9
時

間
以

上

コ
ホ

ー
ト

研
究

前
年

の
睡

眠
時

間

平
均

追
跡

期
間

は
1
2
.9

年
死

亡

4
5
–
7
5
歳

の
ハ

ワ
イ

と
ロ

サ
ン

ゼ
ル

ス
の

成
人

の
う

ち
、

が
ん

や
心

疾
患

、
動

脈
硬

化
の

既
往

の
な

い
男

性
6
1
,9

3
6
人

、
女

性
7
3
,7

4
9
人

コ
ホ

ー
ト

研
究

年
齢

、
人

種
、

喫
煙

習
慣

男
性

で
は

、
9
時

間
以

上
で

心
血

管
疾

患
の

リ
ス

ク
（
H

R
1
.2

2
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

9
-
1
.3

5
）
が

増
加

し
た

。
5
時

間
以

下
及

び
9
時

間
以

上
と

冠
動

脈
心

疾
患

（
H

R
1
.2

1
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

4
-
1
.4

2
；

H
R

1
.1

6
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

4
-
1
.4

2
）
、

9
時

間
以

上
の

睡
眠

と
脳

血
管

疾
患

（
H

R
1
.3

5
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

3
-
1
.7

5
）
と

有
意

な
関

連
が

見
ら

れ
た

。
女

性
で

は
、

5
時

間
以

下
及

び
9
時

間
以

上
の

睡
眠

で
は

、
心

血
管

疾
患

の
死

亡
リ

ス
ク

（
H

R
1
.2

0
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

5
-
1
.3

6
；

H
R

1
.2

9
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

3
-
1
.4

7
）
が

増
加

し
た

。
心

血
管

疾
患

の
サ

ブ
タ

イ
プ

別
で

は
、

9
時

間
以

上
と

冠
動

脈
心

疾
患

（
H

R
:1

.2
3
、

9
5
％

C
I: 

1
.0

2
-
1
.4

9
）
で

有
意

な
関

連
が

み
ら

れ
た

。

【
男

性
】

9
時

間
以

上
あ

り
（
心

血
管

疾
患

）
5
時

間
以

下
あ

り
（
冠

動
脈

心
疾

患
）

【
女

性
】

5
時

間
以

下
、

9
時

間
以

上
あ

り
（
心

血
管

疾
患

）

K
im

 Y
, 
e
t

al

In
su

ff
ic

ie
n
t 

an
d 

e
xc

e
ss

iv
e

am
o
u
n
ts

 o
f 

sl
e
e
p 

in
c
re

as
e
 t

h
e

ri
sk

 o
f 

pr
e
m

at
u
re

 d
e
at

h
 f

ro
m

c
ar

di
o
va

sc
u
la

r 
an

d 
o
th

e
r

di
se

as
e
s:

 t
h
e
 M

u
lt
ie

th
n
ic

c
o
h
o
rt

 s
tu

dy

P
re

v 
M

e
d.

2
0
1
3
; 
5
7
: 
3
7
7
-

3
8
5

3
2

4
時

間
以

上
、

5
、

6
、

7
、

8
、

9
時

間
、

1
0
時

間
以

上
前

年
の

平
日

の
平

均
睡

眠
時

間
追

跡
期

間
の

中
央

値
は

1
4
.3

年

死
亡

（
全

脳
血

管
疾

患
、

脳
出

血
、

脳
梗

塞
、

冠
動

脈
性

心
疾

患
、

全
心

血
管

疾
患

、
が

ん
）

1
9
8
8
-
1
9
9
0
年

に
th

e
 J

ap
an

C
o
lla

bo
ra

ti
ve

 C
o
h
o
rt

 S
tu

dy
に

登
録

さ
れ

た
、

当
時

4
0
-
7
9

歳
だ

っ
た

参
加

者
の

う
ち

、
男

性
4
1
,4

8
9
人

、
女

性
5
7
,1

4
5
人

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究

年
齢

、
B

M
I、

高
血

圧
症

の
既

往
、

糖
尿

病
の

既
往

、
ア

ル
コ

ー
ル

摂
取

、
喫

煙
、

教
育

レ
ベ

ル
、

運
動

時
間

、
歩

行
時

間
、

正
規

雇
用

か
否

か
、

知
覚

精
神

的
ス

ト
レ

ス
、

抑
う

つ
症

状
及

び
新

鮮
な

魚
介

類
の

摂
取

頻
度

男
性

で
は

、
冠

動
脈

性
心

疾
患

は
、

い
ず

れ
の

睡
眠

時
間

と
も

関
連

が
な

か
っ

た
。

女
性

で
は

、
全

脳
血

管
疾

患
は

、
8
時

間
、

9
時

間
、

1
0
時

間
以

上
の

睡
眠

と
有

意
に

関
連

し
て

い
た

（
H

R
1
.2

4
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

5
-

1
.4

7
；
H

R
1
.2

9
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

1
-
1
.6

4
；
H

R
1
.6

9
、

9
5
%
C

I: 
1
.2

9
-

2
.2

0
）
。

脳
出

血
、

が
ん

は
い

ず
れ

の
睡

眠
時

間
と

も
有

意
な

関
連

は
な

く
、

脳
梗

塞
は

、
1
0
時

間
以

上
の

睡
眠

と
関

連
し

て
い

た
（
H

R
2
.3

7
、

9
5
%
C

I: 
1
.7

0
-
3
.3

2
）
。

冠
動

脈
性

心
疾

患
は

、
4
時

間
以

下
、

5
時

間
、

9
時

間
睡

眠
と

有
意

に
関

連
し

て
い

た
（
H

R
2
.3

2
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

9
-
4
.5

0
；
H

R
1
.6

4
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

7
-
2
.5

3
；

H
R

1
.5

2
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

5
-
2
.1

9
）
。

全
心

血
管

疾
患

と
は

、
8
時

間
、

9
時

間
、

1
0
時

間
以

上
の

睡
眠

が
有

意
に

関
連

し
て

い
た

（
H

R
1
.2

8
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

4
-
1
.4

4
；
H

R
1
.3

7
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

7
-
1
.6

2
；

H
R

1
.5

4
、

9
5
%
C

I: 
1
.2

8
-
1
.8

6
）
。

【
男

性
】

な
し

【
女

性
】

５
時

間
以

下
あ

り
（
冠

動
脈

性
心

疾
患

）

Ik
e
h
ar

a 
S
,

e
t 

al

A
ss

o
c
ia

ti
o
n
 o

fs
le

e
p 

du
ra

ti
o
n

w
it
h
 m

o
rt

al
it
y 

fr
o
m

c
ar

di
o
va

sc
u
la

r 
di

se
as

e
 a

n
d

o
th

e
r 

c
au

se
sf

o
r 

J
ap

an
e
se

 m
e
n

an
d 

w
o
m

e
n
: 
th

e
 J

A
C

C
 s

tu
dy

S
le

e
p.

 2
0
0
9
; 
3
2
:

2
9
5
-
3
0
1

3
3

5
時

間
以

下
、

6
、

7
、

8
、

9
時

間
以

上
睡

眠
時

間
追

跡
は

2
0
0
2
年

ま
で

（
平

均
追

跡
期

間
は

1
0
.1

年
）

非
致

死
的

及
び

致
死

的
心

筋
梗

塞
の

発
症

1
9
8
4
-
1
9
9
5
年

の
間

に
実

施
さ

れ
た

、
3
つ

の
研

究
の

い
ず

れ
か

に
参

加
し

た
、

男
性

3
,5

0
8

人
、

女
性

3
,3

8
8
人

（
4
5
-
7
4
歳

）

コ
ホ

ー
ト

研
究

年
齢

、
調

査
、

B
M

I、
教

育
、

脂
質

異
常

症
、

ア
ル

コ
ー

ル
摂

取
、

M
Iの

親
の

履
歴

、
身

体
活

動
、

定
期

的
な

喫
煙

、
高

血
圧

、
糖

尿
病

、
更

年
期

障
害

の
状

態
（
女

性
の

み
）

女
性

で
は

、
8
時

間
睡

眠
と

比
較

し
て

、
5
時

間
未

満
の

睡
眠

で
は

M
Iの

リ
ス

ク
が

増
加

し
た

が
（
H

R
2
.9

8
、

9
5
%
C

I: 
1
.4

8
-

6
.0

3
）
、

9
時

間
以

上
の

睡
眠

で
は

有
意

な
増

加
は

見
ら

れ
な

か
っ

た
（
H

R
1
.4

0
、

9
5
%
C

I: 
0
.7

4
-
2
.6

4
）
。

男
性

で
は

、
5
時

間
未

満
、

9
時

間
以

上
と

も
に

有
意

な
リ

ス
ク

増
加

は
見

ら
れ

な
か

っ
た

（
H

R
1
.1

3
、

9
5
%
C

I: 
0
.6

6
-
1
.9

2
及

び
H

R
1
.0

7
、

9
5
%
C

I: 
0
.7

5
-
1
.5

3
）
。

【
男

性
】

な
し

【
女

性
】

5
時

間
未

満
あ

り

M
e
is

in
ge

r
C

, 
e
t 

al

S
le

e
p 

du
ra

ti
o
n
 a

n
d 

sl
e
e
p

c
o
m

pl
ai

n
ts

 a
n
dr

is
k 

o
f

m
yo

c
ar

di
al

 i
n
fa

rc
ti
o
n
 i
n
 m

id
dl

e
-

ag
e
d 

m
e
n
 a

n
d 

w
o
m

e
n
 f

ro
m

 t
h
e

ge
n
e
ra

l 
po

pu
la

ti
o
n
: 
th

e
M

O
N

IC
A

/
K
O

R
A

 A
u
gs

bu
rg

c
o
h
o
rt

 s
tu

dy

S
le

e
p.

 2
0
0
7
; 
3
0
:

1
1
2
1
–
1
1
2
7

11
8

-424-



１
　

睡
眠

時
間

と
脳

・
心

臓
疾

患
の

発
症

等
に

関
す

る
文

献
（
疫

学
調

査
）
　

（
２

）
心

臓
疾

患
に

関
す

る
も

の
（
5
5
文

献
）

時
間

調
査

期
間

(発
病

前
)

観
察

期
間

疾
病

調
査

対
象

調
査

方
法

調
整

因
子

結
果

有
意

性
著

者
名

タ
イ

ト
ル

書
誌

情
報

3
4

6
時

間
以

下
、

7
-
8
時

間
、

9
時

間
以

上

代
表

的
な

通
常

の
平

日
睡

眠
時

間

1
9
9
2
-
1
9
9
4
年

か
ら

2
0
0
5
年

ま
で

心
筋

梗
塞

、
脳

血
管

疾
患

、
虚

血
性

心
疾

患
に

基
づ

く
死

亡

ス
ウ

ェ
ー

デ
ン

で
登

録
さ

れ
た

参
加

者
の

う
ち

心
血

管
疾

患
の

既
往

歴
の

な
い

4
5
-
6
4
歳

の
男

性
5
,8

7
5
人

、
女

性
7
,4

4
2
人

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究

モ
デ

ル
1
：
年

齢
モ

デ
ル

2
：
モ

デ
ル

1
の

因
子

＋
社

会
経

済
的

地
位

、
婚

姻
歴

、
社

会
参

加
モ

デ
ル

3
：
モ

デ
ル

2
の

因
子

＋
喫

煙
状

況
、

少
な

い
身

体
的

運
動

量
、

肥
満

モ
デ

ル
4
：
モ

デ
ル

3
＋

高
血

圧
、

糖
尿

病
モ

デ
ル

5
：
モ

デ
ル

4
の

因
子

＋
首

の
痛

さ
、

肩
の

痛
さ

、
腰

痛

モ
デ

ル
1
を

用
い

て
解

析
し

た
睡

眠
時

間
の

み
と

の
関

連
に

つ
い

て
は

、
男

性
で

は
6
時

間
以

下
の

H
R

は
1
.1

（
9
5
%
C

I: 
0
.9

6
-

1
.3

）
、

9
時

間
以

上
は

1
.3

（
9
5
%
C

I: 
1
.0

1
-
1
.7

）
で

あ
り

、
短

い
睡

眠
と

の
関

連
は

消
失

し
た

。
女

性
で

は
そ

れ
ぞ

れ
1
.3

（
9
5
%
C

I:
1
.1

-
1
.5

）
、

1
.5

（
9
5
%
C

I: 
1
.1

-
2
.1

）
で

あ
っ

た
。

【
男

性
】

6
時

間
以

下
な

し
【
女

性
】

6
時

間
以

下
、

９
時

間
以

上
あ

り

C
an

iv
e
t

C
, 
e
t 

al

In
so

m
n
ia

 i
n
c
re

as
e
s 

ri
sk

 f
o
r

c
ar

di
o
va

sc
u
la

r 
e
ve

n
ts

 i
n
 w

o
m

e
n

an
d 

in
 m

e
n
 w

it
h
 l
o
w

so
c
io

e
c
o
n
o
m

ic
 s

ta
tu

s:
 A

lo
n
gi

tu
di

n
al

, 
re

gi
st

e
rb

as
e
d 

st
u
dy

J
 P

sy
c
h
o
so

m
R

e
s.

 2
0
1
4
; 
7
6
:

2
9
2
-
2
9
9

3
5

5
時

間
以

下
、

6
、

7
、

8
、

9
時

間
以

上
平

均
睡

眠
時

間
1
9
8
5
-
1
9
8
8
年

か
ら

2
0
1
0
年

ま
で

(平
均

追
跡

期
間

は
2
2
年

)

原
因

特
異

的
死

亡
（
心

血
管

疾
患

、
が

ん
、

そ
の

ほ
か

）

英
国

の
既

存
の

疾
患

の
な

い
9
,0

9
8
人

の
男

女
前

向
き

コ
ホ

ー
ト

研
究

年
齢

、
職

階
級

、
喫

煙
習

慣
、

高
ア

ル
コ

ー
ル

摂
取

量
、

及
び

身
体

活
動

量
、

B
M

I、
総

コ
レ

ス
テ

ロ
ー

ル
、

う
つ

病
/
不

安
、

婚
姻

状
況

男
性

で
は

、
6
時

間
以

下
の

睡
眠

と
睡

眠
障

害
は

、
心

血
管

疾
患

死
亡

率
と

独
立

し
た

関
連

は
見

ら
れ

な
か

っ
た

。
女

性
で

は
、

6
時

間
以

下
の

睡
眠

（
H

R
 1
.8

1
; 
9
5
%
C

I: 
1
.0

5
-

3
.1

0
）
と

睡
眠

障
害

（
H

R
3
.0

4
; 
9
5
%
C

I: 
1
.4

2
-
6
.5

1
）
は

独
立

し
て

心
血

管
疾

患
死

亡
率

の
リ

ス
ク

増
加

と
関

連
し

て
い

た
。

【
男

性
】

6
時

間
以

下
な

し
【
女

性
】

6
時

間
以

下
あ

り

R
o
d 

N
H

,
e
t 

al

T
h
e
 j
o
in

t 
e
ff

e
c
t 

o
f 

sl
e
e
p

du
ra

ti
o
n
 a

n
d 

di
st

u
rb

e
d 

sl
e
e
p 

o
n

c
au

se
-
sp

e
c
if
ic

 m
o
rt

al
it
y:

re
su

lt
s 

fr
o
m

th
e
 W

h
it
e
h
al

l 
II

c
o
h
o
rt

 s
tu

dy

P
L
o
S
 O

n
e

2
0
1
4
; 
9
: 
e
9
1
9
6
5

3
6

5
.9

時
間

以
下

、
6
.0

–
6
.9

時
間

、
7
.0

–
7
.9

時
間

、
8
.0

–
8
.9

時
間

、
9
.0

時
間

以
上

通
常

の
睡

眠
時

間
平

均
追

跡
期

間
は

1
0
.7

年
心

血
管

疾
患

、
動

脈
硬

化
、

心
筋

梗
塞

1
8
歳

か
ら

9
0
歳

の
1
1
,3

6
7
人

（
男

性
4
,4

1
3
人

、
平

均
年

齢
5
5
.1

±
1
1
.9

歳
；
女

性
6
,9

5
4

人
、

平
均

年
齢

5
5
.3

±
1
1
.2

歳
）

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究
年

齢
、

総
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

レ
ベ

ル
、

B
M

I、
喫

煙
習

慣
、

飲
酒

習
慣

心
血

管
疾

患
の

発
症

は
、

男
性

で
は

6
時

間
未

満
の

睡
眠

で
リ

ス
ク

が
増

加
し

た
（
H

R
2
.1

4
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

1
-
4
.1

3
）
。

8
時

間
以

上
の

睡
眠

で
は

有
意

な
関

連
は

見
ら

れ
な

か
っ

た
。

女
性

で
は

、
い

ず
れ

の
睡

眠
時

間
で

も
、

有
意

な
関

連
は

見
ら

れ
な

か
っ

た
。

【
男

性
】

6
時

間
未

満
あ

り
【
女

性
】

な
し

A
m

ag
ai

 Y
,

e
t 

al

S
le

e
p 

du
ra

ti
o
n
 a

n
d 

in
c
id

e
n
c
e
 o

f
c
ar

di
o
va

sc
u
la

r 
e
ve

n
ts

 i
n
 a

J
ap

an
e
se

 p
o
pu

la
ti
o
n
: 
th

e
 J

ic
h
i

M
e
di

c
al

 S
c
h
o
o
l 
c
o
h
o
rt

 s
tu

dy

J
 E

pi
de

m
io

l.
2
0
1
0
; 
2
0
: 
1
0
6
-

1
1
0

3
7

5
時

間
以

下
（
5
.4

時
間

以
下

）
、

6
時

間
（
5
.5

-
6
.4

時
間

）
、

7
時

間
（
6
.5

-
7
.4

時
間

）
、

8
時

間
（
7
.5

-
8
.4

時
間

）
、

及
び

9
時

間
以

上
（
8
.5

時
間

以
上

）

前
年

の
平

日
の

平
均

睡
眠

時
間

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

(1
9
8
8
-

1
9
9
0
年

)か
ら

2
0
0
9

年
ま

で
追

跡
死

亡

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

時
に

心
血

管
疾

患
、

が
ん

、
腎

疾
患

、
ま

た
は

肺
結

核
の

既
往

が
な

い
、

日
本

人
で

、
糖

尿
病

を
自

己
申

告
し

た
患

者
（
4
0
〜

7
9
歳

男
性

1
,6

7
4
人

、
女

性
1
,2

4
0
人

）

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究

年
齢

、
B

M
I、

高
血

圧
症

の
既

往
歴

、
糖

尿
病

の
薬

物
治

療
、

ア
ル

コ
ー

ル
摂

取
、

喫
煙

状
況

、
昼

間
の

睡
眠

、
知

覚
さ

れ
る

精
神

的
ス

ト
レ

ス
、

抑
う

つ
症

状
、

ウ
ォ

ー
キ

ン
グ

、
ス

ポ
ー

ツ
、

緑
黄

色
野

菜
摂

取

男
性

で
は

、
心

血
管

疾
患

に
よ

る
死

亡
は

、
9
時

間
以

上
の

睡
眠

（
H

R
1
.5

6
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

1
-
2
.4

1
）
が

有
意

に
関

連
し

て
い

た
。

そ
れ

以
外

の
睡

眠
時

間
で

は
、

有
意

な
関

連
は

見
ら

れ
な

か
っ

た
。

女
性

の
場

合
、

心
血

管
疾

患
は

い
ず

れ
の

睡
眠

時
間

と
も

関
連

が
見

ら
れ

な
か

っ
た

。

【
男

性
】

9
時

間
以

上
あ

り
そ

れ
以

外
な

し
【
女

性
】

な
し

K
u
bo

ta
 Y

,
e
t 

al

R
e
la

ti
o
n
sh

ip
 b

e
tw

e
e
n
 s

le
e
p

du
ra

ti
o
n
 a

n
d 

c
au

se
-
sp

e
c
if
ic

m
o
rt

al
it
y 

in
 d

ia
be

ti
c
 m

e
n
 a

n
d

w
o
m

e
n
 b

as
e
d 

o
n
 s

e
lf
-
re

po
rt

s

S
le

e
p 

B
io

l
R

h
yt

h
m

s.
 2

0
1
5
;

1
3
: 
8
5
-
9
3

3
8

7
時

間
未

満
、

7
-
8
時

間
、

8
時

間
超

睡
眠

時
間

1
9
7
0
-
1
9
7
3
年

か
ら

2
5
年

間
追

跡
心

血
管

疾
患

に
よ

る
死

亡

ス
コ

ッ
ト

ラ
ン

ド
の

労
働

者
男

女
の

う
ち

、
1
回

目
の

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
を

受
け

、
情

報
に

欠
損

の
な

い
5
,8

1
9
人

の
男

性
と

9
7
8
人

の
女

性
。

こ
の

う
ち

、
4
-
7
年

後
の

1
9
9
7
年

に
2
回

目
の

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
を

受
け

た
の

は
男

性
2
,5

8
8
人

、
女

性
4
4
2
人

。

コ
ホ

ー
ト

研
究

年
齢

、
配

偶
者

の
有

無
、

社
会

階
級

、
病

気
の

危
険

因
子

、
自

己
認

識
ス

ト
レ

ス
レ

ベ
ル

1
回

目
の

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
時

の
睡

眠
時

間
を

用
い

た
場

合
、

男
性

で
は

、
8
時

間
超

睡
眠

の
群

の
死

亡
リ

ス
ク

は
、

対
照

群
と

比
べ

て
減

少
し

た
（
H

R
0
.6

3
、

9
5
%
C

I: 
0
.3

0
-
1
.3

4
）
。

女
性

で
は

、
7
時

間
未

満
睡

眠
の

群
で

死
亡

リ
ス

ク
増

加
と

関
連

し
て

い
た

（
H

R
2
.3

0
、

9
5
%
C

I: 
0
.9

4
-
5
.6

0
）
。

1
回

目
と

2
回

目
の

睡
眠

の
情

報
を

縦
断

的
に

検
討

し
た

場
合

、
両

方
で

7
時

間
未

満
睡

眠
を

報
告

し
た

男
女

は
、

対
照

群
と

比
べ

、
総

死
亡

率
の

増
加

が
見

ら
れ

た
（
R

R
1
.1

5
、

9
5
%
C

I:
0
.9

3
-
1
.4

2
；
R

R
1
.7

3
、

9
5
%
C

I: 
0
.9

9
-
3
.0

3
）
。

【
男

女
】

長
期

に
わ

た
っ

て
睡

眠
が

短
い

と
、

総
死

亡
率

は
高

ま
る

H
e
sl

o
p 

P
,

e
t 

al

S
le

e
p 

du
ra

ti
o
n
 a

n
d 

m
o
rt

al
it
y:

th
e
 e

ff
e
c
t 

o
f 

sh
o
rt

 o
r 

lo
n
g

sl
e
e
p 

du
ra

ti
o
n
 o

n
c
ar

di
o
va

sc
u
la

r 
an

d
al

lc
au

se
m

o
rt

al
it
y 

in
 w

o
rk

in
g

m
e
n
 a

n
d 

w
o
m

e
n

S
le

e
p 

M
e
d.

2
0
0
2
; 
3
: 
3
0
5
-

3
1
4

3
9

5
時

間
以

下
（
≦

5
.9

）
、

6
時

間
（
6
.0

-
6
.9

）
、

7
時

間
（
7
.0

-
7
.9

）
、

8
時

間
（
8
.0

-
8
.9

）
、

9
時

間
以

上
（
≧

9
.0

）

通
常

の
睡

眠
時

間

1
9
8
3
年

か
ら

1
9
9
0
年

に
実

施
(追

跡
は

7
年

間
)

心
血

管
疾

患
に

よ
る

死
亡

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

時
に

2
0
-
7
9
歳

で
あ

っ
た

日
本

人
1
2
,4

8
9
人

（
男

性
4
,7

7
0
人

、
女

性
7
,7

1
9

人
）

コ
ホ

ー
ト

研
究

年
齢

、
B

M
I、

収
縮

期
血

圧
、

拡
張

期
血

圧
、

喫
煙

状
態

、
飲

酒
習

慣
、

身
体

活
動

男
性

で
は

対
照

群
と

比
較

し
て

、
睡

眠
時

間
が

9
時

間
以

上
の

群
で

総
死

亡
率

及
び

心
血

管
疾

患
死

亡
率

の
リ

ス
ク

の
有

意
な

増
加

が
認

め
ら

れ
た

。
睡

眠
時

間
が

5
時

間
以

下
の

総
死

亡
率

及
び

心
血

管
疾

患
死

亡
率

の
ハ

ザ
ー

ド
比

は
、

1
.4

4
（
9
5
%
C

I: 
0
.6

5
–
3
.1

9
）
、

1
.5

7
（
9
5
%
C

I: 
0
.3

5
-
7
.1

5
）
、

6
時

間
で

は
0
.8

6
（
9
5
%
C

I: 
0
.5

0
-
1
.4

8
）
、

0
.6

0
（
9
5
%
C

I: 
0
.1

7
-
2
.1

5
）
で

あ
っ

た
。

女
性

で
は

、
対

照
群

と
比

較
し

て
、

9
時

間
以

上
睡

眠
で

総
死

亡
率

の
リ

ス
ク

の
有

意
な

増
加

が
認

め
ら

れ
た

。
9
時

間
以

上
の

心
血

管
疾

患
死

亡
率

の
ハ

ザ
ー

ド
比

は
、

1
.7

2
（
9
5
%
C

I:0
.7

6
-
3
.8

9
）
で

あ
っ

た
。

睡
眠

時
間

が
5
時

間
以

下
の

総
死

亡
率

及
び

心
血

管
疾

患
死

亡
率

の
ハ

ザ
ー

ド
比

は
、

そ
れ

ぞ
れ

1
.0

1
（
9
5
%
C

I: 
0
.4

2
-
2
.3

9
）
、

0
.8

0
（
9
5
%
C

I: 
0
.1

8
-

3
.4

7
）
、

6
時

間
で

は
1
.3

1
（
9
5
%
C

I: 
0
.7

8
-
2
.2

1
）
、

0
.9

1
（
9
5
%
C

I:
0
.3

8
-
2
.2

3
）
で

あ
り

、
短

時
間

睡
眠

と
の

有
意

な
関

連
は

見
ら

れ
な

か
っ

た
。

【
男

女
】

短
時

間
睡

眠
な

し
L
i 
Y
, 
e
t 

al
P
o
te

n
ti
al

 b
io

c
h
e
m

ic
al

 p
at

h
w

ay
s

fo
r 

th
e
 r

e
la

ti
o
n
sh

ip
 b

e
tw

e
e
n

sl
e
e
p 

du
ra

ti
o
n
 a

n
d 

m
o
rt

al
it
y

S
le

e
p 

M
e
d.

2
0
1
3
; 
1
4
: 
9
8
-

1
0
4

4
0

6
時

間
未

満
、

6
-
8
時

間
、

8
時

間
超

通
常

の
睡

眠
時

間
1
9
8
5
年

-
1
9
8
7
年

か
ら

9
-
1
1
年

間
追

跡
心

血
管

疾
患

に
よ

る
死

亡

西
エ

ル
サ

レ
ム

地
区

に
居

住
す

る
5
0
歳

以
上

の
1
,8

4
2
人

（
女

性
1
,0

0
1
人

）
（
年

齢
の

中
央

値
は

男
性

が
6
4
歳

、
女

性
が

6
3
歳

）

コ
ホ

ー
ト

研
究

男
性

：
年

齢
、

自
己

申
告

に
よ

る
健

康
状

態
、

日
常

の
運

動
量

、
心

血
管

疾
患

、
ア

ル
コ

ー
ル

摂
取

、
収

縮
期

血
圧

、
ホ

モ
シ

ス
テ

イ
ン

値
、

グ
ル

コ
ー

ス
値

、
昼

寝
時

間
女

性
：
年

齢
、

糖
尿

病
、

う
っ

血
性

心
不

全
、

B
M

I、
収

縮
期

血
圧

、
ア

ル
ブ

ミ
ン

値
、

昼
寝

時
間

追
跡

中
に

認
め

ら
れ

た
死

亡
例

4
0
3
（
女

性
2
0
5
例

）
の

う
ち

、
1
7
0
例

（
女

性
9
3
例

）
が

心
血

管
疾

患
に

よ
る

も
の

で
あ

っ
た

。
男

性
で

は
、

総
睡

眠
時

間
が

8
時

間
超

の
群

で
心

血
管

疾
患

に
よ

る
死

亡
率

と
強

い
関

連
が

見
ら

れ
た

が
（
H

R
2
.8

6
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

5
-
7
.1

3
）
、

6
-
8
時

間
睡

眠
の

群
で

は
有

意
な

関
連

は
見

ら
れ

な
か

っ
た

（
H

R
1
.5

7
（
9
5
%
C

I: 
0
.6

5
-
3
.7

8
）
。

女
性

で
は

有
意

な
関

連
は

見
ら

れ
な

か
っ

た
。

【
男

性
】

8
時

間
超

あ
り

【
女

性
】

な
し

B
u
ra

ze
ri

G
, 
e
t 

al

O
ve

r 
8
 h

o
u
rs

 o
f 

sl
e
e
pe

m
ar

ke
r

o
f 

in
c
re

as
e
d 

m
o
rt

al
it
y 

in
m

e
di

te
rr

an
e
an

 p
o
pu

la
ti
o
n
:

fo
llo

w
-
u
p 

po
pu

la
ti
o
n
 s

tu
dy

C
ro

at
 M

e
d 

J
.

2
0
0
3
; 
4
4
: 
1
9
3
-

1
9
8

11
9

-425-



１
　

睡
眠

時
間

と
脳

・
心

臓
疾

患
の

発
症

等
に

関
す

る
文

献
（
疫

学
調

査
）
　

（
２

）
心

臓
疾

患
に

関
す

る
も

の
（
5
5
文

献
）

時
間

調
査

期
間

(発
病

前
)

観
察

期
間

疾
病

調
査

対
象

調
査

方
法

調
整

因
子

結
果

有
意

性
著

者
名

タ
イ

ト
ル

書
誌

情
報

4
1

6
時

間
未

満
ま

た
は

9
時

間
以

上
、

6
時

間
-
8
時

間
調

査
前

年
の

平
均

睡
眠

時
間

1
9
9
4
年

か
ら

2
0
0
9
年

ま
で

心
血

管
疾

患
、

冠
状

動
脈

性
心

疾
患

及
び

脳
血

管
疾

患
に

起
因

す
る

死
亡

シ
ン

ガ
ポ

ー
ル

に
住

む
中

国
人

（
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
時

4
5
-
7
4

歳
）
の

う
ち

、
5
0
,4

6
6
人

（
糖

尿
病

、
C

V
D

、
ま

た
は

が
ん

の
既

往
の

な
い

者
は

4
4
,0

5
6
人

）

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究

年
齢

、
糖

尿
病

ま
た

は
心

血
管

疾
患

の
診

断
時

年
齢

、
性

別
、

方
言

、
在

籍
年

、
教

育
、

婚
姻

状
況

、
及

び
エ

ネ
ル

ギ
ー

摂
取

量

睡
眠

に
関

し
て

は
、

6
時

間
未

満
ま

た
は

9
時

間
以

上
の

者
に

対
し

て
、

6
-
8
時

間
の

者
の

ハ
ザ

ー
ド

比
は

0
.8

2
（
9
5
%
C

I:
0
.7

2
-
0
.9

4
）
で

あ
っ

た
。

U
字

型
の

関
連

あ
り

S
m

ag
u
la

S
F
, 
e
t 

al

C
h
ro

n
ic

 d
is

e
as

e
 a

n
d 

lif
e
st

yl
e

fa
c
to

rs
 a

ss
o
c
ia

te
d 

w
it
h
 c

h
an

ge
in

 s
le

e
p 

du
ra

ti
o
n
 a

m
o
n
g 

o
ld

e
r

ad
u
lt
s 

in
 t

h
e
 s

in
ga

po
re

 c
h
in

e
se

h
e
al

th
 s

tu
dy

J
 S

le
e
p 

R
e
s.

2
0
1
6
; 
2
5
: 
5
7
-
6
1

4
2

5
時

間
以

下
、

6
時

間
、

7
–
8

時
間

、
9
時

間
、

1
0
時

間
以

上
平

均
睡

眠
時

間
1
9
7
2
年

ま
た

は
1
9
7
7

年
か

ら
2
0
0
6
年

ま
で

心
血

管
疾

患
（
心

筋
梗

塞
ま

た
は

脳
血

管
疾

患
）
に

よ
る

死
亡

、
及

び
非

致
命

的
心

血
管

イ
ベ

ン
ト

フ
ィ

ン
ラ

ン
ド

の
2
5
,0

2
5
人

の
う

ち
、

完
全

な
デ

ー
タ

が
取

得
で

き
た

2
3
,2

9
0
人

（
男

性
1
1
,3

7
3

人
、

女
性

1
1
,9

1
7
人

）

コ
ホ

ー
ト

研
究

年
齢

、
婚

姻
状

況
、

収
入

、
1
か

月
間

の
社

会
活

動
の

頻
度

、
B

M
I、

喫
煙

、
総

コ
レ

ス
テ

ロ
ー

ル
、

ト
リ

グ
リ

セ
リ

ド
、

及
び

収
縮

期
血

圧

男
女

と
も

に
、

総
死

亡
率

と
睡

眠
時

間
と

の
間

に
U

字
型

の
関

連
が

見
ら

れ
た

。
男

性
で

は
、

調
整

前
の

モ
デ

ル
に

よ
る

ハ
ザ

ー
ド

比
は

、
睡

眠
時

間
5
時

間
以

下
、

6
時

間
、

9
時

間
、

1
0
時

間
以

上
で

そ
れ

ぞ
れ

1
.9

7
 (

p<
0
.0

1
)、

1
.4

6
(p

<
0
.0

1
)、

0
.9

5
(p

=
0
.5

4
)、

1
.4

4
(p

=
0
.0

2
)で

あ
っ

た
。

女
性

で
は

、
調

整
な

し
の

モ
デ

ル
に

よ
る

ハ
ザ

ー
ド

比
は

、
睡

眠
時

間
5
時

間
以

下
、

6
時

間
、

9
時

間
、

1
0
時

間
以

上
で

そ
れ

ぞ
れ

3
.0

4
 (

p<
0
.0

1
)、

1
.7

7
(p

<
0
.0

1
)、

1
.0

4
(p

=
0
.6

5
)、

1
.9

5
(p

<
0
.0

1
)で

あ
っ

た
。

U
字

型
の

関
連

あ
り

K
ro

n
h
o
lm

E
, 
e
t 

al

S
e
lf
-
re

po
rt

e
d 

sl
e
e
p 

du
ra

ti
o
n
,

al
l-

c
au

se
 m

o
rt

al
it
y,

c
ar

di
o
va

sc
u
la

r 
m

o
rt

al
it
y 

an
d

m
o
rb

id
it
y 

in
F
in

la
n
d

S
le

e
p 

M
e
d.

2
0
1
1
; 
1
2
: 
2
1
5
-

2
2
1

4
3

5
時

間
以

下
、

6
時

間
、

7
時

間
、

8
時

間
、

9
時

間
以

上
平

均
睡

眠
時

間
2
0
0
5
年

に
デ

ー
タ

収
集

心
血

管
疾

患
（
医

師
に

よ
っ

て
心

筋
梗

塞
、

狭
心

症
、

脳
血

管
疾

患
と

診
断

さ
れ

た
も

の
）

米
国

人
で

1
8
歳

以
上

の
3
0
,3

9
7
人

（
女

性
：
5
7
.1

%
）

横
断

研
究

年
齢

、
性

別
、

人
種

、
喫

煙
状

況
、

ア
ル

コ
ー

ル
摂

取
、

運
動

量
、

B
M

I、
糖

尿
病

、
高

血
圧

、
う

つ
病

睡
眠

時
間

ご
と

の
7
時

間
睡

眠
に

対
す

る
オ

ッ
ズ

比
は

、
5
時

間
以

下
が

2
.2

0
（
9
5
%
C

I: 
1
.7

8
-
2
.7

1
）
、

6
時

間
が

1
.3

3
（
9
5
%
C

I:
1
.1

3
-
1
.5

7
）
、

8
時

間
が

1
.2

3
（
9
5
%
C

I: 
1
.0

6
-
1
.4

1
）
、

9
時

間
以

上
が

1
.5

7
（
9
5
%
C

I: 
1
.3

1
-
1
.8

9
）
で

あ
っ

た
。

U
字

型
の

関
連

あ
り

S
ab

an
ay

a
ga

m
 C

 &
S
h
an

ka
r

A
.

S
le

e
p 

du
ra

ti
o
n
 a

n
d

c
ar

di
o
va

sc
u
la

r 
di

se
as

e
: 
re

su
lt
s

fr
o
m

 t
h
e
 N

at
io

n
al

 H
e
al

th
In

te
rv

ie
w

 S
u
rv

e
y

S
le

e
p.

 2
0
1
0
; 
3
3
:

1
0
3
7
-
1
0
4
2

4
4

5
時

間
以

下
、

6
、

7
、

8
時

間
、

9
時

間
以

上
平

均
睡

眠
時

間

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

の
フ

ェ
ー

ズ
1
：
1
9
8
5
-
8
8

年
か

ら
の

1
7
年

及
び

フ
ェ

ー
ズ

3
：
1
9
9
1
-
9
3

年
か

ら
の

1
2
年

心
血

管
疾

患
に

よ
る

死
亡

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

で
3
5
-
5
5
歳

で
あ

っ
た

1
0
,3

0
8
人

の
ホ

ワ
イ

ト
カ

ラ
ー

の
英

国
公

務
員

の
う

ち
、

デ
ー

タ
に

欠
損

の
な

い
9
,7

8
1
人

の
参

加
者

が
フ

ェ
ー

ズ
1
の

分
析

に
含

ま
れ

、
そ

の
う

ち
7
,7

2
9
人

が
フ

ェ
ー

ズ
3
の

分
析

と
睡

眠
時

間
の

変
化

の
分

析
に

含
ま

れ
た

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究

年
齢

調
整

モ
デ

ル
：
年

齢
の

み
フ

ル
モ

デ
ル

：
年

齢
、

性
別

、
婚

姻
歴

、
雇

用
等

級
、

喫
煙

状
態

、
身

体
活

動
、

ア
ル

コ
ー

ル
摂

取
、

自
己

評
価

に
よ

る
健

康
状

態
、

B
M

I、
収

縮
期

血
圧

、
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

、
身

体
疾

患
、

修
正

G
H

Q
(G

e
n
e
ra

l 
H

e
al

th
 Q

u
e
st

io
n
)

ス
コ

ア
、

冠
動

脈
性

心
疾

患
の

有
病

フ
ェ

ー
ズ

1
及

び
フ

ェ
ー

ズ
3
の

睡
眠

時
間

（
5
時

間
以

下
、

6
、

7
、

8
時

間
、

9
時

間
以

上
）
と

そ
の

後
の

総
死

亡
率

、
心

血
管

疾
患

及
び

非
心

血
管

に
よ

る
死

亡
率

の
間

で
U

字
型

の
関

連
性

が
観

察
さ

れ
た

。

U
字

型
の

関
連

あ
り

F
e
rr

ie
 J

E
,

e
t 

al

A
 p

ro
sp

e
c
ti
ve

 s
tu

dy
 o

f 
c
h
an

ge
in

 s
le

e
p 

du
ra

ti
o
n
: 
as

so
c
ia

ti
o
n
s

w
it
h
 m

o
rt

al
it
y 

in
 t

h
e
 W

h
it
e
h
al

l 
II

c
o
h
o
rt

S
le

e
p.

 2
0
0
7
; 
3
0
:

1
6
5
9
-
1
6
6
6

4
5

短
時

間
睡

眠
（
7
時

間
未

満
）

長
時

間
睡

眠
（
7
時

間
超

）
-

-
冠

動
脈

性
心

疾
患

（
C

H
D

）

M
E
D

L
IN

E
と

E
M

B
A

S
E
か

ら
抽

出
し

た
2
2
件

の
前

向
き

コ
ホ

ー
ト

研
究

（
被

験
者

合
計

5
1
7
,4

4
0

人
、

C
H

D
 1

7
,8

4
1
症

例
）
。

1
時

間
ご

と
の

睡
眠

時
間

の
短

縮
に

つ
い

て
1
4
の

、
延

長
に

つ
い

て
1
1
の

研
究

を
解

析
。

シ
ス

テ
マ

テ
ィ

ッ
ク

レ
ビ

ュ
ー

、
メ

タ
ア

ナ
リ

シ
ス

-

睡
眠

時
間

と
C

H
D

発
症

率
と

の
間

に
は

U
字

型
の

関
連

が
あ

り
、

睡
眠

時
間

7
-
8
時

間
が

最
も

発
症

リ
ス

ク
が

低
い

。
睡

眠
時

間
が

1
時

間
短

く
な

っ
た

場
合

の
相

対
危

険
度

は
1
.1

1
（
9
5
%
C

I: 
1
.0

5
-
1
.1

6
）
、

1
時

間
長

く
な

っ
た

場
合

の
相

対
危

険
度

は
1
.0

7
（
9
5
%
C

I: 
1
.0

0
-
1
.1

5
）
で

あ
っ

た
。

睡
眠

時
間

U
字

型
の

関
連

あ
り

W
an

g 
D

,
e
t 

al

S
le

e
p 

du
ra

ti
o
n
 a

n
d 

ri
sk

 o
f

c
o
ro

n
ar

y 
h
e
ar

t 
di

se
as

e
 :
A

sy
st

e
m

at
ic

 r
e
vi

e
w

 a
n
d 

m
e
ta

-
an

al
ys

is
 o

f 
pr

o
sp

e
c
ti
ve

 c
o
h
o
rt

st
u
di

e
s

In
t 

J
 C

ar
di

o
l.

2
0
1
6
; 
2
1
9
: 
2
3
1
-

2
3
9

文
献

2
5

4
6

5
時

間
、

6
時

間
、

7
時

間
、

8
時

間
、

9
時

間
以

上
（
7
時

間
の

睡
眠

及
び

「
主

観
的

な
睡

眠
の

質
が

良
好

」
な

群
を

対
照

群
と

し
た

）

-
-

冠
動

脈
石

灰
化

及
び

上
腕

足
首

脈
波

速
度

冠
動

脈
石

灰
化

を
測

定
し

た
2
9
,2

0
3
人

（
平

均
4
1
.8

±
7
.3

歳
）
、

上
腕

足
首

脈
波

速
度

を
測

定
し

た
1
8
,1

0
6
人

横
断

研
究

年
齢

、
性

別
、

ス
タ

デ
ィ

セ
ン

タ
ー

、
訪

問
年

、
教

育
、

婚
姻

状
況

、
う

つ
状

態
、

喫
煙

状
態

、
ア

ル
コ

ー
ル

摂
取

、
身

体
活

動
レ

ベ
ル

、
B

M
I、

空
腹

時
血

糖
、

収
縮

期
及

び
拡

張
期

血
圧

、
身

長
、

心
拍

数

睡
眠

時
間

と
冠

動
脈

石
灰

化
に

は
U

字
型

の
関

連
が

見
ら

れ
、

5
時

間
以

下
、

6
時

間
、

7
時

間
、

8
時

間
及

び
9
時

間
以

上
の

睡
眠

群
の

う
ち

、
冠

動
脈

石
灰

化
ス

コ
ア

が
正

の
参

加
者

の
割

合
は

、
そ

れ
ぞ

れ
1
6
.2

、
1
5
.1

、
1
2
.5

、
1
2
.6

、
1
8
.4

%
で

あ
っ

た
。

多
変

量
調

整
冠

動
脈

石
灰

化
ス

コ
ア

比
（
9
5
%
C

I）
は

、
1
.5

0
（
1
.1

7
-
1
.9

3
）
、

1
.3

4
（
1
.1

0
-
1
.6

3
）
、

1
.3

7
（
0
.9

9
-
1
.8

9
）
、

1
.7

2
（
0
.9

0
-
3
.2

8
）
（
2
次

傾
向

P
=
0
.0

0
2
）
で

あ
っ

た
。

U
字

型
の

関
連

あ
り

（
短

時
間

睡
眠

は
有

意
で

，
長

時
間

睡
眠

は
有

意
傾

向
）

K
im

 C
W

,
e
t 

al

S
le

e
p 

du
ra

ti
o
n
, 
sl

e
e
p 

qu
al

it
y,

an
d 

m
ar

ke
rs

 o
f 

su
bc

lin
ic

al
ar

te
ri
al

 d
is

e
as

e
 i
n
 h

e
al

th
y 

m
e
n

an
d 

w
o
m

e
n

A
rt

e
ri
o
sc

le
r

T
h
ro

m
b 

V
as

c
B

io
l. 

2
0
1
5
; 
3
5
:

2
2
3
8
-
2
2
4
5

4
7

5
.0

時
間

未
満

、
5
.0

–
5
.9

時
間

、
6
.0

–
6
.9

時
間

、
7
.0

–
7
.9

時
間

、
8
.0

時
間

以
上

参
加

時
に

3
0
日

間
測

定
-

総
頸

動
脈

内
膜

中
膜

厚
と

平
均

最
大

頸
動

脈
内

膜
中

膜
厚

心
血

管
疾

患
の

リ
ス

ク
が

高
い

2
5
7
人

（
平

均
4
2
.2

歳
）
の

米
国

人
警

察
官

横
断

研
究

年
齢

、
性

別
、

人
種

/
民

族
、

腹
部

高
（
仰

臥
位

で
測

定
し

た
腹

部
の

厚
み

）
、

収
縮

期
血

圧
、

抗
高

血
圧

薬
の

使
用

、
グ

ル
コ

ー
ス

、
L
D

L
、

H
D

L
、

血
中

脂
質

低
下

薬
の

服
用

、
身

体
活

動
、

ア
ル

コ
ー

ル
摂

取
、

知
覚

ス
ト

レ
ス

、
抑

う
つ

症
状

ス
コ

ア
、

睡
眠

の
質

、
喫

煙
状

況
、

交
替

勤
務

、
副

業

客
観

的
に

測
定

さ
れ

た
睡

眠
時

間
と

最
大

平
均

頸
動

脈
内

膜
中

膜
厚

の
間

に
は

U
字

型
の

関
連

が
示

さ
れ

た
（
P
=
0
.0

2
9
）
。

自
己

申
告

に
よ

る
睡

眠
時

間
は

、
ど

ち
ら

の
頸

動
脈

内
膜

中
膜

厚
測

定
と

も
関

連
し

て
い

な
か

っ
た

。

U
字

型
の

関
連

あ
り

M
a 

C
C

,
e
t 

al

A
ss

o
c
ia

ti
o
n
s 

o
f 

o
bj

e
c
ti
ve

ly
m

e
as

u
re

d 
an

d 
se

lf
-
re

po
rt

e
d

sl
e
e
p 

du
ra

ti
o
n
 w

it
h
 c

ar
o
ti
d

ar
te

ry
 i
n
ti
m

a 
m

e
di

a 
th

ic
kn

e
ss

am
o
n
g 

po
lic

e
 o

ff
ic

e
rs

A
m

 J
 I
n
d 

M
e
d.

2
0
1
3
; 
5
6
: 
1
3
4
1
-

1
3
5
1

4
8

5
時

間
以

下
、

6
時

間
、

7
時

間
、

8
時

間
、

9
時

間
、

1
0
時

間
以

上

通
常

の
平

日
睡

眠
時

間

2
0
0
5
-
2
0
1
2
年

の
国

民
健

康
栄

養
調

査
の

デ
ー

タ
心

血
管

疾
患

心
血

管
疾

患
と

脳
血

管
疾

患
の

既
往

が
な

い
4
0
-
7
9
歳

（
平

均
5
4
.6

歳
）
の

男
性

及
び

非
妊

娠
女

性
7
,6

9
0
人

横
断

研
究

モ
デ

ル
2
：
年

齢
モ

デ
ル

3
：
モ

デ
ル

2
の

因
子

＋
性

別
、

人
種

ま
た

は
民

族
、

教
育

レ
ベ

ル
、

余
暇

の
身

体
活

動
、

B
M

I、
関

節
炎

、
が

ん
、

慢
性

閉
塞

性
肺

疾
患

、
肝

臓
の

状
態

、
甲

状
腺

の
障

害
、

睡
眠

障
害

の
既

往
モ

デ
ル

4
：
モ

デ
ル

3
か

ら
年

齢
を

除
外

し
た

因
子

モ
デ

ル
3
に

よ
る

解
析

の
結

果
、

睡
眠

時
間

5
時

間
以

下
、

6
、

7
、

8
、

9
時

間
、

1
0
時

間
以

上
に

お
け

る
、

心
血

管
疾

患
の

1
0

年
後

の
予

測
発

症
リ

ス
ク

は
、

そ
れ

ぞ
れ

4
.0

%
、

3
.6

%
、

3
.4

%
、

3
.5

%
、

3
.7

%
、

3
.7

%
で

あ
っ

た
（
p<

0
.0

0
1
）
。

予
測

心
血

管
リ

ス
ク

が
2
0
％

以
上

に
な

る
割

合
は

、
モ

デ
ル

3
に

よ
る

解
析

で
は

、
有

意
な

関
連

は
み

ら
れ

な
か

っ
た

（
p=

0
.6

9
8
）
。

U
字

型
の

関
連

あ
り

F
o
rd

 E
S

H
ab

it
u
al

 s
le

e
p 

du
ra

ti
o
n
 a

n
d

pr
e
di

c
te

d 
1
0
-
ye

ar
c
ar

di
o
va

sc
u
la

r 
ri
sk

 u
si

n
g 

th
e

po
o
le

dc
o
h
o
rt

 r
is

k 
e
qu

at
io

n
s

am
o
n
g 

u
s 

ad
u
lt
s

J
 A

m
 H

e
ar

t
A

ss
o
c
. 
2
0
1
4
; 
3
:

e
0
0
1
4
5
4

12
0

-426-



１
　

睡
眠

時
間

と
脳

・
心

臓
疾

患
の

発
症

等
に

関
す

る
文

献
（
疫

学
調

査
）
　

（
２

）
心

臓
疾

患
に

関
す

る
も

の
（
5
5
文

献
）

時
間

調
査

期
間

(発
病

前
)

観
察

期
間

疾
病

調
査

対
象

調
査

方
法

調
整

因
子

結
果

有
意

性
著

者
名

タ
イ

ト
ル

書
誌

情
報

4
9

5
時

間
以

下
、

6
、

7
、

8
時

間
、

及
び

9
時

間
以

上
1
9
9
0
年

の
平

均
睡

眠
時

間

1
9
9
0
年

に
デ

ー
タ

収
集

(追
跡

期
間

の
中

央
値

は
1
5
.9

年
)

心
血

管
疾

患
の

イ
ベ

ン
ト

の
発

生
及

び
全

死
亡

1
9
9
0
-
1
9
9
1
年

に
台

湾
の

研
究

に
登

録
さ

れ
た

3
5
歳

以
上

の
成

人
3
,4

3
0
人

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究

モ
デ

ル
1
：
年

齢
、

性
別

モ
デ

ル
2
：
モ

デ
ル

1
の

因
子

＋
B

M
I、

喫
煙

状
況

、
ア

ル
コ

ー
ル

摂
取

、
婚

姻
歴

、
教

育
レ

ベ
ル

、
職

業
、

定
期

的
な

身
体

活
動

の
有

無
、

冠
動

脈
性

心
疾

患
の

家
族

歴
モ

デ
ル

3
：
モ

デ
ル

2
の

因
子

＋
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
時

の
高

血
圧

有
無

、
糖

尿
病

有
無

、
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

、
H

D
L
、

ト
リ

グ
リ

セ
リ

ド
、

グ
ル

コ
ー

ス
及

び
尿

酸
レ

ベ
ル

モ
デ

ル
3
で

は
，

睡
眠

時
間

と
総

死
亡

と
の

関
連

 R
R

 (
9
5
%
C

I)
は

、
5
時

間
以

下
 1

.1
5
 (

0
.9

0
-
1
.4

6
)、

6
時

間
 0

.9
7
 (

0
.7

9
-

1
.2

1
)、

7
時

間
 1

.0
0
、

8
時

間
 1

.0
4
 (

0
.8

6
-
1
.2

7
)、

9
時

間
以

上
1
.3

4
 (

1
.0

8
-
1
.6

7
) 

に
U

字
型

の
関

連
性

が
見

ら
れ

た
。

心
血

管
疾

患
イ

ベ
ン

ト
発

生
と

の
関

連
は

有
意

で
は

な
か

っ
た

。

長
時

間
睡

眠
あ

り
（
短

時
間

睡
眠

な
し

）

C
h
ie

n
 K

L
,

e
t 

al

H
ab

it
u
al

 s
le

e
p 

du
ra

ti
o
n
 a

n
d

in
so

m
n
ia

 a
n
d 

th
e
 r

is
k 

o
f

c
ar

di
o
va

sc
u
la

r 
e
ve

n
ts

 a
n
d 

al
l-

c
au

se
de

at
h
: 
re

po
rt

 f
ro

m
 a

c
o
m

m
u
n
it
y-

ba
se

d 
c
o
h
o
rt

S
le

e
p.

 2
0
1
0
; 
3
3
:

1
7
7
-
1
8
4

5
0

4
-
5
、

6
、

7
、

8
、

9
、

1
0
時

間
以

上

女
性

：
過

去
２

年 男
性

：
過

去
１

年

追
跡

期
間

の
中

央
値

は
女

性
で

7
.1

2
年

、
男

性
で

6
.0

7
年

心
血

管
疾

患
、

脳
血

管
疾

患
、

糖
尿

病
、

が
ん

中
国

上
海

に
住

む
4
0
-
7
4
歳

の
中

国
人

成
人

（
女

性
7
4
,9

4
1

人
、

男
性

6
1
,4

8
0
人

）
の

う
ち

、
1
1
3
,1

3
8
人

コ
ホ

ー
ト

研
究

年
齢

、
学

歴
、

所
得

、
喫

煙
状

況
、

飲
酒

量
、

身
体

活
動

量
、

夜
間

勤
務

の
有

無
、

茶
の

摂
取

量

男
女

と
も

に
、

心
血

管
疾

患
（
傾

向
P
値

：
女

性
<
0
.0

0
1
、

男
性

=
0
.2

0
4
6
）
、

脳
血

管
疾

患
（
傾

向
P
値

：
女

性
=
0
.0

2
8
3
、

男
性

=
0
.7

8
9
0
）
を

含
む

疾
患

固
有

の
死

亡
率

の
関

連
も

、
一

般
に

同
じ

J
字

型
の

パ
タ

ー
ン

に
従

っ
て

い
た

が
、

女
性

で
は

こ
の

関
連

が
有

意
で

あ
っ

た
一

方
、

男
性

で
は

有
意

な
関

連
で

は
な

か
っ

た
。

【
男

性
】

な
し

【
女

性
】

J
字

型
の

関
連

あ
り

C
ai

 H
, 
e
t

al

S
le

e
p 

du
ra

ti
o
n
 a

n
d 

m
o
rt

al
it
y:

 a
pr

o
sp

e
c
ti
ve

 s
tu

dy
 o

f 
1
1
3
 1

3
8

m
id

dl
e
-
ag

e
d 

an
d 

e
ld

e
rl
y

C
h
in

e
se

 m
e
n
 a

n
d 

w
o
m

e
n

S
le

e
p.

 2
0
1
5
; 
3
8
:

5
2
9
-
5
3
6

5
1

測
定

時
間

測
定

時
（
3
日

間
、

1
年

後
再

び
測

定
）

1
9
8
5
年

登
録

、
睡

眠
の

測
定

は
1
5
年

目
（
2
0
0
5
-
2
0
0
6
年

）
、

頸
動

脈
内

膜
中

膜
厚

の
測

定
は

2
0
年

目
（
2
0
1
0
-
2
0
1
1
年

）

頸
動

脈
内

膜
中

膜
厚

6
1
7
人

の
黒

人
及

び
白

人
の

健
康

な
参

加
者

（
3
7
-
5
2
歳

、
5
8
%

の
女

性
）

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究

年
齢

、
性

別
、

人
種

、
B

M
I、

う
つ

病
、

喫
煙

、
腰

囲
、

ト
リ

グ
リ

セ
リ

ド
、

低
比

重
リ

ポ
タ

ン
パ

ク
質

コ
レ

ス
テ

ロ
ー

ル
、

高
比

重
リ

ポ
タ

ン
パ

ク
質

コ
レ

ス
テ

ロ
ー

ル
、

糖
尿

病
、

収
縮

期
血

圧
、

拡
張

期
血

圧
、

イ
ン

タ
ー

ロ
イ

キ
ン

-
6
、

C
反

応
性

タ
ン

パ
ク

質
、

身
体

活
動

、
ア

ル
コ

ー
ル

摂
取

、
カ

フ
ェ

イ
ン

消
費

、
血

圧
と

コ
レ

ス
テ

ロ
ー

ル
の

薬
、

夜
間

覚
醒

、
い

び
き

調
整

後
、

睡
眠

時
間

が
1
時

間
長

く
な

る
と

、
男

性
で

は
頸

動
脈

内
膜

中
膜

厚
が

0
.0

2
6
m

m
少

な
く
な

り
有

意
で

あ
っ

た
が

（
P
=
0
.0

2
; 
9
5
%
C

I: 
-
0
.0

4
7
~-

0
.0

0
5
）
、

女
性

で
は

0
.0

0
1
m

m
に

留
ま

り
有

意
で

は
な

か
っ

た
（
P
=
0
.9

1
; 
9
5
%
C

I: 
-
0
.0

2
0
-

0
.0

2
2
）
。

【
男

性
】

あ
り

（
睡

眠
時

間
が

長
く
な

る
と

厚
み

小
）

【
女

性
】

な
し

S
an

ds
M

R
, 
e
t 

al

S
h
o
rt

 s
le

e
p 

du
ra

ti
o
n
 i
s

as
so

c
ia

te
d 

w
it
h
 c

ar
o
ti
d 

in
ti
m

a-
m

e
di

a 
th

ic
kn

e
ss

 a
m

o
n
g 

m
e
n
 i
n

th
e
 C

o
ro

n
ar

y 
A

rt
e
ry

 R
is

k
D

e
ve

lo
pm

e
n
t 

in
 Y

o
u
n
g 

A
du

lt
s

(C
A

R
D

IA
) 

st
u
dy

S
tr

o
ke

, 
2
0
1
2
;

4
3
: 
2
8
5
8
-
2
8
6
4

5
2

短
時

間
睡

眠
（
6
時

間
未

満
）
、

通
常

（
6
-
8
時

間
）
及

び
長

時
間

睡
眠

（
8
時

間
以

上
）

平
均

睡
眠

時
間

2
0
0
6
-
2
0
0
9
年

動
脈

硬
化

台
湾

国
立

成
功

大
学

病
院

の
健

康
診

断
セ

ン
タ

ー
を

拠
点

と
し

、
脳

血
管

イ
ベ

ン
ト

、
冠

動
脈

疾
患

、
末

梢
動

脈
疾

患
の

既
往

の
な

い
、

3
,5

0
8
人

（
2
0
-
8
7

歳
）

横
断

研
究

B
M

I、
e
G

F
R

、
高

血
圧

の
有

無
、

糖
尿

病
の

有
無

、
喫

煙
習

慣
、

ア
ル

コ
ー

ル
摂

取
量

、
身

体
活

動
の

有
無

、
い

び
き

の
有

無

男
性

で
は

、
長

時
間

睡
眠

（
O

R
 1

.7
5
、

P
=
0
.0

3
4
）
は

動
脈

硬
化

の
リ

ス
ク

と
有

意
に

関
連

し
て

い
た

が
、

短
時

間
睡

眠
で

は
有

意
な

関
連

は
見

ら
れ

な
か

っ
た

（
O

R
 0

.9
8
、

P
=
0
.9

2
）
。

女
性

で
は

、
短

い
睡

眠
時

間
も

長
い

睡
眠

時
間

も
動

脈
硬

化
の

増
加

と
有

意
な

関
連

は
見

ら
れ

な
か

っ
た

。

【
男

性
】

長
時

間
睡

眠
あ

り
短

時
間

睡
眠

な
し

【
女

性
】

な
し

T
sa

i 
T
C

,
e
t 

al

L
o
n
g 

sl
e
e
p 

du
ra

ti
o
n
 a

ss
o
c
ia

te
d

w
it
h
 a

 h
ig

h
e
r 

ri
sk

 o
f 

in
c
re

as
e
d

ar
te

ri
al

 s
ti
ff

n
e
ss

 i
n
 m

al
e
s

S
le

e
p.

 2
0
1
4
; 
3
7
:

1
3
1
5
-
1
3
2
0

5
3

7
時

間
以

上
は

「
十

分
な

睡
眠

」
通

常
の

睡
眠

時
間

1
9
9
4
年

～
1
9
9
7
年

調
査

開
始

か
ら

の
1
0
～

1
4
年

間
（
平

均
1
2
年

）
心

血
管

疾
患

心
血

管
疾

患
を

有
さ

な
い

2
0
-

6
5
歳

の
男

性
8
,1

2
8
人

及
び

女
性

9
,7

5
9
人

コ
ホ

ー
ト

研
究

年
齢

、
性

別
、

学
歴

健
康

的
な

4
つ

の
生

活
様

式
（
十

分
な

運
動

量
、

適
切

な
食

事
、

適
度

な
ア

ル
コ

ー
ル

摂
取

、
禁

煙
）
の

う
ち

、
4
つ

す
べ

て
に

該
当

し
、

十
分

な
睡

眠
で

あ
る

群
は

、
0
も

し
く
は

１
つ

に
該

当
す

る
対

照
群

と
比

較
し

て
、

心
血

管
疾

患
全

体
の

リ
ス

ク
は

6
5
%
低

く
（
ハ

ザ
ー

ド
比

0
.3

5
、

9
5
%
C

I: 
0
.2

3
-
0
.5

2
）
、

致
死

的
な

心
血

管
疾

患
の

リ
ス

ク
は

8
3
%
低

か
っ

た
（
ハ

ザ
ー

ド
比

0
.1

7
、

9
5
%
C

I: 
0
.0

7
-
0
.4

3
）
。

あ
り

（
十

分
な

睡
眠

か
つ

健
康

的
な

生
活

様
式

で
あ

る
群

の
リ

ス
ク

低
）

H
o
e
ve

n
aa

r-
B

lo
m

M
P
, 
e
t 

al

S
u
ff

ic
ie

n
t 

sl
e
e
p 

du
ra

ti
o
n

c
o
n
tr

ib
u
te

s 
to

 l
o
w

e
r

c
ar

di
o
va

sc
u
la

r 
di

se
as

e
 r

is
k 

in
ad

di
ti
o
n
 t

o
 f

o
u
r 

tr
ad

it
io

n
al

lif
e
st

yl
e
 f

ac
to

rs
: 
th

e
 M

O
R

G
E
N

st
u
dy

E
u
r 

J
 P

re
v

C
ar

di
o
l. 

2
0
1
4
;

2
1
:1

3
6
7
-
1
3
7
5

5
4

1
日

の
睡

眠
時

間

発
症

前
1
か

月
ま

た
は

健
康

診
断

1
か

月
前

の
睡

眠
時

間

2
0
0
2
年

急
性

心
筋

梗
塞

の
発

症

症
例

群
：
愛

知
県

3
か

所
及

び
東

京
2
か

所
の

病
院

に
急

性
心

筋
梗

塞
で

入
院

し
た

4
7
人

（
平

均
5
2
.0

±
6
.1

歳
）
の

患
者

対
照

群
：
健

康
診

断
の

た
め

に
病

院
（
上

記
の

病
院

の
う

ち
愛

知
県

1
か

所
、

東
京

1
か

所
）
を

訪
れ

た
労

働
者

の
う

ち
、

性
別

と
年

齢
が

症
例

群
と

対
応

す
る

健
康

な
4
7
人

（
平

均
5
0
.7

 ±
6
.1

歳
）

症
例

対
照

研
究

-
睡

眠
時

間
は

、
対

照
群

が
（
6
.6

±
0
.9

時
間

）
、

急
性

心
筋

梗
塞

患
者

が
（
6
.3

±
0
.9

時
間

）
で

、
有

意
な

差
が

認
め

ら
れ

な
か

っ
た

。
な

し
F
u
ku

o
ka

Y
, 
e
t 

al

D
o
 J

ap
an

e
se

 w
o
rk

e
rs

 w
h
o

e
xp

e
ri
e
n
c
e
 a

n
 a

c
u
te

 m
yo

c
ar

di
al

in
fa

rc
ti
o
n
 b

e
lie

ve
 t

h
e
ir

pr
o
lo

n
ge

d 
w

o
rk

in
g 

h
o
u
rs

 a
re

 a
c
au

se
?

In
t 

J
 C

ar
di

o
l.

2
0
0
5
; 
1
0
0
: 
2
9
-

3
5

5
5

睡
眠

不
足

-
-

血
管

内
皮

機
能

睡
眠

時
間

と
過

労
死

発
症

モ
デ

ル
の

構
築

に
関

す
る

考
察

総
説

-

睡
眠

時
間

と
血

管
内

皮
機

能
を

検
討

し
た

研
究

で
は

、
睡

眠
時

間
の

短
縮

が
血

管
内

皮
機

能
を

劣
化

さ
せ

る
こ

と
を

示
し

た
。

睡
眠

の
質

と
の

関
係

で
は

、
一

晩
の

睡
眠

で
レ

ム
睡

眠
出

現
率

が
高

く
な

る
よ

う
に

睡
眠

構
築

バ
ラ

ン
ス

を
保

つ
こ

と
が

で
き

れ
ば

、
血

管
内

皮
の

柔
軟

性
を

保
つ

こ
と

が
で

き
る

可
能

性
が

示
さ

れ
た

。

-
佐

々
木

司
・
松

元
俊

睡
眠

構
築

バ
ラ

ン
ス

理
論

か
ら

み
た

過
労

死
発

症
モ

デ
ル

に
つ

い
て

労
働

科
学

.
2
0
1
7
; 
9
3
: 
1
1
-
2
3

…
再

掲
の

文
献

。

12
1

-427-



２
　

労
働

時
間

と
脳

・
心

臓
疾

患
の

発
症

等
に

関
す

る
文

献
（
疫

学
調

査
）
　

（
１

）
脳

血
管

疾
患

に
関

す
る

も
の

（
1
2
文

献
）

時
間

調
査

期
間

（
発

症
前

）
観

察
期

間
疾

病
調

査
対

象
調

査
方

法
調

整
因

子
結

果
有

意
性

著
者

名
タ

イ
ト

ル
書

誌
情

報

1
1
週

間
あ

た
り

の
労

働
時

間
3
0
-
4
5
時

間
（
対

照
群

）
、

5
5

時
間

以
上

（
長

時
間

労
働

）
-

2
0
1
8
年

7
月

に
P

u
b
M

e
d
に

よ
る

文
献

検
索

-
-

メ
タ

ア
ナ

リ
シ

ス
-

労
働

時
間

が
5
5
時

間
/
週

以
上

で
は

、
対

照
群

の
3
0
-
4
5
時

間
/
週

と
比

較
し

て
心

血
管

疾
患

の
リ

ス
ク

が
1
.1

2
倍

（
9
5
%
C

I:
1
.0

3
-
1
.2

1
）
で

、
脳

血
管

疾
患

の
リ

ス
ク

が
1
.2

1
倍

（
9
5
%
C

I:
1
.0

1
-
1
.4

5
）
で

あ
っ

た
。

長
時

間
労

働
（
週

5
5
時

間
以

上
）
あ

り

V
ir
ta

n
e
n

M
, 
e
t 

al
L
o
n
g 

W
o
rk

in
g 

H
o
u
rs

 a
n
d
 R

is
k 

o
f

C
ar

d
io

va
sc

u
la

r 
D

is
e
as

e

C
u
rr

 C
ar

d
io

l 
R

e
p
.

2
0
1
8
; 
 2

0
: 
1
2
3

文
献

3
1

2

1
週

間
あ

た
り

の
労

働
時

間
が

3
5
時

間
未

満
、

3
5
-
4
0
時

間
（
対

照
群

）
、

4
1
-
4
8
時

間
、

4
9
-
5
4
時

間
、

5
5
時

間
以

上

-
P

u
b
M

e
d
と

E
m

b
as

e
開

始
か

ら
2
0
1
4
年

8
月

2
0
日

ま
で

の
文

献

冠
動

脈
性

心
疾

患
、

脳
血

管
疾

患

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
、

ア
メ

リ
カ

、
オ

ー
ス

ト
ラ

リ
ア

の
2
4
の

コ
ホ

ー
ト

か
ら

の
2
5
の

研
究

。
う

ち
、

冠
動

脈
性

心
疾

患
の

発
症

に
つ

い
て

は
2
2
研

究
5
9
8
,4

7
0
人

、
脳

血
管

疾
患

の
発

症
に

つ
い

て
は

1
4
研

究
5
2
0
,9

2
5
人

。

シ
ス

テ
マ

テ
ィ

ッ
ク

レ
ビ

ュ
ー

、
メ

タ
ア

ナ
リ

シ
ス

-

対
照

群
と

比
較

し
て

、
長

時
間

労
働

（
週

5
5
時

間
以

上
）
は

冠
動

脈
性

心
疾

患
（
R

R
 1

.1
3
、

9
5
％

C
I: 

1
.0

2
–
1
.2

6
）
お

よ
び

脳
血

管
疾

患
（
R

R
1
.3

3
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

1
–
1
.6

1
）
を

発
症

す
る

リ
ス

ク
が

高
か

っ
た

。

長
時

間
労

働
（
週

5
5
時

間
以

上
）
あ

り

K
iv

im
äk

i
M

, 
e
t 

al

L
o
n
g 

w
o
rk

in
g 

h
o
u
rs

 a
n
d
 r

is
k 

o
f

c
o
ro

n
ar

y 
h
e
ar

t 
d
is

e
as

e
 a

n
d

st
ro

ke
 a

 s
ys

te
m

at
ic

 r
e
vi

e
w

 a
n
d

m
e
ta

-
an

al
ys

is
 o

f 
p
u
b
lis

h
e
d
 a

n
d

u
n
p
u
b
lis

h
e
d
 d

at
a 

fo
r 

6
0
3
 8

3
8

in
d
iv

id
u
al

s

L
an

c
e
t.
 2

0
1
5
; 
3
8
6
:

1
7
3
9
-
1
7
4
6

文
献

2
8

3

「
短

期
労

働
時

間
」
（
前

週
の

労
働

時
間

を
≤
4
0
、

4
0
.1

-
4
5
、

4
5
.1

-
5
0
、

5
0
.1

-
5
5
、

5
5
.1

-
6
0
、

>
6
0
時

間
）
、

「
長

期
労

働
時

間
」

（
過

去
3
か

月
間

の
週

平
均

労
働

時
間

を
≤
4
0
、

4
0
.1

-
4
4
、

4
4
.1

-
4
8
、

4
8
.1

-
5
2
、

>
5
2
）

発
症

前
週

発
症

前
３

か
月

2
0
1
0
年

1
1
月

か
ら

2
0
1
1
年

1
0
月

ま
で

C
V

D
（
脳

梗
塞

、
脳

内
出

血
、

く
も

膜
下

出
血

、
急

性
心

筋
梗

塞
）

の
発

症

登
録

さ
れ

た
8
2
4
の

症
例

の
う

ち
、

特
定

の
2
病

院
に

由
来

す
る

7
1
1
人

か
ら

、
不

就
業

、
再

発
、

誤
診

断
、

労
働

時
間

に
関

す
る

情
報

が
不

足
し

た
者

を
除

外
し

た
、

3
4
8
人

症
例

対
象

研
究

教
育

の
レ

ベ
ル

、
高

血
圧

、
糖

尿
病

、
運

動
、

B
M

I、
喫

煙
及

び
ア

ル
コ

ー
ル

摂
取

レ
ベ

ル

短
期

的
に

も
、

長
期

的
に

も
、

C
V

D
リ

ス
ク

の
オ

ッ
ズ

比
（
O

R
）

は
、

対
照

群
と

比
較

し
て

、
労

働
時

間
が

長
い

群
で

増
加

し
た

（
短

期
労

働
時

間
の

場
合

、
5
0
.1

-
6
0
時

間
労

働
：
O

R
 1

.8
5
、

9
5
%
C

I: 
1
.2

2
-
2
.8

1
、

6
0
時

間
以

上
：
O

R
 4

.2
3
、

9
5
%
C

I: 
2
.8

1
-

6
.3

9
、

長
期

労
働

時
間

の
場

合
、

4
8
.1

-
5
2
時

間
労

働
：
O

R
1
.7

3
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

3
-
2
.9

0
、

5
2
時

間
以

上
：
O

R
 3

.4
6
、

9
5
%
C

I:
2
.3

8
-
5
.0

3
）
。

長
時

間
労

働
あ

り
J
e
o
n
g 

I,
e
t 

al

韓
国

人
労

働
者

に
お

け
る

労
働

時
間

と
心

血
管

疾
患

　
症

例
対

照
研

究
(W

o
rk

in
g 

h
o
u
rs

 a
n
d

c
ar

d
io

va
sc

u
la

r 
d
is

e
as

e
 i
n

K
o
re

an
 w

o
rk

e
rs

: 
A

 c
as

e
-
c
o
n
tr

o
l

S
tu

d
y)

J
 O

c
c
u
p
 H

e
al

th
.

2
0
1
4
; 
5
5
: 
3
8
5
-
3
9
1

4

1
週

間
あ

た
り

の
労

働
時

間
が

3
5
時

間
未

満
、

3
5
-
4
0
時

間
、

4
1
-
4
8
時

間
、

4
9
-
5
4

時
間

、
5
5
時

間
以

上

１
．

５
年

で
４

回
に

わ
た

っ
て

通
常

の
労

働
時

間
を

聞
き

取
り

1
9
9
9
年

-
2
0
1
3
年

か
ら

2
0
1
4
年

ま
で

追
跡

脳
出

血
及

び
脳

梗
塞

を
含

む
脳

血
管

疾
患

の
発

症
（
入

院
ま

た
は

死
亡

）

1
9
9
9
年

か
ら

2
0
1
3
年

ま
で

に
デ

ン
マ

ー
ク

に
居

住
し

て
い

た
、

調
査

開
始

時
に

2
0
-
6
4
歳

の
労

働
者

（
週

3
5
時

間
以

上
労

働
）

1
4
9
,8

1
1
人

コ
ホ

ー
ト

研
究

性
別

、
年

齢
、

調
査

実
施

年
、

調
査

開
始

か
ら

追
跡

終
了

ま
で

の
期

間
及

び
社

会
経

済
的

地
位

で
調

整

週
5
5
時

間
以

上
労

働
す

る
群

は
、

対
照

群
と

比
較

し
て

、
脳

血
管

疾
患

の
発

症
リ

ス
ク

に
有

意
な

差
は

な
か

っ
た

（
R

R
 0

.8
9
、

9
5
％

C
I: 

0
.6

9
-
1
.1

6
）
。

労
働

時
間

の
1
つ

の
カ

テ
ゴ

リ
ー

増
加

あ
た

り
の

推
定

率
比

は
、

脳
出

血
で

1
.1

5
（
9
5
%
C

I: 
1
.0

2
-
1
.3

1
）
で

有
意

で
あ

っ
た

。
脳

血
管

疾
患

全
体

と
脳

梗
塞

に
関

し
て

は
有

意
な

差
は

な
か

っ
た

。

長
時

間
労

働
あ

り
（
脳

出
血

）
な

し
（
脳

血
管

疾
患

全
体

、
脳

梗
塞

）

H
an

n
e
rz

H
 e

t,
 a

l

L
o
n
g 

w
o
rk

in
g 

h
o
u
rs

 a
n
d
 s

tr
o
ke

am
o
n
g 

e
m

p
lo

ye
e
s 

in
 t

h
e
 g

e
n
e
ra

l
w

o
rk

fo
rc

e
 o

f 
D

e
n
m
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k

S
c
an

d
 J

 P
u
b
lic

H
e
al

th
. 
2
0
1
8
; 
4
6
:

3
6
8
-
3
7
4

文
献

3
0

5

発
症

前
7
日

間
及

び
発

症
3
か

月
前

か
ら

 8
日

前
の

平
均

的
な

勤
務

時
間

を
そ

れ
ぞ

れ
ハ

ザ
ー

ド
期

、
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
期

と
し

た

発
症

前
７

日
間

（
発

症
前

３
か

月
か

ら
８

日
前

の
平

均
と

比
較

）

2
0
0
9
年

脳
血

管
疾

患
（
脳

梗
塞

、
脳

出
血

及
び

く
も

膜
下

出
血

）
、

心
血

管
疾

患
（
心

筋
梗

塞
及

び
大

動
脈

瘤
解

離
）

の
発

症

2
0
0
9
年

に
労

災
補

償
を

申
請

し
た

労
働

者
で

、
心

血
管

疾
患

を
発

症
し

た
1
,0

4
2
人

症
例

ク
ロ

ス
オ

ー
バ

ー
研

究
年

齢
、

性
別

、
喫

煙
習

慣
、

高
血

圧
、

糖
尿

病
、

脂
質

異
常

症

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

期
と

比
較

し
て

、
1
0
時

間
の

労
働

時
間

増
加

と
、

脳
血

管
-
心

血
管

疾
患

発
症

リ
ス

ク
と

の
間

に
有

意
な

関
連

が
見

ら
れ

た
（
O

R
 1

.4
5
、

9
5
%
C

I: 
1
.2

2
-
1
.7

2
）
。

長
時

間
労

働
（
週

当
た

り
1
0
時

間
の

増
加

）
あ

り

S
h
in

 K
S
,

e
t 

al

T
h
e
 e

ff
e
c
t 

o
f 

lo
n
gw

o
rk

in
g 

h
o
u
rs

o
n
 c

e
re

b
ro

va
sc

u
la

r 
an

d
c
ar

d
io

va
sc

u
la

r 
d
is

e
as

e
; 
ac

as
e
-

c
ro

ss
o
ve

r 
st

u
d
y

A
m

 J
 I
n
d
 M

e
d
.

2
0
1
7
; 
6
0
: 
7
5
3
–
7
6
1

6

1
週

間
あ

た
り

の
労

働
時

間
が

3
5
-
4
0
時

間
（
対

照
群

）
、

4
1
-
4
8
時

間
、

4
9
-
5
4
時

間
、

5
5
時

間
以

上

国
勢

調
査

前
4

週
間

2
0
0
1
年

か
ら

2
0
0
9
年

ま
で

の
8
.7

年
間

死
亡

2
0
0
1
年

の
英

国
国

勢
調

査
時

に
2
0
-
5
9
/
6
4
歳

（
公

的
な

退
職

年
齢

）
で

あ
っ

た
北

ア
イ

ル
ラ

ン
ド

の
フ

ル
タ

イ
ム

雇
用

の
4
1
4
,9

4
9
人

（
男

性
2
7
0
,0

1
1
人

、
女

性
1
4
4
,9

3
8
人

）

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究

年
齢

、
配

偶
者

の
有

無
、

扶
養

し
て

い
る

子
供

の
数

、
介

護
義

務
の

有
無

、
職

業
階

層
、

長
期

の
病

気
と

一
般

的
な

健
康

の
制

限
の

有
無

職
業

階
層

を
考

慮
し

な
い

男
女

別
の

解
析

の
結

果
、

い
ず

れ
の

労
働

時
間

も
、

総
死

亡
率

と
の

有
意

な
関

連
は

見
ら

れ
な

か
っ

た
。

職
業

階
層

（
管

理
職

、
中

間
職

、
自

営
業

、
単

純
労

働
職

）
別

の
解

析
の

結
果

、
男

性
で

は
、

5
5
時

間
/
週

以
上

労
働

の
単

純
労

働
職

の
み

総
死

亡
の

リ
ス

ク
の

増
加

と
関

連
し

て
い

た
（
H

R
1
.3

1
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

1
-
1
.5

5
）
。

単
純

労
働

職
の

死
因

別
解

析
で

は
、

全
心

血
管

疾
患

（
H

R
1
.4

9
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

0
-
2
.0

0
）
虚

血
性

心
疾

患
（
H

R
1
.5

3
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

8
-
2
.1

7
）
、

脳
血

管
疾

患
（
H

R
2
.6

5
、

9
5
%
C

I: 
1
.2

8
-
5
.5

0
）
等

に
よ

る
死

亡
リ

ス
ク

も
有

意
で

あ
っ

た
。

女
性

で
は

、
い

ず
れ

の
職

業
階

層
で

も
、

労
働

時
間

と
総

死
亡

、
死

因
別

の
死

亡
に

有
意

な
関

連
は

見
ら

れ
な

か
っ

た
。

な
し

（
単

純
労

働
職

の
長

時
間

労
働

（
5
5

時
間

/
週

以
上

）
あ

り
（
総

死
亡

、
全

心
血

管
疾

患
、

脳
血

管
疾

患
）

O
’
R

e
ill

y
D
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o
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W
o
rk

e
d
 t
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 d

e
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h
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A
 c

e
n
su

s-
b
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e
d
 l
o
n
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tu
d
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 s

tu
d
y 

o
f 

th
e

re
la

ti
o
n
sh

ip
 b

e
tw

e
e
n
 t

h
e

n
u
m

b
e
rs

 o
f 

h
o
u
rs

 s
p
e
n
t 

w
o
rk

in
g

an
d
 m

o
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it
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J
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p
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e
m
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2
0
1
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; 
4
2
: 
1
8
2
0
–

1
8
3
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文
献

2
7

7
労

働
時

間
仕

事
量

の
調

整
不

能
発

症
２

～
３

年
前

-
脳

卒
中

長
野

市
に

お
い

て
4
0
-
6
4
歳

で
脳

卒
中

を
発

症
し

た
住

民
（
1
3
8

人
）
と

発
症

し
て

い
な

い
住

民
（
2
7
6
人

）
を

対
象

症
例

対
照

研
究

-

多
重

ロ
ジ

ス
テ

ィ
ッ

ク
回

帰
分

析
で

は
性

別
と

年
齢

を
強

制
投

入
し

、
そ

の
他

の
因

子
は

ス
テ

ッ
プ

ワ
イ

ズ
法

を
用

い
て

モ
デ

ル
を

作
成

し
た

。
分

析
し

た
O

R
は

以
下

の
と

お
り

。
①

高
血

圧
（
O

R
 1

2
.6

）
、

②
喫

煙
（
O

R
 8

.8
）
、

③
油

を
使

う
料

理
を

ほ
ぼ

毎
日

食
べ

る
（
O

R
 8

.3
）
、

④
味

付
け

の
濃

い
料

理
を

ほ
ぼ

毎
日

食
べ

る
（
O

R
 5

.7
）
、

⑤
自

分
の

判
断

で
仕

事
量

や
期

限
を

調
整

で
き

な
い

（
O

R
 5

.3
）
、

⑥
卵

・
卵

料
理

を
ほ

ぼ
毎

日
食

べ
る

（
O

R
 5

.3
）
、

⑦
高

年
齢

（
O

R
 3

.8
）
、

⑧
近

親
者

の
脳

卒
中

歴
（
O

R
 3

.0
）
。

脳
卒

中
発

症
群

1
3
8
人

に
お

い
て

労
働

時
間

8
時

間
以

上
は

4
0
.8

%
（
対

照
群

と
有

意
差

な
し

）
 。

な
し

巴
山

玉
蓮

ら

働
き

盛
り

世
代

に
お

け
る

脳
卒

中
発

症
の

生
活

背
景

要
因

に
関

す
る

研
究

厚
生

の
指

標
. 
2
0
0
5
;

5
2
: 
1
9
-
2
5

12
2

-428-



２
　

労
働

時
間

と
脳

・
心

臓
疾

患
の

発
症

等
に

関
す

る
文

献
（
疫

学
調

査
）
　

（
１

）
脳

血
管

疾
患

に
関

す
る

も
の

（
1
2
文

献
）

時
間

調
査

期
間

（
発

症
前

）
観

察
期

間
疾

病
調

査
対

象
調

査
方

法
調

整
因

子
結

果
有

意
性

著
者

名
タ

イ
ト

ル
書

誌
情

報

8

長
時

間
労

働
（
1
日

1
0
時

間
以

上
の

労
働

を
年

5
0
日

以
上

し
て

い
る

か
否

か
）
の

ば
く
露

年
数

（
1
年

未
満

、
1
～

1
0
年

未
満

、
1
0
年

以
上

）
及

び
5
年

ご
と

の
累

積
曝

露
量

調
査

時
1
0
年

以
上

前
か

ら
の

ば
く
露

年
数

2
0
1
2
年

（
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
ア

ン
ケ

ー
ト

デ
ー

タ
）

脳
卒

中
6
か

月
以

上
の

勤
務

経
験

を
有

す
る

1
8
～

6
9
歳

の
フ

ラ
ン

ス
人

1
4
3
,5

9
2
人

後
ろ

向
き

コ
ホ

ー
ト

研
究

年
齢

、
B

M
I、

職
業

、
高

血
圧

、
糖

尿
病

、
脂

質
異

常
症

、
心

臓
血

管
系

疾
患

の
家

族
の

既
往

歴
お

よ
び

喫
煙

習
慣

長
時

間
労

働
は

脳
卒

中
の

リ
ス

ク
増

加
と

関
連

し
て

お
り

（
O

R
1
.2

9
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

1
-
1
.4

9
）
、

特
に

1
0
年

以
上

長
時

間
労

働
に

ば
く
露

さ
れ

た
人

々
の

間
で

関
連

し
て

い
た

（
O

R
1
.4

5
、

9
5
%
C

I: 
1
.2

1
-
1
.7

4
）
。

5
0
歳

未
満

の
者

は
1
0
年

以
上

長
時

間
労

働
に

ば
く
露

さ
れ

た
場

合
、

脳
卒

中
の

リ
ス

ク
が

高
か

っ
た

（
O

R
2
.2

8
、

9
5
%
C

I: 
1
.4

6
-
3
.5

8
）
。

長
時

間
労

働
（
5
0

日
/
年

・
1
0
時

間
/

日
以

上
）
あ

り
（
特

に
1
0
年

以
上

の
長

時
間

労
働

）

F
ad

e
l 
M

,
e
t 

al

A
ss

o
c
ia

ti
o
n
 b

e
tw

e
e
n
 r

e
p
o
rt

e
d

lo
n
g 

w
o
rk

in
g 

h
o
u
rs

 a
n
d
 h

is
to

ry
o
f 

st
ro

ke
 i
n
 t

h
e
 C

O
N

S
T
A

N
C

E
S

C
o
h
o
rt

S
tr

o
ke

. 
2
0
1
9
; 
5
0
:

1
8
7
9
-
1
8
8
2

文
献

3
6

9
長

時
間

労
働

、
過

重
労

働
、

仕
事

の
負

荷
（
jo

b
st

ra
in

）
、

ス
ト

レ
ス

-
-

脳
卒

中
過

重
労

働
、

労
働

ス
ト

レ
ス

、
連

続
勤

務
等

の
文

献
文

献
レ

ビ
ュ

ー
-

E
gg

e
rs

は
、

過
重

労
働

や
仕

事
の

負
荷

が
高

い
こ

と
（
h
ig

h
 j
o
b

st
ra

in
）
に

よ
る

慢
性

的
な

機
能

不
全

ス
ト

レ
ス

反
応

が
、

血
小

板
活

性
化

を
刺

激
す

る
こ

と
で

脳
卒

中
を

引
き

起
こ

し
、

凝
固

能
亢

進
状

態
を

も
た

ら
す

可
能

性
が

あ
る

こ
と

を
報

告
し

た
。

Is
o
ら

は
、

1
9
8
8
-
1
9
9
0
年

に
日

本
人

7
3
,4

2
4
人

（
男

性
3
0
,1

8
0

人
、

女
性

4
3
,2

4
4
人

）
を

追
跡

調
査

し
、

精
神

的
ス

ト
レ

ス
を

強
く

感
じ

て
い

る
女

性
は

脳
卒

中
で

死
亡

す
る

リ
ス

ク
が

2
倍

以
上

で
あ

る
こ

と
を

明
ら

か
に

し
た

（
R

R
2
.2

4
、

9
5
%
C

I: 
1
.5

2
-
3
.3

1
、

p
<
0
.0

0
1
）
。

ス
ウ

ェ
ー

デ
ン

で
の

長
期

コ
ホ

ー
ト

研
究

（
O

h
lin

ら
、

n
=
3
3
,3

4
6
、

1
9
7
4
-
1
9
9
2
年

）
で

は
、

ス
ト

レ
ス

が
高

い
と

認
識

さ
れ

た
男

性
労

働
者

に
お

け
る

脳
卒

中
の

死
亡

率
は

2
倍

で
あ

っ
た

（
R

R
2
.0

4
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

7
-
3
.8

8
）
。

日
本

人
労

働
者

6
,5

5
3
人

に
つ

い
て

の
前

向
き

研
究

（
T
su

ts
u
m

iら
 ※

資
料

2
の

6
（
1
）
N

o
.5

8
）
で

は
、

高
負

荷
の

男
性

の
脳

卒
中

リ
ス

ク
が

2
倍

以
上

増
加

し
た

。
台

湾
の

病
院

ベ
ー

ス
の

症
例

対
照

研
究

（
K
e

D
S
）
で

は
、

1
日

1
6
時

間
以

上
、

1
週

間
連

続
し

た
労

働
が

脳
卒

中
の

リ
ス

ク
を

4
倍

増
加

さ
せ

て
い

る
こ

と
が

確
認

さ
れ

た
。

1
日

1
6
時

間
以

上
・
1
週

間
連

続
労

働
、

高
い

ス
ト

レ
ス

あ
り

K
e
 D

S
O

ve
rw

o
rk

, 
st

ro
ke

, 
an

d
 k

ar
o
sh

i-
d
e
at

h
 f

ro
m

 o
ve

rw
o
rk

A
c
ta

 N
e
u
ro

l
T
ai

w
an

. 
2
0
1
2
; 
2
1
:

5
4
-
5
9

1
0

1
日

の
労

働
時

間
が

短
時

間
（
7
時

間
未

満
）
、

標
準

（
7
-
9
時

間
未

満
）
、

1
-
2
時

間
の

時
間

外
労

働
（
9
-
1
1
時

間
未

満
）
、

3
時

間
以

上
の

時
間

外
労

働
（
1
1
時

間
以

上
）

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

時
（
1
9
9
3
年

）
と

1
0
年

目
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

時
（
2
0
0
3
年

）
の

労
働

時
間

の
平

均

1
9
9
3
年

を
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
と

し
て

2
0
1
3
年

1
月

1
日

よ
り

前
に

起
き

た
急

性
心

筋
梗

塞
と

脳
卒

中
症

例
を

追
跡

急
性

心
筋

梗
塞

、
脳

卒
中

1
9
9
3
年

に
5
つ

の
保

健
所

管
内

に
居

住
し

て
い

た
、

4
0
–
5
9
歳

の
男

性
1
5
,2

7
7
人

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究

第
1
モ

デ
ル

：
年

齢
第

2
モ

デ
ル

：
第

1
モ

デ
ル

の
因

子
＋

肥
満

指
数

（
B

M
I）

（
kg

/
m

2
）
、

高
血

圧
・
糖

尿
病

・
高

脂
血

症
の

既
往

歴
、

喫
煙

、
ア

ル
コ

ー
ル

の
摂

取
量

、
歩

行
時

間
、

睡
眠

時
間

第
3
モ

デ
ル

：
第

2
モ

デ
ル

の
因

子
＋

仕
事

内
容

（
給

与
所

得
者

、
農

業
/

林
業

/
漁

業
労

働
者

、
自

営
、

専
門

職
、

複
数

就
労

者
、

分
類

不
明

、
主

婦
と

失
業

者
）

コ
ッ

ク
ス

比
例

ハ
ザ

ー
ド

回
帰

モ
デ

ル
を

用
い

た
結

果
で

は
、

第
3
モ

デ
ル

の
多

変
量

調
整

後
、

7
-
9
時

間
未

満
/
日

と
比

較
し

て
、

急
性

心
筋

梗
塞

の
H

R
は

、
7
時

間
未

満
/
日

1
.2

9
（
9
5
%
C

I:
0
.8

1
–
2
.0

5
）
、

9
-
1
1
時

間
未

満
/
日

1
.2

2
（
9
5
%
C

I: 
0
.8

4
–
1
.7

7
）
、

1
1
時

間
以

上
/
日

1
.6

3
（
9
5
%
C

I: 
1
.0

1
–
2
.6

3
）
で

あ
っ

た
。

全
脳

卒
中

（
脳

梗
塞

、
脳

出
血

）
で

は
、

7
時

間
未

満
/
日

1
.0

4
（
9
5
%
C

I: 
0
.8

2
–
1
.3

2
）
、

9
-
1
1
時

間
未

満
/
日

1
.0

6
（
9
5
%
C

I: 
0
.8

7
–
1
.2

9
）
、

1
1
時

間
以

上
/
日

0
.8

3
（
9
5
%
C

I: 
0
.6

0
–
1
.1

3
）
で

あ
っ

た
。

な
し

（
脳

卒
中

）
H

ay
as

h
i

R
, 
e
t 

al

W
o
rk

in
g 

h
o
u
rs

 a
n
d
 r

is
k 

o
f 

ac
u
te

m
yo

c
ar

d
ia

l 
in

fa
rc

ti
o
n
 a

n
d
 s

tr
o
ke

am
o
n
g 

m
id

d
le

-
ag

e
d
 J

ap
an

e
se

m
e
n

C
ir
c
 J

. 
2
0
1
9
; 
8
3
:

1
0
7
2
-
1
0
7
9

文
献

3
2

1
1

1
週

間
あ

た
り

の
労

働
時

間
が

3
5
-
4
0
時

間
（
対

照
群

）
、

4
1
-
4
8
時

間
、

4
9
-
5
4
時

間
、

5
5
時

間
以

上

-

2
0
1
8
年

5
月

に
W

H
O

IC
T
R

P
、

S
c
o
p
u
s、

W
e
b
 o

f 
S
c
ie

n
c
e
、

C
IS

D
O

C
、

P
sy

c
IN

F
O

を
、

2
0
2
0

年
4
月

に
M

E
D

L
IN

E
、

P
u
b
M

e
d
を

検
索

脳
卒

中
（
有

病
、

発
病

、
死

亡
）

発
病

に
つ

い
て

、
1
7
研

究
の

2
7
5
,1

8
1
人

（
4
9
-
5
4
時

間
／

週
の

群
）
、

7
研

究
の

1
6
2
,6

4
4
人

（
5
5
時

間
以

上
／

週
の

群
）

死
亡

に
つ

い
て

、
1
0
研

究
の

6
6
4
,6

4
7
人

（
5
5
時

間
以

上
／

週
の

群
）

メ
タ

ア
ナ

リ
シ

ス
-

脳
卒

中
の

有
病

率
に

つ
い

て
は

適
切

な
文

献
が

な
か

っ
た

。
脳

卒
中

の
発

病
に

つ
い

て
、

4
1
-
4
8
時

間
／

週
の

群
で

は
有

意
な

関
係

が
な

か
っ

た
。

、
4
9
-
5
4
時

間
／

週
の

群
で

は
有

害
性

の
限

ら
れ

た
証

拠
が

あ
っ

た
（
R

R
1
.1

3
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

0
-
1
.2

8
）
。

5
5
時

間
以

上
／

週
の

群
で

は
有

意
に

リ
ス

ク
が

高
か

っ
た

（
R

R
1
.3

5
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

3
-
1
.6

1
）
。

脳
卒

中
に

よ
る

死
亡

に
つ

い
て

、
い

ず
れ

の
群

で
も

有
意

な
関

係
が

な
か

っ
た

。
（
5
5
時

間
以

上
／

週
の

群
の

R
R

 1
.0

8
、

9
5
%
C

I: 
0
.8

9
-
1
.3

1
）
。

長
時

間
労

働
（
5
5

時
間

以
上

/
週

）
あ

り
（
脳

卒
中

の
発

病
）

な
し

（
脳

卒
中

の
死

亡
）

D
e
sc

at
h
a

A
, 
e
t 

al

T
h
e
 e

ff
e
c
t 

o
f 

e
xp

o
su

re
 t

o
 l
o
n
g

w
o
rk

in
g 

h
o
u
rs

 o
n
 s

tr
o
ke

: 
A

sy
st

e
m

at
ic

 r
e
vi

e
w

 a
n
d
 m

e
ta

-
an

al
ys

is
 f

ro
m

 t
h
e
 W

H
O

/
IL

O
J
o
in

t 
E
st

im
at

e
s 

o
f 

th
e
 W

o
rk

-
re

la
te

d
 B

u
rd

e
n
 o

f 
D

is
e
as

e
 a

n
d

In
ju

ry

E
n
vi

ro
n
 I
n
t.
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0
2
0
;

1
4
2
: 
1
0
5
7
4
6

文
献

3
4

（
参

考
）

1
2

週
5
5
時

間
以

上
の

労
働

を
長

時
間

労
働

と
定

義
-

2
0
1
6
年

の
世

界
人

口
に

お
け

る
、

長
時

間
労

働
者

の
数

、
長

時
間

労
働

に
よ

る
脳

卒
中

及
び

虚
血

性
心

疾
患

に
よ

る
死

亡
者

数
、

障
害

調
整

生
命

年
等

を
推

計

脳
卒

中
、

虚
血

性
心

疾
患

世
界

全
体

に
つ

い
て

推
計

-
-

世
界

の
長

時
間

労
働

者
（
週

5
5
時

間
以

上
労

働
）
の

数
に

つ
い

て
、

4
億

8
8
0
0
万

人
（
9
5
％

不
確

実
性

区
間

:4
億

7
2
0
0
万

～
5
億

3
0
0
0
万

）
世

界
人

口
の

8
.9

％
（
8
.6

-
9
.1

）
に

当
た

る
と

推
計

。
D

e
sc

at
h
aら

2
0
2
0
、

L
iら

2
0
2
0
の

結
果

を
最

適
推

計
値

と
し

、
長

時
間

労
働

（
週

5
5
時

間
以

上
労

働
）
に

よ
る

脳
卒

中
及

び
虚

血
性

心
疾

患
に

よ
る

死
亡

者
数

に
つ

い
て

、
7
4
5
,1

4
9
人

（
7
0
5
,7

8
6
-
7
8
4
,6

0
1
）
と

推
計

。
同

障
害

調
整

生
命

年
（
早

死
、

障
害

、
疾

病
に

よ
っ

て
失

わ
れ

た
年

数
）
は

、
2
3
3
0
万

年
（
2
2
2
0

万
-
2
4
4
0
万

）
と

推
計

し
た

。

-
P

e
ga

 F
,

e
t 

al

G
lo

b
al

, 
re

gi
o
n
al

, 
an

d
 n

at
io

n
al

b
u
rd

e
n
s 

o
f 

is
c
h
e
m

ic
 h

e
ar

t
d
is

e
as

e
 a

n
d
 s

tr
o
ke

 a
tt

ri
b
u
ta

b
le

to
 e

xp
o
su

re
 t

o
 l
o
n
g 

w
o
rk

in
g

h
o
u
rs

 f
o
r 

1
9
4
 c

o
u
n
tr

ie
s,

 2
0
0
0
–

2
0
1
6
: 
A

 s
ys

te
m

at
ic

 a
n
al

ys
is

fr
o
m

 t
h
e
 W

H
O

/
IL

O
 J

o
in

t
E
st

im
at

e
s 

o
f 

th
e
 W

o
rk

-
re

la
te

d
B

u
rd

e
n
 o

f 
D

is
e
as

e
 a

n
d
 I
n
ju

ry

E
n
vi

ro
n
 I
n
t.
 2

0
2
1
;

1
5
4
: 
1
0
6
5
9
5

12
3

-429-



２
　

労
働

時
間

と
脳

・
心

臓
疾

患
の

発
症

等
に

関
す

る
文

献
（
疫

学
調

査
）
　

（
２

）
心

臓
疾

患
に

関
す

る
も

の
（
2
7
文

献
）

時
間

調
査

期
間

（
発

病
前

）
観

察
期

間
疾

病
調

査
対

象
調

査
方

法
調

整
因

子
結

果
有

意
性

著
者

名
タ

イ
ト

ル
書

誌
情

報

1
週

当
た

り
の

労
働

時
間

4
0

時
間

未
満

（
対

照
群

）
、

4
1
-

6
0
時

間
、

6
1
時

間
以

上
昨

年
の

平
均

1
9
9
6
年

9
月

か
ら

1
9
9
8
年

9
月

急
性

心
筋

梗
塞

の
発

症

1
9
9
6
-
1
9
9
8
年

の
間

に
急

性
心

筋
梗

塞
を

発
症

し
て

入
院

し
た

男
性

労
働

者
（
4
0
-
7
9
歳

）
2
6
0

人

症
例

対
照

研
究

解
析

モ
デ

ル
：
高

血
圧

、
糖

尿
病

、
高

脂
血

症
、

過
体

重
、

喫
煙

、
ア

ル
コ

ー
ル

摂
取

、
両

親
の

既
往

歴
（
狭

心
症

及
び

心
筋

梗
塞

）
、

職
種

（
ホ

ワ
イ

ト
カ

ラ
ー

ま
た

は
ブ

ル
ー

カ
ラ

ー
）
、

労
働

の
運

動
量

急
性

心
筋

梗
塞

の
リ

ス
ク

は
、

過
去

1
年

間
、

過
去

1
か

月
間

と
も

に
、

週
当

た
り

の
労

働
時

間
6
1
時

間
の

群
の

オ
ッ

ズ
比

が
対

照
群

の
約

2
倍

に
増

加
し

た
（
そ

れ
ぞ

れ
O

R
 1

.8
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

-
3
.3

；
O

R
 1

.9
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

-
3
.5

）
。

週
6
1
時

間
以

上
あ

り
L
iu

 Y
 &

T
an

ak
a 

H

O
ve

rt
im

e
 w

o
rk

, 
in

su
ff

ic
ie

n
t

sl
e
e
p
, 
an

d
 r

is
k 

o
f 

n
o
n
-
fa

ta
l

ac
u
te

 m
yo

c
ar

d
ia

l 
in

fa
rc

ti
o
n
 i
n

J
ap

an
e
se

 m
e
n

O
c
c
u
p
 E

n
vi

ro
n

M
e
d
. 
2
0
0
2
; 
5
9
:

4
4
7
-
4
5
1

2

週
あ

た
り

の
平

均
労

働
時

間
4
0
時

間
以

下
、

4
1
-
4
9
時

間
、

5
0
-
5
9
時

間
及

び
6
0
時

間
以

上

前
月

の
週

平
均

-
上

腕
足

首
脈

波
速

度
に

よ
っ

て
評

価
さ

れ
る

動
脈

硬
化

台
湾

の
地

方
病

院
の

医
療

従
事

者
5
7
6
人

（
平

均
4
3
歳

、
女

性
8
5
％

）
横

断
研

究

性
別

、
年

齢
、

医
療

従
事

者
、

労
働

時
間

、
仕

事
の

種
類

、
う

つ
病

、
肥

満
度

指
数

、
収

縮
期

お
よ

び
拡

張
期

血
圧

、
空

腹
時

血
糖

値
、

お
よ

び
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

6
時

間
未

満
の

睡
眠

時
間

（
β

=
0
.3

、
9
5
%
C

I: 
0
.0

-
0
.6

、
P

<
0
.0

5
）
と

6
0
時

間
以

上
の

週
労

働
時

間
（
β

=
0
.8

、
9
5
%
C

I:
0
.2

-
1
.5

、
 P

<
0
.0

5
）
の

み
が

、
動

脈
硬

化
の

リ
ス

ク
増

加
と

有
意

に
関

連
し

て
い

た
。

そ
れ

以
外

の
睡

眠
時

間
、

労
働

時
間

で
は

有
意

な
関

連
は

見
ら

れ
な

か
っ

た
。

週
6
0
時

間
以

上
あ

り
C

h
o
u
 L

i-
P

in
g,

 e
t 

al

W
o
rk

-
re

la
te

d
 p

sy
c
h
o
so

c
ia

l
h
az

ar
d
s 

an
d
 a

rt
e
ri
o
sc

le
ro

si
s:

A
c
ro

ss
-
se

c
ti
o
n
al

 s
tu

d
y 

am
o
n
g

m
e
d
ic

al
 e

m
p
lo

ye
e
s 

in
 a

 R
e
gi

o
n
al

H
o
sp

it
al

 i
n
 T

ai
w

an

In
t 

H
e
ar

t 
J
. 
2
0
1
5
;

5
6
: 
6
4
4
-
6
5
0

3

1
週

間
あ

た
り

の
平

均
労

働
時

間
が

4
0
時

間
未

満
、

4
0
-

4
8
時

間
、

4
9
-
6
0
時

間
、

6
0

時
間

超

発
症

前
1
週

間
2
0
0
8
年

1
月

か
ら

2
0
1
1
年

1
1
月

急
性

心
筋

梗
塞

ま
た

は
重

度
の

冠
状

動
脈

性
心

疾
患

の
発

症

台
湾

に
お

い
て

、
急

性
心

筋
梗

塞
ま

た
は

重
度

の
冠

状
動

脈
性

心
疾

患
と

診
断

さ
れ

た
2
3
歳

か
ら

6
0
歳

未
満

の
男

性
3
2
2
人

（
急

性
心

筋
梗

塞
1
3
4
人

、
重

度
の

冠
状

動
脈

性
心

疾
患

1
8
8

人
）
と

、
対

照
と

し
て

全
国

調
査

か
ら

選
ば

れ
た

男
性

6
4
4
人

症
例

対
照

研
究

年
齢

と
学

歴

1
週

間
あ

た
り

の
平

均
労

働
時

間
が

 6
0
時

間
超

の
場

合
、

対
照

群
の

4
0
-
4
8
時

間
と

比
較

し
て

、
 C

H
D

（
冠

状
動

脈
性

心
疾

患
）
の

リ
ス

ク
が

有
意

に
高

い
こ

と
が

認
め

ら
れ

た
（
O

R
 2

.2
、

9
5
%
C

I: 
1
.6

-
3
.1

）
。

睡
眠

時
間

と
長

時
間

労
働

及
び

短
い

睡
眠

時
間

は
、

男
性

の
心

血
管

疾
患

の
リ

ス
ク

に
独

立
し

て
寄

与
す

る
。

長
時

間
労

働
（
週

平
均

6
0
時

間
超

）
あ

り

C
h
e
n
g 

Y
,

e
t 

al

W
o
rk

in
g 

h
o
u
rs

, 
sl

e
e
p
 d

u
ra

ti
o
n

an
d
 t

h
e
 r

is
k 

o
f 

ac
u
te

 c
o
ro

n
ar

y
h
e
ar

t 
d
is

e
as

e
: 
a 

c
as

e
-
c
o
n
tr

o
l

st
u
d
y 

o
f 

m
id

d
le

-
ag

e
d
 m

e
n
 i
n

T
ai

w
an

In
t 

J
 C

ar
d
io

l.
2
0
1
4
; 
1
7
1
: 
4
1
9
-

4
2
2

4

残
業

な
し

（
1
日

7
-
8
時

間
勤

務
）
、

1
時

間
の

残
業

（
1
日

9
時

間
勤

務
）
;2

時
間

の
残

業
（
1
日

1
0
時

間
勤

務
）
;3

-
4
時

間
の

残
業

（
1
日

1
1
-
1
2

時
間

勤
務

）

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

時
の

残
業

追
跡

期
間

は
平

均
1
1
.2

年
冠

動
脈

性
心

疾
患

の
発

症

ロ
ン

ド
ン

（
英

国
）
の

2
0
の

公
務

員
部

門
に

勤
務

す
る

公
務

員
（
フ

ェ
ー

ズ
3
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
時

（
1
9
9
1
-
1
9
9
4
）
で

、
勤

務
時

間
に

関
す

る
質

問
に

回
答

し
た

フ
ル

タ
イ

ム
労

働
者

で
、

デ
ー

タ
の

欠
損

が
な

く
、

か
つ

、
フ

ェ
ー

ズ
7
（
2
0
0
2
-
2
0
0
4
）
ま

で
追

跡
さ

れ
た

3
9
-
6
1
歳

の
6
,0

1
4
人

が
分

析
対

象
）

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究

モ
デ

ル
A

：
年

齢
、

性
別

、
婚

姻
歴

、
職

場
に

お
け

る
地

位
モ

デ
ル

B
：
モ

デ
ル

A
の

因
子

+
糖

尿
病

、
収

縮
期

及
び

拡
張

期
血

圧
、

L
D

L
及

び
H

D
L
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

、
ト

リ
グ

リ
セ

リ
ド

モ
デ

ル
C

：
モ

デ
ル

B
の

因
子

+
喫

煙
状

況
、

ア
ル

コ
ー

ル
摂

取
、

果
実

及
び

野
菜

の
摂

取
、

運
動

レ
ベ

ル
、

B
M

I、
睡

眠
時

間
モ

デ
ル

D
：
モ

デ
ル

C
の

因
子

+
病

欠
、

心
理

的
ス

ト
レ

ス
、

仕
事

の
要

求
、

職
場

で
の

決
定

権
モ

デ
ル

E
：
モ

デ
ル

D
の

因
子

+
タ

イ
プ

A
の

行
動

パ
タ

ー
ン

モ
デ

ル
A

で
は

1
日

あ
た

り
3
-
4
時

間
の

残
業

が
、

残
業

な
し

の
従

業
員

と
比

較
し

て
、

冠
動

脈
性

心
疾

患
発

症
の

リ
ス

ク
を

1
.6

0
倍

（
9
5
%
C

I: 
1
.1

5
-
2
.2

3
）
増

加
さ

せ
る

こ
と

が
示

さ
れ

た
。

こ
の

結
果

は
、

モ
デ

ル
の

E
で

も
ほ

ぼ
同

じ
で

あ
っ

た
（
H

R
 1

.5
6
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

1
-
2
.1

9
）
。

狭
心

症
を

除
い

た
場

合
で

も
、

モ
デ

ル
E

で
H

R
 1

.6
7
（
9
5
%
C

I: 
1
.0

2
-
2
.7

6
）
で

あ
っ

た
。

１
日

3
-
4
時

間
の

残
業

あ
り

V
ir
ta

n
e
n

M
, 
e
t 

al

O
ve

rt
im

e
 w

o
rk

 a
n
d
 i
n
c
id

e
n
t

c
o
ro

n
ar

y 
h
e
ar

t 
d
is

e
as

e
: 
th

e
W

h
it
e
h
al

l 
II
 p

ro
sp

e
c
ti
ve

 c
o
h
o
rt

st
u
d
y

E
u
r 

H
e
ar

t 
J
. 
2
0
1
0
;

3
1
: 
1
7
3
7
-
1
7
4
4

5
1
週

間
あ

た
り

の
労

働
時

間
3
0
-
4
5
時

間
（
対

照
群

）
、

5
5

時
間

以
上

（
長

時
間

労
働

）
-

2
0
1
8
年

7
月

に
P

u
b
M

e
d
に

よ
る

文
献

検
索

-
-

メ
タ

ア
ナ

リ
シ

ス
-

労
働

時
間

が
5
5
時

間
/
週

以
上

で
は

、
対

照
群

の
3
0
-
4
5
時

間
/
週

と
比

較
し

て
心

血
管

疾
患

の
リ

ス
ク

が
1
.1

2
倍

（
9
5
%
C

I:
1
.0

3
-
1
.2

1
）
で

、
脳

血
管

疾
患

の
リ

ス
ク

が
1
.2

1
倍

（
9
5
%
C

I:
1
.0

1
-
1
.4

5
）
で

あ
っ

た
。

5
5
時

間
/
週

以
上

あ
り

V
ir
ta

n
e
n

M
, 
e
t 

al
L
o
n
g 

W
o
rk

in
g 

H
o
u
rs

 a
n
d
 R

is
k 

o
f

C
ar

d
io

va
sc

u
la

r 
D

is
e
as

e

C
u
rr

 C
ar

d
io

l 
R

e
p
.

2
0
1
8
; 
2
0
: 
1
2
3

文
献

3
1

6

1
週

間
あ

た
り

の
労

働
時

間
3
5
時

間
未

満
、

3
5
-
4
0
時

間
、

4
1
-
4
8
時

間
、

4
9
-
5
4

時
間

、
5
5
時

間
以

上

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

時
の

長
時

間
労

働

1
9
9
1
年

か
ら

2
0
0
4
年

ま
で

心
房

細
動

の
発

症

英
国

、
デ

ン
マ

ー
ク

、
フ

ィ
ン

ラ
ン

ド
の

心
房

細
動

の
罹

患
歴

の
な

い
8
5
,4

9
4
人

（
平

均
年

齢
4
3
.4

歳
、

男
性

2
9
,5

7
9
人

、
女

性
5
5
,9

1
5
人

）

コ
ホ

ー
ト

研
究

年
齢

、
性

別
、

社
会

経
済

的
状

態
3
5
-
4
0
時

間
を

対
照

群
と

し
て

比
較

し
た

場
合

、
長

時
間

労
働

（
5
5
時

間
以

上
）
に

よ
り

、
心

房
細

動
の

リ
ス

ク
が

1
.4

倍
増

加
し

た
と

示
さ

れ
た

（
H

R
 1

.4
2
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

3
-
1
.8

0
）
。

長
時

間
労

働
（
5
5

時
間

以
上

）
あ

り
K
iv

im
äk

i
M

, 
e
t 

al

L
o
n
g 

w
o
rk

in
g 

h
o
u
rs

 a
s 

a 
ri
sk

fa
c
to

r 
fo

r 
at

ri
al

 f
ib

ri
lla

ti
o
n
: 
a

m
u
lt
i-

c
o
h
o
rt

 s
tu

d
y

E
u
r 

H
e
ar

t 
J
. 
2
0
1
7
;

3
8
: 
2
6
2
1
-
2
6
2
8

7
記

載
な

し
-

P
u
b
M

e
d
と

E
m

b
as

e
開

始
か

ら
2
0
1
4
年

8
月

2
0
日

ま
で

の
文

献
-

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
、

ア
メ

リ
カ

、
オ

ー
ス

ト
ラ

リ
ア

の
2
4
の

コ
ホ

ー
ト

か
ら

の
2
5
の

研
究

が
含

ま
れ

た
メ

タ
ア

ナ
リ

シ
ス

-

標
準

時
間

（
週

3
5
〜

4
0
時

間
）
と

比
較

し
て

、
長

時
間

労
働

（
週

5
5
時

間
以

上
）
は

冠
動

脈
性

心
疾

患
（
相

対
危

険
度

R
R

=
1
.1

3
、

9
5
％

C
I:1

.0
2
–
1
.2

6
）
お

よ
び

脳
血

管
疾

患
（
R

R
 1

.3
3
、

9
5
%
C

I:1
.1

1
–
1
.6

1
）
を

発
症

す
る

リ
ス

ク
が

高
か

っ
た

。

長
時

間
労

働
（
週

5
5
時

間
以

上
）
あ

り

K
iv

im
äk

i
M

, 
e
t 

al

L
o
n
g 

w
o
rk

in
g 

h
o
u
rs

 a
n
d
 r

is
k 

o
f

c
o
ro

n
ar

y 
h
e
ar

t 
d
is

e
as

e
 a

n
d

st
ro

ke
 a

 s
ys

te
m

at
ic

 r
e
vi

e
w

 a
n
d

m
e
ta

-
an

al
ys

is
 o

f 
p
u
b
lis

h
e
d
 a

n
d

u
n
p
u
b
lis

h
e
d
 d

at
a 

fo
r 

6
0
3
 8

3
8

in
d
iv

id
u
al

s

L
an

c
e
t.
 2

0
1
5
; 
3
8
6
:

1
7
3
9
-
1
7
4
6

文
献

2
8

8

「
短

期
労

働
時

間
」
（
前

週
の

労
働

時
間

を
≤
4
0
、

4
0
.1

-
4
5
、

4
5
.1

-
5
0
、

5
0
.1

-
5
5
、

5
5
.1

-
6
0
、

>
6
0
時

間
）
、

「
長

期
労

働
時

間
」

（
過

去
3
か

月
間

の
週

平
均

労
働

時
間

を
≤
4
0
、

4
0
.1

-
4
4
、

4
4
.1

-
4
8
、

4
8
.1

-
5
2
、

>
5
2
）

発
症

前
週

発
症

前
３

か
月

の
週

平
均

2
0
1
0
年

1
1
月

か
ら

2
0
1
1
年

1
0
月

ま
で

C
V

D
（
心

血
管

疾
患

：
脳

梗
塞

、
脳

内
出

血
、

く
も

膜
下

出
血

、
急

性
心

筋
梗

塞
）
の

発
症

登
録

さ
れ

た
8
2
4
の

症
例

の
う

ち
、

特
定

の
2
病

院
に

由
来

す
る

7
1
1
人

か
ら

、
不

就
業

、
再

発
、

誤
診

断
、

労
働

時
間

に
関

す
る

情
報

が
不

足
し

た
者

を
除

外
し

た
、

3
4
8
人

症
例

対
象

研
究

教
育

の
レ

ベ
ル

、
高

血
圧

、
糖

尿
病

、
運

動
、

B
M

I、
喫

煙
及

び
ア

ル
コ

ー
ル

摂
取

レ
ベ

ル

短
期

労
働

時
間

の
場

合
は

 4
0
.1

-
5
0
時

間
労

働
の

群
、

長
期

労
働

時
間

の
場

合
は

 4
0
.1

-
4
8
時

間
労

働
の

群
が

対
照

群
と

さ
れ

た
。

短
期

的
に

も
、

長
期

的
に

も
、

C
V

D
リ

ス
ク

の
オ

ッ
ズ

比
（
O

R
）

は
、

対
照

群
と

比
較

し
て

、
労

働
時

間
が

長
い

群
で

増
加

し
た

（
短

期
労

働
時

間
の

場
合

、
5
0
.1

-
6
0
時

間
労

働
：
O

R
 1

.8
5
、

9
5
%
C

I: 
1
.2

2
-
2
.8

1
、

6
0
時

間
以

上
：
O

R
 4

.2
3
、

9
5
%
C

I: 
2
.8

1
-

6
.3

9
、

長
期

労
働

時
間

の
場

合
、

4
8
.1

-
5
2
時

間
労

働
：
O

R
1
.7

3
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

3
-
2
.9

0
、

5
2
時

間
以

上
：
O

R
 3

.4
6
、

9
5
%
C

I:
2
.3

8
-
5
.0

3
）
。

長
時

間
労

働
（
短

期
：
週

5
0
.1

-
6
0

時
間

以
上

、
長

期
：
週

4
8
.1

-
5
2

時
間

以
上

）
あ

り

J
e
o
n
g 

I,
e
t 

al

韓
国

人
労

働
者

に
お

け
る

労
働

時
間

と
心

血
管

疾
患

　
症

例
対

照
研

究
(W

o
rk

in
g 

h
o
u
rs

 a
n
d

c
ar

d
io

va
sc

u
la

r 
d
is

e
as

e
 i
n

K
o
re

an
 w

o
rk

e
rs

: 
A

 c
as

e
-
c
o
n
tr

o
l

st
u
d
y)

J
 O

c
c
u
p
 H

e
al

th
.

2
0
1
3
; 
5
5
: 
3
8
5
-
3
9
1

12
4

-430-



２
　

労
働

時
間

と
脳

・
心

臓
疾

患
の

発
症

等
に

関
す

る
文

献
（
疫

学
調

査
）
　

（
２

）
心

臓
疾

患
に

関
す

る
も

の
（
2
7
文

献
）

時
間

調
査

期
間

（
発

病
前

）
観

察
期

間
疾

病
調

査
対

象
調

査
方

法
調

整
因

子
結

果
有

意
性

著
者

名
タ

イ
ト

ル
書

誌
情

報

9

1
週

間
あ

た
り

4
0
-
5
0
時

間
、

5
0
-
6
0
時

間
、

6
0
-
7
0

時
間

、
7
0
-
8
0
時

間
、

8
0
-

9
0
時

間

平
均

労
働

時
間

2
0
1
2
年

7
月

か
ら

2
0
1
3
年

7
月

ま
で

心
血

管
疾

患

東
ネ

パ
ー

ル
の

2
0
-
5
9
歳

の
男

性
労

働
者

を
対

象
に

抽
出

さ
れ

た
2
0
-
5
5
歳

の
労

働
者

4
9
4
人

（
平

均
3
3
.5

6
±

8
.7

5
歳

）
（
対

象
の

4
0
.7

%
が

2
0
-
2
9
歳

）

横
断

研
究

-

カ
イ

二
乗

検
定

と
フ

ィ
ッ

シ
ャ

ー
の

直
接

確
率

法
を

用
い

て
心

血
管

疾
患

の
発

症
の

オ
ッ

ズ
比

を
評

価
し

た
結

果
、

1
週

間
あ

た
り

の
労

働
時

間
が

5
0
時

間
以

上
の

場
合

、
5
0
時

間
未

満
を

対
照

と
し

た
オ

ッ
ズ

比
が

1
.9

8
（
9
5
%
C

I: 
1
.0

2
-
3
.8

3
）
で

あ
っ

た
。

5
0
時

間
以

上
あ

り
P

ya
ku

re
l

P
, 
e
t 

al

A
 s

tu
d
y 

o
f 

o
c
c
u
p
at

io
n
al

c
h
ar

ac
te

ri
st

ic
s 

an
d
 t

h
e
ir

as
so

c
ia

ti
o
n
 w

it
h
 c

ar
d
io

va
sc

u
la

r
d
is

e
as

e
 a

m
o
n
g 

In
d
u
st

ri
al

w
o
rk

e
rs

 i
n
 E

as
te

rn
 N

e
p
al

K
at

h
m

an
d
u
 U

n
iv

M
e
d
 J

 (
K
U

M
J
).

2
0
1
7
; 
1
5
: 
2
3
0
-
2
3
4

1
0

週
あ

た
り

の
労

働
時

間
4
5
、

5
0
、

5
5
、

6
0
、

6
5
、

7
0
、

7
5
時

間
1
0
年

間
1
9
8
6
年

か
ら

2
0
1
1
年

ま
で

心
血

管
疾

患
（
狭

心
症

、
冠

状
動

脈
性

心
疾

患
、

う
っ

血
性

心
不

全
、

心
臓

発
作

、
高

血
圧

）

1
9
8
6
年

に
登

録
さ

れ
た

、
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
時

に
1
8
歳

以
上

だ
っ

た
対

象
者

の
う

ち
、

1
,9

2
6
人

（
平

均
年

齢
3
2
.8

±
0
.3

歳
、

男
性

5
2
.4

%
）

後
ろ

向
き

コ
ホ

ー
ト

研
究

年
齢

、
性

別
、

教
育

、
人

種
/
民

族
、

及
び

給
与

状
況

ポ
ア

ソ
ン

回
帰

分
析

の
解

析
の

結
果

、
週

平
均

労
働

時
間

と
心

血
管

疾
患

発
症

と
の

間
に

用
量

反
応

関
係

が
観

察
さ

れ
、

少
な

く
と

も
1
0
年

間
の

平
均

週
労

働
時

間
が

4
6
時

間
以

上
で

あ
る

と
、

心
血

管
疾

患
の

リ
ス

ク
が

増
加

し
た

（
R

R
 1

.0
1
、

9
5
%
C

I:
1
.0

0
-
1
.0

2
）
。

4
6
時

間
以

上
あ

り
C

o
n
w

ay
S
H

, 
e
t 

al

D
o
se

-
re

sp
o
n
se

 r
e
la

ti
o
n
 b

e
tw

e
e
n

w
o
rk

 h
o
u
rs

 a
n
d
 c

ar
d
io

va
sc

u
la

r
d
is

e
as

e
 r

is
k:

 F
in

d
in

gs
 f

ro
m

 t
h
e

p
an

e
l 
st

u
d
y 

o
f 

in
c
o
m

e
 d

yn
am

ic
s

J
 O

c
c
u
p
 E

n
vi

ro
n

M
e
d
 .
 2

0
1
6
; 
5
8
:

2
2
1
-
2
2
6

1
1

週
あ

た
り

4
0
時

間
以

下
、

4
1
-
4
5
時

間
、

4
6
時

間
以

上
-

追
跡

は
3
0
年

間
虚

血
性

心
疾

患
に

よ
る

死
亡

4
0
-
5
9
歳

の
男

性
の

う
ち

、
5
,2

4
9
人

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究

B
M

I、
血

圧
、

糖
尿

病
の

治
療

有
無

、
高

血
圧

の
治

療
有

無
、

飲
酒

、
喫

煙
週

間
、

職
業

関
連

身
体

活
動

の
要

求
度

、
社

会
階

級

週
あ

た
り

の
労

働
時

間
が

4
5
時

間
以

上
の

群
で

、
最

大
酸

素
摂

取
量

が
低

い
群

で
は

、
有

意
に

虚
血

性
心

疾
患

に
よ

る
死

亡
の

リ
ス

ク
増

加
が

見
ら

れ
た

が
（
H

R
 2

.2
8
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

0
-

4
.7

3
）
、

最
大

酸
素

摂
取

量
が

中
程

度
、

高
度

の
群

で
は

有
意

な
関

連
は

見
ら

れ
な

か
っ

た
。

週
４

５
時

間
以

上
で

最
大

酸
素

摂
取

量
低

あ
り

H
o
lt
e
rm

a
n
n
 A

, 
e
t

al

L
o
n
g 

w
o
rk

 h
o
u
rs

 a
n
d
 p

h
ys

ic
al

fi
tn

e
ss

: 
3
0
-
ye

ar
 r

is
k 

o
fi
c
h
ae

m
ic

h
e
ar

t 
d
is

e
as

e
 a

n
d
 a

ll-
c
au

se
m

o
rt

al
it
y 

am
o
n
g 

m
id

d
le

-
ag

e
d

C
au

c
as

ia
n
 m

e
n

H
e
ar

t.
 2

0
1
0
; 
9
6
:

1
6
3
8
–
1
6
4
4

1
2

発
症

前
7
日

間
及

び
発

症
3
か

月
前

か
ら

 8
日

前
の

平
均

的
な

勤
務

時
間

を
そ

れ
ぞ

れ
ハ

ザ
ー

ド
期

、
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
期

と
し

た

発
症

前
７

日
間

（
発

症
前

３
か

月
か

ら
８

日
前

の
平

均
と

比
較

）

2
0
0
9
年

脳
血

管
疾

患
（
脳

梗
塞

、
脳

出
血

及
び

く
も

膜
下

出
血

）
、

心
血

管
疾

患
（
心

筋
梗

塞
及

び
大

動
脈

瘤
解

離
）

の
発

症

2
0
0
9
年

に
労

災
補

償
を

申
請

し
た

労
働

者
で

、
心

血
管

疾
患

を
発

症
し

た
1
,0

4
2
人

症
例

ク
ロ

ス
オ

ー
バ

ー
研

究
年

齢
、

性
別

、
喫

煙
習

慣
、

高
血

圧
、

糖
尿

病
、

脂
質

異
常

症

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

期
と

比
較

し
て

、
1
0
時

間
の

労
働

時
間

増
加

と
、

脳
血

管
-
心

血
管

疾
患

発
症

リ
ス

ク
と

の
間

に
有

意
な

関
連

が
見

ら
れ

た
（
O

R
 1

.4
5
、

9
5
%
C

I: 
1
.2

2
-
1
.7

2
）
。

長
時

間
労

働
（
週

当
た

り
1
0
時

間
の

増
加

）
あ

り

S
h
in

 K
S
,

e
t 

al

T
h
e
 e

ff
e
c
t 

o
f 

lo
n
gw

o
rk

in
g 

h
o
u
rs

o
n
 c

e
re

b
ro

va
sc

u
la

r 
an

d
c
ar

d
io

va
sc

u
la

r 
d
is

e
as

e
; 
ac

as
e
-

c
ro

ss
o
ve

r 
st

u
d
y

A
m

 J
 I
n
d
 M

e
d
.

2
0
1
7
; 
6
0
: 
7
5
3
–
7
6
1

1
3

報
告

さ
れ

た
残

業
、

毎
日

の
労

働
時

間
（
長

時
間

労
働

の
定

義
の

カ
ッ

ト
ポ

イ
ン

ト
が

1
0
時

間
以

上
ま

た
は

1
1
時

間
以

上
の

範
囲

）
、

ま
た

は
毎

週
の

労
働

時
間

（
長

時
間

の
カ

ッ
ト

ポ
イ

ン
ト

は
、

>
4
0
時

間
か

ら
>
6
5
時

間
の

範
囲

）

-
1
9
6
6
年

か
ら

2
0
1
1
年

1
月

1
9
日

ま
で

-

1
2
件

の
研

究
が

選
択

さ
れ

た
（
7

件
の

症
例

対
照

、
4
件

の
前

向
き

コ
ホ

ー
ト

研
究

及
び

 1
件

の
横

断
的

研
究

）

シ
ス

テ
マ

テ
ィ

ッ
ク

レ
ビ

ュ
ー

、
メ

タ
ア

ナ
リ

シ
ス

-

長
時

間
労

働
に

対
す

る
冠

動
脈

性
心

疾
患

の
最

小
調

整
相

対
リ

ス
ク

は
1
.8

0
（
9
5
%
C

I: 
1
.4

2
-
2
.2

9
）
で

、
多

変
量

調
整

分
析

で
は

相
対

リ
ス

ク
は

1
.5

9
（
9
5
%
C

I: 
1
.2

3
-
2
.0

7
）
で

あ
っ

た
。

4
つ

の
前

向
き

研
究

の
メ

タ
分

析
で

は
、

相
対

リ
ス

ク
1
.3

9
（
9
5
%
C

I:
1
.1

2
-
1
.7

2
）
が

得
ら

れ
た

。
7
つ

の
症

例
研

究
の

メ
タ

分
析

で
は

、
相

対
リ

ス
ク

は
2
.4

3
（
9
5
%
C

I: 
1
.8

1
-
3
.2

6
）
で

あ
っ

た
。

長
時

間
労

働
あ

り
V

ir
ta

n
e
n

M
, 
e
t 

al

L
o
n
g 

w
o
rk

in
g 

h
o
u
rs

 a
n
d

c
o
ro

n
ar

y 
h
e
ar

t 
d
is

e
as

e
 a

sy
st

e
m

at
ic

 r
e
vi

e
w

 a
n
d
 m

e
ta

-
an

al
ys

is

A
m

 J
 E

p
id

e
m

io
l.

2
0
1
2
; 
1
7
6
: 
5
8
6
-

5
9
6

1
4

長
時

間
労

働
の

カ
ッ

ト
オ

フ
ポ

イ
ン

ト
は

、
週

に
4
0
時

間
以

上
-

2
0
0
0
年

か
ら

2
0
0
2
年

狭
心

症
の

症
状

の
有

無
フ

ィ
ン

ラ
ン

ド
の

ヘ
ル

シ
ン

キ
市

の
4
0
-
6
0
歳

の
女

性
7
,0

9
3
人

横
断

研
究

年
齢

、
社

会
経

済
的

状
態

、
健

康
行

動
（
喫

煙
、

暴
飲

、
肥

満
度

指
数

）
及

び
閉

経

長
時

間
労

働
あ

り
（
O

R
 1

.4
1
4
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

5
9
-
1
.8

8
8
）
、

仕
事

の
管

理
の

低
さ

（
「
高

い
」
O

R
 0

.9
3
3
、

「
低

い
」
O

R
1
.4

9
6
、

「
非

常
に

低
い

」
O

R
 2

.0
3
6
）
が

狭
心

症
症

状
に

関
連

し
て

い
た

。
長

時
間

労
働

あ
り

L
al

lu
kk

a
T
, 
e
t 

al

A
ss

o
c
ia

ti
o
n
s 

b
e
tw

e
e
n
 w

o
rk

in
g

c
o
n
d
it
io

n
s 

an
d
 a

n
gi

n
a 

p
e
c
to

ri
s

sy
m

p
to

m
s 

am
o
n
g 

e
m

p
lo

ye
d

w
o
m

e
n

P
sy

c
h
o
so

m
 M

e
d
.

2
0
0
6
; 
6
8
: 
3
4
8
-
3
5
4

1
5

4
0
時

間
を

超
え

て
い

る
文

献
と

、
1
週

間
あ

た
り

の
平

均
労

働
時

間
に

1
標

準
偏

差
（
S
D

）
を

加
え

た
時

間
が

4
0
時

間
以

上
の

文
献

-
1
9
9
6
年

1
月

か
ら

2
0
0
1
年

7
月

ま
で

-
-

レ
ビ

ュ
ー

-

抽
出

さ
れ

た
文

献
か

ら
、

死
亡

率
、

心
血

管
疾

患
、

糖
尿

病
、

障
害

に
よ

る
退

職
、

自
己

申
告

に
よ

る
身

体
的

健
康

状
態

、
疲

労
状

態
を

指
標

と
し

た
健

康
状

態
の

悪
さ

と
、

長
時

間
労

働
と

の
関

連
が

確
認

さ
れ

た
。

長
時

間
労

働
あ

り

B
an

n
ai

 A
& T
am

ak
o
s

h
i 
A

T
h
e
 a

ss
o
c
ia

ti
o
n
 b

e
tw

e
e
n
 l
o
n
g

w
o
rk

in
g 

h
o
u
rs

 a
n
d
 h

e
al

th
: 
a

sy
st

e
m

at
ic

 r
e
vi

e
w

 o
f

e
p
id

e
m

io
lo

gi
c
al

 e
vi

d
e
n
c
e

S
c
an

d
 J

 W
o
rk

E
n
vi

ro
n
 H

e
al

th
.

2
0
1
4
; 
4
0
: 
5
–
1
8

1
6

長
時

間
労

働
は

各
文

献
の

基
準

-

M
E
D

L
IN

E
検

索
2
0
1
1

年
1
月

、
W

e
b
 o

f
S
c
ie

n
c
e
検

索
2
0
1
1

年
3
月

-

1
9
5
8
年

か
ら

 2
0
1
0
年

に
発

表
さ

れ
た

合
計

 2
2
,5

1
8
人

の
参

加
者

を
含

む
文

献
 1

2
報

（
症

例
対

照
研

究
 7

、
前

向
き

コ
ホ

ー
ト

4
、

横
断

研
究

 1
）

シ
ス

テ
マ

テ
ィ

ッ
ク

レ
ビ

ュ
ー

、
メ

タ
ア

ナ
リ

シ
ス

-

長
時

間
労

働
と

冠
動

脈
性

疾
患

の
リ

ス
ク

に
つ

い
て

、
1
2
の

研
究

（
計

2
2
,5

1
8
人

の
対

象
者

）
に

関
し

て
調

整
が

最
小

限
の

相
対

危
険

度
は

、
1
.8

0
（
9
5
%
C

I: 
1
.4

2
-
2
.2

9
）
で

あ
っ

た
。

最
大

限
に

多
変

量
で

調
整

さ
れ

た
相

対
危

険
度

は
、

1
.5

9
（
9
5
%
C

I:
1
.2

3
-
2
.0

7
）
で

あ
っ

た
。

長
時

間
労

働
あ

り
V

ir
ta

n
e
n

M
, 
e
t 

al

L
o
n
g 

w
o
rk

in
g 

h
o
u
rs

 a
n
d
 a

lc
o
h
o
l

u
se

: 
S
ys

te
m

at
ic

 r
e
vi

e
w

 a
n
d

m
e
ta

-
an

al
ys

is
 o

f 
p
u
b
lis

h
e
d

st
u
d
ie

s 
an

d
 u

n
p
u
b
lis

h
e
d

in
d
iv

id
u
al

 p
ar

ti
c
ip

an
t 

d
at

a

B
M

J
. 
2
0
1
5
; 
3
5
0
:

g7
7
7
2

1
7

①
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
で

の
週

あ
た

り
の

労
働

日
数

（
3
日

、
5

日
、

7
日

）
、

②
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
で

の
 1

日
あ

た
り

の
労

働
時

間
、

③
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
で

の
週

あ
た

り
の

労
働

時
間

、
④

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
中

の
雇

用
強

度
、

⑤
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

期
間

中
の

１
年

間
の

平
均

労
働

時
間

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

時
の

週
当

た
り

労
働

日
数

1
1
年

追
跡

頸
動

脈
内

膜
中

膜
厚

6
2
1
人

の
フ

ィ
ン

ラ
ン

ド
人

男
性

労
働

者
前

向
き

コ
ホ

ー
ト

研
究

血
糖

値
、

血
漿

フ
ィ

ブ
リ

ノ
ー

ゲ
ン

値
、

L
D

L
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

値
、

H
D

L
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

値
、

収
縮

期
血

圧
、

脂
質

低
下

薬
の

服
薬

期
間

、
降

圧
剤

の
服

薬
期

間
、

B
M

I、
喫

煙
習

慣
、

ア
ル

コ
ー

ル
摂

取
量

、
収

入
、

ジ
ョ

ブ
ス

ト
レ

ス
な

ど

全
体

に
対

し
て

行
わ

れ
た

解
析

で
は

、
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
時

の
週

あ
た

り
の

労
働

日
数

は
頸

動
脈

内
膜

中
膜

厚
の

増
加

と
有

意
に

関
連

し
て

い
た

（
R

C
R

 1
.1

4
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

4
-
1
.2

4
）
。

そ
の

ほ
か

の
労

働
時

間
の

指
標

と
は

有
意

な
関

連
が

見
ら

れ
な

か
っ

た
。

労
働

日
数

あ
り

労
働

時
間

な
し

K
ra

u
se

 N
,

e
t 

al

W
o
rk

 t
im

e
 a

n
d
 1

1
-
ye

ar
p
ro

gr
e
ss

io
n
 o

f 
c
ar

o
ti
d

at
h
e
ro

sc
le

ro
si

s 
in

 m
id

d
le

-
ag

e
d

F
in

n
is

h
 m

e
n

P
re

v 
C

h
ro

n
ic

 D
is

.
2
0
0
9
; 
6
: 
A

1
3

12
5

-431-



２
　

労
働

時
間

と
脳

・
心

臓
疾

患
の

発
症

等
に

関
す

る
文

献
（
疫

学
調

査
）
　

（
２

）
心

臓
疾

患
に

関
す

る
も

の
（
2
7
文

献
）

時
間

調
査

期
間

（
発

病
前

）
観

察
期

間
疾

病
調

査
対

象
調

査
方

法
調

整
因

子
結

果
有

意
性

著
者

名
タ

イ
ト

ル
書

誌
情

報

1
8

週
あ

た
り

3
5
-
4
0
時

間
、

4
1
-
8
時

間
、

4
9
-
5
4
時

間
、

5
5
時

間
以

上

国
勢

調
査

前
4

週
間

2
0
0
1
年

か
ら

2
0
0
9
年

ま
で

死
亡

2
0
0
1
年

の
英

国
国

勢
調

査
時

に
2
0
-
5
9
歳

ま
た

は
6
4
歳

（
公

的
な

退
職

年
齢

）
で

あ
っ

た
フ

ル
タ

イ
ム

雇
用

の
男

女
コ

ホ
ー

ト
の

う
ち

、
4
1
4
,9

4
9
人

（
男

性
2
7
0
,0

1
1
人

、
女

性
1
4
4
,9

3
8
人

）

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究

年
齢

、
配

偶
者

の
有

無
、

扶
養

し
て

い
る

子
供

の
数

、
介

護
義

務
の

有
無

、
職

業
階

層
、

長
期

の
病

気
と

一
般

的
な

健
康

の
制

限
の

有
無

職
業

階
層

を
考

慮
し

な
い

男
女

別
の

解
析

の
結

果
、

い
ず

れ
の

労
働

時
間

も
、

総
死

亡
率

と
の

有
意

な
関

連
は

見
ら

れ
な

か
っ

た
。

職
業

階
層

（
管

理
職

、
中

間
職

、
自

営
業

、
単

純
労

働
職

）
別

の
解

析
の

結
果

、
男

性
で

は
、

5
5
時

間
/
週

以
上

労
働

の
単

純
労

働
職

の
み

総
死

亡
の

リ
ス

ク
の

増
加

と
関

連
し

て
い

た
（
H

R
1
.3

1
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

1
-
1
.5

5
）
。

単
純

労
働

職
の

死
因

別
解

析
で

は
、

全
心

血
管

疾
患

（
H

R
1
.4

9
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

0
-
2
.0

0
）
虚

血
性

心
疾

患
（
H

R
1
.5

3
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

8
-
2
.1

7
）
、

脳
血

管
疾

患
（
H

R
2
.6

5
、

9
5
%
C

I: 
1
.2

8
-
5
.5

0
）
等

に
よ

る
死

亡
リ

ス
ク

も
有

意
で

あ
っ

た
。

女
性

で
は

、
い

ず
れ

の
職

業
階

層
で

も
、

労
働

時
間

と
総

死
亡

、
死

因
別

の
死

亡
に

有
意

な
関

連
は

見
ら

れ
な

か
っ

た
。

な
し

（
単

純
労

働
職

の
長

時
間

労
働

（
5
5

時
間

/
週

以
上

）
あ

り
（
総

死
亡

、
全

心
血

管
疾

患
、

虚
血

系
心

疾
患

）
）

O
’
R

e
ill

y
D

 &
R

o
sa

to
 M

W
o
rk

e
d
 t

o
 d

e
at

h
? 

A
 c

e
n
su

s-
b
as

e
d
 l
o
n
gi

tu
d
in

al
 s

tu
d
y 

o
f 

th
e

re
la

ti
o
n
sh

ip
 b

e
tw

e
e
n
 t

h
e

n
u
m

b
e
rs

 o
f 

h
o
u
rs

 s
p
e
n
t 

w
o
rk

in
g

an
d
 m

o
rt

al
it
y 

ri
sk

In
t 

J
 E

p
id

e
m

io
l.

2
0
1
3
; 
4
2
: 
1
8
2
0
–

1
8
3
0

1
9

4
0
時

間
/
週

（
8
時

間
/
日

）
を

超
え

る
文

献
、

平
均

労
働

時
間

に
1
標

準
偏

差
（
S
D

）
を

加
え

た
時

間
が

4
0

時
間

/
週

以
上

（
8
時

間
/

日
）
の

文
献

-
1
9
9
5
-
2
0
1
2
年

に
M

e
d
lin

e
と

P
sy

c
IN

F
O

で
検

索
、

抽
出

-
合

計
1
7
の

論
文

と
1
9
の

研
究

（
1
2
の

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
と

7
つ

の
横

断
研

究
）

レ
ビ

ュ
ー

-
循

環
器

疾
患

及
び

冠
動

脈
性

心
疾

患
に

関
す

る
結

果
は

論
文

間
で

一
致

し
な

か
っ

た
。

な
し

岩
崎

 健
二

長
時

間
労

働
と

健
康

問
題

日
本

労
働

研
究

雑
誌

. 
2
0
0
8
; 
5
0
: 
3
9
-

4
8

2
0

残
業

時
間

は
、

<
4
5
、

≥
4
5

及
び

<
6
0
、

≥
6
0
及

び
<
8
0
、

≥
8
0
及

び
<
1
0
0
及

び
≥
1
0
0

時
間

/
月

過
去

2
－

3
か

月
記

載
な

し

動
脈

硬
化

（
心

臓
足

首
血

管
指

数
（
c
ar

d
io

-
an

kl
e

va
sc

u
la

r 
in

d
e
x

:C
A

V
I）

 ≥
9
.0

が
 動

脈
硬

化
あ

り
と

定
義

）

日
本

人
労

働
者

3
,8

6
2
人

（
2
6
-

5
9
歳

）
横

断
研

究

残
業

時
間

、
定

期
的

な
運

動
、

年
齢

、
体

重
分

類
（
B

M
Iに

よ
り

や
せ

、
正

常
、

過
体

重
、

肥
満

に
群

分
け

）
、

糖
尿

病
、

脂
質

異
常

症
、

高
血

圧
、

喫
煙

習
慣

、
脈

拍
数

全
体

で
は

、
平

均
C

A
V

Iと
残

業
時

間
の

間
に

有
意

な
関

連
は

見
ら

れ
な

か
っ

た
。

C
A

V
I≥

9
.0

の
オ

ッ
ズ

比
は

、
次

の
と

お
り

で
あ

っ
た

；
≥
4
5
及

び
<
6
0
時

間
/
月

：
O

R
1
.1

1
（
9
5
%
C

I: 
0
.7

3
-

1
.6

9
）
、

≥
6
0
及

び
<
8
0
時

間
/
月

：
O

R
0
.9

2
（
9
5
%
C

I: 
0
.4

8
-

1
.7

6
）
;8

0
時

間
以

上
及

び
1
0
0
時

間
未

満
/
月

：
O

R
1
.5

0
（
9
5
%
C

I: 
0
.5

0
-
4
.4

9
）
、

≥
1
0
0
時

間
/
月

O
R

2
.6

5
（
9
5
%
C

I: 
0
.8

2
-

8
.5

4
）
。

な
し

H
at

a 
K
,

e
t 

al

R
e
la

ti
o
n
sh

ip
 b

e
tw

e
e
n
 o

ve
rt

im
e

w
o
rk

 h
o
u
rs

 a
n
d
 C

ar
d
io

-
an

kl
e

V
as

c
u
la

r 
In

d
e
x 

(C
A

V
I)
: 
A

c
ro

ss
-

se
c
ti
o
n
al

 s
tu

d
y 

in
 J

ap
an

J
 O

c
c
u
p
 H

e
al

th
.

2
0
1
4
; 
5
6
: 
2
7
1
-
2
7
8

2
1

「
時

間
外

労
働

無
し

」
、

「
時

間
外

労
働

あ
り

、
有

償
」
、

「
時

間
外

労
働

あ
り

、
無

償
」

時
間

外
労

働
は

自
己

申
告

に
よ

る
。

2
0
1
1
年

に
質

問
2
0
1
1
年

か
ら

2
0
1
3
年

ま
で

心
疾

患
の

発
症

心
疾

患
を

有
さ

な
い

ド
イ

ツ
の

労
働

者
6
,3

4
5
人

（
男

性
3
,0

7
9

人
、

女
性

3
,2

6
6
人

）
コ

ホ
ー

ト
研

究

モ
デ

ル
1
：
年

齢
、

性
別

、
婚

姻
状

況
、

学
歴

、
雇

用
形

態
モ

デ
ル

2
：
モ

デ
ル

1
の

調
整

変
数

と
喫

煙
状

況
、

ア
ル

コ
ー

ル
摂

取
、

運
動

量
、

B
M

I
モ

デ
ル

3
：
モ

デ
ル

2
の

調
整

変
数

と
う

つ
状

態
、

糖
尿

病
、

高
血

圧

「
時

間
外

労
働

あ
り

、
無

償
」
の

「
時

間
外

労
働

無
し

」
に

対
す

る
相

対
危

険
度

（
R

R
）
は

、
モ

デ
ル

1
で

は
1
.8

4
（
9
5
%
C

I: 
1
.0

5
-

3
.2

2
）
、

モ
デ

ル
2
で

は
1
.8

3
（
9
5
%
C

I: 
1
.0

4
-
3
.2

2
）
、

モ
デ

ル
3
で

は
1
.8

5
（
9
5
%
C

I: 
1
.0

5
-
3
.2

5
）
で

あ
っ

た
。

「
時

間
外

労
働

あ
り

、
有

償
」
に

つ
い

て
は

有
意

差
が

な
か

っ
た

。
層

別
解

析
で

は
女

性
（
2
.7

3
（
9
5
%
C

I: 
1
.3

9
-
5
.3

8
）
）
及

び
収

入
が

低
い

場
合

（
3
.6

8
（
9
5
%
C

I: 
1
.8

1
-
7
.4

8
）
）
に

リ
ス

ク
が

高
い

と
示

さ
れ

た
。

男
性

、
高

収
入

は
有

意
差

な
し

。

な
し

（
時

間
外

労
働

あ
り

、
有

償
）

L
i 
J
 &

S
ie

gr
is

t 
J

T
h
e
 r

o
le

 o
f 

c
o
m

p
e
n
sa

ti
o
n
 i
n

e
xp

la
in

in
g 

h
ar

m
fu

l 
e
ff

e
c
ts

 o
f

o
ve

rt
im

e
 w

o
rk

 o
n
 s

e
lf
-
re

p
o
rt

e
d

h
e
ar

t 
d
is

e
as

e
: 
P

re
lim

in
ar

y
e
vi

d
e
n
c
e
 f

ro
m

 a
 G

e
rm

an
y

p
ro

sp
e
c
ti
ve

 c
o
h
o
rt

 s
tu

d
y

A
m

 J
 I
n
d
 M

e
d
.

2
0
1
8
; 
6
1
: 
8
6
1
-
8
6
8

2
2

各
文

献
の

基
準

-
-

-
1
9
8
5
年

～
2
0
1
4
年

に
発

表
さ

れ
た

9
6
の

文
献

シ
ス

テ
マ

テ
ィ

ッ
ク

レ
ビ

ュ
ー

-

作
業

環
境

要
因

と
虚

血
性

心
疾

患
と

の
関

連
に

つ
い

て
、

エ
ビ

デ
ン

ス
レ

ベ
ル

が
、

4
（
H

ig
h
）
、

3
（
M

o
d
e
ra

te
）
、

2
（
L
im

it
e
d
）
、

１
（
In

su
ff

ic
ie

n
t）

の
4
段

階
で

評
価

さ
れ

た
。

is
o
-
st

ra
in

（
仕

事
の

負
担

＋
仕

事
上

の
支

援
の

低
さ

）
、

プ
レ

ッ
シ

ャ
ー

の
高

い
仕

事
、

仕
事

と
報

酬
の

バ
ラ

ン
ス

の
悪

さ
、

職
場

に
お

け
る

サ
ポ

ー
ト

の
低

さ
、

秩
序

の
無

さ
、

ス
キ

ル
の

裁
量

の
欠

如
、

不
安

定
な

雇
用

、
夜

間
労

働
、

長
時

間
労

働
、

騒
音

に
つ

い
て

は
、

エ
ビ

デ
ン

ス
レ

ベ
ル

が
2
と

評
価

さ
れ

た
。

-
T
h
e
o
re

ll
T
, 
e
t 

al

A
 s

ys
te

m
at

ic
 r

e
vi

e
w

 i
n
c
lu

d
in

g
m

e
ta

-
an

al
ys

is
 o

f 
w

o
rk

e
n
vi

ro
n
m

e
n
t 

an
d
 d

e
p
re

ss
iv

e
sy

m
p
to

m
s

B
M

C
 P

u
b
lic

H
e
al

th
. 
2
0
1
5
; 
1
5
:

7
3
8

2
3

各
文

献
の

基
準

-
P

u
b
M

e
d
検

索
（
2
0
0
5

年
1
月

）
1
2
文

献
-

-
レ

ビ
ュ

ー
-

長
時

間
労

働
と

心
血

管
疾

患
を

直
接

結
び

つ
け

た
研

究
は

ご
く

わ
ず

か
で

あ
り

、
そ

の
関

連
を

強
く
支

持
す

る
新

た
な

科
学

的
エ

ビ
デ

ン
ス

は
得

ら
れ

な
か

っ
た

。
労

働
時

間
は

鋭
敏

な
ば

く
露

指
標

と
は

考
え

ら
れ

ず
、

ほ
か

の
測

定
値

と
の

併
用

も
し

く
は

よ
り

鋭
敏

な
因

子
の

代
用

を
検

討
す

る
必

要
性

が
示

さ
れ

た
。

-
va

n
 d

e
r

H
u
ls

t 
M

L
o
n
g 

w
o
rk

h
o
u
rs

 a
n
d
 h

e
al

th
S
c
an

d
 J

 W
o
rk

E
n
vi

ro
n
 H

e
al

th
.

2
0
0
3
; 
2
9
: 
1
7
1
-
1
8
8

2
4

1
日

の
労

働
時

間
に

よ
り

短
時

間
（
7
時

間
未

満
）
、

標
準

（
7
-
9
時

間
未

満
）
、

1
-
2
時

間
の

時
間

外
労

働
（
9
-
1
1
時

間
未

満
）
、

3
時

間
以

上
の

時
間

外
労

働
（
1
1
時

間
以

上
）

に
区

分
分

け

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

時
（
1
9
9
3
年

）
と

1
0
年

目
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

時
（
2
0
0
3
年

）
の

労
働

時
間

の
平

均

1
9
9
3
年

を
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
と

し
て

2
0
1
3
年

1
月

1
日

よ
り

前
に

起
き

た
急

性
心

筋
梗

塞
と

脳
卒

中
症

例
を

追
跡

急
性

心
筋

梗
塞

、
脳

卒
中

1
9
9
3
年

に
5
つ

の
保

健
所

管
内

に
居

住
し

て
い

た
、

4
0
–
5
9
歳

の
男

性
1
5
,2

7
7
人

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究

第
1
モ

デ
ル

：
年

齢
第

2
モ

デ
ル

：
第

1
モ

デ
ル

の
因

子
＋

肥
満

指
数

（
B

M
I）

（
kg

/
m

2
）
、

高
血

圧
・
糖

尿
病

・
高

脂
血

症
の

既
往

歴
、

喫
煙

、
ア

ル
コ

ー
ル

の
摂

取
量

、
歩

行
時

間
、

睡
眠

時
間

第
3
モ

デ
ル

：
第

2
モ

デ
ル

の
因

子
＋

仕
事

内
容

（
給

与
所

得
者

、
農

業
/

林
業

/
漁

業
労

働
者

、
自

営
、

専
門

職
、

複
数

就
労

者
、

分
類

不
明

、
主

婦
と

失
業

者
）

コ
ッ

ク
ス

比
例

ハ
ザ

ー
ド

回
帰

モ
デ

ル
を

用
い

た
結

果
で

は
、

第
3
モ

デ
ル

の
多

変
量

調
整

後
、

7
-
9
時

間
未

満
/
日

と
比

較
し

て
、

急
性

心
筋

梗
塞

の
H

R
は

、
7
時

間
未

満
/
日

1
.2

9
（
9
5
%
C

I:
0
.8

1
–
2
.0

5
）
、

9
-
1
1
時

間
未

満
/
日

1
.2

2
（
9
5
%
C

I: 
0
.8

4
–
1
.7

7
）
、

1
1
時

間
以

上
/
日

1
.6

3
（
9
5
%
C

I: 
1
.0

1
–
2
.6

3
）
で

あ
っ

た
。

全
脳

卒
中

（
脳

梗
塞

、
脳

出
血

）
で

は
、

7
時

間
未

満
/
日

1
.0

4
（
9
5
%
C

I: 
0
.8

2
–
1
.3

2
）
、

9
-
1
1
時

間
未

満
/
日

1
.0

6
（
9
5
%
C

I: 
0
.8

7
–
1
.2

9
）
、

1
1
時

間
以

上
/
日

0
.8

3
（
9
5
%
C

I: 
0
.6

0
–
1
.1

3
）
で

あ
っ

た
。

長
時

間
労

働
（
1
1

時
間

以
上

/
日

）
あ

り
（
急

性
心

筋
梗

塞
）

H
ay

as
h
i

R
, 
e
t 

al

W
o
rk

in
g 

h
o
u
rs

 a
n
d
 r

is
k 

o
f 

ac
u
te

m
yo

c
ar

d
ia

l 
in

fa
rc

ti
o
n
 a

n
d
 s

tr
o
ke

am
o
n
g 

m
id

d
le

-
ag

e
d
 J

ap
an

e
se

m
e
n

C
ir
c
 J

. 
2
0
1
9
; 
8
3
:

1
0
7
2
-
1
0
7
9

12
6

-432-



２
　

労
働

時
間

と
脳

・
心

臓
疾

患
の

発
症

等
に

関
す

る
文

献
（
疫

学
調

査
）
　

（
２

）
心

臓
疾

患
に

関
す

る
も

の
（
2
7
文

献
）

時
間

調
査

期
間

（
発

病
前

）
観

察
期

間
疾

病
調

査
対

象
調

査
方

法
調

整
因

子
結

果
有

意
性

著
者

名
タ

イ
ト

ル
書

誌
情

報

2
5

1
週

間
あ

た
り

の
労

働
時

間
が

3
2
-
4
0
時

間
（
対

照
群

）
、

4
1
-
4
8
時

間
、

4
8
時

間
以

上

聞
き

取
り

前
4
週

以
内

の
特

定
の

週
の

労
働

時
間

。

1
9
9
9
年

か
ら

2
0
1
3
年

ま
で

の
労

働
力

調
査

を
用

い
、

2
0
1
4
年

ま
で

追
跡

（
平

均
追

跡
期

間
7
.7

年
）

虚
血

性
心

疾
患

の
発

症

1
9
9
9
年

か
ら

2
0
1
3
年

ま
で

に
デ

ン
マ

ー
ク

に
居

住
し

て
い

た
、

調
査

開
始

時
に

2
1
-
5
9
歳

の
労

働
者

（
週

3
2
時

間
以

上
労

働
）

1
4
5
,8

6
1
人

。

追
跡

調
査

性
別

、
年

齢
、

夜
勤

の
有

無
、

調
査

実
施

年
、

調
査

開
始

か
ら

追
跡

終
了

ま
で

の
期

間
、

保
健

業
で

の
勤

務
の

有
無

及
び

社
会

経
済

的
地

位
で

調
整

主
効

果
だ

け
が

含
ま

れ
た

モ
デ

ル
で

、
虚

血
性

心
疾

患
の

相
対

リ
ス

ク
（
R

R
）
は

、
3
2
–
4
0
時

間
／

週
の

群
と

比
較

し
て

、
4
1
–

4
8
時

間
/
週

の
群

で
は

0
.9

5
（
9
5
%
C

I: 
0
.8

5
-
1
.0

6
）
、

＞
4
8
時

間
/
週

の
群

で
は

1
.0

7
（
9
5
%
C

I: 
 0

.9
4
-
1
.2

1
）
で

あ
り

、
有

意
な

関
係

は
み

ら
れ

な
か

っ
た

。
低

い
社

会
経

済
的

地
位

の
層

に
限

る
と

、
虚

血
性

心
疾

患
の

相
対

リ
ス

ク
（
R

R
）
は

、
3
2
–
4
0
時

間
／

週
の

群
と

比
較

し
て

、
＞

4
8
時

間
/
週

の
群

で
は

R
R

1
.2

7
（
9
5
%
C

I: 
1
.0

5
-
1
.5

3
）
で

有
意

で
あ

っ
た

。
な

お
、

性
別

、
他

の
社

会
経

済
的

地
位

、
夜

勤
の

有
無

、
聞

取
り

調
査

年
で

区
分

し
た

い
ず

れ
の

層
で

も
有

意
な

関
係

は
み

ら
れ

な
か

っ
た

。

な
し

（
低

い
社

会
経

済
的

地
位

の
層

の
み

長
時

間
労

働
あ

り
（
週

4
8
時

間
以

上
）
）

H
an

n
e
rz

H
, 
e
t 

al

L
o
n
g 

w
e
e
kl

y 
w

o
rk

in
g 

h
o
u
rs

 a
n
d

is
c
h
ae

m
ic

 h
e
ar

t 
d
is

e
as

e
: 
a

fo
llo

w
-
u
p
 s

tu
d
y 

am
o
n
g 

1
4
5
 8

6
1

ra
n
d
o
m

ly
 s

e
le

c
te

d
 w

o
rk

e
rs

 i
n

D
e
n
m

ar
k

B
M

J
 O

p
e
n
. 
2
0
1
8
;

8
: 
e
0
1
9
8
0
7

文
献

2
9

2
6

1
週

間
あ

た
り

の
労

働
時

間
が

3
5
-
4
0
時

間
（
対

照
群

）
、

4
1
-
4
8
時

間
、

4
9
-
5
4
時

間
、

5
5
時

間
以

上

-

2
0
1
8
年

7
月

に
W

H
O

IC
T
R

P
、

S
c
o
p
u
s、

W
e
b
 o

f 
S
c
ie

n
c
e
、

C
IS

D
O

C
、

P
sy

c
IN

F
O

を
、

2
0
1
9

年
8
月

に
M

E
D

L
IN

E
を

検
索

虚
血

性
心

疾
患

（
有

病
、

発
病

、
死

亡
）

発
病

に
つ

い
て

、
2
2
文

献
の

合
計

3
3
9
,6

8
0
人

死
亡

に
つ

い
て

、
1
3
文

献
の

合
計

2
8
8
,2

7
8
人

メ
タ

ア
ナ

リ
シ

ス
-

虚
血

性
心

疾
患

の
有

病
率

に
つ

い
て

は
適

切
な

文
献

が
な

か
っ

た
。

虚
血

性
心

疾
患

の
発

病
に

つ
い

て
、

4
1
-
4
8
時

間
／

週
、

4
9
-

5
4
時

間
／

週
の

群
で

は
有

意
な

関
係

が
な

か
っ

た
。

5
5
時

間
以

上
／

週
の

群
で

は
有

意
に

リ
ス

ク
が

高
か

っ
た

（
R

R
1
.1

3
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

2
-
1
.2

6
）
。

虚
血

性
心

疾
患

に
よ

る
死

亡
に

つ
い

て
、

4
1
-
4
8
時

間
／

週
、

4
9
-
5
4
時

間
／

週
の

群
で

は
有

意
な

関
係

が
な

か
っ

た
。

5
5
時

間
以

上
／

週
の

群
で

は
有

意
に

リ
ス

ク
が

高
か

っ
た

（
R

R
1
.1

7
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

5
-
1
.3

1
）
。

長
時

間
労

働
（
5
5

時
間

以
上

/
週

）
あ

り
（
発

病
率

、
死

亡
率

）

L
i 
J
, 
e
t 

al

T
h
e
 e

ff
e
c
t 

o
f 

e
xp

o
su

re
 t

o
 l
o
n
g

w
o
rk

in
g 

h
o
u
rs

 o
n
 i
sc

h
ae

m
ic

h
e
ar

t 
d
is

e
as

e
: 
A

 s
ys

te
m

at
ic

re
vi

e
w

 a
n
d
 m

e
ta

-
an

al
ys

is
 f

ro
m

th
e
 W

H
O

/
IL

O
 J

o
in

t 
E
st

im
at

e
s

o
f 

th
e
 W

o
rk

-
re

la
te

d
 B

u
rd

e
n
 o

f
D

is
e
as

e
 a

n
d
 I
n
ju

ry

E
n
vi

ro
n
 I
n
t.
 2

0
2
0
;

1
4
2
: 
1
0
5
7
3
9

文
献

3
3

（
参

考
）

2
7

週
5
5
時

間
以

上
の

労
働

を
長

時
間

労
働

と
定

義
-

2
0
1
6
年

の
世

界
人

口
に

お
け

る
、

長
時

間
労

働
者

の
数

、
長

時
間

労
働

に
よ

る
脳

卒
中

及
び

虚
血

性
心

疾
患

に
よ

る
死

亡
者

数
、

障
害

調
整

生
命

年
等

を
推

計

脳
卒

中
、

虚
血

性
心

疾
患

世
界

全
体

に
つ

い
て

推
計

-
-

世
界

の
長

時
間

労
働

者
（
週

5
5
時

間
以

上
労

働
）
の

数
に

つ
い

て
、

4
億

8
8
0
0
万

人
（
9
5
％

不
確

実
性

区
間

:4
億

7
2
0
0
万

～
5
億

3
0
0
0
万

）
世

界
人

口
の

8
.9

％
（
8
.6

-
9
.1

）
に

当
た

る
と

推
計

。
D

e
sc

at
h
aら

2
0
2
0
、

L
iら

2
0
2
0
の

結
果

を
最

適
推

計
値

と
し

、
長

時
間

労
働

（
週

5
5
時

間
以

上
労

働
）
に

よ
る

脳
卒

中
及

び
虚

血
性

心
疾

患
に

よ
る

死
亡

者
数

に
つ

い
て

、
7
4
5
,1

4
9
人

（
7
0
5
,7

8
6
-
7
8
4
,6

0
1
）
と

推
計

。
同

障
害

調
整

生
命

年
（
早

死
、

障
害

、
疾

病
に

よ
っ

て
失

わ
れ

た
年

数
）
は

、
2
3
3
0
万

年
（
2
2
2
0

万
-
2
4
4
0
万

）
と

推
計

し
た

。

-
P

e
ga

 F
,

e
t 

al

G
lo

b
al

, 
re

gi
o
n
al

, 
an

d
 n

at
io

n
al

b
u
rd

e
n
s 

o
f 

is
c
h
e
m

ic
 h

e
ar

t
d
is

e
as

e
 a

n
d
 s

tr
o
ke

 a
tt

ri
b
u
ta

b
le

to
 e

xp
o
su

re
 t

o
 l
o
n
g 

w
o
rk

in
g

h
o
u
rs

 f
o
r 

1
9
4
 c

o
u
n
tr

ie
s,

 2
0
0
0
–

2
0
1
6
: 
A

 s
ys

te
m

at
ic

 a
n
al

ys
is

fr
o
m

 t
h
e
 W

H
O

/
IL

O
 J

o
in

t
E
st

im
at

e
s 

o
f 

th
e
 W

o
rk

-
re

la
te

d
B

u
rd

e
n
 o

f 
D

is
e
as

e
 a

n
d
 I
n
ju

ry

E
n
vi

ro
n
 I
n
t.
 2

0
2
1
;

1
5
4
: 
1
0
6
5
9
5

…
再

掲
の

文
献

。

12
7

-433-



３
　

勤
務

間
イ

ン
タ

ー
バ

ル
が

短
い

勤
務

と
健

康
障

害
等

に
関

す
る

文
献

（
疫

学
調

査
）
（
2
3
文

献
）

時
間

負
荷

の
調

査
期

間
（
発

症
前

）
観

察
期

間
健

康
障

害
等

調
査

対
象

調
査

方
法

調
整

因
子

結
果

分
析

項
目

有
意

性
著

者
名

タ
イ

ト
ル

書
誌

情
報

1

シ
フ

ト
勤

務
に

お
け

る
勤

務
間

イ
ン

タ
ー

バ
ル

1
1
時

間
未

満
（
準

夜
勤

か
ら

日
勤

へ
の

移
行

。
ク

イ
ッ

ク
リ

タ
ー

ン
）
と

、
夜

勤
か

ら
夜

勤
へ

の
移

行
、

準
夜

勤
か

ら
準

夜
勤

へ
の

移
行

、
日

勤
か

ら
日

勤
へ

の
移

行
を

比
較

調
査

開
始

時
点

か
ら

2
週

間
の

仕
事

、
睡

眠
の

日
誌

を
収

集

2
週

間

在
床

時
間

、
睡

眠
時

間
、

入
眠

潜
時

、
覚

醒
回

数
、

中
途

覚
醒

、
早

朝
覚

醒
、

睡
眠

効
率

、
睡

眠
の

質
＊

、
シ

フ
ト

間
の

仮
眠

、
シ

フ
ト

後
の

仮
眠

、
シ

フ
ト

2
回

目
の

ス
ト

レ
ス

＊
、

シ
フ

ト
2
回

目
の

眠
気

＊
（
＊

は
1
-
5
尺

度
）

ノ
ル

ウ
ェ

ー
の

テ
レ

マ
ル

ク
県

の
看

護
師

6
4

人
日

誌
法

研
究

-

ク
イ

ッ
ク

リ
タ

ー
ン

時
（
準

夜
勤

→
日

勤
）
の

就
床

時
間

（
平

均
6
.2

時
間

）
は

、
他

の
シ

フ
ト

間
よ

り
も

有
意

に
短

か
っ

た
。

合
計

睡
眠

時
間

（
平

均
5
.6

時
間

）
は

、
準

夜
勤

間
、

日
勤

間
よ

り
も

有
意

に
短

か
っ

た
。

入
眠

（
平

均
1
3
.1

分
）
は

や
や

長
く
、

覚
醒

が
少

な
く
（
平

均
1
.0

回
）
、

中
途

覚
醒

（
平

均
4
.4

分
）
と

早
朝

覚
醒

（
平

均
6
.6

分
）

が
短

か
っ

た
。

し
か

し
、

こ
れ

ら
の

差
は

睡
眠

効
率

に
影

響
を

与
え

る
ほ

ど
大

き
く
は

な
か

っ
た

。
睡

眠
の

質
（
平

均
3
.4

）
は

、
準

夜
勤

間
と

比
較

し
て

低
か

っ
た

。
シ

フ
ト

間
の

仮
眠

の
頻

度
（
平

均
0
.0

回
）
は

低
か

っ
た

。
ク

イ
ッ

ク
リ

タ
ー

ン
の

2
回

目
の

シ
フ

ト
後

の
仮

眠
（
平

均
0
.3

回
）
は

頻
度

が
高

か
っ

た
。

ク
イ

ッ
ク

リ
タ

ー
ン

の
2
回

目
の

シ
フ

ト
後

の
眠

気
（
平

均
2
.9

）
は

、
2
回

目
の

日
勤

お
よ

び
準

夜
勤

後
よ

り
も

高
か

っ
た

。
知

覚
さ

れ
た

ス
ト

レ
ス

（
平

均
3
.0

）
は

、
夜

勤
よ

り
も

高
か

っ
た

。

有
無

（
1
1
時

間
）

就
床

時
間

、
合

計
睡

眠
時

間
、

中
途

覚
醒

、
早

朝
覚

醒
の

短
さ

、
入

眠
時

間
の

長
さ

、
覚

醒
回

数
の

少
な

さ
、

睡
眠

の
質

、
シ

フ
ト

間
の

仮
眠

の
頻

度
の

低
さ

、
2
回

目
の

シ
フ

ト
後

の
仮

眠
頻

度
・
眠

気
の

高
さ

、
2
回

目
の

シ
フ

ト
の

知
覚

さ
れ

た
ス

ト
レ

ス
の

高
さ

に
つ

い
て

あ
り

V
e
da

a 
Ø

,
e
t 

al

S
le

e
p 

de
tr

im
e
n
ts

as
so

c
ia

te
d 

w
it
h
 q

u
ic

k
re

tu
rn

s 
in

 r
o
ta

ti
n
g 

sh
if
t

w
o
rk

: 
a 

di
ar

y 
st

u
dy

J
 O

c
c
u
p

E
n
vi

ro
n
 M

e
d.

2
0
1
7
; 
5
9
: 
5
2
2
-

5
2
7

2

勤
務

間
イ

ン
タ

ー
バ

ル
1
0

時
間

未
満

、
1
0
､1

1
､1

2
､

1
3
､1

4
､1

5
時

間
台

､1
6
時

間
以

上

前
月

の
平

均
勤

務
間

イ
ン

タ
ー

バ
ル

2
0
1
6
年

1
1
月

に
行

っ
た

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
調

査

睡
眠

時
間

、
睡

眠
の

質
（
P

S
Q

I-
J
ス

コ
ア

。
ス

コ
ア

が
大

き
い

ほ
ど

不
眠

感
が

強
く
、

原
発

性
不

眠
症

の
カ

ッ
ト

オ
フ

ポ
イ

ン
ト

は
≧

6
）

日
本

国
内

の
常

勤
の

日
勤

労
働

者
3
,8

6
7

名
横

断
研

究
年

齢
、

性
別

、
業

種
、

喫
煙

の
有

無
、

ア
ル

コ
ー

ル
飲

料
の

摂
取

頻
度

勤
務

間
イ

ン
タ

ー
バ

ル
が

<
1
0
、

1
0
、

1
1
、

1
2
、

1
3
、

1
4
、

1
5
、

≧
1
6

時
間

の
グ

ル
ー

プ
の

労
働

者
の

睡
眠

時
間

は
、

そ
れ

ぞ
れ

5
.3

、
5
.9

、
6
.1

、
6
.3

、
6
.5

、
6
.7

、
6
.7

、
6
.9

時
間

で
あ

っ
た

。
傾

向
分

析
で

は
勤

務
間

イ
ン

タ
ー

バ
ル

が
短

い
ほ

ど
睡

眠
時

間
も

短
く
な

る
有

意
な

直
線

的
傾

向
が

明
ら

か
に

な
っ

た
。

勤
務

間
イ

ン
タ

ー
バ

ル
が

1
4
時

間
以

上
の

労
働

者
の

睡
眠

時
間

は
1
4
時

間
未

満
の

労
働

者
の

睡
眠

時
間

よ
り

も
長

か
っ

た
。

1
4
、

1
5
時

間
台

及
び

1
6
時

間
以

上
の

グ
ル

ー
プ

間
の

睡
眠

時
間

に
有

意
差

は
な

か
っ

た
。

勤
務

間
イ

ン
タ

ー
バ

ル
が

<
1
0
、

1
0
、

1
1
、

1
2
、

1
3
、

1
4
、

1
5
、

≧
1
6

時
間

の
グ

ル
ー

プ
の

P
S
Q

I-
J
ス

コ
ア

は
、

そ
れ

ぞ
れ

7
.1

、
6
.7

、
6
.7

、
6
.3

、
6
.0

（
5
.9

9
9
）
、

5
.6

、
5
.2

、
5
.2

で
あ

っ
た

。
傾

向
分

析
で

は
勤

務
間

イ
ン

タ
ー

バ
ル

が
短

い
ほ

ど
睡

眠
の

質
も

低
下

す
る

有
意

な
直

線
的

傾
向

が
明

ら
か

に
な

っ
た

。
勤

務
間

イ
ン

タ
ー

バ
ル

1
3

時
間

未
満

の
労

働
者

の
一

部
に

睡
眠

の
質

が
劣

化
す

る
可

能
性

を
意

味
し

た
。

勤
務

間
イ

ン
タ

ー
バ

ル
が

1
4
時

間
以

上
の

労
働

者
の

睡
眠

の
質

は
、

1
4
時

間
未

満
の

労
働

者
の

睡
眠

の
質

よ
り

も
高

い
こ

と
が

明
ら

か
と

な
っ

た
。

勤
務

間
イ

ン
タ

ー
バ

ル
が

1
4
、

1
5
時

間
台

、
1
6
時

間
以

上
の

労
働

者
間

の
睡

眠
の

質
に

有
意

差
は

な
か

っ
た

。

時
間

数

睡
眠

時
間

に
つ

い
て

あ
り

（
勤

務
間

イ
ン

タ
ー

バ
ル

1
4
時

間
未

満
）

睡
眠

の
質

の
劣

化
に

つ
い

て
あ

り
（
勤

務
間

イ
ン

タ
ー

バ
ル

1
3
時

間
未

満
）

Ik
e
da

 H
,

e
t 

al

C
ro

ss
-
se

c
ti
o
n
al

 i
n
te

rn
e
t-

ba
se

d 
su

rv
e
y 

o
f 

J
ap

an
e
se

pe
rm

an
e
n
t 

da
yt

im
e

w
o
rk

e
rs

' 
sl

e
e
p 

an
d 

da
ily

re
st

 p
e
ri
o
ds

J
 O

c
c
u
p 

H
e
al

th
.

2
0
1
8
; 
 6

0
: 
2
2
9
-

2
3
5

3

勤
務

間
イ

ン
タ

ー
バ

ル
（
２

つ
の

連
続

す
る

勤
務

の
間

隔
）
が

1
1
時

間
未

満
（
ク

イ
ッ

ク
リ

タ
ー

ン
の

回
数

（
0

回
：
対

照
群

、
1
-
3
0
回

、
3
0

回
超

）

調
査

時
点

（
2
0
0
8

～
2
0
0
9
）
か

ら
過

去
1
年

間
の

ク
イ

ッ
ク

リ
タ

ー
ン

の
回

数

-
不

眠
症

、
過

度
の

眠
気

、
過

度
の

疲
労

、
交

替
勤

務
睡

眠
障

害
、

不
安

、
う

つ

ノ
ル

ウ
ェ

ー
の

看
護

師
1
9
9
0
人

横
断

研
究

年
齢

、
性

別
、

過
去

1
年

間
の

夜
勤

の
回

数
、

夜
勤

の
年

数
、

常
勤

職
の

割
合

調
整

済
み

ロ
ジ

ス
テ

ィ
ク

ス
回

帰
分

析
で

、
過

去
1
年

間
の

ク
イ

ッ
ク

リ
タ

ー
ン

が
1
-
3
0
回

、
3
0
回

超
と

も
、

不
眠

症
（
O

R
1
.4

4
(9

5
%
C

I:
1
.0

6
-
1
.9

6
)、

O
R

1
.5

7
(9

5
％

C
I: 

1
.1

6
-
2
.1

2
)）

、
過

度
の

眠
気

（
O

R
1
.5

3
 (

9
5
%
C

I: 
1
.0

5
-
2
.2

3
)、

O
R

1
.7

8
(9

5
％

C
I: 

1
.2

4
-

2
.5

7
)）

、
交

替
勤

務
睡

眠
障

害
（
O

R
1
.8

8
(9

5
%
C

I: 
1
.3

3
-
2
.6

7
)、

O
R

2
.8

6
(9

5
％

C
I: 

2
.0

3
-
4
.0

3
)）

と
の

間
に

、
有

意
な

関
連

が
あ

っ
た

。
過

度
の

疲
労

は
、

調
整

前
・
ク

イ
ッ

ク
リ

タ
ー

ン
3
0
回

超
の

場
合

に
の

み
有

意
に

関
連

し
て

い
た

（
O

R
1
.3

9
 (

9
5
%
C

I: 
1
.0

5
-
1
.8

6
)

が
、

調
整

後
は

有
意

で
は

な
か

っ
た

。
不

安
と

う
つ

は
ク

イ
ッ

ク
リ

タ
ー

ン
と

関
連

し
て

い
な

か
っ

た
。

回
数

（
1
1
時

間
）

不
眠

症
、

過
度

の
眠

気
、

交
替

勤
務

睡
眠

障
害

に
つ

い
て

あ
り

過
度

の
疲

労
に

つ
い

て
あ

り
（
調

整
前

・
年

間
ク

イ
ッ

ク
リ

タ
ー

ン
3
0
回

超
）

不
安

、
う

つ
に

つ
い

て
な

し

E
ld

e
vi

k
M

F
, 
e
t 

al

In
so

m
n
ia

, 
e
xc

e
ss

iv
e

sl
e
e
pi

n
e
ss

, 
e
xc

e
ss

iv
e

fa
ti
gu

e
, 
an

xi
e
ty

,
de

pr
e
ss

io
n
 a

n
d 

sh
if
t 

w
o
rk

di
so

rd
e
r 

in
 n

u
rs

e
s 

h
av

in
g

le
ss

 t
h
an

 1
1
 h

o
u
rs

 i
n
-

be
tw

e
e
n
 s

h
if
ts

P
L
o
S
 O

n
e
.

2
0
1
3
; 
8
: 
e
7
0
8
8
2

4

勤
務

間
イ

ン
タ

ー
バ

ル
（
２

つ
の

連
続

す
る

勤
務

の
間

隔
）
が

1
1
時

間
未

満
（
ク

イ
ッ

ク
リ

タ
ー

ン
：
Q

R
）
の

回
数

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

(2
0
0
9
：
T
1
）
の

過
去

１
年

間
の

Q
R

の
回

数
と

、
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

時
(2

0
1
0
：
T
2
）
へ

の
Q

R
の

回
数

の
減

少
ま

た
は

増
加

1
年

間
（
2
0
0
9
-

2
0
1
0
）

交
替

勤
務

睡
眠

障
害

、
過

剰
な

眠
気

、
病

的
疲

労
、

不
安

、
抑

う
つ

ノ
ル

ウ
ェ

ー
の

看
護

師
1
2
2
4
人

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究

年
齢

、
性

別
、

T
1
の

過
去

1
年

間
の

夜
勤

の
回

数
、

T
1
か

ら
T
2
へ

の
夜

勤
数

・
ク

イ
ッ

ク
リ

タ
ー

ン
数

の
変

化

T
1
に

お
け

る
過

去
1
年

間
の

ク
イ

ッ
ク

リ
タ

ー
ン

数
が

、
T
2
に

お
け

る
交

替
勤

務
睡

眠
障

害
(O

R
1
.0

1
(9

5
%
C

I: 
1
.0

0
-
1
.0

1
))

、
病

的
疲

労
(O

R
1
.0

1
(9

5
%
C

I: 
1
.0

0
-
1
.0

1
))

に
有

意
な

関
係

が
あ

っ
た

。
ま

た
、

T
1
か

ら
T
2
へ

の
ク

イ
ッ

ク
リ

タ
ー

ン
数

が
減

少
す

る
と

、
T
2
に

お
け

る
病

的
疲

労
リ

ス
ク

が
有

意
に

減
少

し
た

(O
R

0
.6

7
(9

5
%
C

I:
0
.4

5
-
0
.9

9
))

。
調

整
分

析
で

は
、

T
1
 に

お
け

る
ク

イ
ッ

ク
リ

タ
ー

ン
数

と
T
2
に

お
け

る
過

剰
な

眠
気

、
不

安
、

抑
う

つ
に

有
意

な
関

連
は

な
か

っ
た

。

回
数

（
1
1
時

間
）

交
替

勤
務

睡
眠

障
害

、
病

的
疲

労
に

つ
い

て
あ

り
（
ク

イ
ッ

ク
リ

タ
ー

ン
数

）
過

剰
な

眠
気

、
不

安
、

抑
う

つ
に

つ
い

て
な

し

F
lo

 E
, 
e
t

al

S
h
o
rt

 r
e
st

 p
e
ri
o
ds

be
tw

e
e
n
 w

o
rk

 s
h
if
ts

pr
e
di

c
t 

sl
e
e
p 

an
d 

h
e
al

th
pr

o
bl

e
m

s 
in

 n
u
rs

e
s 

at
 1

-
ye

ar
 f

o
llo

w
-
u
p

O
c
c
u
p 

E
n
vi

ro
n

M
e
d.

 2
0
1
4
; 
7
1
:

5
5
5
-
5
6
1

5
少

な
く
と

も
月

に
1
回

の
1
1

時
間

未
満

の
勤

務
間

イ
ン

タ
ー

バ
ル

調
査

時
点

の
状

況
を

質
問

-

疲
労

、
睡

眠
障

害
、

社
会

的
困

難
（
家

族
や

友
人

に
会

う
こ

と
の

困
難

）
※

い
ず

れ
も

自
己

認
識

を
調

査

1
6
歳

か
ら

7
4
歳

の
ス

ウ
ェ

ー
デ

ン
の

2
,0

3
1

人
横

断
研

究
年

齢
、

性
別

、
パ

ー
ト

タ
イ

ム
／

常
勤

職
、

社
会

経
済

的
グ

ル
ー

プ
、

身
体

的
作

業
負

荷

多
重

ロ
ジ

ス
テ

ィ
ク

ス
回

帰
分

析
に

お
い

て
、

1
1
時

間
未

満
の

休
息

は
、

疲
労

（
O

R
1
.7

1
（
9
5
%
C

I: 
1
.3

7
-
2
.1

4
),
p=

0
.0

0
0
）
、

睡
眠

障
害

（
O

R
2
.1

2
（
9
5
%
C

I: 
1
.6

9
-
2
.6

7
),
p=

0
.0

0
0
）
、

社
会

的
困

難
（
O

R
1
.4

5
（
9
5
%
C

I: 
1
.1

7
-
1
.8

0
),
p=

0
.0

0
1
）
と

有
意

に
関

連
し

て
い

た
。

有
無

（
1
1
時

間
）

疲
労

、
睡

眠
障

害
、

社
会

的
困

難
に

つ
い

て
あ

り

Å
ke

rs
te

dt
T
,

K
e
c
kl

u
n
d

G

W
h
at

 w
o
rk

 s
c
h
e
du

le
c
h
ar

ac
te

ri
st

ic
s 

c
o
n
st

it
u
te

a 
pr

o
bl

e
m

 t
o
 t

h
e

in
di

vi
du

al
? 

A
re

pr
e
se

n
ta

ti
ve

 s
tu

dy
 o

f
S
w

e
di

sh
 s

h
if
t 

w
o
rk

e
rs

A
pp

l 
E
rg

o
n
.

2
0
1
7
; 
5
9
: 
3
2
0
-

3
2
5

12
8

-434-



３
　

勤
務

間
イ

ン
タ

ー
バ

ル
が

短
い

勤
務

と
健

康
障

害
等

に
関

す
る

文
献

（
疫

学
調

査
）
（
2
3
文

献
）

時
間

負
荷

の
調

査
期

間
（
発

症
前

）
観

察
期

間
健

康
障

害
等

調
査

対
象

調
査

方
法

調
整

因
子

結
果

分
析

項
目

有
意

性
著

者
名

タ
イ

ト
ル

書
誌

情
報

6

勤
務

間
イ

ン
タ

ー
バ

ル
（
就

業
終

了
時

刻
か

ら
開

始
時

刻
ま

で
の

間
隔

：
D

R
P

）
※

1
5
時

間
-
1
5
時

間
5
9
分

を
基

準
と

し
、

1
時

間
刻

み
～

1
0
時

間
未

満
で

分
析

調
査

時
点

（
2
0
1
5

年
1
0
月

）
の

過
去

1
0
日

間
（
土

日
及

び
休

日
を

含
む

）
の

就
業

開
始

・
終

了
時

刻
を

質
問

（
最

大
5
つ

の
D

R
P

を
収

集
）

-
心

理
的

苦
痛

、
熟

眠
障

害
、

疲
労

（
ス

ト
レ

ス
症

状
）
、

職
務

遂
行

能
力

日
本

の
IT

関
連

労
働

者
1
8
1
1
人

横
断

研
究

モ
デ

ル
1
：
調

整
な

し
モ

デ
ル

2
：
年

齢
、

性
別

、
毎

週
の

勤
務

時
間

、
通

勤
時

間
モ

デ
ル

3
：
モ

デ
ル

2
に

追
加

し
て

雇
用

状
況

、
勤

務
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
、

運
動

、
喫

煙
、

子
の

有
無

、
介

護
、

定
量

的
な

作
業

負
荷

、
裁

量
度

、
監

督
者

の
支

援
、

同
僚

の
支

援

モ
デ

ル
2
で

は
、

平
均

疲
労

が
、

1
0
時

間
未

満
（
b=

3
.3

9
 、

9
5
%
C

I:
0
.3

3
-
6
.4

6
）
、

1
0
時

間
台

（
b=

3
.4

6
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

3
-
5
.7

8
）
、

1
1
時

間
台

（
b=

2
.2

6
、

9
5
%
C

I: 
0
.5

7
-
3
.9

5
）
の

勤
務

間
イ

ン
タ

ー
バ

ル
で

有
意

に
高

か
っ

た
（
b：

線
形

回
帰

係
数

）
。

熟
眠

障
害

で
も

同
じ

パ
タ

ー
ン

の
関

連
が

観
察

さ
れ

、
1
0
時

間
台

は
有

意
で

あ
っ

た
（
O

R
2
.5

4
、

9
5
%
C

I: 
1
.3

3
-
4
.8

4
）
が

、
1
0
時

間
未

満
（
O

R
2
.1

7
、

9
5
%
C

I: 
0
.9

4
-
5
.0

3
）
、

1
1
時

間
台

（
O

R
1
.6

0
、

9
5
%
C

I: 
0
.9

8
-
2
.6

1
）

で
は

有
意

で
は

な
か

っ
た

。

時
間

数

平
均

疲
労

に
つ

い
て

あ
り

（
1
1

時
間

台
以

下
の

勤
務

間
イ

ン
タ

ー
バ

ル
）

熟
眠

障
害

に
つ

い
て

あ
り

（
1
0

時
間

台
の

勤
務

間
イ

ン
タ

ー
バ

ル
)

T
su

c
h
iy

a
M

, 
e
t 

al

C
ro

ss
-
se

c
ti
o
n
al

as
so

c
ia

ti
o
n
s 

be
tw

e
e
n

da
ily

 r
e
st

 p
e
ri
o
ds

 d
u
ri
n
g

w
e
e
kd

ay
s 

an
d

ps
yc

h
o
lo

gi
c
al

 d
is

tr
e
ss

,
n
o
n
-
re

st
o
ra

ti
ve

 s
le

e
p,

fa
ti
gu

e
, 
an

d 
w

o
rk

pe
rf

o
rm

an
c
e
 a

m
o
n
g

in
fo

rm
at

io
n
 t

e
c
h
n
o
lo

gy
w

o
rk

e
rs

In
d 

H
e
al

th
.

2
0
1
7
; 
5
5
: 
1
7
3
-

1
7
9

7

勤
務

間
イ

ン
タ

ー
バ

ル
1
1

時
間

未
満

、
1
2
時

間
未

満
、

1
3
時

間
未

満
、

1
4
時

間
未

満
、

1
4
時

間
以

上

1
か

月
間

2
0
1
5
年

1
0
月

～
1
2
月

睡
眠

時
間

、
覚

醒
時

の
持

ち
越

し
疲

労
、

就
寝

時
の

サ
イ

コ
ロ

ジ
カ

ル
・
デ

ィ
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
（
仕

事
と

の
心

理
的

距
離

）
、

精
神

運
動

警
戒

タ
ス

ク
（
持

続
的

注
意

反
応

時
間

課
題

：
5
分

間
で

測
定

）
、

睡
眠

覚
醒

ロ
グ

日
本

の
IT

企
業

で
働

く
5
5
名

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究
年

齢
、

性
別

、
週

、
日

（
曜

日
）

1
1
時

間
未

満
（
基

準
）
の

勤
務

間
イ

ン
タ

ー
バ

ル
と

比
較

し
て

、
1
3

時
間

未
満

（
β

=
0
.4

8
、

9
5
%
C

I: 
0
.1

2
-
0
.8

4
、

P
=
0
.0

0
9
）
、

1
4
時

間
未

満
（
β

=
0
.6

9
、

9
5
%
C

I 
:0

.3
3
、

1
.0

5
、

P
<
0
.0

0
1
）
、

1
4
時

間
以

上
（
β

=
1
.0

1
、

9
5
%
C

I 
:0

.6
7
-
1
.3

5
、

P
<
0
.0

0
1
）
で

は
睡

眠
時

間
（
h
）

が
大

幅
に

増
加

し
た

が
、

1
2
時

間
未

満
（
β

=
0
.3

3
、

9
5
%
C

I: 
-

0
.0

8
-
0
.7

4
、

P
=
0
.1

1
9
）
で

は
有

意
差

は
見

ら
れ

な
か

っ
た

。
持

ち
越

し
疲

労
は

、
基

準
と

比
較

し
て

す
べ

て
の

勤
務

間
イ

ン
タ

ー
バ

ル
の

時
間

で
有

意
に

減
少

し
た

。
1
2
時

間
未

満
（
β

＝
-
1
0
.2

、
9
5
%
C

I: 
-
1
7
.1

-
 -

3
.2

、
P

=
0
.0

0
4
）
、

1
3
時

間
未

満
（
β

＝
-
8
.9

2
、

9
5
%
C

I: 
-
1
4
.9

-
 -

2
.9

、
P

=
0
.0

0
4
）
、

1
4
時

間
未

満
（
β

＝
-
1
3
.2

、
9
5
%
C

I: 
-
1
9
.3

-
 -

7
.1

、
P

＜
0
.0

0
1
）
、

1
4
時

間
以

上
（
β

＝
1
5
.2

、
9
5
%
C

I: 
-
2
0
.9

-
 -

9
.6

、
P

＜
0
.0

0
1
）

サ
イ

コ
ロ

ジ
カ

ル
・
デ

ィ
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
は

、
基

準
と

比
較

し
て

（
1
3
時

間
以

上
）
1
4
時

間
未

満
（
β

＝
7
.1

、
9
5
%
C

I: 
0
.6

-
1
3
.5

、
P

=
0
.0

3
1
）

と
1
4
時

間
以

上
（
β

＝
9
.6

、
9
5
%
C

I: 
3
.6

-
1
5
.6

、
P

=
0
.0

0
2
）
で

有
意

に
増

加
し

た
が

、
他

の
時

間
で

有
意

差
は

な
か

っ
た

。

時
間

数

睡
眠

時
間

の
増

加
に

つ
い

て
あ

り
（
勤

務
間

イ
ン

タ
ー

バ
ル

1
2
時

間
以

上
）

持
ち

越
し

疲
労

の
減

少
に

つ
い

て
あ

り
（
勤

務
間

イ
ン

タ
ー

バ
ル

1
1
時

間
以

上
）

サ
イ

コ
ロ

ジ
カ

ル
・
デ

ィ
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
の

増
加

に
つ

い
て

あ
り

（
勤

務
間

イ
ン

タ
ー

バ
ル

1
3
時

間
以

上
）

K
u
bo

 T
,

e
t 

al

D
ay

-
to

-
da

y 
va

ri
at

io
n
s 

in
da

ily
 r

e
st

 p
e
ri
o
ds

be
tw

e
e
n
 w

o
rk

in
g 

da
ys

an
d 

re
c
o
ve

ry
 f

ro
m

 f
at

ig
u
e

am
o
n
g 

in
fo

rm
at

io
n

te
c
h
n
o
lo

gy
 w

o
rk

e
rs

: 
O

n
e
-

m
o
n
th

 o
bs

e
rv

at
io

n
al

st
u
dy

 u
si

n
g 

a 
fa

ti
gu

e
 a

pp

J
 O

c
c
u
p 

H
e
al

th
.

2
0
1
8
; 
6
0
 :
 3

9
4
-

4
0
3

8

勤
務

間
イ

ン
タ

ー
バ

ル
（
就

業
終

了
時

刻
か

ら
開

始
時

刻
ま

で
の

間
隔

）
（
1
1
、

1
2
、

1
3
、

1
4
時

間
基

準
）

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

時
の

直
近

１
か

月
の

就
業

日
の

平
均

就
業

開
始

・
終

了
時

刻
を

質
問

2
0
1
5
年

1
0
月

～
1
2
月

中
の

１
か

月
（
第

１
週

、
第

３
週

、
第

４
週

に
測

定
）

安
静

時
血

圧
、

疲
労

感

裁
量

労
働

制
と

フ
レ

ッ
ク

ス
タ

イ
ム

制
を

採
用

し
て

い
る

日
本

の
IT

企
業

の
5
4
人

観
察

研
究

年
齢

、
性

別
、

睡
眠

時
間

、
睡

眠
効

率
、

B
M

I、
喫

煙
の

有
無

線
形

混
合

モ
デ

ル
分

析
の

結
果

、
勤

務
間

イ
ン

タ
ー

バ
ル

と
収

縮
期

血
圧

と
の

関
連

性
は

有
意

で
な

か
っ

た
（
β

=
-
0
.5

8
2
、

n
s）

が
、

拡
張

期
血

圧
（
β

=
-
1
.2

9
0
、

p<
0
.0

1
）
、

疲
労

感
（
β

=
-
0
.0

8
1
、

p<
0
.0

5
）
と

の
関

連
性

は
有

意
で

あ
っ

た
。

1
2
、

1
3
、

1
4
時

間
を

基
準

と
し

て
勤

務
間

イ
ン

タ
ー

バ
ル

が
基

準
よ

り
長

い
グ

ル
ー

プ
と

短
い

グ
ル

ー
プ

に
分

け
分

析
（
二

元
線

形
混

合
モ

デ
ル

分
散

分
析

）
し

た
結

果
、

1
4
時

間
勤

務
間

イ
ン

タ
ー

バ
ル

基
準

グ
ル

ー
プ

に
拡

張
期

血
圧

の
主

効
果

の
有

意
性

[F
(1

,4
4
)=

7
.0

5
3
, 
p<

0
.0

5
]を

認
め

た
。

時
間

数
拡

張
期

血
圧

、
疲

労
感

に
つ

い
て

あ
り

Ik
e
da

 H
,

e
t 

al

Im
pa

c
t 

o
f 

da
ily

 r
e
st

 p
e
ri
o
d

o
n
 r

e
st

in
g 

bl
o
o
d 

pr
e
ss

u
re

an
d 

fa
ti
gu

e
: 
a 

o
n
e
-
m

o
n
th

o
bs

e
rv

at
io

n
al

 s
tu

dy
 o

f
da

yt
im

e
 e

m
pl

o
ye

e
s

J
 O

c
c
u
p

E
n
vi

ro
n
 M

e
d.

2
0
1
7
; 
5
9
: 
3
9
7
-

4
0
1

9

勤
務

間
イ

ン
タ

ー
バ

ル
1
1

時
間

未
満

（
ク

イ
ッ

ク
リ

タ
ー

ン
）
の

回
数

、
日

勤
、

準
夜

勤
、

夜
勤

の
回

数
・
連

続
し

た
夜

勤

ア
ン

ケ
ー

ト
前

3
か

月
間

の
勤

務
シ

フ
ト

2
0
0
8
，

2
0
1
2
，

2
0
1
4
，

2
0
1
5
年

に
行

っ
た

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査

疲
労

、
睡

眠
障

害

フ
ィ

ン
ラ

ン
ド

の
病

院
従

業
員

1
7
1
6
～

2
7
8
1

名
（
質

問
に

2
回

以
上

回
答

し
、

疲
労

や
睡

眠
に

変
化

が
あ

っ
た

者
）

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究
年

齢
、

性
別

ク
イ

ッ
ク

リ
タ

ー
ン

は
、

勤
務

中
の

疲
労

（
O

R
1
.4

2
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

9
-

1
.7

2
）
、

休
日

の
疲

労
（
O

R
1
.2

5
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

3
-
1
.4

9
）
及

び
入

眠
困

難
（
O

R
 1

.3
8
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

3
-
1
.6

4
）
と

関
連

し
て

い
た

。
休

日
の

疲
労

に
つ

い
て

、
ク

イ
ッ

ク
リ

タ
ー

ン
と

の
関

連
は

、
最

も
若

い
年

齢
群

と
最

も
高

齢
の

年
齢

群
（
3
9
歳

以
下

O
R

 1
.4

9
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

3
-

1
.9

5
、

4
0
～

4
9
歳

O
R

0
.9

0
、

9
5
%
C

I: 
0
.6

5
-
1
.2

8
、

5
0
歳

以
上

O
R

1
.6

8
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

0
-
2
.5

4
、

交
互

作
用

P
<
0
.0

9
2
）
で

認
め

ら
れ

た
。

※
　

オ
ッ

ズ
比

（
O

R
）
は

、
連

続
ば

く
露

変
数

（
勤

務
シ

フ
ト

と
シ

フ
ト

強
度

の
割

合
を

記
述

す
る

変
数

）
が

2
5
%
上

昇
す

る
ご

と
の

比
を

指
す

。

有
無

（
1
1
時

間
）

勤
務

中
の

疲
労

、
休

日
の

疲
労

、
入

眠
困

難
に

つ
い

て
あ

り

H
är

m
ä 

M
,

e
t 

al

A
ss

o
c
ia

ti
o
n
 o

f 
c
h
an

ge
s 

in
w

o
rk

 s
h
if
ts

 a
n
d 

sh
if
t

in
te

n
si

ty
 w

it
h
 c

h
an

ge
 i
n

fa
ti
gu

e
 a

n
d 

di
st

u
rb

e
d

sl
e
e
p:

 a
 w

it
h
in

-
su

bj
e
c
t

st
u
dy

S
c
an

d 
J
 W

o
rk

E
n
vi

ro
n
 H

e
al

th
.

2
0
1
8
; 
 4

4
: 
3
9
4
-

4
0
2

1
0

2
3
：
0
0
～

6
：
0
0
の

夜
勤

1
8
：
0
0
～

2
3
：
0
0
の

準
夜

勤
3
：
0
0
以

前
～

1
8
：
0
0
以

内
の

朝
勤

4
年

及
び

6
年

2
0
0
8
年

～
2
0
1
2

年 2
0
0
8
年

～
2
0
1
4

年

休
日

の
疲

労
、

長
時

間
睡

眠
フ

ィ
ン

ラ
ン

ド
の

病
院

労
働

者
2
,5

4
6
名

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究
年

齢
、

性
別

、
教

育

夜
勤

を
伴

う
交

代
勤

務
は

、
日

中
勤

務
と

比
較

し
て

、
4
年

後
に

休
日

の
疲

労
の

リ
ス

ク
増

加
と

関
連

し
て

お
り

（
R

R
1
.3

5
、

9
5
%
C

I:
1
.1

6
-
1
.5

6
、

調
整

モ
デ

ル
）
、

6
年

後
に

休
日

の
疲

労
の

増
加

（
R

R
1
.3

8
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

7
-
1
.6

3
）
及

び
長

時
間

睡
眠

（
R

R
8
.0

4
、

9
5
%
C

I: 
2
.8

8
-
2
2
.5

）
と

関
連

し
て

い
た

。
夜

勤
を

伴
わ

な
い

交
代

勤
務

は
、

日
中

勤
務

と
比

較
し

て
、

6
年

後
に

長
時

間
睡

眠
の

増
加

と
関

連
し

た
が

（
R

R
5
.8

7
、

9
5
%
C

I: 
1
.9

4
-
1
7
.8

、
調

整
モ

デ
ル

）
、

仕
事

中
ま

た
は

休
日

の
疲

労
と

は
関

連
し

な
か

っ
た

。

-

- （
検

討
し

た
交

代
勤

務
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
は

、
ほ

と
ん

ど
が

不
規

則
で

、
交

代
勤

務
の

間
に

1
1
時

間
未

満
の

連
続

し
た

夜
勤

と
ク

イ
ッ

ク
リ

タ
ー

ン
が

随
時

あ
り

、
週

勤
務

時
間

の
変

動
が

あ
っ

た
と

さ
れ

て
い

る
）

H
är

m
ä 

M
,

e
t 

al

S
h
if
t 

w
o
rk

 w
it
h
 a

n
d

w
it
h
o
u
t 

n
ig

h
t 

w
o
rk

 a
s 

a
ri
sk

 f
ac

to
r 

fo
r 

fa
ti
gu

e
 a

n
d

c
h
an

ge
s 

in
 s

le
e
p 

le
n
gt

h
:

A
 c

o
h
o
rt

 s
tu

dy
 w

it
h

lin
ka

ge
 t

o
 r

e
c
o
rd

s 
o
n

da
ily

 w
o
rk

in
g 

h
o
u
rs

J
 S

le
e
p 

R
e
s.

2
0
1
9
; 
2
8
:

e
1
2
6
5
8

1
1

勤
務

間
イ

ン
タ

ー
バ

ル
（
シ

フ
ト

勤
務

間
の

休
息

時
間

）
が

1
1
時

間
未

満
は

ク
イ

ッ
ク

リ
タ

ー
ン

、
1
1
時

間
以

上
を

正
常

と
み

な
し

た

2
0
1
4
年

～
2
0
1
8

年
2
0
1
4
年

～
2
0
1
8

年
（
平

均
2
.4

9
年

）
高

血
圧

韓
国

の
病

院
で

働
い

て
い

た
非

高
血

圧
の

シ
フ

ト
（
夜

勤
）
勤

務
者

1
3
7
2
人

後
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究

性
別

、
年

齢
、

喫
煙

の
有

無
、

ア
ル

コ
ー

ル
飲

料
の

摂
取

、
運

動
、

Ｂ
Ｍ

Ｉ、
労

働
時

間
、

シ
フ

ト
勤

務
年

数

ク
イ

ッ
ク

リ
タ

ー
ン

は
、

高
血

圧
発

症
に

関
係

し
た

が
（
H

R
1
.8

8
 、

9
5
％

C
I: 

1
.0

0
-
3
.5

4
）
、

夜
勤

の
連

続
は

関
係

し
な

か
っ

た
。

ク
イ

ッ
ク

リ
タ

ー
ン

群
で

2
～

3
日

連
続

し
て

夜
勤

を
し

た
場

合
（
H

R
3
.3

3
 、

9
5
％

C
I: 

1
.1

8
-
9
.3

9
）
、

及
び

4
日

以
上

連
続

し
て

夜
勤

を
し

た
場

合
（
H

R
3
.7

9
 、

9
5
％

C
I: 

1
.2

2
-
1
1
.7

6
）
の

高
血

圧
発

症
の

ハ
ザ

ー
ド

は
基

準
群

（
ク

イ
ッ

ク
リ

タ
ー

ン
な

し
、

夜
勤

の
連

続
な

し
）
と

比
較

し
て

著
し

く
高

く
な

っ
た

。

有
無

（
1
1
時

間
）

高
血

圧
の

発
症

に
つ

い
て

あ
り

C
h
o
 Y

S
,

e
t 

al

S
h
o
rt

 r
e
st

 b
e
tw

e
e
n
 s

h
if
ts

an
d 

ri
sk

 o
f 

h
yp

e
rt

e
n
si

o
n

in
 h

o
sp

it
al

 w
o
rk

e
rs

J
 H

yp
e
rt

e
n
s.

2
0
2
0
; 
3
8
: 
2
1
1
-

2
1
7

12
9

-435-



３
　

勤
務

間
イ

ン
タ

ー
バ

ル
が

短
い

勤
務

と
健

康
障

害
等

に
関

す
る

文
献

（
疫

学
調

査
）
（
2
3
文

献
）

時
間

負
荷

の
調

査
期

間
（
発

症
前

）
観

察
期

間
健

康
障

害
等

調
査

対
象

調
査

方
法

調
整

因
子

結
果

分
析

項
目

有
意

性
著

者
名

タ
イ

ト
ル

書
誌

情
報

1
2

短
い

勤
務

間
イ

ン
タ

ー
バ

ル
（
連

続
し

た
日

に
お

け
る

仕
事

の
終

了
時

間
か

ら
仕

事
の

開
始

時
間

ま
で

の
1
1

時
間

未
満

）
の

頻
度

2
0
1
5
年

1
1
月

～
2
0
1
6
年

7
月

の
出

勤
デ

ー
タ

（
測

定
期

間
は

2
か

月
）

2
0
1
5
年

1
1
月

～
2
0
1
6
年

7
月

ま
で

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
（
1
健

康
、

2
や

や
負

担
を

感
じ

る
、

3
ひ

ど
く
負

担
を

感
じ

る
、

4
医

師
に

相
談

中
で

あ
る

）
、

た
だ

し
4
は

分
析

に
含

め
ず

同
一

企
業

（
日

本
の

製
造

業
）
の

ホ
ワ

イ
ト

カ
ラ

ー
労

働
者

1
3
3
4

人
、

ブ
ル

ー
カ

ラ
ー

労
働

者
7
8
6
人

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究
年

齢
、

労
働

日
数

、
時

給
、

出
張

回
数

ホ
ワ

イ
ト

カ
ラ

ー
労

働
者

と
ブ

ル
ー

カ
ラ

ー
労

働
者

の
両

方
で

、
短

い
勤

務
間

イ
ン

タ
ー

バ
ル

は
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

と
関

連
し

な
か

っ
た

（
係

数
は

正
で

あ
る

が
有

意
で

は
な

い
。

固
定

効
果

モ
デ

ル
に

よ
る

線
形

確
率

の
推

定
：
ホ

ワ
イ

ト
カ

ラ
ー

：
係

数
0
.0

0
3
9
〔
0
.0

0
5
1
〕
、

ブ
ル

ー
カ

ラ
ー

：
係

数
0
.0

0
6
3
〔
0
.0

1
2
1
〕
、

〔
 〕

は
標

準
誤

差
）
。

回
数

（
1
1
時

間
）

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
に

つ
い

て
な

し
S
at

o
 K

, 
e
t

al

M
e
n
ta

l 
h
e
al

th
 e

ff
e
c
ts

 o
f

lo
n
g 

w
o
rk

 h
o
u
rs

, 
n
ig

h
t

an
d 

w
e
e
ke

n
d 

w
o
rk

, 
an

d
sh

o
rt

 r
e
st

 p
e
ri
o
ds

S
o
c
 S

c
i 
M

e
d.

2
0
2
0
; 
2
4
6
:

1
1
2
7
7
4

1
3

勤
務

間
イ

ン
タ

ー
バ

ル
1
1

時
間

未
満

（
ク

イ
ッ

ク
リ

タ
ー

ン
0
回

、
平

均
1
～

3
回

／
月

）

2
0
1
3
年

5
月

～
2
0
1
4
年

2
月

2
0
1
3
年

1
年

間
（
当

該
年

の
勤

務
デ

ー
タ

、
病

欠
記

録
と

調
査

期
間

に
収

集
し

た
質

問
票

を
分

析
）

病
気

に
起

因
す

る
仕

事
の

欠
勤

ノ
ル

ウ
ェ

ー
の

公
立

の
大

学
病

院
に

看
護

師
及

び
看

護
助

手
の

1
,5

3
8
名

前
向

き
登

録
研

究

性
格

特
性

（
朝

型
、

倦
怠

感
、

柔
軟

性
）
、

性
別

、
年

齢
、

配
偶

者
の

有
無

、
同

居
す

る
子

ど
も

の
有

無
、

当
該

月
の

労
働

時
間

1
か

月
間

に
経

験
し

た
ク

イ
ッ

ク
リ

タ
ー

ン
の

回
数

は
、

翌
月

の
病

欠
日

数
（
発

生
率

比
：
IR

R
＝

1
.0

6
4
，

p＝
0
.0

0
3
）
と

病
月

期
間

（
IR

R
＝

1
.0

6
1
，

p＝
0
.0

0
1
）
の

リ
ス

ク
を

と
も

に
有

意
に

増
加

さ
せ

て
い

た
。

ク
イ

ッ
ク

リ
タ

ー
ン

が
1
単

位
増

加
す

る
ご

と
に

、
病

欠
日

数
の

予
想

対
数

は
0
.0

6
2
（
IR

R
＝

1
.0

6
4
）
、

3
単

位
増

加
す

る
ご

と
に

0
.1

8
6
（
IR

R
＝

1
.2

0
5
）
と

な
っ

た
。

ク
イ

ッ
ク

リ
タ

ー
ン

の
な

い
者

と
比

較
し

て
翌

月
に

病
欠

休
暇

を
取

る
リ

ス
ク

は
2
0
.5

%
増

加
が

示
唆

さ
れ

た
。

回
数

（
1
1
時

間
）

病
欠

日
数

に
つ

い
て

あ
り

V
e
da

a 
Ø

,
e
t 

al

S
h
o
rt

 r
e
st

 b
e
tw

e
e
n
 s

h
if
t

in
te

rv
al

s 
in

c
re

as
e
s 

th
e

ri
sk

 o
f 

si
c
k 

le
av

e
: 
a

pr
o
sp

e
c
ti
ve

 r
e
gi

st
ry

 s
tu

dy

O
c
c
u
p 

E
n
vi

ro
n

M
e
d.

 2
0
1
7
; 
7
4
:

4
9
6
-
5
0
1

1
4

勤
務

間
イ

ン
タ

ー
バ

ル
1
1

時
間

未
満

（
ク

イ
ッ

ク
リ

タ
ー

ン
　

0
シ

フ
ト

／
年

、
1
-
1
2
シ

フ
ト

、
1
3
-
5
0
シ

フ
ト

、
＞

5
0

シ
フ

ト
）

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

（
2
0
0
8
年

度
）
1
年

間
の

ク
イ

ッ
ク

リ
タ

ー
ン

の
回

数

デ
ン

マ
ー

ク
：

2
0
0
7
年

～
2
0
1
5

年 フ
ィ

ン
ラ

ン
ド

：
2
0
0
8
年

～
2
0
1
5

年

長
期

病
欠

年
齢

が
1
8
～

6
7
歳

、
病

欠
が

3
0
日

未
満

の
デ

ン
マ

ー
ク

人
看

護
職

員
3
1
,7

2
9
名

と
フ

ィ
ン

ラ
ン

ド
人

看
護

職
員

6
,9

7
0
名

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究
年

齢
、

性
別

、
前

回
の

短
期

病
欠

、
週

労
働

時
間

ク
イ

ッ
ク

リ
タ

ー
ン

は
、

デ
ン

マ
ー

ク
の

デ
ー

タ
で

は
長

期
病

欠
の

リ
ス

ク
低

下
（
1
3
-
5
0
回

/
年

で
IR

R
＝

0
.8

8
 、

9
5
％

C
I: 

0
.7

8
-
0
.9

9
）
、

フ
ィ

ン
ラ

ン
ド

の
デ

ー
タ

で
は

リ
ス

ク
増

（
1
3
-
5
0
回

/
年

で
IR

R
＝

1
.6

2
 、

9
5
％

C
I: 

1
.0

4
-
2
.5

3
、

5
0
回

超
/
年

で
IR

R
＝

1
.6

5
 、

9
5
％

C
I: 

1
.0

4
-
2
.6

0
）
と

関
連

が
あ

っ
た

が
、

デ
ン

マ
ー

ク
の

デ
ー

タ
で

、
フ

ィ
ン

ラ
ン

ド
と

同
様

に
妊

婦
を

除
外

す
る

と
、

長
期

病
欠

リ
ス

ク
が

高
く
な

る
こ

と
が

わ
か

っ
た

。

回
数

（
1
1
時

間
）

病
欠

リ
ス

ク
に

つ
い

て
あ

り
（
1
3
回

以
上

／
年

。
フ

ィ
ン

ラ
ン

ド
の

デ
ー

タ
）

L
ar

se
n

A
D

, 
e
t 

al

W
o
rk

in
g 

ti
m

e
c
h
ar

ac
te

ri
st

ic
s 

an
d 

lo
n
g-

te
rm

 s
ic

kn
e
ss

 a
bs

e
n
c
e

am
o
n
g 

D
an

is
h
 a

n
d 

F
in

n
is

h
n
u
rs

e
s:

 A
 r

e
gi

st
e
r-

ba
se

d
st

u
dy

In
t 

J
 N

u
rs

 S
tu

d.
2
0
2
0
; 
1
0
3
6
3
9

1
5

1
1
時

間
未

満
の

シ
フ

ト
勤

務
間

イ
ン

タ
ー

バ
ル

（
ク

イ
ッ

ク
リ

タ
ー

ン
：
4
週

間
で

0
～

1
回

、
4
週

間
で

2
～

3
回

、
4
週

間
で

4
回

（
対

照
群

）
、

4
週

間
で

5
回

以
上

）

病
気

休
業

発
生

前
の

4
週

間
（
さ

ら
に

そ
の

前
4
週

間
を

対
照

期
間

と
し

た
）

2
0
0
8
年

1
月

1
日

～
2
0
1
5
年

1
2
月

3
1
日

短
期

病
気

休
業

フ
ィ

ン
ラ

ン
ド

の
シ

フ
ト

勤
務

契
約

社
員

1
2
,1

5
6
人

、
契

約
社

員
6
,2

2
5
人

ケ
ー

ス
・
ク

ロ
ス

オ
ー

バ
ー

研
究

-

1
週

間
の

労
働

時
間

が
4
0
時

間
以

上
（
O

R
1
.2

9
，

9
5
％

C
I: 

1
.2

0
-

1
.3

9
）
、

4
8
時

間
以

上
（
O

R
1
.2

4
，

9
5
％

C
I: 

1
.0

1
-
1
.5

4
）
、

お
よ

び
ク

イ
ッ

ク
リ

タ
ー

ン
（
O

R
1
.0

2
，

9
5
％

C
I: 

1
.0

1
-
1
.0

2
）
が

あ
る

と
、

病
気

休
業

発
生

の
可

能
性

は
高

く
な

っ
た

。
4
週

間
の

ク
イ

ッ
ク

リ
タ

ー
ン

数
が

少
な

い
場

合
、

病
気

休
業

発
生

の
可

能
性

は
低

く
な

っ
た

が
(0

～
1
回

（
O

R
0
.4

6
、

9
5
％

C
I: 

0
.4

2
-

0
.5

1
)、

2
～

3
回

(O
R

0
.6

7
、

9
5
％

C
I: 

0
.6

3
-
0
.7

2
）
)、

ク
イ

ッ
ク

リ
タ

ー
ン

が
5
回

以
上

あ
っ

た
場

合
、

病
気

休
業

発
生

の
可

能
性

は
高

く
な

っ
た

（
O

R
1
.8

8
、

9
5
％

C
I: 

1
.7

6
-
1
.9

9
）
。

　
こ

の
よ

う
な

関
係

は
、

シ
フ

ト
勤

務
者

と
日

勤
勤

務
者

で
同

様
で

あ
っ

た
（
※

上
記

O
R

は
い

ず
れ

も
シ

フ
ト

勤
務

者
の

も
の

）
。

回
数

（
1
1
時

間
）

短
期

病
気

休
業

に
つ

い
て

あ
り

（
4
週

間
で

み
た

場
合

、
5
回

以
上

の
ク

イ
ッ

ク
リ

タ
ー

ン
）

R
o
pp

o
n
e
n

A
, 
e
t 

al

E
xp

o
su

re
 t

o
 w

o
rk

in
g-

h
o
u
r

c
h
ar

ac
te

ri
st

ic
s 

an
d 

sh
o
rt

si
c
kn

e
ss

 a
bs

e
n
c
e
 i
n

h
o
sp

it
al

 w
o
rk

e
rs

: 
A

 c
as

e
-

c
ro

ss
o
ve

r 
st

u
dy

 u
si

n
g

o
bj

e
c
ti
ve

 d
at

a

In
t 

J
 N

u
rs

 S
tu

d.
2
0
1
9
; 
 9

1
: 
1
4
-

2
1

1
6

勤
務

間
イ

ン
タ

ー
バ

ル
1
1

時
間

未
満

（
ク

イ
ッ

ク
リ

タ
ー

ン
：
前

年
の

回
数

　
0
回

、
1

～
2
0
回

、
2
0
回

を
超

え
る

）

調
査

前
年

の
ク

イ
ッ

ク
リ

タ
ー

ン
の

回
数

2
0
1
4
年

調
査

前
１

か
月

間
の

疼
痛

の
訴

え
（
頭

痛
、

頸
部

・
肩

・
上

背
部

、
上

肢
、

下
背

部
、

下
肢

、
腹

部
）

ノ
ル

ウ
ェ

ー
の

看
護

師
1
,5

8
5
人

横
断

研
究

年
齢

、
性

別
、

配
偶

者
の

有
無

、
同

居
す

る
子

供
の

有
無

、
フ

ル
タ

イ
ム

率

前
年

の
ク

イ
ッ

ク
リ

タ
ー

ン
回

数
と

疼
痛

の
訴

え
の

関
連

性
は

弱
い

こ
と

が
示

さ
れ

た
。

前
年

の
ク

イ
ッ

ク
リ

タ
ー

ン
回

数
が

2
0
回

を
超

え
て

い
た

場
合

、
疼

痛
部

位
数

と
関

連
す

る
傾

向
が

あ
っ

た
（
O

R
1
.1

8
、

9
5
%
C

I: 
0
.9

8
-
1
.4

3
）
。

回
数

（
1
1
時

間
）

ク
イ

ッ
ク

リ
タ

ー
ン

回
数

と
疼

痛
の

訴
え

の
関

連
性

は
弱

い
M

at
re

 D
,

e
t 

al

P
ai

n
 c

o
m

pl
ai

n
ts

 a
re

as
so

c
ia

te
d 

w
it
h
 q

u
ic

k
re

tu
rn

s 
an

d 
in

so
m

n
ia

am
o
n
g 

N
o
rw

e
gi

an
 n

u
rs

e
s,

bu
t 

do
 n

o
t 

di
ff

e
r 

be
tw

e
e
n

sh
if
t 

w
o
rk

e
rs

 a
n
d 

da
y

o
n
ly

 w
o
rk

e
rs

In
t 

A
rc

h
 O

c
c
u
p

E
n
vi

ro
n
 H

e
al

th
.

2
0
2
0
; 
9
3
: 
2
9
1
-

2
9
9

1
7

勤
務

間
イ

ン
タ

ー
バ

ル
1
1

時
間

未
満

2
0
0
8
年

～
2
0
1
5

年
2
0
0
8
年

～
2
0
1
5

年
外

傷
リ

ス
ク

デ
ン

マ
ー

ク
2
地

域
（
都

市
部

、
農

村
部

）
の

病
院

職
員

6
9
,2

0
0

名

後
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究
年

、
季

節
、

年
齢

、
性

別
、

職
業

勤
務

間
イ

ン
タ

ー
バ

ル
1
1
時

間
未

満
は

、
標

準
的

な
イ

ン
タ

ー
バ

ル
（
1
5
-
1
7
時

間
）
に

比
べ

、
外

傷
リ

ス
ク

が
高

か
っ

た
（
IR

R
1
.3

9
、

9
5
%
C

I: 
1
.2

3
-
1
.5

8
）
。

勤
務

間
イ

ン
タ

ー
バ

ル
1
1
時

間
未

満
後

の
日

数
を

評
価

す
る

と
、

外
傷

リ
ス

ク
は

特
に

最
初

の
2
日

間
で

高
か

っ
た

（
1
日

目
：
IR

R
1
.3

9
、

9
5
%
C

I: 
1
.2

3
-
1
.5

8
、

2
日

目
：

IR
R

1
.3

9
、

9
5
%
C

I: 
1
.2

1
-
1
.5

8
）
。

有
無

（
1
1
時

間
）

外
傷

リ
ス

ク
に

つ
い

て
あ

り
N

ie
ls

e
n

H
B

, 
e
t 

al

S
h
o
rt

 t
im

e
 b

e
tw

e
e
n
 s

h
if
ts

an
d 

ri
sk

 o
f 

in
ju

ry
 a

m
o
n
g

D
an

is
h
 h

o
sp

it
al

 w
o
rk

e
rs

: 
a

re
gi

st
e
r-

ba
se

d 
c
o
h
o
rt

st
u
dy

S
c
an

d 
J
 W

o
rk

E
n
vi

ro
n
 H

e
al

th
.

2
0
1
9
; 
4
5
: 
1
6
6
-

1
7
3

1
8

過
去

1
年

間
の

ク
イ

ッ
ク

リ
タ

ー
ン

（
勤

務
シ

フ
ト

間
の

イ
ン

タ
ー

バ
ル

が
1
1
時

間
未

満
）
の

回
数

調
査

前
１

年
間

2
0
1
6
年

自
己

申
告

に
よ

る
業

務
上

の
事

故
（
自

身
、

患
者

・
他

者
、

設
備

）
、

ヒ
ヤ

リ
ハ

ッ
ト

（
自

身
、

患
者

・
他

者
、

設
備

）
、

居
眠

り
（
勤

務
中

、
運

転
中

）
と

の
関

連

ノ
ル

ウ
ェ

ー
の

看
護

師
1
,7

8
4
人

（
平

均
年

齢
＝

4
0
.1

歳
、

Ｓ
Ｄ

＝
8
.4

、
女

性
9
1
％

）
横

断
研

究

性
別

、
年

齢
、

配
偶

者
の

有
無

、
世

帯
内

に
同

居
す

る
子

供
、

Ｆ
Ｔ

Ｅ
（
フ

ル
タ

イ
ム

換
算

）
の

割
合

、
シ

フ
ト

経
験

（
夜

勤
）

ク
イ

ッ
ク

リ
タ

ー
ン

の
年

間
回

数
は

、
業

務
関

連
事

故
、

ヒ
ヤ

リ
ハ

ッ
ト

、
居

眠
り

に
関

す
る

8
項

目
中

運
転

中
の

居
眠

り
を

除
く
7
項

目
と

正
の

関
連

が
あ

っ
た

（
完

全
調

整
モ

デ
ル

）
。

例
え

ば
、

看
護

師
自

身
へ

の
事

故
（
ＩＲ

Ｒ
＝

1
.0

0
9
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

0
5
-
1
.0

1
3
）
、

患
者

・
他

者
へ

の
事

故
（
ＩＲ

Ｒ
＝

1
.0

0
6
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

0
2
-
1
.0

1
0
）
、

設
備

へ
の

事
故

（
ＩＲ

Ｒ
＝

1
.0

0
9
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

0
5
-
1
.0

1
2
）
と

関
連

し
て

い
た

。

回
数

（
1
1
時

間
）

業
務

関
連

事
故

、
ヒ

ヤ
リ

ハ
ッ

ト
、

勤
務

中
の

居
眠

り
に

つ
い

て
あ

り

V
e
da

a 
Ø

,
e
t 

al

S
h
o
rt

 r
e
st

 b
e
tw

e
e
n
 s

h
if
ts

(q
u
ic

k 
re

tu
rn

s)
 a

n
d 

n
ig

h
t

w
o
rk

 i
s 

as
so

c
ia

te
d 

w
it
h

w
o
rk

-
re

la
te

d 
ac

c
id

e
n
ts

In
t 

A
rc

h
 O

c
c
u
p

E
n
vi

ro
n
 H

e
al

th
.

2
0
1
9
; 
9
2
: 
8
2
9
-

8
3
5

1
9

ク
イ

ッ
ク

リ
タ

ー
ン

（
夕

勤
の

翌
日

の
朝

勤
）
の

頻
度

（
経

験
な

し
、

月
1
～

3
回

、
月

4
～

6
回

、
月

6
回

以
上

）

-
教

育
期

間
及

び
臨

床
研

修
の

最
初

の
３

年
間

睡
眠

の
質

、
疲

労

ス
ウ

ェ
ー

デ
ン

の
看

護
師

1
,4

5
9
名

（
学

生
時

に
登

録
し

、
就

職
後

3
年

間
追

跡
）

コ
ホ

ー
ト

縦
断

研
究

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

時
の

健
康

状
態

、
睡

眠
の

質
、

性
別

、
夜

勤
経

験
、

卒
業

3
年

後
の

年
齢

、
子

供
と

の
同

居
の

有
無

、
雇

用
形

態
、

朝
型

か
夜

型
か

、
夜

勤
の

頻
度

ク
イ

ッ
ク

リ
タ

ー
ン

が
頻

繁
に

な
る

と
（
１

か
月

４
回

以
上

）
、

睡
眠

の
質

が
有

意
に

低
下

し
、

睡
眠

時
間

が
短

く
な

る
こ

と
（
5
時

間
未

満
の

睡
眠

）
が

有
意

に
増

え
、

よ
り

多
く
の

リ
ラ

ク
ゼ

ー
シ

ョ
ン

の
問

題
を

有
意

に
伴

っ
た

。
１

か
月

６
回

以
上

の
ク

イ
ッ

ク
リ

タ
ー

ン
で

極
度

の
疲

労
は

有
意

に
増

大
し

た
。

回
数

１
か

月
に

４
回

以
上

の
ク

イ
ッ

ク
リ

タ
ー

ン
で

睡
眠

の
質

の
低

下
あ

り
１

か
月

に
６

回
以

上
の

ク
イ

ッ
ク

リ
タ

ー
ン

で
極

度
の

疲
労

あ
り

D
ah

lg
re

n
A

, 
e
t 

al

Q
u
ic

k 
re

tu
rn

s 
an

d 
n
ig

h
t

w
o
rk

 a
s 

pr
e
di

c
to

rs
 o

f
sl

e
e
p 

qu
al

it
y,

 f
at

ig
u
e
,

w
o
rk

-
fa

m
ily

 b
al

an
c
e
 a

n
d

sa
ti
sf

ac
ti
o
n
 w

it
h
 w

o
rk

h
o
u
rs

C
h
ro

n
o
bi

o
l 
In

t.
2
0
1
6
; 
3
3
 :
 7

5
9
-

7
6
7

13
0

-436-



３
　

勤
務

間
イ

ン
タ

ー
バ

ル
が

短
い

勤
務

と
健

康
障

害
等

に
関

す
る

文
献

（
疫

学
調

査
）
（
2
3
文

献
）

時
間

負
荷

の
調

査
期

間
（
発

症
前

）
観

察
期

間
健

康
障

害
等

調
査

対
象

調
査

方
法

調
整

因
子

結
果

分
析

項
目

有
意

性
著

者
名

タ
イ

ト
ル

書
誌

情
報

2
0

ク
イ

ッ
ク

リ
タ

ー
ン

（
2
つ

の
シ

フ
ト

間
が

1
1
時

間
以

下
）

-
-

睡
眠

障
害

、
眠

気
、

疲
労

1
9
8
3
年

か
ら

2
0
1
4
年

ま
で

に
公

表
さ

れ
た

2
2
の

研
究

（
加

重
平

均
年

齢
が

3
8
.5

歳
の

1
4
,0

2
8
名

の
被

験
者

を
含

む
。

）

文
献

レ
ビ

ュ
ー

-
別

表
１

「
ク

イ
ッ

ク
リ

タ
ー

ン
と

健
康

と
の

関
係

に
関

す
る

研
究

の
文

献
レ

ビ
ュ

ー
の

要
約

」
の

と
お

り
。

-
-

V
e
da

a 
Ø

,
e
t 

al

S
ys

te
m

at
ic

 r
e
vi

e
w

 o
f 

th
e

re
la

ti
o
n
sh

ip
 b

e
tw

e
e
n

qu
ic

k 
re

tu
rn

s 
in

 r
o
ta

ti
n
g

sh
if
t 

w
o
rk

 a
n
d 

h
e
al

th
-

re
la

te
d 

o
u
tc

o
m

e
s

E
rg

o
n
o
m

ic
s.

2
0
1
6
; 
5
9
 :
 1

-
1
4

2
1

休
息

（
勤

務
間

イ
ン

タ
ー

バ
ル

）
、

休
日

日
数

、
シ

フ
ト

の
長

さ
、

週
勤

務
時

間
、

コ
ン

プ
レ

ス
ト

ワ
ー

ク
ウ

イ
ー

ク
（
1
日

の
労

働
時

間
を

延
長

し
労

働
日

数
を

短
縮

す
る

こ
と

）
、

時
間

外
労

働
、

夜
間

勤
務

※
右

欄
で

は
、

勤
務

間
イ

ン
タ

ー
バ

ル
に

関
す

る
レ

ビ
ュ

ー
に

つ
い

て
の

み
記

載

-
-

ト
ラ

ッ
ク

運
転

手
の

事
故

リ
ス

ク
、

製
造

業
に

お
け

る
注

意
力

、
疲

労
、

看
護

師
の

病
的

疲
労

1
9
8
8
年

か
ら

2
0
1
4
年

ま
で

の
間

に
発

表
さ

れ
た

3
5
の

研
究

（
う

ち
、

勤
務

間
イ

ン
タ

ー
バ

ル
に

関
す

る
も

の
は

3
件

）

文
献

レ
ビ

ュ
ー

-

ト
ラ

ッ
ク

運
転

手
の

事
故

事
例

1
3
6
例

と
非

事
故

事
例

2
7
1
例

を
比

較
し

た
症

例
対

照
研

究
で

は
、

1
0
時

間
の

運
転

で
は

3
0
分

間
の

休
憩

を
1
回

ま
た

は
2
回

と
る

こ
と

で
事

故
リ

ス
ク

が
低

下
し

、
運

転
前

に
長

時
間

（
1
1
時

間
超

）
の

休
息

時
間

が
あ

っ
て

も
事

故
リ

ス
ク

の
低

減
に

は
効

果
が

な
い

こ
と

が
示

さ
れ

た
（
C

h
e
n
と

X
ie

,
2
0
1
4
）
。

製
造

部
門

で
の

横
断

的
研

究
で

は
、

昼
勤

と
夜

勤
の

ブ
ロ

ッ
ク

の
間

に
2
4
時

間
を

超
え

る
休

息
時

間
が

あ
る

こ
と

は
、

そ
の

よ
う

な
休

息
時

間
が

な
い

場
合

よ
り

も
高

い
平

均
注

意
力

（
未

調
整

平
均

：
2
4
時

間
超

休
息

あ
り

6
.4

0
、

同
休

息
な

し
6
.1

5
）
及

び
低

い
平

均
疲

労
（
未

調
整

平
均

：
同

休
息

あ
り

2
.6

2
、

同
休

息
な

し
2
.7

5
）
と

関
連

し
た

（
T
u
c
ke

rら
、

1
9
9
9
）
。

1
2
2
4
名

の
看

護
師

を
対

象
と

し
た

縦
断

研
究

で
は

、
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
（
T
1
）
で

の
ク

イ
ッ

ク
リ

タ
ー

ン
（
シ

フ
ト

間
が

1
1
時

間
未

満
）
の

年
間

数
は

、
T
2
（
1
年

後
）
の

病
的

疲
労

の
発

生
を

予
測

し
た

（
O

R
1
.0

1
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

0
-
1
.0

1
）
（
F
lo

ら
、

2
0
1
4
　

※
第

5
回

検
討

会
資

料
２

N
o
.4

）
。

時
間

数
／

回
数

看
護

師
の

病
的

疲
労

あ
り

（
1
1
時

間
の

イ
ン

タ
ー

バ
ル

の
回

数
）

※
第

5
回

検
討

会
資

料
２

N
o
.4

D
al

l'O
ra

C
, 
e
t 

al

C
h
ar

ac
te

ri
st

ic
s 

o
f 

sh
if
t

w
o
rk

 a
n
d 

th
e
ir
 i
m

pa
c
t 

o
n

e
m

pl
o
ye

e
 p

e
rf

o
rm

an
c
e

an
d 

w
e
llb

e
in

g:
 A

 l
it
e
ra

tu
re

re
vi

e
w

In
t 

J
 N

u
rs

 S
tu

d.
2
0
1
6
; 
5
7
: 
1
2
-
2
7

2
2

夜
勤

後
の

ク
イ

ッ
ク

リ
タ

ー
ン

（
夜

勤
後

2
8
時

間
未

満
の

回
復

期
間

）
の

回
数

妊
娠

最
初

の
2
0

週
間

2
0
0
7
年

～
2
0
1
3

年
妊

娠
高

血
圧

症
候

群
（
Ｈ

Ｄ
Ｐ

）

観
察

期
間

中
に

妊
娠

、
出

産
し

た
デ

ン
マ

ー
ク

の
女

性
1
8
,7

2
4
名

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究

年
齢

、
Ｂ

Ｍ
Ｉ、

出
産

歴
、

喫
煙

、
社

会
経

済
的

地
位

、
傷

病
休

暇
（
妊

娠
前

３
か

月
）

夜
勤

後
の

ク
イ

ッ
ク

リ
タ

ー
ン

回
数

の
増

加
に

伴
い

、
Ｈ

Ｄ
Ｐ

リ
ス

ク
が

増
加

す
る

傾
向

が
見

ら
れ

た
（
Ｑ

Ｒ
0
：
Ｏ

Ｒ
0
.8

4
　

9
5
％

C
I:

0
.5

5
-
1
.2

3
　

Ｑ
Ｒ

1
～

4
：
Ｏ

Ｒ
0
.8

6
　

9
5
％

C
I: 

0
.6

9
-
1
.0

7
　

Ｑ
Ｒ

≧
5
：
Ｏ

Ｒ
1
.0

6
　

9
5
％

C
I: 

0
.8

7
-
1
.2

9
）
。

肥
満

女
性

（
Ｂ

Ｍ
Ｉ≧

3
0
ｋ
ｇ
/
㎡

）
の

間
で

、
長

時
間

夜
勤

、
連

続
し

た
夜

勤
の

よ
り

長
い

夜
勤

、
夜

勤
後

の
ク

イ
ッ

ク
リ

タ
ー

ン
の

回
数

が
最

も
多

か
っ

た
人

は
、

日
勤

労
働

者
と

比
較

し
、

Ｈ
Ｄ

Ｐ
の

リ
ス

ク
が

４
～

５
倍

増
加

し
た

。

回
数

（
夜

勤
後

2
8

時
間

未
満

）

夜
勤

後
の

ク
イ

ッ
ク

リ
タ

ー
ン

の
回

数
あ

り
H

am
m

e
r

P
, 
e
t 

al

N
ig

h
t 

w
o
rk

 a
n
d

h
yp

e
rt

e
n
si

ve
 d

is
o
rd

e
rs

 o
f

pr
e
gn

an
c
y:

 a
 n

at
io

n
al

re
gi

st
e
r-

ba
se

d 
c
o
h
o
rt

st
u
dy

S
c
an

d 
J
 W

o
rk

E
n
vi

ro
n
 H

e
al

th
.

2
0
1
8
; 
4
4
: 
4
0
3
-

4
1
3

2
3

ク
イ

ッ
ク

リ
タ

ー
ン

、
交

替
勤

務
-

-
睡

眠
障

害
、

乳
が

ん
、

内
分

泌
代

謝
性

障
害

、
生

殖
、

心
血

管
疾

患
、

胃
腸

障
害

、

電
子

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

の
検

索
（
交

替
勤

務
、

夜
勤

、
系

統
的

レ
ビ

ュ
ー

ま
た

は
夜

勤
及

び
系

統
的

レ
ビ

ュ
ー

及
び

英
語

）
の

結
果

の
３

０
件

の
研

究

メ
タ

ア
ナ

リ
シ

ス
-

交
替

勤
務

と
睡

眠
障

害
の

関
係

及
び

夜
勤

と
睡

眠
障

害
の

関
係

に
つ

い
て

、
交

替
勤

務
６

件
、

夜
勤

３
件

の
研

究
を

選
択

、
オ

ッ
ズ

比
1
.1

7
（
9
5
％

C
I: 

0
.9

6
-
1
.4

3
）
で

睡
眠

障
害

と
の

関
係

は
有

意
で

な
か

っ
た

。
交

替
勤

務
と

様
々

な
種

類
の

が
ん

と
の

関
係

を
系

統
的

に
レ

ビ
ュ

ー
し

た
複

数
の

研
究

の
中

で
、

1
3
件

を
選

択
、

乳
が

ん
の

リ
ス

ク
は

標
準

化
罹

患
比

1
.4

4
（
9
5
％

C
I: 

1
.2

6
-
1
.6

5
）
と

有
意

に
増

加
し

た
こ

と
を

明
ら

か
に

し
た

。
交

替
勤

務
が

コ
ル

チ
ゾ

ー
ル

値
に

与
え

る
影

響
を

調
査

し
た

５
件

の
研

究
を

解
析

し
、

コ
ル

チ
ゾ

ー
ル

の
分

泌
が

日
中

に
睡

眠
を

と
っ

た
交

替
勤

務
労

働
者

に
増

加
し

た
と

結
論

を
下

し
た

。
交

替
勤

務
と

生
殖

の
関

係
に

関
す

る
系

統
的

レ
ビ

ュ
ー

の
中

か
ら

、
1
4
件

の
早

産
に

関
す

る
研

究
、

６
件

の
胎

内
発

育
遅

延
児

の
出

産
、

及
び

２
件

の
妊

娠
高

血
圧

腎
症

と
妊

娠
誘

発
性

高
血

圧
を

対
象

に
し

た
研

究
が

選
択

さ
れ

、
交

替
勤

務
が

早
産

の
リ

ス
ク

を
有

意
に

増
加

さ
せ

る
こ

と
を

示
し

た
（
R

R
1
.3

1
、

9
5
％

C
I: 

1
.6

1
-

1
.4

7
）
。

胎
内

発
育

遅
延

児
の

出
産

に
関

す
る

R
R

は
1
.0

7
で

あ
っ

た
（
9
5
％

C
I: 

0
.9

6
-
1
.1

9
）
。

交
替

勤
務

と
虚

血
性

心
疾

患
リ

ス
ク

を
系

統
的

レ
ビ

ュ
ー

の
中

か
ら

、
1
6
件

の
研

究
を

選
択

し
、

交
替

勤
務

に
よ

り
虚

血
性

心
疾

患
リ

ス
ク

が
有

意
に

増
加

す
る

結
果

を
示

し
た

（
R

R
1
.4

8
、

9
5
％

C
I:

1
.3

6
-
1
.6

1
）
。

交
替

勤
務

と
胃

腸
障

害
の

関
係

に
関

す
る

系
統

的
レ

ビ
ュ

ー
の

中
で

、
６

件
の

胃
腸

症
状

に
関

す
る

研
究

、
６

件
の

消
化

性
潰

瘍
性

疾
患

関
係

の
研

究
、

３
件

の
機

能
性

胃
腸

疾
患

関
係

の
研

究
が

選
択

さ
れ

、
４

件
の

胃
腸

症
状

、
５

件
の

消
化

性
潰

瘍
性

疾
患

、
２

件
の

機
能

性
胃

腸
疾

患
関

係
の

研
究

は
、

交
替

勤
務

に
よ

り
そ

れ
ぞ

れ
の

障
害

リ
ス

ク
が

有
意

に
増

加
す

る
こ

と
を

報
告

し
た

。
健

康
の

効
果

指
標

、
睡

眠
の

機
能

的
能

力
及

び
仕

事
と

生
活

の
バ

ラ
ン

ス
に

関
す

る
系

統
的

な
文

献
調

査
を

行
い

、
2
2
件

の
研

究
を

選
択

し
、

ク
イ

ッ
ク

リ
タ

ー
ン

は
、

睡
眠

、
眠

気
及

び
疲

労
に

有
害

な
影

響
が

あ
る

と
結

論
を

下
し

た
。

-

交
替

勤
務

及
び

夜
勤

と
睡

眠
障

害
の

関
係

で
は

な
し

交
替

勤
務

と
乳

が
ん

の
リ

ス
ク

で
は

あ
り

日
中

に
睡

眠
を

取
っ

た
交

替
勤

務
労

働
者

と
コ

ル
チ

ゾ
ー

ル
値

増
加

で
は

あ
り

交
替

勤
務

と
早

産
の

リ
ス

ク
で

は
あ

り
交

替
勤

務
と

虚
血

性
心

疾
患

リ
ス

ク
で

は
あ

り
交

替
勤

務
と

胃
腸

障
害

リ
ス

ク
で

は
あ

り
ク

イ
ッ

ク
リ

タ
ー

ン
と

睡
眠

、
眠

気
、

疲
労

で
は

あ
り

It
an

i 
O

 &
K
an

e
it
a 

Y

T
h
e
 a

ss
o
c
ia

ti
o
n
 b

e
tw

e
e
n

sh
if
t 

w
o
rk

 a
n
d 

h
e
al

th
: 
a

re
vi

e
w

S
le

e
p 

B
io

l
R

h
yt

h
m

s.
 2

0
1
6
;

1
4
: 
2
3
1
-
2
3
9

13
1
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別
表

1.
 ク

イ
ッ

ク
リ
タ

ー
ン

と
健

康
と

の
関

係
に

関
す

る
研

究
の

文
献

レ
ビ

ュ
ー

の
要

約
 

 
 

 
ク

イ
ッ

ク
リ

タ
ー

ン
 

 
 

著
者

 
サ

ン
プ

ル
 

交
替

制
 

E〜
M

/D
 

N
〜

E 
M

/D
〜

N
 

転
帰

変
数

 
結

果
 

フ
ィ

ー
ル

ド
調

査
： 

A
xe

lss
on

ら
（

20
04

） 
N

 =
 5

6 
女

性
20

名
 

男
性

36
名

 

36
.0

時
間

以
内

に
2回

の
ク

イ
ッ

ク
リ

タ
ー

ン
で

3シ
フ

ト
（

N
〜

E〜
M

）
を

速
や

か
な

交
替

 

8.
0–

9.
0 

h 
8.

0–
9.

0 
h 

―
 

睡
眠

（
ア

ク
チ

グ
ラ

フ
）

 
眠

気
 

Q
R

は
、

報
告

さ
れ

て
い

る
習

慣
的

な
睡

眠
に

必
要

な
時

間
が

8時
間

、
回

復
睡

眠
が

8.
6時

間
で

あ
る

の
に

対
し

、
睡

眠
時

間
を

4.
8時

間
（

N
〜

E）
と

5.
5時

間
（

E〜
M

）
に

短
縮

し
た

。
Q

Rは
眠

気
を

増
大

さ
せ

た
。

 

Co
sta

ら
（

20
14

） 
N

フ
ィ

ー
ル

ド
 =

 3
0 

女
性

17
名

 
男

性
13

名
 

34
.3

歳
 

2×
12

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

と
比

較
し

た
速

い
ロ

ー
テ

ー
シ

ョ
ン

3×
8（

Q
Rを

含
む

）
 

10
.0

 h
 

―
 

7.
0 

h 
睡

眠
（
ア

ク
チ

グ
ラ

フ
）

 
眠

気
 

睡
眠

の
質

 

E〜
M

シ
フ

ト
の

Q
R

に
よ

り
、

睡
眠

の
質

と
睡

眠
時

間
が

5.
6時

間
（
休

息
日

は
7.

8時
間

）
に

減
少

し
た

。
眠

気
は

、
早

朝
勤

務
と

夜
勤

の
シ

フ
ト

へ
の

Q
R

（
3×

8制
）
の

方
が

、
こ

れ
ら

の
シ

フ
ト
へ

の
よ

り
長

い
チ

ェ
ン

ジ
オ

ー
バ

ー
（

2×
12

制
）
と

比
較

し
て

高
か

っ
た

。
 

K
ar

hu
la

ら
（

20
13

） 
N

 =
 9

5 
全

員
女

性
 

47
.0

歳
 

3交
替

制
 

9.
9 

h 
―

 
―

 
眠

気
 

肉
体

的
及

び
精

神
的

作
業

負
荷

 

（
と

り
わ

け
）
職

務
ス

ト
レ

ス
が

少
な

い
グ

ル
ー

プ
よ

り
も

職
務

ス
ト
レ

ス
が

大
き

い
グ

ル
ー

プ
は

ク
イ

ッ
ク

リ
タ

ー
ン

を
有

し
て

い
た

。
Q

R
は

職
務

ス
ト
レ

ス
が

高
い

グ
ル

ー
プ

で
よ

り
多

く
の

眠
気

の
原

因
と

な
っ

た
。

主
観

的
リ

カ
バ

リ
ー

は
シ

フ
ト
前

の
短

い
休

息
時

間
の

シ
フ

ト
の

組
み

合
わ

せ
で

最
も

低
か

っ
た

。
 

Sa
lli

ne
nら

（2
00

3）
 

N
 =

 2
30

 
全

員
男

性
 

43
.2

歳
a  

Rr
. =

 5
5.

4a 

不
規

則
な

交
替

制
 

8.
3 

h 
―

 
―

 
睡

眠
 

（
毎

日
の

デ
ー

タ
） 

Q
R（

E〜
M

）は
睡

眠
時

間
を

5.
0時

間
に

短
縮

し
た

。
 

E〜
M

の
組

み
合

わ
せ

の
30

％
で

、
シ

フ
ト
間

の
自

由
時

間
は

被
験

者
の

平
均

睡
眠

に
必

要
な

時
間

よ
り

も
短

か
っ

た
。

 

Si
gn

al
及

び
G

an
de

r
（

20
07

） 
N

 =
 2

8 
女

性
9名

 
男

性
19

名
 

35
.4

歳
a  

Rr
. =

 7
8.

0％
 

反
時

計
回

り
、

素
早

い
ロ

ー
テ

ー
シ

ョ
ン

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

（
遅

番
、

日
勤

、
早

朝
勤

務
、

夜
勤

） 

―
 

―
 

11
.0

 h
 

睡
眠

／
昼

寝
 

（
ア

ク
チ

グ
ラ

フ
と

睡
眠

日
誌

）
 

M
／

D
か

ら
N

ま
で

の
Q

R
で

90
％

が
睡

眠
／

昼
寝

し
、

平
均

持
続

時
間

は
2.

2時
間

で
あ

っ
た

。
 

フ
ィ

ー
ル

ド
及

び
臨

床
試

験
で

の
研

究
： 

H
är

m
äら

（
20

02
） 

N
 =

 2
30

 
全

員
男

性
 

43
.2

歳
a  

Rr
. =

 5
5.

4a 

不
規

則
な

交
替

制
 

＜
8.

0 
h 

＜
8.

0 
h 

＜
8.

0 
h 

眠
気

 
昼

寝
 

M
／

D
か

ら
N

へ
の

Q
R

が
8.

0時
間

以
下

の
場

合
、

16
.0

時
間

以
上

の
チ

ェ
ン

ジ
オ

ー
バ

ー
よ

り
も

眠
気

の
リ

ス
ク

が
低

く
な

る
。

Q
R

被
験

者
の

62
％

は
、

27
％

の
非

Q
R

被
験

者
と

比
較

し
て

、
夜

勤
の

前
に

昼
寝

を
し

た
。

 

臨
床

試
験

: 
 

Cr
uz

ら
（

20
03

）
  

N
 =

 2
8 

女
性

16
名

 
男

性
12

名
 

40
.9

歳
a  

Rr
. =

 9
3.

3 

3シ
フ

ト
の

先
送

り
と

比
較

し
た

素
早

い
ロ

ー
テ

ー
シ

ョ
ン

の
前

倒
し

（
Q

Rあ
り

）
 

8.
0 

h 
―

 
8.

0 
h 

睡
眠

 
（
ア

ク
チ

グ
ラ

フ
と

睡
眠

日
誌

）
 

睡
眠

時
間

は
、

Q
R

（
E〜

M
）
で

5.
5時

間
、

早
朝

勤
務

ま
で

の
非

Q
R

で
5.

6時
間

で
あ

り
、

有
意

で
は

な
か

っ
た

。
睡

眠
／

昼
寝

時
間

は
Q

R（
M

〜
N

）
で

2.
8時

間
、

夜
勤

ま
で

の
非

Q
Rで

1.
5時

間
で

あ
り

、
昼

寝
を

主
要

な
睡

眠
時

間
と

組
み

合
わ

せ
た

場
合

は
有

意
で

は
な

か
っ

た
。

Q
R

被
験

者
は

、
夜

勤
前

に
よ

り
頻

繁
に

昼
寝

を
し

た
。

そ
れ

ぞ
れ

57
％

に
対

し
て

79
％

で
あ

っ
た

。
 

登
録

研
究

：
M

ac
do

na
ld

ら
（

19
97

） 

N
 =

 3
,3

37
 

鉄
鋼

業
の

労
働

者
 

3交
替

制
 

―
 

8.
0 

h 
―

 
ア

ー
カ

イ
ブ

事
故

記
録

 
Q

R
（

N
〜

E）
を

有
す

る
労

働
者

は
、

Q
R

の
な

い
労

働
者

と
比

較
し

て
、

早
朝

勤
務

と
比

較
し

て
夕

方
勤

務
中

の
事

故
の

相
対

リ
ス

ク
が

高
か

っ
た

。
 

調
査

研
究

：
Ba

rto
n

及
び

Fo
lk

ar
d

（
19

93
） 

N
 =

 2
61

 
女

性
18

名
 

男
性

24
2名

 
不

明
1名

 
39

.4
歳

 

シ
フ

ト
の

前
倒

し
（

8.
0時

間
の

Q
Rあ

り
と

な
し

）
と

先
送

り
を

比
較

し
た

。
 

指
定

な
し

 
指

定
な

し
 

指
定

な
し

 睡
眠

 
疲

労
 

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
 

社
会

的
混

乱
 

仕
事

の
満

足
度

 

Q
R

は
、

疲
労

、
社

会
的

及
び

家
庭

的
な

混
乱

、
仕

事
の

満
足

度
の

低
下

の
報

告
と

関
連

し
て

い
た

が
、

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
関

連
の

結
果

で
は

な
か

っ
た

。
 

ま
た

、
Q

R
な

し
で

シ
フ

ト
を

前
倒

し
す

る
と

、
Q

Rあ
り

の
シ

フ
ト
と

比
較

し
て

睡
眠

障
害

が
多

く
な

っ
た

。
 

El
de

vi
kら

（
20

13
） 

N
 =

 1
,9

90
 

女
性

90
,4

％
 

33
.1

歳
 

Rr
. =

 3
8.

1％
 

恒
久

的
な

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

と
2交

替
と

3交
替

の
ロ

ー
テ

ー
シ

ョ
ン

 
Q

Rの
年

間
数

（
<1

1.
0 

h）
 指

定
な

し
 

指
定

な
し

 
指

定
な

し
 眠

気
 

疲
労

 
不

安
と

う
つ

病
 

交
替

勤
務

障
害

 
不

眠
症

 

Q
R

の
年

間
数

は
、

過
度

の
眠

気
及

び
疲

労
、

交
替

勤
務

障
害

、
及

び
不

眠
症

に
関

連
し

て
い

た
。

不
安

又
は

う
つ

病
の

症
状

は
Q

Rと
は

関
係

な
か

っ
た

。
 

Fl
oら

（2
01

2）
 

N
 =

 1
,9

68
 

女
性

90
.2

％
 

Rr
. =

 3
8.

1％
 

恒
久

的
な

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

と
2交

替
と

3交
替

の
ロ

ー
テ

ー
シ

ョ
ン

 

指
定

な
し

 
指

定
な

し
 

指
定

な
し

 交
替

勤
務

障
害

 
Q

Rの
年

間
数

は
、

交
替

勤
務

障
害

と
正

の
相

関
が

あ
っ

た
。

 

13
2

-438-



 

Q
Rの

年
間

数
（

<1
1.

0 
h）

 

Fl
oら

（2
01

4）
（
縦

断
的

）
 

N
 =

 1
,2

24
 

女
性

90
.3

％
 

33
.6

歳
 

Rr
. =

 フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
38

.1
％

及
び

80
.9

％
 

恒
久

的
な

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

と
2交

替
と

3交
替

の
ロ

ー
テ

ー
シ

ョ
ン

 
Q

Rの
年

間
数

（
<1

1.
0 

h）
 指

定
な

し
 

指
定

な
し

 
指

定
な

し
 交

替
勤

務
障

害
 

眠
気

 
疲

労
 

不
安

と
う

つ
病

 

Q
R

の
年

間
数

は
、

将
来

の
交

替
勤

務
障

害
と

病
理

学
的

疲
労

を
予

測
し

た
が

、
眠

気
、

不
安

、
又

は
う

つ
病

で
は

な
い

。
Q

R
の

低
下

は
病

理
学

的
疲

労
の

リ
ス

ク
を

低
下

さ
せ

た
。

 

G
ei

ge
r-B

ro
w

n、
Tr

in
ko

ff、
及

び
Ro

ge
rs

（
20

11
） 

N
 =

 2
,2

46
 

女
性

95
.0

％
 

45
.0

歳
 

Rr
. =

 6
2.

0％
 

固
定

、
ロ

ー
テ

ー
シ

ョ
ン

、
又

は
長

い
シ

フ
ト

 
Q

R（
<1

0.
0 

h）
月

に
1回

以
上

 

指
定

な
し

 
指

定
な

し
 

指
定

な
し

 睡
眠

不
足

 
浅

い
眠

り
 

不
十

分
で

落
ち

着
き

の
な

い
睡

眠
を

報
告

す
る

可
能

性
の

増
加

に
関

連
す

る
Q

R
 

K
an

do
lin

及
び

H
ui

da
（1

99
6）

研
究

I N
 =

 6
40

 
全

員
女

性
 

Rr
. =

74
.0

％
 

3交
替

制
勤

務
 

9.
0 

h 
―

 
―

 
疲

労
度

 
早

朝
勤

務
の

助
産

師
の

28
％

が
疲

れ
を

経
験

し
た

が
、

こ
れ

は
主

に
Q

Rが
原

因
で

あ
る

こ
と

が
示

唆
さ

れ
た

。
 

Tu
ck

er
ら

（
20

00
） 

N
 =

 6
1 

男
性

98
.0

％
 

速
や

か
な

ロ
ー

テ
ー

シ
ョ

ン
8.

0時
間

制
 

―
 

8.
0 

h 
8.

0 
h 

睡
眠

 
シ

フ
ト
覚

醒
 

心
身

の
健

康
 

社
会

及
び

家
庭

の
混

乱
 

Q
R

は
リ

カ
バ

リ
ー

の
夜

の
睡

眠
時

間
を

増
や

し
た

。
Q

R
は

、
シ

フ
ト
中

の
注

意
力

の
わ

ず
か

な
低

下
に

関
連

し
て

い
た

。
Q

R
と

心
身

の
健

康
、

又
は

社
会

的
及

び
家

庭
的

混
乱

と
の

関
連

は
な

い
。

 

Tu
ck

er
ら

（
20

10
） 

N
 =

 3
36

 
女

性
50

.0
％

 
28

.7
歳

 
Rr

. =
 4

6.
0％

 

さ
ま

ざ
ま

な
シ

フ
ト
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の

若
手

医
師

（
過

去
7日

間
の

10
.0

時
間

の
Q

R）
 

指
定

な
し

 
指

定
な

し
 指

定
な

し
 

睡
眠

時
間

疲
労

感
 

Q
Rは

待
機

勤
務

後
に

発
生

す
る

可
能

性
が

高
く

、
こ

れ
ら

の
シ

フ
ト
後

に
短

い
睡

眠
時

間
が

報
告

さ
れ

た
。

睡
眠

が
制

限
さ

れ
る

と
、

リ
カ

バ
リ

ー
が

不
十

分
に

な
る

リ
ス

ク
が

高
ま

り
、

翌
日

の
疲

労
が

増
す

。
 

Tu
ck

er
ら

（
20

15
） 

N
 =

 7
99

 
男

性
53

.5
％

 
42

.9
歳

 
Rr

. =
 5

3.
1％

 

さ
ま

ざ
ま

な
シ

フ
ト
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の

医
師

（
Q

Rの
頻

度
）

 

指
定

な
し

 
指

定
な

し
 指

定
な

し
 

睡
眠

 
ス

ト
レ

ス
 

Q
R

は
ス

ト
レ

ス
と

短
い

睡
眠

と
正

の
関

連
が

あ
っ

た
。

作
業

時
間

の
管

理
は

Q
R

の
影

響
を

緩
和

し
な

か
っ

た
。

 

介
入

研
究

：
H

ak
ol

a、
Pa

uk
ko

ne
n、

及
び

Po
hj

on
en

（2
01

0）
 

N
 =

 7
5 

女
性

95
％

 
46

.0
歳

 

後
ろ

か
ら

前
へ

の
2／

3交
替

ロ
ー

テ
ー

シ
ョ
ン

の
変

更
 

9.
0 

h 
―

 
―

 
睡

眠
 

覚
醒

 
一

般
的

な
健

康
 

余
暇

活
動

 
作

業
能

力
 

Q
R

の
削

減
に

よ
り

、
睡

眠
時

間
が

6.
5時

間
a か

ら
7.

0時
間

a に
増

加
し

、
睡

眠
と

覚
醒

、
一

般
的

な
健

康
、

社
会

的
及

び
職

場
の

両
方

の
幸

福
、

及
び

余
暇

活
動

が
改

善
さ

れ
た

。
Q

R
の

低
下

は
、

病
気

又
は

病
欠

の
発

生
を

減
少

さ
せ

ず
、

と
り

わ
け

社
会

生
活

や
家

族
生

活
に

影
響

を
与

え
る

こ
と

は
な

か
っ

た
。

 

K
an

do
lin

及
び

H
ui

da
（1

99
6）

研
究

II 

N
 =

 5
8 

全
員

女
性

 
39

.2
歳

a  

2つ
の

並
行

介
入

：
Q

Rの
減

少
と

シ
フ

ト
計

画
へ

の
個

人
的

な
関

与
の

増
加

 

9.
0 

h 
―

 
―

 
精

神
的

な
緊

張
と

ス
ト
レ

ス
 

疲
労

度
 

社
会

的
環

境
及

び
上

司
や

同
僚

か
ら

の
サ

ポ
ー

ト
 

Q
R

（
及

び
よ

り
多

く
の

自
己

勤
務

名
簿

）
の

軽
減

は
、

疲
労

、
精

神
的

緊
張

、
及

び
ス

ト
レ

ス
を

減
ら

し
、

職
場

の
心

理
社

会
的

環
境

を
改

善
し

た
。

し
か

し
、

68
％

は
、

就
業

週
間

に
生

成
さ

れ
る

自
由

時
間

が
長

い
た

め
、

以
前

の
（

Q
R

あ
り

）
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
に

戻
し

た
い

と
考

え
て

い
た

。
 

Lo
w

de
nら

（
19

98
） 

N
 =

 3
4 

男
性

82
.6

％
a  

38
.1

歳
a  

Rr
. =

 8
5.

0％
 

ロ
ー

テ
ー

シ
ョ
ン

の
3シ

フ
ト
（

Q
Rあ

り
の

8時
間

制
）

か
ら

2交
替

（
12

時
間

制
）

へ
の

変
更

 

8.
0 

h 
8.

0 
h 

―
 

睡
眠

と
覚

醒
 

疲
労

 
8時

間
制

の
Q

R
は

、
睡

眠
の

問
題

と
疲

労
を

増
加

さ
せ

た
。

8時
間

制
の

Q
R

は
、

12
時

間
制

が
労

働
時

間
、

睡
眠

、
社

会
活

動
時

間
の

満
足

度
に

関
し

て
優

れ
て

い
る

と
思

わ
れ

る
理

由
の

実
質

的
な

説
明

要
因

と
し

て
示

唆
さ

れ
た

。
 

勤
務

時
間

分
析

研
究

：
K

na
ut

hら
（

19
83

） 

N
 =

12
0 

 
 

3交
替

制
 

8.
0 

h 
―

 
8.

0 
h 

労
働

時
間

、
余

暇
時

間
、

睡
眠

時
間

に
関

す
る

勤
務

時
間

分
析

日
誌

 

遅
番

の
50

％
の

後
、

早
朝

勤
務

へ
の

Q
R

の
た

め
に

、
夜

の
睡

眠
は

約
6.

5時
間

に
制

限
さ

れ
た

。
持

続
的

な
疲

労
の

報
告

は
、

Q
R

が
原

因
で

発
生

す
る

と
考

え
ら

れ
て

い
た

。
 

K
ur

um
at

an
iら

（
19

94
） 

N
 =

 1
82

 
全

員
女

性
 

28
.8

歳
 

Rr
. =

 8
0.

8％
 

3交
替

制
 

―
 

―
 

7.
5 

h 
睡

眠
時

間
、

勤
務

時
間

な
ど

を
含

む
勤

務
時

間
分

析
日

誌
 

D
〜

N
間

の
Q

R
に

よ
り

、
睡

眠
時

間
が

2.
4時

間
に

短
縮

さ
れ

た
。

総
睡

眠
時

間
と

2つ
の

連
続

す
る

シ
フ

ト
間

で
強

い
正

の
相

関
が

観
察

さ
れ

、
7時

間
超

の
睡

眠
を

可
能

に
す

る
た

め
に

シ
フ

ト
間

の
16

時
間

超
が

必
要

で
あ

る
こ

と
を

示
し

た
。

 

注
：

Q
R：

ク
イ

ッ
ク

リ
タ

ー
ン

（
2

シ
フ

ト
間

で
11

時
間

以
内

）。
E-

M
/D

、
N

-E
、

及
び

M
/D

-N
は

、
そ

れ
ぞ

れ
夕

方
勤

務
か

ら
早

朝
勤

務
／

日
勤

、
夜

勤
か

ら
夕

方
勤

務
及

び
早

朝
勤

務
／

日
勤

か
ら

夜
勤

ま
で

の
ク

イ
ッ

ク
リ

タ
ー

ン
を

指
す

。
Rr

は
回

答
率

の
短

縮
形

で
あ

る
。

 
a
元

の
調

査
に

お
け

る
一

定
の

品
質

の
加

重
平

均
は

、
2

つ
以

上
の

サ
ブ

グ
ル

ー
プ

か
ら

報
告

さ
れ

た
。

 

13
3

-439-



４
　

不
規

則
な

勤
務

・
交

替
制

勤
務

・
深

夜
勤

務
と

脳
・
心

臓
疾

患
の

発
症

等
に

関
す

る
文

献
　

（
１

）
疫

学
調

査
（
1
2
文

献
）

負
荷

要
因

調
査

期
間

（
発

症
前

）
観

察
期

間
疾

病
調

査
対

象
調

査
方

法
調

整
因

子
結

果
有

意
性

著
者

名
タ

イ
ト

ル
書

誌
情

報

1
交

替
制

勤
務

（
夜

勤
等

）
-

-

睡
眠

障
害

、
が

ん
、

代
謝

系
・
内

分
泌

系
の

疾
患

（
糖

尿
病

、
肥

満
等

）
、

生
殖

へ
の

影
響

、
心

血
管

疾
患

、
消

化
器

疾
患

等

P
u
bM

e
d（

M
E
D

L
IN

E
）
の

検
索

結
果

3
0
件

の
シ

ス
テ

マ
テ

ィ
ッ

ク
レ

ビ
ュ

ー
例

総
説

-

メ
タ

解
析

の
結

果
、

交
替

制
勤

務
と

各
疾

病
へ

の
相

対
危

険
度

は
、

が
ん

（
1
.4

8
、

9
5
%
C

I: 
1
.3

6
-
1
.6

1
）
、

内
分

泌
不

順
（
1
.1

2
、

9
5
%
C

I:
1
.0

6
-
1
.1

9
）
、

不
妊

（
1
.3

1
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

6
-
1
.4

7
）
、

虚
血

性
心

疾
患

（
1
.4

8
、

9
5
%
C

I: 
1
.3

6
-
1
.6

1
）
で

あ
っ

た
。

虚
血

性
心

疾
患

あ
り

It
an

i 
O

 &
K
an

e
it
a 

Y

交
代

勤
務

と
健

康
と

の
関

連
　

レ
ビ

ュ
ー

(T
h
e
 a

ss
o
c
ia

ti
o
n
 b

e
tw

e
e
n
 s

h
if
t

w
o
rk

 a
n
d 

h
e
al

th
: 
a 

re
vi

e
w

)

S
le

e
p 

B
io

l
R

h
yt

h
m

s.
 2

0
1
6
;

1
4
: 
2
3
1
-
2
3
9

2
交

替
制

勤
務

、
深

夜
勤

務
-

-
虚

血
性

心
疾

患
等

交
替

制
勤

務
（
深

夜
勤

務
含

む
）
と

健
康

被
害

に
関

す
る

文
献

レ
ビ

ュ
ー

文
献

レ
ビ

ュ
ー

-

大
規

模
疫

学
研

究
J
A

C
C

 S
tu

dy
か

ら
は

、
男

性
労

働
者

1
7
,6

4
9
人

を
1
0
年

間
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

し
た

結
果

、
日

勤
者

と
比

較
し

て
仕

事
の

時
間

が
昼

夜
決

ま
っ

て
い

な
い

交
替

制
勤

務
者

で
は

虚
血

性
心

疾
患

等
に

よ
る

死
亡

リ
ス

ク
が

2
.3

2
倍

（
9
5
％

C
I: 

1
.3

7
-
3
.9

5
）
と

有
意

に
増

加
し

て
い

た
と

報
告

さ
れ

て
い

る
（
F
u
jin

o
 Y

.A
m

 J
 E

pi
de

m
io

l.
2
0
0
6
,1

6
4
:1

2
8
-
1
3
5
.）

。

虚
血

性
心

疾
患

あ
り

久
保

達
彦

交
替

制
勤

務
者

の
健

康
管

理
産

業
医

学
レ

ビ
ュ

ー
. 
2
0
1
6
;

2
9
: 
1
7
-
3
9

3

交
替

制
勤

務
（
夕

方
、

夜
間

、
ロ

ー
テ

ー
シ

ョ
ン

、
混

合
型

、
不

規
則

）

調
査

対
象

者
の

勤
務

形
態

-
血

管
系

疾
患

交
替

制
勤

務
と

血
管

系
疾

患
と

の
関

係
を

調
べ

た
研

究
3
4
件

を
抽

出
し

、
合

計
2
,0

1
1
,9

3
5
人

の
デ

ー
タ

シ
ス

テ
マ

テ
ィ

ッ
ク

レ
ビ

ュ
ー

、
メ

タ
ア

ナ
リ

シ
ス

-

交
替

制
勤

務
者

の
疾

患
別

の
罹

患
率

を
通

常
の

昼
時

間
帯

の
勤

務
者

と
比

較
し

た
結

果
、

心
筋

梗
塞

の
相

対
危

険
度

は
1
.2

3
（
9
5
%
C

I:
1
.1

5
-
1
.3

1
）
、

脳
卒

中
は

1
.0

5
（
9
5
%
C

I: 
1
.0

1
-
1
.0

9
）
で

あ
っ

た
。

　
夕

方
勤

務
を

除
く
す

べ
て

の
交

替
制

勤
務

パ
タ

ー
ン

（
不

規
則

、
混

在
、

夜
勤

の
み

、
ロ

ー
テ

ー
シ

ョ
ン

）
は

、
冠

動
脈

系
疾

患
の

増
加

と
有

意
な

関
連

が
あ

っ
た

。

心
筋

梗
塞

、
冠

動
脈

系
疾

患
あ

り
V

ya
s 

M
V

,
e
t 

al

S
h
if
t 

w
o
rk

 a
n
d 

va
sc

u
la

r 
e
ve

n
ts

:s
ys

te
m

at
ic

 r
e
vi

e
w

 a
n
d 

m
e
ta

-
an

al
ys

is

B
M

J
. 
2
0
1
2
; 
3
4
5
:

e
4
8
0
0

4

睡
眠

障
害

 交
替

制
勤

務
深

夜
勤

務
業

務
上

の
ス

ト
レ

ス

-
-

脳
・
心

臓
疾

患
近

年
の

シ
ス

テ
マ

テ
ィ

ッ
ク

レ
ビ

ュ
ー

及
び

メ
タ

解
析

総
説

-

交
替

制
勤

務
・
深

夜
勤

務
に

従
事

す
る

こ
と

に
よ

り
心

血
管

疾
患

リ
ス

ク
が

高
い

こ
と

が
指

摘
さ

れ
て

お
り

、
3
4
件

の
観

察
研

究
を

用
い

て
メ

タ
解

析
を

行
っ

た
結

果
、

交
替

制
勤

務
者

で
は

心
筋

梗
塞

の
リ

ス
ク

が
1
.2

3
倍

（
9
5
%
C

I: 
1
.1

5
-
1
.3

1
）
、

虚
血

性
脳

梗
塞

の
リ

ス
ク

が
1
.0

5
倍

（
9
5
%
C

I: 
1
.0

1
-
1
.0

9
）
で

あ
っ

た
（
V

ya
s 

M
V

, 
e
t 

al
. 
2
0
1
2
）
。

上
記

N
o
.3

の
レ

ビ
ュ

ー
茅

嶋
康

太
郎

ら

過
労

死
等

防
止

対
策

の
歴

史
と

こ
れ

か
ら

　
こ

れ
ま

で
に

蓄
積

さ
れ

た
過

重
労

働
と

健
康

障
害

等
と

の
関

連
性

に
関

す
る

知
見

産
業

医
学

レ
ビ

ュ
ー

. 
2
0
1
7
;

2
9
: 
1
6
3
-
1
8
7

5
交

替
制

勤
務

調
査

対
象

者
の

勤
務

形
態

-
心

血
管

疾
患

（
C

V
D

）
交

替
制

勤
務

と
心

血
管

疾
患

（
C

V
D

）
の

有
病

率
、

死
亡

率
と

の
関

係
を

調
べ

た
1
7
件

の
研

究
を

対
象

シ
ス

テ
マ

テ
ィ

ッ
ク

レ
ビ

ュ
ー

-
1
7
件

の
研

究
で

は
、

交
替

制
勤

務
に

よ
る

C
V

D
の

O
R

は
0
.4

-
3
.6

と
幅

が
あ

る
が

、
多

く
の

大
規

模
研

究
の

平
均

的
な

O
R

は
約

1
.4

で
あ

る
。

方
法

論
的

に
最

も
妥

当
性

が
高

い
研

究
例

で
も

O
R

1
.4

で
あ

っ
た

。
心

血
管

疾
患

あ
り

B
ø
gg

ild
 H

& K
n
u
ts

so
n

A

S
h
if
t 

w
o
rk

, 
ri
sk

 f
ac

to
rs

 a
n
d

c
ar

di
o
va

sc
u
la

r 
di

se
as

e

S
c
an

d 
J
 W

o
rk

E
n
vi

ro
n
 H

e
al

th
.

2
0
0
1
; 
2
5
: 
8
5
-
9
9

6
交

替
制

勤
務

に
よ

る
睡

眠
と

概
日

リ
ズ

ム
の

か
く
乱

-
-

冠
動

脈
心

疾
患

、
高

血
圧

、
脳

血
管

疾
患

、
虚

血
性

心
疾

患
、

機
能

不
全

交
替

制
勤

務
が

健
康

に
与

え
る

有
害

な
影

響
に

つ
い

て
最

近
の

研
究

を
総

括
総

説
-

交
替

制
勤

務
と

疾
患

の
関

係
に

つ
い

て
は

、
冠

動
脈

心
疾

患
が

最
も

研
究

が
多

く
、

交
替

制
勤

務
に

よ
る

リ
ス

ク
増

加
が

示
さ

れ
て

い
る

。
高

血
圧

も
交

替
制

勤
務

と
の

有
意

な
関

係
が

示
さ

れ
て

い
る

が
、

脳
血

管
疾

患
に

関
す

る
証

拠
は

限
ら

れ
て

い
る

。
虚

血
性

心
疾

患
に

つ
い

て
も

、
約

7
万

人
の

女
性

看
護

師
の

コ
ホ

ー
ト

研
究

に
よ

り
、

リ
ス

ク
が

増
加

す
る

こ
と

が
報

告
さ

れ
て

い
る

。
交

替
制

勤
務

に
よ

る
睡

眠
と

概
日

リ
ズ

ム
は

神
経

行
動

学
的

な
機

能
不

全
を

引
き

起
こ

し
、

こ
れ

が
通

常
と

は
異

な
る

勤
務

時
間

中
の

怪
我

、
作

業
能

率
低

下
等

に
つ

な
が

る
こ

と
が

考
え

ら
れ

る
。

冠
動

脈
心

疾
患

、
高

血
圧

、
虚

血
性

心
疾

患
あ

り

T
ak

ah
as

h
i 
M

A
ss

is
ti
n
g 

sh
if
t 

w
o
rk

e
rs

 t
h
ro

u
gh

sl
e
e
p 

an
d 

c
ir
c
ad

ia
n
 r

e
se

ar
c
h

S
le

e
p 

an
d

B
io

lo
gi

c
al

R
h
yt

h
m

s.
 2

0
1
4
;

1
2
: 
8
5
-
9
5

7

精
神

的
ス

ト
レ

ス
夜

間
勤

務
長

時
間

労
働

仕
事

要
求

度

死
亡

届
記

載
の

産
業

・
職

業
（
人

口
動

態
産

業
・
職

業
調

査
の

分
析

）

-
脳

卒
中

、
虚

血
性

心
疾

患

厚
生

労
働

省
が

保
持

す
る

男
性

労
働

者
約

2
,3

0
0
万

人
（
2
5
-
5
9
歳

）
の

デ
ー

タ
サ

ー
ビ

ス
業

（
1
3
5
万

人
）

経
営

者
（
6
6
万

人
）

農
業

・
漁

業
（
5
4
万

人
）

建
築

・
採

鉱
業

（
1
9
5
万

人
）

電
気

・
ガ

ス
業

（
2
1
万

人
）

輸
送

業
（
1
4
6
万

人
）

専
門

・
エ

ン
ジ

ニ
ア

リ
ン

グ
（
3
7
3
万

人
）

横
断

研
究

-

脳
卒

中
及

び
虚

血
性

心
疾

患
に

よ
る

死
亡

の
相

対
危

険
度

が
有

意
に

高
い

職
業

は
、

以
下

で
あ

っ
た

。
脳

卒
中

：
サ

ー
ビ

ス
業

（
4
.5

6
）
、

経
営

者
（
2
.9

3
）
農

業
・
漁

業
（
2
.7

5
）
、

建
設

･採
鉱

（
1
.9

4
）
、

電
気

･ガ
ス

（
4
.9

0
）
、

輸
送

（
1
.7

8
）
、

専
門

･エ
ン

ジ
ニ

ア
リ

ン
グ

（
1
.6

8
）
。

虚
血

性
心

疾
患

：
サ

ー
ビ

ス
業

（
3
.7

2
）
、

経
営

者
（
2
.6

8
）
農

業
・
漁

業
（
2
.5

5
）
、

建
設

･採
鉱

（
1
.4

0
）
、

電
気

･ガ
ス

（
4
.3

0
）
輸

送
（
1
.6

5
）
、

専
門

･エ
ン

ジ
ニ

ア
リ

ン
グ

（
1
.6

7
）
。

脳
卒

中
及

び
虚

血
性

心
疾

患
に

よ
る

死
亡

あ
り

（
職

業
別

）

W
ad

a 
K
,

e
t 

al

D
if
fe

re
n
c
e
s 

in
 s

tr
o
ke

 a
n
d

is
c
h
e
m

ic
 h

e
ar

t 
di

se
as

e
m

o
rt

al
it
y 

by
 o

c
c
u
pa

ti
o
n
 a

n
d

in
du

st
ry

 a
m

o
n
g

S
S
M

 P
o
pu

l
H

e
al

th
. 
2
0
1
6
; 
2
:

7
4
5
-
7
4
9

8

交
替

制
勤

務
長

時
間

勤
務

警
察

業
務

特
有

の
職

場
ス

ト
レ

ス
に

起
因

す
る

過
度

の
飲

酒
、

生
活

様
式

の
歪

み

発
症

時
の

職
業

1
9
9
6
年

4
月

か
ら

2
0
1
1
年

9
月

ま
で

（
当

該
期

間
の

発
症

者
及

び
年

齢
・

階
級

が
相

当
す

る
対

照
群

を
調

査
）

虚
血

性
心

疾
患

、
各

種
危

険
因

子
の

保
有

率
、

メ
タ

ボ
リ

ッ
ク

症
候

群
の

有
所

見
率

日
本

で
虚

血
性

心
疾

患
を

発
症

し
た

警
察

官
5
8
人

と
発

症
歴

の
な

い
警

察
官

5
8
人

を
比

較
。

次
に

警
察

官
1
,5

3
9
人

と
一

般
職

員
1
5
3
人

を
対

象
に

比
較

。
（
警

察
官

の
交

替
制

勤
務

者
割

合
は

2
5
％

（
一

般
職

員
は

5
%
）
）

症
例

対
照

研
究

、
横

断
研

究
-

警
察

官
に

お
い

て
も

高
血

圧
、

耐
糖

機
能

障
害

、
高

L
D

L
-
C

血
症

、
高

L
D

L
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

血
症

等
の

既
知

の
危

険
因

子
が

虚
血

性
心

疾
患

の
発

症
と

関
連

し
て

い
た

。
一

般
職

員
と

比
較

し
、

警
察

官
で

は
年

齢
階

層
の

上
昇

に
伴

う
肥

満
の

有
病

率
又

は
メ

タ
ボ

リ
ッ

ク
症

候
群

に
よ

る
腹

部
肥

満
率

の
増

加
が

顕
著

だ
っ

た
。

警
察

官
に

お
け

る
メ

タ
ボ

リ
ッ

ク
症

候
群

の
発

症
に

は
交

替
制

勤
務

や
長

時
間

勤
務

等
の

特
殊

な
勤

務
形

態
、

飲
酒

や
睡

眠
の

状
態

等
の

生
活

様
式

が
関

係
し

て
い

る
こ

と
が

示
唆

さ
れ

た
。

肥
満

、
メ

タ
ボ

リ
ッ

ク
症

候
群

あ
り

（
警

察
官

）

塩
崎

万
起

ら

警
察

官
に

お
け

る
虚

血
性

心
疾

患
の

危
険

因
子

と
そ

の
背

景
要

因
に

関
す

る
検

討

産
業

衛
生

学
雑

誌
. 
2
0
1
3
; 
5
5
:

1
1
5
-
1
2
4

13
4

-440-



４
　

不
規

則
な

勤
務

・
交

替
制

勤
務

・
深

夜
勤

務
と

脳
・
心

臓
疾

患
の

発
症

等
に

関
す

る
文

献
　

（
１

）
疫

学
調

査
（
1
2
文

献
）

負
荷

要
因

調
査

期
間

（
発

症
前

）
観

察
期

間
疾

病
調

査
対

象
調

査
方

法
調

整
因

子
結

果
有

意
性

著
者

名
タ

イ
ト

ル
書

誌
情

報

9

震
災

復
興

業
務

に
関

わ
る

心
理

的
負

担
、

残
業

、
睡

眠
不

足
、

交
替

制
勤

務
、

作
業

場
で

の
ス

ナ
ッ

ク
菓

子
や

缶
詰

食
品

の
摂

取
等

7
～

1
4
か

月
（
震

災
か

ら
健

康
診

断
実

施
時

ま
で

の
期

間
）

2
0
0
4
年

（
震

災
前

）
の

健
康

診
断

結
果

と
2
0
0
5
年

（
震

災
後

）
の

健
康

診
断

（
各

年
5

～
1
2
月

に
実

施
）

結
果

の
比

較

心
疾

患

震
災

発
生

時
（
2
0
0
4
年

1
0
月

）
に

地
方

自
治

体
に

勤
務

し
て

い
た

4
,0

3
5
人

を
対

象
（
職

務
は

、
震

災
直

後
の

集
約

的
な

復
興

業
務

（
男

性
1
,2

8
5
人

、
女

性
2
2
2
人

）
、

も
し

く
は

通
常

業
務

（
男

性
1
,5

7
3
人

、
女

性
9
5
5

人
）
。

復
興

業
務

従
事

の
男

性
1
,2

8
5
人

は
、

さ
ら

に
追

加
健

康
診

断
に

呼
ば

れ
た

人
2
7
9
人

、
呼

ば
れ

な
か

っ
た

人
1
,0

0
6
人

に
分

類
。

）

後
ろ

向
き

研
究

年
齢

男
性

に
お

い
て

、
業

務
量

が
一

番
多

か
っ

た
群

で
は

、
一

番
低

か
っ

た
群

に
比

べ
て

、
有

意
に

B
M

I、
収

縮
期

血
圧

、
血

清
総

コ
レ

ス
テ

ロ
ー

ル
が

増
加

し
た

。
　

女
性

で
は

、
収

縮
期

血
圧

、
拡

張
期

血
圧

が
有

意
に

増
加

し
た

。
こ

の
増

加
は

復
興

作
業

業
務

が
終

わ
っ

た
後

も
続

き
、

震
災

前
の

レ
ベ

ル
に

は
戻

ら
な

か
っ

た
。

業
務

量
が

一
番

多
か

っ
た

群
の

収
縮

期
血

圧
上

昇
（
1
0
 m

m
H

g）
の

リ
ス

ク
は

、
男

性
（
O

R
 2

.0
2
、

9
5
%
C

I: 
1
.4

7
-
2
.7

9
）
、

女
性

（
O

R
 1

.8
2
、

9
5
%
C

I: 
1
.2

1
-

2
.7

5
）
と

も
に

約
2
倍

増
加

し
た

。
こ

れ
ら

の
原

因
と

し
て

震
災

復
興

業
務

に
関

わ
る

心
理

的
負

担
、

残
業

、
睡

眠
不

足
、

交
替

制
勤

務
、

作
業

場
で

の
ス

ナ
ッ

ク
菓

子
や

缶
詰

食
品

の
摂

取
等

を
考

察
し

て
い

る
。

収
縮

期
血

圧
上

昇
あ

り
A

zu
m

a 
T
,

e
t 

al

P
ro

lo
n
ge

d 
e
ff

e
c
ts

 o
f

pa
rt

ic
ip

at
io

n
 i
n
 d

is
as

te
r 

re
lie

f
o
pe

ra
ti
o
n
s 

af
te

r 
th

e
 M

id
-

N
iig

at
a 

e
ar

th
qu

ak
e
 o

n
 i
n
c
re

as
e
d

c
ar

di
o
va

sc
u
la

r 
ri
sk

 a
m

o
n
g 

lo
c
al

go
ve

rn
m

e
n
ta

l 
st

af
f

J
 H

yp
e
rt

e
n
s.

2
0
1
0
; 
2
8
: 
6
9
5
-

7
0
2

1
0

交
替

制
勤

務

9
年

間
（
観

察
開

始
・
終

了
時

の
勤

務
形

態
に

よ
り

分
析

）

1
9
9
2
～

2
0
0
0
年

ま
で

脳
血

管
疾

患
、

虚
血

性
心

疾
患

製
鉄

業
に

勤
務

す
る

従
業

員
の

う
ち

、
1
9
9
2
年

時
点

で
健

康
診

断
を

受
診

し
て

い
た

男
性

社
員

6
,7

0
8
人

を
対

象
。

（
勤

務
形

態
は

常
昼

-
常

昼
2
,8

8
3
人

、
常

昼
-
交

替
7
0
2
人

、
交

替
-
常

昼
1
,0

6
3
人

、
交

替
-
交

替
2
,0

6
0
人

の
4
群

）

コ
ホ

ー
ト

研
究

-

C
o
x比

例
ハ

ザ
ー

ド
回

帰
分

析
は

、
勤

務
形

態
ダ

ミ
ー

を
用

い
て

常
昼

-
常

昼
群

に
対

す
る

ハ
ザ

ー
ド

比
を

求
め

た
。

そ
の

結
果

、
交

替
-
交

替
の

常
昼

-
常

昼
に

対
す

る
ハ

ザ
ー

ド
比

は
脳

血
管

疾
患

罹
患

が
0
.3

6
（
9
5
%
C

I: 
0
.1

8
-
0
.6

9
）
、

虚
血

性
心

疾
患

罹
患

が
0
.3

4
（
9
5
%
C

I:
0
.1

7
-
0
.6

5
）
と

有
意

に
低

い
値

を
示

し
た

。
長

期
の

追
跡

研
究

で
夜

勤
や

交
替

制
勤

務
の

影
響

が
み

ら
れ

な
い

理
由

と
し

て
、

長
期

間
の

観
察

に
よ

り
健

康
障

害
の

発
生

し
た

従
業

員
は

死
亡

、
退

職
、

勤
務

が
変

化
し

た
こ

と
に

よ
り

、
見

か
け

上
の

改
善

が
発

生
す

る
と

考
察

し
て

い
る

。

交
替

-
交

替
は

有
意

に
低

い
大

久
保

靖
司

ら
交

代
勤

務
の

健
康

に
与

え
る

影
響

に
関

す
る

疫
学

研
究

産
業

医
学

ジ
ャ

ー
ナ

ル
. 
2
0
0
2
; 
2
5
:

6
3
-
6
8

（
参

考
）
そ

の
他

の
疾

病

1
1

交
替

制
勤

務
夜

間
勤

務
１

～
２

日
日

勤
又

は
夜

勤
の

２
日

目
に

調
査

自
律

神
経

系
及

び
血

液
凝

固
線

溶
系

の
概

日
リ

ズ
ム

日
本

の
高

血
圧

、
糖

尿
病

等
を

有
さ

な
い

病
棟

看
護

師
（
女

性
、

平
均

3
3
±

3
歳

）
1
0

人
を

対
象

（
 勤

務
時

間
は

日
勤

が
8
時

-
 1

7
時

ま
で

、
深

夜
勤

が
2
1
時

4
0
分

-
翌

8
時

4
0
分

ま
で

）

横
断

研
究

-

日
勤

で
得

ら
れ

た
デ

ー
タ

か
ら

は
、

交
感

神
経

優
位

及
び

血
液

凝
固

能
亢

進
の

状
態

が
朝

に
み

ら
れ

る
傾

向
が

確
認

さ
れ

た
。

夜
勤

の
日

に
は

日
勤

の
日

に
見

ら
れ

た
よ

う
な

自
律

神
経

系
や

凝
固

線
溶

系
の

概
日

リ
ズ

ム
が

は
っ

き
り

し
な

か
っ

た
。

心
拍

変
動

の
周

波
数

解
析

の
結

果
、

午
前

中
と

比
較

し
て

夕
方

に
お

い
て

、
日

勤
の

日
に

は
R

R
間

隔
と

H
F
成

分
（
パ

ワ
ー

と
n
u
）
の

有
意

な
上

昇
と

、
L
F
n
u
（
交

感
神

経
活

動
）
と

L
F
/
H

F
比

の
有

意
な

減
少

を
認

め
た

。
同

じ
対

象
者

間
で

午
前

8
時

と
午

後
6
時

の
測

定
の

平
均

を
対

応
の

あ
る

t検
定

を
用

い
て

比
較

し
た

と
こ

ろ
、

夜
勤

の
日

に
は

T
F
、

L
F
及

び
H

F
成

分
の

パ
ワ

ー
の

有
意

な
上

昇
を

認
め

た
。

凝
固

線
溶

系
検

査
で

は
、

午
前

中
と

比
べ

て
夕

方
に

お
い

て
日

勤
の

日
に

は
P
T
の

有
意

な
上

昇
と

F
1
+
2
（
pr

o
th

ro
m

bi
n
 f

ra
gm

e
n
t

1
+
2
）
、

プ
ロ

テ
イ

ン
C

及
び

P
A

I-
1
（
pl

as
m

in
o
ge

n
 a

c
ti
va

to
r

in
h
ib

it
o
r-

1
）
の

有
意

な
減

少
を

認
め

、
夜

勤
の

日
に

お
い

て
は

D
ダ

イ
マ

ー
の

上
昇

を
認

め
た

。

夜
勤

は
自

律
神

経
系

及
び

血
液

凝
固

線
溶

系
の

概
日

リ
ズ

ム
に

影
響

あ
り

※
H

F
成

分
：
副

交
感

神
経

活
動

の
指

標 L
F
成

分
：
交

感
神

経
活

動
の

指
標

津
田

泰
夫

ら

交
替

制
勤

務
が

自
律

神
経

活
動

及
び

血
液

凝
固

線
溶

系
の

概
日

リ
ズ

ム
に

与
え

る
影

響

逓
信

医
学

.
2
0
0
1
; 
5
3
: 
3
9
1
-

3
9
4

1
2

過
重

労
働

、
特

に
、

長
時

間
労

働
、

交
替

制
勤

務
及

び
精

神
的

ス
ト

レ
ス

-
-

健
康

障
害

-
総

説
-

過
重

労
働

、
特

に
、

長
時

間
労

働
、

交
替

制
勤

務
及

び
精

神
的

ス
ト

レ
ス

に
よ

り
、

心
疾

患
危

険
因

子
の

増
悪

や
発

症
リ

ス
ク

の
増

大
が

報
告

さ
れ

て
い

る
。

し
か

し
、

過
重

労
働

が
死

亡
を

励
起

す
る

こ
と

、
又

は
死

亡
リ

ス
ク

を
増

加
さ

せ
る

こ
と

を
直

接
示

し
た

研
究

は
な

い
。

-
寶

珠
山

務
過

重
労

働
と

そ
の

健
康

障
害

：
い

わ
ゆ

る
過

労
死

問
題

の
現

状
と

今
後

の
課

題
に

つ
い

て

産
業

衛
生

学
雑

誌
. 
2
0
0
3
; 
4
5
:

1
8
7
-
1
9
3

13
5

-441-



４
　

不
規

則
な

勤
務

・
交

替
制

勤
務

・
深

夜
勤

務
と

脳
・
心

臓
疾

患
の

発
症

等
に

関
す

る
文

献
　

（
２

）
症

例
報

告
（
４

文
献

）

負
荷

要
因

調
査

期
間

（
発

症
前

）
時

間
、

従
事

作
業

等
調

査
方

法
症

状
著

者
名

タ
イ

ト
ル

書
誌

情
報

1
夜

間
勤

務
不

規
則

勤
務

職
場

ス
ト

レ
ス

１
か

月

　
発

症
約

1
か

月
前

に
転

職
し

、
前

職
で

は
稀

で
あ

っ
た

2
2
時

前
後

ま
で

の
夜

間
勤

務
や

時
間

外
勤

務
が

頻
繁

で
あ

っ
た

。
　

作
業

自
体

も
こ

れ
ま

で
の

職
歴

に
は

な
か

っ
た

大
型

印
刷

機
械

の
取

り
扱

い
で

あ
り

、
強

い
ス

ト
レ

ス
を

感
じ

て
い

た
。

症
例

報
告

5
1
歳

男
性

　
2
0
1
2
年

1
1
月

、
仕

事
中

突
然

に
傾

眠
状

態
、

失
語

症
、

重
度

の
右

片
麻

痺
と

な
り

救
急

搬
送

さ
れ

た
。

　
入

院
時

所
見

で
、

頭
部

M
R

Iで
は

拡
張

強
調

画
像

で
左

中
大

脳
動

脈
領

域
に

広
範

な
高

信
号

を
認

め
、

頸
動

脈
乖

離
を

発
症

。
　

入
院

後
、

ア
ル

ガ
ト

ロ
バ

ン
と

エ
ダ

ラ
ボ

ン
の

投
与

に
よ

る
加

療
。

1
0
日

目
の

頸
部

M
R

I及
び

1
5
日

目
の

血
管

造
営

で
は

内
頸

動
脈

乖
離

部
の

出
血

性
変

化
が

改
善

。
左

M
1
部

の
閉

塞
は

良
好

に
再

開
通

し
て

い
た

。
　

入
院

3
6
日

目
に

転
院

。
4
か

月
後

に
は

解
離

部
は

完
全

に
再

構
築

さ
れ

、
神

経
症

状
も

ほ
ぼ

消
失

し
た

。

A
o
ya

m
a 

Y
, 
e
t

al

C
as

e
 o

f 
sp

o
n
ta

n
e
o
u
s 

c
e
rv

ic
al

in
te

rn
al

 c
ar

o
ti
d 

ar
te

ry
di

ss
e
c
ti
o
n
 w

it
h
 e

m
bo

lic
 s

tr
o
ke

af
te

r 
a 

jo
b-

c
h
an

ge

J
 U

O
E
H

. 
2
0
1
4
;

3
6
: 
2
8
9
-
2
9
4

2

【
職

業
要

因
】

不
定

期
な

運
航

形
態

7
か

月
以

上
の

継
続

乗
船

精
神

的
負

荷
（
発

電
機

の
ト

ラ
ブ

ル
）

深
夜

の
停

泊
地

移
動

及
び

待
機

【
個

人
要

因
】

脳
動

脈
瘤

の
存

在
排

便

前
日

～
当

日
、

７
か

月

　
内

航
貨

物
船

の
機

関
長

と
し

て
運

航
機

関
の

運
用

に
従

事
（
8
時

-
1
2
時

、
2
0

時
-
2
4
時

）
。

　
資

材
補

給
、

機
関

整
備

の
他

、
主

機
関

、
補

器
、

発
電

機
等

機
関

全
般

の
運

転
状

況
等

の
把

握
、

各
作

業
の

実
施

計
画

策
定

及
び

指
揮

。
　

1
9
8
9
年

6
月

1
0
日

0
時

2
0
分

、
停

泊
地

移
動

、
接

岸
作

業
に

続
い

て
船

員
総

出
で

荷
役

準
備

作
業

に
当

た
っ

た
。

　
同

日
1
7
時

0
分

に
一

旦
作

業
を

終
了

し
、

2
3
時

4
5
分

に
再

度
停

泊
地

移
動

を
開

始
し

た
。

　
6
月

1
1
日

0
時

4
5
分

、
再

び
停

泊
地

移
動

を
終

え
、

荷
役

作
業

を
開

始
。

待
機

命
令

が
出

た
が

船
員

全
員

仮
眠

す
る

こ
と

と
な

っ
た

。
　

同
日

6
時

4
0
分

、
荷

役
作

業
を

終
え

、
港

を
出

港
。

症
例

報
告

5
1
歳

男
性

　
1
9
8
9
年

6
月

1
1
日

7
時

2
3
分

、
船

内
の

便
所

に
倒

れ
て

い
る

と
こ

ろ
を

発
見

さ
れ

る
。

病
院

へ
搬

送
し

た
が

、
く
も

膜
下

出
血

に
よ

っ
て

死
亡

と
診

断
さ

れ
た

。
　

航
海

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

の
不

規
則

性
に

よ
る

生
体

リ
ズ

ム
の

崩
壊

、
7
か

月
連

続
乗

船
勤

務
に

よ
る

疲
労

の
蓄

積
、

発
電

機
ト

ラ
ブ

ル
に

よ
る

精
神

的
負

荷
が

脳
動

脈
瘤

悪
化

に
作

用
し

た
と

考
え

ら
れ

た
。

坂
村

修
・
上

畑
鉄

之
丞

く
も

膜
下

出
血

を
き

た
し

た
船

員
に

つ
い

て
の

業
務

関
連

性
の

考
察

社
会

医
学

研
究

.
2
0
0
1
; 
1
9
: 
3
3
-
4
3

3
労

働
時

間
勤

務
体

制
３

か
月

　
麻

酔
科

業
務

（
①

緊
急

手
術

で
の

麻
酔

、
②

IC
U

に
お

け
る

重
症

患
者

の
集

中
治

療
③

院
内

患
者

の
急

変
時

の
救

命
処

置
）
及

び
オ

ン
コ

ー
ル

対
応

　
1
9
9
4
年

7
月

か
ら

府
立

病
院

に
勤

務
。

　
通

常
の

麻
酔

科
の

業
務

に
加

え
、

自
主

的
に

居
残

り
を

し
、

IC
U

管
理

の
実

施
や

経
験

の
浅

い
医

師
の

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

を
す

る
等

、
出

勤
日

の
勤

務
終

了
時

間
は

平
均

2
1
時

で
あ

っ
た

。
　

1
9
9
5
年

1
2
月

～
1
9
9
6
年

3
月

ま
で

の
3
か

月
の

間
に

、
日

直
6
回

、
当

直
1
2
回

、
時

間
外

の
緊

急
出

図
が

3
回

で
あ

っ
た

。
時

間
外

労
働

時
間

は
平

均
1
0
3
時

間
/

月
で

あ
っ

た
。

　
研

究
活

動
も

活
発

に
行

い
、

1
9
9
4
～

1
9
9
6
年

ま
で

に
日

本
語

論
文

3
本

、
英

語
論

文
1
本

を
発

表
し

、
5
つ

の
学

会
・
研

究
会

に
出

席
し

、
う

ち
2
つ

で
演

題
を

発
表

し
た

。

症
例

報
告

男
性

　
1
9
9
6
年

3
月

5
日

未
明

、
自

宅
に

て
急

性
心

機
能

不
全

で
死

亡
。

日
山

亨
ら

訴
訟

事
例

か
ら

み
た

医
療

従
事

者
の

過
労

死
・
過

労
自

殺
に

つ
い

て

C
A

M
P

U
S

H
E
A

L
T
H

. 
2
0
1
0
;

4
7
: 
1
5
6
-
1
6
1

4
精

神
的

負
担

夜
間

勤
務

・
深

夜
勤

務

作
業

直
後

、
１

か
月

又
は

そ
れ

以
前

　
市

立
総

合
病

院
IC

U
及

び
救

急
病

棟
に

看
護

師
と

し
て

勤
務

。
　

夜
間

勤
務

は
平

均
1
0
.2

回
/
月

、
深

夜
勤

務
は

同
4
.6

回
実

施
。

　
1
9
9
0
年

7
月

か
ら

は
救

急
病

棟
に

お
け

る
看

護
師

数
の

減
少

や
夏

季
休

暇
に

よ
り

看
護

師
1
人

当
た

り
の

患
者

数
が

大
幅

に
増

加
し

て
い

た
。

症
例

報
告

女
性

　
1
9
9
0
年

7
月

、
患

者
を

車
い

す
か

ら
移

す
作

業
直

後
に

く
も

膜
下

出
血

を
発

症
。

日
山

亨
ら

医
療

従
事

者
の

過
労

死
・
過

労
自

殺
が

関
係

し
た

訴
訟

事
例

の
検

討
　

医
療

従
事

者
の

過
労

死
・
過

労
自

殺
を

予
防

す
る

た
め

に

C
A

M
P

U
S

H
E
A

L
T
H

. 
2
0
0
8
;

4
5
: 
1
1
1
-
1
1
6

13
6

-442-



５
　

出
張

の
多

い
業

務
と

脳
・
心

臓
疾

患
の

発
症

等
に

関
す

る
文

献
（
症

例
報

告
）
（
１

文
献

）

負
荷

要
因

調
査

期
間

（
発

症
前

）
時

間
、

従
事

作
業

等
調

査
方

法
症

状
著

者
名

タ
イ

ト
ル

書
誌

情
報

1

労
働

時
間

出
張

蓄
積

疲
労

（
1
9
8
7
年

1
0
月

～
1
9
8
8
年

2
月

）

５
か

月

　
新

聞
社

セ
ン

タ
ー

主
任

と
し

て
勤

務
。

　
入

社
以

来
、

年
間

労
働

時
間

は
3
,1

3
7
時

間
、

残
業

時
間

は
平

均
1
0
0
時

間
/

月
。

　
1
9
8
7
年

1
0
-
1
2
月

に
か

け
て

東
京

の
出

版
社

へ
出

張
校

正
。

ホ
テ

ル
泊

で
休

日
を

取
ら

ず
に

作
業

睡
眠

時
間

は
毎

日
4
-
5
時

間
。

　
2
月

に
な

り
残

業
は

減
っ

た
が

、
新

企
画

立
案

の
た

め
自

宅
に

て
毎

夜
1
2
時

頃
ま

で
仕

事
を

し
て

い
た

。
　

死
亡

前
5
か

月
（
1
9
8
7
年

1
0
月

～
1
9
8
8
年

2
月

）
の

労
働

時
間

は
、

1
0
-
1
2
月

に
所

定
内

労
働

時
間

の
平

均
2
.0

7
倍

と
な

り
1
月

も
1
.5

8
7
倍

で
あ

っ
た

。

症
例

報
告

3
8
歳

男
性

、
身

長
1
6
7
c
m

、
体

重
5
4
kg

。
喫

煙
2
0
本

/
日

、
飲

酒
、

ウ
ィ

ス
キ

ー
水

割
り

1
-
2
杯

/
日

。
1
0
代

よ
り

高
血

圧
あ

り
　

1
9
8
0
年

新
聞

社
に

入
社

。
　

1
9
8
4
年

6
月

、
左

半
身

の
し

び
れ

が
出

現
し

病
院

受
診

。
血

圧
が

2
2
0
/
1
7
0
 m

m
H

gあ
り

降
圧

薬
開

始
。

2
週

間
後

1
5
0
/
1
1
0
-
1
0
0
 m

m
H

gに
下

降
し

た
が

、
強

い
頭

痛
が

出
現

し
た

。
　

1
9
8
5
年

よ
り

新
聞

社
出

版
セ

ン
タ

ー
主

任
。

同
年

1
1
月

の
職

場
検

診
で

血
圧

1
6
4
/
1
0
8
 m

m
H

g。
治

療
中

断
を

指
摘

さ
れ

、
医

療
機

関
を

受
診

。
　

1
9
8
6
年

9
月

、
血

圧
2
1
4
/
1
4
2
 m

m
H

g。
入

院
を

勧
め

ら
れ

た
が

外
来

治
療

を
希

望
。

　
1
9
8
7
年

1
0
月

～
1
9
8
8
年

2
月

頃
に

か
け

て
仕

事
が

繁
忙

と
な

り
、

常
に

疲
れ

た
様

子
で

休
日

は
1
日

中
寝

て
い

て
も

疲
れ

が
取

れ
ず

、
起

床
を

つ
ら

そ
う

に
し

て
い

た
。

　
発

症
前

約
3
日

間
は

、
頭

痛
や

肩
こ

り
が

強
く
、

帰
宅

す
る

と
す

ぐ
寝

込
む

状
態

で
あ

っ
た

。
　

1
9
8
8
年

2
月

、
仕

事
上

の
宴

会
が

あ
り

0
時

帰
宅

、
翌

朝
8
時

3
0
分

出
勤

、
同

日
1
6
時

3
0
分

頃
早

退
、

1
8
時

頃
、

妻
が

意
識

な
く
倒

れ
て

い
る

の
を

発
見

。
病

院
に

搬
送

後
、

視
床

出
血

・
脳

室
穿

破
で

翌
日

死
亡

。

内
田

博
ら

く
も

膜
下

出
血

・
脳

出
血

発
症

と
過

労
を

め
ぐ

っ
て

　
高

血
圧

性
脳

出
血

で
死

亡
し

た
出

版
編

集
者

の
労

災
認

定
事

例
　

脳
出

血
の

病
理

学
的

機
序

と
過

労
の

影
響

に
つ

い
て

疲
労

と
休

養
の

科
学

. 
2
0
0
4
; 
1
9
:

1
3
-
1
6

13
7

-443-



６
　

心
理

的
負

荷
を

伴
う

業
務

と
脳

・
心

臓
疾

患
の

発
症

等
に

関
す

る
文

献
　

（
１

）
疫

学
調

査
（
6
0
文

献
）

負
荷

要
因

調
査

期
間

（
発

症
前

）
観

察
期

間
疾

病
調

査
対

象
調

査
方

法
調

整
因

子
結

果
有

意
性

著
者

名
タ

イ
ト

ル
書

誌
情

報

1

肉
体

的
･身

体
的

に
ス

ト
レ

ス
（
被

疑
者

の
拘

束
･口

論
、

被
疑

者
追

跡
、

肉
体

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

、
医

療
・

救
助

活
動

等
）

当
該

業
務

中
の

突
然

死
1
9
8
4
～

2
0
1
0
年

心
臓

性
突

然
死

米
国

に
お

い
て

1
9
8
4
～

2
0
1
0
年

に
か

け
て

勤
務

中
に

発
生

し
た

警
察

官
の

心
臓

性
突

然
死

4
4
1
例

症
例

分
布

研
究

-

法
律

を
執

行
す

る
業

務
の

う
ち

、
被

疑
者

の
拘

束
･口

論
中

は
3
4
-
6
9

倍
、

被
疑

者
追

跡
中

は
3
2
-
5
1
倍

、
肉

体
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
中

は
2
0
-
2
3

倍
、

救
急

医
療

･救
助

活
動

中
は

6
-
9
倍

と
有

意
に

相
対

危
険

度
が

高
か

っ
た

。

被
疑

者
の

拘
束

･
口

論
中

、
被

疑
者

追
跡

中
、

肉
体

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

中
、

医
療

・
救

助
活

動
中

あ
り

（
警

察
官

）

V
ar

va
ri
go

u
 V

,
e
t 

al

L
aw

 e
n
fo

rc
e
m

e
n
t 

du
ti
e
s 

an
d

su
dd

e
n
 c

ar
di

ac
 d

e
at

h
 a

m
o
n
g

po
lic

e
 o

ff
ic

e
rs

 i
n
 U

n
it
e
d 

S
ta

te
s:

c
as

e
 d

is
tr

ib
u
ti
o
n
 s

tu
dy

B
M

J
. 
2
0
1
4
; 
3
4
9
:

g6
5
3
4

2

交
替

制
勤

務
長

時
間

勤
務

警
察

業
務

特
有

の
職

場
ス

ト
レ

ス
に

起
因

す
る

過
度

の
飲

酒
、

生
活

様
式

の
歪

み

-
-

虚
血

性
心

疾
患

日
本

で
虚

血
性

心
疾

患
を

発
症

し
た

警
察

官
5
8
人

と
発

症
歴

の
な

い
警

察
官

5
8
人

を
比

較
。

次
に

警
察

官
1
,5

3
9
人

と
一

般
職

員
1
5
3
人

を
対

象
に

比
較

。
（
警

察
官

の
交

替
制

勤
務

者
割

合
は

2
5
％

（
一

般
職

員
は

5
%
）
）

症
例

対
照

研
究

、
横

断
研

究
-

警
察

官
に

お
い

て
も

高
血

圧
、

耐
糖

機
能

障
害

、
高

L
D

L
-
C

血
症

、
高

L
D

L
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

血
症

等
の

既
知

の
危

険
因

子
が

虚
血

性
心

疾
患

の
発

症
と

関
連

し
て

い
た

。
一

般
職

員
と

比
較

し
、

警
察

官
で

は
年

齢
階

層
の

上
昇

に
伴

う
肥

満
の

有
病

率
又

は
メ

タ
ボ

リ
ッ

ク
症

候
群

に
よ

る
腹

部
肥

満
率

の
増

加
が

顕
著

だ
っ

た
。

警
察

官
に

お
け

る
メ

タ
ボ

リ
ッ

ク
症

候
群

の
発

症
に

は
交

替
制

勤
務

や
長

時
間

勤
務

等
の

特
殊

な
勤

務
形

態
、

飲
酒

や
睡

眠
の

状
態

等
の

生
活

様
式

が
関

係
し

て
い

る
こ

と
が

示
唆

さ
れ

た
。

肥
満

、
メ

タ
ボ

リ
ッ

ク
症

候
群

あ
り

（
警

察
官

）
塩

崎
万

起
ら

警
察

官
に

お
け

る
虚

血
性

心
疾

患
の

危
険

因
子

と
そ

の
背

景
要

因
に

関
す

る
検

討

産
業

衛
生

学
雑

誌
. 
2
0
1
3
; 
5
5
:

1
1
5
-
1
2
4

3

消
火

作
業

を
伴

う
ス

ト
レ

ス
（
要

求
度

の
高

い
作

業
、

重
く
て

圧
迫

感
の

あ
る

装
備

、
消

火
活

動
の

緊
急

性
等

）
高

血
圧

、
高

コ
レ

ス
テ

ロ
ー

ル
血

症

-
-

虚
血

性
心

疾
患

2
0
0
6
～

2
0
0
9
年

に
か

け
て

P
u
bM

e
d等

の
関

連
文

献
を

網
羅

的
に

レ
ビ

ュ
ー

総
説

-

文
献

レ
ビ

ュ
ー

の
結

果
、

一
般

市
民

と
比

較
し

て
消

防
士

の
死

亡
や

虚
血

性
心

疾
患

の
リ

ス
ク

が
高

い
と

の
結

果
は

得
ら

れ
な

か
っ

た
。

一
方

、
高

血
圧

（
>
1
6
0
/
1
0
0
 m

m
H

g）
の

消
防

士
は

、
正

常
血

圧
/
治

療
中

の
消

防
士

に
比

べ
て

、
退

職
、

休
職

、
怪

我
等

の
発

生
率

が
2
-
3

倍
高

か
っ

た
。

な
し

D
re

w
-
N

o
rd

 D
C

,
e
t 

al
C

ar
di

o
va

sc
u
la

r 
ri
sk

 f
ac

to
rs

am
o
n
g 

c
ar

e
e
r 

fi
re

fi
gh

te
rs

A
A

O
H

N
 J

.
2
0
0
9
; 
5
7
: 
4
1
5
-

4
2
2

4
消

防
士

に
お

け
る

高
リ

ス
ク

業
務

夕
方

-
夜

間
作

業

当
該

業
務

中
の

突
然

死

1
9
9
8
～

2
0
1
2
年

ま
で

心
臓

性
突

然
死

（
S
C

D
）

米
国

の
男

性
消

防
士

に
お

け
る

1
9
9
8
～

2
0
1
2
年

ま
で

の
勤

務
中

の
心

臓
性

突
然

死
（
S
C

D
）
1
8
2
例

動
的

コ
ホ

ー
ト

研
究

-

S
C

D
の

最
大

の
原

因
は

虚
血

性
心

疾
患

で
、

IR
は

1
8
.1

/
1
0
0
,0

0
0
人

年
で

あ
っ

た
。

低
リ

ス
ク

業
務

、
高

リ
ス

ク
業

務
中

の
発

生
率

は
そ

れ
ぞ

れ
1
1
.0

、
3
8
.3

/
1
0
0
,0

0
0
人

年
で

あ
り

、
高

リ
ス

ク
業

務
中

に
は

約
3
倍

高
く
な

る
。

高
リ

ス
ク

業
務

中
あ

り
F
ar

io
li 

A
, 
e
t 

al
In

c
id

e
n
c
e
 o

f 
su

dd
e
n
 c

ar
di

ac
de

at
h
 i
n
 a

 y
o
u
n
g 

ac
ti
ve

po
pu

la
ti
o
n

J
 A

m
 H

e
ar

t
A

ss
o
c
. 
2
0
1
5
; 
4
:

e
0
0
1
8
1
8
.

5
高

リ
ス

ク
（
緊

急
）

業
務

当
該

業
務

中
及

び
通

報
帰

還
時

の
突

然
死

1
9
9
6
～

2
0
1
2
年

ま
で

心
臓

性
突

然
死

（
S
C

D
）

米
国

の
男

性
消

防
士

（
男

性
、

4
5
歳

以
下

）
に

お
け

る
1
9
9
6
～

2
0
1
2
年

ま
で

の
心

臓
性

突
然

死
（
S
C

D
）
2
0
5
例

後
ろ

向
き

コ
ホ

ー
ト

研
究

-

緊
急

業
務

は
非

緊
急

業
務

に
比

べ
て

S
C

D
と

の
関

連
が

高
く
、

そ
の

相
対

危
険

度
は

、
消

火
活

動
（
2
2
.1

、
9
5
%
C

I: 
1
4
.8

–
3
2
.9

）
、

緊
急

通
報

対
応

（
2
.6

、
9
5
%
C

I: 
1
.5

–
4
.6

）
、

緊
急

通
報

か
ら

の
帰

還
（
4
.1

、
9
5
%
C

I: 
2
.7

–
6
.2

）
、

訓
練

（
4
.8

、
9
5
%
C

I: 
3
.2

–
7
.2

）
で

あ
っ

た
。

心
血

管
疾

患
の

発
症

が
あ

る
場

合
、

さ
ら

に
リ

ス
ク

は
高

く
な

る
。

緊
急

業
務

あ
り

F
ar

io
li 

A
, 
e
t 

al
D

u
ty

-
re

la
te

d 
ri
sk

 o
f 

su
dd

e
n

c
ar

di
ac

 d
e
at

h
 a

m
o
n
g 

yo
u
n
g 

U
S

fi
re

fi
gh

te
rs

O
c
c
u
p 

M
e
d

(L
o
n
d)

. 
2
0
1
4
;

6
4
: 
4
2
8
-
4
3
5

6
緊

急
業

務
（
特

に
消

火
作

業
）

当
該

業
務

中
及

び
通

報
復

帰
時

の
突

然
死

1
9
9
4
～

2
0
0
4
年

の
デ

ー
タ

を
解

析
（
2
0
0
1
年

9
月

1
1

日
に

発
生

し
た

テ
ロ

に
お

け
る

死
亡

者
は

除
い

た
）

冠
動

脈
性

心
疾

患
米

国
に

お
け

る
消

防
士

（
1
9
9
4
～

2
0
0
4
年

の
デ

ー
タ

を
解

析
）

症
例

対
照

研
究

-

冠
動

脈
性

心
疾

患
の

死
亡

者
の

割
合

は
、

消
火

作
業

（
3
2
.1

%
）
、

通
報

へ
の

対
応

（
1
3
.4

%
）
、

通
報

か
ら

の
復

帰
（
1
7
.4

%
）
、

身
体

訓
練

（
1
2
.5

%
）
、

非
火

災
緊

急
事

態
へ

の
対

応
（
9
.4

%
）
、

非
緊

急
業

務
（
1
5
.4

%
）
で

あ
っ

た
。

非
緊

急
業

務
に

お
け

る
死

亡
率

（
O

R
）
を

1
と

し
比

較
す

る
と

、
消

火
作

業
（
自

治
体

O
R

 5
3
、

9
5
%
C

I: 
4
0
-
7
2
、

大
都

市
O

R
 1

2
.1

、
9
5
%
C

I: 
9
.0

-
1
6
.4

、
国

家
O

R
 1

3
6
、

9
5
%
C

I: 
1
0
1
-
1
8
3
）
、

通
報

へ
の

対
応

（
自

治
体

O
R

 7
.4

、
9
5
%
C

I: 
5
.1

-
1
1
、

大
都

市
O

R
2
.8

、
9
5
%
C

I: 
1
.9

-
4
.0

、
国

家
O

R
1
4
.1

、
9
5
%
C

I: 
9
.8

-
2
0
.3

）
、

通
報

か
ら

の
復

帰
時

（
自

治
体

O
R

 5
.8

、
9
5
%
C

I: 
4
.1

-
8
.1

、
大

都
市

O
R

 2
.2

、
9
5
％

C
I: 

1
.6

-
3
.1

、
国

家
O

R
1
0
.5

、
9
5
%
C

I: 
7
.5

-
1
4
.7

）
、

身
体

訓
練

時
（
自

治
体

O
R

 5
.2

、
9
5
%
C

I: 
3
.6

-
7
.5

、
大

都
市

O
R

 2
.9

、
9
5
%
C

I: 
2
.0

-
4
.2

、
国

家
O

R
 6

.6
、

9
5
%
C

I: 
4
.6

-
9
.5

）
で

あ
っ

た
。

冠
動

脈
性

心
疾

患
に

よ
る

死
亡

の
リ

ス
ク

は
、

非
緊

急
業

務
よ

り
緊

急
業

務
の

方
が

著
し

く
高

か
っ

た
（
緊

急
事

態
で

な
い

時
の

約
1
0
-
1
0
0
倍

リ
ス

ク
が

高
い

）
。

緊
急

業
務

の
う

ち
、

特
に

消
火

作
業

が
最

も
高

い
リ

ス
ク

を
示

し
た

。

緊
急

業
務

あ
り

K
al

e
s 

S
N

, 
e
t 

al
E
m

e
rg

e
n
c
y 

du
ti
e
s 

an
d 

de
at

h
s

fr
o
m

 h
e
ar

t 
di

se
as

e
 a

m
o
n
g

fi
re

fi
gh

te
rs

 i
n
 t

h
e
 U

n
it
e
d 

S
ta

te
s

N
 E

n
g 

J
 M

e
d.

2
0
0
7
; 
3
5
6
: 
1
2
0
7

–
1
2
1
5

13
8

-444-



６
　

心
理

的
負

荷
を

伴
う

業
務

と
脳

・
心

臓
疾

患
の

発
症

等
に

関
す

る
文

献
　

（
１

）
疫

学
調

査
（
6
0
文

献
）

負
荷

要
因

調
査

期
間

（
発

症
前

）
観

察
期

間
疾

病
調

査
対

象
調

査
方

法
調

整
因

子
結

果
有

意
性

著
者

名
タ

イ
ト

ル
書

誌
情

報

7
高

リ
ス

ク
（
緊

急
）

業
務

当
該

業
務

中
及

び
通

報
帰

還
時

の
突

然
死

-
心

臓
性

突
然

死
（
S
C

D
）

米
国

に
お

け
る

消
防

士
の

心
臓

性
突

然
死

（
S
C

D
）
と

消
火

作
業

等
の

緊
急

活
動

と
の

関
連

に
つ

い
て

の
研

究
事

例
総

説
-

消
火

活
動

中
の

S
C

D
の

相
対

危
険

度
は

、
非

緊
急

業
務

中
の

S
C

D
の

1
0
-
1
0
0
倍

に
達

す
る

（
K
al

e
 S

N
, 
e
t 

al
. 
2
0
0
7
）
。

消
火

活
動

後
の

「
緊

急
通

報
か

ら
の

帰
還

」
に

お
い

て
も

S
C

D
の

相
対

危
険

度
は

2
-
1
0
倍

高
い

（
S
o
te

ri
ad

e
s 

E
S
, 
e
t 

al
. 
2
0
1
1
、

G
e
ib

e
 J

R
,

e
t 

al
. 
2
0
0
8
）
。

業
務

中
の

心
血

管
疾

患
（
C

V
D

）
は

、
概

ね
以

下
の

要
因

を
1
つ

以
上

保
有

す
る

人
に

発
生

す
る

。
①

C
V

D
の

診
断

歴
が

あ
る

②
何

ら
か

の
構

造
的

な
心

疾
患

を
有

す
る

（
多

く
は

死
亡

前
に

は
判

明
せ

ず
）

③
C

V
D

危
険

因
子

又
は

虚
血

性
心

疾
患

を
有

す
る

S
C

D
の

解
剖

所
見

で
は

、
左

室
肥

大
/
心

肥
大

を
伴

う
冠

動
脈

ア
テ

ロ
ー

ム
性

動
脈

硬
化

が
し

ば
し

ば
認

め
ら

れ
る

（
Y
an

g 
J
, 
e
t 

al
. 
2
0
1
3
）

緊
急

業
務

あ
り

K
al

e
s 

S
N

 &
S
m

it
h
 D

L
S
u
dd

e
n
 c

ar
di

ac
 d

e
at

h
 i
n
 t

h
e

fi
re

 s
e
rv

ic
e

O
c
c
u
p 

M
e
d

(L
o
n
d)

. 
2
0
1
4
;

6
4
: 
2
2
8
-
2
3
0

8
ス

ト
レ

ス
の

自
覚

（
特

に
男

性
被

雇
用

者
）

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

時
に

お
け

る
ス

ト
レ

ス
の

経
験

、
労

働
形

態

1
0
年

間
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

心
血

管
疾

患
等

日
本

人
の

労
働

者
2
5
,9

4
5
人

（
男

性
1
5
,4

3
4
人

、
女

性
1
0
,5

1
1
人

、
4
0
-
5
9
歳

）
を

対
象

コ
ホ

ー
ト

研
究

ス
ト

レ
ス

の
自

覚
、

高
血

圧
、

糖
尿

病
、

教
育

レ
ベ

ル
、

喫
煙

、
飲

酒
、

職
種

、
B

M
I、

年
齢

被
雇

用
者

群
は

、
ス

ト
レ

ス
の

自
覚

が
有

意
に

高
か

っ
た

。
男

性
被

雇
用

者
群

は
、

男
性

自
営

業
群

に
比

べ
脳

血
管

疾
患

に
よ

る
死

亡
リ

ス
ク

が
有

意
に

高
か

っ
た

（
自

営
業

者
の

H
R

 0
.5

8
、

9
5
%
C

I: 
0
.3

5
-

0
.9

7
）
。

一
方

、
全

死
亡

リ
ス

ク
、

虚
血

性
心

疾
患

の
リ

ス
ク

は
、

両
群

間
で

有
意

差
が

な
か

っ
た

。

男
性

被
雇

用
者

群
あ

り
（
脳

血
管

疾
患

）
F
u
jin

o
 Y

, 
e
t 

al

日
本

人
労

働
者

に
お

け
る

就
業

形
態

と
循

環
障

害
に

よ
る

死
亡

率
に

関
す

る
前

方
視

的
コ

ホ
ー

ト
研

究
(A

 P
ro

sp
e
c
ti
ve

 C
o
h
o
rt

 S
tu

dy
 o

f
E
m

pl
o
ym

e
n
t 

S
ta

tu
s 

an
d

M
o
rt

al
it
y 

fr
o
m

 C
ir
c
u
la

to
ry

D
is

o
rd

e
rs

 a
m

o
n
g 

J
ap

an
e
se

W
o
rk

e
rs

)

J
 O

c
c
u
p

H
e
al

th
. 
2
0
0
5
;

4
7
: 
5
1
0
-
5
1
7

9

精
神

的
ス

ト
レ

ス
夜

間
勤

務
長

時
間

労
働

仕
事

要
求

度

死
亡

届
記

載
の

産
業

・
職

業
（
人

口
動

態
産

業
・

職
業

調
査

の
分

析
）

-
脳

卒
中

、
虚

血
性

心
疾

患

厚
生

労
働

省
が

保
持

す
る

男
性

労
働

者
約

2
,3

0
0
万

人
（
2
5
-
5
9
歳

）
の

デ
ー

タ
サ

ー
ビ

ス
業

（
1
3
5
万

人
）

経
営

者
（
6
6
万

人
）

農
業

・
漁

業
（
5
4
万

人
）

建
築

・
採

鉱
業

（
1
9
5
万

人
）

電
気

・
ガ

ス
業

（
2
1
万

人
）

輸
送

業
（
1
4
6
万

人
）

専
門

・
エ

ン
ジ

ニ
ア

リ
ン

グ
（
3
7
3
万

人
）

横
断

研
究

-

脳
卒

中
及

び
虚

血
性

心
疾

患
に

よ
る

死
亡

の
相

対
危

険
度

が
有

意
に

高
い

職
業

は
、

以
下

で
あ

っ
た

。
脳

卒
中

：
サ

ー
ビ

ス
業

（
4
.5

6
）
、

経
営

者
（
2
.9

3
）
農

業
・
漁

業
（
2
.7

5
）
、

建
設

･採
鉱

（
1
.9

4
）
、

電
気

･ガ
ス

（
4
.9

0
）
、

輸
送

（
1
.7

8
）
、

専
門

･エ
ン

ジ
ニ

ア
リ

ン
グ

（
1
.6

8
）

虚
血

性
心

疾
患

：
サ

ー
ビ

ス
業

（
3
.7

2
）
、

経
営

者
（
2
.6

8
）
農

業
・
漁

業
（
2
.5

5
）
、

建
設

･採
鉱

（
1
.4

0
）
、

電
気

･ガ
ス

（
4
.3

0
）
輸

送
（
1
.6

5
）
、

専
門

･エ
ン

ジ
ニ

ア
リ

ン
グ

（
1
.6

7
）

職
業

別
あ

り
W

ad
a 

K
, 
e
t 

al

D
if
fe

re
n
c
e
s 

in
 s

tr
o
ke

 a
n
d

is
c
h
e
m

ic
 h

e
ar

t 
di

se
as

e
m

o
rt

al
it
y 

by
 o

c
c
u
pa

ti
o
n
 a

n
d

in
du

st
ry

 a
m

o
n
g

S
S
M

 P
o
pu

l
H

e
al

th
. 
2
0
1
6
; 
2
:

7
4
5
-
7
4
9

1
0

社
会

心
理

学
的

ス
ト

レ
ス

（
ホ

ワ
イ

ト
カ

ラ
ー

）

死
亡

診
断

書
記

載
の

産
業

・
職

業

2
0
0
6
年

か
ら

2
0
1
3
年

心
臓

性
突

然
死

（
S
C

D
）

米
国

の
1
8
-
6
5
歳

の
労

働
者

の
心

臓
性

突
然

死
（
S
C

D
）
6
4
6
症

例
と

対
照

群
の

死
亡

6
2
2
症

例
S
C

D
群

の
職

種
は

ブ
ル

ー
カ

ラ
ー

（
男

性
2
2
6
人

、
女

性
2
8
人

）
、

ホ
ワ

イ
ト

カ
ラ

ー
（
男

性
2
5
2
人

、
女

性
1
0
0
人

）
、

専
業

主
婦

（
女

性
4
0
人

）

症
例

対
照

研
究

-
ホ

ワ
イ

ト
カ

ラ
ー

男
性

労
働

者
の

S
C

D
の

リ
ス

ク
は

、
ブ

ル
ー

カ
ラ

ー
労

働
者

と
比

較
し

有
意

に
高

か
っ

た
（
O

R
 1

.6
7
、

9
5
%
C

I: 
1
.2

6
-
2
.2

3
）
。

ホ
ワ

イ
ト

カ
ラ

ー
男

性
労

働
者

あ
り

Z
h
an

g 
L
, 
e
t 

al

O
c
c
u
pa

ti
o
n
 a

n
d 

ri
sk

 o
f 

su
dd

e
n

de
at

h
 i
n
 a

 U
n
it
e
d 

S
ta

te
s

c
o
m

m
u
n
it
y:

 a
 c

as
e
-
c
o
n
tr

o
l

an
al

ys
is

B
M

J
 O

pe
n
.

2
0
1
5
; 
5
:

e
0
0
9
4
1
3

1
1

炭
坑

内
で

の
労

働
（
特

に
高

温
環

境
下

で
の

作
業

）
心

理
的

ス
ト

レ
ス

-
-

虚
血

性
心

疾
患

（
IH

D
）

ウ
ク

ラ
イ

ナ
の

ド
ン

バ
ス

炭
鉱

の
労

働
者

6
,5

0
0
人

を
対

象
横

断
研

究
-

IH
D

の
有

病
率

は
年

齢
と

と
も

に
増

加
し

、
勤

務
年

数
（
地

下
で

の
作

業
時

間
の

長
さ

）
と

有
病

率
と

の
間

に
関

連
が

認
め

ら
れ

た
。

心
臓

性
突

然
死

の
5
6
％

は
作

業
中

又
は

労
働

者
の

帰
宅

中
に

発
生

し
、

6
3
％

は
高

温
環

境
下

で
の

過
酷

な
肉

体
労

働
に

関
連

し
て

い
た

。
さ

ら
に

心
臓

性
突

然
死

の
8
0
％

は
、

以
前

よ
り

心
理

的
ス

ト
レ

ス
を

経
験

し
て

い
た

。

勤
務

年
数

、
高

温
環

境
下

で
の

過
酷

な
肉

体
労

働
、

心
理

的
ス

ト
レ

ス
あ

り
（
炭

鉱
労

働
者

）

C
h
e
rk

e
so

v 
V

V

T
h
e
 p

re
va

le
n
c
e
 o

f 
is

c
h
e
m

ic
h
e
ar

t 
di

se
as

e
 a

n
d 

th
e

c
h
ar

ac
te

ri
st

ic
s 

o
f 

su
dd

e
n

c
ar

di
ac

 d
e
at

h
 i
n
 m

in
e
rs

 o
f 

th
e

D
o
n
e
ts

 B
as

in
 c

o
al

 m
in

e
s

L
ik

 S
pr

av
a.

2
0
0
0
; 
3
-
4
: 
8
6
-

9
0

1
2

震
災

復
興

業
務

に
関

わ
る

心
理

的
負

担
、

残
業

、
睡

眠
不

足
、

交
替

制
勤

務
、

作
業

場
で

の
ス

ナ
ッ

ク
菓

子
や

缶
詰

食
品

の
摂

取
等

7
～

1
4
か

月
（
震

災
か

ら
健

康
診

断
実

施
時

ま
で

の
期

間
）

2
0
0
4
年

（
震

災
前

）
の

健
康

診
断

結
果

と
2
0
0
5
年

（
震

災
後

）
の

健
康

診
断

（
各

年
5

～
1
2
月

に
実

施
）

結
果

の
比

較

心
疾

患
リ

ス
ク

震
災

発
生

時
に

地
方

自
治

体
に

勤
務

し
て

い
た

4
,0

3
5
人

を
対

象
（
職

務
は

、
震

災
直

後
の

集
約

的
な

復
興

業
務

（
男

性
1
,2

8
5
人

、
女

性
2
2
2
人

）
、

も
し

く
は

通
常

業
務

（
男

性
1
,5

7
3
人

、
女

性
9
5
5

人
）
。

復
興

業
務

従
事

の
男

性
1
,2

8
5
人

は
、

さ
ら

に
追

加
健

康
診

断
に

呼
ば

れ
た

人
2
7
9
人

、
呼

ば
れ

な
か

っ
た

人
1
,0

0
6
人

に
分

類
。

）

後
ろ

向
き

研
究

年
齢

男
性

に
お

い
て

、
業

務
量

が
一

番
多

か
っ

た
群

で
は

、
一

番
低

か
っ

た
群

に
比

べ
て

、
有

意
に

B
M

I、
収

縮
期

血
圧

、
血

清
総

コ
レ

ス
テ

ロ
ー

ル
が

増
加

し
た

。
女

性
で

は
、

収
縮

期
血

圧
、

拡
張

期
血

圧
が

有
意

に
増

加
し

た
。

こ
の

増
加

は
復

興
作

業
業

務
が

終
わ

っ
た

後
も

続
き

、
震

災
前

の
レ

ベ
ル

に
は

戻
ら

な
か

っ
た

。
業

務
量

が
一

番
多

か
っ

た
群

の
収

縮
期

血
圧

上
昇

（
1
0
 m

m
H

g）
の

リ
ス

ク
は

、
男

性
（
O

R
 2

.0
2
、

9
5
%
C

I: 
1
.4

7
-
2
.7

9
）
、

女
性

（
O

R
 1

.8
2
、

9
5
%
C

I: 
1
.2

1
-

2
.7

5
）
と

も
に

約
2
倍

増
加

し
た

。
こ

れ
ら

の
原

因
と

し
て

震
災

復
興

業
務

に
関

わ
る

心
理

的
負

担
、

残
業

、
睡

眠
不

足
、

交
替

制
勤

務
、

作
業

場
で

の
ス

ナ
ッ

ク
菓

子
や

缶
詰

食
品

の
摂

取
等

を
考

察
し

て
い

る
。

震
災

復
興

業
務

あ
り

A
zu

m
a 

T
, 
e
t 

al

P
ro

lo
n
ge

d 
e
ff

e
c
ts

 o
f

pa
rt

ic
ip

at
io

n
 i
n
 d

is
as

te
r 

re
lie

f
o
pe

ra
ti
o
n
s 

af
te

r 
th

e
 M

id
-

N
iig

at
a 

e
ar

th
qu

ak
e
 o

n
 i
n
c
re

as
e
d

c
ar

di
o
va

sc
u
la

r 
ri
sk

 a
m

o
n
g 

lo
c
al

go
ve

rn
m

e
n
ta

l 
st

af
f

J
 H

yp
e
rt

e
n
s.

2
0
1
0
; 
2
8
: 
6
9
5
-

7
0
2

13
9

-445-



６
　

心
理

的
負

荷
を

伴
う

業
務

と
脳

・
心

臓
疾

患
の

発
症

等
に

関
す

る
文

献
　

（
１

）
疫

学
調

査
（
6
0
文

献
）

負
荷

要
因

調
査

期
間

（
発

症
前

）
観

察
期

間
疾

病
調

査
対

象
調

査
方

法
調

整
因

子
結

果
有

意
性

著
者

名
タ

イ
ト

ル
書

誌
情

報

1
3

タ
イ

プ
A

行
動

（
時

間
的

切
迫

感
、

競
争

的
、

攻
撃

的
行

動
）
及

び
敵

意
、

う
つ

病
、

不
安

、
職

場
の

心
理

社
会

的
特

徴
、

社
会

的
支

援

-
-

冠
動

脈
性

心
疾

患
（
C

H
D

）
心

理
社

会
的

要
因

と
冠

動
脈

性
心

疾
患

（
C

H
D

）
の

発
症

及
び

予
後

の
関

係
を

調
査

し
た

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究
を

対
象

シ
ス

テ
マ

テ
ィ

ッ
ク

レ
ビ

ュ
ー

-

C
H

D
発

症
に

関
し

て
、

下
記

の
要

因
と

の
間

に
中

程
度

-
強

度
の

関
連

が
認

め
ら

れ
た

論
文

の
割

合
は

以
下

で
あ

っ
た

（
タ

イ
プ

A
行

動
及

び
敵

意
6
/
1
8
、

う
つ

病
1
5
/
2
2
、

不
安

4
/
8
、

職
場

の
心

理
社

会
的

特
徴

1
0
/
1
3
、

社
会

的
支

援
6
/
9
）
。

予
後

に
関

し
て

、
下

記
の

要
因

と
の

間
に

中
程

度
-
強

度
の

関
連

が
認

め
ら

れ
た

論
文

の
割

合
は

以
下

で
あ

っ
た

（
タ

イ
プ

A
行

動
及

び
敵

意
2
/
1
5
、

う
つ

病
1
8
/
3
4
、

不
安

8
/
1
8
、

職
場

の
心

理
社

会
的

特
徴

2
/
4
、

社
会

的
支

援
1
4
/
2
1
）
。

タ
イ

プ
A

行
動

及
び

敵
意

に
関

す
る

結
果

は
、

ば
ら

つ
き

が
あ

っ
た

。

-
K
u
pe

r 
H

, 
e
t 

al

S
ys

te
m

at
ic

 r
e
vi

e
w

 o
f

pr
o
sp

e
c
ti
ve

 c
o
h
o
rt

 s
tu

di
e
s 

o
f

ps
yc

h
o
so

c
ia

l 
fa

c
to

rs
 i
n
 t

h
e

e
ti
o
lo

gy
 a

n
d 

pr
o
gn

o
si

s 
o
f

c
o
ro

n
ar

y 
h
e
ar

t 
di

se
as

e

S
e
m

in
ar

s 
in

V
as

c
u
la

r
M

e
di

c
in

e
. 
2
0
0
2
;

2
: 
2
6
7
-
3
1
4

1
4

J
o
b 

st
ra

in
モ

デ
ル

、
努

力
-
報

酬
モ

デ
ル

、
o
rg

an
iz

at
io

n
al

in
ju

st
ic

e
（
組

織
的

公
正

）
モ

デ
ル

に
よ

っ
て

測
定

さ
れ

た
職

場
ス

ト
レ

ス

-
-

冠
動

脈
性

心
疾

患
（
C

H
D

）
、

心
臓

循
環

系
疾

患
死

M
E
D

L
IN

E
の

検
索

に
よ

り
、

職
場

ス
ト

レ
ス

と
冠

動
脈

性
心

疾
患

（
C

H
D

）
、

心
臓

循
環

系
疾

患
死

と
の

関
係

を
解

析
し

た
前

向
き

コ
ホ

ー
ト

研
究

1
4
例

メ
タ

ア
ナ

リ
シ

ス
-

J
o
b 

st
ra

in
（
要

求
度

高
く
裁

量
度

低
い

状
態

）
モ

デ
ル

に
基

づ
く

8
3
,0

1
4
人

の
デ

ー
タ

に
よ

れ
ば

、
高

度
J
o
b 

st
ra

in
群

は
低

度
J
o
b

st
ra

in
群

に
比

べ
C

H
D

の
相

対
危

険
度

は
1
.4

3
（
9
5
%
C

I: 
1
.1

5
-
1
.8

4
）

で
あ

っ
た

が
、

危
険

因
子

調
整

後
は

1
.1

6
（
9
5
%
C

I: 
0
.9

4
-
1
.4

3
）
に

減
少

し
た

。
努

力
-
報

酬
モ

デ
ル

に
基

づ
く
1
1
,5

2
8
人

の
デ

ー
タ

に
よ

れ
ば

、
高

努
力

低
報

酬
群

の
相

対
危

険
度

は
1
.5

8
、

9
5
%
C

I: 
0
.8

4
-

2
.9

7
）
で

あ
り

、
危

険
因

子
調

整
後

も
変

化
は

な
か

っ
た

。
O

rg
an

iz
at

io
n
al

 i
n
ju

st
ic

e
（
組

織
的

公
正

）
モ

デ
ル

に
よ

る
7
,2

4
6
人

の
デ

ー
タ

に
よ

れ
ば

、
相

対
危

険
度

は
1
.6

2
（
9
5
%
C

I: 
1
.2

4
-
2
.1

3
）
で

あ
っ

た
。

こ
れ

ら
の

結
果

か
ら

、
職

場
ス

ト
レ

ス
は

C
H

D
の

リ
ス

ク
を

平
均

5
0
%
増

加
さ

せ
る

。

取
り

上
げ

た
3
つ

の
モ

デ
ル

の
中

で
は

、
組

織
的

公
正

モ
デ

ル
あ

り

K
iv

im
äk

i 
M

, 
e
t

al

W
o
rk

 s
tr

e
ss

 i
n
 t

h
e
 a

e
ti
o
lo

gy
 o

f
c
o
ro

n
ar

y 
h
e
ar

t 
di

se
as

e
 –

 a
m

e
ta

-
an

al
ys

is

S
c
an

d 
J
 W

o
rk

E
n
vi

ro
n
 H

e
al

th
.

2
0
0
6
; 
3
2
 :
4
3
1
-

4
4
2

1
5

職
場

ス
ト

レ
ス

（
特

に
努

力
-
報

酬
不

均
衡

が
大

き
く
、

高
度

J
o
b

st
ra

in
の

業
務

）

対
象

者
の

仕
事

要
求

度
等

に
関

す
る

認
識

1
9
9
2
年

か
ら

1
9
9
4
年

心
筋

梗
塞

ス
ト

ッ
ク

ホ
ル

ム
在

住
の

心
筋

梗
塞

を
発

症
し

た
9
5
1
人

（
男

性
7
1
0
人

、
女

性
2
4
1

人
、

平
均

5
5
.8

歳
）
と

対
照

群
1
,1

4
7
人

（
男

性
8
3
8
人

、
女

性
3
0
9
人

、
平

均
5
5
.9

歳
）
を

対
象

症
例

対
照

研
究

モ
デ

ル
1
：
高

血
圧

、
総

コ
レ

ス
テ

ロ
ー

ル
、

糖
尿

病
歴

、
C

H
D

の
家

族
歴

モ
デ

ル
2
：
喫

煙
歴

、
身

体
運

動
不

足
、

B
M

I

多
変

量
ロ

ジ
ス

テ
ィ

ッ
ク

回
帰

分
析

の
結

果
、

両
モ

デ
ル

と
も

ス
ト

レ
ス

と
心

筋
梗

塞
と

の
関

連
が

認
め

ら
れ

た
が

、
男

性
で

は
外

面
的

な
要

 
因

、
女

性
で

は
内

面
的

な
要

因
が

よ
り

影
響

し
て

い
た

。
モ

デ
ル

を
組

み
合

わ
せ

、
努

力
-
報

酬
不

均
衡

が
大

き
く
、

高
度

J
o
b 

st
ra

in
群

に
着

目
し

た
と

こ
ろ

、
男

性
、

女
性

の
心

筋
梗

塞
の

O
R

は
そ

れ
ぞ

れ
2
.0

2
（
9
5
%
C

I: 
1
.3

4
-
3
.0

7
）
、

2
.1

9
（
9
5
%
C

I: 
1
.1

1
-
4
.2

8
）
で

あ
っ

た
。

あ
り

（
特

に
努

力
-

報
酬

不
均

衡
が

大
き

く
、

高
度

J
o
b

st
ra

in
の

業
務

）

P
e
te

r 
R

, 
e
t 

al

P
sy

c
h
o
so

c
ia

l 
w

o
rk

 e
n
vi

ro
n
m

e
n
t

an
d 

m
yo

c
ar

di
al

 i
n
fa

rc
ti
o
n
:

Im
pr

o
vi

n
g 

ri
sk

 e
st

im
at

io
n
 b

y
c
o
m

bi
n
in

g 
tw

o
 c

o
m

pl
e
m

e
n
ta

ry
jo

b 
st

re
ss

 m
o
de

ls
 i
n
 t

h
e
 S

H
E
E
P

st
u
dy

J
 E

pi
de

m
C

o
m

m
u
n
it
y

H
e
al

th
. 
2
0
0
2
;

5
6
: 
2
9
4
-
3
0
0

1
6

職
場

ス
ト

レ
ス

（
要

求
度

高
く
、

裁
量

度
低

い
）
、

努
力

-
報

酬
不

均
衡

（
低

い
給

料
、

社
会

的
承

認
の

欠
如

、
努

力
に

対
し

て
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

の
機

会
が

少
な

い
）

-
1
9
7
3
年

か
ら

平
均

2
5
年

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
心

血
管

疾
患

（
C

V
D

）
フ

ィ
ン

ラ
ン

ド
の

金
属

工
場

勤
務

者
8
1
2
人

（
男

性
5
4
5
人

、
女

性
2
6
7
人

）
を

対
象

コ
ホ

ー
ト

研
究

性
別

、
年

齢
、

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

時
の

生
物

学
的

要
因

性
別

・
年

齢
調

整
モ

デ
ル

で
は

、
高

度
J
o
b 

st
ra

in
（
仕

事
要

求
度

が
高

く
、

仕
事

裁
量

度
が

低
い

）
群

で
は

、
低

い
群

と
比

較
し

て
心

疾
患

死
の

リ
ス

ク
が

約
2
倍

高
か

っ
た

（
H

R
 2

.2
、

9
5
%
C

I: 
1
.2

-
4
.2

）
。

ま
た

努
力

-
報

酬
不

均
衡

が
高

い
群

の
心

疾
患

死
の

リ
ス

ク
も

有
意

に
高

か
っ

た
（
H

R
 2

.4
、

9
5
%
C

I: 
1
.3

-
4
.4

）
。

こ
れ

ら
の

リ
ス

ク
増

加
は

、
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
時

の
生

物
学

的
要

因
に

つ
い

て
調

整
を

行
っ

た
後

も
有

意
で

あ
っ

た
。

高
度

J
o
b
 s

tr
ai

n
の

群
、

努
力

-
報

酬
不

均
衡

が
高

い
群

あ
り

K
iv

im
äk

i 
M

, 
e
t

al

W
o
rk

 s
tr

e
ss

 a
n
d 

ri
sk

 o
f

c
ar

di
o
va

sc
u
la

r 
m

o
rt

al
it
y:

pr
o
sp

e
c
ti
ve

 c
o
h
o
rt

 s
tu

dy
 o

f
in

du
st

ri
al

 e
m

pl
o
ye

e
s

B
M

J
. 
2
0
0
2
; 
3
2
5
:

8
5
7

1
7

J
o
b 

st
ra

in
、

努
力

-
報

酬
不

均
衡

、
危

険
回

避
の

た
め

の
緊

張
を

伴
う

仕
事

、
長

時
間

労
働

-
-

心
血

管
疾

患
（
C

V
D

）
職

場
ス

ト
レ

ス
と

心
血

管
疾

患
（
C

V
D

）
の

レ
ビ

ュ
ー

（
過

去
2
0
年

間
）

文
献

レ
ビ

ュ
ー

-
研

究
結

果
か

ら
は

、
J
o
b 

st
ra

in
（
要

求
度

が
高

く
裁

量
度

が
低

い
状

態
）
、

努
力

-
報

酬
不

均
衡

、
危

険
回

避
の

た
め

の
緊

張
を

伴
う

仕
事

、
長

時
間

労
働

が
危

険
因

子
と

な
る

こ
と

が
示

さ
れ

て
い

る
。

高
度

J
o
b
 s

tr
ai

n
、

努
力

-
報

酬
不

均
衡

、
危

険
回

避
の

た
め

の
緊

張
を

伴
う

仕
事

、
長

時
間

労
働

あ
り

T
e
n
n
an

t 
C

W
o
rk

 s
tr

e
ss

 a
n
d 

c
o
ro

n
ar

y 
h
e
ar

t
di

se
as

e

J C
ar

di
o
va

sc
u
la

r
R

is
k.

 2
0
0
0
; 
7
:

2
7
3
-
2
7
6

1
8

男
性

に
お

い
て

、
高

度
仕

事
要

求
度

、
社

会
的

支
援

の
欠

如
、

is
o
-

st
ra

in

-
-

冠
動

脈
性

心
疾

患
（
C

H
D

）

職
場

関
連

心
理

社
会

的
要

因
と

冠
動

脈
性

心
疾

患
（
C

H
D

）
の

関
係

に
つ

い
て

調
査

し
た

3
3
文

献
（
男

性
を

対
象

と
し

た
解

析
5
1

件
、

女
性

を
対

象
と

し
た

解
析

1
8
件

、
男

性
女

性
両

方
を

対
象

と
し

た
解

析
8
件

）

シ
ス

テ
マ

テ
ィ

ッ
ク

レ
ビ

ュ
ー

-

男
性

に
お

い
て

は
、

高
い

仕
事

要
求

度
、

社
会

的
支

援
の

欠
如

、
is

o
-

st
ra

in
（
要

求
度

高
く
、

裁
量

度
低

く
、

か
つ

社
会

的
支

援
が

低
い

状
態

）
が

C
H

D
の

危
険

因
子

で
あ

る
こ

と
が

明
ら

か
と

な
っ

た
。

J
o
b

st
ra

in
（
要

求
度

が
高

く
裁

量
度

が
低

い
状

態
）
は

C
H

D
の

危
険

因
子

で
あ

る
が

、
近

年
の

研
究

で
は

仕
事

要
求

度
が

よ
り

重
要

な
リ

ス
ク

で
あ

る
こ

と
を

示
し

て
い

る
。

男
性

に
お

い
て

、
努

力
-
報

酬
不

均
衡

、
in

ju
st

ic
e
、

職
場

の
不

安
定

さ
、

長
時

間
労

働
と

い
う

要
因

が
危

険
因

子
か

ど
う

か
に

つ
い

て
は

、
証

拠
が

不
十

分
で

あ
る

。
女

性
に

お
い

て
は

、
C

H
D

の
発

症
と

要
因

間
の

関
係

を
考

察
す

る
た

め
の

デ
ー

タ
が

不
十

分
で

あ
る

。

要
求

度
高

く
、

裁
量

度
低

く
、

か
つ

社
会

的
支

援
が

低
い

状
態

あ
り

E
lle

r 
N

H
, 
e
t 

al

W
o
rk

-
re

la
te

d 
ps

yc
h
o
so

c
ia

l
fa

c
to

rs
 a

n
d 

th
e
 d

e
ve

lo
pm

e
n
t 

o
f

is
c
h
e
m

ic
 h

e
ar

t 
di

se
as

e
: 
A

sy
st

e
m

at
ic

 r
e
vi

e
w

C
ar

di
o
l 
R

e
v.

2
0
0
9
; 
1
7
: 
8
3
-
9
7

14
0

-446-



６
　

心
理

的
負

荷
を

伴
う

業
務

と
脳

・
心

臓
疾

患
の

発
症

等
に

関
す

る
文

献
　

（
１

）
疫

学
調

査
（
6
0
文

献
）

負
荷

要
因

調
査

期
間

（
発

症
前

）
観

察
期

間
疾

病
調

査
対

象
調

査
方

法
調

整
因

子
結

果
有

意
性

著
者

名
タ

イ
ト

ル
書

誌
情

報

1
9

仕
事

の
不

安
定

性 仕
事

へ
の

不
満

高
度

要
求

度

-
1
3
年

間
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
虚

血
性

心
疾

患
（
IH

D
）

コ
ペ

ン
ハ

ー
ゲ

ン
の

労
働

者
1
,1

4
6
人

（
男

性
5
5
1
人

、
女

性
5
9
5
人

）
を

対
象

コ
ホ

ー
ト

研
究

-

J
o
b 

st
ra

in
と

IH
D

と
の

関
係

を
調

べ
た

と
こ

ろ
、

要
求

度
も

裁
量

度
も

IH
D

と
の

有
意

な
関

連
は

見
ら

れ
な

か
っ

た
。

モ
デ

ル
の

要
素

別
に

見
る

と
、

IH
D

と
関

連
し

て
い

た
の

は
男

性
で

は
仕

事
の

不
安

定
性

（
O

R
2
.7

、
9
5
%
C

I: 
1
.1

-
5
.6

）
、

女
性

で
は

仕
事

へ
の

不
満

（
O

R
 3

.0
、

9
5
%
C

I: 
1
.2

-
7
.6

）
で

あ
り

、
IH

D
の

予
測

に
利

用
可

能
と

考
え

ら
れ

た
。

5
0
歳

以
上

の
男

性
で

は
、

高
度

要
求

度
・
低

度
裁

量
度

群
（
O

R
 3

.5
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

-
1
0
.5

）
、

高
度

要
求

度
・
高

度
裁

量
度

群
（
O

R
 3

.2
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

-
9
.5

）
で

も
IH

D
と

の
関

連
が

認
め

ら
れ

た
。

【
男

性
】

仕
事

の
不

安
定

性
あ

り
、

5
0
歳

以
上

男
性

の
高

度
要

求
度

（
高

度
裁

量
度

・
低

度
裁

量
度

）
群

あ
り

【
女

性
】

仕
事

へ
の

不
満

あ
り

N
e
tt

e
rs

tr
ø
m

 B
,

e
t 

al

Is
 t

h
e
 d

e
m

an
d-

c
o
n
tr

o
l 
m

o
de

l
st

ill
 a

 u
se

fu
ll 

to
o
l 
to

 a
ss

e
ss

w
o
rk

-
re

la
te

d 
ps

yc
h
o
so

c
ia

l 
ri
sk

fo
r 

is
c
h
e
m

ic
 h

e
ar

t 
di

se
as

e
?

R
e
su

lt
s 

fr
o
m

 1
4
 y

e
ar

 f
o
llo

w
 u

p
in

 t
h
e
 C

o
pe

n
h
ag

e
n
 C

it
y 

H
e
ar

t
st

u
dy

In
t 

J
 O

c
c
u
p

M
e
d 

E
n
vi

ro
n

H
e
al

th
. 
2
0
1
0
;

2
3
: 
2
1
7
-
2
2
4

2
0

J
o
b 

st
ra

in
-

8
.5

年
間

の
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

心
疾

患
ス

ト
ッ

ク
ホ

ル
ム

で
初

発
心

筋
梗

塞
（
M

I）
後

に
職

場
復

帰
し

た
労

働
者

6
7
4
人

（
男

性
5
3
2
人

、
女

性
1
4
2
人

、
4
5
-
6
5
歳

）
を

対
象

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究

年
齢

、
性

別
、

教
育

歴
、

職
業

、
配

偶
者

の
有

無
、

残
業

時
間

、
交

替
制

勤
務

、
家

事
の

有
無

J
o
b 

st
ra

in
が

最
も

高
い

群
は

、
最

も
低

い
群

に
比

べ
、

心
臓

死
又

は
非

致
死

的
M

Iの
リ

ス
ク

比
が

高
か

っ
た

。
J
o
b 

st
ra

in
が

高
い

群
は

、
心

臓
死

又
は

非
致

命
的

M
I（

H
R

 1
.7

3
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

6
-
2
.8

3
）
、

心
不

全
（
H

R
 2

.8
1
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

6
-
6
.8

2
）
、

全
死

因
（
H

R
 1

.6
5
、

9
5
%
C

I:
0
.9

1
-
2
.9

8
）
の

リ
ス

ク
が

有
意

に
高

か
っ

た
。

J
o
b
 s

tr
ai

n
が

高
い

群
あ

り
K
D

 L
as

zl
o
, 
e
t 

al

J
o
b 

st
ra

in
 p

re
di

c
ts

 r
e
c
u
rr

e
n
t

e
ve

n
ts

 a
ft

e
r 

a 
fi
rs

t 
ac

u
te

m
yo

c
ar

di
al

 i
n
fa

rc
ti
o
n
: 
T
h
e

S
to

c
kh

o
lm

 H
e
ar

t 
E
pi

de
m

io
lo

gy
P
ro

gr
am

J
 I
n
te

rn
al

M
e
di

c
in

e
. 
2
0
1
0
;

2
6
7
; 
5
9
9
-
6
1
1

2
1

J
o
b 

st
ra

in
（
日

本
版

カ
ラ

セ
ッ

ク
J
C

Q
に

基
づ

い
て

測
定

）

-
-

動
脈

硬
化

症
日

本
の

化
学

物
質

へ
の

ば
く
露

歴
の

な
い

工
場

勤
務

者
（
男

性
3
5
2
人

）
を

対
象

横
断

研
究

-

J
o
b 

st
ra

in
別

の
解

析
の

結
果

、
高

度
J
o
b 

st
ra

in
群

で
は

、
h
yp

e
ri
n
te

n
se

 s
po

tの
有

病
率

増
加

（
O

R
 3

.5
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

4
-

5
.6

3
）
、

脈
波

伝
播

速
度

の
上

昇
（
3
.5

%
、

9
5
%
C

I: 
0
.0

-
6
.9

）
が

見
ら

れ
た

。

高
度

J
o
b
 s

tr
ai

n
群

あ
り

（
h
yp

e
ri
n
te

n
se

sp
o
tの

有
病

率
、

脈
波

伝
播

速
度

の
上

昇
）

M
ic

h
ik

aw
a 

T
, 
e
t

al

J
o
b 

st
ra

in
 a

n
d 

ar
te

ri
o
sc

le
ro

si
s

in
 t

h
re

e
 d

if
fe

re
n
t 

ty
pe

s 
o
f

ar
te

ri
e
s 

am
o
n
g 

m
al

e

S
c
an

d 
J
 W

o
rk

E
n
vi

ro
n
 H

e
al

th
.

2
0
0
8
; 
3
4
: 
4
8
-
5
4

2
2

J
o
b 

st
ra

in
（
要

求
度

高
く
裁

量
度

低
い

状
態

）
-

平
均

1
2
年

間
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
冠

動
脈

性
心

疾
患

（
C

H
D

）
ロ

ン
ド

ン
の

公
務

員
1
0
,3

0
8
人

（
男

性
3
,4

1
3

人
、

女
性

6
,8

9
5
人

、
3
5
-
5
5
歳

）
を

対
象

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究

年
齢

、
性

別
、

雇
用

等
級

、
喫

煙
歴

、
総

コ
レ

ス
テ

ロ
ー

ル
値

、
高

血
圧

慢
性

J
o
b 

st
ra

in
は

C
H

D
と

関
連

が
あ

り
、

特
に

5
0
歳

以
下

の
労

働
者

で
は

発
症

リ
ス

ク
が

有
意

に
高

く
な

っ
た

（
H

R
 1

.6
8
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

7
-

2
.4

2
）
。

職
場

ス
ト

レ
ス

と
身

体
活

動
度

低
下

、
粗

末
食

事
、

メ
タ

ボ
リ

ッ
ク

症
候

群
、

心
拍

変
動

と
の

間
に

も
同

様
の

関
連

が
認

め
ら

れ
た

。
横

断
的

に
職

場
ス

ト
レ

ス
は

起
床

時
の

コ
ル

チ
ゾ

ー
ル

の
上

昇
と

関
連

し
て

い
た

。
職

場
ス

ト
レ

ス
が

C
H

D
に

与
え

る
影

響
は

、
生

活
習

慣
の

変
化

と
内

分
泌

学
的

ス
ト

レ
ス

経
路

の
両

方
が

関
係

し
て

い
る

。

5
0
歳

以
下

で
慢

性
J
o
b
 s

tr
ai

n
あ

り
C

h
an

do
la

 T
, 
e
t

al

W
o
rk

 s
tr

e
ss

 a
n
d 

c
o
ro

n
ar

y 
h
e
ar

t
di

se
as

e
: 
W

h
at

 a
re

 t
h
e

m
e
c
h
an

is
m

s?

E
u
r 

H
e
ar

t 
J
.

2
0
0
8
; 
2
9
: 
6
4
0
-

6
4
8

2
3

職
場

ス
ト

レ
ス

（
高

度
心

理
的

要
求

、
高

度
要

求
度

＋
低

度
裁

量
度

に
よ

る
J
o
b

st
ra

in
）

-
1
9
9
3
-
1
9
9
6
年

か
ら

4
4
か

月
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

心
疾

患
ヨ

ー
ロ

ッ
パ

4
か

国
に

お
け

る
男

性
労

働
者

2
1
,1

1
1
人

を
対

象
コ

ホ
ー

ト
研

究
年

齢
、

標
準

的
心

疾
患

危
険

因
子

高
い

心
理

的
要

求
群

は
、

低
い

心
理

的
要

求
群

に
比

べ
て

、
心

疾
患

リ
ス

ク
が

有
意

に
高

く
な

っ
た

（
年

齢
調

節
済

み
H

R
 1

.4
6
、

9
5
%
C

I:
1
.0

8
-
1
.9

7
、

年
齢

及
び

標
準

的
心

疾
患

危
険

因
子

調
整

済
み

H
R

1
.4

6
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

8
-
1
.9

7
）
。

ま
た

ス
ト

レ
ス

群
（
高

度
要

求
度

＋
低

度
裁

量
度

）
は

、
リ

ラ
ッ

ク
ス

群
（
低

度
要

求
度

＋
高

度
裁

量
度

）
に

比
べ

て
、

心
疾

患
リ

ス
ク

が
有

意
に

高
く
な

っ
た

（
年

齢
調

節
済

み
H

R
1
.5

3
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

-
2
.3

5
、

年
齢

及
び

標
準

的
心

疾
患

危
険

因
子

調
整

済
み

H
R

 1
.4

6
、

9
5
%
C

I: 
0
.9

6
-
2
.2

5
）
。

高
い

心
理

的
要

求
群

、
ス

ト
レ

ス
群

あ
り

K
o
rn

it
ze

r 
M

, 
e
t

al

J
o
b 

st
re

ss
 a

n
d 

m
aj

o
r 

c
o
ro

n
ar

y
e
ve

n
ts

: 
R

e
su

lt
s 

fr
o
m

 t
h
e
 j
o
b

st
re

ss
, 
ab

se
n
te

e
is

m
 a

n
d

c
o
ro

n
ar

y 
h
e
ar

t 
di

se
as

e
 i
n

E
u
ro

pe
 s

tu
dy

E
u
r 

J
C

ar
di

o
va

sc
P
re

v 
R

e
h
ab

il.
2
0
0
6
; 
1
3
: 
6
9
5
-

7
0
4

2
4

J
o
b 

st
ra

in
（
要

求
度

が
高

く
裁

量
度

が
低

い
状

態
）

-
-

心
血

管
疾

患
（
C

V
D

）

1
9
6
6
～

2
0
0
2
年

に
か

け
て

文
献

検
索

を
行

っ
た

、
J
o
b 

st
ra

in
（
要

求
度

が
高

く
裁

量
度

が
低

い
状

態
）
と

心
血

管
疾

患
（
C

V
D

）
に

関
す

る
3
5
文

献

シ
ス

テ
マ

テ
ィ

ッ
ク

レ
ビ

ュ
ー

-

1
7
件

の
縦

断
研

究
で

、
最

も
高

い
内

部
妥

当
性

が
見

ら
れ

た
。

2
件

を
除

く
す

べ
て

の
研

究
で

、
帰

無
仮

説
へ

の
バ

イ
ア

ス
が

見
ら

れ
た

。
8

件
の

研
究

で
有

意
な

正
の

関
連

が
見

ら
れ

た
。

9
件

の
症

例
対

照
研

究
の

う
ち

6
件

で
有

意
な

正
の

関
連

が
見

ら
れ

た
。

想
起

バ
イ

ア
ス

に
よ

る
過

大
評

価
は

最
小

限
で

あ
っ

た
。

8
件

の
横

断
研

究
の

う
ち

4
件

で
、

有
意

な
正

の
関

連
が

見
ら

れ
た

。
男

性
で

は
一

貫
し

て
、

強
い

J
o
b 

st
ra

in
と

C
V

D
の

関
係

が
見

ら
れ

た
。

女
性

で
は

、
関

係
性

は
一

貫
し

て
い

な
か

っ
た

。
そ

の
他

の
生

物
学

的
要

因
も

、
J
o
b 

st
ra

in
と

C
V

D
の

関
係

を
裏

付
け

て
い

た
。

J
o
b
 s

tr
ai

n
（
要

求
度

が
高

く
裁

量
度

が
低

い
状

態
）
あ

り
B

e
lk

ic
 K

L
, 
e
t 

al
Is

 j
o
b 

st
ra

in
 a

 m
aj

o
r 

so
u
rc

e
 o

f
c
ar

di
o
va

sc
u
la

r 
di

se
as

e
 r

is
k?

S
c
an

d 
J
 W

o
rk

E
n
vi

ro
n
 H

e
al

th
.

2
0
0
4
; 
3
0
: 
8
5
-

1
2
8

2
5

心
理

社
会

的
職

場
ス

ト
レ

ス
-

-
心

疾
患

心
疾

患
と

心
理

社
会

的
職

場
環

境
の

関
係

に
つ

い
て

の
文

献
レ

ビ
ュ

ー
文

献
レ

ビ
ュ

ー
-

J
o
b 

st
ra

in
 モ

デ
ル

に
よ

る
反

復
多

変
量

解
析

の
O

R
は

、
1
.2

-
5
.0

で
あ

り
、

努
力

-
報

酬
不

均
衡

モ
デ

ル
を

用
い

た
解

析
で

は
、

1
.5

-
6
.1

で
あ

っ
た

。
ま

た
交

替
制

勤
務

と
い

っ
た

従
来

の
職

業
上

ス
ト

レ
ス

要
因

は
、

努
力

-
報

酬
不

均
衡

に
仲

介
さ

れ
て

、
心

疾
患

の
発

症
に

結
び

つ
く
こ

と
が

複
数

の
研

究
で

示
さ

れ
て

い
る

。

J
o
b
 s

tr
ai

n
、

努
力

報
酬

不
均

衡
あ

り
P
e
te

r 
R

 &
S
ie

gr
is

t 
J

P
sy

c
h
o
so

c
ia

l 
w

o
rk

 e
n
vi

ro
n
m

e
n
t

an
d 

th
e
 r

is
k 

o
f 

c
o
ro

n
ar

y 
h
e
ar

t
di

se
as

e

In
t 

A
rc

h
 O

c
c
u
p

E
n
vi

ro
n
 H

e
al

th
.

2
0
0
0
; 
7
3
: 
S
4
1
-

S
4
5

2
6

職
場

で
の

心
理

社
会

的
ス

ト
レ

ス
-

-
心

疾
患

2
0
コ

ホ
ー

ト
に

つ
い

て
4
0
解

析
を

行
っ

て
い

る
2
6
文

献
を

対
象

シ
ス

テ
マ

テ
ィ

ッ
ク

レ
ビ

ュ
ー

-

2
0
コ

ホ
ー

ト
の

う
ち

1
3
コ

ホ
ー

ト
で

、
職

場
ス

ト
レ

ス
に

よ
る

有
意

な
心

疾
患

の
リ

ス
ク

増
加

が
見

ら
れ

た
。

上
記

の
有

意
な

関
連

は
、

J
o
b

st
ra

in
モ

デ
ル

を
用

い
た

1
3
コ

ホ
ー

ト
中

7
コ

ホ
ー

ト
、

努
力

-
報

酬
不

均
衡

モ
デ

ル
を

用
い

た
3
コ

ホ
ー

ト
す

べ
て

、
そ

の
他

の
モ

デ
ル

を
用

い
た

6
コ

ホ
ー

ト
中

3
コ

ホ
ー

ト
で

見
ら

れ
た

。
有

意
な

関
連

の
多

く
は

、
男

性
の

み
を

対
象

に
し

た
研

究
か

ら
得

ら
れ

た
。

職
場

ス
ト

レ
ス

と
心

血
管

疾
患

の
関

係
は

、
女

性
に

お
い

て
は

不
明

確
で

あ
っ

た
。

職
場

ス
ト

レ
ス

と
心

血
管

疾
患

の
関

係
は

、
5
5
歳

以
上

に
お

い
て

は
弱

か
っ

た
。

職
場

ス
ト

レ
ス

（
J
o
b

st
ra

in
、

努
力

報
酬

不
均

衡
、

そ
の

他
）

あ
り

（
2
0
コ

ホ
ー

ト
中

1
3
コ

ホ
ー

ト
で

有
意

）
女

性
で

は
関

係
不

明
確

、
5
5
歳

以
上

は
関

係
弱

い

B
ac

ke
 E

M
 ,
e
t 

al

T
h
e
 r

o
le

 o
f 

ps
yc

h
o
so

c
ia

l 
st

re
ss

at
 w

o
rk

 f
o
r 

th
e
 d

e
ve

lo
pm

e
n
t 

o
f

c
ar

di
o
va

sc
u
la

r 
di

se
as

e
s:

 a
sy

st
e
m

at
ic

 r
e
vi

e
w

In
t 

A
rc

h
 O

c
c
u
p

E
n
vi

ro
n
 H

e
al

th
.

2
0
1
2
; 
8
5
: 
6
7
-
7
9

14
1

-447-



６
　

心
理

的
負

荷
を

伴
う

業
務

と
脳

・
心

臓
疾

患
の

発
症

等
に

関
す

る
文

献
　

（
１

）
疫

学
調

査
（
6
0
文

献
）

負
荷

要
因

調
査

期
間

（
発

症
前

）
観

察
期

間
疾

病
調

査
対

象
調

査
方

法
調

整
因

子
結

果
有

意
性

著
者

名
タ

イ
ト

ル
書

誌
情

報

2
7

裁
量

度
が

低
い

仕
事

２
～

５
年

間
（
2
0
0
2
-

2
0
0
5
年

に
J
o
b 

S
tr

ai
n

を
質

問
票

に
よ

り
測

定
）

2
0
0
2
-
2
0
0
7
年

虚
血

性
心

疾
患

（
IH

D
）

デ
ン

マ
ー

ク
の

公
務

員
1
8
,2

5
8
人

（
7
9
%
が

女
性

）
を

対
象

コ
ホ

ー
ト

研
究

性
別

、
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

開
始

時
の

年
齢

、
配

偶
者

の
有

無
、

1
5
歳

以
下

の
子

供
の

同
居

、
社

会
経

済
的

地
位

J
o
b 

st
ra

in
、

仕
事

の
満

足
度

と
も

に
、

IH
D

リ
ス

ク
と

は
関

連
が

見
ら

れ
な

か
っ

た
。

し
か

し
、

裁
量

度
が

低
い

仕
事

に
つ

い
て

い
た

群
は

、
IH

D
リ

ス
ク

が
高

ま
っ

た
（
H

R
 2

.0
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

-
3
.6

）
。

デ
ン

マ
ー

ク
の

公
務

員
（
主

に
女

性
）
に

お
い

て
は

、
高

度
J
o
b 

st
ra

in
及

び
仕

事
不

満
足

度
と

C
H

D
発

症
間

の
関

係
を

支
持

す
る

結
果

は
得

ら
れ

な
か

っ
た

。

裁
量

度
が

低
い

仕
事

あ
り

J
o
b
 s

tr
ai

n
、

仕
事

の
満

足
度

な
し

B
o
n
de

 J
P
, 
e
t 

al

J
o
b 

st
ra

in
 a

n
d 

is
c
h
e
m

ic
 h

e
ar

t
di

se
as

e
: 
A

 p
ro

sp
e
c
ti
ve

 s
tu

dy
u
si

n
g 

a 
n
e
w

 a
pp

ro
ac

h
 f

o
r

e
xp

o
su

re
 a

ss
e
ss

m
e
n
t

J
 O

c
c
u
p

E
n
vi

ro
n
 M

e
d.

2
0
0
9
; 
5
1
: 
7
3
2
-

7
3
8

2
8

外
在

的
努

力
（
仕

事
の

要
求

度
、

責
任

、
義

務
等

へ
の

対
処

）
レ

ベ
ル

の
高

い
業

務
労

働
者

の
オ

ー
バ

ー
コ

ミ
ッ

ト
メ

ン
ト

発
症

前
の

仕
事

上
の

ス
ト

レ
ス

を
面

接
に

よ
り

調
査

2
0
0
5
-
2
0
0
6
年

冠
動

脈
性

心
疾

患
（
C

H
D

）
虚

血
性

心
疾

患
の

疑
い

で
冠

動
脈

血
管

造
影

を
行

っ
た

中
国

人
3
8
8
人

（
3
0
-
7
0
歳

）
を

対
象

症
例

対
照

研
究

-

冠
動

脈
造

影
の

結
果

、
C

H
D

と
診

断
さ

れ
た

2
9
2
人

（
症

例
群

）
、

診
断

さ
れ

な
か

っ
た

9
2
人

（
対

照
群

）
に

つ
い

て
、

性
別

、
年

齢
で

調
整

し
た

上
で

高
血

圧
等

そ
の

他
の

危
険

因
子

を
投

入
し

、
努

力
-
報

酬
不

均
衡

の
質

問
票

の
回

答
を

分
析

し
た

と
こ

ろ
、

努
力

-
報

酬
不

均
衡

、
外

在
的

努
力

、
オ

ー
バ

ー
コ

ミ
ッ

ト
メ

ン
ト

（
O

V
C

）
の

度
合

い
は

C
H

D
と

有
意

な
関

連
が

あ
っ

た
。

低
ス

ト
レ

ス
群

と
比

較
し

た
調

整
済

み
O

R
は

、
外

的
努

力
で

中
程

度
ス

ト
レ

ス
群

が
2
.4

（
9
5
%
C

I: 
1
.3

-
4
7
.6

）
、

高
ス

ト
レ

ス
群

が
2
.7

（
9
5
%
C

I: 
1
.4

-
5
.3

）
、

O
V

C
で

中
程

度
ス

ト
レ

ス
群

が
1
.8

（
9
5
%
C

I: 
0
.9

-
3
.5

）
、

高
ス

ト
レ

ス
群

が
2
.8

（
9
5
%
C

I: 
1
.4

-
5
.3

）
で

あ
っ

た
。

努
力

-
報

酬
不

均
衡

、
O

V
C

の
両

方
が

高
度

の
群

で
は

低
度

の
群

と
比

較
し

C
H

D
の

リ
ス

ク
が

さ
ら

に
増

加
し

た
（
O

R
 5

.5
、

9
5
%
C

I: 
2
.2

-
1
3
.4

）
。

一
方

、
仕

事
に

よ
る

報
酬

が
高

い
場

合
、

低
い

場
合

に
比

べ
て

C
H

D
の

O
R

は
0
.4

低
下

し
た

。

高
ス

ト
レ

ス
群

（
努

力
-
報

酬
不

均
衡

、
外

在
的

努
力

、
オ

ー
バ

ー
コ

ミ
ッ

ト
メ

ン
ト

）
あ

り

X
u
 W

, 
 e

t 
al

仕
事

上
の

ス
ト

レ
ス

と
冠

動
脈

性
心

疾
患

　
中

国
人

に
お

け
る

症
例

対
照

研
究

(J
o
b 

S
tr

e
ss

 a
n
d 

C
o
ro

n
ar

y
H

e
ar

t 
D

is
e
as

e
: 
A

 C
as

e
-
c
o
n
tr

o
l

S
tu

dy
 u

si
n
g 

a 
C

h
in

e
se

P
o
pu

la
ti
o
n
)

J
 O

c
c
u
p

H
e
al

th
. 
2
0
0
9
;

5
1
: 
1
0
7
-
1
1
3

2
9

超
過

勤
務

仕
事

裁
量

度
の

低
さ

仕
事

に
よ

る
疲

労
高

度
の

肉
体

的
ス

ト
レ

ス

調
査

時
点

の
職

場
環

境
を

質
問

2
0
0
0
-
2
0
0
2
年

狭
心

症
（
A

P
）

フ
ィ

ン
ラ

ン
ド

（
ヘ

ル
シ

ン
キ

）
の

女
性

労
働

者
7
,0

9
3
人

（
4
0
-
6
0
歳

）
を

対
象

横
断

研
究

年
齢

、
生

活
習

慣
、

社
会

的
地

位
、

更
年

期
の

有
無

A
P
と

職
場

ス
ト

レ
ス

と
の

関
係

を
調

べ
た

と
こ

ろ
、

超
過

勤
務

（
O

R
1
.4

1
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

5
-
1
.8

8
）
、

仕
事

裁
量

度
の

低
さ

（
非

常
に

低
い

群
が

非
常

に
高

い
群

に
対

し
て

、
O

R
 2

.0
3
、

9
5
%
C

I: 
1
.5

-
2
.7

5
）
、

仕
事

に
よ

る
疲

労
（
疲

労
が

高
い

群
が

疲
労

が
な

い
群

に
対

し
て

、
O

R
2
.8

、
9
5
%
C

I: 
2
.0

8
-
3
.8

9
）
、

高
度

の
肉

体
的

ス
ト

レ
ス

（
ス

ト
レ

ス
が

高
い

群
が

低
い

群
に

対
し

て
、

O
R

 1
.6

6
、

9
5
%
C

I: 
1
.2

-
2
.2

）
が

A
P
と

有
意

に
関

連
し

て
い

た
。

一
方

、
生

活
習

慣
要

因
（
喫

煙
、

飲
酒

、
B

M
I）

、
社

会
経

済
的

地
位

、
更

年
期

は
A

P
と

の
関

連
が

な
か

っ
た

。

超
過

勤
務

、
仕

事
裁

量
度

の
低

さ
、

仕
事

に
よ

る
疲

労
、

高
度

の
肉

体
的

ス
ト

レ
ス

あ
り

L
al

lu
kk

a 
T
, 
e
t 

al

A
ss

o
c
ia

ti
o
n
s 

be
tw

e
e
n
 w

o
rk

in
g

c
o
n
di

ti
o
n
s 

an
d 

an
gi

n
a 

pe
c
to

ri
s

sy
m

pt
o
m

s 
am

o
n
g 

e
m

pl
o
ye

d
w

o
m

e
n

P
sy

c
h
o
so

m
M

e
d.

 2
0
0
6
; 
6
8
:

3
4
8
-
3
5
4

3
0

低
い

仕
事

裁
量

度

平
均

5
.3

年
間

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
（
２

回
測

定
）

平
均

5
.3

年
間

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
（
２

回
測

定
）

冠
動

脈
性

心
疾

患
ロ

ン
ド

ン
の

公
務

員
1
0
,3

0
8
人

コ
ホ

ー
ト

研
究

年
齢

、
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

期
間

新
規

冠
動

脈
性

心
疾

患
の

発
生

と
仕

事
要

求
度

（
男

性
O

R
 0

.9
7
、

9
5
%
C

I: 
0
.8

5
-
1
.1

2
、

女
性

O
R

 1
.1

7
、

9
5
%
C

I: 
0
.9

8
-
1
.4

1
）
、

職
場

で
の

社
会

的
支

援
（
男

性
O

R
 1

.1
1
、

9
5
%
C

I: 
0
.9

6
-
1
.2

8
、

女
性

O
R

1
.1

5
、

9
5
%
C

I: 
0
.9

5
-
1
.3

8
）
と

の
間

に
は

有
意

な
関

連
は

見
ら

れ
な

か
っ

た
。

新
規

冠
動

脈
性

心
疾

患
の

発
生

は
、

自
己

申
告

（
男

性
O

R
1
.5

5
、

9
5
%
C

I: 
1
.2

0
-
2
.0

1
、

女
性

O
R

 1
.7

4
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

5
-
2
.6

4
）
及

び
客

観
的

ア
セ

ス
メ

ン
ト

（
男

性
O

R
 1

.4
3
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

9
-
1
.8

8
、

女
性

O
R

 1
.7

3
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

4
-
2
.6

2
）
の

両
方

で
仕

事
裁

量
度

が
低

い
ほ

ど
、

有
意

に
増

加
す

る
傾

向
を

示
し

た
。

2
回

目
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

時
の

新
規

冠
動

脈
性

心
疾

患
の

発
生

率
は

、
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
時

に
仕

事
裁

量
度

が
低

い
群

で
は

O
R

1
.1

8
（
9
5
%
C

I: 
0
.9

5
-
1
.4

6
）
、

1
回

目
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

時
に

仕
事

裁
量

度
が

低
い

群
で

は
O

R
1
.1

6
（
9
5
%
C

I:
0
.9

4
-
1
.4

4
）
で

あ
っ

た
。

し
か

し
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
と

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
1
回

目
時

と
も

に
仕

事
裁

量
度

が
低

い
群

で
は

、
O

R
 1

.3
6
（
9
5
%
C

I: 
1
.1

5
-

1
.6

2
）
と

有
意

で
あ

っ
た

こ
と

か
ら

、
仕

事
裁

量
度

の
低

さ
は

累
積

効
果

が
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
。

仕
事

裁
量

度
の

低
さ

あ
り

仕
事

要
求

度
な

し
B

o
sm

a 
H

, 
e
t 

al

L
o
w

 j
o
b 

c
o
n
tr

o
l 
an

d 
ri
sk

 o
f

c
o
ro

n
ar

y 
h
e
ar

t 
di

se
as

e
 i
n

W
h
it
e
h
al

l 
Ⅱ

(p
ro

sp
e
c
ti
ve

c
o
h
o
rt

) 
st

u
dy

B
M

J
. 
1
9
9
7
; 
3
1
4
;

5
5
8
-
5
6
5

3
1

職
場

ス
ト

レ
ス

-
-

心
血

管
疾

患
（
C

V
D

）
職

場
ス

ト
レ

ス
を

含
む

心
理

社
会

的
要

因
が

心
血

管
疾

患
（
C

V
D

）
に

与
え

る
影

響
と

そ
の

メ
カ

ニ
ズ

ム
を

レ
ビ

ュ
ー

総
説

-

こ
れ

ま
で

の
研

究
か

ら
、

以
下

の
心

理
社

会
的

要
因

が
C

V
D

に
影

響
す

る
と

考
え

ら
れ

て
い

る
。

①
否

定
的

な
感

情
（
う

つ
、

怒
り

、
敵

意
、

不
安

）
、

②
慢

性
及

び
急

性
の

ス
ト

レ
ス

（
特

に
職

業
性

）
、

③
社

会
的

要
因

（
社

会
的

結
び

つ
き

、
社

会
的

支
援

、
社

会
的

あ
つ

れ
き

）

-
E
ve

rs
o
n
-
R

o
se

S
A

 &
 L

e
w

is
 T

T
P
sy

c
h
o
so

c
ia

l 
fa

c
to

rs
 a

n
d

c
ar

di
o
va

sc
u
la

r 
di

se
as

e
s

A
n
n
u
 R

e
v

P
u
bl

ic
 H

e
al

th
.

2
0
0
5
; 
2
6
: 
4
6
9
-

5
0
0

3
2

努
力

報
酬

不
均

衡
に

よ
る

職
場

ス
ト

レ
ス

オ
ー

バ
ー

コ
ミ

ッ
ト

メ
ン

ト

-
-

頸
動

脈
内

膜
中

膜
厚

（
C

IM
T
）

虚
血

性
心

疾
患

を
有

し
な

い
中

国
人

労
働

者
7
3
4
人

（
男

性
5
0
8
人

、
女

性
2
2
6
人

）
を

対
象

横
断

研
究

年
齢

、
高

血
圧

、
糖

尿
病

、
高

脂
血

症
、

B
M

I

女
性

に
お

い
て

、
以

下
の

努
力

-
報

酬
不

均
衡

主
要

指
標

と
C

IM
T
と

の
間

に
有

意
な

関
連

が
見

ら
れ

た
。

努
力

：
r2

=
0
.2

5
8
、

オ
ー

バ
ー

コ

ミ
ッ

ト
メ

ン
ト

：
r2

=
0
.2

6
1
、

努
力

-
報

酬
不

均
衡

：
r2

=
0
.2

7
4
。

報
酬

は
C

IM
T
と

負
の

関
連

が
見

ら
れ

、
報

酬
が

上
が

る
と

ス
ト

レ
ス

が
低

下
し

た
。

男
性

も
同

様
の

傾
向

で
あ

っ
た

が
、

交
絡

因
子

の
影

響
に

よ
り

、
有

意
な

関
連

は
見

ら
れ

な
か

っ
た

。

【
男

性
】

な
し

【
女

性
】

努
力

-
報

酬
不

均
衡

あ
り

X
u
 W

 e
t,
 a

l

中
国

人
労

働
者

に
お

け
る

職
業

性
ス

ト
レ

ス
お

よ
び

頸
動

脈
内

膜
中

膜
厚

度
(J

o
b 

S
tr

e
ss

 a
n
d 

C
ar

o
ti
d 

In
ti
m

a-
m

e
di

a 
T
h
ic

kn
e
ss

 i
n
 C

h
in

e
se

W
o
rk

e
rs

)

J
 O

c
c
u
p

H
e
al

th
. 
2
0
1
0
;

5
2
: 
2
5
7
-
2
6
2

14
2

-448-



６
　

心
理

的
負

荷
を

伴
う

業
務

と
脳

・
心

臓
疾

患
の

発
症

等
に

関
す

る
文

献
　

（
１

）
疫

学
調

査
（
6
0
文

献
）

負
荷

要
因

調
査

期
間

（
発

症
前

）
観

察
期

間
疾

病
調

査
対

象
調

査
方

法
調

整
因

子
結

果
有

意
性

著
者

名
タ

イ
ト

ル
書

誌
情

報

3
3

努
力

に
対

す
る

報
酬

の
低

比
率

1
1
年

間
（
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
時

に
測

定
）

平
均

1
1
年

間
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

冠
動

脈
性

心
疾

患
（
C

H
D

）
発

症
及

び
物

理
的

・
精

神
的

非
健

康
状

態

ロ
ン

ド
ン

の
国

家
公

務
員

1
0
,3

0
8
人

（
男

性
6
,8

9
5
人

、
女

性
3
,4

1
3
人

）
コ

ホ
ー

ト
研

究

年
齢

、
性

別
、

雇
用

グ
レ

ー
ド

レ
ベ

ル
（
給

与
ベ

ー
ス

で
6
グ

レ
ー

ド
）
、

そ
の

他
の

経
済

的
指

標
、

既
存

の
C

H
D

危
険

因
子

努
力

に
対

す
る

報
酬

の
低

比
率

は
、

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
期

間
に

お
い

て
す

べ
て

の
C

H
D

（
H

R
 1

.3
6
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

2
-
1
.6

5
）
、

C
H

D
に

よ
る

死
亡

・
非

致
死

的
心

筋
梗

塞
（
H

R
 1

.2
8
、

9
5
%
C

I: 
0
.8

9
-
1
.8

4
）
、

肉
体

的
な

非
健

康
状

態
（
O

R
 1

.4
7
、

9
5
%
C

I: 
1
.2

4
-
1
.7

4
）
、

精
神

的
な

非
健

康
状

態
（
O

R
 2

.2
4
、

9
5
%
C

I: 
1
.8

9
-
2
.6

5
）
を

発
症

す
る

リ
ス

ク
と

有
意

に
関

連
が

あ
っ

た
。

内
的

努
力

（
仕

事
の

後
も

仕
事

の
こ

と
が

頭
を

離
れ

な
い

）
が

高
い

こ
と

も
、

上
記

の
リ

ス
ク

を
有

意
に

高
め

る
要

因
で

あ
っ

た
。

努
力

に
対

す
る

報
酬

の
低

比
率

、
内

的
努

力
の

高
さ

あ
り

K
u
pe

r 
H

, 
e
t 

al

W
h
e
n
 r

e
c
ip

ro
c
it
y 

fa
ils

:
E
ff

o
rt

re
w

ar
d 

im
ba

la
n
c
e
 i
n

re
la

ti
o
n
 t

o
 c

o
ro

n
ar

y 
h
e
ar

t
di

se
as

e
 a

n
d 

h
e
al

th
 f

u
n
c
ti
o
n
in

g
w

it
h
in

 t
h
e
 W

h
it
e
h
al

l 
II
 s

tu
dy

O
c
c
u
p 

E
n
vi

ro
n

M
e
d.

 2
0
0
2
; 
5
9
:

7
7
7
-
7
8
4

3
4

努
力

-
報

酬
不

均
衡

が
高

い
労

働
低

報
酬

の
労

働

平
均

４
年

間 （
観

察
期

間
中

３
回

の
調

査
）

平
均

4
年

間
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
冠

動
脈

性
心

疾
患

（
C

H
D

）
の

再
発

カ
ナ

ダ
で

心
筋

梗
塞

を
発

症
し

た
後

、
職

場
復

帰
し

た
労

働
者

（
男

性
6
6
9
人

、
女

性
6
9

人
）
を

対
象

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究

年
齢

、
性

別
、

併
存

疾
患

、
血

栓
溶

解
、

推
奨

薬
の

数
、

労
働

体
制

の
要

因
、

社
会

的
支

援
、

無
感

情
症

、
業

務
上

ス
ト

レ
ス

報
酬

が
高

い
群

と
比

較
し

、
報

酬
が

低
い

群
は

C
H

D
を

再
発

す
る

リ
ス

ク
が

高
く
（
調

整
済

み
H

R
 1

.7
7
、

 9
5
%
C

I: 
1
.1

6
-
2
.7

1
）
、

男
女

別
で

は
特

に
女

性
で

こ
の

傾
向

が
強

か
っ

た
（
9
.5

3
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

5
-
7
8
.6

8
）
。

努
力

-
報

酬
不

均
衡

が
低

い
群

と
比

較
し

、
高

い
群

は
C

H
D

が
再

発
す

る
リ

ス
ク

が
高

く
（
1
.7

5
、

9
5
%
C

I: 
0
.9

9
-
3
.0

8
）
、

男
女

別
で

は
、

特
に

女
性

で
こ

の
傾

向
が

強
か

っ
た

（
3
.9

5
、

9
5
%
C

I: 
0
.9

3
-
1
6
.7

9
）
。

オ
ー

バ
ー

コ
ミ

ッ
ト

メ
ン

ト
と

C
H

D
再

発
と

の
間

に
は

関
連

が
見

ら
れ

な
か

っ
た

。

努
力

-
報

酬
不

均
衡

が
高

い
群

あ
り

A
bo

a-
É
bo

u
lé

 C
,

e
t 

al

E
ff

o
rt

-
re

w
ar

d 
im

ba
la

n
c
e
 a

t
w

o
rk

 a
n
d 

re
c
u
rr

e
n
t 

c
o
ro

n
ar

y
h
e
ar

t 
di

se
as

e
 e

ve
n
ts

: 
a 

4
-
ye

ar
pr

o
sp

e
c
ti
ve

 s
tu

dy
 o

f 
po

st
-

m
yo

c
ar

di
al

 i
n
fa

rc
ti
o
n
 p

at
ie

n
ts

P
sy

c
h
o
so

m
M

e
d.

 2
0
1
1
; 
7
3
:

4
3
6
-
4
4
7

3
5

職
場

ス
ト

レ
ス

1
8
か

月
の

追
跡

調
査

時
に

測
定

対
象

者
の

8
4
％

を
1
8
か

月
に

わ
た

り
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

し
た

（
男

性
2
4
9

人
、

女
性

2
1
8
人

）

初
期

ア
テ

ロ
ー

ム
性

動
脈

硬
化

症

公
益

事
業

会
社

に
勤

務
し

て
い

る
5
7
3
人

（
心

血
管

疾
患

の
身

体
症

状
の

な
い

4
0
-

6
0
歳

）
を

対
象

コ
ホ

ー
ト

研
究

年
齢

動
脈

病
変

保
持

率
は

、
男

性
の

高
ス

ト
レ

ス
群

（
上

位
4
分

の
1
）
で

は
3
6
%
、

低
ス

ト
レ

ス
群

（
下

位
4
分

の
1
）
で

は
2
1
%
で

あ
り

、
正

の
関

連
が

あ
っ

た
（
β

=
0
.8

2
9
±

0
.4

2
5
）
。

ま
た

男
性

で
は

、
高

ス
ト

レ
ス

群
で

は
、

低
ス

ト
レ

ス
群

に
比

べ
て

、
In

ti
m

a-
m

e
di

a 
th

ic
kn

e
ss

に
0
.0

4
8

±
0
.0

2
5
 m

m
の

増
加

が
見

ら
れ

た
。

男
性

高
ス

ト
レ

ス
群

あ
り

N
o
rd

st
ro

m
 C

K
,

e
t 

al
W

o
rk

-
re

la
te

d 
st

re
ss

 a
n
d 

e
ar

ly
at

h
e
ro

sc
le

ro
si

s

E
pi

de
m

io
lo

gy
.

2
0
0
1
; 
1
2
: 
1
8
0
-

1
8
5

3
6

短
時

間
睡

眠
精

神
安

定
剤

/
睡

眠
薬

の
服

用
（
職

場
ス

ト
レ

ス
の

影
響

は
充

分
な

睡
眠

に
よ

り
低

減
可

能
）

3
0
年

間
（
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
時

に
測

定
）

3
0
年

間
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
調

査
虚

血
性

心
疾

患
（
IH

D
）
及

び
全

死
因

コ
ペ

ン
ハ

ー
ゲ

ン
（
デ

ン
マ

ー
ク

）
で

男
性

5
,2

4
9
人

（
4
0
-
5
9
歳

）
を

対
象

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究

年
齢

、
B

M
I、

収
縮

期
血

圧
、

拡
張

期
血

圧
、

糖
尿

病
、

高
血

圧
、

最
大

酸
素

摂
取

量
（
V

m
2
M

ax
）
、

ア
ル

コ
ー

ル
摂

取
、

喫
煙

、
余

暇
の

身
体

活
動

、
社

会
的

地
位

短
時

間
睡

眠
者

（
6
時

間
未

満
）
は

、
睡

眠
時

間
が

中
程

度
（
6
-
7
時

間
）
の

群
に

比
べ

て
、

IH
D

に
よ

る
死

亡
率

が
高

か
っ

た
（
H

R
 1

.4
6
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

7
-
2
.0

0
）
が

、
全

死
因

死
亡

率
に

つ
い

て
は

有
意

で
は

な
か

っ
た

 （
H

R
 1

.2
0
、

9
5
%
C

I: 
0
.9

7
-
1
.4

9
）
。

職
場

や
余

暇
活

動
に

お
け

る
心

理
的

プ
レ

ッ
シ

ャ
ー

は
、

睡
眠

時
間

と
IH

D
に

よ
る

死
亡

率
と

の
関

係
に

有
意

な
影

響
は

与
え

な
か

っ
た

。
精

神
安

定
剤

/
睡

眠
薬

を
服

用
（
定

常
的

又
は

稀
に

服
用

）
す

る
短

時
間

睡
眠

者
は

、
使

用
頻

度
が

高
い

ほ
ど

IH
D

に
よ

る
死

亡
率

が
高

か
っ

た
（
低

頻
度

群
H

R
0
.9

4
、

9
5
%
C

I: 
0
.6

0
-
1
.4

8
、

中
頻

度
群

H
R

 2
.5

0
、

9
5
%
C

I: 
1
.3

1
-

4
.8

0
、

高
頻

度
群

H
R

 3
.0

3
、

9
5
%
C

I: 
1
.3

1
-
6
.9

5
1
）
。

短
時

間
睡

眠
あ

り
（
虚

血
性

心
疾

患
）

心
理

的
プ

レ
ッ

シ
ャ

ー
な

し

G
ar

de
 A

H
, 
e
t 

al

S
le

e
p 

du
ra

ti
o
n
 a

n
d 

is
c
h
e
m

ic
h
e
ar

t 
di

se
as

e
 a

n
d 

al
l-

c
au

se
m

o
rt

al
it
y:

 p
ro

sp
e
c
ti
ve

 c
o
h
o
rt

st
u
dy

 o
n
 e

ff
e
c
ts

 o
f

tr
an

qu
ili

ze
rs

/
 h

yp
n
o
ti
c
s 

an
d

pe
rc

e
iv

e
d 

st
re

ss

S
c
an

d 
J
 W

o
rk

E
n
vi

ro
n
 H

e
al

th
.

2
0
1
3
; 
3
9
: 
5
5
0
-

5
5
8

3
7

過
重

労
働

、
特

に
、

長
時

間
労

働
、

交
替

制
勤

務
及

び
精

神
的

ス
ト

レ
ス

-
-

心
疾

患
危

険
因

子
の

増
悪

や
発

症
-

総
説

-

過
重

労
働

、
特

に
、

長
時

間
労

働
、

交
替

制
勤

務
及

び
精

神
的

ス
ト

レ
ス

に
よ

り
、

心
疾

患
危

険
因

子
の

増
悪

や
発

症
リ

ス
ク

の
増

大
が

報
告

さ
れ

て
い

る
。

し
か

し
、

過
重

労
働

が
死

亡
を

励
起

す
る

こ
と

、
又

は
死

亡
リ

ス
ク

を
増

加
さ

せ
る

こ
と

を
直

接
示

し
た

研
究

は
な

い
。

-
寶

珠
山

務
過

重
労

働
と

そ
の

健
康

障
害

：
い

わ
ゆ

る
過

労
死

問
題

の
現

状
と

今
後

の
課

題
に

つ
い

て

産
業

衛
生

学
雑

誌
. 
2
0
0
3
; 
4
5
:

1
8
7
-
1
9
3

3
8

ス
ト

レ
ス

性
出

来
事

：
口

論
、

警
察

等
に

よ
る

身
体

的
拘

束
、

警
察

に
よ

る
留

置
、

試
験

・
学

校
・
仕

事
の

ス
ト

レ
ス

、
悪

い
知

ら
せ

等

出
来

事
の

最
中

又
は

直
後

-
心

臓
性

突
然

死
（
S
C

D
）

ス
ト

レ
ス

性
出

来
事

の
最

中
又

は
直

後
に

心
臓

性
突

然
死

（
S
C

D
）
を

起
こ

し
た

英
国

の
成

人
1
1
0
人

（
男

性
8
9
人

、
女

性
2
1
人

、
平

均
3
6
±

1
6
歳

）
を

対
象

後
ろ

向
き

コ
ホ

ー
ト

研
究

-

S
C

D
1
1
0
例

の
原

因
は

、
口

論
（
4
5
％

）
、

警
察

・
警

備
員

・
病

院
職

員
等

に
よ

る
身

体
的

拘
束

（
3
1
％

）
、

警
察

に
よ

る
留

置
（
1
0
％

）
、

試
験

･
学

校
･仕

事
の

ス
ト

レ
ス

（
7
.2

7
％

）
、

悪
い

知
ら

せ
（
4
％

）
等

で
あ

っ
た

。
死

亡
例

の
4
3
％

は
、

解
剖

で
異

常
は

見
ら

れ
ず

、
心

臓
の

形
態

は
正

常
で

あ
っ

た
。

-
K
re

xi
 L

, 
e
t 

al

S
u
dd

e
n
 c

ar
di

ac
 d

e
at

h
 w

it
h

st
re

ss
 a

n
d 

re
st

ra
in

t:
 T

h
e

as
so

c
ia

ti
o
n
 w

it
h
 s

u
dd

e
n
 a

du
lt

de
at

h
 s

yn
dr

o
m

e
,

c
ar

di
o
m

yo
pa

th
y 

an
d 

c
o
ro

n
ar

y
ar

te
ry

 d
is

e
as

e

M
e
d 

S
c
i 
L
aw

.
2
0
1
6
; 
5
6
: 
8
5
-
9
0

3
9

職
場

ス
ト

レ
ス

（
特

に
高

ス
ト

レ
ス

の
職

場
で

の
肉

体
労

働
）

4
.6

年
間

（
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
時

に
測

定
）

4
.6

年
間

の
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

心
血

管
疾

患
及

び
う

つ
病

を
原

因
と

す
る

障
害

給
付

の
受

給
状

況

フ
ィ

ン
ラ

ン
ド

の
公

務
員

6
9
,8

4
2
人

（
男

性
1
6
,6

1
3
人

、
女

性
5
3
,2

2
9
人

、
平

均
4
4
.3

歳
）
を

対
象

コ
ホ

ー
ト

研
究

年
齢

、
職

種
、

作
業

特
性

、
身

体
機

能
、

精
神

障
害

、
参

加
者

の
社

会
経

済
的

階
層

男
性

、
女

性
、

肉
体

労
働

者
は

、
ス

ト
レ

ス
レ

ベ
ル

が
1
段

階
上

昇
す

る
と

、
筋

骨
格

系
の

障
害

給
付

の
受

給
リ

ス
ク

が
1
.3

-
2
.4

倍
増

加
し

た
。

心
血

管
疾

患
に

よ
る

障
害

給
付

は
、

高
ス

ト
レ

ス
の

職
場

で
働

く
男

性
で

増
加

が
認

め
ら

れ
た

。
う

つ
病

を
原

因
と

す
る

障
害

給
付

に
は

ス
ト

レ
ス

と
の

有
意

な
関

連
は

見
ら

れ
な

か
っ

た
。

高
ス

ト
レ

ス
の

職
場

で
働

く
男

性
あ

り
M

än
ty

n
ie

m
i 
A

,
e
t 

al

J
o
b 

st
ra

in
 a

n
d 

th
e
 r

is
k 

o
f

di
sa

bi
lit

y 
pe

n
si

o
n
 d

u
e
 t

o
m

u
sc

u
lo

sk
e
le

ta
l 
di

so
rd

e
rs

,
de

pr
e
ss

io
n
 o

r 
c
o
ro

n
ar

y 
h
e
ar

t
di

se
as

e
: 
a 

pr
o
sp

e
c
ti
ve

 c
o
h
o
rt

st
u
dy

 o
f 

6
9
,8

4
2
 e

m
pl

o
ye

e
s

O
c
c
u
p 

E
n
vi

ro
n

M
e
d.

 2
0
1
2
; 
6
9
:

5
7
4
-
5
8
1

14
3

-449-



６
　

心
理

的
負

荷
を

伴
う

業
務

と
脳

・
心

臓
疾

患
の

発
症

等
に

関
す

る
文

献
　

（
１

）
疫

学
調

査
（
6
0
文

献
）

負
荷

要
因

調
査

期
間

（
発

症
前

）
観

察
期

間
疾

病
調

査
対

象
調

査
方

法
調

整
因

子
結

果
有

意
性

著
者

名
タ

イ
ト

ル
書

誌
情

報

4
0

職
場

で
の

プ
レ

ッ
シ

ャ
ー

1
5
年

間
（
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
時

に
測

定
）

1
5
年

間
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
虚

血
性

心
疾

患
（
IH

D
）

デ
ン

マ
ー

ク
の

女
性

看
護

師
1
2
,1

1
6
人

（
4
5
-
6
4
歳

）
を

対
象

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究

IH
D

の
家

族
歴

、
糖

尿
病

、
更

年
期

の
状

態
、

B
M

I、
喫

煙
、

ア
ル

コ
ー

ル
摂

取
、

余
暇

時
間

の
身

体
活

動
、

年
齢

適
度

プ
レ

ッ
シ

ャ
ー

群
に

比
べ

て
、

プ
レ

ッ
シ

ャ
ー

過
大

群
（
H

R
 1

.3
8
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

4
-
1
.8

1
）
及

び
プ

レ
ッ

シ
ャ

ー
が

や
や

多
い

群
（
H

R
 1

.2
6
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

3
-
1
.5

3
）
で

は
IH

D
の

リ
ス

ク
が

有
意

に
増

加
し

た
。

プ
レ

ッ
シ

ャ
ー

の
大

き
さ

と
IH

D
と

の
間

に
用

量
反

応
関

係
が

見
ら

れ
た

。
特

に
5
0
歳

以
下

の
看

護
師

で
は

有
意

な
関

連
が

認
め

ら
れ

、
適

度
プ

レ
ッ

シ
ャ

ー
群

に
比

べ
て

、
や

や
多

い
群

（
H

R
 1

.5
7
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

9
-

2
.2

5
）
よ

り
も

過
大

群
（
H

R
 1

.9
4
、

9
5
%
C

I: 
1
.2

5
-
3
.0

1
）
の

ほ
う

が
リ

ス
ク

が
高

か
っ

た
。

プ
レ

ッ
シ

ャ
ー

の
大

き
さ

に
よ

っ
て

あ
り

A
lle

sø
e
 K

, 
e
t 

al

P
sy

c
h
o
so

c
ia

l 
w

o
rk

 e
n
vi

ro
n
m

e
n
t

an
d 

ri
sk

 o
f 

is
c
h
ae

m
ic

 h
e
ar

t
di

se
as

e
 i
n
 w

o
m

e
n
: 
T
h
e
 D

an
is

h
N

u
rs

e
 C

o
h
o
rt

 s
tu

dy

O
c
c
u
p 

E
n
vi

ro
n

M
e
d.

 2
0
1
0
; 
6
7
,

3
1
8
-
3
2
2

4
1

陰
性

感
情

、
心

理
的

苦
痛

1
2
年

間
（
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
時

に
調

査
）

1
2
年

間
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

炎
症

反
応

及
び

冠
動

脈
性

心
疾

患
（
C

H
D

）
ロ

ン
ド

ン
の

国
家

公
務

員
6
,3

9
6
人

（
男

性
4
,4

5
3
人

、
女

性
1
,9

4
3
人

）
を

対
象

コ
ホ

ー
ト

研
究

性
別

、
年

齢
、

民
族

性
、

雇
用

グ
レ

ー
ド

、
従

来
の

心
疾

患
危

険
因

子

性
別

・
年

齢
調

整
モ

デ
ル

に
お

い
て

、
高

度
炎

症
マ

ー
カ

ー
濃

度
は

C
H

D
発

症
と

有
意

な
関

連
が

あ
っ

た
（
フ

ィ
ブ

リ
ノ

ー
ゲ

ン
：
H

R
 2

.3
7
、

9
5
%
C

I: 
1
.5

5
-
3
.6

1
、

C
R

P
：
H

R
 1

.3
1
、

9
5
%
C

I: 
1
.2

1
-
1
.4

2
、

IL
-
6
：
H

R
1
.3

9
、

9
5
%
C

I: 
1
.2

0
-
1
.6

0
）
。

高
レ

ベ
ル

の
陰

性
感

情
及

び
心

理
的

苦
痛

と
、

炎
症

マ
ー

カ
ー

濃
度

と
の

間
に

は
有

意
な

関
連

は
見

ら
れ

な
か

っ
た

。
陰

性
感

情
（
R

e
la

ti
ve

 i
n
de

x 
o
f 

in
e
qu

al
it
y）

（
H

R
 1

.6
8
、

9
5
%
C

I: 
1
.2

0
-
2
.3

6
）
及

び
高

度
心

理
的

苦
痛

（
H

R
 1

.6
6
、

9
5
%
C

I:
1
.2

8
-
2
.1

4
）
は

C
H

D
発

症
と

有
意

な
関

連
が

あ
り

、
炎

症
マ

ー
カ

ー
濃

度
に

つ
い

て
調

整
後

も
こ

の
関

係
性

は
有

意
で

あ
っ

た
。

陰
性

感
情

及
び

心
理

的
苦

痛
と

、
C

H
D

発
症

を
関

連
付

け
る

メ
カ

ニ
ズ

ム
に

炎
症

反
応

は
介

在
し

て
い

な
い

。

高
度

炎
症

マ
ー

カ
ー

濃
度

、
陰

性
感

情
及

び
高

度
心

理
的

苦
痛

あ
り

（
C

H
D

の
発

症
）

N
ab

i 
H

, 
e
t 

al

D
o
 p

sy
c
h
o
lo

gi
c
al

 f
ac

to
rs

 a
ff

e
c
t

in
fl
am

m
at

io
n
 a

n
d 

in
c
id

e
n
t

c
o
ro

n
ar

y 
h
e
ar

t 
di

se
as

e
: 
T
h
e

W
h
it
e
h
al

l 
II
 S

tu
dy

A
rt

e
ri
o
sc

le
r

T
h
ro

m
b 

V
as

c
B

io
l. 

2
0
0
8
; 
2
8
:

1
3
9
8
-
1
4
0
6

4
2

肉
体

的
な

悪
条

件
（
降

雪
、

強
風

、
長

距
離

の
歩

行
と

長
時

間
の

連
続

作
業

）
と

心
理

的
ス

ト
レ

ス
（
除

雪
作

業
に

対
す

る
責

任
）

直
前

2
0
0
0
～

2
0
0
4
年

心
筋

梗
塞

(死
亡

)
ポ

ー
ラ

ン
ド

で
2
0
0
0
～

2
0
0
4
年

に
か

け
て

労
災

と
し

て
民

事
裁

判
と

な
っ

た
1
2
例

横
断

研
究

（
労

災
認

定
に

関
す

る
事

例
紹

介
）

-

1
2
例

の
う

ち
1
1
例

に
つ

い
て

は
、

業
務

中
の

活
動

内
容

が
労

災
の

基
準

に
合

致
せ

ず
、

心
筋

梗
塞

は
内

因
性

の
も

の
と

判
断

さ
れ

た
。

1
例

に
つ

い
て

は
、

悪
天

候
（
降

雪
、

強
風

）
の

も
と

で
肉

体
的

に
過

酷
な

業
務

（
長

距
離

の
歩

行
、

休
憩

な
し

の
長

時
間

作
業

が
行

な
わ

れ
、

心
理

的
ス

ト
レ

ス
（
町

の
除

雪
作

業
に

対
す

る
責

任
）
も

重
な

っ
た

こ
と

か
ら

、
業

務
が

心
筋

梗
塞

発
症

の
原

因
に

な
っ

た
と

判
断

さ
れ

た
。

-
B

lo
c
h
-
B

o
gu

sł
aw

sk
a 

E
, 
e
t 

al

M
yo

c
ar

di
al

 i
n
fa

rc
ti
o
n
 a

s 
an

o
c
c
u
pa

ti
o
n
al

 i
n
ju

ry
 a

s
re

pr
e
se

n
te

d 
in

 t
h
e
 m

at
e
ri
al

s
c
o
lle

c
te

d 
at

 t
h
e
 D

e
pa

rt
m

e
n
t 

o
f

F
o
re

n
si

c
 M

e
di

c
in

e
 i
n
 B

yd
go

sz
c
z

in
 t

h
e
 y

e
ar

s 
be

tw
e
e
n
 2

0
0
0
 a

n
d

2
0
0
4

A
rc

h
 M

e
d

S
ad

o
w

e
j

K
ry

m
in

o
l. 

2
0
0
6
;

5
6
: 
1
6
5
-
1
6
8

4
3

短
期

的
な

業
務

負
荷

の
増

加
と

競
争

の
激

化
業

務
に

関
す

る
出

来
事

の
重

複
発

生

1
2
か

月
（
発

症
前

1
2

か
月

の
ラ

イ
フ

イ
ベ

ン
ト

を
調

査
）

-
心

筋
梗

塞
初

発
心

筋
梗

塞
を

発
症

し
た

ス
ウ

ェ
ー

デ
ン

の
労

働
者

1
,3

8
1
人

（
男

性
9
6
8
人

、
女

性
4
1
3
人

）
を

対
象

症
例

対
照

研
究

-

業
務

上
の

ス
ト

レ
ス

（
「
業

務
で

の
あ

つ
れ

き
」
、

「
責

任
の

増
加

」
等

）
が

心
筋

梗
塞

と
関

連
が

あ
る

と
示

唆
さ

れ
た

。
da

y1
と

da
y2

を
比

較
し

た
結

果
、

短
期

的
な

業
務

の
増

加
、

競
争

の
激

化
が

心
筋

梗
塞

と
関

連
が

あ
り

、
「
仕

事
の

締
め

切
り

が
厳

し
か

っ
た

」
経

験
が

次
の

翌
日

に
お

け
る

心
筋

梗
塞

の
リ

ス
ク

を
増

加
さ

せ
た

（
O

R
 6

.0
、

9
5
%
C

I:
1
.8

-
2
0
.3

）
。

一
方

、
「
生

活
上

の
ス

ト
レ

ス
性

出
来

事
が

1
2
か

月
に

わ
た

っ
て

重
な

る
」
こ

と
と

の
関

連
は

見
ら

れ
な

か
っ

た
。

業
務

上
の

ス
ト

レ
ス

（
短

期
的

な
業

務
の

増
加

、
競

争
の

激
化

、
仕

事
の

締
め

切
り

が
厳

し
か

っ
た

経
験

）
あ

り

M
ö
lle

r 
J
, 
e
t 

al

W
o
rk

 r
e
la

te
d 

st
re

ss
fu

l 
lif

e
e
ve

n
ts

 a
n
d 

th
e
 r

is
k 

o
f

m
yo

c
ar

di
al

 i
n
fa

rc
ti
o
n
. 
C

as
e
-

c
o
n
tr

o
l 
an

d 
c
as

e
-
c
ro

ss
o
ve

r
an

al
ys

e
s 

w
it
h
in

 t
h
e
 S

to
c
kh

o
lm

h
e
ar

t 
e
pi

de
m

io
lo

gy
 p

ro
gr

am
m

e
(S

H
E
E
P
)

J
 E

pi
de

m
C

o
m

m
u
n
it
y

H
e
al

th
. 
2
0
0
5
;

5
9
: 
2
3
-
3
0

4
4

職
場

で
の

突
発

的
ス

ト
レ

ス
性

イ
ベ

ン
ト

１
か

月
（
突

発
的

な
ス

ト
レ

ス
性

イ
ベ

ン
ト

と
し

て
は

、
発

症
前

１
か

月
間

の
体

験
を

調
査

）

-
急

性
心

筋
梗

塞
（
A

M
I）

急
性

心
筋

梗
塞

（
A

M
I）

で
入

院
し

た
日

本
人

労
働

者
4
7
人

（
男

性
4
6
人

、
女

性
1
人

）
と

健
康

な
労

働
者

4
7
人

（
男

性
4
6
人

、
女

性
1
人

）
を

対
象

横
断

研
究

-
過

労
を

A
M

Iの
原

因
と

す
る

群
は

、
過

労
以

外
を

A
M

Iの
原

因
と

す
る

群
に

比
べ

、
「
職

場
で

突
発

的
ス

ト
レ

ス
性

出
来

事
が

あ
っ

た
」
リ

ス
ク

が
有

意
に

高
か

っ
た

（
O

R
 6

.8
8
、

9
5
%
C

I: 
1
.8

4
-
2
5
.7

5
）
。

過
労

を
A

M
Iの

原
因

と
す

る
群

あ
り

F
u
ku

o
ka

 Y
, 
e
t

al

D
o
 J

ap
an

e
se

 w
o
rk

e
rs

 w
h
o

e
xp

e
ri
e
n
c
e
 a

n
 a

c
u
te

 m
yo

c
ar

di
al

in
fa

rc
ti
o
n
 b

e
lie

ve
 t

h
e
ir

pr
o
lo

n
ge

d 
w

o
rk

in
g 

h
o
u
rs

 a
re

 a
c
au

se
?

In
t 

J
 C

ar
di

o
l.

2
0
0
5
; 
1
0
0
: 
2
9
-

3
5

4
5

職
場

ス
ト

レ
ス

家
庭

で
の

ス
ト

レ
ス

５
年

間
5
年

間
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

冠
動

脈
系

疾
患

ス
ウ

ェ
ー

デ
ン

で
冠

動
脈

系
疾

患
を

発
症

し
た

女
性

（
3
0
-
6
5
歳

）
2
9
2
人

と
健

康
な

女
性

2
9
2
人

を
対

象
コ

ホ
ー

ト
研

究
年

齢

観
察

開
始

時
で

の
職

場
と

家
庭

の
両

方
で

ス
ト

レ
ス

を
受

け
た

群
は

、
冠

動
脈

疾
患

を
発

症
す

る
リ

ス
ク

が
有

意
に

高
く
（
H

R
 1

0
.2

、
9
5
%
C

I:
2
.4

-
2
3
.6

）
、

予
後

も
良

く
な

か
っ

た
。

患
者

群
で

は
、

う
つ

症
状

が
よ

り
多

く
見

ら
れ

、
特

に
家

庭
で

の
ス

ト
レ

ス
と

の
関

連
が

強
か

っ
た

。

職
場

と
家

庭
の

両
方

で
ス

ト
レ

ス
を

受
け

た
群

あ
り

O
rt

h
-
G

o
m

é
r 

K
&
 L

e
in

e
w

e
be

r 
C

M
u
lt
ip

le
 s

tr
e
ss

o
rs

 a
n
d 

c
o
ro

n
ar

y
di

se
as

e
 i
n
 w

o
m

e
n
. 
T
h
e

S
to

c
kh

o
lm

 F
e
m

al
e
 C

o
ro

n
ar

y
R

is
k 

S
tu

dy

B
io

l 
P
sy

c
h
o
l.

2
0
0
5
; 
6
9
: 
5
7
-
6
6

14
4

-450-



６
　

心
理

的
負

荷
を

伴
う

業
務

と
脳

・
心

臓
疾

患
の

発
症

等
に

関
す

る
文

献
　

（
１

）
疫

学
調

査
（
6
0
文

献
）

負
荷

要
因

調
査

期
間

（
発

症
前

）
観

察
期

間
疾

病
調

査
対

象
調

査
方

法
調

整
因

子
結

果
有

意
性

著
者

名
タ

イ
ト

ル
書

誌
情

報

4
6

職
場

ス
ト

レ
ス

、
家

庭
ス

ト
レ

ス
、

経
済

的
ス

ト
レ

ス
、

過
去

1
年

に
お

け
る

生
活

上
の

出
来

事
関

連
ス

ト
レ

ス
、

う
つ

病

１
年

間
過

去
1
年

急
性

心
筋

梗
塞

2
4
,7

6
7
人

（
心

筋
梗

塞
患

者
1
1
,1

1
9
人

、
対

照
群

1
3
,6

4
8
人

）
を

対
象

（
心

筋
梗

塞
群

1
1
,1

1
9
人

の
う

ち
5
,4

2
6
人

、
対

照
群

1
4
,6

3
7
人

の
う

ち
7
,3

8
7
人

は
家

庭
以

外
の

場
所

で
勤

務
し

て
い

た
）

症
例

対
照

研
究

年
齢

、
性

別
、

地
域

、
潜

在
的

交
錯

因
子

心
筋

梗
塞

群
で

は
、

対
照

群
に

比
べ

て
、

す
べ

て
の

ス
ト

レ
ス

を
有

意
に

多
く
体

験
し

て
い

た
（
p<

0
.0

0
0
1
）
。

就
業

中
心

筋
梗

塞
群

で
は

、
就

業
中

対
照

群
（
1
7
.9

%
）
に

比
べ

て
、

2
3
.0

%
が

散
発

的
職

場
ス

ト
レ

ス
を

体
験

し
て

い
た

。
ま

た
就

業
中

心
筋

梗
塞

群
で

は
、

就
業

中
対

照
群

（
5
.0

%
）
に

比
べ

て
、

1
0
.0

%
が

前
年

に
慢

性
的

職
場

ス
ト

レ
ス

を
体

験
し

て
い

た
。

年
齢

、
性

別
、

地
域

、
喫

煙
調

整
後

の
ロ

ジ
ス

テ
ィ

ッ
ク

回
帰

分
析

の
結

果
、

職
場

ス
ト

レ
ス

の
あ

る
期

間
（
O

R
 1

.3
8
、

9
9
%
C

I:
1
.1

9
-
1
.6

1
）
、

慢
性

的
職

場
ス

ト
レ

ス
（
O

R
 2

.1
4
、

9
9
%
C

I: 
1
.7

3
-

2
.6

4
）
に

よ
っ

て
心

筋
梗

塞
の

リ
ス

ク
が

有
意

に
高

く
な

っ
た

。
心

筋
梗

塞
群

で
は

、
対

照
群

（
8
.6

%
）
に

比
べ

て
、

1
1
.6

%
が

散
発

的
家

庭
ス

ト
レ

ス
を

体
験

し
て

い
た

。
ま

た
心

筋
梗

塞
群

で
は

、
対

照
群

（
1
.9

%
）
に

比
べ

て
、

3
.5

%
が

慢
性

的
家

庭
ス

ト
レ

ス
を

体
験

し
て

い
た

。
心

筋
梗

塞
の

リ
ス

ク
は

、
散

発
的

家
庭

ス
ト

レ
ス

（
O

R
 1

.5
2
、

9
9
%
C

I: 
1
.3

4
-

1
.7

2
）
、

慢
性

的
家

庭
ス

ト
レ

ス
（
O

R
 2

.1
2
、

9
9
%
C

I: 
1
.6

8
-
2
.6

5
）
に

よ
っ

て
有

意
に

増
加

し
た

。
経

済
的

ス
ト

レ
ス

の
体

験
率

は
、

心
筋

梗
塞

群
1
4
.6

%
、

対
照

群
1
2
.2

%
で

あ
り

、
そ

れ
に

よ
り

心
筋

梗
塞

の
リ

ス
ク

は
有

意
に

増
加

し
た

（
O

R
 1

.3
3
、

9
9
%
C

I: 
1
.1

9
-
1
.4

8
）
。

過
去

1
年

に
お

け
る

生
活

上
の

出
来

事
関

連
ス

ト
レ

ス
の

体
験

率
は

、
心

筋
梗

塞
群

1
6
.1

%
、

対
照

群
1
3
.0

%
で

あ
り

、
そ

れ
に

よ
り

心
筋

梗
塞

の
リ

ス
ク

は
有

意
に

増
加

し
た

（
O

R
 1

.4
8
、

9
9
%
C

I: 
1
.3

3
-
1
.6

4
）
。

ま
た

う
つ

病
の

罹
患

率
も

、
対

照
群

（
1
7
.6

%
）
に

比
べ

て
、

心
筋

梗
塞

群
（
2
4
.0

%
）
で

高
く
、

そ
れ

に
よ

り
心

筋
梗

塞
の

リ
ス

ク
は

有
意

に
増

加
し

た
（
O

R
 1

.5
5
、

9
9
%
C

I: 
1
.4

2
-
1
.6

9
）
。

ス
ト

レ
ス

あ
り

R
o
se

n
gr

e
n
 A

,
e
t 

al

A
ss

o
c
ia

ti
o
n
 o

f 
ps

yc
h
o
so

c
ia

l 
ri
sk

fa
c
to

rs
 w

it
h
 r

is
k 

o
f 

ac
u
te

m
yo

c
ar

di
al

 i
n
fa

rc
ti
o
n
 i
n
 1

1
,1

1
9

c
as

e
s 

an
d 

1
3
 6

4
8
 c

o
n
tr

o
ls

 f
ro

m
5
2
 c

o
u
n
tr

ie
s 

(t
h
e
 I
N

T
E
R

H
E
A

R
T

st
u
dy

):
 C

as
e
-
c
o
n
tr

o
l 
st

u
dy

T
h
e
 L

an
c
e
t.

2
0
0
4
; 
3
6
4
: 
9
5
3
–

9
6
2

4
7

慢
性

的
ス

ト
レ

ス
、

社
会

経
済

的
地

位
が

低
い

、
う

つ
病

・
不

安
障

害
、

タ
イ

プ
A

の
性

格
（
特

に
敵

意
）
、

社
会

的
支

援
の

欠
如

-
-

冠
動

脈
性

心
疾

患
（
C

H
D

）
慢

性
的

ス
ト

レ
ス

、
う

つ
病

、
社

会
経

済
的

地
位

、
性

格
、

社
会

的
支

援
の

5
分

野
に

注
目

し
た

レ
ビ

ュ
ー

文
献

レ
ビ

ュ
ー

-

慢
性

的
ス

ト
レ

ス
に

は
、

職
場

ス
ト

レ
ス

、
J
o
b 

st
ra

in
（
要

求
度

高
く
裁

量
度

低
い

状
態

）
、

努
力

ー
報

酬
不

均
衡

、
結

婚
・
家

庭
上

ス
ト

レ
ス

が
あ

り
、

ど
れ

も
C

H
D

の
リ

ス
ク

を
高

め
る

こ
と

が
経

験
的

に
知

ら
れ

て
い

る
。

職
場

で
の

地
位

、
収

入
、

教
育

程
度

等
で

定
義

さ
れ

る
社

会
経

済
的

地
位

が
低

い
ほ

ど
、

C
H

D
リ

ス
ク

が
高

い
こ

と
が

知
ら

れ
る

。
う

つ
病

や
不

安
障

害
は

、
C

H
D

発
症

と
強

い
関

連
が

あ
り

、
そ

の
予

後
に

も
悪

影
響

を
及

ぼ
す

こ
と

が
知

ら
れ

る
。

タ
イ

プ
A

の
中

で
特

に
敵

意
及

び
怒

り
感

情
は

C
H

D
の

リ
ス

ク
を

高
め

る
と

考
え

ら
れ

て
い

る
。

社
会

的
支

援
に

よ
り

、
様

々
な

ス
ト

レ
ス

が
緩

和
さ

れ
る

。
そ

の
た

め
そ

の
欠

如
は

、
C

H
D

の
リ

ス
ク

を
増

加
さ

せ
る

可
能

性
が

高
い

。

慢
性

的
ス

ト
レ

ス
、

社
会

経
済

的
地

位
が

低
い

、
う

つ
病

・
不

安
障

害
、

タ
イ

プ
A

の
性

格
（
特

に
敵

意
）
、

社
会

的
支

援
の

欠
如

あ
り

（
有

意
性

へ
の

言
及

な
し

）

S
tr

ik
e
 P

C
 &

S
te

pt
o
e
 A

P
sy

c
h
o
so

c
ia

l 
fa

c
to

rs
 i
n
 t

h
e

de
ve

lo
pm

e
n
t 

o
f 

c
o
ro

n
ar

y 
ar

te
ry

di
se

as
e

P
ro

gr
e
ss

 i
n

C
ar

di
o
va

sc
u
la

r
D

is
e
as

e
. 
2
0
0
4
;

4
6
: 
3
3
7
-
3
4
7

4
8

職
業

関
連

ス
ト

レ
ス

-
-

冠
動

脈
性

心
疾

患
（
C

H
D

）
、

急
性

心
臓

疾
患

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア
の

国
立

心
臓

病
財

団
（
N

at
io

n
al

 H
e
ar

t 
F
o
u
n
da

ti
o
n
）
の

専
門

家
の

近
年

の
研

究
を

レ
ビ

ュ
ー

シ
ス

テ
マ

テ
ィ

ッ
ク

レ
ビ

ュ
ー

（
オ

ピ
ニ

オ
ン

）
-

う
つ

、
社

会
的

孤
立

と
良

質
な

社
会

的
支

援
の

欠
如

は
、

C
H

D
に

対
し

て
強

固
で

一
貫

し
た

因
果

関
係

を
有

す
る

。
慢

性
的

な
生

活
上

の
出

来
事

、
職

業
関

連
ス

ト
レ

ス
（
業

務
の

裁
量

度
、

要
求

度
と

J
o
b

st
ra

in
）
と

C
H

D
と

の
間

に
は

、
強

固
で

一
貫

し
た

因
果

関
係

は
な

い
。

A
型

の
行

動
様

式
（
野

心
的

、
競

争
的

、
不

寛
容

な
行

動
様

式
）
、

不
安

症
、

パ
ニ

ッ
ク

障
害

と
C

H
D

と
の

間
に

も
強

固
で

一
貫

し
た

因
果

関
係

は
な

い
。

職
場

ス
ト

レ
ス

に
関

す
る

3
件

の
レ

ビ
ュ

ー
研

究
を

精
査

し
た

と
こ

ろ
、

C
H

D
と

の
有

意
な

関
連

は
見

ら
れ

な
い

と
す

る
研

究
が

、
デ

ー
タ

数
、

証
拠

の
質

の
点

で
最

も
信

頼
性

が
高

い
と

考
え

ら
れ

た
。

う
つ

、
社

会
的

孤
立

と
良

質
な

社
会

的
支

援
の

欠
如

あ
り

慢
性

的
な

生
活

上
の

出
来

事
、

職
業

関
連

ス
ト

レ
ス

（
業

務
の

裁
量

度
、

要
求

度
と

J
o
b

st
ra

in
）
、

A
型

の
行

動
様

式
な

し

B
u
n
ke

r 
S
J
, 
e
t

al

“
S
tr

e
ss

”
 a

n
d 

c
o
ro

n
ar

y 
h
e
ar

t
di

se
as

e
: 
ps

yc
h
o
so

c
ia

l 
ri
sk

fa
c
to

rs

M
e
d 

J
 A

u
st

.
2
0
0
3
; 
1
7
8
: 
2
7
2
–

2
7
6

4
9

職
場

に
お

け
る

い
じ

め
（
本

調
査

で
の

定
義

：
職

場
で

の
孤

立
・
排

除
、

仕
事

や
努

力
を

貶
め

ら
れ

る
、

脅
迫

さ
れ

る
、

陰
で

侮
辱

的
な

こ
と

を
言

わ
れ

る
、

そ
の

他
の

苦
痛

や
憔

悴
、

苛
立

ち
を

引
き

起
こ

す
よ

う
な

否
定

的
態

度
を

受
け

る
等

）

２
～

４
年

間
-

心
血

管
疾

患
、

う
つ

症
状

フ
ィ

ン
ラ

ン
ド

の
病

院
勤

務
者

5
,4

3
2
人

（
男

性
6
0
1
人

、
女

性
4
,8

3
1
人

、
1
8
-
6
3
歳

）
を

対
象

コ
ホ

ー
ト

研
究

性
別

、
年

齢
、

所
得

1
次

調
査

、
2
次

調
査

（
各

2
年

間
）
で

実
施

し
た

質
問

紙
の

両
方

で
「
職

場
で

い
じ

め
を

受
け

て
い

る
」
と

し
た

回
答

者
に

つ
い

て
、

い
じ

め
を

受
け

た
こ

と
の

な
い

回
答

者
と

比
較

し
た

結
果

、
性

、
年

齢
階

級
、

収
入

で
調

整
し

た
心

血
管

疾
患

の
O

R
は

2
.3

（
9
5
%
C

I: 
1
.2

-
4
.6

）
で

あ
っ

た
。

た
だ

し
、

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

で
の

肥
満

の
影

響
を

調
整

し
た

後
は

、
有

意
で

は
な

い
が

高
い

傾
向

を
示

し
た

（
O

R
 1

.6
、

9
5
%
C

I: 
0
.8

-
3
.5

）
。

い
じ

め
と

う
つ

症
状

の
関

連
は

、
性

別
、

年
齢

階
級

、
収

入
に

加
え

肥
満

度
で

調
整

後
も

有
意

で
あ

っ
た

（
O

R
 4

.2
、

9
5
%
C

I: 
2
.0

-
8
.6

）
。

2
回

の
調

査
の

ど
ち

ら
か

一
方

（
1
回

）
、

両
方

（
2
回

）
で

い
じ

め
を

経
験

し
た

回
答

者
の

う
つ

病
の

O
R

は
、

性
、

年
齢

階
級

、
収

入
で

調
整

し
た

と
こ

ろ
1
回

経
験

者
2
.2

7
（
9
5
%
C

I: 
1
.5

0
-
3
.4

2
）
、

2
回

経
験

者
4
.8

1
（
9
5
%
C

I:
2
.4

6
-
9
.4

0
）
で

、
い

じ
め

の
長

期
化

と
う

つ
症

状
の

関
係

が
示

唆
さ

れ
た

。

職
場

で
の

い
じ

め
：

傾
向

あ
り

K
iv

im
äk

i 
M

, 
e
t

al

W
o
rk

pl
ac

e
 b

u
lly

in
g 

an
d 

th
e
 r

is
k

o
f 

c
ar

di
o
va

sc
u
la

r 
di

se
as

e
 a

n
d

de
pr

e
ss

io
n

O
c
c
u
p 

E
n
vi

ro
n

M
e
d.

 2
0
0
3
; 
6
0
:

7
7
9
-
7
8
3

14
5

-451-



６
　

心
理

的
負

荷
を

伴
う

業
務

と
脳

・
心

臓
疾

患
の

発
症

等
に

関
す

る
文

献
　

（
１

）
疫

学
調

査
（
6
0
文

献
）

負
荷

要
因

調
査

期
間

（
発

症
前

）
観

察
期

間
疾

病
調

査
対

象
調

査
方

法
調

整
因

子
結

果
有

意
性

著
者

名
タ

イ
ト

ル
書

誌
情

報

5
0

社
会

的
結

び
つ

き
の

欠
如

1
0
年

間
（
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
時

と
8

年
後

に
測

定
）

1
0
年

間
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

死
亡

（
致

死
的

冠
動

脈
性

心
疾

患
）

健
康

・
医

療
関

連
産

業
（
歯

科
医

、
獣

医
師

、
薬

剤
師

等
）
に

勤
務

す
る

米
国

の
男

性
2
8
,3

6
9
人

（
4
2
-
7
7
歳

）
を

対
象

コ
ホ

ー
ト

研
究

年
齢

、
期

間
、

職
業

、
喫

煙
歴

、
ア

ル
コ

ー
ル

摂
取

量
、

B
M

I、
身

体
活

動
量

、
家

事
の

有
無

、
就

労
形

態
、

高
血

圧
、

糖
尿

病
、

高
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

血
症

、
心

筋
梗

塞
の

家
族

歴
、

エ
ネ

ル
ギ

ー
摂

取
量

、
全

脂
肪

、
飽

和
脂

肪
、

葉
酸

、
繊

維
量

、
マ

ル
チ

ビ
タ

ミ
ン

及
び

ビ
タ

ミ
ン

E
の

サ
プ

リ
メ

ン
ト

使
用

社
会

的
な

結
び

つ
き

の
弱

い
男

性
は

、
結

び
つ

き
の

強
い

男
性

に
比

べ
死

亡
の

相
対

危
険

度
が

1
.1

9
（
9
5
%
C

I: 
1
.0

6
-
1
.3

4
）
で

あ
っ

た
。

社
会

的
な

結
び

つ
き

の
弱

い
男

性
は

、
致

死
的

冠
動

脈
心

疾
患

の
リ

ス
ク

が
増

加
し

（
相

対
危

険
度

 1
.8

2
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

2
-
3
.2

3
）
、

事
故

死
、

自
殺

死
、

が
ん

、
心

臓
疾

患
に

よ
る

死
亡

も
増

加
し

て
い

た
。

社
会

的
な

結
び

つ
き

の
弱

い
男

性
あ

り
E
n
g 

P
M

, 
e
t 

al

S
o
c
ia

l 
ti
e
s 

an
d 

c
h
an

ge
 i
n
 s

o
c
ia

l
ti
e
s 

in
 r

e
la

ti
o
n
 t

o
 s

u
bs

e
qu

e
n
t

to
ta

l 
an

d 
c
au

se
-
sp

e
c
if
i 
c

m
o
rt

al
it
y 

an
d 

c
o
ro

n
ar

y 
h
e
ar

t
di

se
as

e
 i
n
c
id

e
n
c
e
 i
n
 m

e
n

A
m

 J
 E

pi
de

m
.

2
0
0
2
; 
1
5
5
: 
7
0
0
–

7
0
9

5
1

精
神

ス
ト

レ
ス

（
本

文
献

で
は

、
精

神
ス

ト
レ

ス
と

心
血

管
疾

患
発

症
の

正
の

相
関

は
、

報
告

バ
イ

ア
ス

に
よ

る
人

工
産

物
で

は
な

い
か

と
考

察
し

て
い

る
）

2
1
年

間
（
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
時

と
5

年
後

に
測

定
）

2
1
年

間
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

心
血

管
疾

患
（
C

V
D

）
、

冠
動

脈
性

心
疾

患
（
C

H
D

）
ス

コ
ッ

ト
ラ

ン
ド

の
2
7
の

職
場

に
勤

務
し

て
い

る
男

性
2
,6

2
3
人

を
対

象
コ

ホ
ー

ト
研

究
狭

心
症

及
び

虚
血

発
症

年
齢

狭
心

症
の

罹
患

率
と

発
生

率
は

、
自

覚
す

る
ス

ト
レ

ス
が

増
え

る
と

と
も

に
増

加
し

た
（
O

R
 2

.6
6
、

9
5
%
C

I: 
1
.6

1
-
4
.4

1
）
。

高
ス

ト
レ

ス
群

は
低

ス
ト

レ
ス

群
と

比
較

し
、

入
院

す
る

割
合

が
す

べ
て

の
入

院
で

1
.1

3
倍

（
9
5
%
C

I: 
1
.0

1
-
1
.2

7
）
、

C
V

D
1
.2

0
倍

（
9
5
%
C

I: 
1
.0

0
-
1
.4

5
）
、

精
神

疾
患

2
.3

4
倍

（
9
5
%
C

I: 
1
.4

1
-
3
.9

1
）
で

あ
り

、
こ

れ
ら

は
す

べ
て

有
意

に
高

か
っ

た
。

し
か

し
、

高
ス

ト
レ

ス
群

で
は

、
C

H
D

に
よ

る
入

院
の

増
加

は
見

ら
れ

ず
、

全
死

因
死

亡
、

C
V

D
に

よ
る

死
亡

、
C

H
D

に
よ

る
死

亡
に

関
し

て
は

、
低

ス
ト

レ
ス

群
の

方
が

高
い

と
い

う
逆

相
関

が
見

ら
れ

た
。

あ
り

（
狭

心
症

、
C

V
D

に
よ

る
入

院
割

合
）

な
し

・
逆

相
関

（
C

H
D

に
よ

る
入

院
増

加
、

全
死

因
死

亡
、

C
V

D
に

よ
る

死
亡

、
C

H
D

に
よ

る
死

亡
）

M
ac

le
o
d 

J
, 
e
t 

al

P
sy

c
h
o
lo

gi
c
al

 s
tr

e
ss

 a
n
d

c
ar

di
o
va

sc
u
la

r 
di

se
as

e
:

e
m

pi
ri
c
al

 d
e
m

o
n
st

ra
ti
o
n
 o

f 
bi

as
in

 a
 p

ro
sp

e
c
ti
ve

 o
bs

e
rv

at
io

n
al

st
u
dy

 o
f 

S
c
o
tt

is
h
 m

e
n

B
M

J
. 
2
0
0
2
; 
3
2
4
:

1
2
4
7
–
1
2
5
1

5
2

業
務

の
見

通
し

の
低

さ
（
長

期
的

な
急

性
M

Iの
リ

ス
ク

を
高

め
る

）

1
4
年

間
（
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
時

に
調

査
）

1
8
年

間
心

筋
梗

塞
（
M

I）

心
筋

梗
塞

（
M

I）
の

既
往

の
な

い
フ

ィ
ン

ラ
ン

ド
の

民
間

企
業

勤
務

者
7
,6

6
3
人

（
男

性
5
,9

4
7
人

、
ブ

ル
ー

カ
ラ

ー
5
,1

7
3
人

）
を

対
象

コ
ホ

ー
ト

研
究

-

急
性

M
Iと

職
場

の
心

理
的

環
境

の
関

連
を

年
齢

や
血

圧
、

糖
尿

病
の

既
往

等
で

調
整

し
た

上
で

調
べ

る
と

、
M

Iの
リ

ス
ク

は
仕

事
の

見
通

し
（
pr

e
di

c
ta

bi
lit

y）
の

低
さ

と
関

連
し

（
モ

デ
ル

1
 H

R
1
.1

3
、

9
5
%
C

I:
1
.0

2
-
1
.2

6
）
、

決
定

権
限

（
de

c
is

io
n
 a

u
to

n
o
m

y）
や

技
術

の
裁

量
（
sk

ill
 d

is
c
re

ti
o
n
）
と

は
関

連
が

な
か

っ
た

（
H

R
 1

.0
4
 9

5
%
C

I: 
0
.9

3
-

1
.1

5
、

H
R

 1
.1

0
 9

5
%
C

I: 
0
.9

8
-
1
.2

3
）
。

4
5
-
5
4
歳

で
は

、
見

通
し

の
低

さ
は

M
Iと

有
意

に
関

連
が

あ
り

（
p=

0
.0

2
）
、

決
定

権
限

（
p=

0
.5

3
）
、

技
術

の
裁

量
（
p<

0
.1

0
）
と

の
有

意
な

関
連

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。

4
5
-
5
4
歳

の
見

通
し

の
低

さ
あ

り
V

ää
n
än

e
n
 A

, 
e
t

al

L
ac

k 
o
f 

pr
e
di

c
ta

bi
lit

y 
at

 w
o
rk

an
d 

ri
sk

 o
f 

ac
u
te

 m
yo

c
ar

di
al

in
fa

rc
ti
o
n
: 
an

 1
8
-
ye

ar
pr

o
sp

e
c
ti
ve

 s
tu

dy
 o

f 
in

du
st

ri
al

e
m

pl
o
ye

e
s

A
m

 J
 P

u
bl

ic
H

e
al

th
. 
2
0
0
8
;

9
8
: 
2
2
6
4
-
2
2
7
1

5
3

業
務

負
担

1
9
年

間
（
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
時

に
調

査
）

1
9
8
6
-
1
9
9
9
年

ま
で

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
虚

血
性

心
疾

患
デ

ン
マ

ー
ク

の
労

働
者

（
男

性
6
5
9
人

）
を

対
象

コ
ホ

ー
ト

研
究

年
齢

、
社

会
階

級
、

社
会

的
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
、

冠
動

脈
危

険
因

子

自
己

申
告

に
基

づ
く
業

務
負

担
は

、
標

準
的

な
冠

動
脈

危
険

因
子

と
は

関
係

な
く
、

虚
血

性
心

疾
患

と
有

意
な

関
連

を
示

し
た

。
業

務
負

担
の

う
ち

、
よ

り
高

い
要

求
度

が
こ

の
結

果
に

関
連

し
て

い
た

。
ま

た
、

虚
血

性
心

疾
患

の
発

生
率

は
、

雇
用

主
や

管
理

職
で

も
高

い
こ

と
を

示
し

て
お

り
、

肩
書

や
給

与
等

か
ら

算
出

し
た

客
観

的
職

場
ス

ト
レ

ス
を

用
い

た
解

析
で

は
、

ス
ト

レ
ス

と
虚

血
性

心
疾

患
の

発
症

と
の

間
に

は
有

意
な

関
連

は
見

ら
れ

な
か

っ
た

。

自
己

申
告

に
基

づ
く
業

務
負

担
あ

り
ス

ト
レ

ス
な

し

N
e
tt

e
rs

tr
ø
m

 B
,

e
t 

al

P
sy

c
h
o
lo

gi
c
al

 j
o
b 

de
m

an
ds

in
c
re

as
e
 t

h
e
 r

is
k 

o
f 

is
c
h
ae

m
ic

h
e
ar

t 
di

se
as

e
: 
A

 1
4
-
ye

ar
 c

o
h
o
rt

st
u
dy

 o
f 

e
m

pl
o
ye

d 
D

an
is

h
 m

e
n

E
u
r 

J
C

ar
di

o
va

sc
P
re

v 
R

e
h
ab

il.
2
0
0
6
; 
1
3
: 
4
1
4
-

4
2
0

5
4

連
続

短
時

間
睡

眠 心
理

的
ス

ト
レ

ッ
サ

ー

短
期

間
：
1
0

日
間

・
回

復
期

４
日

間
-

脳
・
心

血
管

疾
患

条
件

（
健

常
男

性
、

朝
型

-
夜

型
テ

ス
ト

で
中

間
型

、
非

喫
煙

者
、

睡
眠

に
悩

み
を

持
た

な
い

、
睡

眠
薬

の
非

服
用

、
キ

ー
ボ

ー
ド

入
力

可
能

）
を

満
た

す
日

本
人

男
性

1
6
人

（
平

均
2
7
.3

歳
、

1
9
-
3
8
歳

）
を

対
象

介
入

研
究

-

英
文

転
写

問
題

の
課

題
に

よ
る

心
理

的
ス

ト
レ

ス
が

1
0
日

間
に

わ
た

る
5
時

間
睡

眠
と

そ
の

後
の

回
復

夜
の

睡
眠

構
築

に
与

え
る

影
響

を
検

討
し

、
課

題
未

達
成

群
に

お
い

て
、

レ
ム

睡
眠

潜
時

の
短

縮
と

レ
ム

睡
眠

の
増

加
が

見
ら

れ
た

（
p<

0
.0

5
）
。

4
日

間
の

回
復

夜
を

得
て

も
回

復
し

な
か

っ
た

こ
と

か
ら

、
心

理
的

ス
ト

レ
ス

が
レ

ム
睡

眠
の

発
現

に
影

響
を

及
ぼ

す
と

推
測

。

心
理

的
ス

ト
レ

ス
あ

り
（
レ

ム
睡

眠
の

発
現

）
久

保
智

英
ら

ノ
ル

マ
に

よ
る

心
理

的
ス

ト
レ

ス
が

連
続

睡
眠

短
縮

夜
と

そ
の

後
の

回
復

夜
の

睡
眠

構
築

に
及

ぼ
す

影
響

労
働

科
学

.
2
0
0
8
; 
8
4
: 
1
1
9
-

1
2
8

5
5

睡
眠

障
害

（
精

神
的

・
肉

体
的

ス
ト

レ
ス

に
起

因
す

る
と

考
え

ら
れ

る
）

-
-

大
動

脈
解

離
（
A

D
D

）
日

本
に

お
け

る
大

動
脈

解
離

（
A

D
D

）
患

者
1
3
9
人

（
男

性
1
0
7
人

、
女

性
3
2
人

、
平

均
5
4
.3

±
8
.5

歳
）
を

対
象

横
断

研
究

-

A
D

D
患

者
1
3
9
人

の
う

ち
、

7
0
人

（
5
0
.4

％
）
が

睡
眠

障
害

で
あ

っ
た

。
睡

眠
障

害
の

内
訳

は
睡

眠
障

害
が

3
5
人

（
5
0
％

）
、

睡
眠

不
足

が
3
1

人
（
4
4
.3

％
）
、

睡
眠

時
無

呼
吸

症
候

群
は

4
3
人

（
6
1
.4

％
）
で

あ
っ

た
。

こ
れ

ら
の

患
者

の
ほ

と
ん

ど
が

職
場

ス
ト

レ
ス

に
よ

り
不

規
則

な
生

活
を

送
っ

て
お

り
、

6
6
人

（
9
4
.3

％
）
は

日
常

生
活

で
重

度
の

精
神

的
ス

ト
レ

ス
を

訴
え

た
。

-
H

at
a 

M
, 
e
t 

al

労
働

人
口

に
お

け
る

睡
眠

障
害

と
大

動
脈

解
離

(S
le

e
p 

di
so

rd
e
rs

 a
n
d 

ao
rt

ic
di

ss
e
c
ti
o
n
 i
n
 a

 w
o
rk

in
g

po
pu

la
ti
o
n
)

S
u
rg

e
ry

 T
o
da

y.
2
0
1
2
; 
4
2
: 
4
0
3
-

4
0
5

14
6

-452-



６
　

心
理

的
負

荷
を

伴
う

業
務

と
脳

・
心

臓
疾

患
の

発
症

等
に

関
す

る
文

献
　

（
１

）
疫

学
調

査
（
6
0
文

献
）

負
荷

要
因

調
査

期
間

（
発

症
前

）
観

察
期

間
疾

病
調

査
対

象
調

査
方

法
調

整
因

子
結

果
有

意
性

著
者

名
タ

イ
ト

ル
書

誌
情

報

5
6

職
場

ス
ト

レ
ス

（
特

に
休

日
後

の
最

初
の

就
業

日
）

-
2
0
0
2
～

2
0
0
7
年

急
性

心
筋

梗
塞

（
A

M
I）

ハ
ン

ガ
リ

ー
で

2
0
0
2
～

2
0
0
7
年

に
急

性
心

筋
梗

塞
（
A

M
I）

を
発

症
し

た
患

者
9
0
,1

8
7

人
を

対
象

記
述

疫
学

研
究

-

A
M

Iの
発

症
率

は
月

曜
日

を
ピ

ー
ク

と
し

て
金

曜
日

ま
で

順
次

減
少

し
（
減

少
率

1
5
％

）
、

週
末

に
な

る
と

さ
ら

に
低

下
し

た
（
減

少
率

2
2
.3

％
）
。

月
曜

日
が

休
日

に
な

る
と

、
発

症
率

は
低

下
す

る
。

6
5
歳

以
下

、
6
5
歳

以
上

の
集

団
ど

ち
ら

で
も

月
曜

日
に

発
症

率
の

ピ
ー

ク
が

見
ら

れ
た

。
（
退

職
者

集
団

で
は

月
曜

日
の

ピ
ー

ク
が

見
ら

れ
な

い
と

い
う

他
の

研
究

と
は

異
な

る
。

）
6
5
歳

以
上

で
は

、
職

場
ス

ト
レ

ス
と

は
別

の
生

活
面

の
ス

ト
レ

ス
（
家

庭
で

の
役

割
に

関
連

）
が

影
響

し
て

い
る

可
能

性
も

示
唆

さ
れ

た
。

-
B

o
di

s 
J
, 
e
t 

al

P
e
rm

an
e
n
t 

st
re

ss
 m

ay
 b

e
 t

h
e

tr
ig

ge
r 

o
f 

an
 a

c
u
te

 m
yo

c
ar

di
al

in
fa

rc
ti
o
n
 o

n
 t

h
e
 f

ir
st

 w
o
rk

-
da

y
o
f 

th
e
 w

e
e
k

In
t 

J
 C

ar
di

o
l.

2
0
1
0
; 
1
4
4
: 
4
2
3
-

4
2
5

5
7

バ
ー

ン
ア

ウ
ト

平
均

3
.4

年
間

（
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
時

に
調

査
）

平
均

3
.4

年
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
冠

動
脈

性
心

疾
患

（
C

H
D

）
イ

ス
ラ

エ
ル

の
健

康
な

男
女

8
,8

3
8
人

（
男

性
5
,7

1
2
人

、
女

性
3
,1

2
6
人

、
1
9
-
6
7
歳

）
を

対
象

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究

重
要

な
危

険
因

子
：
年

齢
、

性
別

、
喫

煙
歴

、
家

族
歴

心
理

社
会

的
要

因
：
抑

う
つ

、
客

観
的

作
業

負
荷

、
主

観
的

作
業

負
荷

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
期

間
中

に
9
3
件

の
C

H
D

が
発

症
し

、
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
時

点
で

の
バ

ー
ン

ア
ウ

ト
は

C
H

D
発

症
リ

ス
ク

と
関

連
が

あ
っ

た
（
調

整
済

み
H

R
 1

.4
1
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

8
-
1
.8

5
）
。

重
度

の
バ

ー
ン

ア
ウ

ト
（
上

位
1
/
4
）
の

場
合

、
C

H
D

と
の

関
連

は
さ

ら
に

強
く
な

り
、

下
位

3
/
4
と

比
較

し
て

H
R

は
1
.7

9
（
9
5
%
C

I: 
1
.0

5
-
3
.0

4
）
で

あ
っ

た
。

バ
ー

ン
ア

ウ
ト

あ
り

T
o
ke

r 
S
, 
e
t 

al
B

u
rn

o
u
t 

an
d 

ri
sk

 o
f 

c
o
ro

n
ar

y
h
e
ar

t 
di

se
as

e
: 
a 

pr
o
sp

e
c
ti
ve

st
u
dy

 o
f 

8
8
3
8
 e

m
pl

o
ye

e
s

P
sy

c
h
o
so

m
M

e
d.

 2
0
1
2
; 
7
4
:

8
4
0
-
8
4
7

5
8

職
業

性
ス

ト
レ

ス
（
jo

b 
st

ra
in

：
仕

事
裁

量
度

4
項

目
、

仕
事

要
求

度
5
項

目
を

調
査

）

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

時
（
1
9
9
2

年
4
月

～
1
9
9
5
年

7
月

）
に

調
査

2
0
0
5
年

末
ま

で
の

1
1
年

間

脳
卒

中
の

発
症

（
く
も

膜
下

出
血

、
脳

内
出

血
、

虚
血

性
脳

卒
中

）

日
本

の
1
2
地

域
の

6
5
歳

以
下

の
成

人
（
男

性
3
,1

9
0
人

、
女

性
3
,3

6
3
人

）
前

向
き

コ
ホ

ー
ト

研
究

モ
デ

ル
１

（
社

会
経

済
的

）
：

年
齢

、
地

域
モ

デ
ル

２
（
行

動
的

）
：
年

齢
、

学
歴

、
職

業
、

喫
煙

状
況

、
ア

ル
コ

ー
ル

摂
取

、
身

体
活

動
、

地
域

モ
デ

ル
３

（
生

物
学

的
）
：
モ

デ
ル

２
の

因
子

、
B

M
I、

高
血

圧
、

糖
尿

病
、

高
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

血
症

多
変

量
解

析
で

は
、

モ
デ

ル
２

の
調

整
後

、
低

負
荷

（
仕

事
要

求
度

が
低

く
裁

量
度

が
高

い
）
の

男
性

と
比

較
し

て
、

高
負

荷
（
要

求
度

が
高

く
裁

量
度

が
低

い
）
の

男
性

（
H

R
2
.7

3
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

7
-
6
.3

8
）
の

総
脳

卒
中

リ
ス

ク
が

2
倍

以
上

増
加

し
た

。
生

物
学

的
リ

ス
ク

因
子

の
追

加
調

整
は

H
R

を
減

弱
さ

せ
た

が
、

統
計

的
有

意
性

が
続

い
た

（
H

R
2
.5

3
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

8
-
5
.9

4
）
。

女
性

で
は

、
ど

の
職

務
特

性
カ

テ
ゴ

リ
ー

間
の

脳
卒

中
発

症
率

に
つ

い
て

も
統

計
的

有
意

差
は

認
め

ら
れ

な
か

っ
た

。

【
男

性
】

高
負

荷
の

仕
事

（
要

求
度

高
く
裁

量
度

低
い

状
態

）
あ

り

T
su

ts
u
m

i 
A

, 
e
t

al

P
ro

sp
e
c
ti
ve

 s
tu

dy
 o

n
o
c
c
u
pa

ti
o
n
al

 s
tr

e
ss

 a
n
d 

ri
sk

 o
f

st
ro

ke

A
rc

h
 I
n
te

rn
M

e
d.

 2
0
0
9
 ;

1
6
9
: 
5
6
-
6
1

5
9

仕
事

の
負

荷
（
jo

b
st

ra
in

)
-

3
.4

年
～

1
6
.7

年
脳

卒
中

P
u
bM

e
d、

E
m

ba
se

、
P
sy

c
IN

F
O

に
よ

り
抽

出
さ

れ
た

6
件

の
前

向
き

コ
ホ

ー
ト

研
究

（
1
8
～

7
5
歳

の
参

加
者

1
3
8
,7

8
2
人

）
（
ア

ジ
ア

1
件

、
米

国
1
件

、
ヨ

ー
ロ

ッ
パ

4
件

）

メ
タ

ア
ナ

リ
シ

ス
-

高
負

荷
の

仕
事

（
仕

事
要

求
度

が
高

く
裁

量
度

が
低

い
状

態
）
は

、
低

負
荷

の
仕

事
（
要

求
度

が
低

く
裁

量
度

が
高

い
状

態
）
と

比
較

し
て

、
脳

卒
中

の
リ

ス
ク

増
加

と
関

連
し

て
い

た
（
R

R
1
.2

2
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

1
-

1
.4

7
）
。

こ
の

関
係

は
虚

血
性

脳
卒

中
で

顕
著

で
あ

っ
た

（
R

R
1
.5

8
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

2
-
2
.2

3
）
。

脳
卒

中
の

リ
ス

ク
は

女
性

で
有

意
で

あ
り

（
R

R
1
.3

3
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

4
-
1
.6

9
）
、

男
性

は
有

意
で

は
な

か
っ

た
（
R

R
1
.2

6
、

9
5
%
C

I: 
0
.6

9
-
2
.2

7
）
が

、
男

女
差

は
有

意
で

は
な

か
っ

た
。

男
性

は
デ

ー
タ

が
限

ら
れ

た
（
1
2
,3

2
3
人

）
た

め
有

意
に

な
ら

な
か

っ
た

可
能

性
が

あ
る

。
能

動
的

な
仕

事
（
要

求
度

が
高

く
裁

量
度

も
高

い
状

態
）
（
R

R
1
.0

7
、

9
5
%
C

I: 
0
.9

0
-
1
.2

8
）
も

受
動

的
な

仕
事

（
要

求
度

が
低

く
裁

量
度

も
低

い
状

態
）
（
R

R
 1

.0
1
、

9
5
%
C

I: 
0
.8

6
-
1
.1

8
）
も

、
低

負
荷

の
仕

事
と

比
較

し
て

脳
卒

中
の

リ
ス

ク
増

加
と

関
連

し
な

か
っ

た
。

高
負

荷
の

仕
事

（
要

求
度

高
く
裁

量
度

低
い

状
態

）
あ

り
（
特

に
女

性
）

H
u
an

g 
Y
, 
e
t 

al
A

ss
o
c
ia

ti
o
n
 b

e
tw

e
e
n
 j
o
b 

st
ra

in
an

d 
ri
sk

 o
f 

in
c
id

e
n
t 

st
ro

ke
: 
A

m
e
ta

-
an

al
ys

is

N
e
u
ro

lo
gy

.
2
0
1
5
; 
8
5
: 
1
6
4
8
-

1
6
5
4

6
0

仕
事

の
負

荷
（
jo

b
st

ra
in

。
要

求
度

－
裁

量
度

質
問

票
に

従
っ

て
定

義
)

1
9
8
5
年

か
ら

2
0
0
8
年

の
間

の
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
調

査

平
均

追
跡

期
間

9
.2

年
脳

卒
中

1
4
件

の
ヨ

ー
ロ

ッ
パ

の
前

向
き

コ
ホ

ー
ト

研
究

に
参

加
し

た
男

女
1
9
6
,3

8
0
人

（
平

均
年

齢
4
2
.4

歳
、

女
性

5
3
%
）

メ
タ

ア
ナ

リ
シ

ス
年

齢
、

性
別

、
社

会
経

済
的

地
位

1
,8

1
5
,8

4
8
人

/
年

（
平

均
追

跡
期

間
9
.2

年
）
の

間
に

、
2
,0

2
3
件

の
脳

卒
中

発
症

が
報

告
さ

れ
た

。
全

脳
卒

中
の

H
R

に
つ

い
て

仕
事

の
負

荷
あ

り
の

群
を

仕
事

の
負

荷
な

し
の

群
に

比
較

し
た

と
こ

ろ
（
年

齢
と

性
別

で
調

整
）
、

有
意

差
は

認
め

ら
れ

な
か

っ
た

（
1
.0

9
、

9
5
%
C

I: 
0
.9

4
–
1
.2

6
）
。

仕
事

の
負

荷
は

虚
血

性
脳

卒
中

発
症

リ
ス

ク
の

増
加

と
関

連
し

て
い

た
（
H

R
1
.2

4
、

9
5
％

C
I: 

1
.0

5
-
1
.4

7
）
が

、
出

血
性

脳
卒

中
発

症
リ

ス
ク

の
増

加
と

は
関

連
し

て
い

な
か

っ
た

（
H

R
1
.0

1
、

9
5
％

C
I: 

0
.7

5
-
1
.3

6
）
。

仕
事

の
負

荷
（
要

求
度

高
く
裁

量
度

低
い

状
態

）
あ

り
（
虚

血
性

脳
卒

中
の

み
）

F
ra

n
ss

o
n
 E

I, 
e
t

al

J
o
b 

st
ra

in
 a

n
d 

th
e
 r

is
k 

o
f

st
ro

ke
: 
an

 i
n
di

vi
du

al
-
pa

rt
ic

ip
an

t
da

ta
 m

e
ta

-
an

al
ys

is

S
tr

o
ke

. 
2
0
1
5
;

4
6
: 
5
5
7
-
5
5
9

…
再

掲
の

文
献

。

14
7

-453-



６
　

心
理

的
負

荷
を

伴
う

業
務

と
脳

・
心

臓
疾

患
の

発
症

等
に

関
す

る
文

献
　

（
２

）
症

例
報

告
（
６

文
献

）

負
荷

要
因

調
査

期
間

（
発

症
前

）
時

間
、

従
事

作
業

等
調

査
方

法
症

状
著

者
名

タ
イ

ト
ル

書
誌

情
報

1
夜

間
勤

務
不

規
則

勤
務

職
場

ス
ト

レ
ス

１
か

月

　
発

症
約

1
か

月
前

に
転

職
し

、
前

職
で

は
稀

で
あ

っ
た

2
2
時

前
後

ま
で

の
夜

間
勤

務
や

時
間

外
勤

務
が

頻
繁

で
あ

っ
た

。
　

作
業

自
体

も
こ

れ
ま

で
の

職
歴

に
は

な
か

っ
た

大
型

印
刷

機
械

の
取

り
扱

い
で

あ
り

、
強

い
ス

ト
レ

ス
を

感
じ

て
い

た
。

症
例

報
告

5
1
歳

男
性

　
2
0
1
2
年

1
1
月

、
仕

事
中

突
然

に
傾

眠
状

態
、

失
語

症
、

重
度

の
右

片
麻

痺
と

な
り

救
急

搬
送

さ
れ

た
。

　
入

院
時

所
見

で
、

頭
部

M
R

Iで
は

拡
張

強
調

画
像

で
左

中
大

脳
動

脈
領

域
に

広
範

な
高

信
号

を
認

め
、

頸
動

脈
解

離
を

発
症

。
　

入
院

後
、

ア
ル

ガ
ト

ロ
バ

ン
と

エ
ダ

ラ
ボ

ン
の

投
与

に
よ

る
加

療
。

1
0
日

目
の

頸
部

M
R

I及
び

1
5
日

目
の

血
管

造
営

で
は

内
頸

動
脈

解
離

部
の

出
血

性
変

化
が

改
善

。
左

M
1
部

の
閉

塞
は

良
好

に
再

開
通

し
て

い
た

。
　

入
院

3
6
日

目
に

転
院

。
4
か

月
後

に
は

解
離

部
は

完
全

に
再

構
築

さ
れ

、
神

経
症

状
も

ほ
ぼ

消
失

し
た

。

A
o
ya

m
a 

Y
, 
e
t

al

C
as

e
 o

f 
sp

o
n
ta

n
e
o
u
s 

c
e
rv

ic
al

in
te

rn
al

 c
ar

o
ti
d
 a

rt
e
ry

 d
is

se
c
ti
o
n

w
it
h
 e

m
b
o
lic

 s
tr

o
ke

 a
ft

e
r 

a 
jo

b
-

c
h
an

ge

J
 U

O
E
H

. 
2
0
1
4
;

3
6
: 
2
8
9
-
2
9
4

2
過

労
睡

眠
時

間
の

短
縮

（
職

場
ス

ト
レ

ス
に

よ
る

睡
眠

不
安

）
３

か
月

　
私

立
研

究
所

に
所

属
（
ホ

ワ
イ

ト
カ

ラ
ー

）
。

　
育

児
の

た
め

9
-
1
5
時

の
時

短
勤

務
（
脳

出
血

発
症

直
前

の
労

働
負

荷
は

高
く
な

か
っ

た
。

）
。

症
例

報
告

4
0
歳

男
性

　
脳

出
血

を
発

症
。

　
脳

出
血

発
症

前
の

6
か

月
間

の
労

働
デ

ー
タ

か
ら

、
多

重
負

担
、

発
症

前
3
か

月
続

い
た

過
労

、
生

理
心

理
的

に
休

息
に

な
ら

な
い

休
日

と
い

う
特

徴
が

認
め

ら
れ

た
。

　
発

症
直

前
の

労
働

負
荷

強
度

よ
り

も
、

勤
務

日
と

休
日

の
過

労
の

進
展

度
が

過
労

障
害

に
つ

な
が

っ
た

と
考

え
ら

れ
る

。

S
as

ak
i 
T
, 
e
t

al

時
短

勤
務

中
に

脳
出

血
を

発
症

し
た

ホ
ワ

イ
ト

カ
ラ

ー
労

働
者

の
症

例
研

究
　

週
内

性
過

労
状

態
に

着
目

し
て

(A
 c

as
e
 s

tu
d
y 

o
f 
a 

w
h
it
e
-
c
o
lla

r
e
m

p
lo

ye
e
 w

h
o
 d

e
ve

lo
p
e
d
 a

c
e
re

b
ra

l 
h
e
m

o
rr

h
ag

e
 w

it
h
 a

fo
c
u
s 

o
n
 w

e
e
k-

to
-
w

e
e
k 

o
ve

r-
fa

ti
gu

e
 c

o
n
d
it
io

n
s)

労
働

科
学

. 
2
0
0
9
;

8
5
: 
1
1
-
2
7

3

長
時

間
労

働
職

場
ス

ト
レ

ス
育

児
時

間
※

男
性

が
過

労
障

害
を

発
症

し
た

要
因

を
判

断
す

る
た

め
に

、
毎

週
の

疲
労

状
況

か
ら

分
析

。

３
か

月

　
私

立
研

究
所

に
研

究
者

と
し

て
所

属
。

　
2
0
0
4
年

よ
り

育
児

の
た

め
、

勤
務

時
間

を
9
-
1
5
時

（
6
時

間
）
に

短
縮

し
た

。
　

グ
ル

ー
プ

長
と

し
て

1
3
人

の
ス

タ
ッ

フ
を

管
理

。
　

発
症

4
-
6
か

月
前

は
月

当
た

り
4
3
.8

-
8
7
.6

時
間

の
残

業
が

あ
っ

た
。

し
か

し
発

症
3
か

月
前

に
人

事
異

動
に

よ
り

月
当

た
り

1
3
5
.0

-
1
4
1
.1

時
間

の
残

業
（
休

日
出

勤
含

む
）
を

行
う

よ
う

に
な

っ
た

。
　

夜
1
1
時

過
ぎ

ま
で

残
業

す
る

妻
に

代
わ

り
子

供
の

保
育

園
の

送
迎

、
夕

飯
、

風
呂

の
世

話
等

を
担

当
し

て
い

た
。

　
パ

ソ
コ

ン
と

ネ
ッ

ト
環

境
が

あ
れ

ば
働

け
る

と
い

う
仕

事
の

性
質

上
、

休
み

の
日

も
精

神
的

に
は

休
息

で
き

な
か

っ
た

と
考

え
ら

れ
る

。

症
例

報
告

4
0
歳

男
性

　
2
0
0
4
年

の
健

康
診

断
で

収
縮

期
血

圧
2
0
4
 m

m
H

g、
拡

張
期

血
圧

1
3
0
 m

m
H

g
か

ら
高

血
圧

と
左

心
室

の
肥

大
と

診
断

さ
れ

た
。

　
2
0
0
5
年

の
健

康
診

断
で

は
収

縮
期

血
圧

1
8
2
 m

m
H

g、
拡

張
期

血
圧

1
2
0

m
m

H
gに

基
づ

く
左

心
室

の
肥

大
と

診
断

さ
れ

た
が

、
治

療
は

行
わ

な
か

っ
た

。
　

2
0
0
6
年

7
月

、
左

被
殻

出
血

を
発

症
し

、
過

労
障

害
と

診
断

さ
れ

た
。

　
発

症
3
か

月
前

か
ら

の
疲

労
、

生
理

的
・
心

理
的

に
休

息
に

な
ら

な
い

休
日

を
過

ご
し

て
い

た
特

徴
が

あ
っ

た
。

　
と

り
わ

け
休

日
の

覚
醒

時
に

は
感

情
の

起
伏

、
睡

眠
時

間
の

不
安

定
に

よ
り

心
身

を
休

息
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
な

か
っ

た
。

　
発

症
直

前
の

労
働

負
荷

強
度

よ
り

も
、

勤
務

日
と

休
日

の
過

労
の

進
展

度
が

過
労

障
害

に
つ

な
が

っ
た

と
考

え
ら

れ
た

。

S
as

ak
i 
T
 &

K
u
b
o
 T

時
短

勤
務

中
に

発
症

し
た

K
ar

o
h
-

sh
o
ga

i事
例

に
お

け
る

時
間

外
労

働
時

間
(H

o
u
rs

 o
f 
ac

tu
al

 o
ve

rt
im

e
w

o
rk

e
d
 i
n
 a

 K
ar

o
h
-
sh

o
ga

i 
c
as

e
d
e
ve

lo
p
in

g 
d
e
sp

it
e
 r

e
d
u
c
e
d
 w

o
rk

h
o
u
rs

)

労
働

科
学

. 
2
0
0
8
;

8
4
: 
9
9
-
1
0
4

4
精

神
的

負
担

夜
間

勤
務

・
深

夜
勤

務

作
業

直
後

、
１

か
月

又
は

そ
れ

以
前

　
市

立
総

合
病

院
IC

U
及

び
救

急
病

棟
に

看
護

師
と

し
て

勤
務

。
　

夜
間

勤
務

は
平

均
1
0
.2

回
/
月

、
深

夜
勤

務
は

同
4
.6

回
実

施
。

　
1
9
9
0
年

7
月

か
ら

は
救

急
病

棟
に

お
け

る
看

護
師

数
の

減
少

や
夏

季
休

暇
に

よ
り

看
護

師
1
人

当
た

り
の

患
者

数
が

大
幅

に
増

加
し

て
い

た
。

症
例

報
告

女
性

　
1
9
9
0
年

7
月

、
患

者
を

車
い

す
か

ら
移

す
作

業
直

後
に

く
も

膜
下

出
血

を
発

症
。

日
山

亨
ら

医
療

従
事

者
の

過
労

死
・
過

労
自

殺
が

関
係

し
た

訴
訟

事
例

の
検

討
　

医
療

従
事

者
の

過
労

死
・
過

労
自

殺
を

予
防

す
る

た
め

に

C
A

M
P

U
S

H
E
A

L
T
H

. 
2
0
0
8
;

4
5
: 
1
1
1
-
1
1
6

5

【
職

業
要

因
】

不
定

期
な

運
航

形
態

7
か

月
以

上
の

継
続

乗
船

精
神

的
負

荷
（
発

電
機

の
ト

ラ
ブ

ル
）

深
夜

の
停

泊
地

移
動

及
び

待
機

【
個

人
要

因
】

脳
動

脈
瘤

の
存

在
排

便

前
日

～
当

日
、

７
か

月

　
内

航
貨

物
船

の
機

関
長

と
し

て
運

航
機

関
の

運
用

に
従

事
（
8
時

-
1
2
時

、
2
0
時

-
2
4
時

）
。

資
材

補
給

、
機

関
整

備
の

他
、

主
機

関
、

補
器

、
発

電
機

等
機

関
全

般
の

運
転

状
況

等
の

把
握

、
各

作
業

の
実

施
計

画
策

定
及

び
指

揮
を

行
っ

て
い

た
。

　
1
9
8
9
年

6
月

1
0
日

0
時

2
0
分

、
停

泊
地

移
動

、
接

岸
作

業
に

続
い

て
船

員
総

出
で

荷
役

準
備

作
業

に
当

た
っ

た
。

　
同

日
1
7
時

0
分

に
一

旦
作

業
を

終
了

し
、

2
3
時

4
5
分

に
再

度
停

泊
地

移
動

を
開

始
し

た
。

　
6
月

1
1
日

0
時

4
5
分

、
再

び
停

泊
地

移
動

を
終

え
、

荷
役

作
業

を
開

始
。

待
機

命
令

が
出

た
が

船
員

全
員

仮
眠

す
る

こ
と

と
な

っ
た

。
　

同
日

6
時

4
0
分

、
荷

役
作

業
を

終
え

、
港

を
出

港
。

症
例

報
告

5
1
歳

男
性

　
1
9
8
9
年

6
月

1
1
日

7
時

2
3
分

、
船

内
の

便
所

に
倒

れ
て

い
る

と
こ

ろ
を

発
見

さ
れ

る
。

病
院

へ
搬

送
し

た
が

、
く
も

膜
下

出
血

に
よ

っ
て

死
亡

と
診

断
さ

れ
た

。
　

航
海

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

の
不

規
則

性
に

よ
る

生
体

リ
ズ

ム
の

崩
壊

、
7
か

月
連

続
乗

船
勤

務
に

よ
る

疲
労

の
蓄

積
、

発
電

機
ト

ラ
ブ

ル
に

よ
る

精
神

的
負

荷
が

脳
動

脈
瘤

悪
化

に
作

用
し

た
と

考
え

ら
れ

た
。

坂
村

修
・
上

畑
鉄

之
丞

く
も

膜
下

出
血

を
き

た
し

た
船

員
に

つ
い

て
の

業
務

関
連

性
の

考
察

社
会

医
学

研
究

.
2
0
0
1
; 
1
9
: 
3
3
-
4
3
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8
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６
　

心
理

的
負

荷
を

伴
う

業
務

と
脳

・
心

臓
疾

患
の

発
症

等
に

関
す

る
文

献
　

（
２

）
症

例
報

告
（
６

文
献

）

負
荷

要
因

調
査

期
間

（
発

症
前

）
時

間
、

従
事

作
業

等
調

査
方

法
症

状
著

者
名

タ
イ

ト
ル

書
誌

情
報

6
【
症

例
1
、

2
】

過
労

精
神

的
ス

ト
レ

ス
-

【
症

例
1
、

2
】

　
従

事
作

業
等

不
明

。
症

例
報

告

【
症

例
1
】

3
4
歳

男
性

、
喫

煙
歴

あ
り

　
2
0
0
5
年

7
月

、
徹

夜
明

け
で

ト
ラ

ッ
ク

を
運

転
中

、
強

い
前

胸
部

痛
を

自
覚

。
車

を
止

め
3
0
分

ほ
ど

で
症

状
は

軽
快

し
た

が
、

翌
朝

も
同

様
の

症
状

が
あ

り
、

同
日

午
後

に
医

療
機

関
を

受
診

。
来

院
時

心
電

図
で

は
I誘

導
で

異
常

Q
波

、
V

2
-
3
で

T
波

増
高

、
V

4
-
6
で

S
T
上

昇
を

認
め

た
。

緊
急

冠
動

脈
造

影
で

は
、

対
角

枝
＃

9
入

口
部

に
偏

心
性

の
9
9
％

狭
窄

を
認

め
、

＃
6
に

も
5
0
％

狭
窄

を
認

め
た

。
C

C
U

入
室

と
な

り
、

入
院

1
週

間
後

に
狭

窄
は

改
善

し
て

お
り

、
心

筋
梗

塞
の

原
因

は
血

栓
性

閉
塞

と
判

断
さ

れ
た

。

【
症

例
2
】

2
8
歳

男
性

。
　

4
歳

時
に

川
崎

病
の

疑
い

と
さ

れ
た

が
確

診
さ

れ
ず

、
以

後
は

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
さ

れ
な

か
っ

た
。

　
2
0
0
4
年

、
実

家
に

帰
省

中
で

飲
酒

機
会

が
多

く
、

睡
眠

不
足

が
続

い
て

い
た

。
同

年
9
月

1
6
日

2
3
時

頃
、

前
胸

部
痛

を
自

覚
し

救
急

搬
送

。
胸

痛
は

激
烈

で
塩

酸
モ

ル
ヒ

ネ
を

使
用

。
来

院
時

心
電

図
で

は
V

1
-
3
で

異
常

Q
波

と
T
波

増
高

、
心

エ
コ

ー
で

は
前

壁
中

隔
に

壁
運

動
消

失
を

認
め

た
。

緊
急

冠
動

脈
造

影
検

査
で

は
、

左
前

下
行

枝
＃

6
が

完
全

に
閉

塞
し

て
お

り
、

右
冠

動
脈

は
＃

2
に

冠
動

脈
瘤

を
認

め
た

。

小
岩

弘
明

ら
当

院
で

経
験

し
た

若
年

者
急

性
心

筋
梗

塞
症

例
の

検
討

K
K
R

札
幌

医
療

セ
ン

タ
ー

医
学

雑
誌

.
2
0
0
6
; 
3
: 
4
0
-
4
3

…
再

掲
の

文
献

。

14
9

-455-



７
　

身
体

的
負

荷
を

伴
う

業
務

と
脳

・
心

臓
疾

患
の

発
症

等
に

関
す

る
文

献
（
疫

学
調

査
）
（
1
8
文

献
）

負
荷

要
因

調
査

期
間

（
発

症
前

）
観

察
期

間
疾

病
調

査
対

象
調

査
方

法
調

整
因

子
結

果
有

意
性

著
者

名
タ

イ
ト

ル
書

誌
情

報

1

肉
体

的
･身

体
的

に
ス

ト
レ

ス
（
被

疑
者

の
拘

束
･口

論
、

被
疑

者
追

跡
、

肉
体

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

、
医

療
・
救

助
活

動
等

）

当
該

業
務

中
の

突
然

死
1
9
8
4
～

2
0
1
0
年

心
臓

性
突

然
死

米
国

に
お

い
て

1
9
8
4
～

2
0
1
0
年

に
か

け
て

勤
務

中
に

発
生

し
た

警
察

官
の

心
臓

性
突

然
死

4
4
1
例

症
例

分
布

研
究

-
法

律
を

執
行

す
る

業
務

の
う

ち
、

被
疑

者
の

拘
束

･口
論

中
は

3
4
-
6
9
倍

、
被

疑
者

追
跡

中
は

3
2
-
5
1
倍

、
肉

体
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
中

は
2
0
-
2
3
倍

、
救

急
医

療
･救

助
活

動
中

は
6
-
9
倍

と
有

意
に

相
対

危
険

度
が

高
か

っ
た

。

被
疑

者
の

拘
束

･口
論

中
、

被
疑

者
追

跡
中

、
肉

体
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
中

、
医

療
・

救
助

活
動

中
あ

り
（
警

察
官

）

V
ar

va
ri
go

u
 V

, 
e
t 

al

L
aw

 e
n
fo

rc
e
m

e
n
t 

d
u
ti
e
s 

an
d

su
d
d
e
n
 c

ar
d
ia

c
 d

e
at

h
 a

m
o
n
g

p
o
lic

e
 o

ff
ic

e
rs

 i
n
 U

n
it
e
d
 S

ta
te

s:
c
as

e
 d

is
tr

ib
u
ti
o
n
 s

tu
d
y

B
M

J
. 
2
0
1
4
; 
3
4
9
:

g6
5
3
4

2

消
火

作
業

を
伴

う
ス

ト
レ

ス
（
要

求
度

の
高

い
作

業
、

重
く
て

圧
迫

感
の

あ
る

装
備

、
消

火
活

動
の

緊
急

性
等

）
高

血
圧

、
高

コ
レ

ス
テ

ロ
ー

ル
血

症

-
-

虚
血

性
心

疾
患

2
0
0
6
～

2
0
0
9
年

に
か

け
て

P
u
b
M

e
d
等

の
関

連
文

献
を

網
羅

的
に

レ
ビ

ュ
ー

総
説

-

文
献

レ
ビ

ュ
ー

の
結

果
、

一
般

市
民

と
比

較
し

て
消

防
士

の
死

亡
や

虚
血

性
心

疾
患

の
リ

ス
ク

が
高

い
と

の
結

果
は

得
ら

れ
な

か
っ

た
。

一
方

、
高

血
圧

（
>
1
6
0
/
1
0
0
 m

m
H

g）
の

消
防

士
は

、
正

常
血

圧
/
治

療
中

の
消

防
士

に
比

べ
て

、
退

職
、

休
職

、
怪

我
等

の
発

生
率

が
2
-
3
倍

高
か

っ
た

。

な
し

D
re

w
-

N
o
rd

 D
C

,
e
t 

al

C
ar

d
io

va
sc

u
la

r 
ri
sk

 f
ac

to
rs

am
o
n
g 

c
ar

e
e
r 

fi
re

fi
gh

te
rs

A
A

O
H

N
 J

. 
2
0
0
9
;

5
7
: 
4
1
5
-
4
2
2

3
 高

リ
ス

ク
（
緊

急
）
業

務
当

該
業

務
中

及
び

通
報

帰
還

時
の

突
然

死
1
9
9
6
～

2
0
1
2
年

ま
で

心
臓

性
突

然
死

（
S
C

D
）

米
国

の
男

性
消

防
士

（
男

性
、

4
5
歳

以
下

）
に

お
け

る
1
9
9
6
～

2
0
1
2
年

ま
で

の
心

臓
性

突
然

死
（
S
C

D
）
2
0
5
例

後
ろ

向
き

コ
ホ

ー
ト

研
究

-

緊
急

業
務

は
非

緊
急

業
務

に
比

べ
て

S
C

D
と

の
関

連
が

高
く
、

そ
の

相
対

危
険

度
は

、
消

火
活

動
（
2
2
.1

、
9
5
%
C

I: 
1
4
.8

–
3
2
.9

）
、

緊
急

通
報

対
応

（
2
.6

、
9
5
%
C

I: 
1
.5

–
4
.6

）
、

緊
急

通
報

か
ら

の
帰

還
（
4
.1

、
9
5
%
C

I: 
2
.7

–
6
.2

）
、

訓
練

（
4
.8

、
9
5
%
C

I: 
3
.2

–
7
.2

）
で

あ
っ

た
。

心
血

管
疾

患
の

発
症

が
あ

る
場

合
、

さ
ら

に
リ

ス
ク

は
高

く
な

る
。

緊
急

業
務

あ
り

F
ar

io
li 

A
,

e
t 

al

D
u
ty

-
re

la
te

d
 r

is
k 

o
f 
su

d
d
e
n

c
ar

d
ia

c
 d

e
at

h
 a

m
o
n
g 

yo
u
n
g 

U
S

fi
re

fi
gh

te
rs

O
c
c
u
p
 M

e
d

(L
o
n
d
).
 2

0
1
4
;

6
4
: 
4
2
8
-
4
3
5

4
緊

急
業

務
（
特

に
消

火
作

業
）

業
務

中
及

び
通

報
復

帰
時

の
突

然
死

1
9
9
4
～

2
0
0
4
年

の
デ

ー
タ

を
解

析
（
2
0
0
1
年

9
月

1
1
日

に
発

生
し

た
テ

ロ
に

お
け

る
死

亡
者

は
除

い
た

）

冠
動

脈
性

心
疾

患
米

国
に

お
け

る
消

防
士

（
1
9
9
4
～

2
0
0
4
年

の
デ

ー
タ

を
解

析
）

症
例

対
照

研
究

-

冠
動

脈
性

心
疾

患
の

死
亡

者
の

割
合

は
、

消
火

作
業

（
3
2
.1

%
）
、

通
報

へ
の

対
応

（
1
3
.4

%
）
、

通
報

か
ら

の
復

帰
（
1
7
.4

%
）
、

身
体

訓
練

（
1
2
.5

%
）
、

非
火

災
緊

急
事

態
へ

の
対

応
（
9
.4

%
）
、

非
緊

急
業

務
（
1
5
.4

%
）
で

あ
っ

た
。

非
緊

急
業

務
に

お
け

る
死

亡
率

（
O

R
）
を

1
と

し
比

較
す

る
と

、
消

火
作

業
（
自

治
体

O
R

 5
3
、

9
5
%
C

I: 
4
0
-
7
2
、

大
都

市
O

R
 1

2
.1

、
9
5
%
C

I: 
9
.0

-
1
6
.4

、
国

家
O

R
 1

3
6
、

9
5
%
C

I: 
1
0
1
-
1
8
3
）
、

通
報

へ
の

対
応

（
自

治
体

O
R

 7
.4

、
9
5
%
C

I: 
5
.1

-
1
1
、

大
都

市
O

R
 2

.8
、

9
5
%
C

I: 
1
.9

-
4
.0

、
国

家
O

R
1
4
.1

、
9
5
%
C

I: 
9
.8

-
2
0
.3

）
、

通
報

か
ら

の
復

帰
時

（
自

治
体

O
R

 5
.8

、
9
5
%
C

I: 
4
.1

-
8
.1

、
大

都
市

O
R

 2
.2

、
9
5
％

C
I: 

1
.6

-
3
.1

、
国

家
O

R
1
0
.5

、
9
5
%
C

I: 
7
.5

-
1
4
.7

）
、

身
体

訓
練

時
（
自

治
体

O
R

 5
.2

、
9
5
%
C

I: 
3
.6

-
7
.5

、
大

都
市

O
R

2
.9

、
9
5
%
C

I: 
2
.0

-
4
.2

、
国

家
O

R
 6

.6
、

9
5
%
C

I: 
4
.6

-
9
.5

）
で

あ
っ

た
。

冠
動

脈
性

心
疾

患
に

よ
る

死
亡

の
リ

ス
ク

は
、

非
緊

急
業

務
よ

り
緊

急
業

務
の

方
が

著
し

く
高

か
っ

た
（
緊

急
事

態
で

な
い

時
の

約
1
0
-
1
0
0
倍

リ
ス

ク
が

高
い

）
。

緊
急

業
務

の
う

ち
、

特
に

消
火

作
業

が
最

も
高

い
リ

ス
ク

を
示

し
た

。

緊
急

業
務

あ
り

K
al

e
s 

S
N

,
e
t 

al

E
m

e
rg

e
n
c
y 

d
u
ti
e
s 

an
d
 d

e
at

h
s

fr
o
m

 h
e
ar

t 
d
is

e
as

e
am

o
n
g 

fi
re

fi
gh

te
rs

 i
n
 t

h
e
 U

n
it
e
d

S
ta

te
s

N
 E

n
g 

J
 M

e
d
.

2
0
0
7
; 
3
5
6
: 
1
2
0
7

–
1
2
1
5

5

職
場

で
の

身
体

的
負

荷
（
特

に
心

肺
持

久
力

が
劣

る
と

自
覚

し
て

い
る

労
働

者
に

つ
い

て
）

中
央

値
1
8
.5

年
間

（
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
時

に
調

査
）

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
期

間
（
中

央
値

1
8
.5

年
）

心
血

管
疾

患
（
C

V
D

）
デ

ン
マ

ー
ク

で
心

血
管

疾
患

（
C

V
D

）
を

有
し

な
い

男
性

2
,1

9
0
人

、
女

性
2
,5

3
4
人

（
2
0
-
6
7

歳
）
を

対
象

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究
年

齢
、

性
別

、
余

暇
で

の
身

体
活

動
、

M
B

I、
喫

煙
、

所
得

、
ア

ル
コ

ー
ル

摂
取

、
糖

尿
病

の
有

無

C
o
x比

例
ハ

ザ
ー

ド
回

帰
分

析
を

行
い

、
C

V
D

と
身

体
的

負
荷

（
O

P
A

）
、

及
び

主
観

的
心

肺
持

久
力

と
の

関
係

を
調

べ
た

結
果

、
O

P
A

が
高

く
（
O

P
A

ス
コ

ア
3
-
4
）
、

心
肺

持
久

力
が

劣
る

と
自

覚
し

て
い

る
労

働
者

は
、

O
P
A

が
低

く
心

肺
持

久
力

に
優

れ
る

労
働

者
に

比
べ

て
C

V
D

死
亡

の
リ

ス
ク

が
有

意
に

高
か

っ
た

（
H

R
 6

.2
2
、

9
5
%
C

I: 
2
.6

7
-
1
4
.4

9
）
。

身
体

的
負

荷
が

高
く
、

心
肺

持
久

力
が

劣
る

と
自

覚
し

て
い

る
労

働
者

あ
り

H
o
lt
e
rm

a
n
n
 A

, 
e
t

al

S
e
lf
-
re

p
o
rt

e
d
 o

c
c
u
p
at

io
n
al

p
h
ys

ic
al

 a
c
ti
vi

ty
 a

n
d

c
ar

d
io

re
sp

ir
at

o
ry

 f
it
n
e
ss

:
Im

p
o
rt

an
c
e
 f
o
r 

c
ar

d
io

va
sc

u
la

r
d
is

e
as

e
 a

n
d
 a

ll-
c
au

se
 m

o
rt

al
it
y

S
c
an

d
 J

 W
o
rk

E
n
vi

ro
n
 H

e
al

th
.

2
0
1
6
; 
4
2
: 
2
9
1
-

2
9
8

6
肉

体
的

高
負

荷
労

働
%
V

O
2
m

ax
又

は
%
V

O
2
re

sが
高

い
労

働

2
0
年

間
（
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
時

に
調

査
）

2
0
年

間
急

性
心

筋
梗

塞
米

国
の

労
働

者
1
,8

9
1
人

を
対

象
コ

ホ
ー

ト
研

究
-

IH
D

既
往

の
な

い
群

：
絶

対
的

な
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

量
（
kc

al
/
d
ay

）
よ

り
も

、
相

対
最

大
酸

素
摂

取
量

（
%
V

O
2
m

ax
）
又

は
相

対
安

静
時

酸
素

摂
取

量
（
%
V

O
2
re

s）
が

高
い

労
働

が
IH

D
と

関
連

が
あ

っ
た

。
負

荷
が

1
0
％

増
加

す
る

ご
と

に
急

性
心

筋
梗

塞
の

リ
ス

ク
が

増
加

し
た

。
IH

D
既

往
の

あ
る

群
：
同

様
の

傾
向

が
見

ら
れ

た
が

、
既

往
の

な
い

群
に

比
べ

て
弱

か
っ

た
。

肉
体

的
高

負
荷

労
働

が
高

い
労

働
あ

り

K
ra

u
se

 N
,

e
t 

al

O
c
c
u
p
at

io
n
al

 p
h
ys

ic
al

 a
c
ti
vi

ty
an

d
 2

0
-
ye

ar
 i
n
c
id

e
n
c
e
 o

f 
ac

u
te

m
yo

c
ar

d
ia

l 
in

fa
rc

ti
o
n
: 
re

su
lt
s

fr
o
m

 t
h
e
 K

u
o
p
io

 i
sc

h
e
m

ic
 h

e
ar

t
d
is

e
as

e
 r

is
k 

fa
c
to

r 
st

u
d
y

S
c
an

d
 J

 W
o
rk

E
n
vi

ro
n
 H

e
al

th
.

2
0
1
5
; 
4
1
: 
1
2
4
-

1
3
9

7

業
務

で
の

高
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

活
動

（
消

費
カ

ロ
リ

ー
、

%
V

O
2
m

ax
、

%
V

O
2
re

s
）

1
1
年

間
（
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
、

4
年

目
、

1
1
年

目
に

調
査

）
1
1
年

間
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

頸
動

脈
ア

テ
ロ

ー
ム

性
動

脈
硬

化
症

フ
ィ

ン
ラ

ン
ド

の
男

性
6
1
2
人

（
観

察
開

始
時

で
4
2
-
6
0
歳

）
コ

ホ
ー

ト
研

究
年

齢
等

1
1
年

間
の

頸
動

脈
内

膜
中

膜
肥

厚
（
IM

T
）
の

増
加

を
調

べ
た

結
果

、
仕

事
で

の
高

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
活

動
を

示
す

5
種

類
の

指
標

す
べ

て
に

お
い

て
、

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
量

の
増

加
と

IM
T
増

加
と

の
間

に
有

意
な

関
連

が
見

ら
れ

た
。

IH
D

及
び

頸
動

脈
狭

窄
の

既
往

歴
で

分
け

る
と

、
既

往
が

あ
る

群
で

は
%
V

O
2
m

ax
及

び
%
V

O
2
re

sが
有

意
に

高
く
な

っ
た

。
特

に
虚

血
性

心
疾

患
の

既
往

者
に

お
い

て
は

顕
著

で
あ

っ
た

。

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
量

の
増

加
あ

り
K
ra

u
se

 N
,

e
t 

al

O
c
c
u
p
at

io
n
al

 p
h
ys

ic
al

 a
c
ti
vi

ty
,

e
n
e
rg

y 
e
xp

e
n
d
it
u
re

 a
n
d
 1

1
-
ye

ar
p
ro

gr
e
ss

io
n
 o

f 
c
ar

o
ti
d

at
h
e
ro

sc
le

ro
si

s

S
c
an

d
 J

 W
o
rk

E
n
vi

ro
n
 H

e
al

th
.

2
0
0
7
; 
3
3
: 
4
0
5
-

4
2
4

8
軍

事
訓

練
中

の
肉

体
的

負
荷

軍
事

訓
練

中
1
9
9
7
～

2
0
0
1
年

突
然

死
米

国
で

1
9
9
7
～

2
0
0
1
年

に
発

生
し

た
女

性
兵

士
（
平

均
1
9
歳

）
の

軍
事

訓
練

中
の

突
然

死
1
5
例

横
断

研
究

-

突
然

死
1
5
例

の
う

ち
1
3
例

（
8
1
%
）
は

心
疾

患
を

原
因

と
し

、
8
例

（
5
3
％

）
は

、
心

臓
に

病
理

学
的

に
異

常
が

な
か

っ
た

が
不

整
脈

に
よ

る
突

然
死

を
起

こ
し

、
2
例

（
1
3
％

）
で

は
冠

動
脈

系
の

異
常

が
認

め
ら

れ
た

。
ア

フ
リ

カ
系

米
国

人
の

死
亡

率
は

、
非

ア
フ

リ
カ

系
に

比
べ

て
有

意
に

高
か

っ
た

（
リ

ス
ク

比
 1

0
.2

、
p
<
0
.0

0
1
）
。

-
E
c
ka

rt
R

E
, 
e
t 

al
C

au
se

s 
o
f 
su

d
d
e
n
 d

e
at

h
 i
n

yo
u
n
g 

fe
m

al
e
 m

ili
ta

ry
 r

e
c
ru

it
s

A
m

 J
 C

ar
d
io

l.
2
0
0
6
; 
9
7
: 
1
7
5
6
-

1
7
5
8

15
0

-456-



７
　

身
体

的
負

荷
を

伴
う

業
務

と
脳

・
心

臓
疾

患
の

発
症

等
に

関
す

る
文

献
（
疫

学
調

査
）
（
1
8
文

献
）

負
荷

要
因

調
査

期
間

（
発

症
前

）
観

察
期

間
疾

病
調

査
対

象
調

査
方

法
調

整
因

子
結

果
有

意
性

著
者

名
タ

イ
ト

ル
書

誌
情

報

9

肉
体

的
な

悪
条

件
（
降

雪
、

強
風

、
長

距
離

の
歩

行
と

長
時

間
の

連
続

作
業

）
と

心
理

的
ス

ト
レ

ス
（
除

雪
作

業
に

対
す

る
責

任
）

直
前

2
0
0
0
～

2
0
0
4
年

心
筋

梗
塞

（
死

亡
）

ポ
ー

ラ
ン

ド
で

2
0
0
0
～

2
0
0
4
年

に
か

け
て

労
災

と
し

て
民

事
裁

判
と

な
っ

た
1
2
例

横
断

研
究

（
労

災
認

定
に

関
す

る
事

例
紹

介
）

-

1
2
例

の
う

ち
1
1
例

に
つ

い
て

は
、

業
務

中
の

活
動

内
容

が
労

災
の

基
準

に
合

致
せ

ず
、

心
筋

梗
塞

は
内

因
性

の
も

の
と

判
断

さ
れ

た
。

１
例

に
つ

い
て

は
、

悪
天

候
（
降

雪
、

強
風

）
の

も
と

で
肉

体
的

に
過

酷
な

業
務

（
長

距
離

の
歩

行
、

休
憩

な
し

の
長

時
間

作
業

が
行

な
わ

れ
、

心
理

的
ス

ト
レ

ス
（
町

の
除

雪
作

業
に

対
す

る
責

任
）
も

重
な

っ
た

こ
と

か
ら

、
業

務
が

心
筋

梗
塞

発
症

の
原

因
に

な
っ

た
と

判
断

さ
れ

た
。

-

B
lo

c
h
-

B
o
gu

sł
aw

sk
a 

E
,

e
t 

al

M
yo

c
ar

d
ia

l 
in

fa
rc

ti
o
n
 a

s 
an

o
c
c
u
p
at

io
n
al

 i
n
ju

ry
 a

s
re

p
re

se
n
te

d
 i
n
 t

h
e
 m

at
e
ri
al

s
c
o
lle

c
te

d
 a

t 
th

e
 D

e
p
ar

tm
e
n
t 

o
f

F
o
re

n
si

c
 M

e
d
ic

in
e
 i
n
 B

yd
go

sz
c
z

in
 t

h
e
 y

e
ar

s 
b
e
tw

e
e
n
 2

0
0
0
 a

n
d

2
0
0
4

A
rc

h
 M

e
d

S
ad

o
w

e
j

K
ry

m
in

o
l. 

2
0
0
6
;

5
6
: 
1
6
5
-
1
6
8

1
0

船
内

で
の

運
動

不
足

（
当

直
の

見
張

り
と

移
住

空
間

の
往

復
く
ら

い
で

運
動

量
が

少
な

い
等

）
が

肥
満

に
つ

な
が

っ
て

い
る

。

-
-

船
員

災
害

疾
病

（
循

環
器

系
）

国
土

交
通

省
に

報
告

さ
れ

た
「
船

員
災

害
疾

病
発

生
状

況
報

告
集

計
書

」
よ

り
1
9
8
6

～
2
0
0
0
年

ま
で

に
発

生
し

た
3
日

以
上

の
休

業
又

は
死

亡
を

伴
う

船
員

の
疾

病
に

関
す

る
約

5
万

件
の

デ
ー

タ

記
述

疫
学

研
究

-

循
環

器
系

の
発

症
割

合
は

、
業

種
ご

と
で

は
外

航
で

1
1
.8

％
、

内
航

で
1
2
.6

％
、

漁
業

で
1
0
.8

％
、

そ
の

他
で

1
2
.5

％
で

あ
っ

た
。

職
員

全
体

を
見

る
と

、
循

環
器

系
は

1
3
.4

％
で

あ
り

、
船

長
に

お
い

て
は

1
5
.5

％
と

他
の

職
種

に
比

べ
割

合
が

や
や

高
か

っ
た

。
ま

た
甲

板
部

で
は

1
1
.3

％
と

や
や

割
合

が
低

か
っ

た
。

-
久

宗
周

二
ら

船
員

の
疾

病
内

容
に

つ
い

て
の

研
究

海
上

医
学

研
究

.
2
0
0
4
; 
4
1
: 
5
2
-
6
2

1
1

等
尺

性
運

動
等

張
性

運
動

 高
温

作
業

環
境

（
2
5
℃

以
上

）

1
-
4
時

間
前

-
急

性
心

臓
事

象

1
9
9
8
～

2
0
0
9
年

に
報

告
さ

れ
た

ポ
ー

ラ
ン

ド
の

航
海

船
に

お
け

る
急

性
心

臓
事

象
3
0
例

（
3
0
例

の
う

ち
2
2
例

は
心

筋
梗

塞
で

、
そ

の
他

は
急

性
虚

血
性

心
疾

患
、

心
筋

炎
等

）

記
述

疫
学

研
究

-

喫
煙

、
肥

満
、

高
血

圧
、

炭
水

化
物

代
謝

疾
患

（
糖

尿
病

等
）
等

事
象

リ
ス

ク
を

高
め

る
要

因
を

有
す

る
死

亡
者

が
多

か
っ

た
。

上
記

要
因

に
加

え
て

、
事

象
1
-
4
時

間
前

に
、

等
尺

性
又

は
等

張
性

の
運

動
（
作

業
）
に

従
事

す
る

こ
と

が
心

突
然

事
象

と
有

意
に

関
連

し
て

い
た

。

※
等

尺
性

運
動

：
重

い
積

み
荷

の
積

み
下

ろ
し

・
移

動
、

拘
束

さ
れ

た
大

意
で

の
作

業
、

手
を

肩
よ

り
上

に
上

げ
て

の
作

業
等

、
等

調
整

運
動

：
歩

行
、

走
行

、
四

肢
を

動
か

す
作

業
等

事
象

1
-
4
時

間
前

に
、

等
尺

性
又

は
等

張
性

の
運

動
（
作

業
）
に

従
事

す
る

こ
と

あ
り

W
ó
jc

ik
-

S
ta

si
ak

M
, 
e
t 

al

S
u
d
d
e
n
 c

ar
d
ia

c
 e

ve
n
t 

o
n
 a

 s
e
a-

go
in

g 
sh

ip
 a

n
d
 r

e
c
o
gn

it
io

n
 o

f 
a

w
o
rk

-
re

la
te

d
 a

c
c
id

e
n
t

In
t 

M
ar

it
 H

e
al

th
.

2
0
1
1
; 
6
2
: 
1
1
0
-

1
1
5

1
2

消
火

活
動

３
時
間
の
訓
練

前
後
の
比
較

-

動
脈

壁
硬

化
へ

の
影

響
（
大

動
脈

血
圧

、
心

拍
数

、
脈

波
増

大
係

数
、

脈
波

伝
播

速
度

、
前

腕
反

応
性

充
血

、
前

腕
血

流
、

脈
圧

波
反

射
タ

イ
ミ

ン
グ

等
を

測
定

し
て

比
較

）

米
国

の
消

防
士

6
9
人

（
平

均
2
8
±

1
歳

）
を

対
象

観
察

研
究

-

実
火

災
体

験
型

施
設

で
の

3
時

間
の

訓
練

の
前

後
で

以
下

の
各

指
標

で
有

意
な

変
化

（
増

加
と

減
少

）
が

見
ら

れ
た

。
増

加
：
大

動
脈

拡
張

期
の

血
圧

、
心

拍
数

、
脈

波
増

大
係

数
、

脈
波

伝
播

速
度

、
前

腕
反

応
性

充
血

、
前

腕
血

流
減

少
：
大

動
脈

血
圧

、
脈

圧
波

反
射

タ
イ

ミ
ン

グ

あ
り

増
加

：
大

動
脈

拡
張

期
の

血
圧

、
心

拍
数

、
脈

波
増

大
係

数
、

脈
波

伝
播

速
度

、
前

腕
反

応
性

充
血

、
前

腕
血

流
減

少
：
大

動
脈

血
圧

、
脈

圧
波

反
射

タ
イ

ミ
ン

グ

F
ah

s 
C

A
,

e
t 

al
A

c
u
te

 e
ff
e
c
ts

 o
f 
fi
re

fi
gh

ti
n
g 

o
n

ar
te

ri
al

 s
ti
ff
n
e
ss

 a
n
d
 b

lo
o
d
 f
lo

w
V

as
c
 M

e
d
. 
2
0
1
1
;

1
6
: 
1
1
3
-
1
1
8

1
3

消
火

等
の

緊
急

活
動

-
-

心
疾

患
米

国
消

防
士

の
心

疾
患

に
関

す
る

シ
ス

テ
マ

テ
ィ

ッ
ク

レ
ビ

ュ
ー

シ
ス

テ
マ

テ
ィ

ッ
ク

レ
ビ

ュ
ー

-

消
防

活
動

は
身

体
的

に
激

し
い

も
の

で
あ

る
に

も
関

わ
ら

ず
、

消
防

士
の

中
に

は
体

力
不

足
、

肥
満

、
そ

の
他

の
心

疾
患

危
険

因
子

保
持

者
が

多
い

。
消

防
士

に
起

こ
る

心
疾

患
は

、
消

火
等

の
緊

急
活

動
時

に
頻

繁
に

起
こ

る
。

ま
た

既
存

の
危

険
因

子
保

持
者

に
特

に
発

症
す

る
こ

と
も

知
ら

れ
る

。

-
S
o
te

ri
ad

e
s 

E
S
, 
e
t

al

C
ar

d
io

va
sc

u
la

r 
d
is

e
as

e
 i
n
 U

S
fi
re

fi
gh

te
rs

: 
a 

sy
st

e
m

at
ic

 r
e
vi

e
w

C
ar

d
io

l 
R

e
v

2
0
1
1
; 
1
9
: 
2
0
2
–

2
1
5

1
4

低
い

社
会

職
業

ク
ラ

ス
に

分
類

さ
れ

る
労

働
（
非

熟
練

肉
体

労
働

等
）

発
症

時
の

職
業

ク
ラ

ス
-

心
筋

梗
塞

（
M

I）
イ

タ
リ

ア
北

部
で

心
筋

梗
塞

（
M

I）
を

発
症

し
た

男
性

1
,0

7
7
人

（
3
5
-
6
4
歳

）
を

対
象

横
断

研
究

-

職
業

ク
ラ

ス
と

M
I、

M
Iに

よ
る

死
亡

の
発

生
率

と
の

関
係

を
調

べ
た

と
こ

ろ
、

N
M

W
に

比
べ

、
S
M

W
、

S
E
、

M
W

、
U

W
に

な
る

ほ
ど

O
R

が
上

昇
し

、
低

い
社

会
職

業
ク

ラ
ス

に
な

る
ほ

ど
発

生
率

が
高

く
な

る
傾

向
が

見
ら

れ
た

。
（
具

体
的

な
数

値
の

記
載

な
し

）
。

職
業

ク
ラ

ス
に

よ
る

M
I治

療
の

違
い

（
発

症
前

、
発

症
時

、
入

院
時

に
お

け
る

処
置

の
違

い
）
は

認
め

ら
れ

な
か

っ
た

。

-
C

e
sa

n
a

G
, 
e
t 

al

S
o
c
io

-
o
c
c
u
p
at

io
n
al

 d
if
fe

re
n
c
e
s

in
 a

c
u
te

 m
yo

c
ar

d
ia

l 
in

fa
rc

ti
o
n

c
as

e
-
fa

ta
lit

y 
an

d
 c

o
ro

n
ar

y 
c
ar

e
in

 a
 n

o
rt

h
e
rn

 I
ta

lia
n
 p

o
p
u
la

ti
o
n
.

In
t 

J
 E

p
id

e
m

io
l.

2
0
0
1
; 
3
0
: 
S
5
3
-

S
5
8

1
5

過
労

（
過

労
指

数
＝

実
労

働
時

間
÷

M
A

W
H

）
-

-
脳

・
心

臓
疾

患
（
脳

梗
塞

、
脳

出
血

、
く
も

膜
下

出
血

、
急

性
心

筋
梗

塞
）

韓
国

の
労

働
者

（
脳

・
心

臓
疾

患
の

既
往

者
7
1
1
人

、
既

往
の

な
い

対
照

群
8
3
6
人

）
を

対
象

症
例

対
照

研
究

労
働

の
身

体
的

負
荷

、
体

力
、

労
働

時
間

代
謝

当
量

（
M

E
T
）
に

基
づ

く
労

働
の

身
体

的
負

荷
、

対
象

者
の

年
齢

等
を

考
慮

し
て

最
大

可
能

労
働

時
間

（
M

A
W

H
）
を

決
定

し
、

実
労

働
時

間
÷

M
A

W
H

を
過

労
指

数
と

し
て

定
義

。
身

体
的

負
荷

が
中

程
度

又
は

高
い

業
務

に
つ

い
て

、
過

労
指

数
に

基
づ

き
過

労
指

数
0
.8

1
-
1
.0

0
の

オ
ッ

ズ
比

（
O

R
）
を

1
.0

と
し

て
、

喫
煙

、
ア

ル
コ

ー
ル

消
費

量
、

教
育

、
睡

眠
時

間
、

労
働

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

等
で

調
整

し
た

モ
デ

ル
を

算
定

す
る

と
、

過
労

が
進

む
に

つ
れ

て
脳

心
血

管
疾

患
リ

ス
ク

が
増

加
し

た
。

調
整

済
み

O
R

は
以

下
の

と
お

り
。

過
労

指
数

=
1
.0

1
-
1
.2

0
：
O

R
2
.6

、
9
5
%
C

I: 
1
.0

-
6
.9

過
労

指
数

=
1
.2

1
-
1
.5

0
：
O

R
3
.1

、
9
5
%
C

I: 
1
.1

-
8
.7

過
労

指
数

>
1
.5

0
：
O

R
4
.3

、
9
5
%
C

I: 
1
.7

-
1
0
.9

過
労

が
進

む
に

つ
れ

て
あ

り
J
an

g 
T
W

,
e
t 

al

韓
国

の
成

人
労

働
者

に
お

け
る

過
労

と
脳

・
心

血
管

疾
患

(O
ve

rw
o
rk

 a
n
d

c
e
re

b
ro

c
ar

d
io

va
sc

u
la

r 
d
is

e
as

e
 i
n

K
o
re

an
 a

d
u
lt
 w

o
rk

e
rs

)

J
 O

c
c
u
p
 H

e
al

th
.

2
0
1
5
; 
5
7
: 
5
1
-
5
7

15
1

-457-



７
　

身
体

的
負

荷
を

伴
う

業
務

と
脳

・
心

臓
疾

患
の

発
症

等
に

関
す

る
文

献
（
疫

学
調

査
）
（
1
8
文

献
）

負
荷

要
因

調
査

期
間

（
発

症
前

）
観

察
期

間
疾

病
調

査
対

象
調

査
方

法
調

整
因

子
結

果
有

意
性

著
者

名
タ

イ
ト

ル
書

誌
情

報

1
6

通
勤

時
運

動
時

間
5
年

間
（
初

年
度

と
最

終
年

度
に

調
査

）
5
年

間
観

察
虚

血
性

心
疾

患
の

危
険

因
子

（
高

血
圧

、
高

脂
血

症
、

糖
尿

病
の

発
症

）

同
一

職
場

に
属

し
、

1
9
9
8
年

度
定

期
健

康
診

断
時

の
血

圧
、

血
清

コ
レ

ス
テ

ロ
ー

ル
、

血
糖

の
項

目
で

精
密

検
査

の
対

象
と

な
ら

な
か

っ
た

者
で

、
慢

性
疾

患
で

治
療

中
の

者
を

除
い

た
日

本
人

4
,9

0
5
人

（
男

性
4
2
9

人
、

女
性

6
1
人

、
平

均
5
0
歳

）

コ
ホ

ー
ト

研
究

-

通
勤

時
運

動
時

間
が

2
0
分

未
満

（
A

群
2
7
9
人

）
、

2
0
分

以
上

4
0
分

未
満

（
B

群
1
6
3
人

）
、

4
0
分

以
上

（
C

群
4
8
人

）
の

3
群

に
分

け
、

疾
病

発
症

件
数

及
び

前
後

の
健

康
診

断
結

果
を

比
較

。
観

察
調

査
中

に
発

症
し

た
高

血
圧

、
高

コ
レ

ス
テ

ロ
ー

ル
血

症
、

糖
尿

病
の

件
数

は
2
1
件

で
あ

っ
た

。
そ

の
う

ち
の

1
7
件

（
8
1
％

）
及

び
境

界
型

高
血

糖
5
1
件

の
う

ち
の

3
6
件

（
7
1
％

）
が

A
群

に
属

し
て

い
た

。
通

勤
時

の
運

動
時

間
と

こ
れ

ら
疾

病
の

総
発

症
及

び
境

界
型

高
血

糖
を

示
し

た
人

数
に

は
有

意
な

関
連

を
認

め
た

（
p
<
0
.0

5
）
。

通
勤

時
の

運
動

時
間

あ
り

高
田

康
光

勤
労

者
の

通
勤

時
運

動
時

間
と

虚
血

性
心

疾
患

危
険

因
子

の
関

係
厚

生
の

指
標

.
2
0
0
4
; 
5
1
: 
2
9
-
3
3

（
参

考
）
そ

の
他

の
疾

病

1
7

阪
神

淡
路

大
震

災
5
週

間
-

血
圧

上
昇

地
震

発
生

の
前

後
に

2
4
時

間
血

圧
記

録
の

あ
る

高
齢

の
外

来
患

者
1
8
9
人

の
デ

ー
タ

横
断

研
究

-

震
災

1
-
2
週

間
後

は
平

均
で

、
収

縮
期

血
圧

が
1
4
±

1
6
 m

m
H

g、
拡

張
期

血
圧

が
6
±

1
0
 m

m
H

g上
昇

し
た

。
し

か
し

こ
の

増
加

は
震

災
3
-
5
週

間
後

に
は

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

に
戻

っ
た

。
震

災
に

よ
る

血
圧

増
加

は
、

白
衣

効
果

の
見

ら
れ

る
患

者
（
r=

0
.3

4
、

p
<
0
.0

0
1
）
、

B
M

I過
多

（
r=

0
.2

8
、

p
<
0
.0

0
1
）
、

高
年

齢
（
r=

0
.2

4
、

p
<
0
.0

1
）
で

多
く
見

ら
れ

る
傾

向
が

あ
っ

た
。

震
災

1
-
2
週

間
後

あ
り

（
血

圧
上

昇
）

K
ar

io
 K

,
e
t 

al

F
ac

to
rs

 a
ss

o
c
ia

te
d
 w

it
h
 t

h
e

o
c
c
u
rr

e
n
c
e
 a

n
d
 m

ag
n
it
u
d
e
 o

f
e
ar

th
q
u
ak

e
-
in

d
u
c
e
d
 i
n
c
re

as
e
s 

in
b
lo

o
d
 p

re
ss

u
re

A
m

 J
 M

e
d
.

2
0
0
1
; 
1
1
1
: 
3
7
9
-

3
8
4

1
8

震
災

に
関

わ
る

長
時

間
労

働

4
～

8
か

月
（
震

災
か

ら
検

査
実

施
時

ま
で

の
期

間
）

2
0
1
0
年

（
震

災
前

）
の

健
康

診
断

結
果

と
2
0
1
1
年

（
震

災
後

）
検

査
（
7
～

1
1
月

に
実

施
）
結

果
の

比
較

血
圧

上
昇

震
災

前
後

に
血

圧
及

び
健

康
診

断
を

受
け

た
宮

城
県

亘
理

町
公

務
員

2
4
0
人

、
対

照
群

と
し

て
亘

理
町

住
民

1
,7

7
6
人

を
対

象
（
公

務
員

群
で

は
、

時
間

外
労

働
増

・
通

常
業

務
に

加
え

が
れ

き
除

去
等

の
業

務
あ

り
）

前
向

き
症

例
対

照
研

究
性

別
、

年
齢

前
年

の
測

定
結

果
と

比
較

し
て

、
公

務
員

で
は

住
民

よ
り

も
有

意
に

血
圧

が
上

昇
し

た
（
収

縮
期

血
圧

1
1
.3

 v
s 

-
1
.9

 m
m

H
g、

p
<
0
.0

0
1
及

び
拡

張
期

血
圧

7
.8

 v
s 

1
.1

 m
m

H
g、

p
<
0
.0

0
1
）
。

疲
労

、
う

つ
病

、
生

活
破

綻
度

に
つ

い
て

質
問

紙
を

用
い

て
調

査
し

た
結

果
、

2
群

の
間

に
有

意
な

差
は

見
ら

れ
な

か
っ

た
。

-
K
o
n
n
o
 S

,
e
t 

al

B
lo

o
d
 p

re
ss

u
re

 a
m

o
n
g 

p
u
b
lic

e
m

p
lo

ye
e
s 

af
te

r 
th

e
 G

re
at

 E
as

t
J
ap

an
 E

ar
th

q
u
ak

e
: 
th

e
 W

at
ar

i
st

u
d
y

A
m

 J
H

yp
e
rt

e
n
s.

2
0
1
3
; 
2
6
: 
1
0
5
9
-

1
1
6
3

…
再

掲
の

文
献

。

15
2

-458-



８
　

温
度

環
境

と
脳

・
心

臓
疾

患
の

発
症

等
に

関
す

る
文

献
（
疫

学
調

査
）
（
２

文
献

）

負
荷

要
因

調
査

期
間

（
発

症
前

）
観

察
期

間
疾

病
調

査
対

象
調

査
方

法
調

整
因

子
結

果
有

意
性

著
者

名
タ

イ
ト

ル
書

誌
情

報

1

炭
坑

内
で

の
労

働
（
特

に
高

温
環

境
下

で
の

作
業

）
心

理
的

ス
ト

レ
ス

-
-

虚
血

性
心

疾
患

（
IH

D
）

ウ
ク

ラ
イ

ナ
の

ド
ン

バ
ス

炭
鉱

の
労

働
者

6
,5

0
0
人

を
対

象
横

断
研

究
-

IH
D

の
有

病
率

は
年

齢
と

と
も

に
増

加
し

、
勤

務
年

数
（
地

下
で

の
作

業
時

間
の

長
さ

）
と

有
病

率
と

の
間

に
関

連
が

認
め

ら
れ

た
。

心
臓

性
突

然
死

の
5
6
％

は
作

業
中

又
は

労
働

者
の

帰
宅

中
に

発
生

し
、

6
3
％

は
高

温
環

境
下

で
の

過
酷

な
肉

体
労

働
に

関
連

し
て

い
た

。
さ

ら
に

心
臓

性
突

然
死

の
8
0
％

は
、

以
前

よ
り

心
理

的
ス

ト
レ

ス
を

経
験

し
て

い
た

。

虚
血

性
心

疾
患

あ
り

C
h
e
rk

e
so

v 
V

V

T
h
e
 p

re
va

le
n
c
e
 o

f 
is

c
h
e
m

ic
h
e
ar

t 
di

se
as

e
 a

n
d 

th
e

c
h
ar

ac
te

ri
st

ic
s 

o
f 

su
dd

e
n

c
ar

di
ac

 d
e
at

h
 i
n
 m

in
e
rs

 o
f 

th
e

D
o
n
e
ts

 B
as

in
 c

o
al

 m
in

e
s

L
ik

 S
pr

av
a.

2
0
0
0
; 
3
-
4
: 
8
6
-

9
0

2

等
尺

性
運

動
等

張
性

運
動

 高
温

作
業

環
境

（
2
5
℃

以
上

）

発
症

の
直

前
の

作
業

環
境

-
急

性
心

臓
事

象

1
9
9
8
～

2
0
0
9
年

に
報

告
さ

れ
た

ポ
ー

ラ
ン

ド
の

航
海

船
に

お
け

る
急

性
心

臓
事

象
3
0

例 （
3
0
例

の
う

ち
2
2
例

は
心

筋
梗

塞
で

、
そ

の
他

は
急

性
虚

血
性

心
疾

患
、

心
筋

炎
等

）

記
述

疫
学

研
究

-

喫
煙

、
肥

満
、

高
血

圧
、

炭
水

化
物

代
謝

疾
患

（
糖

尿
病

等
）
等

事
象

リ
ス

ク
を

高
め

る
要

因
を

有
す

る
死

亡
者

が
多

か
っ

た
。

上
記

要
因

に
加

え
て

、
事

象
1
-
4
時

間
前

に
、

等
尺

性
又

は
等

張
性

の
運

動
（
作

業
）
に

従
事

す
る

こ
と

が
心

突
然

事
象

と
有

意
に

関
連

し
て

い
た

。

-
W

ó
jc

ik
-
S
ta

si
ak

M
, 
e
t 

al

S
u
dd

e
n
 c

ar
di

ac
 e

ve
n
t 

o
n
 a

se
a-

go
in

g 
sh

ip
 a

n
d 

re
c
o
gn

it
io

n
o
f 

a 
w

o
rk

-
re

la
te

d 
ac

c
id

e
n
t

In
t 

M
ar

it
H

e
al

th
. 
2
0
1
1
;

6
2
: 
1
1
0
-
1
1
5

…
再

掲
の

文
献

。

15
3

-459-



９
　

騒
音

と
脳

・
心

臓
疾

患
の

発
症

等
に

関
す

る
文

献
（
疫

学
調

査
）
（
1
4
文

献
）

負
荷

要
因

調
査

期
間

（
発

症
前

）
観

察
期

間
疾

病
調

査
対

象
調

査
方

法
調

整
因

子
結

果
有

意
性

著
者

名
タ

イ
ト

ル
書

誌
情

報

1
激

し
い

騒
音

（
9
5
dB

以
上

）

1
0
年

間
の

騒
音

ば
く

露
レ

ベ
ル

-
心

筋
梗

塞

ド
イ

ツ
の

心
筋

梗
塞

患
者

及
び

心
臓

性
突

然
死

の
生

存
者

（
男

性
1
,5

2
7
人

、
女

性
3
5
3
人

）
と

、
性

別
、

年
齢

を
合

わ
せ

た
対

照
群

（
男

性
1
,5

2
7
人

、
女

性
7
0
6
人

）
を

対
象

症
例

対
照

研
究

-
す

べ
て

の
職

業
カ

テ
ゴ

リ
ー

を
プ

ー
ル

し
た

最
も

高
い

騒
音

範
囲

（
9
5
-

1
2
4
dB

）
で

、
男

性
労

働
者

の
心

筋
梗

塞
の

リ
ス

ク
が

有
意

に
高

ま
っ

た
（
4
5
-
6
1
dB

と
比

較
し

O
R

 2
.1

8
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

7
-
4
.0

5
）
。

9
5
d
B

以
上

あ
り

（
男

性
）

K
e
rs

te
n
 N

 &
B

ac
ké

 E

O
c
c
u
pa

ti
o
n
al

 n
o
is

e
 a

n
d

m
yo

c
ar

di
al

 i
n
fa

rc
ti
o
n
:

c
o
n
si

de
ra

ti
o
n
s 

o
n
 t

h
e

in
te

rr
e
la

ti
o
n
 o

f 
n
o
is

e
 w

it
h
 j
o
b

de
m

an
ds

N
o
is

e
 H

e
al

th
.

2
0
1
5
; 
1
7
: 
1
1
6
-

1
2
2

2
交

通
騒

音
（
特

に
7
0
dB

（
A

）
以

上
）

1
0
年

以
上

の
ば

く
露

等
-

心
筋

梗
塞

（
M

I）

ベ
ル

リ
ン

の
病

院
で

M
I治

療
を

受
け

た
患

者
1
,8

8
1
人

（
男

性
1
,5

2
7
人

、
平

均
5
6
±

8
歳

、
女

性
3
5
4
人

、
平

均
5
8
±

9
歳

）
と

対
照

群
2
,2

3
4
人

（
男

性
1
,5

2
7
人

、
平

均
5
6
±

9
歳

、
女

性
7
0
7
人

、
平

均
5
8
±

9
歳

）
を

対
象

症
例

対
照

研
究

-

日
中

7
0
dB

（
A

）
以

上
の

騒
音

に
ば

く
露

す
る

男
性

は
、

6
0
dB

（
A

）
以

下
の

ば
く
露

男
性

に
比

べ
M

Iの
リ

ス
ク

が
高

ま
る

傾
向

が
あ

っ
た

（
O

R
1
.3

、
9
5
%
C

I: 
0
.8

8
-
1
.8

）
。

　
1
0
年

以
上

同
じ

場
所

に
居

住
す

る
男

性
の

M
Iの

リ
ス

ク
は

有
意

に
増

加
し

た
（
O

R
 1

.8
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

-
3
.2

）
。

騒
音

レ
ベ

ル
の

上
昇

に
伴

い
、

M
I発

症
と

の
間

に
用

量
反

応
関

係
が

認
め

ら
れ

た
。

女
性

で
は

、
騒

音
レ

ベ
ル

と
M

Iと
の

間
に

有
意

な
関

連
は

見
ら

れ
な

か
っ

た
。

1
0
年

以
上

同
じ

場
所

に
住

む
男

性
で

，
7
0
d
B

以
上

あ
り

B
ab

is
c
h
 W

, 
e
t 

al
T
ra

ff
ic

 n
o
is

e
 a

n
d 

ri
sk

 o
f

m
yo

c
ar

di
al

 i
n
fa

rc
ti
o
n

E
pi

de
m

io
lo

gy
.

2
0
0
5
; 
1
6
: 
3
3
–
4
0

3
交

通
騒

音
（
6
0
dB

以
上

）
長

期
間

-
心

筋
梗

塞
交

通
騒

音
と

心
疾

患
発

症
に

つ
い

て
調

べ
た

3
7
の

研
究

メ
タ

ア
ナ

リ
シ

ス
-

日
中

6
0
dB

以
下

の
騒

音
レ

ベ
ル

の
場

合
に

は
リ

ス
ク

増
加

は
見

ら
れ

な
か

っ
た

。
騒

音
レ

ベ
ル

が
6
0
dB

以
上

場
合

に
は

、
リ

ス
ク

増
加

及
び

容
量

反
応

関
係

が
見

ら
れ

た
（
交

通
騒

音
に

長
期

間
ば

く
露

し
て

い
る

サ
ブ

サ
ン

プ
ル

に
お

い
て

、
O

R
1
.4

4
、

p=
0
.0

2
0
）
。

6
0
dB

以
下

な
し

6
0
d
B

以
上

あ
り

B
ab

is
c
h
 W

R
o
ad

 t
ra

ff
ic

 n
o
is

e
 a

n
d

c
ar

di
o
va

sc
u
la

r 
ri
sk

N
o
is

e
 H

e
al

th
.

2
0
0
8
; 
1
0
: 
2
7
–
3
3

4

作
業

環
境

で
の

騒
音

（
騒

音
レ

ベ
ル

を
4
段

階
（
騒

音
な

し
、

低
、

中
、

高
）
）

勤
続

５
年

未
満

の
一

部
条

件
で

有
意

-
虚

血
性

心
疾

患

英
国

の
2
ヶ

所
の

原
子

力
発

電
所

（
サ

イ
ト

A
又

は
サ

イ
ト

B
）
の

男
性

労
働

者
（
肉

体
労

働
）
を

対
象

に
、

虚
血

性
心

疾
患

で
死

亡
し

た
症

例
と

対
照

1
,1

0
1
組

に
つ

い
て

症
例

対
照

研
究

喫
煙

習
慣

、
B

M
I、

身
長

、
収

縮
期

血
圧

、
拡

張
期

血
圧

サ
イ

ト
A

で
は

有
意

な
関

連
が

見
ら

れ
な

か
っ

た
が

、
サ

イ
ト

B
で

は
低

、
中

、
高

レ
ベ

ル
の

騒
音

ば
く
露

群
の

O
R

は
、

騒
音

な
し

群
に

比
べ

て
1
.1

5
（
9
5
%
C

I: 
0
.8

1
-
1
.6

5
）
、

1
.4

5
（
9
5
%
C

I: 
1
.0

2
-
2
.0

6
）
、

1
.3

7
（
9
5
%
C

I: 
0
.9

6
-
1
.9

6
）
で

あ
っ

た
。

し
か

し
、

勤
続

期
間

5
年

以
上

の
労

働
者

で
は

、
上

記
の

O
R

は
そ

れ
ぞ

れ
1
.0

7
（
9
5
%
C

I: 
0
.6

4
-
1
.7

7
）
、

1
.3

3
（
9
5
%
C

I: 
0
.8

8
-
2
.0

1
）
、

1
.2

1
（
9
5
%
C

I: 
0
.8

2
-
1
.7

9
）
に

減
少

し
、

有
意

差
は

な
か

っ
た

。

中
レ

ベ
ル

の
騒

音
ば

く
露

群
に

つ
い

て
、

条
件

に
よ

っ
て

あ
り

M
c
N

am
e
e
 R

, 
e
t

al

O
c
c
u
pa

ti
o
n
al

 n
o
is

e
 e

xp
o
su

re
an

d 
is

c
h
ae

m
ic

 h
e
ar

t 
di

se
as

e
m

o
rt

al
it
y

O
c
c
u
p 

E
n
vi

ro
n

M
e
d 

2
0
0
6
; 
6
3
:

8
1
3
–
8
1
9

5

職
場

で
の

騒
音

（
主

観
的

な
不

快
度

で
は

な
く
客

観
的

な
騒

音
レ

ベ
ル

、
特

に
男

性
労

働
者

）

対
象

者
の

居
住

地
の

騒
音

レ
ベ

ル

1
9
9
8
年

か
ら

2
0
0
1
年

心
筋

梗
塞

（
M

I）

ベ
ル

リ
ン

の
病

院
で

急
性

M
Iの

治
療

を
受

け
た

患
者

4
,1

1
5
人

（
男

性
3
,0

5
4
人

、
平

均
5
6
±

9
歳

、
女

性
1
,0

6
1
人

、
平

均
5
8
±

9
歳

）
と

対
照

群
（
男

性
に

対
し

て
は

症
例

と
1
:1

、
女

性
は

1
:2

の
対

照
を

割
り

付
け

）
を

対
象

症
例

対
照

研
究

糖
尿

病
、

喫
煙

、
高

血
圧

、
心

筋
梗

塞
の

家
族

歴
、

肥
満

、
教

育
、

独
居

、
残

業
や

交
替

制
勤

務
を

含
む

作
業

状
況

、
こ

の
研

究
で

示
さ

れ
て

い
る

騒
音

感
度

と
そ

の
他

の
騒

音
の

変
化

女
性

で
は

環
境

騒
音

の
不

快
度

と
M

Iと
の

間
に

有
意

で
は

な
い

が
弱

い
関

連
が

認
め

ら
れ

た
が

（
調

整
済

み
O

R
 1

.4
7
、

9
5
%
C

I: 
0
.9

8
-

2
.2

5
、

p=
0
.0

8
1
）
、

男
性

で
は

関
連

が
な

か
っ

た
。

職
場

騒
音

に
対

す
る

不
快

度
と

M
Iと

の
間

に
は

関
連

が
な

か
っ

た
。

客
観

的
な

騒
音

レ
ベ

ル
を

基
準

に
す

る
と

、
環

境
騒

音
の

レ
ベ

ル
は

男
性

、
女

性
と

も
M

Iの
リ

ス
ク

を
増

加
さ

せ
た

（
男

性
O

R
 1

.4
6
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

2
-
2
.0

、
p=

0
.0

4
、

女
性

O
R

 3
.3

6
、

9
5
%
C

I: 
1
.4

0
-
8
.0

、
p=

0
.0

0
7
）
。

職
場

の
騒

音
レ

ベ
ル

と
M

Iの
関

連
は

、
男

性
の

み
で

認
め

ら
れ

た
（
O

R
 1

.3
1
、

9
5
%
C

I:
1
.0

1
-
1
.7

、
p=

0
.0

4
5
）
。

客
観

的
な

環
境

騒
音

レ
ベ

ル
あ

り
（
男

女
）

客
観

的
な

職
場

騒
音

レ
ベ

ル
あ

り
（
男

性
）

W
ill

ic
h
 S

N
, 
e
t 

al
N

o
is

e
 b

u
rd

e
n
 a

n
d 

th
e
 r

is
k 

o
f

m
yo

c
ar

di
al

 i
n
fa

rc
ti
o
n

E
u
r 

H
e
ar

t 
J
.

2
0
0
6
; 
2
7
: 
2
7
6
–

2
8
2

6
職

場
で

の
騒

音
の

知
覚

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

時
に

お
け

る
職

場
で

の
騒

音
の

経
験

1
9
8
8
年

～
1
9
9
0

年
か

ら
2
0
0
3
年

脳
血

管
疾

患
脳

血
管

疾
患

を
有

し
な

い
日

本
人

男
性

労
働

者
1
4
,5

6
8
人

（
4
0
-
5
9
歳

）
を

対
象

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究

年
齢

、
喫

煙
、

教
育

、
精

神
的

ス
ト

レ
ス

、
既

往
歴

、
B

M
I、

歩
行

時
間

、
移

動
時

間
、

仕
事

の
種

類
、

交
替

制
勤

務
等

騒
音

の
知

覚
群

と
脳

出
血

と
の

間
に

有
意

な
関

連
（
H

R
 2

.1
1
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

1
-
4
.4

0
）
が

見
ら

れ
た

。
特

に
高

血
圧

を
有

す
る

労
働

者
に

お
い

て
関

連
が

強
か

っ
た

。
高

血
圧

が
あ

る
群

に
限

定
す

る
と

、
H

R
5
5
.6

（
9
5
%
C

I: 
3
.6

1
-
8
5
7
）
で

あ
っ

た
。

脳
血

管
疾

患
、

く
も

膜
下

出
血

、
脳

梗
塞

と
騒

音
の

知
覚

と
の

間
に

は
関

連
が

見
ら

れ
な

か
っ

た
。

脳
出

血
あ

り
脳

血
管

疾
患

、
く
も

膜
下

出
血

、
脳

梗
塞

な
し

F
u
jin

o
 Y

, 
e
t 

al

日
本

の
男

性
労

働
者

に
お

け
る

職
場

で
の

自
覚

さ
れ

る
騒

音
曝

露
と

脳
血

管
疾

患
に

関
す

る
プ

ロ
ス

ペ
ク

テ
ィ

ブ
コ

ホ
ー

ト
研

究
(A

 p
ro

sp
e
c
ti
ve

 c
o
h
o
rt

 s
tu

dy
 o

f
pe

rc
e
iv

e
d 

n
o
is

e
 e

xp
o
su

re
 a

t
w

o
rk

 a
n
d 

c
e
re

br
o
va

sc
u
la

r
di

se
as

e
s 

am
o
n
g 

m
al

e
 w

o
rk

e
rs

in
 J

ap
an

)

J
 O

c
c
u
p

H
e
al

th
. 
2
0
0
7
;

4
9
: 
3
8
2
-
3
8
8

7

幹
線

道
路

周
辺

（
5
0
m

以
内

）
で

の
居

住
に

よ
る

騒
音

、
大

気
汚

染
物

質
へ

の
ば

く
露

2
6
年

間
の

居
住

地
に

お
け

る
騒

音

2
6
年

間
心

臓
疾

患
米

国
の

女
性

1
0
7
,1

3
0
人

（
3
0
-
5
5
歳

）
を

対
象

コ
ホ

ー
ト

研
究

年
齢

、
人

種
、

暦
年

年
齢

と
人

種
を

調
整

し
た

後
、

幹
線

道
路

か
ら

5
0
m

以
内

に
居

住
す

る
群

と
5
0
m

以
遠

に
居

住
す

る
群

の
S
C

D
（
心

臓
性

突
然

死
）
の

発
生

率
を

比
較

し
た

と
こ

ろ
、

5
0
m

以
内

の
居

住
群

で
は

リ
ス

ク
が

増
加

し
た

（
H

R
 1

.5
6
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

8
-
2
.0

5
）
。

高
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

、
高

血
圧

、
脳

卒
中

、
冠

状
動

脈
性

心
疾

患
に

つ
い

て
調

整
し

た
後

も
、

5
0
m

以
内

の
居

住
群

で
S
C

D
と

の
間

に
は

有
意

な
関

連
が

認
め

ら
れ

た
（
H

R
1
.3

8
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

4
-
1
.8

2
）
。

冠
動

脈
性

心
疾

患
に

よ
る

死
亡

に
つ

い
て

も
5
0
m

以
内

の
居

住
群

の
リ

ス
ク

は
調

整
因

子
を

投
入

し
て

も
統

計
的

に
有

意
で

あ
っ

た
（
H

R
 1

.2
4
、

9
5
%
C

I: 
1
.0

3
-
1
.5

0
）
が

、
非

致
死

的
な

心
筋

梗
塞

で
は

有
意

差
は

な
か

っ
た

（
H

R
 1

.0
8
、

9
5
%
C

I: 
0
.9

6
-

1
.2

3
）
。

心
臓

性
突

然
死

、
冠

動
脈

性
心

疾
患

あ
り

心
筋

梗
塞

な
し

H
ar

t 
J
E
, 
e
t 

al
R

o
ad

w
ay

 p
ro

xi
m

it
y 

an
d 

ri
sk

 o
f

su
dd

e
n
 c

ar
di

ac
 d

e
at

h
 i
n
 w

o
m

e
n

C
ir
c
u
la

ti
o
n
.

2
0
1
4
; 
1
3
0
: 
1
4
7
4

–
1
4
8
2

15
4
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９
　

騒
音

と
脳

・
心

臓
疾

患
の

発
症

等
に

関
す

る
文

献
（
疫

学
調

査
）
（
1
4
文

献
）

負
荷

要
因

調
査

期
間

（
発

症
前

）
観

察
期

間
疾

病
調

査
対

象
調

査
方

法
調

整
因

子
結

果
有

意
性

著
者

名
タ

イ
ト

ル
書

誌
情

報

8

8
5
dB

A
以

上
の

騒
音

ば
く
露

（
8
5
dB

A
未

満
が

対
照

群
）

-

2
0
1
9
年

4
月

に
In

te
rn

at
io

n
al

T
ri
al

s
R

e
si

st
e
r、

E
M

B
A

S
E
、

L
ila

c
s、

S
c
o
pu

s、
W

e
b 

o
f

S
c
ie

n
c
e
、

C
IS

D
O

C
を

、
2
0
2
0
年

1
月

3
1
日

に
P
u
bM

e
dを

検
索

虚
血

性
心

疾
患

、
脳

卒
中

、
高

血
圧

（
そ

れ
ぞ

れ
の

有
病

、
発

病
、

死
亡

）

虚
血

性
心

疾
患

の
発

病
に

つ
い

て
、

２
文

献
の

合
計

1
1
,7

5
8
人

、
死

亡
に

つ
い

て
、

４
文

献
の

合
計

1
9
8
,9

2
6
人

脳
卒

中
の

発
病

に
つ

い
て

、
２

文
献

の
合

計
1
7
0
,0

0
0
人

、
死

亡
に

つ
い

て
、

３
文

献
の

合
計

1
9
5
,5

3
9
人

高
血

圧
の

発
病

に
つ

い
て

、
３

文
献

の
合

計
1
4
7
,8

2
0
人

シ
ス

テ
マ

テ
ィ

ッ
ク

レ
ビ

ュ
ー

、
メ

タ
ア

ナ
リ

シ
ス

-

各
疾

病
の

有
病

率
、

高
血

圧
の

死
亡

率
に

つ
い

て
は

適
切

な
文

献
が

な
か

っ
た

。
虚

血
性

心
疾

患
の

発
病

に
つ

い
て

、
騒

音
ば

く
露

群
で

は
有

意
に

リ
ス

ク
が

高
か

っ
た

（
R

R
1
.2

9
、

9
5
%
C

I: 
1
.1

5
-
1
.4

3
）
。

た
だ

し
、

「
有

害
性

の
限

ら
れ

た
根

拠
」
と

評
価

。
虚

血
性

心
疾

患
に

よ
る

死
亡

（
R

R
 1

.0
3
、

9
5
%
C

I: 
0
.9

3
–
1
.1

4
）
、

脳
卒

中
の

発
病

（
R

R
 1

.1
1
、

9
5
%
C

I: 
0
.8

2
–
1
.6

5
）
、

脳
卒

中
に

よ
る

死
亡

（
R

R
 1

.0
2
、

9
5
%
C

I: 
0
.9

3
–
1
.1

2
）
、

及
び

高
血

圧
の

発
病

（
R

R
 1

.0
2
、

9
5
%
C

I: 
0
.9

3
–
1
.1

2
）
に

つ
い

て
は

有
意

な
関

係
が

な
か

っ
た

。

虚
血

性
心

疾
患

の
発

病
あ

り
（
8
5
d
B

A
以

上
）

虚
血

性
心

疾
患

の
死

亡
、

脳
卒

中
（
発

病
、

死
亡

）
、

高
血

圧
（
発

病
）
な

し

T
e
ix

e
ir
a 

L
, 
e
t 

al

T
h
e
 e

ff
e
c
t 

o
f 

o
c
c
u
pa

ti
o
n
al

e
xp

o
su

re
 t

o
 n

o
is

e
 o

n
 i
sc

h
ae

m
ic

h
e
ar

t 
di

se
as

e
, 
st

ro
ke

 a
n
d

h
yp

e
rt

e
n
si

o
n
: 
A

 s
ys

te
m

at
ic

re
vi

e
w

 a
n
d 

m
e
ta

-
an

al
ys

is
 f

ro
m

th
e
 W

H
O

/
IL

O
 J

o
in

t 
E
st

im
at

e
s

o
f 

th
e
 W

o
rk

-
R

e
la

te
d 

B
u
rd

e
n
 o

f
D

is
e
as

e
 a

n
d 

In
ju

ry

E
n
vi

ro
n
m

e
n
t

In
te

rn
at

io
n
al

.
2
0
1
9
; 
1
2
5
: 
5
6
7
–

5
7
8

（
参

考
）
そ

の
他

の
疾

病

9
9
0
dB

以
上

の
作

業
騒

音

2
年

以
上

の
騒

音
ば

く
露

作
業

従
事

-
血

圧

ベ
ッ

ド
フ

レ
ー

ム
製

造
工

場
に

勤
務

す
る

難
聴

者
5
2
人

及
び

対
照

群
と

し
て

金
属

工
場

の
勤

務
者

6
5
人

、
オ

フ
ィ

ス
勤

務
者

6
4
人

を
対

象

症
例

対
照

研
究

除
外

基
準

：
年

齢
、

勤
務

年
数

、
心

疾
患

の
家

族
歴

、
B

M
I等

騒
音

に
ば

く
露

し
て

い
る

群
の

拡
張

期
血

圧
の

平
均

値
（
9
3
.4

、
S
D

1
2
.4

）
及

び
収

縮
期

血
圧

の
平

均
値

（
1
4
3
.7

、
S
D

2
1
.5

）
は

、
2
つ

の
対

照
群

と
比

較
し

て
有

意
に

高
か

っ
た

（
拡

張
期

血
圧

p<
0
.0

0
1
、

収
縮

期
血

圧
p<

0
.0

5
）
。

ま
た

騒
音

に
ば

く
露

し
て

い
る

群
で

は
、

2
つ

の
対

照
群

と
比

較
し

て
、

高
血

圧
（
7
5
%
、

p<
0
.0

0
1
）
、

拡
張

期
血

圧
高

血
圧

（
6
9
.2

%
、

p<
0
.0

0
1
）
、

起
立

時
血

圧
低

下
（
8
2
.6

%
、

p<
0
.0

0
5
）
の

割
合

が
有

意
に

高
か

っ
た

。
2
つ

の
対

照
群

間
で

は
、

血
圧

指
標

に
有

意
な

差
は

見
ら

れ
な

か
っ

た
。

ベ
ッ

ド
フ

レ
ー

ム
製

造
工

場
勤

務
者

の
拡

張
期

血
圧

は
、

9
0
dB

よ
り

低
い

群
（
9
1
.1

、
S
D

1
3
.1

）
に

比
べ

て
、

9
0
dB

以
上

に
ば

く
露

し
て

い
る

群
（
9
9
.6

、
S
D

1
0
.3

）
で

有
意

に
高

か
っ

た
（
p<

0
.0

5
）
。

9
0
d
B

以
上

あ
り

（
高

血
圧

等
）

T
o
m

e
i 
F
, 
e
t 

al
H

yp
e
rt

e
n
si

o
n
 a

n
d 

c
h
ro

n
ic

e
xp

o
su

re
 t

o
 n

o
is

e

A
rc

h
 E

n
vi

ro
n

H
e
al

th
. 
2
0
0
0
;

5
5
: 
3
1
9
–
3
2
5

1
0

 職
場

で
の

騒
音

航
空

機
/
道

路
騒

音
-

-
血

圧
/
虚

血
性

心
疾

患

1
9
7
0
～

1
9
9
9
年

に
発

表
さ

れ
、

騒
音

へ
の

ば
く
露

（
職

場
及

び
住

居
）
と

血
圧

/
虚

血
性

心
疾

患
と

の
関

係
を

分
析

し
た

4
3
件

の
疫

学
研

究

メ
タ

ア
ナ

リ
シ

ス
-

職
場

騒
音

及
び

航
空

機
騒

音
と

高
血

圧
と

の
間

に
有

意
な

関
連

が
認

め
ら

れ
、

5
dB

（
A

）
の

騒
音

レ
ベ

ル
の

上
昇

ご
と

に
相

対
危

険
度

が
そ

れ
ぞ

れ
1
.1

4
（
9
5
％

C
I: 

1
.0

1
-
1
.2

9
）
、

1
.2

6
（
9
5
％

C
I: 

1
.1

4
-
1
.3

9
）
に

上
昇

し
た

。
職

場
で

の
騒

音
が

8
5
dB

（
A

）
を

超
え

る
と

、
高

血
圧

の
相

対
危

険
度

が
1
.7

と
な

っ
た

。
航

空
機

騒
音

へ
の

ば
く
露

は
、

医
療

機
関

の
受

診
、

心
臓

血
管

系
の

医
薬

品
の

使
用

、
狭

心
症

と
関

連
が

見
ら

れ
た

。
横

断
研

究
で

は
、

道
路

騒
音

へ
の

ば
く
露

と
心

筋
梗

塞
、

全
虚

血
性

心
疾

患
と

の
間

に
関

連
が

認
め

ら
れ

た
。

騒
音

レ
ベ

ル
の

上
昇

あ
り

（
高

血
圧

）
V

an
 K

e
m

pe
n

E
E
, 
e
t 

al

T
h
e
 a

ss
o
c
ia

ti
o
n
 b

e
tw

e
e
n
 n

o
is

e
e
xp

o
su

re
 a

n
d 

bl
o
o
d 

pr
e
ss

u
re

an
d 

is
c
h
e
m

ic
 h

e
ar

t 
di

se
as

e
: 
a

m
e
ta

-
an

al
ys

is

E
n
vi

ro
n
 H

e
al

th
P
e
rs

pe
c
t.
 2

0
0
2
;

1
1
0
: 
3
0
7
–
3
1
0

1
1

職
業

性
騒

音
（
8
5
dB

以
上

を
高

度
騒

音
群

、
そ

れ
よ

り
低

い
場

合
を

低
度

騒
音

群
）

３
年

以
上

の
騒

音
ば

く
露

作
業

従
事

-
血

圧

高
血

圧
又

は
心

血
管

疾
患

治
療

薬
に

よ
る

治
療

歴
が

な
く
、

現
在

の
職

場
で

3
年

未
満

で
あ

る
基

準
を

満
た

し
た

1
7
8
人

（
男

性
、

3
5
歳

未
満

を
含

む
）

横
断

研
究

目
的

変
数

：
収

縮
期

血
圧

、
拡

張
期

血
圧

説
明

変
数

：
職

場
で

の
騒

音
へ

の
ば

く
露

、
年

齢
、

B
M

I、
職

場
で

の
、

交
替

制
勤

務
、

騒
音

の
知

覚
レ

ベ
ル

、
ア

ル
コ

ー
ル

摂
取

、
喫

煙
、

環
境

騒
音

、
配

偶
者

の
有

無
、

学
歴

、
高

血
圧

の
家

族
歴

、
運

動
量

騒
音

レ
ベ

ル
と

収
縮

期
血

圧
の

間
に

有
意

な
正

の
相

関
が

見
ら

れ
た

が
（
p<

0
.0

1
）
、

拡
張

期
血

圧
の

間
に

有
意

な
相

関
は

見
ら

れ
な

か
っ

た
。

独
立

変
数

と
の

相
互

作
用

の
影

響
を

推
定

す
る

た
め

に
行

わ
れ

た
追

加
の

分
析

で
は

、
騒

音
へ

の
ば

く
露

と
雇

用
年

数
（
年

齢
）
と

の
間

に
相

互
作

用
は

見
ら

れ
な

か
っ

た
。

騒
音

へ
の

ば
く
露

と
職

場
で

の
身

体
活

動
量

と
の

間
の

相
互

作
用

は
、

収
縮

期
血

圧
へ

の
影

響
を

統
計

的
有

意
に

説
明

す
る

よ
う

に
見

え
た

（
R

2
=
0
.0

6
、

p=
0
.0

0
2
）
。

騒
音

レ
ベ

ル
の

上
昇

あ
り

（
収

縮
期

血
圧

）
P
o
w

az
ka

 E
E

A
 c

ro
ss

-
se

c
ti
o
n
al

 s
tu

dy
 o

f
o
c
c
u
pa

ti
o
n
al

 n
o
is

e
 e

xp
o
su

re
an

d 
bl

o
o
d 

pr
e
ss

u
re

 i
n

st
e
e
lw

o
rk

e
rs

N
o
is

e
 H

e
al

th
.

2
0
0
3
; 
5
: 
1
5
–
2
2

1
2

累
積

ば
く
露

8
5
dB

×
年

以
上

の
作

業
騒

音
（
平

均
累

積
ば

く
露

（
dB

×
年

）
は

1
1
4
.3

、
平

均
ば

く
露

年
数

は
2
0
.6

年
）

対
象

者
の

ば
く
露

年
数

1
9
9
1
～

1
9
9
8
年

高
血

圧
1
9
9
1
～

1
9
9
8
年

に
製

材
所

に
勤

務
し

て
い

た
1
0
,8

7
2
人

を
対

象
コ

ホ
ー

ト
研

究
年

齢
、

民
族

性
、

ば
く
露

年
月

日

高
度

ば
く
露

群
（
累

積
ば

く
露

1
1
5
dB

×
年

）
の

高
血

圧
の

相
対

危
険

度
は

、
対

照
群

（
<
9
5
dB

×
年

）
に

比
べ

て
3
2
%
高

か
っ

た
。

高
血

圧
リ

ス
ク

は
、

累
積

ば
く
露

に
応

じ
て

単
調

増
加

を
見

せ
た

。
高

血
圧

罹
患

率
は

、
ば

く
露

年
数

に
応

じ
て

増
加

す
る

傾
向

を
見

せ
た

。
こ

れ
ら

3
つ

の
ば

く
露

-
反

応
傾

向
は

、
す

べ
て

有
意

で
あ

っ
た

（
p=

0
.0

0
2
、

0
.0

0
6
、

0
.0

3
6
）
。

累
積

ば
く
露

1
1
5
d
B

×
年

以
上

あ
り

（
高

血
圧

）
S
bi

h
i 
H

, 
e
t 

al
H

yp
e
rt

e
n
si

o
n
 i
n
 n

o
is

e
-
e
xp

o
se

d
sa

w
m

ill
 w

o
rk

e
rs

: 
a 

c
o
h
o
rt

st
u
dy

J
 O

c
c
u
p

E
n
vi

ro
n
 M

e
d.

2
0
0
8
; 
6
5
: 
6
4
3
–

6
4
6

15
5

-461-



９
　

騒
音

と
脳

・
心

臓
疾

患
の

発
症

等
に

関
す

る
文

献
（
疫

学
調

査
）
（
1
4
文

献
）

負
荷

要
因

調
査

期
間

（
発

症
前

）
観

察
期

間
疾

病
調

査
対

象
調

査
方

法
調

整
因

子
結

果
有

意
性

著
者

名
タ

イ
ト

ル
書

誌
情

報

1
3

職
場

の
騒

音
、

仕
事

複
雑

度
対

象
者

の
在

職
期

間

2
-
4
年

に
わ

た
る

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
期

間
血

圧
変

化
2
1
の

工
業

工
場

勤
務

8
0
7
人

（
男

性
4
5
1

人
、

女
性

3
5
6
人

）
を

対
象

前
向

き
コ

ホ
ー

ト
研

究

年
齢

、
性

別
、

B
M

I、
在

職
期

間
、

家
族

歴
、

聴
覚

保
護

具
の

使
用

、
作

業
場

の
温

度
、

ブ
ル

ー
/
ホ

ワ
イ

ト
カ

ラ
ー

高
度

騒
音

下
で

の
血

圧
増

加
率

は
、

簡
単

な
仕

事
（
2
%
）
に

比
べ

て
、

複
雑

な
仕

事
（
6
%
）
で
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脳と心臓の解剖と生理 

 

 本章は、職員の対象疾病の理解に資するため、平成 13 年検討会報告書における

「脳と心臓の解剖と生理」を基に、現時点での医学的知見に基づく修正等を行った

ものである。 

 

１ 脳の解剖と生理 

(1) はじめに 

「ヒト」が秩序ある生命活動を営むためには、身体の各組織や器官を連絡し、

調節する必要があり、これを受け持つのが神経系と内分泌系である。内分泌系は

ホルモンを産生し、生殖、成長と発達、ストレスに対する反応、水・電解質や栄

養のバランスの維持などの役割を果たしている。 

神経系は体内及び体外からの刺激を感受し、その刺激に対して必要な反応を身

体の各部に起こし、さらに、この感覚を連合して思考、意志及び観念などを構成

する働きを持ち、また、神経系は、中枢神経系と末梢神経系に区分される。 

(2) 脳のあらまし 

脳は神経系の中で最も大きく、握り拳４つくらいの大きさである。くるみの実

のような皺があり、少しピンクがかった灰白色で、硬い豆腐のような手触りであ

る。 

脳の重量は身長や体重に相関せず、我が国の成人の脳重量は、男性 1,400 グラ

ム、女性 1,300 グラムとされている。脳は、頭蓋骨に囲まれた容積可変性が極め

て乏しい空間の中に、髄膜に包まれ、脳脊髄液の中に浮かんだ状態で存在する。 

脳は大脳半球、間脳、脳幹及び小脳の４部分からなっている。 

(3) 髄膜（図１） 

脳は脊髄とともに髄膜で包まれている。髄膜は、結合組織性被膜の総称名で、

外側より順に硬膜、くも膜及び軟膜の３種の膜から構成されている。 

ア 硬膜 

硬膜は内外２葉の膜からなり、外葉は頭蓋骨の内面を覆う骨膜でできている。

硬膜は小児では頭蓋骨内面に固着しているが、成人では頭蓋骨縫合部と頭蓋底
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内面を除いては緩く結合しているのみで、硬膜の外面と頭蓋骨との間を硬膜外

腔、硬膜の内面とくも膜との間を硬膜下腔と呼ぶ。 

硬膜は、左右の大脳半球の間、大脳半球と小脳との間、左右の小脳半球の間

にそれぞれ大脳鎌、小脳テント、小脳鎌という「ひだ」を形成している。これ

らの「ひだ」は、折り返しによる二重の硬膜内葉からなっている。硬膜の内外

両葉の間に硬膜静脈洞（脳から流出してきた静脈血の流路）があり、また、硬

膜を栄養する硬膜動脈とその下水路である硬膜静脈が分布している。 

イ くも膜 

くも膜は血管を含まない薄い膜で、硬膜及び軟膜と緩く結合している。軟膜

との間はくも膜下腔と呼ばれる。くも膜下腔は脳脊髄液を入れており、第４脳

室の正中口及び外側口によって脳室と通じている。脳を栄養し、脳表面に分布

する動脈と静脈は、くも膜下腔を走行している。くも膜下腔は所々で特別に膨

大しており、これを「くも膜下槽」という。 

くも膜には、その表面に「くも膜顆粒」という顆粒状で凹凸の多い大小不定

の突起が硬膜静脈洞、特に大脳鎌の中を走る太い静脈である上矢状洞の中に突

出しており、ここからくも膜下腔の脳脊髄液が静脈血中に流出する。 

ウ 軟膜 

軟膜は血管に富む薄い膜で、脳表面に密着している。軟膜は脳室内で脈絡組

図１ 髄膜                         （文献１より引用） 

髄
膜 

髄膜の位置関係 

大脳鎌 
脳 

くも膜顆粒 上矢状静脈洞 

頭蓋骨 
皮膚 

くも膜小柱 

・くも膜小柱が、クモの巣のようにくも膜と軟膜との間を架橋する 

くも膜 
下腔 

硬膜が変形 
して大脳鎌 
を形成する 

硬 膜 

軟 膜 

くも膜 
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織を作り、脳室上衣（脳室を覆う上衣細胞）とともに脈絡叢を形成する。脈絡

叢は脳脊髄液を産生する。 

エ 脳室 

発生学的に神経管から発生する中枢神経系は中腔の器官で、神経管腔は脳室

系として終生残る。すなわち、大脳半球には側脳室、間脳には第三脳室、中脳

には中脳水道、橋・延髄と小脳との間には第四脳室が、脊髄には中心管がある。

側脳室と第三脳室は室間孔で連絡し、これらの脳室は互いに連絡し、脳室内の

脈絡叢で産生される脳脊髄液で満たされている。第四脳室は正中口及び外側口

によって、くも膜下腔と連絡しているので、脳脊髄液はくも膜下腔に流れ出し、

脳、脊髄の表面を循環した後、くも膜下腔の脳脊髄液は上矢状洞内に突出した

「くも膜顆粒」と呼ばれる構造物から静脈内に流出する。 

脳脊髄液は無色透明な液体で、その組成は血漿によく似ている。全量は成人

で約130ml、圧は横臥位で100～150mm水柱である。脳脊髄液の機能は、①衝撃

に対する脳脊髄の保護、②脳脊髄の実質容量を一定に調節する、③脳脊髄の物

質代謝の補助作用等である。 

(4) 脳の区分（図２） 

脳は神経系の中で最も大きく複雑な臓器であるので、次のように４部分に区

分される。 

図２ 脳の区分    （文献１より引用） 
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ア 大脳半球 

左右一対をなし、脳のうちで最も上方にあり、脳の他の３部分を合わせたよ

りも大きい。 

イ 間脳 

大脳半球と脳幹とに挟まれたところにあり、大脳半球に覆われている。 

ウ 脳幹 

中脳、橋、延髄の３つに区分される。 

エ 小脳 

大脳半球の後頭葉の尾側に位置し、脳幹と連続している。 

(5) 大脳半球（図３、図４） 

大脳は脳の中で最も大き

い部分であり、前頭蓋腔と

中頭蓋腔を占める。大脳縦

裂という深い溝によって左

右の大脳半球に分けられ

る。脳の各半球は覆ってい

る頭蓋の名をとって、前頭

葉、頭頂葉、側頭葉、後頭

葉に区分される（図３）。各

頭葉の境界には深い溝（脳溝）がある。それらは、中心溝、外側溝（シルヴィ

ウス溝とも呼ばれる。）及び頭頂後頭溝である。外側溝は非常に深く切れ込んで

深部に島と呼ばれる隠れた大脳皮質を形成している。 

大脳半球の表層の厚さ約３～５mm の部分は、灰白色調を呈しており、大脳皮

質という。大脳皮質は神経細胞が層状に配列しており灰白質とも呼ばれる。大

脳皮質より内部は、神経線維が密在する白質であり、純白色を呈する。白質の

深部に灰白質の塊があり、大脳核という。大きく厚い神経線維束である脳梁は、

左右の大脳半球を結合している。脳梁は、脳幹をアーチ状に覆い、左右の大脳

半球相互間の神経情報の経路となっている。 

大脳核は、大脳半球内の深部にある灰白質の集団であり、被核、淡蒼球、尾

図３ 大脳の葉と溝 

（文献２より引用） 
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状核及び前障からなり、錐体外路系に属し、不随意運動を調節している。 

大脳半球の内側面、前頭葉の下面、側頭葉の前部等を大脳の辺縁系といい

（図４）、個体維持や種族保存に関係した本能に基づく機能や、情動・原始的感

覚に関係した部分である。 

大脳皮質には、約140億の神経細胞が存在している。表面には脳溝と脳回があ

り、表面積を大きくしている。大脳皮質の各部位は、それぞれ異なった機能を

持っている。 

(6) 間脳（図４） 

間脳は大脳半球と脳幹とに挟まれたところにあり、大脳半球に覆われている。

間脳の主な構造は、視床、視床下部及び視床上部である。左右の間脳の間に第

３脳室があり、第３脳室の側壁をなす部分を視床、脳室の底をなす部分を視床

下部という。視床下部からは脳下垂体が突出している。 

ア 視床 

知覚神経の中継核で、皮膚、内臓、特殊な感覚器官からの神経情報は、す

べてここで神経細胞を替えて大脳皮質に伝えられる。視床の尾側部に内側膝

状体、外側膝状体という二つの隆起があり、それぞれ聴覚、視覚の中枢であ

る。 

イ 視床下部 

自律神経系の中枢であるとともに、視床下部ホルモン、神経ペプチド、ア

ミン等の生理活性物質を産生・分泌しており、これらを介して下垂体機能と

中枢機能の調節を行っている。 

ウ 視床上部 

第三脳室の後背部にあり、松果体や第三脳室の脈絡叢が含まれている。 

(7) 脳幹（図４） 

中脳、橋及び延髄に区分される。大脳と脊髄との神経線維の通り道であるだ

けでなく、多数の小さな灰白質領域である神経核を入れている。これらの神経

核は、脳神経の核や呼吸・循環中枢を形成している。また、脳幹の全長にわた

って網様体と呼ばれる灰白質領域があり、網様体により意識は調節されている。

この領域が障害されると昏睡に陥る。 
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ア 中脳 

間脳と橋とにはさまれ、小脳に続く部分で、第三脳室と第四脳室とを連絡

する中脳水道があり、中脳水道より背側の中脳蓋と腹側の被蓋及び大脳脚か

らなる。中脳蓋には上下２対の丸みのある高まりがあり、上丘及び下丘とい

う。上丘は視覚に、下丘は聴覚に関する反射の中枢である。中脳には姿勢反

射、瞳孔反射などの中枢がある。 

イ 橋 

中脳と延髄との間にあり、大脳半球と小脳とを連絡する神経路及び上行

性・下行性の神経路が腹側部を通る。背側部には、三叉神経、外転神経、顔

面神経、内耳神経の各神経核がある。 

ウ 延髄 

脳の最下部で脊髄に続く球状の部分で、背側、つまり、第四脳室の底部に

は生命維持のために重要な、呼吸中枢、心拍、血圧などの血管運動中枢、嚥

下・嘔吐中枢などの消化器に関する中枢及び角膜反射などの中枢がある。ま

た、舌咽神経、迷走神経、副神経、及び舌下神経の各神経核がある。延髄の

腹側部には、上行性及び下行性の神経線維が走っている。正中に前正中裂と

いう溝がある。その両側の錐体状の隆起を錐体と呼び、横紋筋の随意運動を

支配する神経線維があり（皮質脊髄路）、延髄下部の錐体交叉で左右が交叉し

ている。 

図４ 大脳辺縁系・大脳基底核及び間脳・脳幹・小脳 

（文献１より引用） 
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(8) 小脳（図４） 

小脳は橋と延髄との背側にあり、中脳、橋、延髄とそれぞれ上、中、下の小

脳脚で連絡している。小脳は中央の虫部とその両側の小脳半球からなり、表面

は横に走る小脳回に分かれている。 

小脳の機能は平衡機能の調整、姿勢反射の調整、随意運動の調節であり、障

害されると運動は滑らかではなくなり、動作に際して振戦が起こったり、歩行

時に身体がふらついたり、倒れたりする。 

(9) 脳神経 

脳から出る末梢神経を脳神経と呼び、１番から 12番まで 12対ある。神経情報

を脳から直接末梢に、末梢から直接脳に伝える。 

(10) 脳の血液循環 

脳組織の主なエネルギー源である炭水化物及び炭水化物の酸化のために必要

な酸素などを供給するために、脳組織には、常に一定の血流が保たれる必要が

ある。脳組織の酸素欠乏状態に対する抵抗は弱く、ごく短時間の虚血（動脈血

の流入が乏しいこと）に際しても障害が生ずる。脳の血液循環路は、他臓器・

組織と同様に動脈、毛細血管及び静脈より構成される。 

(11) 動脈（図５、図６） 

脳を栄養する動脈も身体の他部位の動脈と同様に、内膜、中膜及び外膜の３

層からなる。脳の表面を走る動脈は、くも膜下腔を走行している。 

脳を栄養する動脈は、大動脈の弓部及びその分枝から出る。左総頚動脈は大

動脈弓より、左椎骨動脈は左鎖骨下動脈より分枝する。右総頚動脈は腕頭動脈

より、右椎骨動脈は右鎖骨下動脈より分枝する。左右の総頚動脈はそれぞれ内

頚動脈を出し、内頚動脈は視神経の後方から、椎骨動脈は大後頭孔から頭腔内

に入り、脳に達する（図５）。 

内頚動脈は脳底において前大脳動脈、中大脳動脈と後交通動脈に分かれる

（これらの動脈及びその分枝を内頚動脈系と呼ぶ。）。椎骨動脈は脳底で左右が

合流し、脳底動脈となり、さらに後大脳動脈を分枝する（これらの動脈及びそ

の分枝を椎骨脳底動脈系と呼ぶ。）。左右の前大脳動脈間の前交通動脈、中大脳

動脈と後大脳動脈との間の左右一対の後交通動脈及び前、中、後大脳動脈の近
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位の部分で形成される動脈のループを大脳動脈輪（ウイリス動脈輪）と呼ぶ

（図６）。この動脈輪は、内頚動脈系と椎骨脳底動脈系との連絡路をなすもので、

脳底部の主要動脈の閉塞に際して側副血行路（バイパス）として閉塞部より末

梢部の血流を補う。大脳半球の表面に沿い、その全面にわたって走行・分布し、

大脳半球の皮質を栄養する皮質枝は前、中、後大脳動脈に由来する。これに対

して、大脳の主要な動脈や前後の交通動脈の近位部から起こり、間脳、大脳核、

内包などに分布する動脈を纏めて中心枝（脳底枝）と呼ぶ。中心枝のうち、中

大脳動脈の分枝であるレンズ核線条体動脈は始め中大脳動脈と逆行する走行を

取った後、被殻、レンズ核、尾状核に分布する。この領域は脳出血の好発部位

図５ 脳動脈      （文献１より引用） 

後大脳動脈（PCA） 

脳底動脈（BA） 

前大脳動脈（ACA） 

中大脳動脈（MCA） 

椎骨動脈（VA） 

内頸動脈（ICA） 

前交通動脈（Acom）
後交通動脈（Pcom）

眼動脈（OphA）

外頸動脈（ECA）＊

総頸動脈（CCA）

腕頭動脈

内頸動脈系 椎骨動脈系 
内 頸 動 脈
前大脳動脈
中大脳動脈

 

後大脳動脈
脳 底 動 脈
椎 骨 動 脈
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で、レンズ核線条体動脈は脳出血動脈

（Charcot）とも呼ばれる。中心枝は脳

実質を穿通して走行するので穿通枝と

も呼ばれる。 

脳幹、小脳には上小脳動脈、下小脳

動脈、後下小脳動脈などが分枝して栄

養している。 

(12) 静脈 

脳を栄養した血液は脳実質静脈に集

まり、これが大脳皮質及び白質から脳

表面に出て、くも膜下腔を走る大脳静

脈に入り、大脳核と間脳などからの脳実質静脈は深部静脈（大大脳静脈）に入

る。大脳静脈及び大大脳静脈は、いずれも先に述べた硬膜の内外二葉間を走行

する硬膜静脈洞に集まり、左右の内頚静脈より頭蓋外に出る。 

(13) 毛細血管 

細小動脈と細静脈とを結ぶ直径 10 ミクロン内外の最も細い血管で、赤血球が

ようやく通れるくらいである。枝分かれして網状に分布する。一層の内皮細胞

に覆われており、内皮細胞間の結合は密である。その周囲に周皮細胞あるいは

神経膠細胞の突起が覆っている。毛細血管の場で、血液中の酸素や栄養素が脳

組織に運ばれ、炭酸ガスや細胞の老廃物が組織から血液中に送られる。血管内

の血流の速さは、毛細血管内が最も遅い。 

(14) 血液脳関門 

血液中に存在する物質の脳への移行は、毛細血管と脳との間の機能的関門に

より選択的に行われている（脳・血液関門）。例えば、ブドウ糖は容易に脳に移

行するが、高分子のたんぱくなどはほとんど移行しない。これによって、血液

中の物質の量的・質的変動や毒性物質の混入にかかわらず、脳の環境を一定に

安定させる役割を果たしている。しかし、脳腫瘍、脳出血、脳梗塞、炎症、中

毒などでこの関門が破壊されると、正常では通過しない物質が通過するように

なる。脳疾患の病態を理解し、治療を行う上で大切な概念である。 

図６ Willis 動脈輪 

（文献１より引用） 
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２ 心臓の解剖と生理 

(1) はじめに 

生体内の細胞・組織が活動を続けるためには、栄養の補給と老廃物の除去が

不可欠である。循環器系は心臓・血管系とリンパ管系に大別され、その役目は

運搬にある。血液が輸送車になり、酸素、栄養物、ホルモン、免疫情報などの

必要物質を細胞に運び込み、細胞からの老廃物や生体の恒常性を維持するのに

必要な物質を細胞から運び出したりしている。この血液を循環させるためポン

プの役割を担っているのが拍動する心臓であり、血液を運搬する通路が血管で

ある。心臓が収縮する度に血液は全身に送り出され、心臓に戻ってきて、また、

全身に送り出される。心臓の仕事量は極めて大きく、１回の拍出量は成人で約

70ml とされているので、１分間 70 回の拍出（１分間の脈拍数：70）として計

算すると（70ml×70 回×60 分×24 時間=7,056,000ml）、１日に約 7,000 リット

ルの血液を拍出していることになる。 

(2) 心臓のあらまし 

心臓の大きさはおよそ握り拳大で、桃の実のような形をしており、主として

筋肉からなる中空状の臓器である。成人の心臓重量は男性 300 グラム、女性

250 グラムとされているが、一般に身長より体重と密接に相関し、正常人では

体重のおよそ 1／200 である（体重 60kg の人であれば 300g）。そして、体重１

キログラム当たり６グラムが正常心の上限値とされている。心臓は心嚢という

袋に包まれて胸郭内に位置し、両側は肺臓に接し、心尖部は横隔膜の上に乗っ

てやや左下を向いている。この心尖部は左乳頭の下で第５肋間にあり、皮膚の

上からここに心尖拍動を触れることができる。 

心臓の容積が大きくなると心肥大（拡大）と呼ばれ、容積が小さくなると心

萎縮（縮小）と呼ばれる。 

(3) 心臓の構造（図７、図８） 

心臓は中空の筋性器官で、その壁は３層からなっている。一番外側は心外膜、

次に心筋層、そして内側が心内膜である。 

心臓は四つの部屋、すなわち、左右二つの心房、左右二つの心室に分かれて

いる。それぞれの内面は心内膜で覆われており、血液の流れを滑らかにするの
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に役立っている。 

心房は基本的に血液

が戻ってくる場所であ

り、右心房には上下の

大静脈から全身の酸素

濃度の低い静脈血が入

り、左心房には左右の

肺静脈から酸素が豊富

になった血液が入って

くる。心房に入ってき

た血液は、心房に続く

厚い筋肉でできた心室

に入る。この厚い筋

肉で出来ている心室

が心臓のポンプに当

たる部分であり、右

心室からは肺動脈を

経て肺臓に血液が送

り込まれ（送り出さ

れ）、左心室からは大

動脈を経て全身に血

液が送り出される。 

左右の心房の間に

は心房中隔があり、

左右の心室の間には

心室中隔がある。す

なわち、左右の心房

間及び心室間には交通はない。心房と心室との間は大きく連絡しており、そこ

に房室弁がある。房室弁はパラシュートのような形をしており、右心房と右心

図８ 心臓の断面 

  （文献３より引用） 

大動脈弁 

右(心)房 

右(心)室 

左(心)房 

左(心)室 

僧帽弁 
心室中隔 
（膜性部） 

左室後乳頭筋 

左室前乳頭筋 

心室中隔 
（筋性部） 

腱索 右室後 
乳頭筋 中隔縁柱 右室前 

乳頭筋 

三尖弁 

前尖 
後尖 

前 尖 
中隔尖 
後 尖 

図７ 心臓の正面像 

（文献３より引用） 
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室の間にあるものは３枚の弁膜からなるので三尖弁と呼ばれ、左心房と左心室

の間にあるものは２枚の弁膜からなり、その形から僧帽弁と呼ばれる。いずれ

も心房から心室に血液が流れるように機能し、心室が収縮したときには血液の

心房への逆流を防いでいる。右心室から出る肺動脈には肺動脈弁、左心室から

出る大動脈には大動脈弁があり、いずれも３枚のポケット状の半月弁からなる。

これらの半月弁は心室が収縮して血液が押し出されるときは、流出する血液の

圧力で動脈壁に押しつけられて開口する。心室が拡張を始めると血液は心室内

に戻ろうとする。その折りに各半月弁のポケットに血液が充満し、結果的に弁

尖部は膨らんで互いにぴったりとくっつき、半月弁は閉鎖し、血液の心室への

逆流を防いでいる。これらの弁膜に故障が起こると弁膜症（心臓弁膜機能不全

症）と呼ばれ、血液の逆流を起こして、血液循環が円滑に行われなくなり、息

切れや動悸などの症状が現れる。 

(4) 心臓に分布する血管（冠循環）（図９） 

心臓は、一生の間、

一刻も休むことなく収

縮と拡張を繰り返す運

動を続けている臓器で

あるので、特に全身に

血液を送り出す左心室

には動脈が密に分布し

ている、心臓に酸素と

栄養等を送る動脈を冠

動脈と呼ぶ。 

冠動脈は大動脈の起始部で、大動脈弁の直上部から左右２本の動脈枝（左冠

動脈及び右冠動脈）として起こり、心房と心室との間にある冠状溝に沿って心

臓の周りを走行している。左冠動脈は、前室間溝を走る前下行枝と冠状溝を左

から回る左回旋枝に分かれる。右冠動脈は冠状溝を右から回る右回旋枝が後室

間枝（後下行枝）となって後室間溝を下る。 

冠動脈は、心臓の表面を包み込むように枝を出しながら、心外膜下組織内を

冠動脈に合成樹脂を注入した

後、心筋などを溶かして作った

冠動脈の立体標本。左心室には

最も密に動脈が分布しており、

右心室がそれに次いでいる。図

の上方の心房に分布する動脈枝

の数は少ない。 

図９ 心臓を養う冠動脈 
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表在性に走行し、表在枝に対してほぼ直角に分枝する多数の枝を心筋層内に送

り込む。心室、特に左心室を栄養する冠動脈の枝は極めて密に分布するが、

個々の枝は、末梢の領域で他の動脈枝と吻合・交通することがない。このよう

な動脈枝相互の間に吻合・交通がなく、直ちに毛細血管と連なる動脈は終動脈

と呼ばれる。 

終動脈が血栓などで閉塞すると、バイパスからの血液供給がないので、終動

脈で栄養されている領域の組織は壊死（生体内における一部の細胞・組織が死

ぬことを壊死という。）を起こす。終動脈の閉塞により、その終動脈が灌流・

栄養する領域の組織に壊死が起こる病変を梗塞といい、心筋に梗塞が起こると

心筋梗塞と呼ぶ。心筋梗塞は心室、特に左心室によく発生する。これに対して

心房に分布する動脈は、心室に比して著しく粗にしか分布していないにも関わ

らず、動脈枝相互間の吻合・交通が良く発達している。したがって、バイパス

がよく発達しているので、心房に梗塞が発生することはほとんどない。 

冠動脈から毛細血管に至り、心臓を栄養した血液は、心臓の静脈（大、小及

び全心静脈）に集まり、冠状静脈洞から右心房に戻っていく。 

(5) 刺激伝導系（図 10） 

心臓の活動を制

御するシステムに

は二つある。一つ

は自律神経を介す

るもので、交感神

経がアクセルとし

て、副交感神経が

ブレーキとして作

用する。もう一つ

のシステムは刺激

伝導系と呼ばれ

る。心臓内に存在する筋肉と神経の中間のような特殊な心筋組織である。この

刺激伝導系によって、心筋は、脳からの神経支配を受けずに自動的に収縮する。

図 10 心臓の刺激伝導系 

洞結節 興奮の伝わる方向 

副伝導路 

左脚 

左房 

左室 ヒス束 

プルキンエ線維 

右脚 

房室結節 

右房 

右室 
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すなわち、この刺激伝導系は、心筋収縮の調和と同調を引き起こす刺激（イン

パルス）＝興奮を生じ、かつ、それを伝導する特殊な機能を担う心筋組織から

なり、次のような構成となっている。 

ア 洞結節（洞房結節） 

上大静脈開口部と右心房の境界部に存在する特殊な心筋細胞の小集団で、

ほかの特殊心筋細胞の集団よりも興奮頻度が高く、心拍数を決定するので、

ペースメーカー（歩調取り）とも呼ばれる。生成された興奮波が洞結節から

心房筋へ伝播し、房室結節を経てHis束、脚枝、プルキンエ線維、心室筋へ生

理的な頻度で生理的な伝導速度で障害なく伝導する場合を正常洞調律という。 

イ 房室結節 

心房と心室との間にある特殊な心筋細胞の小集団で、右房室弁近くの心房

中隔の壁に位置している。心房と心室との間には線維性結合組織があって絶

縁体のような働きをしているので、心房の刺激は直接には心室に伝わらず、

心房の刺激は房室結節を介してのみ心室に伝わる。 

ウ ヒス束 

房室結節から連続する特殊な心筋細胞束で、心房と心室を区分けする線維

組織を横切り、心室中隔の膜様部の中を通り、心室中隔の上方に達する。 

エ 左右の脚（左脚及び右脚） 

心室中隔上方に達したヒス束は太い左脚と細い右脚に別れ、それぞれは更

に枝分かれして、心内膜下を走り、次のプルキンエ線維に移行する。 

オ プルキンエ線維 

正常な刺激伝導は図９のように、洞結節で形成された刺激が心房筋から房

室結節、ヒス束、左脚及び右脚、プルキンエ線維を経て心室筋を順次興奮さ

せる形で行われる。 

(6) 心臓の評価法 

ア 心電図(ECG）（図 11） 

体液や組織は伝導性が良いため、体表に電極を装着することで心臓内の電

気的活動を知ることができる。記録に用いられる装置を心電計と呼び、記録

を図にしたのが心電図である。正常の心電図波形はアイントーベンの命名に
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よりＰ、Ｑ、Ｒ、Ｓ、Ｔと名付けられた５つの波を有している。Ｐ波は洞結

節からの刺激が心房内に広がる際に生じる。房室結節は洞結節と同様に伝導

はゆっくりしているので心電図で波形として記録されない。Ｑ、Ｒ、Ｓ波は

ヒス束、左右の脚やプルキンエ線維を通過する刺激の極めて急激な広がりと

心室筋の電気的活動を示している。Ｔは心室筋の弛緩を示している。波の高

さは電位差を示し、通常 10mm が１mV を示すように記録される。 

心電図の各波のパターンと、周期と周期との間の時間的間隔を測定するこ

とにより、心筋の状態や心臓内の刺激伝導系についてのかなり詳細な情報を

得ることができる。 

イ 心臓血管系の放射線検査 

心臓・大血管の位置、形態、大きさ、拍動などを検査するＸ線学的方法と

して、胸部Ｘ線、Ｘ線 CT、心臓血管造影法等がある。胸部単純Ｘ線写真にお

ける心臓の横径と胸郭の横径との比を心胸比と呼ぶ。正常範囲は 50％以下で

あり、心拡大の評価に使われることがある。 

ウ 心エコー図（UCG） 

図 11 心電図の基本的名称     （文献３より引用） 
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超音波による心臓疾患の診断法であり、心臓・大血管の解剖学的構造とそ

れらの関連情報及び血流情報が非観血的に得られる。 

エ 血圧(BP） 

血液が血管壁に及ぼす側圧力を血圧という。通常、血圧は上膊（二の腕）

の上腕動脈で測定される。心臓は拍動によって収縮と拡張を繰り返すから、

血圧には拍動性変動がある。心臓の収縮期に相当して血圧は最も高く、収縮

期血圧と呼ぶ。心臓の拡張期に相当して血圧は最も低く、拡張期血圧と呼ぶ。 

オ 脈拍 

左心室が収縮するたびに動脈壁に伝わる圧力の波が全身の動脈に広がり、

血管の拍動、すなわち脈拍となる。通常、脈拍数は心拍数と同じであり、撓

骨動脈で測られる。前膊内面の母指側で、撓骨動脈の上に示指、中指、薬指

の３指を当てて脈拍を触れ、その頻度、リズム及び大きさをみる。覚醒状態、

安静時における１分間の脈拍数は成人で男性 60～80、女性 70～90 である。 

通常、体温が１℃上昇する毎に、１分間の脈拍が 10 ずつ増加する。成人に

おいて１分間に 100 以上の脈拍数を示すとき頻脈といい、60 以下のとき徐脈

という。 

カ その他 

その他の心臓評価法として心臓 MRI、心臓核医学検査法などが用いられてい

る。 
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